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要 約 

 

 

 

調査研究内容 

【テーマ２ ブランドの保護（パリ条約 6 条の 3に基づく通知）】 

国内ヒアリング調査では、公的機関や有識者を対象に調査、分析を行った。海外調査で

は、質問票及びヒアリングによって各国のパリ条約 6条の 3に基づく通知に関する運用や、

通知に関する商標法における登録要件等の調査、分析を行った。 

調査研究内容 

【テーマ１ 未登録の技術の保護について】 

海外主要国（米国、ドイツ、中国）の現地代理人に依頼して調査、検討を行った。 

本調査研究の背景・目的 

【テーマ１】 

我が国企業等には､安定した電力供給網や高速鉄道網等のインフラ等を、欧米先

進国を含む世界各国に対して積極的に輸出していくことが求められている。その

際、我が国企業がグローバル市場で競争力を持つためには、自社だけの技術につ

いては秘密として管理して現地企業等によるコピーを防いだり、現地企業等がコ

ピー不可能な我が国のアイデンティティに根ざした独自の技術を保護･強化した

りすることが重要になりつつある。このような中で、独自の技術を営業秘密とし

て管理するための制度について、主要国を対象として本調査研究で検討を行うこ

ととする。 

【テーマ２】 

パリ条約では、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章等であ

って WIPO に通知されたものについて、商標登録を拒絶等し、また、商標として使

用することを禁止することとしているが、この通知に関しては、国内のニーズ、

他国の運用方法、或いは他国の保護規定等について整理されていないという問題

がある｡そこで、本調査研究では、このような国内ニーズや他国における保護制度

の実態を調査、整理及び分析を行うこととする。 
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Ⅰ． 序 

１． 本調査研究の背景・目的 

我が国の固有の技術･ブランドに関しては、特許権や商標権を取得して保護したり、営業

秘密として管理したり、地理的表示としての保護を目指したりすること等が考えられ、知

的財産権として登録して保護する制度（以下､登録保護制度1｡）と未登録のまま保護する制

度 (以下､未登録保護制度2｡ ) を適切なバランスで用いることが必須となる｡ 

例えば、未登録の技術の保護に関して、営業秘密の保護の観点からは、人材の流動化が

激しい情勢の中、我が国の企業等における営業秘密の漏洩等が問題になってきている。そ

のため、企業等においては、諸外国での営業秘密を保護するために十分な対策を図る必要

に迫られている。しかしながら、諸外国での営業秘密保護については、制度や活用実態に

ついて情報が十分にあるとは言えず、有効な対策を図るため、これらの情報について整理

する必要がある。 

また､ブランド保護に関して、パリ条約3では、同盟国が採用する監督用及び証明用の公

の記号及び印章等 (以下、公の印章等)であって、WIPO4に通知 (以下、WIPO 通知)されたも

のについて、商標登録を拒絶等し、また、商標として使用することを禁止することとして

おり、公的な技術認証や品質保証等に係る印章等については、WIPO 通知を行う方法と各国

で商標登録を行って保護する方法がある｡しかしながら、国内において通知の対象となる公

の印章等としてどのようなものがあるか、我が国以外のパリ条約同盟国がどのような基準

で通知･異議の通報を行っているか、通知を行った場合に我が国以外のパリ条約遵守国でど

のような保護を受けることができるのか、我が国では商標法と不正競争防止法による対応

を行っている5が我が国以外のパリ条約遵守国ではどのように対応しているのか等につい

て整理されていないという問題がある｡ 

そこで、営業秘密に関しては、米国、ドイツ及び中国といった主要国における営業秘密

                                            
1技術であれば特許権登録を行って特許法上の保護を受けたり､ブランドであれば商標権登録を行って商標法上の保護を

受けたりする等､産業財産権としての登録を行って保護を図る制度を意味する｡ 
2技術であれば営業秘密として秘密管理して不正競争防止法上の保護を受けたり､ブランドであれば後述する WIPO 通知を

行って商標法及び不正競争防止法上の保護を受けたりするなど､知的財産権としての登録を行わずに保護を図る制度を意

味する｡ 
3工業所有権の保護に関するパリ条約第 6 条の 3では、同盟国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督要及び

証明用の公の記号及び印章、国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称の保護を図ることを規定している。 
4 WIPO とは、World Intellectual Property Organization（世界知的所有権機関）の略称である。 
5商標法第4条第1項第5号において､同盟国の監督用及び証明用の公の印章又は記号の商標登録を受けることができない

ようにするとともに､不正競争防止法第 16 条第 3項において､外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用

の印章又は記号の商業上の使用を禁止している｡商標登録を受けることができない紋章等の具体的な内容については､経

済産業大臣によって告示され､商業上の使用を禁止する国旗等の具体的な内容については､｢不正競争防止法第 16 条第 1

項及び第 3項並びに第 17 条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監

督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令｣において定められてい

る｡ 
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の保護に関する規定や活用動向について調査、整理及び分析する。また、WIPO 通知に係る

事項等について、我が国や諸外国における未登録保護制度と登録保護制度との関係、両制

度の活用の実態及び動向並びに我が国における両制度の適切なバランス等を調査、整理及

び分析する。 

そして、上記調査等により、我が国企業が世界各国において登録保護制度及び未登録保

護制度を適切に活用しながら固有の技術･ブランドを保護･強化できるよう、我が国におけ

る未登録の技術･ブランドの保護の在り方及びその実務上の適切なルールの策定を検討す

るための基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を行うこととする｡ 

２． 本調査研究の実施方法 

 本調査研究では、Ⅱ．未登録の技術の保護、については、現地代理人に依頼して報告書

を作成した。対象国は、米国、ドイツ、中国である。 

また、Ⅲ．ブランドの保護（WIPO 通知）については、国内ヒアリング調査、質問票によ

る海外調査及び海外ヒアリング調査を実施し、その結果に基づいて分析を行った。 

なお、海外調査では、各国の知的財産庁に対して質問票及びヒアリング調査を実施した。 

Ⅱ． 営業秘密の保護についての検討  

１． はじめに 

 

 我が国企業による諸外国における未登録技術の保護のために、米国法（連邦法及び州法

（New York 州法及び New Jersey 州法））、ドイツ法、中国法の営業秘密保護法制について

調査を行った。 

具体的には、各国の営業秘密を保護する各刑事罰条項が規定された立法理由、営業秘密

に係る各刑事罰条項の現実の運用状況及び営業秘密に係る各刑事罰条項についての現状の

評価・問題点について調査・分析することを目的とする。 

 

２． 検討の方向について 

 

諸外国における未登録技術の保護のために、①米国法（連邦法及び州法（New York 州法

及びNew Jersey州法））、②ドイツ法、③中国法の営業秘密保護法制について調査を行った。

具体的には、各国の営業秘密を保護する各刑事罰条項が規定された立法理由、営業秘密に

係る各刑事罰条項の現実の運用状況及び営業秘密に係る各刑事罰条項についての現状の評
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価・問題点について調査した6。 

 

３． 諸外国の状況について 

（１） 米国について 

（ⅰ）概観 

 

 米国における営業秘密の窃取（theft）については、連邦法と一部の州では、州法の双方

で犯罪とされている。連邦法において営業秘密の窃取を主として取扱っているのが、1996

年経済スパイ法（Economic Espionage Act of 1996 : EEA）7である。EEA は、営業秘密の

不正使用（misappropriation）に関係した個人と企業を訴追するための幅広い権限を連邦

検察官に対し与えている。 

州のレベルでは、およそ 24 の州が営業秘密の不正使用を明示的に犯罪と規定している。

規定の方法としては、既存の刑事法における「財産（property）」の定義を営業秘密をも含

むよう拡大するものと営業秘密の不正使用を犯罪とする特別の規定を置くものが存在して

いる。本報告書の米国に関する部分では、EEA 及び営業秘密の不正使用に係わる州の刑事

法規定（主としてニューヨーク州及びニュージャージー州の規定）についての分析を行う。 

 

① ニューヨーク州 

 

(a) 営業秘密保護の規定 

 

ニューヨーク州は、民事的救済について、米国で主流となっている統一トレードシーク

レット法（UTSA）をモデルとする営業秘密法を制定していない数少ない州のひとつである。

同州では、60 年以上前に発行された不正行為リステイトメント第１版（the first 

Restatement of Torts）に基づくコモンロー上の原則に依拠する形で営業秘密の不正使用

に関する民事責任が判断される。 

また、営業秘密の刑事的措置については、ニューヨーク州刑法（NYPL）の窃盗罪（NYPL 

Article 155）及び秘密の科学物質の不正使用を禁じる（§165.07）に規定されている。そ

の他の関連規定として、NYPL の 156 編（Article 156）に、「コンピュータ関連資料」の不

正な複製と所持を禁じる規定がある。 

                                            
6 調査結果の日本語訳を第Ⅱ章に記載する。尚、報告書の原文（英文）は資料編の第Ⅰ章に記載する。 
7 18 U.S.C., Sections 1831 to 1839 
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② ニュージャージー州 

 

(a) 営業秘密保護の規定 

 

 ニュージャージー州の刑事法では、営業秘密の保護に関する規定が明確化されている。

これは、過去に営業秘密が窃盗罪規定の適用範囲に入るものであるかどうかという議論が

あったことから、営業秘密に対する保護を明示的に追加することが必要と考えられたため

である。1956 年、N.J.S Cum. Supp. § 2A:119-5.2 における「財産（property）」の定義

が営業秘密も含むものとなるよう拡大された8。 

 ニュージャージー州は、営業秘密を財産として規定した 初の州のひとつであり、その

後、州法の改正が行われ現行の形の規定（N.J. Rev. Stat. § 2C:20-1）に変更されたも

のの、 初の規定は他州が同様の法を策定しようとする際のモデルとしていまだ使用され

続けている9。 

２． ドイツについて 

（１） 不正競争防止法の規定 

 

ドイツ不正競争法(UWG)では、営業秘密の侵害行為を営業秘密所有者の被用者による秘密

保持義務違反（Geheimnisverrat, § 17 I UWG）、特に危険性の高いスパイ事件

（Betriebsspionage, § 17 II No. 1 UWG）及び不正な手段で入手された営業秘密の無断

使用及び開示（Geheimnishehlerei, § 17 II No. 2 UWG）が定めている。また、UWG の§ 

17 I 及び II に規定する侵害行為の未遂も罰せられる（§ 17 III UWG）10。 

 

（２） 刑法の規定 

 

UWG による保護に加えて、刑法（StGB）にも、営業秘密保護に関する特定の側面を扱っ

た規定がある11。規定されている内容として以下のものがある。 

・刑法の第 202 条は、レター及びイラストの秘密性の保護を規定している。「レター」及び

                                            
8 ibid.  
9 ニュージャージー州における 初の営業秘密関連規定は、営業秘密に相当する物品の窃取又は横領に関して別個の規

定を有していた。しかし、現行法は営業秘密に関する別個の規定を設けることをせず、営業秘密を財産のひとつとして

取扱っている。 
10 英語訳は、http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html にて閲覧可能 
11 英語訳は、http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf.にて閲覧可能。 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf
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「イラスト」という用語の意味は広く、「レター」には手紙、日記、メモ、計算、見積もり

及び図面等が、「イラスト」には、写真、スライド及び映画等が含まれると解釈されている。

なお、レター及びイラストの秘密性が認められるためには、「非公開」の状態にあること、

例えば、封筒、引き出し、戸棚等の閉鎖的な入れ物に密封されていることが必要である。 

・第 203 条は、主として社会の利益及び特定の職業についての職務上の秘密に対する信頼

を保護する規定であり、また、ドイツ憲法第 2条第 1項及び第 1条第 1項を根拠とする「情

報に関する自己決定権」も保護している。第 203 条は、他人の秘密情報の利用に関する規

定である第 204 条によって拡張、補完される。 

・刑法第 205 条では、第 202 条から第 204 条までの犯罪は告訴がなければ起訴することが

できないと定めている。 

３． 中国について 

（１） 中華人民共和国刑法について（国家主席命令第 83 号）（全国人民代表大会によっ

て改正され、1997 年 10 月 1 日に施行されたもの） 

 

中華人民共和国刑法第 219 条では、以下に挙げるいずれかの手段による営業秘密の侵害

を明示的に禁止している。 

・権利者の営業秘密を窃取、利益誘導、脅迫その他の違法手段によって入手すること。 

・違法手段によって入手した権利者の営業秘密を、開示し、使用し、又は第三者に使用可

能な状態とすること。 

・営業秘密を、権利者によって課された秘密保持契約又は秘密保持義務に違反して、開示

し、使用し、または第三者が使用可能な状態とすること。 

また、刑法に定める責任は、営業秘密を受領した第三者にも及ぶ。この第三者は、上記

のいずれかの手段により侵害された営業秘密であることを知っていた又は知りうべきであ

った場合に、これを取得、使用又は開示する行為は、営業秘密の侵害とみなされる。 

さらに、営業秘密の侵害の結果、権利者に重大な損害が生じた場合には、侵害者は、犯

罪の重大性に応じて、罰金及び７年以下の禁固刑という刑事制裁を受ける。 

 

（２） 「 高人民法院及び 高人民検察院による知的財産権侵害の刑事事件の取扱いに

おける一定の法適用に関する問題点の解釈」（Fa Shi 2004 年第 19 号）（2004 年 12 月 22

日に施行、以下「2004 年解釈」） 

 

2004 年解釈の第 7条では、刑法第 419 条に定める犯罪の重大性を判断する際のガイドラ
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インを定めている。このガイドラインによれば、営業秘密の侵害の結果、権利者が 50 万人

民元（約 78,000 米ドル）から 250 万人民元（約 39 万米ドル）の金銭的損害を被った場合

には、侵害者は権利者に対して重大な損害を生じさせたとみなされ、3年以下の禁固刑と、

裁判所の判断によっては罰金の併科を受ける。 

また、損害が 250 万人民元（約 39 万米ドル）以上の場合には、侵害者は権利者に対して

著しい損害(significant loss)を 生じさせたとみなされ、3年以上 7年以下の禁固刑及び

罰金が併科される。 

 

（３） 全国人民代表大会によって制定公布された不正競争防止法（国家主席命令第 10 号）

（1993 年 12 月 1 日に施行） 

 

不正競争防止法の監督及び執行は、中華人民共和国国家工商行政管理総局（SAIC）及び

その地方支局によって行われる。不正競争防止法の第 25 条は、SAIC 及びその管轄地方支

局）に対し、その行政的裁量権において、犯罪の重大性に応じ、営業秘密の侵害者に対し

てさまざまな制裁を課す権限を付与している。SAIC の有する権限は以下のとおりである。

(i) 侵害者に対して侵害行為を中止するよう命じる。(ii) 1 万人民元（約 1,500 米ドル）

から 20 万人民元（約 30,000 米ドル）の行政罰金を科す。なお、中国における不正競争防

止法では、禁固その他の形式による刑事罰は定めていない。 

Ⅲ． パリ条約６条の３に基づく WIPO 通知に関する検討  

１． はじめに 

 

WIPO 通知に関しては、国内において通知の対象となる同盟国が採用する監督用及び証明

用の公の記号及び印象等公の記号等としてどのようなものがあるか、我が国以外のパリ条

約同盟国がどのような基準で通知･異議の通報を行っているか、通知を行った場合に我が国

以外のパリ条約遵守国でどのような保護を受けることができるのか、我が国では商標法と

不正競争防止法による対応を行っている12が我が国以外のパリ条約遵守国ではどのように

対応しているのか等について検討を行った。 

                                            
12商標法第 4条第 1項第 5号において､同盟国の監督用及び証明用の公の印章又は記号の商標登録を受けることができな

いようにするとともに､不正競争防止法第 16 条第 3項において､外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明

用の印章又は記号の商業上の使用を禁止している｡商標登録を受けることができない公の記号等の具体的な内容について

は､経済産業大臣によって告示され､商業上の使用を禁止する公の記号等の具体的な内容については､｢不正競争防止法第

16条第 1項及び第3項並びに第17条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共

団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令｣において定めら

れている｡ 



viii 
 

 

２． 検討の方向性について 

 

（１） 国内における実態とニーズ 

 

 国内においては、以下の観点から実態とニーズの調査・分析を行った。 

・国内の同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章等の運用の実態について 

・WIPO 通知による同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章等公の記号等の

保護に関する国内のニーズについて 

 

（２） 諸外国における WIPO 通知の実態と制度調査 

 

諸外国におけるパリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知・異議通報の実績や国内基準、

或いはパリ条約 6条の 3に基づいて他国から通知された同盟国の紋章（以下、「紋章等」と

いう。）、旗章その他の記章（以下、「記章等」という。）、同盟国が採用する監督用及び証明

用の公の記号及び印章（以下、「公の記号等）という。）及び政府間国際機関の紋章、旗章

その他の記章、略称及び名称（以下、「国際機関の標章等」という。）（また、これらをまと

めて以下、「記章、紋章、公の記号、国際機関の標章等」という。）の保護規定（使用の禁

止、商標法における不登録事由又は無効事由等）について調査・分析を行った。主な項目

としては、以下の通りである。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

（ⅱ） パリ条約 6条の 3に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関から通知された標章等に

対して異議通報するための国内基準について 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

（ⅳ） WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

（ⅵ） WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合

の措置について 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの
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について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認

められる場合の商標登録の可否 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

（ix） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱い

について 

 

３．国内の実態調査及び分析 

 

 本調査研究では、公的機関と学識経験者にヒアリングを実施し、国内の実態及びニーズ

を調査した。 

 

（１） ヒアリング調査の実施について 

 

 公的機関（認証機関）10 者及び学識経験者 5者に、2011 年 12 月から 2012 年 2 月にかけ

てヒアリング調査を実施した。 

 

（２） 国内の公の記号等の運用の実態について 

 

 これまでに公の記号等を用いている業者等が、不適切な使用（例えば、法律により、公

の記号等を付すことができると規定されている製品以外の製品に付してしまうケース、法

律の規定上、公の記号等と管理番号の双方を組み合わせた状態で製品に付さなければなら

ないところ、管理番号の組み合わせ方が正しくないケース等）をしていた事例においては、

行政指導の権限が存在する場合、是正勧告によって対処できている。また、無断使用（法

律により、第三者機関に認証を受けなくてはならないと規定されているにも関わらず、認

証を受けずに勝手に製品に印章等を付してしまうケース等）も存在したが、話し合いで解

決できており、公の記号等が商標登録されている場合であっても商標権侵害として訴訟に

まで至った事例はなかった。 

 海外で公の記号等を商標登録している理由としては、商品の製造国（特に中国を始めと

するアジア諸国）であるため、又は、商品の販売国であるため、何らかの問題が生じた場

合にも対応できるようするため取得したという回答等が得られた。 

 

（３） WIPO 通知による公の記号等の保護に関する国内のニーズについて 
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 WIPO 通知による公の記号等の保護について、その活用に対して肯定的な意見をまとめる

と以下の通りである。 

・商標出願をする際、出願したい国の数や商品区分が多い場合、出願料、更新料及び手続

き面の負担が大きいため、費用がかからないという点で WIPO 通知に魅力を感じる。 

・WIPO 通知による保護が、商標権と同等な保護（権利者による差止請求や損害賠償請求等）

が担保されるのであれば、利用する可能性がある。 

・商標法で保護される標章は商標権たる財産権として保護されるところ、保護したい公の

記号等について、その主な目的が財産権の保護以外（国民の安全を守るため等）にあるな

らば、商標法による保護は適切ではなく、WIPO 通知の方がなじみやすいと考えられる。例

えば、製品の品質を保証する JIS マークが挙げられる。 

 一方、WIPO 通知による公の記号等の保護について、その活用に対して否定的な意見をま

とめると以下の通りである。 

・市場が国内のみであって、海外市場を想定していない商品に貼付する公の記号等につい

ては、海外で保護をする必要性を感じない。 

・機関の運用が、当該機関が所有している商標のライセンス料に依拠している機関のマー

クは、WIPO 通知による保護に切り替えると、ライセンス料がとれなくなる可能性があるた

め通知には適さない。 

 

Ⅳ． まとめと考察 

 

本調査研究では、我が国独自の技術や固有のブランドに関して各国で保護を図るべく、

前者については「営業秘密の保護」、後者については「WIPO 通知」の調査を行った。 

 営業秘密の保護については、米国、ドイツ、中国といった主要国における営業秘密の刑

事罰の適用事例や動向について調査した。 

米国では、営業秘密の窃取に対して連邦法（経済スパイ法第 1831 条及び第 1832 条）と

一部の州（24 の州）では州法の双方により刑事罰の対象とされるが、実態としては、州法

が適用された事案は少なく、主として連邦法が用いられている。近年ではさらなる営業秘

密の保護の必要性が高まり、2011 年には刑事罰を強化すべく「産業スパイ罰則強化法」が

提出され、現在、上院で審議中である。仮にこの法案が成立すれば、経済スパイ法第 1831

条に規定される各訴因の刑の上限が 15 年から 20 年に引き上げられることとなる。 

ドイツでは、不正競争防止法により営業秘密の窃取が刑事罰の対象とされる。なお、刑

事罰の対象となる行為は、営業秘密の秘密保持義務違反、不正取得、無断使用等及びこれ

らの侵害行為の未遂とされるが、前回調査（2002 年）から法規定及び刑事罰の適用事例の

動向等について特段の情報を得ることはできなかった。 
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中国では、刑法により営業秘密の窃取が刑事罰の対象とされている。刑法 219 条によれ

ば重大な損害を被った場合には 3 年以下の禁固刑又は裁判所の判断によっては罰金の併科

を受け、著しい損害の場合には 3 年以上 7 年以下の禁固刑及び罰金の併科を受ける、と規

定されている。なお、刑事罰の適用における犯罪の重大性の判断においては「 高人民法

院及び 高人民検察院による知的財産権侵害の刑事事件の取扱いにおける一定の法適用に

関する問題点の解釈（Fa Shi2004 年第 19 号」、いわゆるガイドラインを用いることとなっ

ており、これによると、重大な損害とは、営業秘密の侵害の結果、権利者の金銭的損害が

50 万人民元（約 78,000 米ドル）から 250 万人民元（約 39 万米ドル）の場合とされ、著し

い損害とは、権利者の金銭的損害が 250 万人民元（約 39 万米ドル）以上の場合であるとさ

れている。 

以上のように営業秘密の保護に対する刑事罰の動向は、国毎によって異なっており、普

遍的な結論を導くことはできない。注目すべき点は、米国とドイツにおける刑事罰の適用

についての慎重な姿勢である。米国における刑事罰の適用にあたっては、文面上の適用範

囲は極めて広いものであるにもかかわらず、立法時の連邦議会の意向を踏まえて慎重な対

応が行われてきている。また、ドイツにおいては、被用者が正当に取得した知識やスキル

は雇用期間終了後も自由に使えるようにすべきだという包括的な原則（overarching 

principle）が存在し、刑事罰の適用に制限を設けている。特に米国では、「産業スパイ罰

則強化法」の上院提出や第 1831 条適用における連邦検察庁の事前許可が不要になったこと

もあり、今後の動向をさらに注視する必要があると思われる。 

 

また、WIPO 通知によるブランドの保護については、主にパリ条約 6条の 3に基づく通知

の対象となりうる国内の公の記号等として如何なるものがあるか、我が国以外のパリ条約

の同盟国がどのような基準で通知･異議通報を行っているか、及び通知を行った場合に我が

国以外のパリ条約の同盟国でどのような保護を受けることができるのか等の調査を行った。 

WIPO通知又は異議通報の実績がある国におけるWIPO通知を行うための基準については、

ほぼ全ての調査対象国で明確な規定が存在しなかった。調査対象国のうち唯一、韓国のみ

が WIPO 通知を行うための基準について運営要項を制定しており、2009 年 4 月 1 日に施行

された「パリ条約第 6条の 3に基づくパリ条約等の同盟国の公益標章の保護に関する運営

要項の制定」に基づき、近年多数の公の記号等の WIPO 通知を行っている。しかし、これら

の WIPO 通知に対して米国は「公の記号等にあたらない」として異議通報を行っており、両

国の主張に齟齬が生じていることから、各国における条文の解釈には相違があると推測さ

れる。他方、韓国以外の調査対象国においては、明確な規定が存在しないものの、「公の記

号等」の属性についての質問に対し得られたアンケート及びヒアリング結果からは、その

表示について根拠法があるもののみを WIPO 通知する傾向が見受けられる。 
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WIPO 通知に対し、他国から異議通報を受けた場合の 終的な結果としては、異議に反論

して異議申立国からの異議が取り下げられたケースや異議申立に対する反論を行ったが、

その反論に対する反応がなく、当該国での保護を断念したケースなど様々な事例が見受け

られた。なお、初回の異議申立は条約上、通知受領から十二箇月以内と定められているが、

その後の交渉期間に制限はなく、WIPO を介さずに当事国同士で直接やりとりが行われてい

る実態が明らかとなった。 

また、過去に WIPO 通知がなされ、既に国内でパリ条約 6条の 3に基づく保護を行ってい

た公の記号等について、その後、商標としての使用又は商標出願があった場合の措置とし

て、全調査対象国で商標の登録拒絶に関する規定が設けられていたものの、使用禁止につ

いては明確な規定が確認できない国も存在した。 

さらに、上記のような状況で商標出願があった場合でも、出願人が通知を行った国の政

府であるなど正当な権利者・使用者と認められる場合には、当該商標登録を認めると回答

する国も多くあった。しかしながら、正当な権利者が出願した場合であっても登録が拒絶

される国もあり、こうした国では一旦 WIPO 通知を行ってしまうと当該国における同様のも

のの商標登録ができなくなるため、通知の際は留意する必要がある。 

その他、登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の登録商標の後発的無

効事由についても調査を行ったが、WIPO 通知のみをもってして商標登録が無効になるわけ

ではないと回答した国が多かったものの、商標登録が無効になる可能性があると回答した

国及び今回の調査では明確な回答が得られなかった国もあることから、通知の際には商標

登録により、予め得られていた保護の効果が失われる恐れがないか慎重な検討が必要であ

る。 

以上のように WIPO 通知に関する調査対象国の制度には、通知の基準・保護の形態にばら

つきがあり、パリ条約 6条の 3に基づく保護と商標権の取得との両立についても国毎に運

用が異なることから、通知に際しては対象国に対する十分な調査の上、慎重な検討が必要

であると考えられる。 

加えて国内において WIPO 通知の対象となりうる公の記号等の運用実態及びニーズにつ

いてヒアリング調査を実施した。WIPO通知の対象として考えられる公の記号等については、

様々な見解があったが、既に海外で商標権を取得している公の記号等の所有団体からは、

商標権による保護の効力が損なわれる恐れのある国が存在するのであれば、通知を避けた

いという意見があった。一方で、商標登録の適格性要件を備えていない公の記号等につい

ては通知の対象となりうるのではないかとの意見もあった。上記のように各国の保護状況

が一様でない現状にあっては、我が国固有のブランド保護の検討を進める中で、WIPO 通知

の実施にあたっては、商標権の取得により得られる保護との関連性を十分考慮しながらの

慎重な検討が必要になるであろう。 
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以上のように、本調査研究では、営業秘密の保護と WIPO 通知といった観点から我が国の

独自の技術及び固有のブランドの保護を強化すべく検討を進めてきた。そして、この検討

結果が今後の我が国における未登録の技術・ブランドの保護の在り方及びその実務上の適

切なルールの策定の検討に資することを期待するものである。 

以上 

 

 

 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

はじめに 

 

昨今、我が国企業等には､安定した電力供給網（スマートグリッド）や高速鉄道網等のイ

ンフラ、固有の風土等に基づいた食品等を、欧米先進国を含む世界各国に対して積極的に

輸出していくことが求められている。その際、我が国企業がグローバル市場で競争力を持

つためには、現地企業等とボーダレスな連携を図る一方で、我が国独自の技術・ブランド

について、秘密としての管理を含めたコピーの防止や固有ブランドとしての価値の向上を

進めていくことが重要になりつつある｡ 

このような独自技術や固有ブランドに関しては、特許権や商標権を取得して保護したり、

営業秘密として管理したり、地理的表示としての保護を目指したりすること等が考えられ、

知的財産権として登録して保護する制度と未登録のまま保護する制度を適切なバランスで

用いることが必須となる｡ 

 

本調査研究は、このような背景を踏まえ、我が国企業等の独自の技術を他国で保護する

ために、営業秘密に関する保護について海外代理人による調査、分析を行った。また、ブ

ランド保護に関しては、パリ条約 6 条の 3 等に基づく保護の在り方について、国内の公的

機関、有識者等へのヒアリング及び諸外国の知的財産庁、公的機関や法律事務所等に対す

る質問票及びヒアリングによる調査を行い、分析、検討を行った。 

本報告書は、以上の調査及び検討の結果を集約したものであり、本報告書が、今後の未

登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する検討の一助となれば幸いである。 

後に、本調査研究の遂行にあたり、国内ヒアリング調査に御協力いただいた方々、海

外質問票調査、海外ヒアリング調査に御協力いただいた知的財産庁、行政機関等、法律事

務所等の皆様に対して、この場を借りて深く感謝申し上げる次第である。 

平成２４年２月 

一般財団法人 知的財産研究所 
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Ⅰ． 序 

１． 本調査研究の背景・目的 

昨今、我が国企業等には､安定した電力供給網（スマートグリッド）や高速鉄道網等のイ

ンフラ、固有の風土等に基づいた食品等を、欧米先進国を含む世界各国に対して積極的に

輸出していくことが求められている1。その際、我が国企業がグローバル市場で競争力を持

つためには、現地企業等とボーダレスな連携を図る一方で、我が国独自の技術・ブランド

について、秘密としての管理を含めたコピーの防止や固有ブランドとしての価値の向上を

進めていくことが重要になりつつある2｡ 

このような独自技術や固有ブランドの保護に関しては、特許権や商標権の取得や、営業

秘密としての管理、あるいは地理的表示としての保護を目指すこと等が考えられ、知的財

産権として登録して保護する制度（以下､登録保護制度3）と未登録のまま保護する制度 (以

下､未登録保護制度4) を適切なバランスで用いることが大切となる｡ 

独自の技術については、未登録保護制度としての営業秘密保護を用いて、自社内で秘密

として管理して保護することが考えられ、諸外国においては民事救済のみならず、例えば、

経済スパイ法等（米国）、不正競争防止法等（ドイツ）、刑法等（中国）などによる刑事制

裁等も規定されている。 

一方で固有のブランドに関しては、各国で商標登録を行って保護する方法も考えられる

が、パリ条約5では、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章等であって

WIPO6に通知 (以下、WIPO 通知。)されたものについて、商標登録を拒絶等し、また、商標

として使用することを禁止することとしており、公的な技術認証や品質保証等に係る印章

等については、WIPO 通知を行って保護する方法も存在する｡ 

しかしながら、営業秘密に関しては、人材流動が激しい情勢の中で、企業等は、より一

層の営業秘密の漏えい等に対する防衛の必要性が生じてきており、主要国における営業秘

密の保護に対して十分な対策が必要となっているにも関わらず、対策に必要な最新の情報

が十分に整理されていないという問題がある。 

また、WIPO 通知に関しては、国内において通知の対象となる同盟国が採用する監督用及

                                            
1 「新成長戦略 ～「元気な日本」復活のシナリオ～」（2010 年 6 月 18 日閣議決定）21-22 頁 
2 内閣官房知的財産戦略推進事務局 「知的財産推進計画｣(2011)2-4 頁 
3 技術であれば特許権登録を行って特許法上の保護を受けたり､ブランドであれば商標権登録を行って商標法上の保護

を受けたりする等､産業財産権としての登録を行って保護を図る制度を意味する｡ 
4技術であれば営業秘密として秘密管理して不正競争防止法上の保護を受けたり､ブランドであれば後述する WIPO 通知を

行って商標法及び不正競争防止法上の保護を受けたりするなど､知的財産権としての登録を行わずに保護を図る制度を

意味する｡ 
5 工業所有権の保護に関するパリ条約第 6 条の 3 では、同盟国の紋章、旗章その他の記章、同盟国が採用する監督用及

び証明用の公の記号及び印章、政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称の保護を図ることを規定して

いる。 
6 WIPO とは、World Intellectual Property Organization（世界知的所有権機関）の略称である。 
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び証明用の公の記号及び印章等としてどのようなものがあるか、我が国以外のパリ条約同

盟国がどのような基準で通知･異議の通報を行っているか、通知を行った場合に我が国以外

のパリ条約遵守国でどのような保護を受けることができるのか、我が国では商標法と不正

競争防止法による対応を行っている7が、我が国以外のパリ条約遵守国ではどのような対応

をしているのか等について十分に整理されていないという問題がある｡ 

そこで、本調査研究では、営業秘密について、米国、ドイツ及び中国といった主要国に

関して、刑事制裁を担保する法令の整理と最近のその動向等を調査、整理及び分析する。 

また、技術認証や品質保証等に係る技術･ブランド等の保護については、WIPO 通知に係

る事項等として、我が国や諸外国における未登録保護制度と登録保護制度との関係、両制

度の活用の実態及び動向並びに我が国における両制度の適切なバランス等を調査、整理及

び分析をする。 

そして、これらの調査等を通じて、我が国企業が世界各国における登録保護制度及び未

登録保護制度を適切に使い分けて独自の技術や固有のブランドを保護･強化できるように、

我が国における未登録の技術･ブランドの保護の在り方及びその実務上の適切なルールの

策定を検討するための基礎資料を作成することを目的として、本調査研究を行うこととす

る｡ 

２． 本調査研究の実施方法 

 本調査研究では、未登録の独自技術の保護として営業秘密による保護を対象とし、その

中でも米国、ドイツ、中国における現地代理人に依頼して当該国における営業秘密の保護

の実態及び動向について調査し、報告書（第Ⅱ章）にまとめた。 

また、ブランドの保護に関して、パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO 通知に係る事項につい

ては、国内ヒアリング調査、質問票による海外調査及び海外ヒアリング調査を実施し、そ

の結果を基に、分析、検討を行い、報告書（第Ⅲ章）にまとめた。 

 

（１） 国内ヒアリング調査 

 

以下に、国内ヒアリング調査における（ⅰ）調査対象と（ⅱ）調査実施期間を記す。 

 

                                            
7 商標法第 4 条第 1項第 5 号において､同盟国の監督用及び証明用の公の印章又は記号の商標登録を受けることができな

いようにするとともに､不正競争防止法第16条第3項において､外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明

用の印章又は記号の商業上の使用を禁止している｡商標登録を受けることができない公の記号等の具体的な内容につい

ては､経済産業大臣によって告示され､商業上の使用を禁止する公の記号等の具体的な内容については､｢不正競争防止法

第 16 条第 1 項及び第 3 項並びに第 17 条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方

公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令｣において

定められている｡ 
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（ⅰ） 調査対象 

 

公的機関（認証機関）10 者及び学識経験者 5 者にヒアリングを実施した。 

 

（ⅱ） 調査実施期間 

 

 2011 年 12 月から 2012 年 2 月にかけてヒアリング調査を実施した。 

 

（２） 質問票による海外調査及び海外ヒアリング調査 

 

 以下に、質問票による海外調査及び海外ヒアリング調査を詳述する。 

 

（ⅰ） 質問票による海外調査（質問票） 

 

以下のように計 11 か国（イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、

オランダ、カナダ、中国、デンマーク、トルコ、ブラジル、ポルトガル、）の知的財

産庁と OHIM を対象とした。 

 上記諸外国から有効な回答を得られたのは次の 6 か国と 1 機関（イギリス、オース

トラリア、オーストリア、カナダ、デンマーク、ポルトガル、OHIM）である8。 

なお、調査期間は、2011 年 12 月から 2012 年 2 月である。 

 

（ⅱ） 海外ヒアリング調査 

 

海外ヒアリング調査の対象国と対象機関は以下のとおり。 

①米国（知的財産庁9、法律事務所 1 者、著作権局10及び公的機関 1 者11） 

②韓国（知的財産庁、畜産物衛生要素重点管理基準院、韓国デザイン振興院及び法律事

務所） 

③シンガポール（知的財産庁、法律事務所、公的機関（通貨庁及び国際企業庁12）） 

④スイス(知的財産庁、WIPO13、法律事務所) 

⑤チェコ（知的財産庁、法律事務所、公的機関（アッセイ・オフィス）） 

                                            
8 オランダ及び中国からは回答があったが、いずれも有効な回答ではなかった。また、トルコ、ブラジル、イタリアか

らは回答がなかった。 
9 知的財産庁におけるヒアリング調査の結果は非公表であるため、報告書には掲載しない。 
10 著作権局からの回答は非公表であるため、報告書には掲載しない。 
11 公的機関 1 者は機関名を伏せて資料編に公開している。 
12 シンガポールの国際企業庁からの回答は非公表であるため報告書には掲載しない。 
13 WIPO からの回答及びヒアリング結果は非公表であるため報告書には掲載しない。 
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⑥ドイツ（知的財産庁、法務省、法律事務所２者） 

なお、調査時期は、韓国、スイス、チェコ及びドイツが 2011 年 12 月、米国及びシンガ

ポールが 2012 年 1 月である。 

 



‐5‐ 
 

Ⅱ． 営業秘密の保護についての検討 

 

１． はじめに 

 

 我が国企業による諸外国における未登録技術の保護のために、米国法（連邦法及び州法

（New York 州法及び New Jersey 州法））、ドイツ法、中国法の営業秘密保護法制について

調査を行った。 

具体的には、各国の営業秘密を保護する各刑事罰条項が規定された立法理由、営業秘密

に係る各刑事罰条項の現実の運用状況及び営業秘密に係る各刑事罰条項についての現状の

評価・問題点について調査・分析することを目的とする。 

 

２． 検討の方向について 

 

諸外国における未登録技術の保護のために、①米国法（連邦法及び州法（New York 州法

及びNew Jersey州法））、②ドイツ法、③中国法の営業秘密保護法制について調査を行った。

具体的には、各国の営業秘密を保護する各刑事罰条項が規定された立法理由、営業秘密に

係る各刑事罰条項の現実の運用状況及び営業秘密に係る各刑事罰条項についての現状の評

価・問題点について、以下の項目について調査した14。 

 

（１） 立法理由について 

 

 調査項目として以下の観点から立法理由について調査した。 

・２００２年以降で営業秘密を保護する各刑事罰条項が規定された立法理由（例えば、営

業秘密の保護に関する民事の規定だけでは不十分であるために規定された等） 

・（刑事罰の規定が存在しない場合、又は限定的な場合には）立法されなかった理由（例え

ば、営業秘密の保護に関する民事救済で十分であるため、又は、自由な情報の流通・労働

者の転職の自由等を阻害するおそれがあるために規定されなかった等） 

 

（２） 運用状況及び判例動向について 

 

 調査項目として以下の観点から運用状況及び判例動向について調査した。 

 

                                            
14 調査結果の日本語訳を第Ⅱ章に記載する。尚、報告書の原文（英文）は資料編の第Ⅰ章に記載する。 
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・営業秘密に係る各刑事罰条項の現実の運用状況及び判例動向（例えば、2002 年から現在

までの刑事事件の判決の動向。） 

・米国においては、経済スパイ法（連邦）の刑事事件として判決が出された重要な事件の

説明（直近 5 年間）。 

・ドイツ、中国においては、不正競争防止法の刑事罰の適用事例として、立件された事件

とその判決の動向。 

 

（３） 評価について 

 

営業秘密に係る各刑事罰条項についての現状の評価・問題点（例えば、ノウハウ保護が図

られていると肯定的に評価されている、自由な情報の流通を阻害するとの否定的な見解が

多い等） 

 

３． 諸外国の状況について 

 

（１） 米国 

 

（ⅰ） 概観 

 

 米国では、営業秘密（トレードシークレット）の窃取（theft）は連邦法と州法の両方の

下で犯罪とされている。連邦法において営業秘密の窃取を主として取扱っているのが、1996

年経済スパイ法（Economic Espionage Act of 1996 : EEA）15である。EEA は、営業秘密の

不正使用（misappropriation）に関係した個人と企業を訴追するための幅広い権限を連邦

検察官に対し与えている。 

州のレベルでは、およそ 24 の州が営業秘密の不正使用を明示的に犯罪と規定する法律を

採用している。いくつかの州は、既存の刑事法における「財産（property）」の定義を営業

秘密をも含むよう拡大することによりそれを達成している。その他の州では、営業秘密の

不正使用を犯罪とする特別の規定を置くことにより、それを行っている。本報告書の米国

に関する部分では、EEA 及び営業秘密の不正使用に係わる州の刑事法規定（主としてニュ

ーヨーク州及びニュージャージー州の規定）についての分析を行う。 

 

（ⅱ） 連邦法 

 

                                            
15 18 U.S.C., Sections 1831 to 1839 
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① 立法の目的 

 

(a) 立法経過 

 

 1996 年経済スパイ法（EEA、18 U.S.C. §§ 1831-1839 (1996)）は、米国経済及び米国

の現代的企業にとっての営業秘密及び産業財産権の重要性が増加してきたことから、営業

秘密の窃取に関する連邦法の欠陥を補うべく制定されたものである16。実際、EEA 制定前の

公聴会では、複数の証人が「米国企業は、産業スパイ行為により、国内及び国外の競合企

業に数百万ドルを奪われようとしている」と述べている17。 

 例えば、EEA に関する上院の報告書は、1995 年に 325 の企業を対象として行われた調査

を引用し、同調査により半数近くの調査対象企業が営業秘密の窃取による被害を経験して

いることが明らかになったと述べている18。また、米国では毎年約 240 億ドルの知的財産

が盗まれているとの試算も存在した19。ジョージ・「トビー」・ディルワース検事補は、EEA

の必要性を以下のような形で説明している。 

 「国内労働力の流動化が進むにつれ、被用者たちがその開発のために何らの負担

も行っていない新たな雇用者のために前雇用者の営業秘密を使用するという事件

が起こるようになった。しかし、そのような営業秘密事件に対し既存の連邦法を適

用しようとする際、連邦検察官たちは、連邦盗品法（18 U.S.C. § 2314）が純粋

な知的財産の摂取には適用されないことから、しばしば困難に直面することとなっ

た。［Dowling v. United States, 473 U.S. 207, 216 (1985); United States v. Brown, 

925 F.2d 1301, 1307-08 (10th Cir. 1991)を見よ］。……また郵便詐欺や電信詐欺

に関する規定も必ずしも適用可能なわけではない。営業秘密の窃取を明示的に処罰

対象とする連邦法は、連邦職員による営業秘密の不正開示のみを対象としており、

さらに同法が犯罪者に与える罰則も軽罪に対するものでしかない［18 U.S.C. § 

1905］。州は、それらの犯罪を捜査するための十分な資源も有さず、さらに管轄権

上の壁も存在する。40 を超える州が民事的救済を定めるものである統一トレード

シークレット法（Uniform Trade Secrets Act : UTSA）に基づいた法を定めている

                                            
16 アメリカ産業セキュリティ協会（The American Society for Industrial Security : ASIS）は「1996 年だけでも価

値にして300億ドルを超える米国の知的財産権が窃盗の試みの対象となる危険にさらされている」と見積もっている（FBI

のルイス・J・フリー(Louis J. Freeh)部長が 1998 年 1 月 28 日に議会で行った証言） 
17 同上。当初、EEA 制定の目的は、外国政府を背景とする営業秘密窃取行為を防止することに置かれており、したがっ

て当初の法案は外国の政府、機関又は代理人のために行われた営業秘密の不正使用のみを適用対象としていた（Pooley, 

James H.A. et al., Understanding the Economic Espionage Act of 1996, 5 TEX. INTELL. PROP. L.J. 177, 187 (1997) , 
citing H.R. 3723, 104 Cong. (1996)を見よ）。しかし、原法案は米国が締結している数多くの国際貿易条約に違反する

懸念があったことから、最終的には国内外の営業秘密窃取をその対象とするよう改められた（同上。また、Id. See also 
Seki, Hoken S. et al., EEA Violations Could Trigger Criminal Sanctions, NAT’L L.J., Aug. 25, 1997 at B8 and 

n.6 ）。 
18 104 Senate Report 359 (1996). 
19 United States v. Hsu, 155 F.3d 189, 194 (3d Cir. 1998). 
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が、この問題に対して効果的な刑事法上の対応を取れていない。」 

 いくつかの州は、営業秘密の窃取を犯罪として規制する制定法を有していたが、そこで

用いられる基準は州により大きく異なっており、また管轄権による限界も存在する。さら

に、営業秘密窃取事件の捜査と訴追を行うための十分な資源が州には存在しないようにも

思われた（特に外国スパイが関係する場合）。したがって、高度技術市場が世界的に展開す

る現代においては、連邦法により営業秘密不正使用の問題に対処する方がより効率的であ

った。 

 しかし、上記でも指摘したように、既存の連邦法はこの問題に対処するために十分なも

のではなかった。1934 年には、犯罪者が州の訴追権限を逃れる目的で盗んだ車で又は盗品

を所持したまま州境を超えることに対する対策として州際盗品輸送法（ITSP；Interstate 

Transportation of Stolen Property Act, 18 U.S.C. §§ 2314 and 2315）が制定された

が、営業秘密の場合には有形物の越境という要件が満たされない可能性もあるため、同法

は営業秘密の窃取を規制するのに適したものということはできなかった。ITSP には「物品、

製品及び商品（goods, wares and merchandise）」の州際窃盗行為を同法の適用対象とする

ことが明記されており、実際、ITSP は有体物にのみ適用されるとの狭い解釈が行われてき

てもいる。United States v. Brown 判決（925 F.2d 1301, 1307-09 (10th Cir. 1991) は、

「純粋な知的財産権（同事件ではコンピュータソフトウェアのコード）は、……第 2314

条又は第2315条の意味での物品、製品及び商品を構成し得ない」（United States v. Dowling, 

473 U.S. 207 (1985)を引用）と述べている。したがって、Brown 判決は、無形財産の不正

使用や無形財産が電子的に伝送される場合に対し連邦政府が ITSP を適用することを厳し

く制限している。 

 同様に、郵便詐欺や電信詐欺に関する連邦法の規定（18 U.S.C. §§ 1341 and 1343。

財物を州際郵便又は電信の手段による虚偽又は詐欺的な主張や表示を通じて取得すること

を犯罪として定める規定）もまた営業秘密の不正使用に対し十分に適用できるものではな

い。第一に、営業秘密の不正使用には郵便又は電信の使用が必ずしも必要とされないから

であり、第二に、営業秘密の不正使用は被害者から情報を恒久的に詐取せずとも当該情報

を複製することにより行いえるからである。したがって、郵便詐欺罪や電信詐欺罪は常に

適用可能というわけではない。 

 コンピュータ詐欺及び不正利用防止法（Computer Fraud and Abuse Act, CFAA）20も営

業秘密の侵害の刑事訴追に適用されるが、その適用は制限を受けている。CFAA は、その法

律名が示すように、対象がコンピュータ犯罪に限られる。CFAA には、民事責任と刑事責任

の双方が定められている21。改正 CFAA は「州際取引に用いられる」あらゆるコンピュータ

                                            
20 18 U.S.C. §1030 
21 CFAA では、コンピュータ犯罪について民事罰と刑事罰の双方を定めている。自己の金銭的利益を得るため又は他人の

不法行為を助長するために CFAA に違反した個人は、5 年以下の禁固刑に処せられる（18 U.S.C. §1030(c)(2)(B)）。ま



‐9‐ 
 

に適用され、この法によれば、いかなる者も、故意に「［コンピュータに対する］アクセス

権限を踰越し(exceed authorized access)、もって保護されるコンピュータ(protected 

computer)から情報を入手した場合であって、その行為が各州間の通信又は外国との通信を

伴う」22場合には、罰せられる。CFAA の問題点の一つは、この"exceed authorized access"

という用語があいまいであるという点である。すなわち、法では「権限を得てコンピュー

タにアクセスし、このアクセス権限を、当該コンピュータ内の情報のうち当該利用者が取

得権限又は変更権限を有しないものを取得又は変更するために利用すること。」23と定義さ

れているのみである。どのような事情があれば CFAA にいう「無権限アクセス」又は「権限

踰越アクセス」に該当するのか、特に、被用者が雇用主に対する忠実義務に違反して自分

の業務用コンピュータに保存された専有情報を利用した場合については、連邦巡回控訴裁

判所の判断は割れている。巡回裁判所判例の中には、被用者が忠実義務に違反して雇用主

の専有情報を利用した場合には、その被用者は、「無権限」か、または少なくとも CFAA に

いう「アクセス権限を踰越して」いるとみなされる24、としているものがある。もっとも、

他の裁判所の判例の中には、行為者が CFAA にいう「無権限」で行動したとされるのは、そ

もそもアクセスが認められていない場合、または秘密情報へのアクセスが離職後に行われ

た場合に限られる25、とするものもある。 

 最後に、営業秘密の窃取や不正使用を対象とする民事的救済手段も存在するものの、民

事的救済が損害を補償するのに十分ではない場合も存在する。「紙切れ判決（judgment 

                                                                                                                                                 
た、違反行為によって 5,000 ドル以上の損害又は損失を被った個人又は団体は、侵害者に対して民事訴訟を提起し、損

害賠償及び差止による救済を受けることが可能である。18 U.S.C. §1030(g) 
22 18 U.S.C. §1030(a)(2)(C) 
23 18 U.S.C. §1030(e)(6) 
24 リーディング・ケースである International Airport Ctrs., L.LC. v. Citrin, 440 F.3d 418, 419 (7th Cir. 2006)

では、ある不動産会社の従業員が、業務過程で集めたデータの保存用の会社支給ノートパソコンに入った秘密情報を収

集した。この従業員は、自分で起業するため、雇用契約に違反して会社を退職した。従業員は、雇用主にパソコンを返

却する前に、パソコン内のすべてのデータを消去した。これには、会社の秘密情報・データで、従業員が退職を決意す

る前に行った不正な行為が雇用主に分かるようなものが含まれていた。このデータは、データの回復が永久的に不可能

となる、確実なデータ消去ソフトウェアを使って削除されていた。同上 419 参照。第 7 連邦巡回控訴裁判所は、会社に

は確実なデータ消去ソフトウェアすなわち「トレースリムーバー」の使用を禁止する方針がなかったが、従業員はパソ

コン内のファイルを削除した時点ですでに会社に対する忠実義務に違反しており、従って、パソコンを会社に返却した

時点でも忠実義務に違反していたことになる、と判示した。同上 420 参照。従業員は、会社に対する忠実義務にすでに

違反していたのであるから、パソコンにデータ消去ソフトウェアをインストールした時点で「無権限」の行為を行った

とみなされるとした。同上 420–421 参照。 
25 この見解をとっているリーディング・ケースは、LVRC Holdings LLC v. Brekka, 581 F.3d 1127 (9th Cir. 2009)で

ある。Brekka 事件では、雇用主が、元従業員及びその妻を、CFAA に定める無権限アクセス規定に基づいて訴えた。この

事件では、CFAA に基づく請求の主な原因は、従業員が、会社を退職する前に、自分及び妻の個人メールアカウントに秘

密情報を電子送信したことであった。第 9 連邦巡回控訴裁判所は、連邦地方裁判所が下した被告に有利なサマリー・ジ

ャッジメントを維持するにあたり、「雇用主が被用者に対して一定の条件下での社用コンピュータ使用を認めた場合には、

CFAA の適用上、その被用者は、たとえその条件に違反した場合であっても引き続きコンピュータ使用権限がある」と判

示した。上記 1133 参照。裁判所は、従って「従業員の権限の有無は、雇用主が従業員のコンピュータアクセスを許可す

るか、それとも取り消すかの判断によって決まる。」と判示した。最近、Brekka 事件に関する疑問が呈示された。2011

年 4 月に、第 9 連邦巡回控訴裁判所が、Brekka 事件判決を踏襲する連邦地方裁判所の判事が下した判断を覆し、「アクセ

ス権限を踰越する」という文言を、雇用主が課したコンピュータアクセス制限に従業員が違反しこれが法律違反となる

場合を意味するものと解釈して、元従業員に対する訴因を復活させた。U.S. v. Nosal, 642 F.3d 781 (9th Cir. 2011)

参照。第 9 連邦巡回控訴裁判所は大法廷による事件の再審理を許可したため、本判決は先例とはなっていない。口頭弁

論が 2011 年 12 月 15 日に行われ、判決は今年下される予定である。 
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proof）」（被告が損害賠償責任を果たすだけの資力を有さない）となるケースもありえるし、

また原告が十分な調査能力や調査経験を有さないケースもあるからである。さらに、民事

訴訟を行うには多額の費用も必要となるが、損害の回復が必ず行えるとの保証はない。 

 したがって、立法経過資料が指摘するように、既存の連邦制定法の下では営業秘密窃取

事件の起訴を行うのが難しかったため、たとえ米国企業の従業員が外国政府に専有情報を

売り渡そうとしたような重大な事件であっても、連邦検察局は訴追を断念せざるを得ない

ことにもなっていたのである。そのような現行法体系の欠陥に対処するため、EEA が制定

されることとなった。 

 

② 制定法としての EEA が有する範囲 

 

(a) 営業秘密（トレードシークレット）の定義 

 

 EEA は、２つの主要規定を有している。すなわち、主として国際経済スパイ行為を対象

とするものである第 1831 条と、外国の利益が関係するか否かにかかわらず営業秘密の不正

使用を禁止するものである第 1832 条である。「営業秘密」という語は、両条に適用される

ものとして、①公衆により一般的に知られていない又は公衆が容易に探知されていないこ

とに基づく経済的価値を有する情報であり、②所有者による秘密保持のための合理的な手

段の対象となっている情報、として広く定義されている（18 U.S.C. § 1839 を見よ）。営

業秘密の定義は、さらに無形の形態で保持される情報もそれに含まれるとしている。よっ

て、個人が記憶する機密情報もまた EEA の下で営業秘密として認められるということにな

る。 

 

(b) 営業秘密の不正使用（misappropriation） 

 

 第 1832 条は、同条に基づく営業秘密の不正使用を構成するものとして 5 種類の禁止行為

を掲げている。かかる禁止行為として掲げられているのは、営業秘密の窃取、複製及び受

領とそれぞれの未遂及び共謀である。 

 営業秘密の不正使用を立証するためには、連邦政府は 5 種類の禁止行為のいずれかが行

われたことを立証しなければならない。第 1832 条は、さらに当該秘密が「各州間又は外国

との取引のために製造されたか、それらの取引の対象となった製品に関連するか又は含ま

れている」ということを立証するべきことも連邦政府に対し求めている。「製品に関連する

か又は含まれている」との表現はおそらく商業的に利用されない営業秘密を同条の適用範

囲から除外する意図を有するものであるものと思われる。また、同条の適用範囲となる営

業秘密に対しかかる制限が付されていることから、消極的ノウハウもまた同条の適用範囲
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には含まれないとする可能性が強い26。 

 

(c) 「各州間又は外国との取引（Interstate or Foreign Commerce）」 

 

 第 1832 条ａ項は、営業秘密が製品に関係するか含まれていることに加え、さらに当該製

品が「各州間又は外国との取引のために製造されたかそれらの取引の対象となった」こと

を求めている。この要件は、単純に、営業秘密不正使用に対する連邦政府の訴追権を確立

するためのものである。連邦政府には、合衆国憲法の様々な条項により国内事項と国際事

項に対する規制権限が与えられている。例えば、合衆国憲法の商業条項（州際通商条項）

は各州間及び外国との取引に関する国内事項についての規制権限を連邦政府に与えている

27。第 1832 条は国内で行われる行為に対し適用されるものであるから、同条に基づく連邦

政府の営業秘密不正使用罪訴追権限の基礎を明らかにするため、同条には「各州間又は外

国との取引」との文言が含まれることになったのである28。 

 通常、連邦裁判所は、「各州間又は外国との取引」という言葉をほとんどあらゆる活動が

含まれるものとして拡張的に解釈している。かかる拡張的解釈の下、実務的には、商業的

に利用される製品に関係するすべての活動が各州間又は外国との取引と認められるだろう。 

 

(d) 「助成する行為（An Act in furtherance）」 

 

 議会がもともと抱いていた外国スパイ行為に対する懸念を反映するものとして、EEA は、

特定の状況の下では、外国で行われた行為にも同法が適用可能であることを定めている29。

すなわち、①合衆国市民、合衆国に永住する外国人又は合衆国法の下に設立された組織体30

により行われた行為、及び②EEA 違反行為を助成する行為、が合衆国内で行われた場合31に

ついては、EEA は合衆国で行われた行為にも適用されるとされている。したがって、営業

秘密の不正使用又はその共謀を構成する実質的にすべての行為が合衆国外で行われたとし

ても、それに関連するひとつの行為（電話や会合等）が合衆国内で行われている場合には、

EEA に基づく刑事的責任を追及することが可能である。 

 「助成する行為」という表現は、犯罪の共謀に関係する州及び連邦の刑事法においてし

                                            
26 消極的ノウハウ（Negative Know-how）とは、望ましい効果を達成しない方法又は手順に関する情報をいう。Pooley, at 

200-201 も見よ｡ 
27 連邦政府は、さらに外国政府又は外国の組織体に関する事項の規制権限も与えられている。 
28 1831 条には「各州間又は外国との通商」という表現は明記されていないが、同条は外国の政府、機関又は代理人の利

益のためになることを意図して又は知りながら行われた行為を対象とするものであり、したがって外国政府又は外国機

関に関係するものであるから、連邦政府は同条に関する適切な管轄権を与えられているといえる。 
29 See generally Coffin, J. Thomas, The Extraterritorial Application of the Economic Espionage Act of 1996, 23 
Hastings Int’l and Comp. L. Rev. 527 (Spring-Summer 2000) . 
30 18 U.S.C. § 1837(1). 
31 18 U.S.C. § 1837(2). 
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ばしば使われているものである。「共謀という語は、違法行為を行うことの合意及び犯罪の

目的を助成する行為として伝統的に定義されている。……真に危険な合意とより危険の少

ない冗談やその他のやり取りとを区別するのに役立つのは……かかる外的行為（助成的行

為）が行われたか否かである」（United States v. Stevens, 966 F.2d 283, 284 (7th Cir. 

1992)）。 

 共謀に関する規定に使われる場合と同様、EEA において使われる場合の「助成する行為」

という表現もその適用範囲を制限する役割を有している。すなわち、議会は、EEA 違反を

助長する外的行為が米国内で行われた場合及び米国市民、米国永住外国人又は米国企業が

違反者であるような場合にのみ、EEA の国外適用を限定することを方針として決定したと

いうことである。 

 

(e) 秘密保持のための合理的な手段（Reasonable Measures to Keep Information Secret） 

 

 第 1839 条 3 項は、「営業秘密（trade secret）」という語を①公衆により一般的に知られ

てない又は公衆が容易に探知されないことに基づく経済的価値を有するものであり、②所

有者による秘密保持のための合理的な手段の対象となっている情報、として広く定義して

いる。このうち、営業秘密の所有者が秘密保持のための合理的な手段を講じていなければ

ならないとする要件は、多くの州において民事営業秘密法のモデルとして使われている統

一トレードシークレット法（UTSA；Uniform Trade Secrets Act）の定義を踏襲するもので

ある32。これは、さらに、自助努力を行わない者に対して救済の手を差し伸べることに消

極的なコモンロー判例の傾向を反映するものである。 

 本要件は、EEA に関しても、州法事件と同様の方式で解釈されなければならない。多く

の裁判所は「合理的な手段」を柔軟な形で判断してきた。言い換えるならば、多くの判例

は、何が「合理的な手段」を構成するかについての明確な線引きを行うのではなく、むし

ろ全体的な状況に注目することにより営業秘密所有者の措置が合理的であったかどうかを

決定することを行ってきた。例えば、裁判所は、かかる判断を行うためしばしば費用便益

分析を行っている。これは、秘密保持のためにどのような手段を採用するかを決定するに

際し、営業秘密の所有者が当該秘密の価値、開示の危険及びそれを防ぐために採用し得る

セキュリティ措置のコストの間で適切な衡量的判断を行っているかどうかに注目するもの

である（Milgrim, Roger M., Milgrim On Trade Secrets, § 1.04 (2011)。 

 営業秘密所有者の講じる措置は、合理的なものでなければならないが、しかし「大げさ

                                            
32 UTSA は、統一州法委員全国会議（National Conference of Commissioners on Uniform State Laws）により作成され

た。UTSA は、「営業秘密（トレードシークレット）」を「次のような様式、模型、編集物、プログラム、装置、方法、技

術又はプロセスを含む情報をいう。(i) その開示又は使用によって経済的価値を得ることができる他の者に、一般的に

知られておらず、かつ正当な手段によって容易に知り得るものではないことから、現在的又は潜在的に独立の価値を得

られるもの。(ii)その秘密を維持するための当該状況において合理的な努力の対象となっているもの」と定義している。 
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な（heroic）」ものである必要はない。秘密情報の有する経済的価値と性質に応じた注意が

果たされればよい。したがって、合理的な程度に慎重な措置が取られているならば、あら

ゆる範囲の保護措置が取られていなかったとしても、当該秘密情報の秘密性が否定される

ことはない。 

 

(f) EEA の定める刑罰 

 

 EEA は、その違反に対して厳しい罰則を定めている。個人による違反に対しては、最大

15 年間の自由刑と最大 50 万ドルの罰金を定めている33。第 1832 条の違反に対しては、最

大 10年間の自由刑と最大 25万ドルの罰金が刑罰として定められている34。企業の場合は、

第 1831 条の違反と第 1832 条の違反に対し、それぞれ 1,000 万ドルと 500 万ドルの罰金が

定められている。 

 これに加え、裁判所は、自らが科す刑の一部として、EEA の違反から直接又は間接に得

られた財産又は収益の没収を命じなければならないとされており35、さらに違反行為を遂

行するために「何らかの形で又は何らかの部分が使用されたか使用することを意図されて

いた」財産をその裁量により没収することもできるとされている36。 

 2011 年には、EEA の刑罰を強化するための法案が導入された。上院議員の Herb Kohl、

Sheldon Whitehouse 及び Chris Coons によって、「産業スパイ罰則強化法」37と題する法案

S.678 が提出された。この法案は 2011 年 12 月 8 日の修正を経て、上院本会議で審議中で

ある。この法案 S.678 が成立すれば、第 1831 条に定める各訴因の刑の上限が 15 年から 20

年に引き上げられる。また、米国量刑委員会も、営業秘密の窃取及び産業スパイに関する

刑の範囲の引き上げの検討を求められる。 

 

(g) その他の規定 

 

第 1835 条は、EEA に基づくいかなる訴追手続においても、「当該営業秘密の秘密性を保

持するために必要かつ適切な」命令を行わなければならないことを裁判所に対し求めてい

る。また第 1836 条は、EEA 違反に対する「適切」な差止救済を要求する権限を連邦検察官

に与えている。さらに、裁判所は、民事訴訟と刑事訴訟の両方において、機密情報の開示

を防止するための保護命令をしばしば与えている。 

 EEA 第 1833 条第 2 項は、「内部告発者（whistle-blower）」に関する重要な例外規定を設

                                            
33 18 U.S.C. § 1831(a)(5). 
34 18 U.S.C. §§ 1832(a), 3571(b)(3). 
35 18 U.S.C. § 1834(a)(1). 
36 18 U.S.C. § 1834(a)(2). 
37 産業スパイ刑罰強化法 S. 678, 112th Cong. (2011)  
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けている。すなわち、「以下の機関がその違法行為に関して適法な権限を有する場合に限り、

合衆国、州又は州の政治的下位区分に属する政府機関に対する違法行為容疑の報告」には

EEA が適用されないとしている。また、合衆国の連邦、州又は地方の政府機関による行為

にも EEA は適用されないとしている（ただし、外国政府機関にはこの除外は適用されない）

38。 

 

③ 運用の状況 

 

 本トピックに関する 2002 年 7 月の調査以降、米国政府は、少なくとも 42 件を同法違反

により起訴している。これは、平均では年 4.5 件に相当する。この 42 件のうち、第 1831

条違反として起訴されたものは 7 件であり、残り 35 件は第 1832 条違反の疑いで起訴され

た。 

 以下、被告、不正使用された営業秘密のタイプ及び不正使用の方法を述べることにより、

EEA 違反事件の概要を示すこととしたい。42 件の EEA 違反事件に関するより詳しい情報に

ついては、2002 年 7 月の調査で紹介した過去の判例の詳細に加えて、添付の事件リスト

（Appendix A）を参照されたい。 

 

④ EEA 事件の概要 

 

(a) 被告のタイプによる分類 

 

 EEA の下で起訴された被告の種類は以下の４つのカテゴリーに分けることができる。す

なわち、「内部者」「元従業員」「競争者」及び「外部者」である39。被告の種類ごとに見た

事件数の内訳は以下のとおり40。 

・15 事件においては、被告の少なくとも一名が内部者だった。そのうち 2 事件において

は、外部者が内部者被告の共謀者として指名されている。 

・17 事件においては、元従業員のみが被告として指名された。 

・6 事件においては、外部者のみが被告として指名された。 

・4 事件においては、被害者の競争者が被告として指名された。 

 

(b) 不正使用された営業秘密のタイプ 

                                            
38 18 U.S.C. § 1833(1). 
39 本概要においては、「内部者」とは雇用期間中に罪を犯し逮捕された者、「元従業員」とは被害者に雇用されている間

に罪の一部を犯し被害者との雇用関係が終了した後に逮捕された者を指し、「競争者」には被害者と競争関係にある個人

と企業の両方、「外部者」には第三者に売るために営業秘密を窃取した個人と企業が含まれるものとする。 
40 いくつかの事件は複数の被告を有するため、したがってそれぞれの種類の合計は総事件数（42 件）と等しくはない。 
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 不正使用が行われたとされる営業秘密のタイプは様々であり、いずれか一種類のタイプ

が圧倒的に多いということはなかった。 

・9 事件は、ソフトウェアコード又はソフトウェアに係わるものであった。 

・10 事件においては、顧客リスト又はビジネス情報の不正使用が行われた。 

・1 事件は、医学的又は生物学的な発見又は公式に係わるものであった。 

・残りの事件は、エンジニアリングのプランや図面、製造工程、保守情報等の様々な内

容に係わるものであった。 

 

(c) 不正使用の方法 

 

 営業秘密の不正使用は、無権限使用、取得、漏えい、教唆・勧誘等の様々な形態で行わ

れうる。不正使用の形態を以下の 3 つに分類した。 

 

（ア） 有体物の無権限移転 

 

 いくつかの事件においては、営業秘密を含む有体物の移転を伴う形で営業秘密の窃取が

行われた。これに属する最近の事件の例としては以下がある。 

・U.S. v. Jin 事件：被告は Motorola を退職した。Kai Sun 社（中国の軍部に電気通信

技術及び製品を納入する中国企業）に就職するため、Motorola の 1,000 件を超える技

術文書を所持し、空港で中国行きの飛行機の搭乗準備をしているところで足止めされ

た。 

・U.S. v. Crow 事件：被告は、雇用主に解雇された後、会社の営業秘密が入った 100 件

を超えるコンピュータ・ディスクを持ち出した。 

・U.S. v. Williams 事件：被告は、雇用主である The Coca-Cola Company から、営業秘

密が記載された文書を窃取した。また、二人の社外者とともにこれを Pepsico 社に販

売しようとした。 

・U.S. v. Min 事件：被告は、競合他社への就職のために退職する前に、雇用主である

DuPont の主要技術、製品種目及び新規開発技術に関するハードコピー文書及びコンピ

ュータ・ファイルを持ち出した。 

 

（イ） コンピュータシステムへの無権限アクセス 

 

 いくつかの事件においては、コンピュータシステムへの無権限アクセスが行われた。こ

れに属する事件の例としては以下がある。 
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・U.S. v. Zhang 事件：被告は、顧客の製品に関するコンピュータ・ファイルを無権限

でコピーし、これを新たな雇用主である Broadcom から支給されたノートパソコンにア

ップロードした。 

・U.S. v. Garrison 事件：被告は、退職前に、雇用主の技術的図面やデータの入ったコ

ンピュータ・ファイルをダウンロードした。 

・U.S. v. Murphy 事件：被告は、前雇用主のコンピュータチップ設計用コンピュータ・

コードと、無線コンピュータ・ネットワーク仕様書をコピーした。 

 

（ウ） 保護されたウェブサイトへの無権限アクセス、電子メールを介した勧誘 

 

 いくつかの事件においては、営業秘密の中継を行うための手段の一つとして電子メール

又はパスワードで保護されたウェブサイトが使用されている。これに属するものの例とし

ては以下がある。 

・U.S. v. Mitchell 事件： 

被告は、韓国の競合企業に対して、DuPont 社の Kevlar に関する営業秘密の入った専

有スプレッドシート（表）の内容を電子メールで送信した。 

・U.S. v. Woodward 事件：被告は、コンピュータのバックアップ・テープに保存された

営業秘密を雇用主から窃取し、「ジョー・データ(Joe Data)」という偽名と

lightwavedata@yahoo.com というメールアカウントを利用してこれを競合他社に売ろ

うとした。 

 

 上記の EEA 違反事件及びその他の EEA 違反事件の詳細については、添付の事件表

（Appendix A）を参照されたい。 

 

⑤ EEA の適用に対する制限 

 

(a) 特定の行為を EEA の適用除外とすることについての議会の意図 

 

 EEA は、営業秘密の窃取を（それが外国政府のために行われるか、より一般的な商業上

の利益のために行われるかを問わず）幅広く犯罪として規定しているが、議会がそれによ

り正当な事業上の競争を抑圧することまでは意図せず、ただ「目にあまる甚だしい情報の

窃取」のみをその適用対象とすることを意図していたのは明らかである（142 CONG. REC. 

S12212 (daily ed. Oct. 2, 1996) (statement of Sen. Kohl)。したがって、EEA の文言

及び潜在的な適用範囲が非常に広いものであったとしても、議会の意図（連邦検察官の訴

追裁量に関する指針）が考慮された結果、EEA の実際の運用は一般的により狭い範囲で行
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われてきている。 

 活発かつ公正な競争を抑圧しないとの議会の意図は、立法過程の資料全体にわたり示さ

れている。例えば、以下のとおりである。 

「他の企業も、自社の営業秘密に何が含まれるかを自らの創意、創造力

及び勤勉により決定することができるし、またそうすることが認められ

なければならない｡……営業秘密の開発が同時並行的に行われることは、

本法の違反にはならないし、違反とされるべきでもない」（142 CONG. REC. 

S12212 (daily ed. Oct. 2, 1996) (statement of Peter Schweizer) 

 さらに、企業に最も大きな衝撃を与えうるものとして EEA の可決の要因となりうるもの

として従業員の転職に関しても、たとえ「営業秘密」の定義自体が広い範囲であったとし

ても、勤務期間に取得した一般的な技能、知識及び専門能力を活かして新たな職を得よう

とする従業員を罰することが EEA の意図するところでないことは、やはり立法過程の資料

から明らかである。 

「政府は、ある企業に雇用されている間に取得又は身につけた一般的な

知識や技能を利用する個人を訴追することはできない。かかる訴追の進

行を認め、かかる訴えが持ち込まれる危険を許すなら、正当かつ望まし

い経済的行為が不当に危殆にさらされることとなる」（142 CONG. REC. 

S12213 (daily ed. Oct. 2, 1996)  

 さらに、最高裁は、EEA の制定よりもかなり先立つ時点で、「独自の発明や偶発的な開示

やいわゆる『リバースエンジニアリング』等の公正かつ正当な手段による発見」からの保

護は営業秘密の所有者には与えられないと結論している（Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 

416 U.S. 470, 476 (1974)）。かかる最高裁の結論に対し議会が注意を払っていたことは明

らかである。「何者かが営業秘密に対するアクセスを正当に取得し、著作権若しくは特許を

侵害することもなくまた本法に違反することもなくそれを複製することができるのであれ

ば、かかる形態で行われる『リバースエンジニアリング』は正当なものと認められなけれ

ばならない」（142 CONG. REC. S12212 (daily ed. Oct. 2, 1996) ）。 

 さらに議会は、EEA に基づく訴追を行う際に証明されなければならない３つの異なる主

観的要件を条文中に盛り込んでいる。すなわち、政府は、被告が①「知りながら（knowingly）」

不正使用行為のいずれかを犯したこと、②「その所有者以外の何者かの経済的利益のため

に……営業秘密を横領する意図をもって」行為したこと、及び③「当該違法行為がその営

業秘密の所有者に損害を与えることを意図し又は知りながら」行為したことである（U.S.C. 

§1832(a)）。このような形で主観的要件に関する立証責任を追加したことは「自らの行為

が不法なものであることを知らずに被告が行為するような『疑わしき場合』における EEA

の適用可能性を制限するものである」（J. Pooley at 200 ）。 
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(b) 訴追裁量と司法省ガイドライン 

 

 したがって、実務的には、独自開発の抗弁やリバースエンジニアリングの抗弁、認識及

び意図が欠如していたとの抗弁を克服するため、窃取その他の不正使用に関する物的証拠

を提出することが検察官たちに求められることとなる。物的証拠には、被告が所有する専

有情報若しくは文書の写し、競争者の専有情報が記されているか不正使用に関する記述が

含まれた電子メールメッセージ、情報提供者の証言、通信傍受若しくは監視活動による証

拠、被告と不正行為の関係を示すその他の物的証拠が含まれる（Id. at 213-14）。 

 さらに連邦検察局は、どのような種類の事件に対し捜査と訴追を行うべきかに関するガ

イドラインもしばしば設定している。例えば、8 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE MANUAL - CRIMINAL 

DIVISION §§ 9-27.000 et seq. (1993)（「連邦訴追の原則」には、訴追により満たされる

べき「実質的な連邦の利益」が存在するか否かが含まれる）を見よ。ある評者は連邦検察

局による訴追裁量の行使に関して次のように述べている。 

「営業秘密事件においてほとんどの場合に普遍的な重要性を持つものとなる一

般的な要素がいくつも存在する。すなわち、(a)当該情報は明らかに営業秘密で

あるか、(b) 当該情報は技術的又は科学的な性質のものであるか、(c)犯罪的な

行為と意図の証拠、(d)当該情報の有する金銭的価値に関する証拠、(e)その他

の救済の利用可能性、(f)当該不正使用が直ちに報告されたか｡」（James H. A. 

Pooley et al., Understanding the Economic Espionage Act of 1996, 5 TEX. 

INTELL. PROP. L.J. at 211 ）。 

 連邦検察局の多くには、申し立てられた被害者の損害額に関して訴追を検討する金額を

定めたガイドラインも存在する。さらに、最近までは、EEA に基づく刑事訴追を行う前に

ワシントンの事前承認を得ることも求められていた41。 

 

⑥ 現行法の評価 

 

 EEA の文面上の適用範囲は極めて広いものであるにもかかわらず、これまでに EEA 違反

として起訴された事件の数は比較的少数のものにとどまっている。多くの評者は、EEA 違

反事件の起訴数が少ない理由を、検察官が議会の意図にしたがう形で同法の解釈と運用を

狭く行っているためだと説明している。 

 全体として、多くの評者が今でも EEA を好意的に評価している。それらの評者は、EEA

は営業秘密窃取の重大性に関する認識を高める役割を果たしてきたし今後もそうであると

思われる点を指摘している。一部の評者からは、民事的措置と刑事的措置の両方による規

                                            
41 第 1832 条に対するかかる制限は、2002 年 3 月 1 日にジョン・アシュクロフト司法長官により解除された。しかし、

第 1831 条に関しては、いまだ事前承認が必要とされる。 
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制を通じて、営業秘密保護の分野に新たな商業的な慣行が生じつつあるとさえも主張する。

また、EEA に基づく起訴の件数が増加していくにつれ、民間部門における営業秘密保護に

ついても多くの場合は政府による直接の関与を必要とすることなく改善されていくだろう

とも指摘されている。 

 EEA に対する全般的に好意的な評価とは対照的に、一部の評者は、営業秘密の不正使用

を犯罪化したことにより意図せざる経済的影響も生じうると指摘している。それらの評者

によると、EEA 違反による起訴が過度に熱心に行われた場合には、競争促進、雇用の流動

化及び情報製品の有効利用の促進によりもたらされる公益を阻害する恐れがあるという。

むしろ、EEA に基づく訴追は、民間の活動（public domain）を活発な状態に維持すること

でもたらす公益及び他者が開発した情報の利用を許すことがもたらす長期的な利益に配慮

しながら行われなければならないと、それらの評者は主張している。また、最近になって、

第 1831 条の外国産業スパイに対する抑制効果について、批判が提起されている。1996 年

以降、この条文に基づいて起訴されたのはわずか 8 件で、有罪判決に至ったものは 5 件で

ある。上記でも述べたとおり、上院では第 1831 条に基づいて課すことのできる罰則を強化

する法案が審議中である。この法案は、産業スパイ防止法や、営業秘密窃取及び産業スパ

イから生じる問題の解決方法に関する議論の第一歩として意図されている42。 

 EEA のもたらした功罪に関する包括的な議論としては、Appendix B に掲げられたいくつ

かの論文が存在する（Geraldine S. Moohr, The Problematic Role of Criminal Law in 

Regulating Use of Information: The Case of the Economic Espionage Act, 80 N.C.L. Rev. 

853 (March 2002) 等）。 

 EEA 制定後の 5 年間、連邦司法省は、第 1831 条又は第 1832 条に基づく起訴を行う前に

ワシントンにある連邦司法省刑事局の事前承認を得ることを全国の検察官たちに対し求め

ていた。この規則は、EEA の過剰な適用が行われるかもしれないとの一部議員の懸念を和

らげる目的で、EEA 制定後に採用されたものである。本規則は 2002 年初頭に失効した。司

法長官は、第 1831 条に基づく外国スパイの起訴に関しては同規則の延長を行うこととした

が、第 1832 条に基づく商業的違反行為の訴追に関してはその効力を延長しなかったため、

同条については、各地方の連邦検察官は 2002 年 3 月 1 日以降ワシントンにある連邦司法省

刑事局の事前承認を得ることなしに訴追を行うことが可能となった。本規則がこれまで

EEA 違反の刑事訴追に制限をかける役割を果たしていたことを示す材料も存在しないし、

また第 1832 条に関する本規則の廃止が同条に基づく訴追を増加させる可能性を示す材料

も存在しない。しかし、商業的侵害事件に関しては司法省の事前認可を得る必要がなくな

ったことにより、競争者による被害を受けたと信じ、正当な救済を受けるため又は市場若

しくは並行して行われている民事訴訟において有利な立場を得るために政府の訴追権限を

                                            
42 一般的には 157 Cong. Rec. S1985 (daily ed. Mar. 30, 2011) (statement of Sen. Kohl)を参照。

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-2011-03-30/pdf/CREC-2011-03-30-pt1-PgS1978.pdf#page=8.  
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発動させることを望む企業の圧力が連邦検察官たちにより多くの影響力を与えるようにな

るかもしれない43。 

 

（ⅲ） 州法 

 

 米国の多くの州が、統一トレードシークレット法（UTSA）に基づいた営業秘密の民事責

任に係わる法を制定している44。UTSA には、営業秘密の不正使用に対する刑事制裁の規定

は含まれていない。刑事責任に関しては、およそ 24 の州が営業秘密の不正使用に対する刑

事罰を定める法を制定しているが、それらの州は大きく２つの種類に分けることができる。

すなわち、盗罪又は窃盗に関する既存の制定法の下で訴追できるようにするため「財産

（property）」の定義に営業秘密をも含めている州と、営業秘密又はコンピュータ犯罪に関

する特別の規定を州の刑法典中に設けている州である。例えば、数多くの州が、CFAA（コ

ンピュータ犯罪取締法）の規定と同様のコンピュータ犯罪法を制定している45。 

営業秘密に関する各州の刑事法規定に関しては、いくつかの問題点が指摘されている。

全般的な点としては、州の刑事法規定はしばしば特定的過ぎて、それによる刑事罰の適用

をう回することが比較的容易であることがあげられる46。また、EEA は営業秘密に有体性を

求めることはしていないのに対し、州法中の規定の多くは、営業秘密が有体物に化体して

いることを求めるものとなっている。ある評者は次のように述べている。 

「24 の州が、営業秘密の窃取又は奪取を明確に禁止する刑事法規定を

制定している。営業秘密保護のための手段として刑事法が使用されるよ

うになったのは比較的最近のことである。より重要なのは、州の刑事法

規定は、民事法規定に比べより限定的な適用範囲しか有していないこと

である。情報の不当な使用又は奪取が犯罪行為となるのはどのような状

況が存在するときであるかに関するコンセンサスはいまだ各州の間に

成立していない。したがって、営業秘密の窃取を禁止する刑事法規定も

州により様々に異なっている。 

 1989 年、イーライ・レダーマン（Eli Lederman）教授は、州の営業

秘密犯罪をいくつかの要素に基づき分類した。教授は、ほとんどの州は、

営業秘密の窃取を犯罪として禁止するものでも、それを制限するもので

                                            
43 United States v. Yang 事件における事実審裁判所は、営業秘密侵害の被害企業は「刑事訴追の遂行において……直

接的な役割を果たし」、「損害回復の可能性を高める目的で政府による主張の提示に積極的に参加し、ときにはそれを操

作することまでした」との理由により、有罪宣告を受けた企業及び役員の量刑を軽減した（281 F.3d 534 (6th Cir. 2002)）。

だが、控訴審は、かかる量刑軽減の理由を却下した（281 F.3d at 545）。 
44 47 の州及びコロンビア特別区が UTSA に基づく法を制定している。マサチューセッツ州、ニューヨーク州及びテキサ

ス州は UTSA を導入していない。 
45 例えば、バージニア州コンピュータ犯罪法、カリフォルニア州刑法（502(c)(2)）など。 
46 Moohr, Geraldine Szott, The Problematic Role of Criminal Law in Regulating Use of Information: The Case of 
the Economic Espionage Act, 80 N.C.L. Rev. 853 (March, 2002).   
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もないと結論しており、これは他の研究者によっても確認されている。

例えば、レダーマン教授は、多くの州の刑事法規定は、何らかの物的形

態に化体した営業秘密や情報のみを適用対象とすることを発見した。ま

た大半の州の規定は、記憶することを通じて行われるか、その他の無形

形態での移転により行われる奪取には適用されない。最後に、多くの州

は、産業スパイを訴追するための有効な資源も有さず、また州の営業秘

密関連の刑事規定違反に対する罰則も厳しいものではない。 

 営業秘密が化体していることを求める州法の傾向やその他の制限は、

完全に合理的なものとはいえない。しかし、かかる制限は、営業秘密法

理が曖昧かつ弾力的に運用される可能性に対する一定の安全弁として

の役割を果たすものでもある。営業秘密の定義の不明確さ及び問題の情

報が営業秘密であるかどうかに関する循環論法的な決定のあり方を考

えるなら、刑事法規定の適用範囲の狭さは不適切であるとは思われな

い。」47 

 上記のような欠点が存在する結果として、州の刑事法規定は、実際にはほとんど

使用されていない。 

 

① ニューヨーク州 

 

(a) 立法の目的 

 

ニューヨーク州は、民事救済について、米国で主流となっている統一トレードシークレ

ット法（UTSA）をモデルとする営業秘密法を制定していない数少ない州のひとつである。

同州では、60 年以上前に発行された不正行為リステイトメント第１版（the first 

Restatement of Torts）に基づくコモンロー上の原則に依拠する形で営業秘密の不正使用

に関する民事責任が判断される。 

また、営業秘密の刑事的措置については、ニューヨーク州刑法（NYPL）の窃盗罪（NYPL 

Article 155）及び秘密の科学物質の不正使用を禁じる規定（§165.07）に規定されている。

その他の関連規定としては、NYPL の 156 編（Article 156）に、「コンピュータ関連資料」

の不正な複製と所持を禁じる規定がある。 

NYPL の窃盗規定の中で営業秘密の刑事保護に関連する部分は以下のとおりである（§

155.00）。 

第１項 「財産」とは、あらゆる金銭、動産、不動産、コンピュータデ

                                            
47 ibid at 875. 
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ータ、コンピュータプログラム、債権、債務又は契約の証拠、又

は料金若しくは代償と引き換えに提供されるあらゆる有価の物

品、物質又はもの（ガス、蒸気、水又は電気を含む）をいう。 

第４項 「窃盗」：他人の財産を自ら又は第三者のために「窃盗」する

とは、(a)恒久的若しくは相当に長い期間にわたり、又はその経

済的価値若しくは経済的利益の主要な部分が取得されるような

状況において、かかる財産に対する支配権を行使するか、第三者

による支配権の行使を助けること、又は(b)自ら又は第三者の利

益のためにかかる財産を処分すること、をいう。 

 したがって、NYPL 第 155 編の下、他人の財産を窃盗した者は窃盗罪に問われるこ

とになる。財産が秘密の科学物質である場合には、第 4 級の重窃盗の罪を問われる

（§155.30）。秘密の科学物質は、第 155.00 条第 6 項の下で次のように定義されて

いる。 

「何らかの科学的又は技術的な方法、発明若しくは方式、又はその一部

若しくはそれに含まれる段階を構成するか示すか証明するか反映する

か又は記録する試料、培養物、微生物、標本、記録、記録物、文書、図

面、その他の物品、材料、装置又は物質であり、かつそれを正当に占有

する者又はその者の同意を得てそれに対するアクセス権を有している

選ばれた者たち以外の何者に対しても入手可能とされていないか入手

可能とされることが意図されていないものであり、かつそれに関する知

識又はそれから生じる利益を有さない競争者その他の者に対して優位

な地位をかかる正当な占有者に与えるか与えうるもの」 

 これらの窃盗規定は、有体物のみを取扱うものであり、無形の営業秘密の保護はそれに

よっては達成されない。おそらく、無形の営業秘密に対する保護は NYPL 第 165.07 条によ

り達成されることになる。同条は、次のように述べている。 

「自分又は他人のために秘密の科学物質を横領的に使用する意図を有

し、何らの権利もなく又自らがそのような権利を有すると何らの権利も

有しないにもかかわらず、かかる秘密の科学物質に関する書面、写真、

図面、機械的若しくは電子的な複製又は記録を作成することにより、か

かる秘密の科学物質の有形の複製物又は表示物を作成した者は、秘密の

科学物質の不正使用により有罪とする。」 

 営業秘密が「科学物質」と見なされるとすれば、第 165.07 条は営業秘密の保護に適用で

きる。 

 さらに「コンピュータ関連犯罪」と題されたニューヨーク州刑法第 156 編は、第 156.30

条において「コンピュータ関連資料」の不正な複製を禁じ、第 156.35 条においてコンピュ
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ータ関連資料の不法所持を禁止している。これらの規定を、特定種類の営業秘密の窃取及

び窃取された秘密情報の受領を罰するために適用することもできるだろう。「コンピュータ

関連資料」という語は、幅広い範囲のコンピュータデータ及びコンピュータプログラムを

含むものとして定義されており（NYPL156.00 条（用語の定義）を見よ）、そこには、「それ

を正当に占有する者又はその者の同意を得てそれに対するアクセス権を有している選ばれ

た者たち以外の何者に対しても入手可能とされていないか入手可能とされることが意図さ

れていないものであり、かつそれに関する知識又はそれから生じる利益を有さない競争者

その他の者に対して優位な地位をかかる正当な占有者に与えるか与えうる」すべてのデー

タ及びプログラムが含まれているとされている（NYPL§156.00(5)(c)）。 

 第 165.30 条は、「それを行う何らの権限も有さないにもかかわらず」、コンピュータデー

タ又はコンピュータプログラムを複写、再現又は複製することにより、2,500 ドル「を超

える経済的価値又は経済的利益をその所有者から意図的かつ不当に剥奪又は横領」するこ

とを禁じるものである。第 156.35 条は、第 156.30 条に違反して複製された資料と知りな

がら所持することを禁じる規定である。両規定の罪は、ともに E 級の重罪であるとされて

いる。 

 

(b) 運用の状況  

 

 第 155 編、第 156 編及び第 165.07 条に基づく刑事訴訟と民事訴訟の両方が可能であるに

もかかわらず、ニューヨーク州の判例においてそれらが行使された例はほとんどない。こ

れまでのところ、それらの諸規定に最も強い関連性を有する判例といえるのが、People v. 

Russo 事件（501 N.Y.S.2d 276 (1986)）である。同事件における刑事被告人は、秘密の科

学物質の不正な使用による NYPL 第 165.07 条違反で起訴された。これに対し被告は、起訴

状に述べられた行為はいかなる犯罪にも相当するものではなく、訴えられた行為に NYPL

第 165.07 条を適用することは被告のデュープロセス権を侵害するものであると主張し、起

訴状の却下を行うよう裁判所に申し立てた。裁判所は、第 165.07 条はソフトウェアの不正

使用を犯罪と定めるものである点を指摘し、起訴状には何らの犯罪行為も述べられていな

いとする被告の主張を退けた。裁判所は、「コンピュータソフトウェア」は第 155.00 条の

秘密の科学物質の定義に含まれるものであり、したがってソフトウェアの電子的複製は第

165.07 条により禁止された犯罪に相当すると認定した。その結果、訴えの却下を求める申

立は却下された。 

 その他の関連判例としては、Blissworld v. Kovac 事件（2001 N.Y. Slip Op 40084U ）

があるだけである。同事件では、民事訴訟で申し立てられた第 155 編（窃盗）及び第 156

編（コンピュータ関連犯罪）に関係する訴訟原因についての検討が裁判所により行なわれ

た。ニューヨーク州法の下では、①「原告が、その規定を制定することにより利益をもた
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らすことが意図されていた者たちの一人であり」、②「民事の訴権を認めることがその立法

目的を促進するものであり」、③「かかる訴権を設定することがその立法的枠組みと矛盾す

るものでない」場合には、刑事法の違反に基づき民事責任を課すこともできるとされてい

ることから、刑事法規定は刑事責任だけではなく民事責任をも被告に負わしうるものとな

っている48。Blissworld v. Kovac 事件における原告は、不法行為法上の横領とともに、窃

盗（第 155.05 条）、コンピュータの無権限使用（第 156.05 条）、コンピュータへの不法侵

入（第 156.10 条）、コンピュータ関連資料の不正複製（第 156.30 条）及びコンピュータ関

連資料の不法所持（第 156.35 条）に基づく民事上の請求も行おうとした。これに対し、裁

判所は、第 155.05 条に基づく民事上の訴えに関しては横領の主張と重複するとの理由によ

り斥けたが、第 156.05 条、第 156.10 条及び第 156.30 条に基づく主張は許容可能な訴訟原

因であると認めた。裁判所は、かかる認定の正当性を支持するものとして、McKinney's Cons 

Laws of NY book 39（「私的な訴権を認めることは、企業に対する犯罪を遂行する目的によ

るコンピュータの使用を防止するという立法目的を促進するものとなるだろう」）を引用し

た。また裁判所は、NYPL156 編は、コンピュータ犯罪の増加、特に企業を対象とした犯罪

の増加に対する対策として制定されたものであることを指摘した（第 156 節が制定された

1986 年には年間で 200 万ドルから 1,000 万ドルの被害が企業に生じたと見積もられてい

る）。 

 上記の 2 事件以外には、ニューヨーク州の州裁判所で営業秘密関連の刑事規定に関連す

る検討が行われた事例を見つけることはできなかった。刑事事件において提起された論点

（例えば、情報の開示がもたらす公益と顧客リスト等の営業秘密の秘密保持を行うべき企

業との間で適切なバランスを取る必要性）が民事訴訟の中で論じられた例もあるが、しか

し、それらの論点は刑事責任とは直接には関係しないものである（例えば、KLM Royal Dutch 

Airlines v. deWit, 604 N.Y.S.2d 452 (1993)及び Danco Laboratories v.  Chemical Works, 

711 N.Y.S.2d 419 (2000)を見よ）。 

 

(c) 現行法の評価 

 

 民事的救済に関しては、ニューヨーク州の法は時代遅れであり法的予見性に欠けるもの

であるとの指摘と、ニューヨーク州も UTSA を採用すべきだとの提案が多くの評者からなさ

れている。 

 刑事法に関しては、その他の多くの州と同様、ニューヨーク州の営業秘密関係の刑事規

定は、あまりに特定しすぎており、その適用を容易にう回しうるとの指摘がなされている。

例えば、ニューヨーク刑法第 155.00 条は有形物にしか適用されない。何人かの評者からは、

                                            
48 Sheehy v. Big Flats Community Day, Inc., 73 N.Y.2d 629 (1989) 
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第 165.07 条（秘密の科学物質の不正使用）は、かかる有形物要件がもたらす限界を補うも

のとなりえるだろうとの指摘もなされているが、かかる見解を支持する判例はほとんど存

在しない49。 

 

② ニュージャージー州 

 

(a) 立法の目的 

 

 ニュージャージー州の刑事法では、営業秘密の問題が明確な形で取扱われている。ニュ

ージャージー州では、過去、営業秘密は窃盗罪規定の適用範囲に入るものであるかどうか

に関する議論があったことから、営業秘密に対する保護を明示的に追加することが必要と

考えられた。そこで、1956 年には、N.J.S Cum. Supp. § 2A:119-5.2 における「財産

（property）」の定義が営業秘密も含むものとなるよう拡大された50。 

 ニュージャージー州は、営業秘密を財産として規定した最初の州のひとつであり、その

後には州法の改正が行われ現行の形の規定（N.J. Rev. Stat. § 2C:20-1 ）に変更された

ものの、最初の規定は他州が同様の法を策定しようとする際のモデルとしていまだ使用さ

れ続けている51。 

 現行法の§ 2C:20-1 は、以下のように規定している。 

ｇ．「財産」とは、不動産、有形及び無形の動産、営業秘密、契約によ

る権利、債権及びその他の財に対する権利又は請求権、入場券又は

交通切符、捕獲された動物又は家畜、食料及び飲料、電気、ガス、

水蒸気、その他の動力、金融証書、情報、データ及びコンピュータ

ソフトウェア（人間が読める形態とコンピュータが読み取れる形態

の両方、コピーとオリジナルの両方）を含むあらゆる有価物をいう

ものとする。 

ｉ．「営業秘密」とは、価値を有する秘密の科学的又は技術的な情報、

設計、方法、手順処方又は改良の全部若しくはその一部又はそのい

ずれかの段階を意味するものとする。特定の目的のためそれに対す

るアクセス権を与える者として営業秘密所有者に選ばれた者以外の

者にそれが入手可能となることを防ぐための措置が営業秘密所有者

により講じられている場合、かかる営業秘密は秘密であるものと見

                                            
49 Milgrim, Roger M., Milgrim on Trade Secrets, § 12.06 (2011).   
50 ibid.   
51 ニュージャージー州における最初の営業秘密関連規定は、営業秘密に相当する物品の窃取又は横領に関して別個の規

定を有していた。しかし、現行法は営業秘密に関する別個の規定を設けることをせず、営業秘密を財産のひとつとして

取扱っている。 
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なされなければならない。 

 

 N.J. Rev. Stat. § 2C:20-2 の下、財産（営業秘密も含む）を盗んだ者は窃盗罪に問わ

れるとされている。 

 

(b) 運用の状況 

 

 ニューヨーク州の場合と同様に、ニュージャージー州でも、営業秘密の不正使用に関す

る刑事事件の判例はほとんど存在しない。我々が発見したほとんどの判例は民事事件にか

かわるものであり、それらがニュージャージー州の州裁判所による営業秘密の取扱に関し

て与えてくれる洞察は限られたものでしかない（例えば Boost Company v. Faunce, 13 N.J. 

Super. 63 (1951)、National Tile Board Co. v. Panelboard Mfg. Co., 27 N.J. Super. 348 

(1953)及び Whitmyer Bros. Inc. v. Doyle, 58 N.J. 25 (1971)を見よ）。 

 ニュージャージー州法の下で営業秘密の刑事的保護の問題を取扱っている判例は、State 

v Telek 事件（90 N.J. Super 61 (1966) ）だけしか発見できなかった。同事件における

被告は、「アイデア」又は営業秘密は横領し盗むこともそれを横領し盗むための共謀を行う

こともできないから、自らに対する横領、窃盗、横領と窃盗の共謀による有罪判決は適切

なものではない、との主張を州法の下で行った。しかし、裁判所は、営業秘密を横領する

ことが可能かどうかを決定することは裁判所には求められていないとして、被告に対する

有罪判決を是認した。被告は、特に「営業秘密」の奪取は窃盗罪も横領罪をも構成しうる

ものではないと主張し、起訴状及びそれに基づく立証は不十分であると抗弁したが、同裁

判所は、起訴状における横領の訴因は営業秘密そのものの横領を訴えるものではなく、工

程の書かれた文書の横領を訴えるものであり、そこに営業秘密が含まれているかは被告の

有罪性の証明とは関係しないことを指摘した。したがって、同裁判所は、起訴状の訴因に

照らして判断するところ、有罪判決に対する被告の異議申立には実体的内容が欠けている

と結論した。 

 In re Request for Solid Waste Utility Customer Lists 事件（106 N.J. 508 (1987) ）

において裁判所は、固形廃棄物処理企業に対し同社事業において違反行為が行われていな

いかどうかを調査するため顧客リストを提供するよう指示した公益事業委員会の命令を認

める決定を下した。上訴人は、同命令は同社の「営業秘密」を開示するよう求めるもので

あり、したがって財産権の不当な奪取に相当するものであると主張した。裁判所は、これ

に同意せず、顧客リストの強制提出は正当な政府の目的に関係するものであり合理性を有

すると認定した。しかし、裁判所は、リストが上訴人にとって価値のあるものであること

は認め、同委員会に対し、例えばそれを鍵のついた金庫に保管しそれへのアクセスを固体

廃棄物産業の調査に従事する職員にのみ限定するなどの適切な保護措置を講じるべきこと
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を命じた。 

 

(c) 現行法の評価 

 

 裁判例が存在しないことから、現行法の有効性を評価することは困難である。原告たち

の間には、州法の下で刑事制裁を求めるよりも、民事上の救済を求めることを選択する傾

向があるように思われる。 

 

（２） ドイツ 

 

（ⅰ） 法の目的 

 

「営業秘密」という用語には、法律上の定義はないが、一般的に、会社に帰属する無体

財産権であってそれ自体価値がある、特にその経済的利用が意図されているものを指して

いる。ドイツ法における営業秘密の保護理論によると、営業秘密の保護は、当該企業の利

益のみならず、自由で公正な競争の形成及び保護が社会にとって利益となるため、公益を

も目的とするものであるとされている。 

そして、他の国と異なる重要な点は、ドイツにおける営業秘密保護は、被用者がそのキ

ャリア形成において不当な制限を受けるべきではなく、正当に取得した知識やスキルを雇

用期間終了後も自由に使えるようにすべきだという包括的な原則（overarching 

principle）によって制約を受けることである。被用者がその退職後に経験及び知識を利用

することが制限されるのは、その被用者が知識・スキルを不当又は違法に入手した場合、

特別な信頼関係があった場合、または被用者が故意に契約終了事由を発生させた場合に限

られる。 

他方、被用者は、雇用期間中及びその終了後を通じて、営業秘密を開示しないという忠

実義務を負う。この相反する原則のバランスをとるのは難しく、判例も、かなり幅があり、

そして一部には矛盾する判例もあるため、問題をさらに複雑なものとしている。 

ドイツでも、諸外国と同様に、スパイあるいは他人の営業秘密の利用を防止するために

は、民事的な救済では不十分であるということから、営業秘密を刑事法によって保護する

必要性があるとされてきている。民事訴訟が提起されても、侵害者が原告の被った（例え

ば、被用者、見習いによる）損害を賠償する十分な資金その他の手段を有していない場合

も少なくない。 

しかし、ドイツで刑事制裁が導入された背景要因は他にもある。あらゆる経済活動の分

野で競争が激化した結果、企業や個人は、成功しているライバルの営業秘密その他の競争

上の優位性を、不法手段によって知ろうとすることがよく起こる。実際、歴史的にも、産
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業スパイ事件が着実に増加している。営業秘密は知的財産権よりも価値が高いことが少な

くなく、また模倣が難しいため、営業秘密保護のための刑事法制の必要性はますます明ら

かとなった。 

現在では、営業秘密が不法に探知又は漏えいされた場合には、刑事的保護が適用される。

ただし、適法に入手された営業秘密であれば、企業の競争上の地位を強化するために自由

に利用できる。 

 

① 不正競争防止法（UWG）の規定 

 

ドイツの不正競争防止法である「ドイツ不正競争法(UWG)」が制定されたのは 1909 年で

ある。もっとも、この法による営業秘密の保護範囲はあまり広くはなく、裁判所によって

非常に形式的に解釈されてきた。1932 年には法改正され、営業秘密保護の範囲も拡大され

たが、第三者による営業秘密を入手する目的でのスパイ行為は依然として含まれていなか

った。UWG は 1986 年及び 2004 年にも改正され、保護の対象分野がさらに拡大された。現

行法では、営業秘密所有者の被用者による秘密保持義務違反（Geheimnisverrat, § 17 I 

UWG）、特に危険性の高いスパイ事件（Betriebsspionage, § 17 II No. 1 UWG）及び不正

な手段で入手された営業秘密の無断使用及び開示（Geheimnishehlerei, § 17 II No. 2 UWG）

が定められている。UWG の§ 17 I 及び II に規定する侵害行為の未遂も罰せられる（§ 17 

III UWG）52。 

 

UWG の§17 (1)の最新版によれば、「事業体に雇用されている者」が雇用期間中に秘密保

持義務に反した場合には、刑事的制裁の対象となる。この規定は、一定の商業的代理人、

会社の取締役・役員なども含むあらゆる形態の雇用に適用され、さらに、一定の事情があ

れば会社の代表者にも適用される。UWG§17 (2)及び§18 は、あらゆる者の行為に対して

適用される。 

UWG の§17 では、Betriebsgeheimnis（産業秘密）及び Geschäftsgeheimnis（取引秘密）

が定められている。Betriebsgeheimnis とは、通常、製造及び製品の技術に関する秘密の

技術情報をいい、Geschäftsgeheimnis とは取引及びビジネスに関する秘密情報をいう。こ

れらの二つの用語は、区別しないで用いられることが多い。外国のように、情報が「新規

性」や、「進歩性」があることまでは必要とされない。 

 

ここで、情報が産業秘密又は取引秘密として認定されるためには、「秘密」であることが

必要である。判例及び学説では、情報がドイツ法上の「秘密」に該当するための要件とし

                                            
52 英語訳は、http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html にて閲覧可能 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html
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て、次の４つの特質を備えていることが求められている。 

 

・秘密情報に該当するためには、限定された数の人（通常は限定的で比較的少人数のグ

ループ）にしか知られていないことを要する。秘密情報の所有者が、その情報にアク

セスしうる者の人数等の制限ができることが重要である。メンバー全員が秘密保持義

務を負う限り、アクセスしうる者の数は多人数にのぼってもよい。グループの規模が

大きくなりすぎ、そのグループでの秘密保持が事実上不可能であると判断されると、

その情報が法律上では秘密とみなされなくなる。特許性の基準とは異なり、情報は、

その事実が公知でない限り、「新規性」や「進歩性」までは必要とされない。また、一

時期公表されたものでもよい。 

・秘密情報に該当するためには、特定のビジネスと関係があること（関連性）が必要で

ある。すなわち、営業秘密は特定のビジネスに関連して利用されるものであること、

及び／または事業体によって保有若しくは支配されるものであることを要する。 

・営業秘密の所有者が、情報を秘匿する意思を有しており、情報保護のため必要な措置

を講じていることを要する。この措置は、秘密保持契約のシステムを利用することに

より実施が可能である。このような意思は、書面又は口頭で明確にされていない場合

であっても、他の事実及び状況から当事者に明らかになっていればよい。また、企業

経営者は情報を秘匿する意思があると推定されるので、企業の秘密情報を個人の利益

のために使いたいと考える被用者は、この推定を覆さなくてはならない。さらに、情

報は、探知が困難である場合（例えば、スパイが秘密情報を探知するのに多くの時間

と手間がかかる場合）には秘密情報と推定される。 

・所有者は、情報を秘匿する意思とともに、情報の秘匿に対する正当な権利及び利益（通

常は経済的利益）を有していなければならない。秘密情報が企業の競争力にかかわる

ものである場合には、この利益があるものと見なされる。 

 

② 刑法（StGB）の規定 

 

UWG による保護に加えて、刑法（StGB）にも、営業秘密保護のうちの限定的な特定の側

面を扱った規定がある53。 

 

・刑法の第 202 条は、レター及びイラストの秘密性の保護を規定している。「レター」及

び「イラスト」という用語は、広く、「レター」には手紙、日記、メモ、計算、見積も

り及び図面等、「イラスト」には、写真、スライド及び映画等が含まれると解釈されて

                                            
53 英語訳は、http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf.にて閲覧可能。 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf
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いる。なお、レター及びイラストの秘密性が認められるためには、「非公開」の状態に

あること、例えば封筒、引き出し、戸棚等の閉鎖的な入れ物に密封されていることが

必要である。 

・第 202 条(a)が刑法に追加されたのは 1986 年である。この規定の趣旨は、あらゆる種

類の電子通信及びデータフローの、第三者による探知から保護することにある。この

規定は、特別に保護されるデータを自由かつ適法に処分する権利（すなわち、データ

に含まれるアイデアを利用する権利）を保護するものであり、そのデータの保存媒体

又はファイルの帰属又は占有は問わない。しかし、不正アクセスが特別に禁止されて

いないデータには、第 202 条(a)は適用されない。 

・第 203 条は、1976 年の刑法全面改正以来の規定である。この規定は、主に、社会の利

益及び特定の職業についての職務上の秘密に対する信頼を保護する。また、ドイツ憲

法第 2 条第 1項及び第 1条第 1 項を根拠とする「情報に関する自己決定権」も保護す

る。第 203 条は、他人の秘密情報の利用に関する規定である第 204 条によって拡張、

補完される。 

・刑法第 205 条では、第 202 条から第 204 条までの犯罪は告訴がなければ起訴すること

ができないと定めている。この条文の目的は、スパイ等の重要案件のみを起訴するこ

ととし、よって検察当局の負担を軽減することにある。また、この規定によって、検

察当局が独自にスパイ事件の手続を開始して、秘密保持及びその保護が予定されてい

た特定のデータを探知したり、公表したり（例えば聴取、公判等において）すること

が防止される。 

・第 206 条には、郵便及び通信の秘密に対する特別の保護規定が定められている。 

・第 303a 条及び第 303b 条は、データ処理システム上で保存された情報の消去及び破壊

を禁止している。これらの規定は、企業秘密の保護を目的としたものではないが、電

子保存された営業秘密に適用される。 

 

③ その他の情報 

 

営業秘密に関するドイツの法令は、被用者のキャリアを不当に制約することのないよう、 

非常に慎重に定められてきている。法律は、元雇用主の利益保護と被用者の転職の自由を

認める必要性とのバランスに配慮して立法されている。 

転職しようとする被用者は、原則として不当な制約を受けるべきでなく、また、前職期

間中に正当に取得した知識及びスキルを自由に使えるようにすべきである。被用者が前職

での経験及び知識の利用を利用することが法的に禁じられるのは、営業秘密の不法取得が

かかわる不公正又は違法な状況下においてのみである。一般的には、被用者に刑事制裁を

課すことができるのは、営業秘密の開示が在職期間中に行われた場合に限られる。 
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雇用関係終了後は、元被用者が刑事罰の対象となるのは、その元被用者が営業秘密を違

法に入手し無断で開示した場合、あるいは秘密保持契約に違反した場合に限られる。この

他にも、一定の特殊な事情があれば開示が違法とされることもある。判例では、次のよう

な場合にはこの特殊事情が認められることが確立されている。すなわち、元被用者が「法

に反する」行為を行ったこと、極めて重要な地位に就いていたこと、元雇用者がその者を

信頼していたこと、かつ、情報と元雇用者との間に特定の関連性があることである。 

ドイツ法では、雇用関係にあった期間中に適法に入手された情報を利用することは、た

とえその利用が元雇用者に悪影響を及ぼすおそれがあったとしても、原則として違法とは

みなされない。 

 

（ⅱ） 法の執行 

 

ドイツの司法当局では、法の執行に関する統計データの収集及び公開を行っていない。

そして、統計データの収集を行っている民間業者も収集しておらず、ドイツ裁判所ではす

べての判例を公表しているわけではないので、信頼できる完全な統計データを作成するの

は、不可能とまではいえないが非常に難しい。 

一般的に言うと、ドイツの法律関係データベースや法律学者の解説書で取り上げられる

営業秘密事件の説明は、法の重要な側面に関して新規又は重要な論点を提供するような、

画期的なリーディングケースに限られている。犯罪者に対する処罰は、本人のプライバシ

ー保護のため、公表すらされないことがほとんどである。このため、犯罪の重さに関する

統計データも提供することができない。 

しかし、UWG 及び刑法規定の違反に対する罰則として、３年以下の禁固及び罰金が定め

られている。刑の上限は、３年間の禁固又は相当する罰金である。罰金は「日数単位」で

課される。「日数単位」の下限は 5 日で、上限は 360 日である。一の「日数単位」あたりの

金額は、犯罪者の個人的・経済的事情に応じて、1 ユーロから 5,000 ユーロまで差がある。

特に重大な事件では、犯罪者を 5 年の禁固刑又は罰金刑に処すことができる。誘導又は教

唆についても、禁固刑を科すことができる。 

初犯者は、同一事件において刑を重くすべき理由が他にない限り、罰金刑に処せられる

のが一般的である。 

営業秘密の所有者は、刑事制裁の他に、民事法による救済を受けることができる。また、

一定の場合には、侵害者が競争上の優位性を不法に獲得したことによって損害を受けた競

争者にも、このような救済が認められる。 

ドイツでは、営業秘密の違反は民事法によってもある程度禁止されている。民法（BGB）

では、営業秘密のうち一定の側面をカバーする「事業の設立及び遂行の権利」（Recht am 

eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb）が故意又は過失によって侵害された場
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合、若しくは故意又は過失により刑法規定の違反がなされた場合に、不法行為原則に基づ

く損害賠償請求権が認められている54。 

ここで、原告が被った損害の全部について賠償すべき場合、ドイツの裁判所は次の３つ

の損害の算定方法を認めている。損害賠償額は以下のものをベースとして算定することが

できる。 

 ・逸失利益 

 ・被告が不法行為により得た利益。 

 ・合理的な使用料。すなわち、合理的なライセンシーであれば、ライセンス契約に基づ

く権利の対価として支払ったであろうと考えられる金額。 

 

損害賠償額を、民法第 812 条に基づく不当利得返還請求権をベースとして算定すること

も可能である。この方法は、原則的には、被告が不法行為により得た利益を対象とする。  

ここで被告に有利な点は、不法行為に基づく請求権を行使するには故意又は過失による

行為の存在が必要であるが、不当利得返還請求権を行使するためには侵害者の故意又は過

失を立証する必要はないという点である。 

これに加えて、民法第 1004 条及び UWG 第 1 条に基づき、仮処分又は本案判決による差止

の救済措置を受けることもできる。 

差止の仮処分を受けるためには、原告は、自身が主張する請求権を実際に有しているこ

と、また、差止が緊急に必要であることを、裁判所が納得する程度に立証しなければなら

ない。 

このためには、原告は、自分の立場に危険が差し迫っていることを知ってから通常 4 週

間から 6 週間以内に措置をとらなければならない。故意又は過失は必要とはされない。 

UWG 第 1 条の第 17 条及び第 20 条に関連して下される判決は、毎年約 10 件から 15 件で

ある。また、刑法の関連規定に基づいて下される判決もこれとだいたい同数である。この

数字には、ドイツの地方裁判所、地区裁判所及び連邦裁判所における競争法・民事法分野

及び刑事法分野の判決が含まれている。 

最近公表された、ドイツ法上の無体の営業秘密の不正取得に関する判例は、コンピュー

タ犯罪を扱ったものである。これは、UWG 第 17 条においては、被用者（UWG 第 17 条第 1

項の適用対象となる者）による知得及び開示の対象となる秘密情報、さらに、営業秘密の

違法ハードコピー（UWG 第 17 条(2) No. 1 b)の適用対象であるもの）の横領に関して、比

較的明確な規定がおかれているためである。しかし、コンピュータ犯罪の分野では多くの

未解決の論点が残っている。主な論点は、コンピュータ・データが営業秘密に該当するか

どうかである。 

                                            
54 英語訳は、http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf にて閲覧可能。 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf
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ドイツにおける営業秘密関連法の適用に関する実務の状況を紹介するため、いくつかの

判例の概略をまとめ、下記に示す。 

 

① LG München I 6. Strafkammer （1998 年 3 月 23 日判決、Az: 6 KLs 315 Js 18225/94） 

 

事実：コンピュータ・ハッカーが、Deutsche Telekom（ドイツの通信事業者）の所有する

Datex-P-Net というネットワークのデータベースにアクセスした。また、ユーザのコンピ

ュータへのアクセスを取得するため、ユーザの接続番号及びパスワードをコピーした。 

 

判旨：裁判所は、接続番号及びパスワードが Deutsche Telekom に属する営業秘密にあたる

こと、また、ハッカーが技術的手段（自身のコンピュータ）を用いてこれらを入手したこ

とを認定した。このため、被告人は、UWG 第 17 条(2) No. 1 a)に定める罪を犯したものと

認定された。同条は、ハードコピーを作成しないで、技術的手段を用いて営業秘密を違法

に探知又は取得することを罰する規定である。さらに、被告人は、刑法第 263 条 a)（コン

ピュータ犯罪）及び第 202 条 a)（データの探知）にも違反したと認定された。 

 

② BGH 1.  Strafsenat （1992 年 3 月 17 日判決、Az: 1 StR 5/92） 

 

事実：被告人は、他人から顧客データの入ったコンピュータファイルを受領した。そのフ

ァイルは、当該他人によって A 社から盗まれたものだった。被告人は、自身の経営する B

社の従業員に対して、そのファイルを日常業務で使用するよう指示して、その顧客データ

を利用した。 

 

判旨：被告人は、UWG 第 17 条(2) No. 1 の罪（営業秘密の違法な探知又は取得）を犯した

として起訴されていたが、UWG 第 17 条(2) No. 2 の罪（違法に探知又は取得された営業秘

密の利用又は第三者への移転）を犯したものと認定された。地方裁判所は、被告人が UWG

第 17 条(2) No. 1 の a)から c)に定めるいずれかの方法によってデータを取得したのでは

ないことを理由に、UWG 第 17 条(2) No. 1 は適用されないと判示した。 

 

被告人は、控訴において、起訴内容と異なる罪で有罪となったことを理由に裁判所の判

決に異議を申し立てた。 

しかし、控訴裁判所は、被告人を、（起訴内容である UWG 第 17 条(2) No. 1 の罪ではな

く）UWG 第 17 条(2) No. 2 の罪に問うことは可能であると述べた。裁判所は、本事件では、

顧客データの取得と従業員に対する営業秘密の移転との事実的・時間的な牽連性が非常に

高いため、「犯罪の一体性」が生じていると判示した。裁判所は、従って、被告人が誤って
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UWG 第 17 条(2) No. 1 の罪で起訴されたとしても、UWG 第 17 条(2) No. 2 の罪に問うこと

は可能であると判示した。 

 

③ BayObLG München 4.  Strafsenat （1991 年 12 月 12 日判決、Az: RReg 4 St 158/91） 

 

事実：被告人は、ギャンブル機のソフトウェア・コードを読み取ることのできるコンピュ

ータ・プログラム（「デコード用プログラム」）の入ったディスクを友人から受け取った。

このデコード用プログラムは、ギャンブル機の「リスク」ボタンを押すのに良いタイミン

グを決定し、ユーザがギャンブル機のキャッシュレジスタを空の状態にできるように設計

されていた。このデコード用プログラムは、この機械でのギャンブルに 70 時間と 2,500

ユーロを費やし、その動作を観察して得られた情報をもとに作成されたものだった。被告

人は、ギャンブル機で 750 ユーロを「獲得」するためにこのデコード用プログラムを使用

した。その後、このコンピュータ・プログラムの入ったディスクを転売した。 

 

判旨：控訴裁判所は、ディスクに保存されたデータのコピー及び利用は、被告人にそのデ

ィスクを引き続き占有する意思がなければ、そのディスク又はそれに保存されたプログラ

ムに化体した価値の窃取にはあたらないと判示した。このため、被告人は、UWG 第 17 条(2) 

No. 1 c)に定める営業秘密のハードコピーの不正入手については、無罪とされた。しかし、

裁判所は、被告人の行為は UWG 第 17 条(2) No. 2 の罪（違法に探知又は取得された営業秘

密の利用）に該当すると判示した。さらに、事実関係によっては刑法第 263 条 a)（コンピ

ュータ犯罪）にも該当する可能性があるが、控訴裁判所では事実の全容は把握していない

と述べた。 

 

裁判所は、ギャンブル機用のプログラムは UWG 第 17 条(2) No. 2 に定義する「営業秘密」

にあたると判断した。また。このプログラムは、2,500 ユーロの資金と 70 時間の観察とい

う比較的少ない資金・労力で解明が可能であったが、それでも営業秘密にあたるとした。

さらに、犯人がデコード用プログラムの違法コピーをいくつか配布しこれを利用したとい

う事実があっても、同プログラムが必然的に「秘密」でなくなったとはいえないとした。

裁判所は、ギャンブル機用のプログラムは少なくとも秘匿が意図されていたことと、公開

はされていなかったことを勘案すべきだと述べた。 

 

（ⅲ） 現行法の評価 

 

上記に述べたとおり、ドイツ法においては、営業秘密は刑事法及び民事法を含むさまざま

な法によって保護されている。多岐にわたる法令は複雑で、営業秘密の極めて特定された
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限定的な側面しか扱っていない。法律の統合及びハーモナイズに関する議論がなされてい

るが、現在のところ、営業秘密に関する法令を一元化し、整合性のあるものとするための

将来的な法制定に向けた具体的な計画又はプロジェクトはない。 

 

（３） 中国 

 

中国では、制定機関によって、新たな法の制定公布に至った背景及び理由を説明する声

明が公表されるのが普通である。この声明はかなり一般的な性質を有するものが多く、立

法プロセスの実質的な詳細までは述べられていない。このような声明以外には、立法の経

緯を入手することは一般的には不可能である。このため、当事務所による考察は、法令、

公開されている学術的解説書及び裁判所の判例報告書を主なベースとしている。 

 

（ⅰ） 営業秘密の侵害に対する刑事責任を定めた関連規定 

 

中国法では、営業秘密の侵害に対する刑事責任の根拠となるものがいくつかある。主な

法規定と重要な法解釈は以下のとおりである。 

 

① 中華人民共和国刑法（国家主席命令第 83 号）（全国人民代表大会によって改正され、

1997 年 10 月 1 日に施行されたもの） 

 

中国刑法第 219 条では、「営業秘密」とは、「技術及び経営に関する情報」であるとして

下記のとおり定義している。 

・公知でない情報。 

・その情報の正当な保有者又は被許諾者（以下、「権利者」）に、経済的利益をもたらす

ことが可能で、かつ、実用的な価値を有するもの。 

・権利者によって、その秘密性を保持するための措置が講じられているもの。 

 

また、第 219 条は、更に下記のいずれかの手段による営業秘密の侵害を明示的に禁止し

ている。 

・権利者の営業秘密を窃取、利益誘導、脅迫その他の違法手段によって入手すること。 

・違法手段によって入手した権利者の営業秘密を、開示し、使用し、または第三者に使

用可能な状態とすること。 

・営業秘密を、権利者によって課された秘密保持契約又は秘密保持義務に違反して、開

示し、使用し、または第三者が使用可能な状態とすること。 
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また、刑法に定める責任は、営業秘密を受領した第三者にも及ぶ。この第三者は、上記

のいずれかの手段により侵害された営業秘密であることを知っていたか、知りうべきであ

った場合に、これを取得、使用又は開示した場合には、侵害者とみなされる。 

そして、営業秘密の侵害の結果、権利者に重大な損害(material loss)が生じた場合には、

侵害者は、犯罪の重大性に応じて、罰金及び７年以下の禁固刑という刑事制裁を受ける。 

 

② 「最高人民法院及び最高人民検察院による知的財産権侵害の刑事事件の取扱における

一定の法適用に関する問題点の解釈」（Fa Shi 2004 年第 19 号）（2004 年 12 月 22 日に施

行、以下「2004 年解釈」） 

 

2004 年解釈の第 7 条では、刑法第 219 条に定める犯罪の重大性を判断する際のガイドラ

インを定めている。 

このガイドラインによれば、営業秘密の侵害の結果、権利者が 50 万人民元（約 78,000

米ドル）から 250 万人民元（約 39 万米ドル）の金銭的損害を被った場合には、侵害者は権

利者に対して重大な損害を生じさせたとみなされ、3 年以下の禁固刑と、裁判所の判断に

よっては罰金の併科を受ける。 

そして、損害が 250 万人民元（約 39 万米ドル）以上の場合には、侵害者は権利者に対し

て著しい損害(significant loss)を 生じさせたとみなされ、3 年以上 7 年以下の禁固刑及

び罰金が併科される。 

 

③ 全国人民代表大会によって制定公布された不正競争防止法（国家主席命令第 10 号）

（1993 年 12 月 1 日に施行） 

 

営業秘密を侵害した場合には、刑法に基づく責任に加えて、「行政」責任が発生すること

もある。これは、中国のさまざまな行政法規に基づく、刑事責任に事実上準ずる責任であ

る。 

不正競争防止法の監督及び執行は、中華人民共和国国家工商行政管理総局（SAIC）及び

その地方支局によって行われる。第 10 条は、「営業秘密」及び営業秘密の侵害とみなされ

る行為に関し、刑法と同様の規定を定めている。 

不正競争防止法の第 25 条は、SAIC（及びその管轄地方支局）に対し、その行政的裁量権

において、犯罪の重大性に応じ、営業秘密の侵害者に対してさまざまな制裁を課す権限を

付与している。ここで SAIC は、以下の権限を有する。(i) 侵害者に対して侵害行為を中止

するよう命じる。(ii) 1 万人民元（約 1,500 米ドル）から 20 万人民元（約 3 万米ドル）

の行政罰金を科す。なお、不正競争防止法では、禁固その他の形式による刑事罰は定めて

いない。 
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④ SAICによって制定された「営業秘密の侵害禁止に関する規定」（SAIC命令第86号）（1998

年 12 月 3 日に施行、以下「SAIC 規定」） 

 

SAIC 規定の第 2 条では、以下のように、刑法及び不正競争防止法における「営業秘密」

の定義をさらに明確化した規定がおかれている。 

・「公知でない」とは、その情報が、公表されている情報源からの入手が不可能である。 

・「権利者に経済的利益をもたらすことが可能で、かつ、実用的な価値を有するもの」と

は、その情報に明確な利用性があり、さらに、権利者に対して実際に経済的利益又は

競争上の優位性をもたらすか、その可能性がある。 

・「その秘密性を保持するための措置」には、秘密保持契約の締結、秘密保護体制の整備、

その他の合理的な措置などが含まれる。 

・これらの目的上、「技術及び経営に関する情報」には、デザイン、手続、公式、製造ノ

ウハウ、製造方法、経営ノウハウ、顧客リスト、仕入先情報、製造・販売戦略及び入

札関連情報などが含まれる。 

 

（ⅱ） 立法の目的 

 

過去 30 年間の市場改革と開放政策により中国経済が急速な成長を遂げたことに伴い、無

体財産としての営業秘密の重要性も次第に高まってきた。その間、第三者が営業秘密を侵

害した場合に権利者が被るおそれのある損害は、算定は困難ではあるが、著しく増大して

いる。新技術の進歩と労働市場における離職率の増加によって、営業秘密の漏えい及び侵

害のリスクが高まっていることが背景にある。 

2000 年代に Rio Tinto 事件（詳細は（ⅲ）③で説明する）をはじめ注目度の大きな侵害

事件がいくつか起こった後、営業秘密の保護が民事に限られるという厳しい制約が明らか

となり、企業も中国政府に対して、刑事責任を通じた営業秘密保護の強化を図るよう圧力

をかけるようになった。 

民間営利団体による圧力に加えて、多くの国有企業も、国有財産の保護を改善するため、

営業秘密保護を強化することを支持した。また、国有企業は営業秘密等の知的財産権を保

護するための措置を講じていないことが多かったが、民間企業の発展の前に、国有企業も

自らの国有財産の保護及び管理の必要性・重要性に迫られることになった。 

なお、営業秘密保護が強化されたことに関しては、一部の論者によっては、営業秘密保

護のための刑事規定導入を含め、TRIPS 協定に定める要件をさらに遵守し知的財産権の法

的保護を強化すべきだという外国からの圧力を一部反映したものと解釈されている。 
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（ⅲ） 法の執行 

 

具体的な類型の判例についての統計的情報は、中国では入手できないのが通常である。

司法部では、審理された裁判の数に関する統計的データを公表している。しかし、小分類

に区分された詳しい内訳はほとんど公表していない。さらに、犯罪の重大性及び課された

刑事制裁に関する統計的データは、一般的には収集が不可能である。侵害者に対する刑罰

は、ほとんどの場合、プライバシー保護のため公表すらされないためである。 

しかし、2009 年及び 2010 年に最高人民法院が単独でまたは下位の人民法院とともに審

理した営業秘密侵害事件に関して、最高人民法院が公表した有用な総合データ55がいくつ

かある。 

・2009 年には、知的財産権紛争にかかわる刑事事件で終局的判決が下されたものは全国

で 3,660 件あり、刑に処せられた者は 5,832 名であった。人民最高法院の知的財産部

が審理した知的財産権紛争の数は 297 件であり、そのうち 10 件は営業秘密の刑事規定

違反に関する事件であった。 

・2010 年には、知的財産権紛争にかかわる刑事事件で終局的判決が下されたものは全国

で 3,942 件あり、刑に処せられた者は 6,000 名であった。このうちの 50 件の事件と

71 名の受刑者は、営業秘密侵害にかかわっていた。 

 

最近 10 年間で報告されている３つの重要事件は、中国の営業秘密法が実務上どのように

適用されているのかを知る有用な実例となる。 

 

① Hu Shitai（「以下、Hu」）他事件 

 

2010 年 2 月に上海市検察院は、Hu その他 3名の被告人について、非公務員としてわいろ

を受領した罪及び営業秘密を侵害した罪で、上海第一中級人民法院に対して公訴を提起し

た。起訴状によれば、この営業秘密侵害の被擬事件に関する事実関係は以下のとおりであ

る。 

 

2005 年 4 月から 2008 年 10 月にかけて、Rio Tinto Singapore 社の上海駐在事務所長で

あった Hu とその他 3 名の被告人は、Rio Tinto グループと中国企業の鉄鉱石の取引に関連

し、中国の鉄鋼会社に属する数件の営業秘密を、同グループの利益のために、違法手段を

用いて入手した。被告人が Rio Tinto グループにこれらの営業秘密を開示した結果、中国

企業は、同グループとの鉄鉱石輸入代金の交渉において不利な立場におかれた。このため、

                                            
55 引用した報告書は、2009 年及び 2010 年に最高人民法院が公表した「中国裁判所による知的財産の法的保護状況」、「人

民最高法院が審理した知的財産事件に関する年次報告書」などである。 
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当該中国企業は輸入代金を 10 億人民元（1.56 億米ドル）多く支払わなければならなくな

り、2009 年 12 月 20 日までに 1,100 万人民元（170 万米ドル）の金利差損を被った。 

 

そして、上海第一中級人民法院は次のように認定した。 

(a) Hu が入手した特定の情報は、法律上の営業秘密の定義に該当する。 

(b) Rio Tinto Singapore 社の上海駐在事務所の従業員は、Rio Tinto グループのための

マーケット情報収集を命じられていた。 

(c) 鉄鉱石貿易における Rio Tinto グループの過去の実績による優位性からすれば、中国

の鉄鋼会社は Hu の情報要求に応えようとすると思われる。 

(d) Hu による営業秘密の収集及び Rio Tinto グループへの提供を直接的な原因として、

中国の鉄鋼企業が損害を被った。 

 

法院は、上記の認定を基礎とし、刑法第 219 条及び 2004 年解釈第 7条に基づいて第一審

判決を下した。Hu は営業秘密の侵害罪で有罪判決を受け、禁固 5 年、罰金 50 万人民元（約

78,000 米ドル）の刑に処せられた。他の被告人らも営業秘密の侵害罪で有罪判決を受け、

禁固 3～4 年、罰金 20 万～40 万人民元（約 3 万～6 万米ドル）の刑に処せられた。 

他の 3 名の被告人らは、上海人民高級法院に対して控訴した。上海人民高級法院は第一

審を維持し、控訴を棄却した。 

 

② Shanghai Xin Lue Electronic and Technology Co., Ltd.（以下、「Xin Lue 社」） 

 

2009 年 11 月に、上海市浦東新区人民検察院は上海市浦東新区人民法院に対して公訴を

提起した。起訴状によれば、この営業秘密侵害の被擬事件に関する事実関係は以下のとお

りである。 

 

被告人 Zhang Zhaofeng（以下、「Zhang」）は、原告である Ding Xin Telecommunication 

(Shanghai) Co., Ltd.（以下、「Ding Xin 社」）の元副社長であり、Ding Xin 社の技術開発

プロジェクトをすべて担当していた。Zhang は雇用されるにあたって Ding Xin 社と秘密保

持契約、知的所有権の帰属契約及び競業避止契約を結んでいた。 

 2007 年 2 月に Zhang は、Ding Xin 社チップ製品である「CL6010A4」の開発中に、同チッ

プ製品の設計に関するデータを同社の適切な許可を得ないでコピーした。Zhang はその後

2007 年 8 月に Ding Xin 社を退職し、自己の会社である Xin Lue 社（本事件では、法人た

る共同被告人となっている）を設立した。Zhang はこの「CL6010A4」の設計データを Xin Lue

社の社内サーバーにアップロードし、同社の技術者に対して、同社チップ製品を設計する

際にはこのデータを参照するよう求めた。Xin Lue 社は 2008 年 2 月からチップ製品の販売
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を開始した。技術鑑定書によると、Xin Lue 社のチップ製品と Ding Xin 社のチップ製品に

は非常に大きな類似点があった。Xin Lue 社がこのチップ製品の売り上げによって得た利

益の総額は 330,694.11 米ドルであった。 

 

上海市浦東新区人民検察院は、次のように認定した。 

(a) Zhang は Ding Xin 社に対して秘密保持義務を負っていた。 

(b) Ding Xin 社のチップ製品「CL6010A4」は、非公知の情報を含んでおり、かつ、経済

的利益及び実用的な価値を有するものであった。 

(c) Xin Lue 社及び Zhang は、Ding Xin 社の「CL6010A4」に関する技術を故意に不正入手

した。 

(d) Zhang 及び Xin Lue 社による営業秘密侵害により、Ding Xin 社は重大な経済的損失を

被った。この認定に基づき、Xin Lue 社は、刑法第 219 条に定める営業秘密の侵害罪で

有罪判決を受け、罰金 115 万人民元（約 18 万米ドル）の刑に処せられた。Zhang 自身も

同じ罪で有罪判決を受け、禁固 2 年（保護観察付き執行猶予 2 年）の刑を受け、併せて

罰金 110 万人民元（約 17 万米ドル）の刑に処せられた。法院は、Xin Lue 社が、本件係

争対象のチップ製品の販売からDing Xin社が得た利益の総額をもって賠償を受けるべき

ことを命じた。 

 

③ Li Ning（以下、「Li」） 

 

北京市朝陽区人民検察院は北京市朝陽区人民法院に対して公訴を提起し、第一審判決は

2006 年 12 月に下された。起訴状によれば、この営業秘密侵害の被擬事件に関する事実関

係は以下のとおりである。 

 

Beijing Ao Er Environmental Arts Co., Ltd.（以下、「Ao Er 社」）の営業マネジャー

であった Li は、2002 年に、Ao Er 社を代理して湘潭市人民政府と照明改修プロジェクトに

関する交渉を行った。Li は、雇用されるにあたって Ao Er 社と秘密保持契約を締結してい

た。Li 個人の会社は同期間中に、湘潭市人民政府の２つの部署と照明器具の販売契約を締

結した。このことにより、Ao Er 社には 100 万人民元（約 15 万ドル）の損害が生じた。 

 

北京市朝陽区人民検察院は以下のように認定した。 

(a) Li は Ao Er 社に対する秘密保持義務に違反した。 

(b) Li は、Ao Er 社から入手した顧客データを自身の個人的利益のために不正利用した。 

(c) Ao Er 社の顧客データは、非公知の情報を含んでおり、かつ、経済的利益及び実用的

な価値を有するものである。この認定に基づき、Li は、刑法第 219 条の営業秘密の侵害
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罪で有罪判決を受け、禁固 1 年 8 ヶ月の刑に処せられた。併せて罰金 20 万人民元（約 3

万米ドル）の刑に処せられた。北京市第二中級法院は、控訴においてこの判決を維持し

た。 

 

（ⅳ） 現行法の評価 

 

中国では、WTO の義務を遵守するため、数多くの法令の一部改訂及び全面改正を現在も

行っているところである。当事務所にて関連コメンタリーを検討したところ、営業秘密保

護に対する刑事責任の適用について、新たな法律を導入する予定はないようである。むし

ろ、既存の法律（特に刑法の規定）の実施が主な焦点となっているようである。 

 



‐42‐ 
 

Ⅲ. パリ条約６条の３に基づく WIPO 通知に関する検討 

 

１． はじめに 

 

WIPO 通知に関しては、国内において通知の対象となる同盟国が採用する監督用及び証明

用の公の記号及び印章等としてどのようなものがあるか、パリ条約の同盟国がどのような

基準で通知･異議の通報を行っているか、通知を行った場合にパリ条約の同盟国等56でどの

ような保護を受けることができるのか、我が国では商標法と不正競争防止法による対応を

行っている57がパリ条約の同盟国等ではどのように対応しているのか等について検討を行

った。 

 

２． 検討の方向性について 

 

（１） 国内における実態とニーズ 

 

 国内においては、以下の観点から実態とニーズの調査・分析を行った。 

・国内の「同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章等」の運用の実態に

ついて 

・WIPO 通知による「同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章等」の保護

に関する国内のニーズについて 

 

（２） 諸外国における WIPO 通知の実態と制度調査 

 

諸外国におけるパリ条約 6条の 3 に基づく WIPO への通知・異議通報の実績や国内基準、

あるいはパリ条約6条の3に基づいて他国から通知された同盟国の国の紋章（以下、「紋章」）、

旗章その他の記章（以下、「記章等」）、同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び

印章（以下、「公の記号等」）及び政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名

称（以下、「国際機関の標章等」）（また、これらをまとめて以下、「記章、紋章、公の記号

及び国際機関の標章等」）の保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由又は無効事

                                            
56パリ条約の遵守規定は、パリ条約の同盟国だけでなく、WTO 加盟国や商標法条約の締約国にも課せられており、米国は

これらの条約に入っているため、「パリ条約の同盟国等」という記載とした。 
57商標法第 4 条第 1 項第 5 号において､同盟国の監督用及び証明用の公の印章又は記号の商標登録を受けることができな

いようにするとともに､不正競争防止法第16条第3項において､外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明

用の印章又は記号の商業上の使用を禁止している｡商標登録を受けることができない公の記号等の具体的な内容につい

ては､経済産業大臣によって告示され､商業上の使用を禁止する公の記号等の具体的な内容については､｢不正競争防止法

第 16 条第 1 項及び第 3 項並びに第 17 条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方

公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令｣において

定められている｡ 
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由等）について調査・分析を行った。主な項目としては、以下のとおりである。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

（ⅳ） WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

（ⅵ） WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合

の措置について 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認

められる場合の商標登録の可否 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

（ix） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

３．国内の実態調査及び分析 

 

 本調査研究では、公的機関と学識経験者にヒアリングを実施し、国内の実態及びニーズ

を調査した。 

 

（１） ヒアリング調査の実施について 

 

 公的機関（認証機関）10 者及び学識経験者 5者に、2011 年 12 月から 2012 年 2 月にかけ

てヒアリング調査を実施した。 

 

（２） 国内の公の記号等の運用の実態について 

 

 公的機関（認証機関）が運用する、公の記号等と根拠法令（商標法を除く）との関係は
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以下のとおりに整理できると考えられる。 

① 公の記号等について表示の方法等の根拠法があり、政府へ申請することで使用可能と

なるもの 

② 公の記号等について表示の方法等の根拠法があり、第三者機関へ申請することで使用

可能となるもの 

③ 公の記号等について表示の方法等の根拠法がなく、政府へ申請することで使用可能と

なるもの 

④ 公の記号等について表示の方法等の根拠法がなく、第三者機関が運用しているが、何

らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員会に政府が出席等）で政府が関

わっているもの 

⑤ 公の記号等について表示の方法等の根拠法がなく、第三者機関独自で運営しているも

の 

 

 これまでに公の記号等を用いている業者等が、不適切な使用（例えば、法律により、公

の記号等を付すことができると規定されている製品以外の製品に付してしまうケース、法

律の規定上、公の記号等と管理番号の双方を組み合わせた状態で製品に付さなければなら

ないところ、管理番号の組み合わせ方が正しくないケース等）をしていた事例においては、

行政指導の権限が存在する場合、是正勧告によって対処できている。また、無断使用（法

律により、第三者機関に認証を受けなくてはならないと規定されているにも関わらず、認

証を受けずに勝手に製品に印章等を付してしまうケース等）も存在したが、話し合いで解

決できており、公の記号等が商標登録されている場合であっても商標権侵害として訴訟に

まで至った事例はなかった。 

 海外で公の記号等を商標登録している理由としては、商品の製造国（特に中国を始めと

するアジア諸国）であるため、又は、商品の販売国であるため、何らかの問題が生じた場

合にも対応できるようするため、とりあえず取得しておいたという回答等が得られた。 

 

 

（３） WIPO 通知による公の記号等の保護に関する国内のニーズについて 

 

 WIPO 通知による公の記号等の保護について、その活用に対して肯定的な意見をまとめる

と以下のとおりである。 

・商標出願をする際、出願したい国の数や商品区分が多い場合、出願料、更新料及び手

続き面の負担が大きいため、費用がかからないという点で WIPO 通知に魅力を感じる。 

・WIPO 通知による保護が、商標権と同等な保護（権利者による差止請求や損害賠償請求

等ができる）であるのであれば、利用する可能性がある。 



‐45‐ 
 

・商標法で保護される標章は商標権たる財産権として保護されるところ、保護したい公

の記号等について、その主な目的が財産権の保護以外（国民の安全を守るため等）に

あるならば、商標法による保護は適切ではなく、WIPO 通知の方がなじみやすいと考え

られる。例えば、製品の品質を保証する JIS マークが挙げられる。 

・特定の製品の品質を保証するためではなく、例えば、日本産の製品の品質が優れてい

ること（Japan brand、Janan quality）を対外的にアピールし、世界における日本産

の製品のブランド力を確立することを目指す国家戦略のために使う公の記号等は、

WIPO 通知が可能ではないか。同様に、日本が提供する役務の品質をアピールするよう

な公の記号等が考えられるのではないか。例えば観光関連商品や観光施設等の観光資

源の品質を保証するものである。 

 

 一方、WIPO 通知による公の記号等の保護について、その活用に対して否定的な意見をま

とめると以下のとおりである。 

・市場が国内のみであって、海外市場を想定していない商品に貼付する公の記号等につ

いては、海外で保護をする必要性を感じない。 

・公の記号等を所管している機関が、商標権の取得により、ライセンシーからのライセ

ンス料を収入源として運営している場合 WIPO 通知ではライセンス収入が見込めなく

なるため、あまり魅力を感じない。 

・日本のようにパリ条約を担保するための保護規定が刑事措置のみとなっている場合、

民事措置とは異なり、自ら積極的に権利行使をすることが難しく、国によっては実効

性が低い可能性がある。そのため、確実な保護を求める公の記号等については、商標

登録によって保護を行うべき。 

 

４． 諸外国の実態及び制度調査 

 

 WIPO 通知に係る事項について、諸外国における未登録保護制度と登録保護制度との

関係、両制度の活用の実態及び動向を調査し、我が国における両制度の適切なバラン

ス等を調査、整理及び分析をするための基礎材料とすることを目的とし、諸外国に対

して質問票（11 か国及び 1 機関）及びヒアリング調査（6 か国 知的財産庁、現地の

法律事務所、公的機関を含め計 22 者）を実施した。 

 以下、諸外国による回答に基づいて諸外国の実態と制度を詳述する。 

 

（１） 米国 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO
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から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等が通知された場合の保

護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、知的財産研究所で調査したところ、以下の結

果が得られた。 

これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等については

117 件の実績がある58。 

なお、米国においてパリ条約 6 条の 3に基づく WIPO 通知を行った公の記号等の実績とし

て、COPYRIGHT OFFICE（著作権局）がある59。 

 また、パリ条約6条の3に基づいて韓国が公の記号等として通知を行った48件60のうち、

42 件に対して米国は異議通報を行っている61。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議

通報するための国内基準について 

 

知的財産庁からの回答は非公表である。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、現地の法律事務所から WIPO 通知があった場合

の国内保護の方法について以下の回答を得た。 

 

パリ条約 6 条の 3 の規定に基づく、記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の WIPO

通知があった場合、通知されたものに対して登録することができないことを表す「89」の

                                            
58 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[United States of America]を入力して

検索した結果、117 件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.08] 
59 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[United states of America]、

Category[Official/Hallmark]を入力して検索した。[最終アクセス日：2012.02.08] 
60 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[Republic of Korea]、

Category[Official/Hallmark]を入力して検索した結果、48 件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.08] 
61 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[Republic of Korea]、

Category[Official/Hallmark]、Objection[United States of America]を入力した結果、42 件という結果が得られた。[最

終アクセス日：2012.02.08] 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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シリーズコードが付され、商標検索データベースに登録される62。商標審査官は、当該デ

ータベースを用いて検索を行い、WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標

章等と同一の商標出願がなされた場合、商標登録の拒絶を行うこととなる。 

 

(ⅳ)  WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

 知的財産庁からの回答は非公表である。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

 知的財産庁からの回答は非公表である。 

 

(ⅵ)  WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合

の措置について 

 

① 「商標としての使用」があった場合の措置について 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、現地法律事務所のヒアリング調査によると、

米国において使用禁止を規定した法律はない。WIPO 通知された紋章、記章、公の記号、国

際機関の標章等についてある者による商標としての使用により、WIPO 通知した団体等が被

害を受け、被害を受けるおそれがある場合、当該団体等は民事訴訟を提起することは可能

であるが、この規定のみをもって争うのは非現実的である63。（連邦商標法第 43 条(a)） 

 

第 43 条(15 U.S.C. §1125)  虚偽の原産地呼称，虚偽の記述及び表示64 

(a)(1) 何人も、取引において商品若しくはサービス又は商品の容器に付して若しくは

それに関連して語、用語、名称、記号、図形若しくはそれらの結合、又は虚偽の原産地

呼称、事実についての虚偽の若しくは誤認を生じさせる記述、又は事実についての虚偽

の若しくは誤認を生じさせる表示を使用し、それが、 

                                            
62 米国の商標データベース(Tess:Trademark Electronic Search System)で検索した結果、シリーズコード 89 は 945 件

ある。（参照 資料編Ⅲ-2 【質問 2】） 
63 資料編Ⅲ-2 【質問 5】【質問 6】を参照。 
64 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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(A) 当該人と他人との関連、関係若しくは連合について、又は当該人の商品、サービス

若しくは商業活動に関する出所、若しくは他人による後援若しくは承認について、混同

を生じさせ、又は誤認を生じさせ、又は欺まんするおそれがあるとき、又は  

(B) 商業広告若しくは販売促進において、当該人若しくは他人の商品、サービス又は商

業活動の性質、特徴、品質又は原産地を不実表示しているときは、  

当該人は、当該行為によって被害を受けており又は受けるおそれがあると考える者によ

る民事訴訟において責めを負うものとする。 

(2)本項において使用するときは，「何人」という用語は，州，州の付属組織，又は州

若しくはその付属組織の職員であって，自己の公的な資格において行動する者を含む。

州及びその付属組織，幹部職員又は一般職員は，非政府の法主体と同一の方法及び範囲

で本法の適用を受けるものとする。  

(3)主登録簿に登録されていないトレードドレスに関してのこの章に基づくトレードド

レス侵害の民事訴訟においては，トレードドレスの保護を主張する者は，保護を求める

事項が機能的なものでないことを立証する責任を負う。 

 

② 「商標の出願」があった場合の措置について 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、知的財産研究所で調査したところ、以下の結

果が得られた。 

出願された商標が、WIPO 通知された国際機関の標章等と関係があると公衆に誤認される

ような場合、又は、WIPO 通知された記章、紋章等と出願された商標とが同一又は一部に含

まれる場合には、商標登録を受けることができない可能性がある。（連邦商標法第 2 条

(a)(b)） 

 

第 2 条(15 U.S.C.§1052)65  商標は主登録簿に登録することができる；同時登録 出願

人の商品を他人の商品から識別することを可能にする商標は、その性質を理由とし

て、主登録簿に登録することを拒絶されることはない。ただし、その商標が次に該当

するときはこの限りでない。 

(a) 次のものから成り又はそれらを含むこと。不道徳的、欺まん的若しくは中傷的な事

項；又はある者(生存しているか死亡しているかを問わない)、団体、信仰若しくは国民

的な象徴を軽蔑し、若しくはそれらとの関係を偽って示唆し、又はそれらを侮辱し若し

くはそれらの評判を落とすおそれのある事項；又は地理的表示であって、ぶどう酒若し

                                            
65 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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くは蒸留酒に付して又は関連して使用される場合に、その商品の原産地以外の場所を特

定するものであり、かつ，出願人によって、(第 19 巻第 3501 条(9)に定義されてい

る)WTO 協定が合衆国に対して効力を生ずる日から 1 年以後に初めてぶどう酒若しくは

蒸留酒に付して又は関連して使用されているもの  

(b)合衆国、いずれかの州若しくは地方公共団体、又はいずれかの外国の旗章、紋章若

しくはその他の記章又はそれらの擬態から成り、又はそれらを含むこと 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認

められる場合の商標登録の可否 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、知的財産研究所で調査したところ、以下の結

果が得られた。 

過去に WIPO 通知された記号等の標章と同一又は一部を含む場合であって、当該標章が正

当な権利者・使用者によって出願された場合であっても、拒絶事由となり得ることが規定

されており、商標登録を受けることができない可能性がある。（連邦商標法第 2 条(b)） 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、知的財産研究所で調査したところ、以下の結

果が得られた。 

WIPO 通知により保護が行われている国際機関の標章等について、当該国際機関と使用者

等との間において、誤認、混同又は欺まんのおそれがある場合には使用が禁止される。す

なわち要件として、「公衆に暗示又は誤認」が存在する。（連邦商標法第 43 条(a）(1)） 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、知的財産研究所で調査したところ、以下の結

果が得られた。 

出願された商標が、他のパリ条約の同盟国等の国民的な象徴又は国際機関との関係を偽

って示唆する可能性のある（公衆に暗示又は誤認）ことを理由として、拒絶あるいは登録

を無効とする根拠として用いられる可能性がある。（連邦商標法第 2 条(a)） 
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なお、審査基準（TMEP1203.03(e)2(a)1 乃至 4）では、審査官が登録を拒絶するために、

商標登録を求める団体と商標との関係について下記のように一定の要件を課している。 

＜一定の要件＞ 

① 商標登録を求める標章と使用する団体名とが同一又は近似すること 

② 商標登録を求める標章が使用する団体名に対して一意的であること 

③ 商標登録を求める標章に名称が記された団体と、商標出願人が当該標章を用いて

行っている活動とが無関係であること 

④ 商標登録を求める標章が商標出願人の商品等と共に使用される場合に、団体の名

声若しくは評判が当該団体と関係があると推定できること 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

 知的財産庁からの回答は非公表であるが、知的財産研究所で調査したところ、明確な回

答を得ることはできなかった。 

 

（２） イギリス 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等が通知された場合の保

護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公

の記号及び国際機関の標章等については 47 件の実績がある66。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議

通報するための国内基準について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

                                            
66 知的財産研究所で調査したところ、WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、

State[United Kingdam]を入力して検索した結果、47 件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.09] 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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なお、知的財産研究所が調査したところ、商標法第 59 条には、パリ条約 6 条の 3に基づ

く通知に関する諸規定が設けられている。 

 

第 59 条  条約第 6 条の 3 に基づく通知67  

(1) 第 57 条の適用上、条約国の国章(国旗を除く)及び公の標識又は極印は、次の場合

又は範囲に限り、パリ条約に基づき保護されるものとみなす。  

(a) 当該国が条約第 6 条の 3(3)に従い、その記章，標識又は極印を保護するよう求め

る旨を連合王国に対し通知した場合  

(b) その通知が有効である場合、及び  

(c) 連合王国が条約第 6 条の 3(4)に従い異論を申し立てていない又は当該申立が取

り下げられている場合  

(2) 第 58 条の適用上、国際機関の記章、略称及び名称は、次の場合又は範囲に限り、

パリ条約に基づき保護されるものとみなす。  

(a) 当該機関が条約第 6 条の 3(3)に従い、その記章、略称又は名称を保護するよう求

める旨連合王国に対し通知した場合  

(b) その通知が有効である場合、及び  

(c) 連合王国が条約第 6 条の 3(4)に従い異論を申し立てていない又は当該申立が取

り下げられている場合  

(3) パリ条約第 6 条の 3(3)の通知は，通知を受領した時から 2 月が経過した後にな

された登録出願に関してのみ効力を有する。  

(4) 登録官は、パリ条約第 6 条の 3(3)に基づく通知により条約に基づき現に保護され

る次のものの一覧を作成し、合理的時間内において無料で公衆の閲覧に供する。  

(a) 国章、公の標識又は極印、及び  

(b) 国際機関の記章、略称及び名称  

(5) 本条においてパリ条約第 6 条の 3 というときは、WTO 協定により適用される同条

の言及を含むものと解する。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 なお、知的財産研究所で調査したところ、登録官が保護すべき一覧を作成し、無料で公

衆の閲覧に供することとされている（商標法第 59 条第 4 項）。 

                                            
67 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 英国」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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(ⅳ)  WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び

国際機関の標章等に関して、パリ条約の同盟国等の権限のある当局又は当該国際機関の許

可を受けずに記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等を使用した場合には、当該権限

のある当局又は当該国際機関は、当該使用者に対して差止命令により使用を制限すること

ができる（商標法第 57 条第 6 項及び商標法 58 条第 4 項）。 

 

第 57 条  条約国の国章等：第 6 条の 368  

(1) 条約国の旗章からなる又は旗章を含む商標は，当該国の権限のある当局の許可を得

なければ登録されない。ただし，申し立てられている方法による当該旗章の使用がその

ような許可なしで認められているものと登録官が認めるときは，この限りでない。  

(2) パリ条約又は WTO 協定に基づき保護される条約国の紋章又はその他の国章からな

る又はこれらを含む商標は，当該国の権限のある当局の許可を得なければ登録されな

い。  

(3) 条約国が採用する監督用及び証明用の公の標識及び極印からなる又はこれらを含

む商標は，当該標識又は極印がパリ条約又は WTO 協定に基づき保護されている場合は，

                                            
68 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 英国」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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当該国の権限のある当局の許可を得なければその監督及び証明に係る商品又はサービ

スと同一又は類似のものについて登録されない。  

(4) 国旗及びその他の国章並びに公の標識又は極印に関する本条の規定は，紋章学上当

該旗章若しくはその他の記章又は標識若しくは極印を模倣する如何なるものにも同様

に適用する。  

(5) 本条の如何なる規定も，ある国の記章又は公の標識若しくは極印の使用を許可され

た国民の出願に基づく商標の登録は，これが他の国の記章又は公の標識若しくは極印と

類似しているとしても，これを妨げない。  

(6) 本条により，商標の登録のために条約国の権限のある当局の許可が必要とされる場

合は，当該権限当局は，差止命令により，その商標を連合王国内で許可なく使用するこ

とを制限する権原を有する。  

第 58 条  一定の国際機関の記章等：第 6 条の 3  

(1) 本条は，1 又は 2 以上の条約国が構成員である国際政府間機関の次のものに適用

する。  

(a) 紋章，旗章又はその他の記章，及び  

(b) 略称及び名称  

(2) パリ条約又は WTO 協定に基づき保護される記章，略称又は名称からなる又はこれ

らを含む商標は，関係国際機関の許可を得なければ登録されない。ただし，申し立てら

れている記章，略称又は名称の使用の方法が次のいずれかであることが登録官に認めら

れたときは，この限りでない。  

(a) 当該機関と商標との間に関係があると公衆に暗示するようなものでない方法，又は

(b) 当該使用者と当該機関との間に関係があると公衆に誤って信じさせるようなもの

でない方法  

(3) 国際機関の記章に関する本条の規定は，紋章学上当該記章を模倣する如何なるもの

にも同様に適用する。  

(4) 本条に基づき，商標の登録のために国際機関の許可が必要とされる場合は，当該機

関は，差止命令により，その商標を連合王国内で許可なく使用することを制限する権原

を有する。 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び

国際機関の標章等について商標出願があった場合には、パリ条約の同盟国等の権限のある

当局の許可を受けなければ商標登録がされない可能性がある。（商標法第 57 条第 1項乃至
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第 3項、商標法 58 条第 1項及び第 2項） 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認められ

る場合の商標登録の可否 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び

国際機関の標章等に関して、当該同一の標章について商標出願があった場合には、出願人

がパリ条約の同盟国等の権限のある当局であれば、商標登録される可能性がある。（商標

法第 57 条第 1項乃至第 3項、商標法 58 条第 2項） 

また、権限のある当局から許可された者による商標出願は、他の国の紋章、記章、公の

記号等に類似していても商標登録される可能性がある。（商標法第 57 条第 5項） 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、国際機関の標章等の商標としての使用を禁止

させる場合には、公衆に暗示又は誤認させるおそれが要件として存在している（商標法第

58 条第 2 項及び 4 項） 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、国際機関の標章等を商標登録にする場合には、

公衆に暗示又は誤認を要件とし存在している（商標法第 58 条第 2 項（a）（b）） 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に
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ついては、知的財産研究所にて調査したが、明確な回答は得られなかった。 

 

（３） オーストラリア 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

オーストラリア知的財産庁（以下、IP オーストラリア）からの回答によると、これまで

に 8 件の紋章、公の記号等が WIPO 通知されている69。また、異議通報についての実績はな

い70、とのことである。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議

通報するための国内基準について 

 

自国の記章、紋章及び公の記号等の WIPO 通知及び他国からの通知に対して異議通報する

ための国内基準はなく、ケースバイケースである71。 

なお、IP オーストラリアでは、WIPO から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号及び国

際機関の標章等が通知された場合、保護を行っても不都合が生じないかどうかを確認する

ため、公衆から意見の公募を行っている。他国からの通知を保護することについて、意見

がある者は、IP オーストラリアに意見を提出しなければならない。提出された意見に基づ

いて、IP オーストラリアは、WIPO へ異議を申立てるか否かを検討する。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け国内で保

護することになった場合、WIPO のホームページ上で公表されている情報をリンクとして使

用するものの、公示用の独自のデータベースが存在し、公衆への公示は当該データベース

                                            
69 資料編Ⅲ-3 設問 1(3)を参照。 
70 資料編Ⅲ-3 設問 2(1)を参照。 
71 資料編Ⅲ-3 設問 1(4)a)を参照。 



‐56‐ 
 

によって行われる72。 

また、IP オーストラリアでは、WIPO により、パリ条約 6 条の 3 の通知がされてから公衆

に対して公示を行っている。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

公の記号等の内、「ANZAC」という WIPO 通知に対し、米国とトルコから異議通報を受けた

ことがある。 

この異議通報の理由は、両国共に、既に先行する権利が存在するためであった。その結

果、米国及びトルコにおいては、保護の対象から外された73。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

WIPO 通知を行った自国の記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等について、他国

で不正使用及び商標権が生じていないかどうか、状況を監視することはしていない。 

また、IP オーストラリアでは、WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び国際機関

の標章等について、他国で不正使用があるとの情報を入手した場合、当該事案の調査を行

う。なお、不正使用の事実があった場合の措置については明確な回答を得ることはできな

かった74。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

商標法第 18 条において「規則において指定する」標章に該当する場合には、商標として

の使用は禁止されているが、当該標章が記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等を含

むのかは、という点については、本調査では明確な回答を得ることができなかった。 

 

商標法 第 18 条  一定の標識は商標等として使用してはならない  

                                            
72 資料編Ⅲ-3 設問 1(5)(6)を参照。 
73 資料編Ⅲ-3 設問 3(1)-(3)を参照。 
74 資料編Ⅲ-3 設問 4(1)-(4)を参照。 
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(1) 規則は、その規則において指定する標章を商標として又は商標の一部として使用して

はならない旨を定めることができる。 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

 記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等について商標出願があった場合には、拒絶

事由に該当し登録できない可能性がある75。（商標法第 39 条、商標規則 4.15(e)） 

 

第 39 条  一定の標識を含んでいる等の事情にある商標  

(1) 商標が，第 18 条の適用上制定された規則によって，商標として使用することが禁じ

られている標識を含んでいるか，又はその標識で構成されている場合は，その商標登録出

願は拒絶しなければならない。  

(2) 商標が次のものを含んでいるか，又はそれで構成されている場合は，その商標登録出

願は拒絶することができる。  

(a) 本項の適用上規定されている標識，又は  

(b) 次のものに著しく類似しており，その標識であるとみなされるおそれがある標識  

(i) (a)にいう標識，又は  

(ii) (1)にいう標識 

規則 4.15  一定の標識を含んでいる等の事情にある商標  

(標識について規定している)法律第 39 条(2)(a)の適用上、次の標識が所定の標識であ

る。  

(e)工業所有権の保護に関する国際同盟が、国際的取決に基づいて登録不適格なものとし

て通知している標章の表示 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

 なお、登録商標の出願人が、ある国の政府である場合、出願人が正当に政府から商標出

願の権限を受けた者であることを確認するため調査を実施する。政府からの権限を受けた

者による出願であることが証明された場合、当該商標と WIPO 通知された当該商標と同一又

は類似の公の記号等の共存を認める可能性がある76。 

 

                                            
75 資料編Ⅲ-3 設問 6(1)a)及び b-1) を参照。 
76 資料編Ⅲ-3 設問 6(1)e) を参照。 
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（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について77 

 

商標法第 18 条において「規則において指定する」標章に該当する場合には、商標として

の使用は禁止されているが、当該標章が国際機関の標章等を含むのかは本調査では明確な

回答を得ることができなかった78。 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

国際機関の標章等に係る商標の不登録事由には、公衆に暗示又は誤認させるおそれが要

件として存在している79。（第 39 条(2)(b)(ⅰ) 

なお、商標法第 39 条(2)における国際機関の標章等に係る審査において、審査官には公

衆に誤認又は混同を考慮して商標を拒絶とするかを判断する裁量が与えられており（商標

審査手続便覧第 3.180）、当該判断をする際には、考慮要素として標章と団体の関連性等が

存在している。（商標審査手続便覧第 3.281） 

 

3.1  第39条(2)は、商標登録出願が所定の標識を含んでいるか、又はそれから

構成される場合に、拒絶されることがあると定めている。これにより、商標登

録官には、所定の標識を取り込んだ商標を拒絶するかを判断する裁量が与えら

れる。実際には、所定の標識を含んでいるか又はそれから構成される商標の使

用によって、次の事項に関して公衆に誤認又は混同が生じると登録官が納得し

ない限りは、第39条(2)の条項が拒絶の根拠として挙げられることはないだろ

う。 

当該標識の使用と当該標識に関連のある者（団体、機関等）との間に関

係があること、又は、当該商標が知的財産法その他の法律に基づき有し

得る地位 

                                            
77 資料編Ⅲ-3 設問 5(1)d) を参照。 
78 資料編Ⅲ-3 設問 5(1)d) を参照。IP オーストラリアからの回答では、「商標法第 39 条(2)(a)及び規則 4.15(e)を根

拠としているが、商標法第 39 条(2)(a)は商標の不登録事由に関する記載であり、明確な回答を得ることはできなかった 
79 資料編Ⅲ-3 設問 6(1)b-2)及び b-3) を参照。 
80 IP オーストラリアの商標の審査基準は以下である。

http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm#title.htm[最終アクセス

日：2012.02.06] 
81 IP オーストラリアの商標の審査基準は以下である。

http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm#title.htm[最終アクセス

日：2012.02.06] 

http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm#title.htm
http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/trademarkmanual/trade_marks_examiners_manual.htm#title.htm
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 3.2 上記に定める方法により公衆に誤認又は混同が生じるかを検討する際に

は、次の要素を考慮しなければならない。 

当該の標識がどのような者、団体、機関等と関連付けられるのか。 

どのような活動とその者、団体、機関等が関連付けられるのか。 

その者、団体、機関等が商品の生産やサービスの提供を行っているのか。 

その者、団体、機関等は、活動の性質上、特定の商品・サービスと関連

づけられるのか。  

当該標識を含んでいるか、又はそれから構成される商標が適用されてい

る商品・サービスを購入する「公衆」となるのは誰か。  

その「公衆」は、その者、団体、機関等とその活動や商品・サービスを

知っているのか。 

上記の要素を考慮した後で、新たに「当該商標の使用により、誤認又は混同

が生じるおそれはあるのか」という質問を投げかける必要がある。この回答が

「ない」というものであるならば（又ははっきりと「ある」と言えない場合）、

拒絶の根拠とはならない。 

 

③ 商標登録を無効にする際の「公衆に暗示又は誤認」の要件について 

 

 知的財産研究所が調査した結果、商標法第 57 条によれば拒絶理由と同じ理由に基づいて

商標登録に対して異議申立をすることができるため、異議申立には公衆に暗示又は誤認を

要件としている。 

 

第 57 条 拒絶理由と同じ理由に基づいて，登録に対して異議申立をすることができる  

商標登録に対しては，その商標が視覚的に表示することができないという理由を除き，本

法に基づいて商標登録出願を拒絶することができる理由の何れかにより，異議申立をする

ことができる。 

 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

登録済み商標と同一又は類似の公の記号等がWIPO通知された場合であっても、当該WIPO

通知をもって直ちに登録商標が無効となることはない82。 

                                            
82 資料編Ⅲ-3 設問 6(2)a)及び c) を参照。 
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（４） オーストリア 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について83 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO 通知に関する所掌事務を行うのは、外務省であり、オー

ストリア特許庁からは詳細な情報を得ることはできなかったが、知的財産研究所で調査し

た結果、これまでの WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等実績は

33 件である84。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議

通報するための国内基準について85 

 

オーストリア特許庁からの回答によると、パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO 通知に関する

所掌事務を行うのは外務省であり、オーストリア特許庁は詳細情報を有していなかったた

め、本調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について86 

 

国内において WIPO の公表とは別途に公示しており、具体的な公示については、オース

トリア連邦法律官報の中で公示されると共に、オーストリア特許庁の登記簿でも閲覧が可

能である87。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

                                            
83 資料編Ⅲ-4 設問 1(1)-(3)、設問 2(1)-(3)を参照。 
84 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[Austria]を入力して検索した結果、33

件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.09] 
85 資料編Ⅲ-4 設問 1(4)a),(4)b) を参照。 
86 資料編Ⅲ-4 設問 1(5)-(8) を参照。 
87 WIPO の HP で公表されているデータすべてが BGBl に反映されているかは本調査では不明であった。 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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あった場合の対応について88 

 

オーストリア特許庁からの回答によると、パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO 通知に関する

所掌事務を行うのは外務省であり、オーストリア特許庁は詳細情報を有していなかったた

め、本調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態89 

 

オーストリア特許庁からの回答によると、パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO 通知に関する

所掌事務を行うのは外務省であり、オーストリア特許庁は詳細情報を有していなかったた

め、本調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について90 

 

 パリ条約 6 条の 3 に基づいて既に保護されている、国の記章、紋章、公の記号及び国際

機関の標章等については、権限を有する者による許可がない者は使用をすることはできな

い可能性がある。（商標法第 6 条(1)及び商標法第 4 条 1．(c)） 

特に、外国の記章、紋章、公の記号等については、政府間協定又は相互主義のもと、連

邦法律官報（BGBl）に告示された場合に限り、権限を有する者による許可がない者は使用

をすることはできない可能性がある。（商標法第 6 条(2)） 

 また、法律に違反した場合には、218 ユーロ以下の罰金または 1 カ月以下の拘禁に処す

ることが規定されている。(商標法第 6 条(3)) 

 

オーストリア商標法91 

第 6 条 

(1) 国の紋章、国旗、その他の国章若しくはオーストリア地方公共団体の紋章は、取

                                            
88 資料編Ⅲ-4 設問 3(1)-(3) を参照。 
89 資料編Ⅲ-4 設問 4(1)-(4) を参照。 
90 資料編Ⅲ-4 設問 5(1)a)及び b) を参照。 
91 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 オーストリア」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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引において権限無しに、商品若しくはサービスに係わる識別表示として、又は当該識

別表示の構成要素として使用してはならず、また、権限を有する当事者の同意を得る

ことなく第 4 条 1.(c)に掲げた標識も使用してはならない。同様に、検査又は保証用

の標識は、その標識を交付する当局の事前の同意を得ることなしに、標識の使用対象

である商品若しくはサービス又はそれに類似する商品若しくはサービスに係わる識別

表示として、又は当該識別表示の構成要素として使用してはならない。 

(2) 外国の国章又は公的な検査若しくは保証用の標識に対しては、(1)の規定は、政府

間協定又は相互主義が存在し、かつ、前記の外国の標識を BGBl（連邦法律官報）に告

示している場合に限り、適用する。告示に前記標識に関する公的表示の複製が含まれ

ていない場合は、公衆が当該複製を閲覧できる場所を記載するものとする。 

(3) 禁止規定((1))に違反した者は、地方行政当局が 218 ユーロ以下の罰金又は 1 月以

下の拘禁に処する。加重事由があるときは、両刑を併科することができる。 

第 4 条  

次に掲げる標識は，登録を受けることができない。  

(1) 次に掲げる内容のみをもって構成されているもの  

(c) 産業財産の保護に関するパリ同盟の加盟国が参加している国際機関の標識であっ

て、BGBl に告示されているもの。 

 

② 「商標出願」した場合の措置について92 

 

記章、紋章について商標出願があった場合には、拒絶事由に該当し登録できない可能性

がある。（商標法第 4 条(1)(a)） 

 また、外国の公の記号等であって、政府間協定又は相互主義が存在し、かつ、連邦法律

官報（BGBl）に告示された当該公の記号等について商標出願があった場合には、当該外国

において当該商標を使用する対象商品又は対象サービス等と同一又は類似である場合には、

商標登録を受けることができない可能性がある。（商標法第 4 条(1)(b)） 

 また、国際機関の標章等であって、連邦法律官報（BGBl）に告示された場合においても

商標登録を受けることができない可能性がある。（商標法第 4 条(1)(c)） 

 

オーストリア商標法93 

第4条(1) 次に掲げる標識は、登録を受けることができない。 

 次に掲げる内容のみをもって構成されているもの 

                                            
92 資料編Ⅲ-4 設問 6(1)a)及び b-1) を参照。 
93 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 オーストリア」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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(a) 国の紋章，国旗若しくはそれ以外の国章，又はオーストリア地方公共団体の紋章 

(b) 公的な検査用又は保証用の標識であって、オーストリアにおいて、又はBGBlに発表

される告示(第6条(2))によって定められる外国において、商標の使用予定対象と同一の

商品若しくはサービス又は類似の商品若しくはサービスについて使用されているもの 

(c) 産業財産の保護に関するパリ同盟の加盟国が参加している国際機関の標識であっ

て、BGBl に告示されているもの。告示に関しては、第 6 条(2)後段の規定を適用する。

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

 オーストリア特許庁からの回答によると、これまでに上記のようなケースは承知してい

ないとのことであった。また、法律については言及がなかったため、本調査では明確な回

答を得ることはできなかった94。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

  

オーストリア特許庁からは、WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標

としての使用を禁止する場合には、公衆に暗示又は誤認の要件は存在しない、との回答を

得ている95。 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について96 

 

オーストリア特許庁からは、WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標

の登録をする場合には、公衆に暗示又は誤認の要件は存在しない、との回答を得ている97。 

また、個別案件毎の判断となっている、との回答を得ている98。 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

                                            
94 資料編Ⅲ-4 設問 6(1)e)を参照。 
95 資料編Ⅲ-4 設問 5(1)d) を参照。 
96 資料編Ⅲ-4 設問 6(1)b-2)及び b-3) を参照。 
97 資料編Ⅲ-4 設問 6(1)b-2) を参照。 
98 資料編Ⅲ-4 設問 6(1)b-3) を参照。 
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ついて 

 

オーストリア特許庁からの回答及び知的財産研究所が調査した結果、明確な回答を得る

ことはできなかった。 

 

オーストリア商標法99 

第33条 

(1) 何人も、職権による取消理由のいずれかを根拠として、商標の取消を申請することが

できる。 

(2) 商標が、登録されるべきではなかったという理由によって取り消された場合は、取消

決定の効力は保護期間の始期（第 19 条(1)）まで遡及する。 

 

（５） カナダ 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 なお、知的財産研究所で調査した結果、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公

の記号及び国際機関の標章等については 16 件の実績がある100。 

また、WIPO 通知した記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等 16 件のうち、公の記

号等 4 件に対して米国から異議通報されている101。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議

通報するための国内基準について 

 

                                            
99 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 オーストリア」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 
100 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[Canada]を入力して検索した結果、16

件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.09] 
101 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[Canada]、Objection[United States of 

America]を入力して検索した結果、4 件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.09] 

 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

知的財産研究所の調査の結果、WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の

記号及び国際機関の標章等を何人が使用する場合においても、その使用が WIPO 通知された

記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と誤認を生じるおそれがある程に類似してい

る場合には、当該標章等の使用が禁止される102。（商標法第 9条第 1 項（i.1）乃至（i.3）） 

 

第 9 条  禁止標章  

(1) 何人も、次のものからなる標章又はこれと誤認を生じるおそれがある程に類似する

標章を、商標その他として、その業務に関連して採用してはならない。 

(i) 同盟国の 1 のいずれかの地域若しくは都市の旗章、又は国家、地域若しくは都市

の紋章、頂飾又は記章で、その旗章、紋章、頂飾又は記章が、条約第 6 条の 3 に基づ

いて伝達され、又は同条に基づく WTO 協定の付属書類 1C に記載された知的所有権の貿

                                            
102 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 カナダ」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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易関連の側面に関する協定に基づく義務により伝達された一覧に記載されたものであ

って、登録官が当該伝達について公示したもの  

(i.1) 同盟国の 1 で適用された、監督又は保証を示すいずれかの公式標識若しくは刻

印で、その標識若しくは刻印が、条約第 6 条の 3 に基づいて伝達され、又は同条に基

づく WTO 協定の付属書類  1C に記載された知的所有権の貿易関連の側面に関する協

定に基づく義務により伝達された一覧に記載されたものであって、登録官が当該伝達に

ついて公示したもの  

(i.2) 同盟国のいずれか 1 の国旗  

(i.3) いずれかの国際的な政府間組織のいずれかの紋章，旗章若しくは他の記章，又は

名称の略称で、その紋章、旗章、記章又は略称が、条約第 6 条の 3 に基づいて伝達さ

れ、又は同条に基づく WTO 協定の付属書類 1C に記載された知的所有権の貿易関連の側

面に関する協定に基づく義務により伝達された一覧に記載されたものであって、登録官

が当該伝達について公示したもの 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所による調査によると、WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び

国際機関の標章等と出願商標との間で誤認が生じるおそれがある場合には、商標登録がさ

れない可能性がある。（商標法第 12 条第 1 項（e）） 

 

第 12 条  商標登録可能な場合103  

(1) 第 13 条（識別力ある外観が登録可能な場合）に従うことを条件として，商標は次

のものを除き，登録することができる。 

(e) 第 9 条又は第 10 条により採用が禁止されている標章 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 なお、知的財産研究所による調査からは明確な回答を得ることはできなかった。 

 

                                            
103 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 カナダ」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所の調査によると、WIPO 通知された国際機関の標章等の商標として

の使用を禁止させる場合には、その使用が WIPO 通知された国際機関の標章等と誤認を生じ

るおそれがある程に類似している場合には、公衆に暗示又は誤認の要件は存在する104。（商

標法第 9 条第 1項本文及び第 1 項（i.3）） 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 なお、知的財産研究所による調査によると、WIPO 通知された国際機関の標章等と同一

又は誤認のおそれがある程類似している場合には、商標登録は認められない。（商標法第 9

条第 1 項（i.3)及び第 12 条第 1項(e)） 

 

 知的財産研究所による調査によると、商標登録の登録日に WIPO 通知された国際機関の標

章等と同一又は誤認のおそれがある程類似していた場合には当該商標登録を無効とするこ

とができる。（商標法第 9条第 1 項(i.3)及び第 18 条(1)(a)） 

 

商標法第 18 条  登録無効の場合  

(1) 商標登録は、次の場合は、無効とする。  

(a) その商標が登録日に登録可能なものでなかった場合 

 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所による調査では、登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知され

た場合の当該登録商標の取扱について、明確な回答を得ることはできなかった。 

 

                                            
104 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 カナダ」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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（６） 韓国 

 

韓国の知的財産権庁はパリ条約 6 条の 3 に基づいて保護する公の記号等の受付、WIPO へ

の通知を所管する機関であり、当該公の記号等の選定は、政府機関のそれぞれが行ってい

る。また、WIPO 通知をするための運用基準である「パリ条約第 6 条の 3 に基づくパリ条約

等の同盟国の公益標章の保護に関する運営要項」（以下、運営要項）を有している105。 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等については

66 件の実績がある106。 

 

 なお、韓国において、優れたデザインを有する製品等にはり付けるグッドデザインマー

クを所管する機関である韓国デザイン振興院、及び安全性を保証するために食品にはり付

ける HACCP マークを所管（実際に認証を行っている）する機関である畜産物衛生要素重点

管理基準院にヒアリング調査を行った。 

まず、両機関とも自身が所管するグッドデザインマーク及び HACCP マークについて、WIPO

通知がなされていることを知らなかった107。そのため、両機関から WIPO 通知を行った理由

については回答を得ることはできなかった。なお、両機関とも国内／海外共に、商標出願

をしたことはない108、とのことである。 

 そして、韓国デザイン振興院からの WIPO 通知による保護の必要性については、「海外に

おいて不正使用による問題が生じたことはなく、また、当該マークについて国際的な認知

度もさほど高くないため特段の必要性は感じていない」との回答109を得た。 

 一方、畜産物衛生要素重点管理基準院からの WIPO 通知による保護の必要性については、

「HACCP システムは国際規定のため、韓国以外の国においても運営されており、同様のシ

ステムが存在すると考えられる。そのため、輸出・輸入も、各々の国の基準の基づくもの

であり、自国の認証システムを海外で展開することは考えにくい。また、海外の不正使用

の事例について聞いたことはなく、さらに HACCP マーク自体認知度も高くない。」との理由

                                            
105 資料編Ⅲ-5-3 「パリ条約第 6 条の 3 に基づくパリ条約等の同盟国の公益標章の保護に関する運営要項」を参照。 
106 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[Republic Korea]を入力して検索した結

果、66 件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.06] 
107 資料編Ⅲ-5(1) 質問 10、及び資料編Ⅲ-5(2) 質問 10 を参照。 
108 資料編Ⅲ-5(1) 質問 8、及び資料編Ⅲ-5(2) 質問 8 を参照 
109 資料編Ⅲ-5(1) 質問 10、質問 19 を参照 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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により、WIPO 通知の必要性はない110という回答を得た。 

 なお、両機関における共通事項は、以下のとおりである。 

(a)政府ではなく、政府からの補助金によって運営されている公的団体である点。 

(b)所管するマークについて、表示の方法等が法律によって規定されている点。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について 

 

① WIPO 通知をするための国内基準 

 

WIPO 通知をするための国内基準である「パリ条約 6 条の 3に基づくパリ条約等の同盟国

の公益標章の保護に関する運営要項」（以下、運営要項）が存在する。当該運営要項は、特

許庁商標デザイン審査支援課が所管しており、2009 年 3 月 25 日公示され、2009 年 4 月 1

日から施行されている。運営要項において、パリ条約 6 条の 3 に基づいて保護対象として

自国の記章、紋章及び公の記号等を以下のように制定111している。 

 

パリ条約第 6 条の 3 に基づいて保護対象となる大韓民国の国旗、紋章、その他の国家記

章及び大韓民国政府、及び政府の委託を受けた公共機関が採択した監督用及び証明用の

公共の記号と印章を、公益標章と定義づけている。（運営要項第 2 条第 5 項） 

 

なお、運営要項第 2 条第 5 項では、政府のみならず、政府の委託を受けた公共機関が採

択した公の記号等についても保護対象となっている。 

また、運営要項の第 4 条（大韓民国の公益標章の収集）第 1 項では、公益標章の収集の

方法について規定されており、特許庁長（商標デザイン審査支援課長）が、関連部署から

WIPO 通知の対象となる公益標章の収集を行う。 

 また、運営要項第 4 条に基づいて収集した公益標章がパリ条約第 6 条の 3 に基づいて保

護対象に該当するかどうかを商標デザイン審査支援課長が確認する旨が規定されている。

（運営要項の第 5 条第 1項） 

 

② 異議通報するための国内基準112 

 

                                            
110 資料編Ⅲ-5(2) 質問 10、質問 19 を参照 
111 資料編Ⅲ-5-3 「パリ条約第 6 条の 3 に基づくパリ条約等の同盟国の公益標章の保護に関する運営要項」を参照。 
112 資料編Ⅲ-5-3 「パリ条約第 6 条の 3 に基づくパリ条約等の同盟国の公益標章の保護に関する運営要項」を参照。 
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 以下の場合には特許庁長（商標デザイン審査支援課長）に異議を申し立てることができ

る旨が規定されている。（運営要項第 9 条第 7項第 1 号乃至第 4 号） 

 

運営要項第 9条第 7 項 

1．パリ条約等の同盟国の公益標章113が該当国家または政府間機構の標章または名称でない

場合 

2．パリ条約等の同盟国の公益標章が既に大韓民国の公益標章に該当している場合 

3．パリ条約等の同盟国の公益標章が他国または政府間機構の標章または名称で既に通知

されている場合 

4．パリ条約等の同盟国の公益標章が大韓民国において公共の自由使用の状態にあるもの 

 

上記のように特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は異議申立が提起された場合にあ

っては、特許庁長（商標デザイン審査支援課長）がその妥当性について判断し（運営要項

第 10 条第 1 項）、妥当と判断した場合には、ジュネーブの韓国大使館を通じて WIPO に異議

通報する。（運営要項第 10 条第 2項） 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

WIPO のホームページで公開されているデータベースから WIPO 通知された紋章、記章、

公の記号及び国際機関の標章等の電子データをダウンロード（第 8 条第 1 項）し、その後、

当該電子データを用いて韓国特許庁のホームページに公開している。（第 9条第 1項及び第

14 条） 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等に対して、他国から異議

通報された場合の対応の手順は、運営要項第 7 条（国際事務局から通知された大韓民国の

公益標章に対する異議申立の処理）に規定されている。 

 

第 7 条（国際事務局から通知された大韓民国の公益標章に対する異議申立の処理） 

                                            
113 公益標章とは、運営要項第 2 条第 5 項において次のように定義されている。「大韓民国の公益標章とは、パリ条約第 6

条の 3 に基づいて保護対象となる大韓民国の国旗、紋章、その他の国家記章及び大韓民国政府、及び政府の委託を受け

た公共機関が採択した監督用及び証明用の公共の記号と印章」をいう。 
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①特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は国際事務局から大韓民国の公益標章に対す

る異議申立を通知された場合、遅滞なくこれを該当部署に通知しなければならない。 

②第 1 項に基づいて異議申立を通知された該当部署は異議申立の理由がないという理

由と証拠を特許庁長（商標デザイン審査支援課長）に書面で提出することができる。 

③特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 2 項に基づいて異議申立に対する該当部

署の意見を接受した場合、その異議申立に成立性があるかどうかを確認した後、異議申

立に対する意見書を、駐ジュネーブ大韓民国代表部を通じて国際事務局及び該当する同

盟国に提出することができる。 

④特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 3 項に基づいて異議申立に成立性がある

かどうかを確認した後、その結果を該当部署に通知しなければならない。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

 運営要項には、WIPO 通知後の記章、紋章、公の記号等の WIPO 通知後に対する監視等に

ついて何ら記載されておらず、明確な回答を得ることはできなかった。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一又は類似に係る標章

については、商標としての使用をすることができない114。（商標法第 3 条第 1 項） 

ただし、当該権限を有する者の許諾を受けた場合には、商標としての使用をすることが

できる可能性がある。（商標法第 3 条第 1 項ただし書） 

また、上記に違反して使用をした者は、不正競争防止法により刑事罰が適用される可能

性があり、3 年以下の懲役または 3千万ウォン以下の罰金に処される。（不正競争防止法第

18 条第 3 号） 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

 WIPO 通知され特許庁長が指定した、紋章、記章、公の記号及び国際機関の標章等と同一

                                            
114 資料編Ⅲ-5-3 設問 5(1)a)及び b-1)を参照。 
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又は類似の商標出願は登録が拒絶される可能性がある。115（商標法第 7 条 1 号１の 3 乃至

第 7 条第 1 号 1 の 5） 

 

 

商標法第 7 条 

次の各号のいずれか 1 つに該当する商標は、第 6 条にかかわらず商標登録を受けるこ

とができない。 

商標法 7 条 1 号 1 の 3 

国際赤十字、国際オリンピック委員会または著名な国際機関の名称、略称、標章と同

一であるかこれと類似の商標。ただし、国際赤十字、国際オリンピック委員会または著

名な国際機関が自己の名称、略称または標章を商標登録出願したときには、この限りで

ない。 

商標法 7 条 1 号 1 の 4 

パリ条約第 6 条の 3 により世界知的所有権機構（WIPO）から通知を受けて特許庁長が

指定した同盟国等の紋章、旗、勲章、褒章、記章または同盟国等が加入した政府間国際

機関の名称、略称、紋章、旗、勲章、褒章、記章と同一であるかこれと類似の商標。 

ただし、同盟国または同盟国等が加入した政府間国際機関が、自己の名称・略称（同

盟国等が加入した政府間国際機関に限定する）、標章を商標登録出願した時には、この

限りではない。 

商標法第 7 条第 1 号 1 の 5 

 パリ条約第6条の3により世界知的所有権機構(WIPO)から通知を受けて特許庁長が指

定した同盟国等若しくはその公共機関の監督用や証明用の印章又は記号と同一又は類

似の商標であって、その印章又は記号が使用されている商品と同一又は類似の商品に関

して使用するもの 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

国際機関が自己の名称、略称等の標章を商標出願した場合には、過去に当該国際機関の

標章と同一の標章について WIPO 通知された場合であっても商標登録される可能性がある。

（商標法第 7 条 1 号 1 の 4 ただし書） 

一方、紋章、記章及び公の記号等については、商標法において規定を見出すことができ

                                            
115 資料編Ⅲ-5-3 設問 6(1)a)及び b-1)を参照 
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ず、今回の調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

WIPO 通知された国際機関の標章等の商標としての使用を禁止することに対しては、同一

又は類似のみを要件としており、公衆に暗示又は誤認を要件とはしていない116。（不正競争

防止法第 3 条 1 号） 

 

不正競争防止法第 3 条(国旗・国章等の使用の禁止) 

①パリ協約当事国、世界貿易機構会員国または商標法条約締約国の国旗・国章その他の

徽章や国際機構の標識と同一であったり、これと類似するものは商標として使用するこ

とができない。ただし、該当国家または国際機構の許諾を受けた場合には、この限りで

ない。  

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 国際機関の標章等に係る商標の不登録事由には、公衆に暗示又は誤認は要件として存在

しない117。（商標法第 7 条 1 号 1 の 3、商標審査基準第 15 条第 1項第 4 号） 

商標法７条１号１の 3 

国際赤十字、国際オリンピック委員会または著名な国際機関の名称、略称、標章と同一

またはこれと類似の商標。ただし、国際赤十字、国際オリンピック委員会または著名な

国際機関が自己の名称、略称、または標章を商標登録出願したときには、この限りでは

ない 

商標審査基準第 15 条第 1項 

商標法第 7 条第 1 項第 1号ないし第 1 号の 5(以下「本号」と言う)で規定する標章は次

の各号の一を意味する。 

第 4 号 

パリ条約第6条の3によって世界知的所有権機構から通知を受けて特許庁長が指定した

同盟国等の紋章、旗、勲章、褒章、記章または同盟国等が加入した政府間国際機関の名

称、略称、紋章、旗、勲章、褒章、記章と同一又はこれと類似の商標。ただし、同盟国

                                            
116 資料編Ⅲ-5-3 設問 5(1)d)を参照。 
117 資料編Ⅲ-5-3 設問 6(1)b-3)を参照。 
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または同盟国等が加入した政府間国際機関が自己の名称、略称(同盟国等が加入した政

府間国際機関に限定する)、標章を商標登録出願したときは、この限りではない。 

 

③ 商標登録を無効にする際の「公衆に暗示又は誤認」の要件について 

 

 知的財産研究所が調査したところ、商標登録の無効審判（商標法第 71 条第 1項）には、

国際機関の標章等（商標法第 7 条 1 号 1 の 3）を無効とする際に公衆に暗示又は誤認を要

件としていない118。 

 

第 71 条(商標登録の無効審判) ①利害関係人又は審査官は、商標登録又は指定商品の追

加登録が次の各号のいずれか一つに該当する場合には、無効審判を請求することができ

る。この場合、登録商標の指定商品が 2 以上ある場合には、指定商品ごとに請求すること

ができる。 

1.商標登録又は指定商品の追加登録が第 3 条但書き、第 6 条乃至第 8 条、第 12 条第 2 項

後段・第 5 項及び第 7 項乃至第 9 項、第 23 条第 1 項第 4 号ないし第 6 号又は第 5 条の規

定により準用される「特許法」第 25 条の各規定に違反した場合 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

 韓国の現地代理人（法律事務所）の回答によると、登録済み商標と同一の公の記号等が

WIPO 通知されたことをもって、直ちに当該登録商標が無効となることはないとの回答を得

ている119。 

 

（７） シンガポール 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

知的財産研究所が調査した結果、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及

                                            
118 資料編Ⅲ-5-3 設問 6(1)b-2)を参照。 
119 資料編Ⅲ-5-3 設問 6(2)a)を参照。 
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び国際機関の標章等については 26 件の実績がある120。 

また、異議通報の実績はない121。 

 

なお、WIPO 通知されている「MAS」を所管するシンガポールの通貨庁（Monetary Authority 

of Singapore）に対して、ヒアリング調査を行ったので、詳述する。 

シンガポール通貨庁は、政府機関であり、特段なる認証業務は行っていない122。そのた

め、「MAS」については、監督・証明といった性質は有していない123。 

MAS について WIPO 通知を行った際のプロセスとしては、シンガポール通貨庁から知的財

産庁へ WIPO 通知を行いたい旨を伝え、知的財産庁より WIPO へ通知するというものであっ

た124。 

また、国内／国外の不正使用については、具体的な回答は得ることができなかったが、

「不正使用を発見した場合には、その都度、当事者にその使用を止めるよう求めることで

解決しており、それ以上、問題化したケースはない125。」とのことであった。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について 

 

知的財産庁にヒアリングした結果、WIPO 通知するための国内基準はない126、とのことで

あった。また、同様に異議通報をするための国内基準はない127、とのことである。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、商標法第 56 条には、パリ条約 6 条の 3に基づ

く通知に関する諸規定が設けられている。 

 

第56条 締約国の国章等：パリ条約第6条の3等128  

(1)締約国の旗章で構成される又はこれを含む商標は、当該国の管轄当局の許可なしに登

録することはできないが、申請される方法による旗章の使用は当該許可なく許可されると

                                            
120 資料編Ⅲ-6-1 設問 1(2)を参照。また、WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、

State[Singapore]を入力して検索した結果、26 件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.07]。 
121 資料編Ⅲ-6-1 設問 2(1)を参照。 
122 資料編Ⅲ-6-2 質問 1 及び質問 2 を参照。 
123 資料編Ⅲ-6-2 質問 3 を参照。 
124 資料編Ⅲ-6-2 質問 12 を参照。 
125 資料編Ⅲ-6-2 質問 19 を参照 
126 資料編Ⅲ-6-1 設問 1(4)b)において、シンガポールの知的財産庁に対する海外ヒアリング調査では、「根拠法が有無

に関係なく、またその使用が申請によって使用可能となるかに関わらず、何らかの形で政府に関連する機関が示す記号

や印章であれば、すべて通知の対象になると考える」との回答を受けている。 
127 資料編Ⅲ-6-1 設問 2(2)を参照。 
128 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 シンガポール」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.15] 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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登録官が認める場合はその限りでない。  

(2)パリ条約又はTRIPS協定に基づき保護される締約国の紋章又は他の記章で構成される

又はこれを含む商標は、当該国の管轄当局の許可なく登録されることはない。  

(3)締約国が採択する公の標識又は印章で構成される又はこれを含む商標で、監督及び証

明を示すものは、当該標識又は印章がパリ条約又はTRIPS協定に基づき保護される場合は、

当該国の管轄当局の許可なく、監督及び証明を示す商品又はサービスと同一又は同類の商

品又はサービスに関して登録されない。  

(4)国旗及びその他の国の記章並びに公の標識又は印章に関する本条の規定は、紋章学上

の見地から当該国旗、その他の記章、記号又は印章を模倣するすべてのものに等しく適用

される。  

(5)本条の如何なる規定も、ある国の国民で、その国に属す国の記章、公の標章又は印章

の利用を許可されている者の出願に基づく商標登録を、別の国のものと類似している場合

であっても、妨げるものではない。 

(6)本条により、締約国の管轄当局の許可が商標の登録に必要である又は必要とされる場

合は、当該当局は、自己の許可なくシンガポールにおいて業として商標を使用することを

差止命令により禁じる権利を有する。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

国内において、WIPO の公表とは別途に公示しており129、WIPO からの電子データをダウン

ロードし、当該電子データを用いて知的財産庁のホームページに公示している130。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報があ

った場合の対応について 

 

知的財産庁へのヒアリング調査の結果、シンガポールの WIPO 通知に対して、異議申立て

がなされており、現在異議申立国と協議中であるため回答はできないとして、詳細な情報

を得られなかった131。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

                                            
129 資料編Ⅲ-6-1 設問 1(5)を参照。 
130 資料編Ⅲ-6-1 設問 1(6)を参照。 
131 資料編Ⅲ-6-1 設問 3(1) -(3)を参照。 
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知的財産庁へのヒアリング調査の結果、シンガポール知的財産庁は、公の記号等を WIPO

通知した後に当該公の記号等の他国における使用状況の監視等は行っていない132、との回

答を得た。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等に関して、パリ条約の同

盟国等の権限のある当局又は当該国際機関の許可を受けずに記章、紋章、公の記号及び国

際機関の標章等を使用した場合には、当該権限のある当局又は当該国際機関は、当該使用

者に対して差止命令により使用を制限することができる（商標法第 56 条第 6項及び商標

法 57 条第 4 項）。 

 

第 57 条  一定の国際機関の記章等：パリ条約第 6 条の 3 等  

(1)本条は，1 又は複数の締約国が加盟している政府間国際機関の，  

(a)紋章，旗章その他の記章，並びに  

(b)略称及び名称， 

に適用される。  

(2)パリ条約又は TRIPS 協定に基づき保護されている当該記章，略称又は名称で構成され

る又はこれを含む商標は，当該国際機関の許可なく登録されないが，ただし，申請案され

た方法による記章，略称又は名称の使用が，  

(a)当該機関と商標との間に関係があると公衆に暗示するものでない，又は  

(b)使用者と当該機関との間に関係があると公衆に誤認させるおそれがない，  

と登録官が認める場合はその限りでない。  

(3)国際機関の記章に関する本条の規定は，紋章学上の見地から当該記章を模倣するすべ

てのものに等しく適用される。  

(4)本条により，国際機関の許可が商標の登録に必要である又は必要とされる場合は，当

該機関は，自己の許可なくシンガポールにおいて業として商標を使用することを差止命令

により禁じる権利を有する。 

 

                                            
132 資料編Ⅲ-6-1 設問 4(1) - (3)を参照。 
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② 「商標出願」した場合の措置について 

 

WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等につ

いて商標出願があった場合、権限のある当局又は当該国際機関の許可がない場合には商標

登録されない可能性がある。（商標法第 56 条第 1 項乃至第 3 項） 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等に関して、当該同一の標章

について商標出願があった場合には、出願人がパリ条約の同盟国等の権限のある当局であ

れば、商標登録される可能性がある。（商標法第 56 条第 1項乃至第 3項、商標法 57 条第 2

項） 

また、権限のある当局から許可された者による商標出願は、他の国の紋章、記章及び公

の記号等に類似していても商標登録される可能性がある。（商標法第 56 条第 5項） 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

国際機関の標章等の商標としての使用を禁止させる場合には、公衆に暗示又は誤認させ

るおそれが要件として存在している。（商標法第 57 条第 2項及び 4項） 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

国際機関の標章等を商標登録する場合には、公衆に暗示又は誤認を要件としている。（商

標法第 57 条第 2 項(a)(b)） 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

シンガポール知的財産庁へのヒアリング調査によると、WIPO 通知をもって直ちに無効と
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なることはなく登録商標との併存の可能性もある133。 

 

（８） スイス 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

知的財産庁による回答では、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び国

際機関の標章等については 60 件の実績がある134、とのことである。 

また、知的財産庁からは、異議通報の実績はない135、との回答を得ている。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について 

 

知的財産庁からの回答によると、WIPO 通知するための国内基準はない136。 

なお、公の記号等について、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO に通知すべき対象として

考えられるものは、「法律によってその表示方法等が規定されており、政府へ申請すること

で使用可能となるもの」であると回答を得ている。 

一方で、通知すべき対象ではないものとして、「根拠法がなく、第三者機関が運用してい

るが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員会に政府が出席等）で政

府が関わっているもの」又は、「根拠法がなく、第三者機関独自で運営しているもの」とい

う回答を得ている137。 

 また、異議通報をするための国内基準はない138。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

                                            
133 資料編Ⅲ-6-1 設問 6(2)a)を参照。 
134 資料編Ⅲ-7 設問 1(2)を参照。 
135 資料編Ⅲ-7 設問 2(1)を参照。 
136 資料編Ⅲ-7 設問 1(3)(4)を参照。 
137 資料編Ⅲ-7 設問 1(4)を参照。 
138 資料編Ⅲ-7 設問 2(2)を参照。 
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スイスには、パリ条約 6条の 3 を担保するための法律として、公の紋章及びその他の公

の標章の保護に関する連邦法（以下、「紋章保護法」）と国際連合及びその他の二国間組織

の機関の名称及び標章の保護に関する連邦法（以下、「名称標章保護法」）が存在する。WIPO

から通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等のうち、記章、紋章及び公の

記号等は、紋章保護法によって保護され、国際機関の標章等は、名称標章保護法によって

保護される。 

紋章保護法によって保護される記章、紋章及び公の記号等については WIPO の公表をもっ

て、国内における公示としている139。 

一方、名称標章保護法によって保護される国際機関の標章等は、WIPO の公表とは別途、

連邦官報140で公示を行っている141。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報があ

った場合の対応について 

 

2007 年 6 月にスイスが WIPO 通知を行ったジュラ州の紋章（通知 7471 参照）に対して、

米国より 2008 年 6 月にジュラ州はパリ条約の加盟国ではないとの理由から、異議通報があ

った。 

米国からの異議通報を受けて、スイスの連邦知的財産庁は、米国特許商標庁（USPTO）に

対して、ジュラ州の紋章がパリ条約第 6 条の 3 に基づいて保護され得る理由を説明したと

ころ、最終的に米国特許商標庁は異議を取り下げた142。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

WIPO 通知を行った後、他国における不正使用の状況の監視を行うこともある。 

なお、監視を行う場合は、パリ条約 6 条の 3 に基づく保護を連邦知的財産庁に申請した者

（例えば、スイス時計産業連盟、スイスチョコレート製造者連盟等の団体等）によって行

われる。 

特に、他国で適切に保護されていないことが判明した場合には、異議を申立てることと

しており、この場合、公式及び非公式な書面を外国の管轄官庁に送ることとなっている143。 

                                            
139 資料編Ⅲ-7 設問 1(5)及び(6)を参照。 
140 連邦官報は、1849 年から連邦の公示用の文書で、連邦行政庁の法令及び公的な文書が年代順に収集されている。連邦

官報は、3 つの公用語であるドイツ語、フランス語及びイタリア語で毎週発行される、2008 年からは、保護されている

標章は採色したものが連邦官報で公示される、それ以前は、採色標章の公示は色黒のみで行われていた。（参照：資料編

Ⅲ-7 設問 1(6)） 
141 資料編Ⅲ-7 設問 1(5)及び(6)を参照。 
142 資料編Ⅲ-7 設問 1(5)及び(6)を参照。 
143 資料編Ⅲ-7 設問 4(1)－(3)を参照。 
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(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

紋章保護法の第 10 条によって記章、紋章及び公の記号等の商標としての使用を禁止して

いる。この対象は、商品だけでなく、サービスも含む144。 

また、名称標章保護法の第 6 条によって、国際機関の標章等の商標としての使用を禁じ

ている145。 

 

紋章保護法第 10 条（紋章保護法に基づいて保護される標章）146 

第 1 項 スイスが、連邦及び州の同種の標章について抗弁権を認められている限りにお

いて、次の行為は許されない。 

1．他の国の紋章、旗章及びその他の国章、監督用及び保証用の公の標章並びに保証用

の印章若しくは国の図形標章及び文字標章又はこれらの標章等と混同される可能性が

ある標章を、製品商標若しくは取引商標（サービス商標を含む）として、又はその構成

部分として登録すること、又は営業若しくはその他の目的で使用すること。 

名称標章保護法第 6 条（名称標章保護法に基づいて保護される標章） 

第 2 項 製品商標及び取引商標*（サービス商標も含む）並びに営業用のデザイン及び

モデルで、この法律に違反するものは、登録から排除される。 

＊ 《製品商標及び取引商標》という表現は、すべての法令において《商標》に置き換

えられた。ただし、1931 年 6 月 5 日の公的紋章及びその他の公的標章の保護に関する

連邦法第 1 条及び第 2 条については置き換えが行われていない。この法律は次の機会に

相応の適合が行わる（商標法第 75 条第 3 号）。 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

 商標法第 2 条(d)において、「公の秩序、道徳又は法律に反する標識」と規定されている

ことから、紋章法第 10 条第 1 項及び名称標章保護法第 6 条第 2 項により違反する標識につ

                                            
144 資料編Ⅲ-7 設問 5(1)a)、b)を参照。 
145 資料編Ⅲ-7 設問 5(1)a)、b)を参照。 
146 資料編Ⅲ-7 設問 6(1)d)を参照。 
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いては、商標登録が認められない147。 

 

商標法 第 2 条（適用除外の絶対的理由）148 

商標の保護は，次に掲げるものには及ばない。 

(d) 公の秩序，道徳又は法律に反する標識 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

 知的財産庁からは以下の回答を得ている。 

紋章保護法で保護される紋章、記章、公の記号等に関しては、権限を有する者が当該紋

章、記章、公の記号等を商標出願する場合には、紋章保護法第 10 条第 2 項の規定は適用さ

れないため、紋章、記章、公の記号等を商標登録できる可能性がある149。 

 また、名称標章保護法で保護される国際機関の標章等についても、当該国際機関等の権

限を有する者であれば、商標登録される可能性がある150。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

名称標章保護法151において、国際機関等の標章についての規定があり、パリ条約第 6 条

の 3 よりも広範囲の保護152を求めている。国際機関等の標章の使用は、混同されるおそれ

のない場合にも、禁じられている（絶対的保護）153 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

名称標章保護法において、国際機関の標章等についての規定があり、パリ条約第 6 条の

                                            
147 資料編Ⅲ-7 設問 5(1)a)、b)を参照。 
148 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 スイス 商標法」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.15] 
149 資料編Ⅲ-7 設問 5(1)e)を参照。  
150 資料編Ⅲ-7 設問 5(1)e)を参照。  
151 資料編Ⅲ-7 設問 5(1)d)を参照。 
152 知的財産庁からの回答によれば、どのような点が広範囲の保護なのかということまでは明確な回答を得ることはでき

なかった。 
153 資料編Ⅲ-7 設問 6(1)b-3)を参照。 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm


‐83‐ 
 

3 よりも広範囲の保護を求めている。使用の禁止と同様、国際機関の標章等の商標登録は、

混同されるおそれのない場合にも、禁じられている（絶対的保護）154。 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

知的財産庁からは、名称標章保護法において、国際機関の標章等についての規定があり、

パリ条約第 6条の 3 よりも広範囲の保護を求めており155、WIPO 通知されたことをもって当

該登録商標が無効となる可能性がある156、との回答を得ている。 

 

（９） チェコ 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所が調査した結果、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公

の記号及び国際機関の標章等については 44 件の実績がある157。 

 

WIPO 通知を行った事例としてアッセイマークについて、アッセイオフィス（試金鑑定所：

認証業務を行っている公的機関）をヒアリング調査したので詳述する。 

当該アッセイオフィスは、検査済みの貴金属商品の純度を保証し、当該商品が検査済み

であること、また材料の純度（貴金属の含有量）が印章の示す下限を下回らないことを表

示する印章158を WIPO 通知している。当該印章は、監督用の性質（産業、貿易、財政又は警

察等の見地に基づいた監督）、及び証明用の性質（産地、品質、材料、用途、効能、数量等

の証明）を備えており、また、当該印章は、根拠法があり、政府へ申請することで使用可

                                            
154 資料編Ⅲ-7 パリ条約第 6 条の 3 よりも広範囲の保護を認めている理由としては、スイス連邦には、国際機関が多数

存在しているため保護範囲を広くしているとの回答を得たが、どういう点が広範囲の保護なのかについては明確な回答

を得ることはできなかった。（スイス特許庁のヒアリング調査より） 
155 資料編Ⅲ-7 設問 6(2)a)を参照。 
156 資料編Ⅲ-7 設問 6(2)a)を参照。 
157 WIPO のデータベース http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/において、State[Czeh Republic]を入力して検索した結

果、66 件という結果を得られた。[最終アクセス日：2012.02.06] 
158 資料編Ⅲ-8-1 質問１を参照。 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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能となるものである159。 

  また、WIPO 通知を行った際のプロセスは、以下のとおりである。当該印章は、過去に

３回ほど WIPO 通知を行っている。初めて WIPO 通知を行った際、WIPO 通知を行うとの決定

については、特許庁から一方的に告知を受けたが、通知に必要な書類の作成にあたっては、

特許庁と共同で行った。また、印章の変更に伴う二回目の WIPO 通知においても、特許庁と

共同で WIPO 通知に必要な書類を作成した。三回目の WIPO 通知の決定は、貴金属製品の規

制及び局印に関する条約の常任委員会が行った。同条約の事務局によって、すべての締約

国について当該印章の WIPO 通知がなされ、WIPO への申請が完了した後、事務局より、す

べての締約国に対して申請が完了した旨の報告があった160。 

 さらに、アッセイオフィスからは、WIPO 通知による効果について次のような回答を得て

いる。WIPO へ通知を行う以前は、当該公的機関の印章の国外での不正使用を防止する手段

がなく（その方法がわからず）、偽造の可能性のある貴金属商品の輸入が、国内の宝飾品市

場に対する脅威となっていた。通知以前はそのような不正使用を把握する手段さえなく、

国外で違法ではないとして行われていた161。一方 WIPO 通知後では、当該アッセイオフィス

の標章に類似する標章について特別に出願を行ってよいかという質問が国外から 1～2 回

寄せられ、当該アッセイオフィス支部の管轄外での出願であったため、同標章の使用に同

意した162。 

 なお、不正使用については、アッセイオフィスからは、次のような回答を得た。小規模

であるが国内及び国外の製造者が当機関の印章を偽造しようとしたケースは多数あり、当

機関の検査員が偽造を発見した後、罰金が科せられたとの情報を得た。また、偽造の印章

を付した商品が当機関に提出されることも時々あるが、顧客が偽造に気付いていない場合

が多い163とのことである。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

                                            
159 資料編Ⅲ-8-1 質問 5 を参照。 
160 資料編Ⅲ-8-1 質問 12 を参照。 
161 資料編Ⅲ-8-1 質問 13 を参照。 
162 資料編Ⅲ-8-1 質問 18 を参照。 
163 資料編Ⅲ-8-1 質問 20 を参照。 
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 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 

(ⅵ)  WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 なお、知的財産研究所による調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

 記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の商標出願は、権限ある官庁の許可を得て

いない場合には、拒絶事由に該当する可能性がある。（商標法第 4 条（i）） 

 

商標法第 4 条  保護の拒絶理由164 

次に掲げるものは登録されない。 

(i) 権限ある官庁の許可を得ずにパリ条約第 6 条の 3 によって保護される紋章等を

含む標識 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

                                            
164 特許庁ホームページ「外国産業財産権制度情報 チェコ 商標法」より抜粋。

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm[最終アクセス日：2012.02.09] 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
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られる場合の商標登録の可否 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所による調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所による調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

なお、知的財産研究所による調査では明確な回答を得ることはできなかった。 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

 知的財産庁からの回答は国名を伏して【資料編】に公表している。 

 なお、知的財産研究所が調査したところ、商標法第32条（商標法の無効事由）には、

登録済み商標と同一の公の記号等がWIPO通知された場合の当該登録商標の取扱に関する

法令は見当たらなかった。 

 

（１０） デンマーク 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

特許商標庁によると、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び国際機関
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の標章等については 80 件の実績がある165。 

そのうち、公の記号等について、上述３．（２）の整理に基づくと、デンマークが通知し

た、又は通知すべき記号等としては以下である166。 

・公の記号等について根拠法があり、政府へ申請することで使用可能となるもの 

・公の記号等について根拠法があり、第三者機関へ申請することで使用可能となるもの 

・公の記号等について根拠法がなく、政府へ申請することで使用可能となるも 

 

一方、異議通報はこれまで 4 件ほど行った167。 

例として、“IMO” (QO309), “OMI” (QO310), “INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION” 

(QO311), “INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION” (QO312)について異議通報を行って

いる168。 

なお、特許商標庁からは以下のような回答を得ている。 

国際機関の標章等としてイギリスからWIPO通知されたIMO については1983 年にデンマ

ーク政府から異議通報を行った。しかし、国内において 2011 年に当該国際機関の標章等と

同一・類似の商標出願があった際にパリ条約 6条の 3 を根拠に商標登録をすることができ

ない旨を出願人に通知した。このようにパリ条約6条の3に基づいてWIPO通知された記章、

紋章、公の記号及び国際機関の標章等に対してデンマーク政府から異議を唱えた場合であ

っても、商標登録を拒否する根拠として引用される場合がある。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について169 

 

WIPO 通知及び異議通報に関し、両者とも正式な通知手順を規定した法令、規則、運営要

項等はなく、ケースバイケースで対応している。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

                                            
165 資料編Ⅲ-9 設問 1(2) を参照。 
166 資料編Ⅲ-9 設問 1(4)b) を参照。 
167 資料編Ⅲ-9 設問 2(1) を参照。 
168 資料編Ⅲ-9 設問 2(3) なお、IMO という記号については、1983 年にデンマーク政府が異議通報を行ったが、この記

号は 2011 年に行われた出願に関連して保護されている。すなわち、IMO という略語が保護の対象となっているため、当

該商標を登録することはできない旨をデンマーク特許商標庁が出願人に通知したところ、出願人は出願を取り下げた。

このようにパリ条約 6 条の 3 に従って通知され、その保護につきデンマーク政府から異議を唱えた記号であっても、や

はり商標登録を拒否する根拠として引用さす場合がある。しかし、こうした記号が必ず保護されるかは、異議の理由に

依るものと考えられるため、定かではない。（資料編Ⅲ-9 設問 2(3)b）） 
169 資料編Ⅲ-9 設問 1(3)(4)、設問 2(2) を参照。 
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WIPO からパリ 6 条の 3に基づいて記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を

受けた場合、WIPO の公表とは別途に国内において公示している170。 

特許商標庁が公衆に公示するに際して、WIPO から通知された記章、紋章、公の記号及び

国際機関の標章等に色が付されていれば、デンマーク特許商標庁でもその色を付したまま

公示している171。 

なお、デンマーク特許商標庁は、WIPO 通知を受領してからおよそ 3 週間以内にデンマー

ク商標公報に公示している172。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が来たこ

とがない173ため特段の対応をとったことはない。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して、当該 WIPO 通知後に他国

における使用状況について監視をしていない174。 

また、自国の WIPO 通知が他国で適切に保護されていない等の理由により、問題になっ

たという情報は得られていない。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

 WIPO から自国に通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標

章等に関して、国内において商標としての使用した場合には、以下の国内法令によって、

使用が禁止される175。 

                                            
170 資料編Ⅲ-9 設問 1(5) を参照。 
171 資料編Ⅲ-9 設問 1(6) を参照。 
172 資料編Ⅲ-9 設問 1(7) を参照。 
173 資料編Ⅲ-9 設問 3(1) を参照。 
174 資料編Ⅲ-9 設問 4(1) を参照。 
175 資料編Ⅲ-9 設問 5(1)a)及び b) を参照。なお、条文等の資料については今回の調査では得ることができなかったた
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・マーケティング慣行統合法第 1 条及び第 3 条  

・マーケティング慣行統合法第 3 条に関する規則 

・デンマーク刑法第 132 条 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

WIPO から自国に通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、権限を有する官庁の許可を得ていない者による商標出願は拒絶される可能性

がある176。（商標法第 14 条(3)） 

 

第 14 条 さらに、次の商標も登録されない。 

(iii)権限を有する当局の許可を受けていない商標、及び工業所有権の保護に関する

パリ条約第 6条の 3 によって拒絶されるべき商標、並びに権限を有する当局が登録する

ことを承認している場合を除き、公益に属する徽章、記章及び盾形紋章を含んでいる商

標」（2009 年 1 月 28 日付の LBK 第 90 号) 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

特許商標庁からの回答は、過去に WIPO 通知された記号等の標章と同一の標章について商

標出願があった場合であっても、当該出願人が正当な権利者・使用者と認められる場合に

は、商標登録される可能性がある177、とのことである。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

特許商標庁からの回答によると、WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の

商標としての使用を禁止するには公衆に暗示又は誤認を要件としない178、とされているが、

                                                                                                                                                 
め、具体的に使用禁止するための要件については明確な回答を得ることはできなかった。 
176 資料編Ⅲ-9 設問 6(1)a)及び b-1)を参照。 
177 本回答の根拠条文等に関しては、デンマーク特許商標庁から具体的に示されなかった。また、知的財産研究所が調査

した結果、その根拠に明確な回答を得ることはできなかった。 
178 資料編Ⅲ-9 設問 5(1)d)を参照。 なお、次に留意すること。「パリ条約 6 条の 3 の対象となる記号の保護を扱うデ
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特許商標庁からは、さらにパリ条約 6 条の 3 の対象となる記号の保護を扱うデンマークの

法令の規定は、当該記号が少なくともパリ条約に定められた範囲の保護を享受できるよう

にするため同条約に従って解釈される、との回答もあり明確な答えは得られなかった。 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

特許商標庁からの回答によると商標法には WIPO 通知により保護を行っている国際機関

の標章等の商標登録において公衆に暗示又は誤認を要件としない179、との回答を受けてい

る。なお、特許商標庁からは明示されていないが、（ⅷ）①においても触れたように、パリ

条約 6条の 3 の対象となる記号の保護を扱うデンマークの法令の規定は当該記号が少なく

ともパリ条約に定められた範囲の保護を享受できるようにするため同条約に従って解釈さ

れる、と言及している点についても留意した方が良い。 

 

③ 商標登録を無効にする際の「公衆に暗示又は誤認」の要件について 

 

 知的財産庁からの回答によると、商標法には、「公衆に暗示又は誤認」の要件はない180

とのことである。 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

知的財産庁からの回答は以下である。 

登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標は当該公の記

号等と併存が可能であり、すぐに無効となるわけではない181。 

 

（１１） ドイツ 

 

ドイツでは、連邦法務省が、ドイツが保護したいと考えるパリ条約 6 条の 3 の記章、紋

                                                                                                                                                 
ンマークの法令の規定は、当該記号が少なくともパリ条約に定められた範囲の保護を享受できるようにするため、同条

に従って解釈される必要がある。ただし、当該記号やその使用されている状況によっては、デンマークの法令が保障す

る保護の方が保護の範囲が広いという場合もあり得る。（資料編Ⅲ-9 設問 5(1)d)を参照。） 
179 資料編Ⅲ-9 設問 6(1)b-2)を参照。なお、T-127 /02 事件では、欧州共同体の第一審裁判所は、パラグラフ 63-69 に

おいてパリ条約 6 条の 3(c)の判断に関して OHIM の主張を認めている。この事件では、全体の印象、関連する公衆、商品・

サービスが重なっているかが重要だと判示されている。（資料編Ⅲ-9 設問 6(1)b-3)を参照。） 
180 資料編Ⅲ-9 設問 6(1)b-2)を参照。 
181 資料編Ⅲ-9 設問-6(2)a)を参照。なお、WIPO 通知された記章等と同一の商標が既に登録されていた場合であっても、

デンマーク特許商標庁は、同じ国が所有する場合には、商標は取り消さないと考えられる（資料編Ⅲ-9 設問-6(2)c)を

参照。）。 
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章、公の記号等を国際事務局に通知し、パリ条約 6 条の 3 の公の記号等を連邦法律官報に

公示する。 

一方、ドイツ特許商標庁は、商標及びその他の標識の保護に関する法律に従って登記簿

に商標を登録するための出願との関係において、パリ条約 6 条の 3 の記号を検証する182。 

以下、パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて

WIPO から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場

合の保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述

する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

ドイツ連邦法務省によると、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び国

際機関の標章等については 128 件の実績がある183。 

また、異議通報については 1 件の実績がある184。 

当該異議通報についてドイツ連邦法務省からの回答を詳述すると、「スロベニア共和国政

府が申請したリピッツァ馬の血統を証明するための２つの公の記号等に対して異議通報を

行った。その理由は、スロベニア政府から通知された当該記号は、ドイツのリピッツァの

ブリーダーが伝統的に公のブランドマークとして使用しているものであったためである。 

そのため、ドイツでは、当該リピッツァ馬の血統を証明するための２つの公の記号等は

保護していない」とのことである185。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について186 

 

ドイツ連邦法務省から次の回答を得ている。 

当該連邦法務省が代表してパリ条約 6条の 3 に基づく通知を WIPO に送付し、WIPO から

パリ条約同盟国に通知を転送するよう要請する。なお、WIPO 通知するための根拠となる法

令、規則又はガイドライン等は存在しておらず、国内基準はない。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

                                            
182 資料編Ⅲ-10 設問 1(1) を参照。 
183 資料編Ⅲ-10 設問 1(2) を参照。 
184 資料編Ⅲ-10 設問 2(1) を参照。 
185 資料編Ⅲ-10 設問 2(3)a)及び b) を参照。 
186 資料編Ⅲ-10 設問 1(3)(4)及び設問 2(2) を参照。 
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国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

ドイツ連邦法務省から次の回答を得ている。 

国内において、WIPO の公表とは別途に公示している187。そして、WIPO のデータベースで

公表された電子データを連邦法律官報の公示を管轄する者に送り、当該電子データが連邦

法律官報に反映されることで公示が行われる188。 

また、連邦法律官報に情報が公示されるまでは、WIPO のデータベースにおける公表から

6 カ月以上かかる189。 

 

(ⅳ)  WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

ドイツ連邦法務省によると、他国から異議通報が来たことがないため、特段なる対応は

行っていない190、とのことである。。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

ドイツ連邦法務省によると、WIPO 通知後において、記章、紋章及び公の記号等につい

て、他国での使用状況などの監視は行っていない、とのことである191。 

また、仮に WIPO 通知した記章、紋章及び公の記号等が他国で適切に保護されていない

ことが判明した場合には、当該国に何らかのアプローチをする、との回答を得ているが、

具体的なアプローチ方法については、明確な回答を得られなかった。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

ドイツ知的財産庁によると、WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等を、商標として使用する者がいる場合には、商標法により当該使用者は使用を禁止する

                                            
187 資料編Ⅲ-10 設問 1(5) を参照。 
188 資料編Ⅲ-10 設問 1(6) を参照。 
189 資料編Ⅲ-10 設問 1(7) を参照。 
190 資料編Ⅲ-10 設問 3(1) を参照。 
191 資料編Ⅲ-10 設問 4(1) を参照。 
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国内法令に該当することとなり、罰金刑に処される。（商標法第 8 条第 2 項第 6 号乃至 8

号192、商標法第 145 条第 1 項第 1 号乃至 3 号）、との回答を受けている。 

なお、ドイツ商標法第 145 条（罰金を規律する規定）第 1項及び第 8条（絶対的拒絶理

由）は、以下のように定められている193。 

商標法第８条 絶対的拒絶理由 

第２項 次の商標は登録されないものとする。 

(6) 国の紋章、旗章、若しくはその他の記章、又は国内の地方、地域団体若しくはそ

の他の共同体的団体の紋章を含む商標 

(7) 連邦法律官報(Bundesgesetzblatt)における連邦法務省の告示により商標として

有効に登録することができない監督用及び証明用の公の標識及び印章を含む商標 

(8) 連邦法律官報における連邦法務省の告示により商標として有効に登録することが

できない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識，印章又は表示を含む 

商標法第１４５条 罰金を規律する規定 

[1]商品又はサービスに標章を付すために、次のいずれかに掲げるものを同一若しくは

偽造の形で取引上違法に使用する者は、秩序違反を構成する。 

(1) 8 条 2 項 6 号にいう国の紋章、旗章、その他の記章又は国内の地方、市町村若し

くはその他の市町村連合の紋章 

(2) 8 条 2 項 7 号にいう監督用又は証明用の公的な記号 

(3) 8 条 2 項 8 号にいう標識、印章又は表示 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

ドイツ知的財産庁によると、WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等について、権限を有する者の許可のない者による商標出願が、商標登録を受けることが

できない可能性がある194。 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認められ

る場合の商標登録の可否 

 

 ドイツ特許庁からの回答によると、過去に WIPO 通知された記号等の標章と同一の標章に

ついて正当な権利者・使用者と認められる者による商標登録出願の登録は認められる、と

                                            
192 特許庁ホームページ http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/germany/tl/chap2.htm#law8[最終アクセス

日：2012.02.06] 
193 資料編Ⅲ-10 設問 5(1)a)及び b) を参照。 
194 資料編Ⅲ-10 設問 6(1)a)及び b-1) を参照。 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/germany/tl/chap2.htm#law8
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の回答を得ているが、根拠となる法令については明確な回答を得ることはできなかった。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

知的財産庁からの回答によれば、WIPO 通知により保護が行われている国際機関の標章等

について、使用者等の使用を禁止させるには、公衆に暗示又は誤認の要件を必要としてい

る195。（商標法第 8 条第 2項第 8 号、第 8 条第 4項第 2 文） 

 

ドイツ商標法第 8 条第 2 項第 8 号は、次のとおり定めている。 

「連邦法律官報（Bundesgesetzblatt）における連邦法務省の告示により、商標として

登録されない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、印章又は表示」 

また、ドイツ商標法第 8 条第 4 項の第 2 文は、次のとおり定めている。 

「また、出願に係る商標が、それと国際政府間機関との間に関係があるものと公衆に

誤った印章を伝える性質のものでない場合は、2 項 8 号の規定は適用しない。」 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

知的財産庁の回答によると、国際機関の標章等を商標登録にする場合には、公衆に暗示

又は誤認を要件としている196。（ドイツ商標法第 8 条 4 項第 2文） 

ここで、ドイツ商標法第 8 条第 2 項第 8 号及び第 8 条 4 項の第 2 文（商標と国際機関と

の間の関係）について、ドイツ特許商標庁から得られた詳細な解説を引用する197。 

 

「Ströbele/ Hacker「ドイツ商標法：コンメンタール」2001 年第 10 版： 

9.4 商標法 8 条 2 項 8号に基づく国際機関の記号 

9.4.1 条文の趣旨 

商標法第 8 条第 2 項第 8号は、連邦法律官報における連邦法務省の告示により、国際

機関の標章等の登録を禁止している。これにより、パリ条約 6 条の 3（1）(b)の規定を

担保している。さらに、国内での商標登録を禁止する要件として、パリ条約 6 条の 3（3）

                                            
195 資料編Ⅲ-10 設問 5(1)d)を参照。 
196 資料編Ⅲ-10 設問 6(1)b-2)を参照。 
197 資料編Ⅲ-10 設問 6(1)b-3) を参照。 
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(b)の通知がなされ、パリ条約の同盟国から異議通報が無かったこと（パリ条約 6 条の

3（4））を定めている。 

9.4.2 商標法 8 条 4 項 4 文に基づく制限 

商標法第 8 条第 4 項第 2文の条件付許可（禁止の例外）以外では、商標法第 8 条第 4

項第 4 文により別の追加的制限を定めている。それによれば商標法第 8条第 2 項第 8 号

の規定は、出願に係る商標がその商標と国際機関との間に関係があるものと公衆に偽っ

て示唆するようなものである場合にのみ適用される。このパリ条約 6 条の 3(1)(c)に対

応する制限により、不当な拒絶をなくすことができる。これは旧商標法（WZG）4 条 2

項 3a 号の広義の文言では排除することができなかったものである。 

従って、最初に当該国際機関の活動部門と出願に係る商標の商品・サービスに関連す

る分野との間に客観的関係があるかどうかを審査する必要がある。 

次に、客観的関係があるならば、「出願に係る商標は当該国際機関を示す識別性のあ

る表示として認知できるものであるのか」という点が問題となる。これに関しては商標

法第 8 条第 4項第 4 文の「関係（connection）」という語が当該国際機関と出願に係る

商標との間で直ちに混同することを要件としていないが、少なくとも当該国際機関と明

らかに関連づけられることを要件としている。 

保護の対象となっている名称がドイツ語又は頻繁に使用される外国語の一般的用語

で、公衆から別の意味を持つものと解釈されている場合には、当該関連付けは存在しな

いものと考えなければならない。 

さらに、当該国際機関の標章等が別の商標の要素とともに、当該国際機関とは関係の

ない概念を形成する場合は関連づけがされない。この点に関して重要なことは出願商標

の全体的な印象であり、実際には商標の要素を追加すると印象を弱めることもあり得

る。他方で、商標の要素を追加したとしても、当該国際機関を示す特別な表示として認

知され、容易に関連づけができるということもあり得る。 

 

③ 商標登録を無効にする際の「公衆に暗示又は誤認」の要件について 

 

 商標法第 50 条第 3項には、第 8 条の規定に違反した場合の無効理由がしめされているた

め、「公衆に暗示又は誤認」の違反は無効とされる198可能性がある。 

 

第 50 条 絶対的拒絶理由による無効 

[1] 商標の登録は，次の場合は，無効事由による請求に基づき抹消されるものとする。

(3) それが第 8条の規定に違反して登録された場合， 

                                            
198 資料編Ⅲ-10 設問 6(1)b-2)を参照。 
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（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

知的財産庁の回答によると、登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知されたことを

もって、直ちに当該登録商標が無効になるわけではなく、登録商標との併存の可能性もあ

る199とのことである。 

 

（１２） ポルトガル 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO

から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の

保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述する。 

 

（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

産業財産権庁の回答によると、これまでに WIPO 通知を行った記章、紋章、公の記号及び

国際機関の標章等については 25 件の実績がある200。 

なお、産業財産権庁からは、WIPO 通知に係る所掌事務を行うのは外務省であるとの回答

を受けており、本調査ではこれまで行われた WIPO 通知の詳細な情報を得ることはできなか

った。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関から通知された標章等に

対して異議通報するための国内基準について 

 

産業財産権庁の回答によると、当該 WIPO 通知に係る所掌事務を行うのは外務省であり、

今回の調査では明確な回答を得ることはできなかった201。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

                                            
199 資料編Ⅲ-10 設問-6(2)a)を参照。 
200 資料編Ⅲ-11 設問 1(2)を参照。 
201 資料編Ⅲ-11 設問 1(3)(4)、設問 2(2)を参照。 
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産業財産権庁の回答によると国内における記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等

の公示は、WIPO の公表とは別途に行われている202。 

また、パリ条約 6 条の 3で保護される記号はすべて色つきで公報に公示される203。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

産業財産権庁の回答によると、当該 WIPO 通知に係る所掌事務を行うのは外務省であり、

今回の調査では明確な回答を得ることはできなかった204。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

産業財産権庁の回答によると、当該 WIPO 通知に係る所掌事務を行うのは外務省であり、

今回の調査では明確な回答を得ることはできなかった205。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章

等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

産業財産権庁からの回答によると、WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、

公の記号及び国際機関の標章等に関して、国内において商標としての使用する者は、罰金

及び押収等に処される206。（産業財産法第 238 条(4)(a)及び第 336 条） 

 

ポルトガル産業財産法 

第 238 条（登録拒絶理由） 

（4）商標の登録は、商標の構成要素の一部又は全部に次のものが含まれている場合も

拒絶される。 

（a）国、自治体又はその他のポルトガル若しくは外国の公私の団体の標章、紋章、記

章又は勲章、赤十字又はその他の類似の団体の記章及び名称、並びに工業所有権に関す

                                            
202 資料編Ⅲ-11 設問 1(5)を参照。 
203 資料編Ⅲ-11 設問 1(6)を参照。 
204 資料編Ⅲ-11 設問 3(1)を参照。 
205 資料編Ⅲ-11 設問 4(1)を参照 
206 資料編Ⅲ-11 設問 5(1)a)、b)及び(2)を参照。 
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るパリ条約６条の３に定めるすべての記号 

 

第 336 条（不法な商標の使用） 

(1) 第 238 条(4)(a)及び(b)並びに第 238 条(6)に示す標識のいずれか，並びに第 239 

条(1)(d)に示す標識を，無登録の識別性を有する標識として使用する者は，法人である

場合は  3,000 ユーロから 30,000 ユーロまでの，また，自然人の場合は 750 ユーロ

から 3,740 ユーロまでの罰金により処罰される。  

(2) 前項に基づいて禁止される標章を付した製品又は物品は，公訴庁の請求に基づい

て，押収し，かつ，国に没収される旨を宣言することができる。 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

産業財産権庁からの回答によると、WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、

公の記号及び国際機関の標章等に関する商標出願がされた場合には、拒絶事由の対象とな

る。207（産業財産権法第 238 条（登録拒絶理由）(4)(a)） 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

 産業財産権庁からの回答によると、過去に WIPO 通知された紋章、記章、公の記号、国際

機関の標章等と同一のものについて商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な

権利者・使用者と認められる場合には、当該商標出願は受理され登録される可能性がある208、

とされている。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

産業財産権庁からの回答によると、WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等

                                            
207 資料編Ⅲ-11 設問 6(1)a)及び b-1)を参照。 
208 資料編Ⅲ-11 設問 6(1)ｆ)を参照。なお、当該回答の根拠についてはなんら言及されておらず、また知的財産研究所

が調査したところ明確な回答を得ることはできなかった。 
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の商標としての使用を禁止するには、公衆に暗示又は誤認を要件としている209。（産業財産

法第 238 条(4)(d)） 

 

② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

産業財産権庁からの回答によると、WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等

の商標登録には公衆に暗示又は誤認を要件としている210。（産業財産法第 238 条(4)(d)） 

 

ポルトガル産業財産法 

第 238 条(登録拒絶理由) 

（4）商標の登録は、商標の構成要素の一部又は全部に次のものが含まれている場合も拒絶

される。 

（a）国、自治体又はその他のポルトガル若しくは外国の公私の団体の標章、紋章、記章

又は勲章、赤十字又はその他の類似の団体の記章及び名称、並びに工業所有権に関するパ

リ条約６条の３に定めるすべての記号 

（d）商標の対象である商品又はサービスの性質、特性、効用又は原産地に関して公衆に誤

認を生じさせるおそれがある記号 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

産業財産権庁からの回答及び知的財産研究所の調査では明確な回答を得ることはできな

かった211。 

 

（１３） ＯＨＩＭ（欧州共同体商標） 

 

OHIM はパリ条約 6 条の 3 に基づいて保護する記号の受付、選定、及び WIPO への通知の

所掌事務を行っていなない。 

以下、パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO への通知の実績や、パリ条約 6 条の 3 に基づいて

WIPO から保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場

                                            
209 資料編Ⅲ-11 設問 5(1)d)を参照。なお、当該禁止されている使用があった場合には、産業財産法は、刑事措置（産

業財産法第 323 条）、民事措置（産業財産法第 329 条）、行政措置（産業財産法第 336 条）が適用される。（資料編Ⅲ

-11 設問 5(2)） 
210 資料編Ⅲ-11 設問 6(1)b-3)を参照。 
211 産業財産権庁からの回答によると、商標登録が無効となることがあるとの回答を受けているが、当該無効事由が WIPO

通知をもって直ちに無効事由に該当するかどうかという点が産業財産権庁からの回答では明確な回答に至らなかった。 
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合の保護規定（使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等）について詳述

する。 

 
（ⅰ） WIPO 通知及び異議通報の実績について 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

なお、WIPO通知及び異議通報に関してOHIMは所掌事務を行っていないため実績はない。 

 

（ⅱ） パリ条約 6 条の 3 に基づいて自国の記章、紋章及び公の記号等を WIPO 通知する又

は他国から通知された記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等に対して異議通

報するための国内基準について 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

WIPO 通知及び異議通報に関して、OHIM は所掌事務を行っていないため実績はない。 

 

（ⅲ） WIPO から保護すべき記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等の通知を受け、

国内で保護することになった場合の公示の方法について 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

WIPO 通知及び異議通報に関して、OHIM は所掌事務を行っていないため公示していない。 

 

(ⅳ) WIPO 通知を行った自国の記章、紋章及び公の記号等に対して他国から異議通報が

あった場合の対応について 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

WIPO 通知及び異議通報に関して、OHIM は所掌事務を行っていないため、異議通報はされ

ない。 

 

（ⅴ） WIPO 通知及び異議通報に係る活用の実態 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

WIPO 通知及び異議通報に関して、OHIM は所掌事務を行っていないため、特段の監視等の

対応はしていない。 

 

(ⅵ) WIPO から通知され、保護を行っていた記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章
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等に関して、国内において「商標としての使用」又は「商標の出願」があった場合の

措置について 

 

① 商標としての「使用」があった場合の措置について 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

なお、OHIM は商標又は意匠の審査をする機関であり、商標の使用を禁止する権限を有し

ていない。 

 

② 「商標出願」した場合の措置について 

 

共同体商標に関する 2009 年 2 月 26 日の理事会規則（EC）第 207/2009 号第 7 条(1)(h) 

により、拒絶される。 

 

共同体商標に関する 2009 年 2 月 26 日の理事会規則（EC）第 207/2009 号第 7条(1)(h) 

１．以下の商標は登録されない。 

（ｈ）権限ある官庁の許可を受けていない商標であって、工業所有権保護に関するパリ条

約（以下、「パリ条約」という。）6 条の 3 に基づいて拒絶されるべき商標 

 

（ⅶ） 過去に WIPO 通知された記章、紋章、公の記号及び国際機関の標章等と同一のもの

について商標出願があった場合であって、当該出願人が正当な権利者・使用者と認め

られる場合の商標登録の可否 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

なお、知的財産研究所が調査したところ、明確な回答を得ることはできなかった。 

 

（ⅷ） WIPO 通知により保護を行っている国際機関の標章等の商標としての使用禁止及び

商標登録の拒絶における「公衆に暗示又は誤認」要件の有無について 

 

① 「使用の禁止」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

OHIM は商標又は意匠の審査をする機関であり、商標の使用を禁止する権限を有していな

いため、使用を禁止させるには公衆に暗示又は誤認を要件としていない。 
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② 「商標の登録」における「公衆に暗示又は誤認」の要件の有無について 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

なお、知的財産研究所で調査したところ、「7.8.3.2. 欧州共同体商標に関する理事会規

則（CTMR）第 7 条(1)(h)に基づく政府間国際機関の旗章及び記号の保護について」の(c)

には、「出願されている標章が公衆に出願人と当該組織との間に関連性があると示唆するも

のであるかどうかの確認をしている。ただし、これは当該政府間国際機関の旗章又は記号

にのみ適用される。」については言及されており、当該政府間国際機関の旗章又は記号を商

標登録するには、公衆に暗示又は誤認を要件としているが、国際機関の略称については、

公衆に暗示又は誤認を要件とすることは言及されていないため要件とされない可能性があ

る。 

 

7.8.3.2. 欧州共同体商標に関する理事会規則（CTMR）第 7 条(1)(h)に基づく政府間国際

機関の旗章及び記号の保護について 

パリ条約 6 条の 3（１）（ｂ）によれば、（b）の規定は、政府間国際機関の紋章、旗章そ

の他の記章、略称及び名称についても同様に適用する。 

政府間国際機関の旗章又は記号を含む可能性の高い標章の審査は、次の 4 つのステップ

で行われる。  

（a）最初のステップは、保護対象となる旗章又は記号が何かを突き止めることである。 

政府間国際機関の旗章及び記号が保護を受けるためには、それらが「国家の印章リスト」

に登録されていなければならない。ここで、国家の旗章とは異なり、この要件が政府間国

際機関のそれぞれの旗章にも適用されることに留意しなければならない。 

関連データベースは、国家の記号のもの、すなわち「国家の印章リスト」と同じである。

このリストは、WIPO が http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/で提供している「6 条の 3 構

造化検索」ツールからアクセスすることができる。すでに述べたとおり、この検索に最適

な方法は、ウィーン分類コード

（http://www.wipo.int/classifications/fulltext/vienna/enmain0.htm で閲覧可能）を

使用して検索する方法である。従って、審査官が行う最初のステップは、当該の旗章又は

記号が保護の対象となっているかを突き止めることである。 

（b）審査の第二のステップは、当該の旗章又は記号を出願されている標章と比較するこ

とである。  

（b.1）その標章に旗章又は記号が完全に一致するように複製されているか。そうである

場合は、次のステップへ進む。 

（b.2）その標章に旗章又は記号が完全に一致するようには複製されていない場合であっ

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
http://www.wipo.int/classifications/fulltext/vienna/enmain0.htm
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ても、標章に旗章又は記号の「紋章の模倣」が含まれる場合には、この規定によりその標

章の登録は妨げられることに留意するべきである。そこで用いられるテストは、国家の旗

章又は記号に用いられるテストと同じであり、公の旗章又は記号とその標章（又は旗章若

しくは記号が複製されている部分）の間の類似性の程度が非常に高くなければならない。

（c）第三のステップは、出願されている標章が公衆に出願人と当該組織との間に関連性

があると示唆するものであるかどうかの確認である。 

この(c)の条件は、必須の条件であり、これは政府間国際機関の旗章又は記号にのみ適

用される。 

（d）第四のステップは、出願書類（file）に権限ある当局からその登録が許可されてい

ることを示す証拠があるかどうかの確認である。 

そのような証拠がない場合、審査官は、出願された標章の登録に異議を申し立てる。異

議申立てでは、審査官は、保護を受けている旗章又は記号を再現し、6 条の 3 の番号を示

す。  

また審査官は拒絶対象となる商品及びサービスを明確に提示し、その標章が公衆に関係

機関との関連性を示唆する理由を示さなければならない。  

このような異議を放棄させることができるのは、出願人が権限ある関係機関からその標

章の登録を許可された証拠を提示する場合に限られる。 

拒絶の範囲：政府間国際機関の旗章及び記号の場合には、拒絶ではその対象となる商品又

はサービスを具体的に示す必要がある。 

 

（ⅸ） 登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の当該登録商標の取扱に

ついて 

 

OHIM からの回答は非公表である。 

 知的財産研究所の調査によると、登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場

合の当該登録商標の取扱について、今回の調査では明確な回答は得られなかった。 
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（商
標

法
第

58
条

第
2
項

(a
)(

b
)）

・要
件

と
し

て
い

る
・商

標
法

第
39

条
(2

)(
b)

(i
)

・
要

件
と

し
て

い
な

い
。

・
個

別
案

件
毎

の
判

断
・
資

料
編

Ⅲ
4 

問
6(

1
)(

b
3)

・要
件

と
し

て
い

る
・商

標
法

第
 9

 条
第

 1
 項

（i
.3

）及
び

商
標

法
第

1
2条

・要
件

と
し

て
い

な
い

・商
標

法
第

7
条

1
号

1
の

3

1
1

W
IP

O
 通

知
に

よ
る

登
録

商
標

の
取

扱
・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

・無
効

と
な

ら
な

い
（併

存
の

可
能

性
あ

り
）

・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

・明
確

な
回

答
は

得
ら

れ
な

か
っ

た
・無

効
と

な
ら

な
い

（併
存

の
可

能
性

あ
り

）
・商

標
法

第
7
1条

1項
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項
目

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

ス
イ

ス
チ

ェ
コ

デ
ン

マ
ー

ク
ド

イ
ツ

ポ
ル

ト
ガ

ル
O

H
IM

（
欧

州
共

同
体

商
標

）

1
・
W

IP
O

通
知

の
実

績
・
異

議
通

報
の

実
績

・
W

IP
O

通
知

は
2
6
件

・
異

議
通

報
の

実
績

は
な

い
・W

IP
O

通
知

は
6
0
件

・異
議

通
報

の
実

績
は

な
い

・
W

IP
O

通
知

は
4
4
件

・W
IP

O
通

知
は

8
0
件

・異
議

通
報

は
4
件

・
W

IP
O

通
知

は
1
2
8
件

・
異

議
通

報
は

1
件

・
W

IP
O

通
知

は
2
5
件

・
非

公
表

2

「
監

督
用

及
び

証
明

用
の

公
の

記
号

及
び

印
章

」
の

W
IP

O
通

知
或

い
は

異
議

通
報

の
た

め
の

国
内

基
準

・
国

内
基

準
は

無
い

・国
内

基
準

は
な

い
・
資

料
編

に
国

名
伏

し
て

公
表

・W
IP

O
通

知
も

異
議

通
報

も
ケ

ー
ス

バ
イ

ケ
ー

ス
・
国

内
基

準
は

な
い

・
外

務
省

の
管

轄
と

の
こ

と
で

、
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

。
・
非

公
表

3
 W

IP
O

 通
知

を
受

け
た

場
合

の
公

示
に

つ
い

て

・
W

IP
O

の
公

表
と

は
別

途
に

公
示

し
て

い
る

・
W

IP
O

 か
ら

の
電

子
デ

ー
タ

を
使

用

・公
の

紋
章

及
び

そ
の

他
の

公
の

標
章

の
保

護
に

関
し

て
は

W
IP

O
の

公
表

を
も

っ
て

、
国

内
に

お
け

る
公

示
と

す
る

・国
際

連
合

及
び

そ
の

他
の

二
国

間
組

織
の

機
関

の
名

称
及

び
標

章
の

保
護

に
関

し
て

は
国

際
事

務
局

の
公

表
と

は
別

途
に

連
邦

官
報

に
公

示
す

る

・
資

料
編

に
国

名
伏

し
て

公
表

・W
IP

O
の

公
表

と
は

別
途

に
公

示
し

、
色

の
付

さ
れ

た
記

号
が

通
知

さ
れ

れ
ば

、
デ

ン
マ

ー
ク

特
許

商
標

庁
で

も
そ

の
記

号
の

色
を

付
し

た
ま

ま
公

示

・
国

際
事

務
局

(W
IP

O
)の

公
表

と
は

別
途

に
公

示
・
連

邦
法

務
省

は
、

W
IP

O
の

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

で
公

表
さ

れ
た

デ
ー

タ
を

用
い

て
邦

法
律

官
報

で
公

示

・
国

際
事

務
局

(W
IP

O
)の

公
表

と
は

別
途

に
公

示
・
産

業
財

産
公

報
に

公
示

・
非

公
表

4
他

国
か

ら
の

異
議

通
報

の
対

応
に

つ
い

て
・
協

議
中

の
た

め
詳

細
情

報
は

得
ら

れ
な

か
っ

た

・米
国

か
ら

の
異

議
通

報
に

対
し

て
、

反
論

し
た

結
果

、
米

国
が

取
下

げ
た

こ
と

が
あ

る
・
資

料
編

に
国

名
伏

し
て

公
表

・他
国

か
ら

の
異

議
通

報
は

な
い

・
他

国
か

ら
の

異
議

通
報

は
な

い
・
外

務
省

の
管

轄
と

の
こ

と
で

、
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

。
・
非

公
表

5
W

IP
O

 通
知

及
び

異
議

通
報

に
係

る
活

用
の

実
態

・
他

国
で

の
使

用
状

況
を

監
視

し
て

い
な

い

・ス
イ

ス
ク

ロ
ス

又
は

ス
イ

ス
紋

章
を

含
ん

だ
マ

ー
ク

に
対

し
て

異
議

を
申

立
て

る
こ

と
と

し
て

い
る

・
資

料
編

に
国

名
伏

し
て

公
表

・他
国

で
の

使
用

状
況

を
監

視
し

て
い

な
い

・
他

国
で

の
使

用
状

況
を

監
視

し
て

い
な

い
・
外

務
省

の
管

轄
と

の
こ

と
で

、
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

。
・
非

公
表

6

 W
IP

O
 通

知
さ

れ
た

記
号

等
に

関
し

て
、

国
内

に
お

け
る

商
標

と
し

て
の

「
使

用
」
が

有
っ

た
場

合
の

対
応

・
権

限
あ

る
者

は
、

権
限

無
き

者
に

よ
る

使
用

を
制

限
(差

止
）
す

る
権

限
を

有
す

る
・
商

標
法

第
5
6条

第
6
項

・他
の

国
の

紋
章

、
旗

章
及

び
そ

の
他

の
国

章
、

監
督

用
及

び
保

証
用

の
公

の
標

章
並

び
に

保
証

用
の

使
用

を
禁

じ
る

（紋
章

保
護

法
第

1
0
条

）

・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

・使
用

は
禁

止
さ

れ
る

・L
B

K
 n

r.
 8

3
9
 a

f 
3
1
/
0
8
/
2
0
09

(マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
慣

行
統

合
法

）
第

 1
条

及
び

第
 3

 条
・B

E
K

 n
r.
 1

0
8
4
 a

f 
1
4
/
0
9
/
2
00

7
(マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

慣
行

統
合

法
第

 3
条

に
関

す
る

規
則

)
・デ

ン
マ

ー
ク

刑
法

第
 1

3
2
 条

・
使

用
は

禁
止

さ
れ

る
・
商

標
法

 1
4
5 

条
第

 1
 項

（
罰

金
を

規
律

す
る

規
定

）

・
使

用
は

禁
止

さ
れ

る
・
産

業
財

産
法

第
 3

3
6
 条

（
不

法
な

商
標

の
使

用
）
に

は
、

罰
金

及
び

押
収

等
が

規
定

・
非

公
表

7

 W
IP

O
 通

知
さ

れ
た

記
号

等
に

関
し

て
、

国
内

に
お

け
る

商
標

と
し

て
の

「
出

願
」
が

有
っ

た
場

合
の

対
応

・
権

限
を

有
す

る
者

・
許

可
を

得
た

者
で

な
い

場
合

に
は

、
拒

絶
事

由
の

可
能

性
・
商

標
法

第
 5

6
 条

第
1項

乃
至

第
 3

項

・公
序

良
俗

違
反

に
よ

り
拒

絶
（
商

標
法

第
2 

条
(d

)）
・紋

章
保

護
法

第
 1

0
 条

第
 1

 項
、

及
び

名
称

標
章

保
護

法
第

 6
 条

第
 2

項
に

よ
り

商
標

と
し

て
登

録
す

る
こ

と
を

禁
じ

て
い

る

・
権

限
を

有
す

る
者

・
許

可
を

得
た

者
の

許
可

を
得

な
い

場
合

に
は

、
拒

絶
事

由
の

可
能

性
・
商

標
法

第
 4

 条
（
i）

・権
限

を
有

す
る

者
・
許

可
を

得
た

者
で

な
い

者
に

よ
る

出
願

は
拒

絶
事

由
の

可
能

性
あ

り
・商

標
法

第
 1

4
 条

(3
)

・
拒

絶
事

由
の

対
象

と
な

る
可

能
性

あ
り

・
商

標
法

第
 8

 条
第

 2
 項

第
 6

 号
乃

至
第

 8
 号

・
拒

絶
事

由
の

対
象

と
な

る
可

能
性

あ
り

・
産

業
財

産
権

法
第

2
3
8
 条

（
登

録
拒

絶
理

由
）
(4

)(
a
)

・
権

限
を

有
す

る
者

・許
可

を
得

た
者

で
な

い
者

に
よ

る
出

願
は

拒
絶

事
由

の
可

能
性

あ
り

・
共

同
体

商
標

に
関

す
る

 2
0
0
9

年
 2

 月
 2

6
 日

の
理

事
会

規
則

（
E
C

）
第

 2
07

/
2
0
0
9
 号

第
 7

 条
(1

)(
h
)

8

過
去

に
W

IP
O

通
知

さ
れ

た
標

章
と

同
一

の
標

章
に

つ
い

て
出

願
人

が
正

当
な

権
利

者
・
使

用
者

で
あ

る
場

合
の

商
標

登
録

の
可

否

・
権

限
を

有
す

る
者

・
許

可
を

得
た

者
で

あ
れ

ば
、

商
標

登
録

の
可

能
性

あ
り ・
商

標
法

第
5
6条

第
1
項

乃
至

第
3

項
、

商
標

法
第

5
7
条

第
2
項

・紋
章

、
記

章
、

公
の

記
号

：
権

限
有

す
る

者
で

あ
れ

ば
、

商
標

登
録

の
可

能
性

あ
り

（紋
章

保
護

法
第

1
0
条

第
2
項

）
・国

際
機

関
の

標
章

等
：
権

限
を

有
す

る
者

で
あ

れ
ば

、
商

標
登

録
の

可
能

性
あ

り
（名

称
標

章
保

護
法

）

・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

・権
限

を
有

す
る

者
・
許

可
を

得
た

者
で

あ
れ

ば
商

標
登

録
の

可
能

性
あ

り

・
権

限
を

有
す

る
者

・
許

可
を

得
た

者
で

あ
れ

ば
商

標
登

録
の

可
能

性
あ

り
・
資

料
編

Ⅲ
1
1問

6
(1

)f
)

・
権

限
を

有
す

る
者

・
許

可
を

得
た

者
で

な
い

者
に

よ
る

出
願

は
拒

絶
事

由
の

可
能

性
あ

り
・
資

料
編

Ⅲ
1
1
問

6
(1

)f
)

・
非

公
表

9

 国
際

機
関

の
略

称
等

と
商

標
と

の
間

に
関

係
が

あ
る

と
「
公

衆
に

暗
示

又
は

誤
認

」
さ

せ
る

場
合

の
 「

使
用

の
禁

止
」
に

係
る

要
件

に
つ

い
て

・
要

件
と

し
て

い
る

・
商

標
法

第
5
7条

第
2
項

(a
)(

b
)及

び
第

4
項

・政
府

間
組

織
の

名
称

、
印

章
及

び
標

章
に

対
し

て
パ

リ
条

約
第

 6
 条

よ
り

も
広

範
囲

の
保

護
を

認
め

て
お

り
、

政
府

間
組

織
の

名
称

／
印

章
の

使
用

は
、

混
同

さ
れ

る
虞

の
な

い
場

合
に

も
、

禁
じ

ら
れ

て
い

る
（絶

対
的

保
護

）

・
資

料
編

に
国

名
伏

し
て

公
表

・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

・明
確

な
回

答
を

得
る

こ
と

は
で

き
な

か
っ

た

・
要

件
と

し
て

い
る

・
商

標
法

第
 8

 条
第

 2
 項

第
 8

号
、

第
 8

 条
第

 4
 項

第
 2

 文
、

及
び

 1
4
5
 条

第
１

項
）

・
要

件
と

し
て

い
る

・
産

業
財

産
法

第
 2

3
8
 条

(4
)(

d
)

・
非

公
表

1
0

 国
際

機
関

の
略

称
等

と
商

標
と

の
間

に
関

係
が

あ
る

と
「
公

衆
に

暗
示

又
は

誤
認

」
さ

せ
る

場
合

の
 商

標
出

願
の

登
録

要
件

に
つ

い
て

・
要

件
と

し
て

い
る

・
商

標
法

第
5
7条

第
2
項

(a
)(

b
)及

び
第

4
項

・国
際

連
合

及
び

そ
の

他
の

政
府

間
組

織
の

機
関

の
名

称
及

び
標

章
の

保
護

に
関

す
る

連
邦

法
（
名

称
標

章
保

護
法

）
で

は
、

政
府

間
組

織
の

名
称

、
印

章
及

び
標

章
に

対
し

て
パ

リ
条

約
第

 6
 条

よ
り

も
広

範
囲

の
保

護
を

認
め

て
い

る

・
資

料
編

に
国

名
伏

し
て

公
表

・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

・明
確

な
回

答
を

得
る

こ
と

は
で

き
な

か
っ

た
・
要

件
と

し
て

い
る

・
商

標
法

第
 8

 条
 4

 項
第

2
文

・
要

件
と

し
て

い
る

・
産

業
財

産
法

第
 2

3
8
 条

(4
)(

d
)

・
国

際
機

関
の

略
称

に
つ

い
て

は
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
た

。
・
国

際
機

関
の

旗
章

又
は

記
号

に
つ

い
て

は
、

公
衆

に
出

願
人

と
組

織
（
国

際
機

関
）
と

の
間

の
関

連
性

が
あ

る
と

示
唆

す
る

か
ど

う
か

の
確

認
を

し
て

い
る

。
（
欧

州
理

事
会

規
則

第
7
条

(1
)(

h
)及

び
C

T
M

R
7
.8

.3
.2

）

1
1

W
IP

O
 通

知
に

よ
る

登
録

商
標

の
後

発
的

無
効

理
由

に
つ

い
て

・
無

効
と

な
ら

な
い

（併
存

の
可

能
性

あ
り

）

・後
発

的
に

無
効

と
な

る
こ

と
が

あ
る

・名
称

標
章

保
護

法
／

資
料

編
Ⅲ

-7
(1

)
設

問
6
(2

)

・
資

料
編

に
国

名
伏

し
て

公
表

・
明

確
な

回
答

は
得

ら
れ

な
か

っ
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Ⅳ． まとめと考察 

 

本調査研究では、我が国独自の技術や固有のブランドに関して各国で保護を図るべく、

前者については「営業秘密の保護」、後者については「WIPO 通知」の調査を行った。 

 営業秘密の保護については、米国、ドイツ、中国といった主要国における営業秘密の刑

事罰の適用事例や動向について調査した。 

米国では、営業秘密の窃取に対して連邦法（経済スパイ法第 1831 条及び第 1832 条）と

一部の州（24 の州）では州法の双方により刑事罰の対象とされるが、実態としては、州法

が適用された事案は少なく、主として連邦法が用いられている。近年ではさらなる営業秘

密の保護の必要性が高まり、2011 年には刑事罰を強化すべく「産業スパイ罰則強化法」が

提出され、現在、上院で審議中である。仮にこの法案が成立すれば、経済スパイ法第 1831

条に規定される各訴因の刑の上限が 15 年から 20 年に引き上げられることとなる。 

ドイツでは、不正競争防止法により営業秘密の窃取が刑事罰の対象とされる。なお、刑

事罰の対象となる行為は、営業秘密の秘密保持義務違反、不正取得、無断使用等及びこれ

らの侵害行為の未遂とされるが、前回調査（2002 年）から法規定及び刑事罰の適用事例の

動向等について特段の情報を得ることはできなかった。 

中国では、刑法により営業秘密の窃取が刑事罰の対象とされている。刑法 219 条によれ

ば重大な損害を被った場合には 3 年以下の禁固刑又は裁判所の判断によっては罰金の併科

を受け、著しい損害の場合には 3 年以上 7 年以下の禁固刑及び罰金の併科を受ける、と規

定されている。なお、刑事罰の適用における犯罪の重大性の判断においては「最高人民法

院及び最高人民検察院による知的財産権侵害の刑事事件の取扱いにおける一定の法適用に

関する問題点の解釈（Fa Shi2004 年第 19 号」、いわゆるガイドラインを用いることとなっ

ており、これによると、重大な損害とは、営業秘密の侵害の結果、権利者の金銭的損害が

50 万人民元（約 78,000 米ドル）から 250 万人民元（約 39 万米ドル）の場合とされ、著し

い損害とは、権利者の金銭的損害が 250 万人民元（約 39 万米ドル）以上の場合であるとさ

れている。 

以上のように営業秘密の保護に対する刑事罰の動向は、国毎によって異なっており、普

遍的な結論を導くことはできない。注目すべき点は、米国とドイツにおける刑事罰の適用

についての慎重な姿勢である。米国における刑事罰の適用にあたっては、文面上の適用範

囲は極めて広いものであるにもかかわらず、立法時の連邦議会の意向を踏まえて慎重な対

応が行われてきている。また、ドイツにおいては、被用者が正当に取得した知識やスキル

は雇用期間終了後も自由に使えるようにすべきだという包括的な原則（overarching 

principle）が存在し、刑事罰の適用に制限を設けている。特に米国では、「産業スパイ罰

則強化法」の上院提出や第 1831 条適用における連邦検察庁の事前許可が不要になったこと

もあり、今後の動向をさらに注視する必要があると思われる。 
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また、WIPO 通知によるブランドの保護については、主にパリ条約 6 条の 3 に基づく通知

の対象となりうる国内の公の記号等として如何なるものがあるか、我が国以外のパリ条約

の同盟国がどのような基準で通知･異議通報を行っているか、及び通知を行った場合に我が

国以外のパリ条約の同盟国でどのような保護を受けることができるのか等の調査を行った。 

WIPO通知又は異議通報の実績がある国におけるWIPO通知を行うための基準については、

ほぼ全ての調査対象国で明確な規定が存在しなかった。調査対象国のうち唯一、韓国のみ

が WIPO 通知を行うための基準について運営要項を制定しており、2009 年 4 月 1 日に施行

された「パリ条約第 6 条の 3 に基づくパリ条約等の同盟国の公益標章の保護に関する運営

要項の制定」に基づき、近年多数の公の記号等の WIPO 通知を行っている。しかし、これら

の WIPO 通知に対して米国は「公の記号等にあたらない」として異議通報を行っており、両

国の主張に齟齬が生じていることから、各国における条文の解釈には相違があると推測さ

れる。他方、韓国以外の調査対象国においては、明確な規定が存在しないものの、「公の記

号等」の属性についての質問に対し得られたアンケート及びヒアリング結果からは、その

表示について根拠法があるもののみを WIPO 通知する傾向が見受けられる。 

WIPO 通知に対し、他国から異議通報を受けた場合の最終的な結果としては、異議に反論

して異議申立国からの異議が取り下げられたケースや異議申立に対する反論を行ったが、

その反論に対する反応がなく、当該国での保護を断念したケースなど様々な事例が見受け

られた。なお、初回の異議申立は条約上、通知受領から十二箇月以内と定められているが、

その後の交渉期間に制限はなく、WIPO を介さずに当事国同士で直接やりとりが行われてい

る実態が明らかとなった。 

また、過去に WIPO 通知がなされ、既に国内でパリ条約 6 条の 3 に基づく保護を行ってい

た公の記号等について、その後、商標としての使用又は商標出願があった場合の措置とし

て、全調査対象国で商標の登録拒絶に関する規定が設けられていたものの、使用禁止につ

いては明確な規定が確認できない国も存在した。 

さらに、上記のような状況で商標出願があった場合でも、出願人が通知を行った国の政

府であるなど正当な権利者・使用者と認められる場合には、当該商標登録を認めると回答

する国も多くあった。しかしながら、正当な権利者が出願した場合であっても登録が拒絶

される国もあり、こうした国では一旦 WIPO 通知を行ってしまうと当該国における同様のも

のの商標登録ができなくなるため、通知の際は留意する必要がある。 

その他、登録済み商標と同一の公の記号等が WIPO 通知された場合の登録商標の後発的無

効事由についても調査を行ったが、WIPO 通知のみをもってして商標登録が無効になるわけ

ではないと回答した国が多かったものの、商標登録が無効になる可能性があると回答した

国及び今回の調査では明確な回答が得られなかった国もあることから、通知の際には商標

登録により、予め得られていた保護の効果が失われる恐れがないか慎重な検討が必要であ
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る。 

以上のように WIPO 通知に関する調査対象国の制度には、通知の基準・保護の形態にばら

つきがあり、パリ条約 6条の 3 に基づく保護と商標権の取得との両立についても国毎に運

用が異なることから、通知に際しては対象国に対する十分な調査の上、慎重な検討が必要

であると考えられる。 

加えて国内において WIPO 通知の対象となりうる公の記号等の運用実態及びニーズにつ

いてヒアリング調査を実施した。WIPO 通知の対象として考えられる公の記号等については、

様々な見解があったが、既に海外で商標権を取得している公の記号等の所有団体からは、

商標権による保護の効力が損なわれる恐れのある国が存在するのであれば、通知を避けた

いという意見があった。一方で、商標登録の適格性要件を備えていない公の記号等につい

ては通知の対象となりうるのではないかとの意見もあった。上記のように各国の保護状況

が一様でない現状にあっては、我が国固有のブランド保護の検討を進める中で、WIPO 通知

の実施にあたっては、商標権の取得により得られる保護との関連性を十分考慮しながらの

慎重な検討が必要になるであろう。 

 

以上のように、本調査研究では、営業秘密の保護と WIPO 通知といった観点から我が国の

独自の技術及び固有のブランドの保護を強化すべく検討を進めてきた。そして、この検討

結果が今後の我が国における未登録の技術・ブランドの保護の在り方及びその実務上の適

切なルールの策定の検討に資することを期待するものである。 

以上 
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１． 海外調査の概要 
 
 諸外国における未登録技術の保護のために、米国法（連邦法及び州法（New York
州法及び New Jersey 州法））、ドイツ法、中国法、の営業秘密保護法制について調

査を行った。 
具体的には、各国の営業秘密を保護する書く刑事罰条項が規定された立法理由、営

業秘密に係る各刑事罰条項の現実の運用状況及び営業秘密に係る各刑事罰条項につ

いての現状の評価・問題点について調査した。 
 
（１） 調査委託先 
 
 海外調査については、モリソン・フォースター外国法律事務弁護士事務所（日本オ

フィス）に委託した。 
 
（２） 委託の際の仕様について 
 
モリソン・フォースター外国法律事務弁護士事務所（日本オフィス）に委託する際

の仕様は以下の通りである。 
 
（ⅰ） 立法理由 
 
・２００２年以降で営業秘密を保護する各刑罰条項が規定された立法理由（例えば、

営業秘密の保護に関する民事の規定で不十分であるために規定された等） 
・（刑事罰の規定が存在しない場合、又は限定的な場合には）立法されなかった理由

（例えば、営業秘密の保護に関する民事制裁で十分であるため、または、自由な情

報の流通・労働者の転職の自由等を阻害する虞があるために規定されなかった等） 
 

（ⅱ） 運用状況及び判例動向 
 
・営業秘密に係る各刑罰条項の現実の運用状況及び判例動向（例えば、2002 年以降

から現在まで何件、1年に何件程度か。どのような案件が多く、逆にどのような案

件が少ないのか、判決の動向等。） 

・米国においては、経済スパイ法（連邦）の刑事事件として判決が出された事件（直

近 5年間）において代表的な事件の詳細な情報。 

・ドイツ、中国においては、不正競争防止法の刑事罰の適用事例として、立件された

事件とその判決動向。（件数によるが最近の傾向） 
 
（ⅲ） 評価について 
 
営業秘密に係る各刑罰条項についての現状の評価・問題点（例えば、ノウハウ保護

が図られたと肯定的に評価されている、自由な情報の流通を阻害するとの否定的な見

解が多い、我が国の不正競争防止法を含めた比較法的観点等）



‐116‐ 
 

 



‐117‐ 
 

 

 

 

資料Ⅰ 

 
2 米国 

 



‐118‐ 
 

 



‐119‐ 
 

 
UNITED STATES LAW 

Overview 

Theft of a trade secret is a crime under both federal and state laws in the United States.  The 
primary federal law dealing with trade secret theft is the Economic Espionage Act of 1996 
(“EEA”).1  The EEA grants the federal prosecutors broad power to prosecute any person or 
company involved in trade secret misappropriation.   

Approximately 24 states also have enacted laws specifically making trade secret 
misappropriation a crime.  Some states have achieved this by expanding the existing 
criminal statutes’ definition of “property” to include trade secrets.  Other states have enacted 
statutes specifically criminalizing trade secret misappropriation.  In the U.S. law section of 
this report, we analyze the EEA and state-enacted criminal legislations dealing with the 
misappropriation of trade secrets, focusing on New York and New Jersey state law. 

Federal Law 

Purpose of Legislation 

Legislative History 

The Economic Espionage Act of 1996, 18 U.S.C. §§ 1831-1839 (1996) (“EEA”), was passed 
by Congress to address the gap in existing federal law with respect to the theft of trade secrets 
because of the increasing importance of trade secrets and intellectual property to the 
American economy and modern corporations.2  Indeed, in hearings prior to the EEA’s 
enactment, witnesses testified that through industrial espionage, American companies stood 
to lose billions of dollars annually to U.S. and foreign competitors.3   

For example, a report by the United States Senate quoted a 1995 survey of 325 companies 
that revealed that nearly half of them had experienced a trade secret theft.4  According to 
some estimates, nearly $24 billion of corporate intellectual property was being stolen every 
year.5  Assistant U.S. Attorney George “Toby” Dilworth stated the need for the EEA in the 
following manner: 

                                                 
1 18 U.S.C. §§ 1831-1839 (For the text of all United States Federal legislation see Tab 1). 
2 The American Society of Industrial Security estimates that “over $30 billion in American intellectual property 
were placed at risk from attempted theft in 1996 alone.”  (Congressional Testimony, Louis J. Freeh, Director 
of Federal Bureau of Investigation, January 28, 1998) (Tab 2). 

3 Id. The original focus of the EEA was foreign government-sponsored trade secret espionage, and thus it was 
initially drafted to apply only to trade secret misappropriation committed to benefit a foreign government, 
instrumentality, or agent.  See Pooley, James H.A. et al., Understanding the Economic Espionage Act of 1996, 
5 TEX. INTELL. PROP. L.J. 177, 187 (1997) (Tab 3), citing H.R. 3723, 104 Cong. (1996).  The bill was 
eventually rewritten, however, to include both foreign and domestic trade secret theft, due to concerns that the 
earlier draft might violate a number of international trade treaties to which the United States is a signatory.  Id. 
See also Seki, Hoken S. et al., EEA Violations Could Trigger Criminal Sanctions, NAT’L L.J., Aug. 25, 1997 at 
B8 and n.6 (Tab 4). 

4 SEN REP. No. 104-359 (1996) (Tab 5). 
5 United States v. Hsu, 155 F.3d 189, 194 (3d Cir. 1998). 
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As the nation’s workforce became more mobile, employees used 
their former employers trade secrets for the benefit of their new 
employers, who had spent nothing to develop the information.  
Federal prosecutors often had difficulty fitting trade secret cases 
within the existing federal statutes.  The National Stolen Property 
Act, 18 U.S.C. § 2314, did not apply to the theft of purely 
intellectual property.…Mail and wire fraud statutes did not always 
apply.  The only federal statute explicitly targeting the theft of 
trade secrets was limited to government employees’ unauthorized 
disclosure of trade secrets, and offenders were subject only to 
misdemeanor penalties.  18 U.S.C. § 1905.  States lacked the 
resources to investigate these crimes, and faced substantial 
jurisdictional hurdles.  While more than 40 states had enacted 
some form of the civil Uniform Trade Secrets Act (UTSA), there 
was no effective criminal response to the problem. 

Several states have statutes criminalizing trade secret theft; however, the standards widely 
vary state to state, state jurisdiction is limited, and states may lack the resources to investigate 
and prosecute trade secret theft, especially if foreign espionage is involved.  Therefore, 
federal law is more effective in addressing the problem of trade secret misappropriation in 
today’s global and highly technological marketplace.   

Unfortunately, as noted above, the pre-existing federal statutory scheme was inadequate.  
The Interstate Transportation of Stolen Property Act (ITSP), 18 U.S.C. §§ 2314 and 2315, 
was enacted in 1934 to remedy the problem of criminals seeking to evade state authorities by 
fleeing in stolen vehicles or with stolen property across state lines.  It is not, however, well 
suited to theft of trade secrets, where it is possible that no tangible property crosses state lines.  
Indeed, the ITSP, which specifically applies to interstate theft of “goods, wares and 
merchandise,” has been narrowly interpreted to apply only to tangible property.  See United 
States v. Brown, 925 F.2d 1301, 1307-09 (10th Cir. 1991) (“purely intellectual property” here, 
computer source code, “cannot constitute goods, wares and merchandise . . . within the 
meaning of sections 2314 or 2315”) (citing United States v. Dowling, 473 U.S. 207 (1985)).  
Brown thus severely limits the federal government’s ability to apply ITSA to situations in 
which intangible property is misappropriated or electronically transmitted.   

Similarly, the mail and wire fraud statutes, 18 U.S.C. §§ 1341 and 1343 -- which criminalize 
the acquisition of property through false or fraudulent pretenses or representations by means 
of interstate mail or wire communications -- have short-comings when applied in the context 
of trade secret misappropriation.  First, trade secret misappropriation may not involve the 
use of interstate mail or wire; and second, trade secret misappropriation may involve merely 
copying the trade secret, not necessarily defrauding the victim permanently of the 
information.  Accordingly, mail and wire fraud charges may not always be available.   

The Computer Fraud and Abuse Act (“CFAA”)6 also has been used to criminally prosecute 
trade secret violations, but also faces limitations.  As the title suggests, the CFAA is 
restricted to computer-based crimes.  It provides for both civil and criminal liability.7  As 
                                                 
6 18 U.S.C. § 1030.   
7 The CFAA imposes both criminal and civil penalties for computer-based crimes. An individual who violates 

the CFAA for private financial gain or in furtherance of an unlawful act may be sentenced to up to five (5) 
years in prison. 18 U.S.C. §1030(c)(2)(B).    In addition, an individual or entity suffering a loss or damage 
of at least $5,000 as a result of the violation may file a civil lawsuit against the violator to obtain 
compensatory damages and injunctive relief. 18 U.S.C. §1030(g).   
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amended, the CFAA applies to any computer “used in interstate commerce” and it penalizes 
anyone who intentionally “exceeds authorized access [to a computer] and thereby 
obtains...information from any protected computer if the conduct involved an interstate or 
foreign communication.”8  One of the drawbacks to the CFAA is the ambiguity of the term 
“exceeds authorized access”, which is defined only as “to access a computer with 
authorization and to use such access to obtain or alter information in the computer that the 
accesser is not entitled to obtain or alter.”9  The Circuit Courts of Appeals are split as to 
what circumstances give rise to “access without authorization” or “access that exceeds 
authorization” under the CFAA, particularly in the context where an employee uses 
proprietary information stored on his work computer in derogation of his duty of loyalty to 
his employer.  Some Circuit Courts have held that once an employee has used an employer’s 
proprietary information in breach of his duty of loyalty, the employee is acting “without 
authorization” or at least has exceeded authorized access under the CFAA.10  Still other 
courts have held that a person is “without authorization” under the CFAA only where the 
initial access is not permitted or where there is post-employment access to confidential 
information.11   

Finally, although there are civil remedies for trade secret misappropriation, civil remedies 
may not be adequate to compensate for the losses involved.  Defendants may be “judgment 
proof,” plaintiffs may lack investigative resources and experience, and civil litigation is 
extremely costly with no guarantee of recovery. 

Thus, as the legislative history notes, the difficulty of prosecuting trade secret theft under the 
pre-EEA federal statutes led United States Attorney’s Offices to decline prosecution of even 
serious cases involving employees of U.S. corporations attempting to sell proprietary 

                                                 
8 18 U.S.C. § 1030(a)(2)(C). 
9 18 U.S.C. § 1030(e)(6).   
10 In the leading case of International Airport Ctrs., L.LC. v. Citrin, 440 F.3d 418, 419 (7th Cir. 2006), an 

employee of a real estate business collected confidential information on his work-issued laptop to record data 
he collected in the course of his duties.  The employee quit his job to go into business himself, breaching his 
employment contract.  Before returning his laptop to his employer, he deleted all the data in his laptop, 
including confidential company information and data that would have revealed to his employer improper 
conduct in which he engaged before deciding to quit.  The data was removed using a secure erasure software 
program that permanently prevents data recovery.  Id. at 419.  The Seventh Circuit held that, despite the 
fact that the company had no policy forbidding the use of secure-erasure or “trace remover” software, the 
employee was already in violation of his duty of loyalty to the company when he deleted the files on his 
laptop and was therefore in breach of that duty at the time he returned the device.  Id. at 420.  Having 
already breached his duty of loyalty to the company, the employee had acted “without authorization” when he 
installed the erasure software on his work laptop.  Id. at 420-421. 

11 The leading case taking this position is LVRC Holdings LLC v. Brekka, 581 F.3d 1127 (9th Cir. 2009).  In 
Brekka, an employer sued a former employee and his wife under the CFAA’s unauthorized access provisions.  
The CFAA claims stemmed primarily from the employee’s electronic dissemination of confidential 
information to his personal e-mail account and his wife’s personal e-mail account prior to leaving the employ 
of the company.  In affirming the district court’s motion for summary judgment in favor of the defendants, 
the Ninth Circuit ruled that, “for purposes of the CFAA, when an employer authorizes an employee to use a 
company computer subject to certain limitations, the employee remains authorized to use the computer even if 
the employee violates those limitations.”  Id. at 1133. Therefore, the court found that “it is the employer’s 
decision to allow or to terminate an employee’s authorization to access a computer that determines whether 
the employee is with or without authorization.”  Brekka has recently been called into question.  In April 
2011, a split Ninth Circuit reinstated counts against a former employee, interpreting the phrase "exceeds 
authorized access" to mean an employee runs afoul of the law when he violates the employer's 
computer-access restrictions reversing the District Judge who had followed the Brekka decision.  U.S. v. 
Nosal, 642 F.3d 781 (9th Cir. 2011).  (Tab 6)  The decision is not precedential because the Ninth Circuit 
granted an en banc rehearing of the case.  Arguments were heard on December 15, 2011 and the decision is 
expected later this year. 
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information to foreign governments.  See S. REP. NO. 104-359 at 10-11 (1996) (Tab 5).  In 
the face of these deficiencies, Congress enacted the EEA.   

Statutory Scope of the EEA 

Definition of Trade Secrets 

The EEA contains two main sections: § 1831, which primarily targets international economic 
espionage; and § 1832, which addresses trade secret misappropriation without regard to 
foreign interests.  For both sections, “trade secret” is broadly defined as information that 
(1) derives economic value from not being generally known, or readily ascertainable, by the 
public, and (2) is subject to reasonable measures by the owner to keep it a secret.  See 18 
U.S.C. § 1839.  In addition, the definition of trade secrets encompasses information 
contained in intangible form.  Thus, confidential information stored in an individual’s 
memory can qualify as trade secrets under the EEA.   

Misappropriation of Trade Secrets 

Section 1832 lists five sets of prohibited acts that constitute trade secret misappropriation 
under § 1832.  These acts include the stealing, copying, or receiving of trade secrets, and 
attempting or conspiring to steal, copy, or receive trade secrets. 

The government has to establish the occurrence of one of the recited acts in order to establish 
trade secret misappropriation.  Section 1832 also requires the government to show that the 
secret “is related to or included in a product that is produced for or placed in interstate or 
foreign commerce.”  The phrase “is related to or included in a product” probably excludes 
commercially unexploited trade secrets from the purview of § 1832.  In addition, this 
limitation on trade secrets most likely excludes negative know-how from the scope of 
section 1832.12 

“Interstate or Foreign Commerce” 

Section 1832(a) not only requires the trade secret to be related to or included in a product, but 
also requires the product to be “produced for or placed in interstate or foreign commerce.”  
This latter requirement simply identifies the basis for the federal government’s power to 
prosecute trade secret misappropriation under § 1832.  The federal government can regulate 
certain domestic and international matters based on various provisions of the U.S. 
Constitution.  For instance, the commerce clause provision of the U.S. Constitution provides 
the federal government with the power to regulate domestic matters that involve interstate or 
foreign commerce.13  Since the terms of § 1832 apply to domestic conduct, § 1832 has an 
“interstate or foreign commerce” provision in order to clarify the basis for the federal 
government’s prosecution of trade secret misappropriation under this section.14 

Federal courts typically interpret the term “interstate or foreign commerce” expansively to 
include most activities.  Under this expansive interpretation, practically any activity relating 

                                                 
12 Negative know-how is information about methods and procedures that do not achieve the desired result.  
See also, Pooley, at 200-201 (Tab 3). 

13 The federal government also has the power to regulate matters that involve foreign governments or entities.   
14 Section 1831 does not expressly recite “interstate or foreign commerce.”  However, it encompasses acts that 
are intentionally or knowingly committed to benefit any foreign government, foreign instrumentality, or 
foreign agent.  Hence, this section confers proper jurisdiction to the federal government because it pertains to 
foreign governments or instrumentalities. 
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to commercially exploited products will have interstate commerce or foreign commerce 
implications. 

“An Act in Furtherance” 

As a reflection of Congress’s original concern with foreign economic espionage, the EEA 
extends, under certain circumstances, to conduct occurring outside the United States.15  The 
EEA applies: (1) to any individual who is a U.S. citizen or permanent resident alien, or to any 
entity organized under U.S. laws;16 and (2) if an act in furtherance of a violation of the EEA 
was committed in the United States.17  Thus, even if virtually all of the acts constituting 
misappropriation or conspiracy to misappropriate took place outside of the United States, the 
EEA could impose criminal liability as long as one act – perhaps a single relevant telephone 
call or meeting – occurred within the United States. 

The phrase “an act in furtherance” is often used in state and federal criminal statutes that 
relate to criminal conspiracies.  “The traditional definition of conspiracy is agreement to 
violate the law plus an act in furtherance of the criminal object .… The overt act … helps to 
separate truly dangerous agreements from banter and other exchanges that pose less risk.” 
United States v. Stevens, 966 F.2d 283, 284 (7th Cir. 1992). 

Just like its use in conspiracy statutes, the phrase “an act in furtherance” is used in the EEA to 
limit the reach of this criminal statute.  In other words, as a matter of policy, Congress 
decided to extend the reach of the EEA outside of the U.S. only to cases that involve an overt 
act in the U.S. in furtherance of the offense and to cases involving a U.S. citizen, permanent 
resident, or corporation as the offender.   

Reasonable Measures to Keep Information Secret 

Subsection (3)(a) of § 1839 broadly defines “trade secret” as information that (1) derives 
economic value from not being generally known, or readily ascertainable, by the public, and 
(2) is subject to reasonable measures by the owner to keep it a secret.  The requirement that 
a trade secret owner must take reasonable measures to keep the information confidential 
follows the definition of the Uniform Trade Secrets Act (the “UTSA”), which many states 
have used as a model for their trade secret statutes.18  This requirement reflects the common 
law reluctance of judges to help trade secret owners who have not helped themselves. 

In the context of the EEA, this requirement should be interpreted the same as it would be in 
the state cases.  Most courts define the standard of “reasonable measures” in a flexible 
manner.  In other words, most cases do not define bright line rules as to the meaning of 
“reasonable measures,” but rather look at the totality of circumstances to determine whether 
the trade secret owner’s actions were reasonable.  For instance, to make this determination, 
courts often perform a cost-benefit analysis.  This analysis focuses on whether the trade 
secret owner appropriately balanced the value of the secret, the threat to disclosure, and the 
                                                 
15 See generally Coffin, J. Thomas, The Extraterritorial Application of the Economic Espionage Act of 1996, 23 
Hastings Int’l and Comp. L. Rev. 527 (Spring-Summer 2000) (Tab 7). 

16 18 U.S.C. § 1837(1). 
17 18 U.S.C. § 1837(2). 
18 The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws drafted the UTSA.  (See attachment to 

Tab 26).  The UTSA defines trade secret to mean “information, including a formula, pattern, compilation, 
program, device, method, technique or process, that: (i) derives independent economic value, actual or 
potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other 
persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are 
reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.”   
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cost of possible security measures, in adopting the measures to keep the secret.  See also 
Milgrim, Roger M., Milgrim On Trade Secrets, § 1.04 (2011) (Tab 8). 

The trade secret owner’s actions need to be reasonable but do not need to be “heroic.”  The 
care exercised needs to correspond to the economic value of the secret and its nature.  Thus, 
failure to employ the fullest range of protective measures will not terminate the secrecy 
provided that the measures are reasonably prudent. 

Statutory Penalties Under the EEA 

The EEA imposes harsh penalties for violation.  Violation of § 1831 by an individual carries 
a maximum penalty of 15 years in prison and fine of up to $500,000.19  For the § 1832 
violation, the maximum penalty is 10 years in prison and a $250,000 fine.20  Corporations 
can face fines up to $10 million and $5 million for violations of § 1831 and § 1832, 
respectively.   

As part of any penalty imposed by the court, the court is required to order forfeiture of 
property or proceeds directly or indirectly derived from any violation21 and has the discretion 
to order forfeiture of any property “used or intended to be used, in any manner or part” to 
commit the violation.22   

In 2011, legislation was introduced to allow higher sentences under the EEA.  Senators Herb 
Kohl, Sheldon Whitehouse and Chris Coons introduced bill S. 678, entitled the Economic 
Espionage Penalty Enhancement Act.23  The bill was amended on December 8, 2011 and is 
currently pending consideration by the full Senate.  If enacted, S. 678 will increase the 
maximum penalty under § 1831 from 15 to 20 years per count and direct the United States 
Sentencing Commission to consider increasing the penalty range for theft of trade secrets and 
economic espionage.   

Other Provisions 

In any prosecution under the EEA, § 1835 requires the court to enter orders “necessary and 
appropriate to preserve the confidentiality of trade secrets.”  Also, § 1836 empowers federal 
prosecutors to seek “appropriate” injunctive relief against any violations of the EEA.  In 
addition, courts often grant protective orders to prevent disclosure of confidential information 
in civil and criminal cases. 

The EEA contains an important “whistle-blower” exception in § 1833(2), which excludes 
from the reach of the law “the reporting of a suspected violation of law to any governmental 
entity of the United States, a State, or a political subdivision of a State, if such entity has 
lawful authority with respect to that violation.”  The EEA also excludes from its reach 
lawful activity by any U.S. federal, state, or local governmental entity (but does not extend 
that exemption to foreign governmental agencies).24 

                                                 
19 18 U.S.C. § 1831(a)(5). 
20 18 U.S.C. §§ 1832(a), 3571(b)(3). 
21 18 U.S.C. § 1834(a)(1). 
22 18 U.S.C. § 1834(a)(2). 
23 Economic Espionage Penalty Enhancement Act, S. 678, 112th Cong. (2011) (Tab 9). 
24 18 U.S.C. § 1833(1). 
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Enforcement of Laws 

Since the July 2002 memorandum on this topic, the U.S. government has prosecuted at least 
42 cases under the statute.  This averages to about 4.5 prosecutions per year.  Of these 42 
cases, seven prosecutions were brought under § 1831.  The other 35 prosecutions have 
involved § 1832.   

In the first subsection, we provide the overview of the EEA cases by generally describing the 
categories of defendants, the types of trade secret that was misappropriated and how the trade 
secret was misappropriated.  The attached Case Chart (Appendix A) provides further details 
of each of the 42 EEA cases in addition to the details provided in July 2002 on the earlier 
cases.  

Overview of the EEA Cases  

Categories of Defendants 

Defendants indicted under the EEA can be classified as belonging to one of four categories:  
“insiders,” “ex-employees,” “competitors,” or “outsiders.”25  The following is a breakdown 
of the defendant classification:26  

In fifteen cases, at least one of the defendants was an insider.  In two of these fifteen cases, 
an outsider was named as a co-conspirator of an insider.   

In seventeen cases, an ex-employee was the sole defendant.   

In six cases, an outsider was the sole defendant.   

In four cases, the defendant was a competitor of the victim. 

Type of Trade Secret Misappropriated 

The types of trade secrets alleged to have been misappropriated are varied, and no single 
categorization has dominated the proceedings. 

In nine cases, computer source code or software was involved.   

In ten, cases, customer lists or business information were misappropriated.   

In one case, medical or biological discoveries or formulas were involved.   

The remaining cases have involved the misappropriation of such varied subject matters as 
engineering plans and drawings, manufacturing processes, and servicing information. 

                                                 
25 For the purposes of this summary, an “insider” is a defendant who committed the crime and was arrested at 

the time of his employment; an “ex-employee” is a defendant who may have committed the crime in part 
while the defendant was employed by the victim but whose arrest occurred after he left the victim’s employ; a 
“competitor” includes both individuals and corporations that are in a competitive relationship with the victim; 
and an “outsider” includes individuals or corporations that steal trade secrets to sell to a third party. 

26 Some cases include multiple defendants, so the sum of the individual categories  
does not equal the number of cases (42). 
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Method of Misappropriation 

Trade secrets can be misappropriated in a number of ways, including unauthorized use, 
acquisition, leakage, or solicitation.  We categorized the methods of misappropriation into 
three groups. 

Unauthorized Transfer of Tangible Properties 

In some cases, theft of trade secrets involved transfer of tangible, physical items 

containing trade secrets.  Examples of such recent cases include: 

U.S. v. Jin – The defendant resigned from Motorola and was stopped at the airport with over 
1,000 Motorola technical documents in her possession as she prepared to board a flight to 
China to work for Kai Sun, a Chinese company that provided telecommunications technology 
and products to the Chinese military. 

U.S. v. Crow – After being laid off by his employer, the defendant took more than 100 
computer discs that contained trade secrets of the company.   

U.S. v. Williams – The defendant stole documents with trade secrets from her employer, The 
Coca-Cola Company and, with the help of two outsiders, attempted to sell these documents to 
Pepsico.  

U.S. v. Min – The defendant took hard copy documents as well as computer files on employer 
DuPont’s major technologies, product lines and new and emerging technologies before 
leaving to work for a competitor. 

Unauthorized Access to Computer Systems 

Several cases involved unauthorized access to a computer system.  Examples of such cases 
include:  

U.S. v. Zhang – The defendant copied without authorization computer files relating to a 
client’s products and uploaded the files to a laptop issued by new employer, Broadcom.   

U.S. v. Garrison – Prior to leaving his position, the defendant downloaded employer’s 
computer files containing engineering drawings and data.   

U.S. v. Murphy – The defendant copied computer code for designing computer chip features, 
and wireless computer networks specifications from his former employers. 

Unauthorized Access to Protected  
Website/Solicitation via Email 

Some cases involved email or a password-protected web site as the medium for relaying the 
trade secret.  Examples of such cases include:   

U.S. v. Mitchell – The defendant emailed the contents of a proprietary spreadsheet with 
DuPont trade secrets involving Kevlar to a Korean competitor company. 

U.S. v. Woodward – Defendant stole trade secrets stored on computer backup tapes from his 
employer and attempted to sell them to a competitor using an alias named “Joe Data” and 
email account “lightwavedata@yahoo.com”. 
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For further details on these and other EEA cases, please refer to the attached Case Chart 
(Appendix A).   

Limitations on Enforcement of EEA 

Congressional Intent to Exempt Certain Activities From EEA 

Although the EEA broadly criminalized theft of trade secrets -- either on behalf of a foreign 
government or more generally for commercial benefit -- Congress explicitly did not intend to 
endanger legitimate business competition, but only “flagrant and egregious cases of 
information theft.”  See 142 CONG. REC. S12212 (daily ed. Oct. 2, 1996) (statement of Sen. 
Kohl) (Tab 10).  Accordingly, although the language and potential scope of the EEA is quite 
broad, the intent of Congress, which can guide the prosecutorial discretion of the United 
States Attorneys, has generally led to a narrower application of the EEA.   

This intent not to inhibit robust and fair competition can be found throughout the legislative 
history.  For example: 

Other companies can and must have the ability to determine the 
elements of a trade secret through their own inventiveness, 
creativity and hard work . . . parallel development of a trade secret 
cannot and should not constitute a violation of this statute. 

142 CONG. REC. S12212 (daily ed. Oct. 2, 1996) (statement of Peter Schweizer) (Tab 10).  
In addition, in the context of employees moving between jobs -- a context which may cause 
the greatest consternation for companies in light of the passage of the EEA -- the legislative 
history is clear that the definition of “trade secret” (discussed above), though itself very broad, 
is not intended to punish employees from taking with them to a new employment the general 
skill, knowledge and industry expertise they acquired on the job.   

[T]he government cannot prosecute an individual for taking 
advantage of the general knowledge and skills or experience that 
he or she obtains or comes by during his tenure with a company.  
Allowing such prosecutions to go forward and allowing the risk of 
such charges to be brought would unduly endanger legitimate and 
desirable economic behavior. 

142 CONG. REC. S12213 (daily ed. Oct. 2, 1996) (Tab 10).   

Furthermore, well before the enactment of the EEA, the Supreme Court concluded that a 
trade secret owner cannot be protected from “discovery by fair and honest means, such as 
independent invention, accidental disclosure or by so-called reverse engineering.”  Kewanee 
Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470, 476 (1974).  Congress clearly heeded the Supreme 
Court’s conclusion:  “If someone has lawfully gained access to a trade secret and can 
replicate it without violating copyright, patent, or this law, then that form of ‘reverse 
engineering’ should be fine.” 142 CONG. REC. S12212 (daily ed. Oct. 2, 1996) (Tab 10).   

Moreover, Congress included three different elements of intent which must be proven in a 
case brought under EEA.  The government must prove that the defendant:  
(1) “knowingly” committed one of the acts of misappropriation, (2) acted “with intent to 
convert a trade secret . . . to the economic benefit of anyone other than the owner,” and 
(3) acted “intending or knowing that the offense will injure any owner of the trade secret.”  
18 U.S.C. § 1832(a).  This increased proof of state of mind “serves to limit the applicability 
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of the EEA in ‘doubtful cases,’ where the defendant acts without knowledge that his actions 
are wrongful.”  See J. Pooley at 200 (Tab 3). 

Prosecutorial Discretion And DOJ Guidelines 

Hence, in practice, in order to overcome defenses of independent development, proper 
reverse engineering, and lack of knowledge or intent, prosecutors may need tangible evidence 
of theft or other misappropriation.  Tangible evidence could include copies of proprietary 
information or documents in defendant’s possession, e-mail messages describing a 
competitor’s proprietary information or misappropriation, informant testimony, wiretap or 
surveillance evidence, or other physical evidence linking the defendant to a misappropriation.  
Id. at 213-14. 

Additionally, United States Attorney’s Offices often set guidelines regarding what types of 
cases to investigate and prosecute.  See, e.g., 8 U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE MANUAL - 
CRIMINAL DIVISION §§ 9-27.000 et seq. (1993) (“Principles of Federal Prosecution” include 
whether there is a “substantial federal interest” that will be served by prosecution).  As one 
early commentator has explained, with respect to the United States Attorney’s Offices’ 
exercise of discretion: 

… there are number of general factors which, in most instances, 
are of universal concern in a trade secret case:  (a) whether the 
information was clearly a trade secret; (b) whether the information 
was technical or scientific in nature; (c) evidence of criminal 
conduct and intent; (d) evidence of the information’s monetary 
value; (e) the availability of other remedies; and (f) whether the 
misappropriation was promptly reported. 

James H. A. Pooley et al., Understanding the Economic Espionage Act of 1996, 5 TEX. 
INTELL. PROP. L.J. at 211 (Tab 3).  Many United States Attorney’s Offices also have 
monetary guidelines, based on alleged loss to the victim, which must be met before 
prosecution will be considered.  Furthermore, until recently, the EEA required advance 
approval from Washington before a United States Attorney could prosecute a crime under the 
EEA.27 

Evaluation of Current Legislation 

While the statutory scope of the EEA is quite broad, federal prosecutors have brought a 
relatively small number of cases under the EEA.  Most commentators attribute the small 
number of EEA prosecutions to the prosecutor’s adherence to Congress’ intent to narrowly 
construe the statute and its application.    

Overall, most commentators still view the EEA in a positive light.  These commentators 
point out that the EEA has significantly heightened and will continue to heighten the 
awareness of the seriousness of trade secret theft.  Some argue that through the combination 
of both civil and criminal remedies, a new code of commercial conduct in the area of trade 
secret protection is emerging.  As prosecutions under the EEA increase, the commentators 
argue, trade secret protection in the private sector will continue to improve, often with no 
direct involvement by the government. 

                                                 
27 The restriction on §1832 was lifted by Attorney General John Ashcroft on March 1, 2002.  It still applies to 

§1831. 



‐129‐ 
 

In contrast to the generally favorable response to the EEA, some commentators suggest that 
criminalization of trade secret misappropriation could produce unintended economic 
consequences.  These commentators caution that overly zealous prosecutions under the EEA 
could undermine public policies encouraging competition, employee mobility, and the 
effective use of information products.  Instead, they argue that the prosecutions under the 
EEA must take into account the public policy of maintaining a vibrant public domain and the 
long-term benefits of using information developed by others.  More recently, detractors have 
criticized the effectiveness of § 1831 in deterring foreign economic espionage.  Since 1996, 
this section has resulted in only eight indictments and five convictions.  As discussed above, 
the Senate is currently considering a bill that would enhance penalties available under § 1831.  
The bill is intended to be a starting point for a discussion about the Economic Espionage Act 
and what can be done to solve the problems created by trade secret theft and economic 
espionage.28 

Comprehensive discussions concerning the pros and cons of the EEA can be found in the 
articles cited in Appendix B, including Geraldine S. Moohr, The Problematic Role of 
Criminal Law in Regulating Use of Information: The Case of the Economic Espionage Act, 
80 N.C.L. Rev. 853 (March 2002) (Tab 11). 

For the first five years after enactment of the EEA, the U.S. Department of Justice required 
United States attorneys around the country to seek clearance from the Department’s Criminal 
Division in Washington prior to initiating prosecutions under either § 1831 or § 1832.  That 
rule was adopted after enactment in order to assuage the fears of some members of Congress 
of over-aggressive use of the new law.  The requirement of central approval of prosecutions 
expired in early 2002.  The Attorney General decided to extend the rule with respect to 
“foreign espionage” prosecutions under § 1831, but as of March 1, 2002, local federal 
prosecutors may initiate “commercial” prosecutions under § 1832 without obtaining 
clearance from Washington.  There is no indication either that the previous rule acted as a 
brake on prosecutions while it was in effect or that the end of the rule with respect to § 1832 
will be likely to lead to more frequent prosecutions under that section.  Conceivably, 
however, without the need for the Department pre-approval of “commercial” case 
prosecutions, United States Attorneys might be more susceptible to pressure by companies 
that believe they have been victimized by competitors and that would like to engage the 
prosecutorial power of the government to act on their behalf, either for legitimate redress or 
to gain an advantage in the market or in parallel civil litigation.29 

State Law  

Most states have enacted laws relating to civil liability based on the Uniform Trade Secrets 
Act (“UTSA”).30  The UTSA does not contain any criminal sanctions for trade secret 
misappropriation.  In relation to criminal liability, approximately twenty-four states have 
enacted laws that impose criminal penalties for trade secret misappropriation.  These states 
fall broadly into two categories:  those that have included trade secrets in the definition of 

                                                 
28 See generally 157 CONG. REC. S1985 (daily ed. Mar. 30, 2011) (statement of Sen. Kohl), available at 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CREC-2011-03-30/pdf/CREC-2011-03-30-pt1-PgS1978.pdf#page=8. (Tab 12)  
29 In United States v. Yang, 281 F.3d 534 (6th Cir. 2002), the trial court reduced the sentence of the convicted 

company and officer on the grounds that the company whose secrets had been targeted had “played a direct 
role...in prosecuting a criminal case” and had been “an active participant in, and at times, even manipulated, 
the presentation of the Government’s case to enhance its ability to recoup its losses”.  However, the appeals 
court rejected this basis for reducing the sentence.  281 F.3d at 545. 

30 Forty-seven states and the District of Columbia have enacted laws based on the UTSA.  Massachusetts, New 
York and Texas have not adopted UTSA.  For the text of the UTSA see attachment to Tab 26. 
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“property” in order to prosecute offenders under existing theft or larceny statutes, and those 
that have enacted specific provisions addressing trade secrets or computer crime in the state’s 
criminal or penal code.  For example, a number of states have enacted computer crime laws 
that mimic the provisions of the CFAA.31  

Several problems have been identified in relation to state enacted criminal liability.  In 
general, state criminal statutes are often too specific, making the criminal penalties relatively 
easy to circumvent.32  Many provisions contained in state laws also insist that the trade 
secret be embodied in tangible property, a concept that was discarded by the EEA.  As one 
commentator put it: 

Twenty-four states have enacted criminal statutes that specifically 
prohibit theft or takings of trade secrets.  This use of criminal law 
as a means to protect trade secrets is relatively recent.  More 
significantly, state criminal laws generally have a more limited 
scope than their civil counterparts.  No clear consensus has 
emerged among the states regarding the circumstances under 
which wrongful use or taking of information constitutes a criminal 
act.  Consequently, the criminal statutes that prohibit stealing 
trade secrets vary from state to state. 

In 1989, Professor Eli Lederman classified state trade secret crimes 
according to several factors.  He concluded that the majority of 
states either do not criminalize thefts of trade secrets or do so 
restrictively, a finding corroborated by other researchers.  For 
example, Professor Lederman found that most state criminal 
statutes only apply to trade secrets and information that are 
embodied in some physical form.  The majority of state crimes do 
not apply to takings accomplished by memorizing or other 
incorporeal transfers.  Finally, many states have not devoted 
significant resources to prosecuting industrial espionage, and 
penalties for violating state criminal laws regarding trade secrets 
are not stringent.   

The tendency of states to insist that a physical manifestation of the 
trade secret was taken, and other such limitations, may not be 
entirely rational.  Nevertheless, such limitations serve the purpose 
of ensuring some degree of lenity in the face of a vague and elastic 
doctrine.  Given the indeterminate definition of a trade secret and 
the circular determination of whether the information at issue is a 
trade secret, narrow criminal provisions do not seem 
inappropriate.33 

As a result of these deficiencies, state law criminal provisions appear to have been rarely used 
in practice. 

                                                 
31 These include the Virginia Computer Crimes Act and California Penal Code 502(c)(2). 
32 See Moohr, Geraldine Szott, The Problematic Role of Criminal Law in Regulating Use of Information: The 

Case of the Economic Espionage Act, 80 N.C.L. Rev. 853 (March, 2002).  (See Tab 11) 
33 ibid at 875 (Tab 11). 
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New York 

Purpose of Legislation 

New York is one of the few states that has not enacted a trade secrets statute in the form of 
the UTSA.  New York instead relies on common law principles derived from the first 
Restatement of Torts published 60 years ago to determine civil liability for misappropriation 
of a trade secret. 

Criminal liability is dealt with under the New York Penal Law (“NYPL”) which protects 
trade secrets through the larceny statute (NYPL Article 155) and the statute prohibiting the 
unlawful use of secret scientific material (§ 165.07) (For New York legislation see Tab 13).  
Another statute of possible relevance, NYPL Article 156, contains provisions forbidding 
unlawful duplication and possession of “computer related material.” 

The relevant parts of the larceny statute state (§ 155.00): 

1.  "Property" means any money, personal property, real property, computer data, computer 
program, thing in action, evidence of debt or contract, or any article, substance or thing of 
value, including any gas, steam, water or electricity, which is provided for a charge or 
compensation.   

4.  "Appropriate." To "appropriate" property of another to oneself or a third person means 
(a) to exercise control over it, or to aid a third person to exercise control over it, permanently 
or for so extended a period or under such circumstances as to acquire the major portion of its 
economic value or benefit, or (b) to dispose of the property for the benefit of oneself or a 
third person.   

Under Article 155 of the NYPL therefore any party that appropriates the property of another 
commits the crime of larceny.  When property consists of secret scientific material a person 
is guilty of grand larceny in the fourth degree (§ 155.30).  Secret scientific material is 
defined under § 155.00(6) as a:   

sample, culture, micro-organism, specimen, record, recording, 
document, drawing or any other article, material, device or 
substance which constitutes, represents, evidences, reflects, or 
records a scientific or technical process, invention or formula or 
any part or phase thereof, and which is not, and is not intended to 
be, available to anyone other than the person or persons rightfully 
in possession thereof or selected persons having access thereto 
with his or their consent, and when it accords or may accord such 
rightful possessors an advantage over competitors or other persons 
who do not have knowledge or the benefit thereof. 

The larceny provisions only deal with tangible property which still leaves the issue of 
intangible trade secrets.  Intangible trade secrets are arguably protected under NYPL 
§ 165.07 which states: 

A person is guilty of unlawful use of secret scientific material 
when, with intent to appropriate to himself or another the use of 
secret scientific material, and having no right to do so and no 
reasonable ground to believe that he has such right, he makes a 
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tangible reproduction or representation of such secret scientific 
material by means of writing, photographing, drawing, 
mechanically or electronically reproducing or recording such 
secret scientific material.   

Provided the trade secret can be considered “scientific material,” § 165.07 arguably deals 
with intangible property since using the scientific material is all that is required under this 
section. 

New York Penal Law Article 156, entitled “Offenses Involving Computers,” prohibits in 
pertinent part the unlawful duplication of “computer related material,” NYPL § 156.30, and 
the criminal possession of computer related material, NYPL § 156.35 (Tab 13).  Both of 
these provisions could be applied to theft of certain trade secrets or receipt of such stolen 
trade secrets.  The definition of “computer related material” includes a wide variety of 
computer data and programs, see NYPL § 156.00 (definitions of terms Tab 13), including any 
data or program which “is not and is not intended to be available to anyone other than the 
person or persons rightfully in possession thereof or selected persons having access thereto 
with his or their consent and which accords or may accord such rightful possessor an 
advantage over competitors or other persons who do not have knowledge or the benefit 
thereof.”  NYPL § 156.00(5)(c). 

Section 156.30 forbids a person who “having no right to do so” to copy, reproduce, or 
duplicate in any manner” any computer data or program “and thereby intentionally and 
wrongfully deprives or appropriates from an owner thereof an economic value or benefit in 
excess of” $2,500 (Tab 13).  Section 156.35 forbids the knowing possession of material 
copied in violation of § 156.30.  Both offenses are Class E felonies. 

Enforcement of Laws 

Despite the fact that a party can sue under Articles 155 and 156, and § 165.07 under both 
civil and criminal law, these sections have been rarely invoked in New York case law.  The 
most relevant case to date is People v. Russo, 501 N.Y.S.2d 276 (1986) (Tab 14), where the 
criminal defendants were indicted for the unlawful use of secret scientific material in 
violation of NYPL § 165.07.  The defendants moved to dismiss the indictment, contending 
that it did not allege the commission of any crime and that the application of NYPL § 165.07 
to the acts alleged was a violation of defendants' due process rights.  The court rejected the 
defendants' argument that the indictment failed to state a crime, noting that § 165.07 did 
criminalize the unlawful use of criminal software.  The court found that a "computer 
program" was included within the definition of secret scientific material under § 155.00, 
which consequently made the electronic reproduction of the software a prohibited offense 
under § 165.07.  As a result the motion to dismiss was denied. 

The only other case directly on point is Blissworld v. Kovac, 2001 N.Y. Slip Op 40084U (Tab 
15), where the court reviewed causes of action involving Article 155 (larceny) and Article 
156 (offenses involving computers) that were alleged in a civil suit.  Under New York law, 
Penal Law provisions can expose a defendant not only to criminal liability but also civil 
liability, since civil liability may be imposed based on violation of a penal statute if: (1) "the 
plaintiff is one of the class for whose particular benefit the statute was enacted;" (2) if 
"recognition of a private right of action would promote the legislative purpose;" and (3) if 
"creation of such a right would be consistent with the legislative scheme."34  In Blissworld v. 

                                                 
34 Sheehy v. Big Flats Community Day, Inc., 73 N.Y.2d 629 (1989). 
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Kovac the plaintiff attempted to allege larceny (§ 155.05), unauthorized use of a computer (§ 
156.05), computer trespass (§ 156.10), unlawful duplication of computer related material (§ 
156.30), and criminal possession of computer related material (§ 156.35) in conjunction with 
the civil tort of conversion.  The court dismissed as duplicative of the conversion allegation 
the plaintiff’s civil suit based on § 155.05, but upheld as permissible causes of action the 
allegations based on § 156.05, § 156.10, and § 156.35.  The court justified its holding by 
citing McKinney's Cons Laws of NY book 39, which reads in part, "recognition of a private 
right of action would promote the legislative purpose of combating the use of computers to 
commit crimes upon businesses."  The court also noted that NYPL Article 156 was enacted 
in response to the growing number of crimes involving computers, particularly crimes against 
businesses which were costing businesses an estimated $2 million to $10 million a year in 
1986 when Article 156 was enacted.   

Other than these two cases, we could locate no other instances where criminal trade secret 
provisions have been addressed in New York courts.  There are civil cases that discuss some 
of the issues that arise in criminal cases, such as the need to balance disclosure of information 
for the benefit of the public versus the need for a company to keep confidential trade secrets 
such as customer lists, but these issues do not directly pertain to criminal liability.  (See, e.g., 
KLM Royal Dutch Airlines v. deWit, 604 N.Y.S.2d 452 (1993), Danco Laboratories v.  
Chemical Works, 711 N.Y.S.2d 419 (2000)).   

Evaluation of Current Legislation 

In relation to the civil law remedies, many commentators have criticized New York’s law as 
being outdated and unpredictable and have suggested that New York should adopt the UTSA. 

In relation to the criminal law, like many other states, critics argue that the New York state 
criminal trade secret provisions are too specific, and thus too easy to circumvent.  For 
example, New York Penal Law § 155.00 only applies to tangible property.  Although some 
commentators suggest that § 165.07, “Unlawful use of secret scientific material” appears to 
remedy the limitation of the tangible property requirement, little case law is available to 
support this conclusion.35 

New Jersey 

Purpose of Legislation 

New Jersey has specifically addressed the issue of trade secrets in its criminal legislation.  
Since there was some debate whether trade secrets were covered under the larceny statute, 
New Jersey felt the need to add specific protection.  In 1965 it therefore expanded the 
definition of “property” in N.J.S. Cum. Supp. § 2A:119-5.2 to include trade secrets.36   

New Jersey was one of the first states to define trade secrets as property, and, although the 
statute has subsequently been rewritten and appears in its present form under N.J. Rev. Stat. 

                                                                                                                                                        
 
35 Milgrim, Roger M., Milgrim on Trade Secrets, § 12.06 (2011).  (Tab 8) 
36 ibid.  (Tab 8) 
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§ 2C:20-1 (Tab 16), the original New Jersey law has still served as a model that other states 
have used in formulating similar laws.37 

The current law, § 2C:20-1, now provides, in part: 

g.  "Property" means anything of value, including real estate, 
tangible and intangible personal property, trade secrets, contract 
rights, choses in action and other interests in or claims to wealth, 
admission or transportation tickets, captured or domestic animals, 
food and drink, electric, gas, steam or other power, financial 
instruments, information, data, and computer software, in either 
human readable or computer readable form, copies or originals.   

i.  "Trade secret" means the whole or any portion or phase of any 
scientific or technical information, design, process, procedure, 
formula or improvement which is secret and of value.  A trade 
secret shall be presumed to be secret when the owner thereof takes 
measures to prevent it from becoming available to persons other 
than those selected by the owner to have access thereto for limited 
purposes. 

Under N.J. Rev. Stat. § 2C:20-2 a party that steals property (which includes trade secrets) 
commits the crime of theft. 

Enforcement of Laws 

Like New York, New Jersey has produced little case law regarding the criminal prosecution 
of trade secret misappropriation.  Most of the cases that we have uncovered are civil cases, 
which only provide limited insight to the New Jersey court’s treatment of trade secrets.  (See, 
e.g., Boost Company v. Faunce, 13 N.J. Super. 63 (1951), National Tile Board Co. v. 
Panelboard Mfg. Co., 27 N.J. Super. 348 (1953), Whitmyer Bros. Inc. v. Doyle, 58 N.J. 25 
(1971)).   

We have located only one case that deals with this issue under New Jersey law.  In State v 
Telek, 90 N.J. Super 61 (1966) (Tab 17), the defendant contended that his conviction, under 
state law, of embezzlement, larceny, and conspiracy to commit the substantive offenses of 
embezzlement and larceny was improper because one cannot embezzle, steal, or conspire to 
embezzle or steal an "idea" or a trade secret.  However, in affirming the defendant's 
conviction, the court determined that it was not necessary for it to decide whether a trade 
secret is a thing capable of being embezzled.  Although the defendant attacked the 
sufficiency of the indictments and the proofs thereunder, alleging in particular that the taking 
of a "trade secret" cannot constitute larceny or embezzlement, the court noted that the 
embezzlement counts of the indictment did not charge embezzlement of trade secrets as such, 
but the embezzlement of written processes; whether or not they contained trade secrets was 
not related to proof of the defendant's guilt.  Thus, the court concluded that the defendant's 
challenge to his conviction was without merit in view of the language of the counts of the 
indictment. 

                                                 
37 The original New Jersey provision contained a separate provision for stealing or embezzling articles 

representing trade secrets.  The current legislation however does not contain a separate provision for trade 
secrets and incorporates trade secrets within the concept of property. 
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In In re Request for Solid Waste Utility Customer Lists, 106 N.J. 508 (1987) (Tab 18), the 
court sustained a request by the Board of Public Utilities (“Board”) that directs solid waste 
utilities to provide the Board with customer lists for an investigation into possible 
irregularities in the utilities’ business practices.  Appellants urged that the order required 
them to disclose confidential “trade secrets” and was therefore an unlawful taking of a 
property right.  The court disagreed and found that the compulsory production of the 
customer lists is rationally related to a legitimate governmental purpose.  However, the court 
did recognize that the lists were of value to the appellants and ordered that the Board provide 
adequate safeguards for their protection, such as placing them in a locked safe and limiting 
their access to employees engaged in the investigation of the solid waste industry. 

Evaluation of Current Legislation 

Given the lack of case law, the effectiveness of the current legislation is difficult to evaluate.  
It appears that plaintiffs choose to pursue civil remedies rather than criminal sanctions under 
state laws. 



 

 

- 136 -

A
pp

en
di

x 
A

: 
 U

ni
te

d 
S

ta
te

s 
C

as
e 

C
ha

rt
  

K
n

ow
n

 C
ri

m
in

al
 C

as
es

 P
ro

se
cu

te
d

 U
n

d
er

 T
h

e 
E

co
n

om
ic

 E
sp

io
n

ag
e 

A
ct

 (
Ju

ly
 2

00
2 

– 
Ja

n
u

ar
y 

20
12

) 

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

1 
U

.S
. v

. P
u 

(N
.D

. I
ll.

) 
O

ct
ob

er
 1

1,
 2

01
1 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

In
si

de
r 

 
T

ra
di

ng
 s

tr
at

eg
y

 
 

 
P

u 
w

as
 d

is
co

ve
re

d 
co

py
in

g 
co

m
pa

ny
 d

at
a 

re
ga

rd
in

g 
pr

op
ri

et
ar

y 
tr

ad
in

g 
st

ra
te

gi
es

 to
 a

 r
em

ov
ab

le
 s

to
ra

ge
 d

ev
ic

e.
 

2 
U

.S
. v

. Y
an

g 
(N

.D
. I

ll.
) 

S
ep

te
m

be
r 

28
, 2

01
1 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
 

In
si

de
r 

C
M

E
 c

om
pu

te
r 

so
ur

ce
 c

od
e 

 
 

 
T

he
 U

.S
. c

la
im

s 
Y

an
g 

do
w

nl
oa

de
d 

m
or

e 
th

an
 1

,0
00

 c
om

pu
te

r 
fi

le
s 

co
nt

ai
ni

ng
 C

M
E

 c
om

pu
te

r 
so

ur
ce

 c
od

e 
fr

om
 D

ec
em

be
r 

8,
 2

01
0,

 to
 

Ju
ne

 3
0,

 2
01

1,
 r

el
at

ed
 to

 th
e 

co
m

pa
ny

's
 G

lo
be

x 
el

ec
tr

on
ic

 tr
ad

in
g 

pl
at

fo
rm

. 
 

 
T

he
 U

.S
. a

ll
eg

ed
 Y

an
g 

tr
an

sf
er

re
d 

th
e 

fi
le

s 
to

 h
is

 h
om

e 
co

m
pu

te
r 

vi
a 

a 
fl

as
h 

dr
iv

e 
an

d 
ne

go
ti

at
ed

 to
 p

ro
vi

de
 s

ou
rc

e 
co

de
 to

 th
e 

Z
ha

ng
ji

ag
an

g,
 

C
hi

na
, c

he
m

ic
al

 e
le

ct
ro

ni
c 

tr
ad

in
g 

ex
ch

an
ge

. 

3 
U

.S
. v

. D
ox

er
 

M
as

s.
 

A
ug

us
t 2

01
0 

(A
rr

es
t)

 
E

E
A

 
W

ir
e 

F
ra

u
d 

In
si

de
r 

 

C
om

pa
ny

 tr
ad

e 
se

cr
et

s 
– 

cu
st

om
er

 a
nd

 
em

pl
oy

ee
 li

st
, 

ph
ys

ic
al

 a
nd

 
co

m
pu

te
r 

se
cu

ri
ty

 
sy

st
em

s 

6 
m

on
th

s 
in

 
pr

is
on

, 6
 m

on
th

s 
ho

m
e 

co
nf

in
em

en
t

F
in

e:
 $

25
,0

00

 
D

ox
er

 w
as

 e
m

pl
oy

ed
 b

y 
A

ka
m

ai
, a

 w
eb

si
te

 c
on

te
nt

 d
el

iv
er

y 
co

m
pa

ny
. 

 
H

e 
th

ou
gh

t h
e 

w
as

 p
ro

vi
di

ng
 c

om
pa

ny
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

to
 I

sr
ae

l, 
bu

t 
in

st
ea

d 
w

as
 in

fo
rm

in
g 

an
d 

un
de

rc
ov

er
 F

B
I 

ag
en

t. 
 H

e 
co

nt
in

ue
d 

to
 

pr
ov

id
e 

va
ri

ou
s 

in
fo

rm
at

io
n 

ov
er

 a
n 

18
 m

on
th

 p
er

io
d.

 

4 
U

.S
. v

. Q
in

 
(E

.D
. M

ic
h.

) 
Ju

ly
 2

01
0 

(A
rr

es
t)

 

E
E

A
  

E
E

A
 C

on
sp

ir
ac

y 
W

ir
e 

F
ra

u
d 

O
ut

si
de

r 
 

In
si

de
r 

 

H
yb

ri
d 

ve
hi

cl
e 

te
ch

no
lo

gy
 

 
 

 
D

u,
 w

hi
le

 e
m

pl
oy

ed
 b

y 
G

M
, p

ro
vi

de
d 

in
fo

rm
at

io
n 

to
 h

er
 h

us
ba

nd
, Q

in
, 

re
ga

rd
in

g 
G

M
 h

yb
ri

d 
ve

hi
cl

e 
te

ch
no

lo
gy

 f
or

 h
is

 b
en

ef
it

 a
nd

 th
e 

be
ne

fi
t 

of
 a

 c
om

pa
ny

 th
at

 th
ey

 o
w

ne
d 

an
d 

op
er

at
ed

. 
 

5 
U

.S
. v

. H
ua

ng
 

(S
.D

. I
nd

.)
 

Ju
ly

 2
1,

 2
01

0 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

O
rg

an
ic

 p
es

ti
ci

de
 

an
d 

fo
od

 p
ro

du
ct

 
in

fo
rm

at
io

n 
87

 m
on

th
s 

 
 

M
is

ap
pr

op
ri

at
ed

 D
ow

 A
rg

oS
ci

en
ce

s 
an

d 
C

ar
gi

ll 
tr

ad
e 

se
cr

et
s.

  
D

ow
 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
w

er
e 

m
is

ap
pr

op
ri

at
ed

 w
it

h 
th

e 
in

te
nt

 to
 b

en
ef

it 
th

e 
P

eo
pl

e’
s 

R
ep

ub
li

c 
of

 C
hi

na
. 



 

 

- 137 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

6 
U

.S
. v

. C
ro

w
 

(M
.D

. G
a.

) 
Ju

ne
 1

1,
 2

01
0 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 

C
om

pu
te

r 
di

sc
s,

 
bl

ue
pr

in
ts

, c
os

t 
an

d 
pr

ic
in

g 
in

fo
rm

at
io

n 

36
 m

on
th

s,
 

fo
ll

ow
ed

 b
y 

3 
ye

ar
s’

 
su

pe
rv

is
ed

 
re

le
as

e 

F
in

e:
  

$1
0,

00
0

 
A

ft
er

 b
ei

ng
 la

id
 o

ff
 f

ro
m

 T
ur

bi
ne

 E
ng

in
es

 C
om

po
ne

nt
s 

T
ec

hn
ol

og
ie

s 
C

or
po

ra
ti

on
 (

T
E

C
T

),
 C

ro
w

 to
ok

 m
or

e 
th

an
 1

00
 c

om
pu

te
r 

di
sc

s 
th

at
 

co
nt

ai
ne

d 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

of
 th

e 
co

m
pa

ny
. 

 T
E

C
T

 m
ak

es
 p

ar
ts

 f
or

 
m

il
ta

ry
 a

ir
pl

an
e 

en
gi

ne
s.

  
 

H
e 

to
ok

 a
 jo

b 
w

ith
 o

ne
 o

f 
T

E
C

T
’s

 c
om

pe
ti

to
rs

, b
ut

 c
on

ti
nu

ed
 to

 
co

nt
ac

t e
m

pl
oy

ee
s 

at
 h

is
 f

or
m

er
 e

m
pl

oy
er

 in
 a

n 
at

te
m

pt
 to

 g
et

 a
cc

es
s 

to
 

tr
ad

e 
se

cr
et

s.
  

7 
U

.S
. v

. A
gr

aw
al

 
(S

.D
.N

.Y
) 

A
pr

il
 1

9,
 2

01
0 

(A
rr

es
t)

 

E
E

A
 

In
si

de
r 

P
ro

pr
ie

ta
ry

 
co

m
pu

te
r 

co
de

36
 m

on
th

s 
 

 
C

on
vi

ct
ed

 in
 a

 ju
ry

 tr
ia

l o
f 

th
ef

t o
f 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
an

d 
in

te
rs

ta
te

 
tr

an
sp

or
ta

ti
on

 o
f 

st
ol

en
 p

ro
pe

rt
y.

  
 

 
A

gr
aw

al
 m

is
ap

pr
op

ri
at

ed
 p

ro
pr

ie
ta

ry
 c

om
pu

te
r 

co
de

 u
se

d 
in

 h
is

 
em

pl
oy

er
 S

oc
ie

ty
 G

en
er

al
e’

s 
hi

gh
 f

re
qu

en
cy

 tr
ad

in
g 

bu
si

ne
ss

. 
  

 
A

gr
aw

al
 d

is
cl

os
ed

 d
et

ai
ls

 o
f 

th
e 

S
oc

ie
ty

 G
en

er
al

e’
s 

so
ft

w
ar

e 
sy

st
em

 to
 

a 
co

m
pe

ti
to

r 
in

 th
e 

ho
pe

s 
of

 b
ei

ng
 o

ff
er

ed
 a

 p
os

it
io

n 
w

it
h 

th
e 

co
m

pe
ti

to
r.

 
 

S
en

te
nc

e 
w

as
 lo

w
er

 th
an

 th
e 

re
co

m
m

en
de

d 
se

nt
en

ce
 o

f 
63

 to
 7

8 
m

on
th

s 
be

ca
us

e 
Ju

dg
e 

R
ak

of
f 

th
ou

gh
t A

gr
aw

al
 w

as
 a

 “
go

od
 g

uy
 w

ho
 

di
d 

so
m

et
hi

ng
 v

er
y 

ba
d.

” 
 

 

8 
U

.S
. v

. A
le

yn
ik

ov
 

(S
.D

.N
.Y

) 
F

eb
ru

ar
y 

11
, 2

01
0 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

C
F

A
A

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 
C

om
pu

te
r 

so
ur

ce
 

co
de

 
97

 m
on

th
s 

$1
2,

50
0 

fi
ne

 
T

he
 I

nd
ic

tm
en

t c
ha

rg
ed

 th
at

 A
le

yn
ik

ov
, a

 f
or

m
er

 c
om

pu
te

r 
pr

og
ra

m
m

er
 f

or
 G

ol
dm

an
 S

ac
hs

, s
to

le
 G

ol
dm

an
 S

ac
hs

' p
ro

pr
ie

ta
ry

 
co

m
pu

te
r 

so
ur

ce
 c

od
e 

ne
ar

 th
e 

en
d 

of
 h

is
 e

m
pl

oy
m

en
t w

it
h 

th
e 

fi
rm

, 
in

te
nd

in
g 

to
 u

se
 th

e 
st

ol
en

 c
od

e 
at

 h
is

 n
ew

 jo
b 

w
it

h 
C

hi
ca

go
-b

as
ed

 
T

ez
a 

T
ec

hn
ol

og
ie

s,
 L

L
C

. 
 

T
ri

al
 o

n 
tw

o 
of

 th
e 

co
un

ts
 b

eg
an

 o
n 

N
ov

em
be

r 
29

, 2
01

0.
 T

he
 ju

ry
 

re
ac

he
d 

it
s 

ve
rd

ic
t o

n 
D

ec
em

be
r 

10
, f

in
di

ng
 A

le
yn

ik
ov

 g
ui

lty
 o

n 
bo

th
 

of
 th

e 
co

un
ts

. 
 

 
A

le
yn

ik
ov

’s
 m

ot
io

n 
to

 s
et

 a
si

de
 th

e 
ve

rd
ic

t a
nd

 to
 d

is
m

is
s 

th
e 

In
di

ct
m

en
t o

r,
 in

 th
e 

al
te

rn
at

iv
e,

 f
or

 a
 n

ew
 tr

ia
l w

as
 d

en
ie

d.
 

 
T

he
 g

ov
er

nm
en

t a
ls

o 
in

di
ct

ed
 A

le
yn

ik
io

v 
un

de
r 

th
e 

C
F

A
A

 b
ut

 th
at

 
co

un
t w

as
 d

is
m

is
se

d 
be

ca
us

e 
A

le
yn

ik
ov

’s
 a

cc
es

s 
w

as
 a

ut
ho

ri
ze

d.
 



 

 

- 138 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

9 
U

.S
. v

. J
ha

ve
ri

 
(N

.D
.N

.Y
.)

 
F

eb
ru

ar
y 

2,
 2

01
0 

(A
rr

es
t)

  

E
E

A
 

In
si

de
r 

C
on

fi
de

nt
ia

l 
co

m
pu

te
r 

fi
le

s

T
im

e 
se

rv
ed

 a
nd

 
3 

ye
ar

s 
su

pe
rv

is
ed

 
re

le
as

e 

F
in

e:
 $

5,
00

0

 
S

to
le

 tr
ad

e 
se

cr
et

s 
fr

om
 e

m
pl

oy
er

, B
ri

st
ol

-M
ey

er
s 

S
qu

ib
b 

C
o.

  
Pl

an
ne

d 
to

 u
se

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

to
 s

ta
rt

 a
  

co
m

pa
ny

 in
 I

nd
ia

. 
 

A
t t

he
 ti

m
e 

of
 h

is
 a

rr
es

t, 
Jh

av
er

i b
el

ie
ve

d 
he

 w
as

 m
ee

ti
ng

 w
ith

 a
 

po
te

nt
ia

l i
nv

es
to

r 
fo

r 
hi

s 
co

m
pa

ny
. 

 

10
 

U
.S

. v
. Y

u 
(E

.D
. M

ic
h.

) 
O

ct
ob

er
 2

00
9 

(A
rr

es
t)

 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

F
or

d 
de

si
gn

 
do

cu
m

en
ts

 
70

 m
on

th
s 

F
in

e:
 $

12
,5

00

 
Y

u 
to

ok
 th

e 
F

or
d 

de
si

gn
 d

oc
um

en
ts

 to
 C

hi
na

 w
he

re
 h

e 
ha

d 
ac

ce
pt

ed
 a

 
ne

w
 p

os
it

io
n 

w
ith

 a
no

th
er

 c
om

pa
ny

. 
 

Y
u 

re
si

gn
ed

 h
is

 p
os

it
io

n 
at

 F
or

d 
vi

a 
em

ai
l f

ro
m

 C
hi

na
. 

 
Y

u 
w

il
l b

e 
de

po
rt

ed
 a

ft
er

 h
is

 r
el

ea
se

. 

11
 

U
.S

. v
. L

ee
 

(N
.D

. I
ll.

) 
M

ar
ch

 2
6,

 2
00

9 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

Se
cr

et
 f

or
m

ul
as

 
fo

r 
pa

in
ts

 a
nd

 
co

at
in

gs
 

15
 m

on
th

s 
R

es
t.:

 $
31

,0
00

 
L

ee
 p

le
d 

gu
il

ty
 to

 th
ef

t o
f 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
fr

om
 e

m
pl

oy
er

 V
al

sp
ar

. 
  

 
C

ou
rt

 g
av

e 
a 

se
nt

en
ce

 b
el

ow
 s

en
te

nc
in

g 
gu

id
el

in
es

 p
ar

tl
y 

be
ca

us
e 

L
ee

 
ha

d 
pr

os
ta

te
 c

an
ce

r 
an

d 
w

as
 s

to
pp

ed
 b

ef
or

e 
tr

av
el

in
g 

to
 th

e 
co

m
pe

ti
to

r 
in

 C
hi

na
. 

12
 

U
.S

. v
. R

ob
er

ts
  

(E
.D

. T
en

n.
) 

M
ar

ch
 9

, 2
00

9 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

om
pe

ti
to

r 

P
ho

to
s 

of
 

co
m

pe
ti

to
r’

s 
ti

re
 

m
an

uf
ac

tu
ri

ng
 

eq
ui

pm
en

t 

4 
ye

ar
s 

pr
ob

.
$1

00
0 

fi
ne

 
w

ai
ve

d 
fo

r 
in

ab
il

it
y 

to
 p

ay

 
R

ob
er

ts
 a

nd
 H

ow
le

y,
 e

m
pl

oy
ee

s 
of

 W
yk

o 
T

ir
e 

T
ec

hn
ol

og
y 

In
c.

, w
er

e 
to

 p
ro

du
ce

 ti
re

-m
ak

in
g 

m
ac

hi
ne

ry
 th

at
 W

yk
o 

ha
d 

ne
ve

r 
m

ad
e 

be
fo

re
. 

  
 

R
ob

er
ts

 a
nd

 H
ow

le
y 

vi
si

te
d 

a 
G

oo
dy

ea
r 

fa
ci

li
ty

 a
nd

 to
ok

 p
ho

to
s 

of
 

G
oo

dy
ea

r’
s 

ti
re

-m
ak

in
g 

m
ac

hi
ne

ry
. 

13
 

U
.S

. v
. J

in
 

(E
.D

. I
ll

.)
 

D
ec

em
be

r 
9,

 2
00

8 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

T
ec

hn
ic

al
 

do
cu

m
en

ts
 

re
ga

rd
in

g 
te

le
-c

om
m

un
ic

at
i

on
s 

so
ft

w
ar

e 
de

ve
lo

pm
en

t 

 
 

 
W

hi
le

 o
n 

le
av

e 
fr

om
 M

ot
or

ol
a,

 J
in

 a
cc

ep
te

d 
em

pl
oy

m
en

t w
it

h 
C

hi
na

-b
as

ed
 c

om
pa

ny
 K

ai
 S

un
 N

ew
s 

T
ec

hn
ol

og
y 

C
om

pa
ny

. 
 K

ai
 S

un
 

pr
ov

id
ed

 te
le

co
m

m
un

ic
at

io
ns

 te
ch

no
lo

gy
 a

nd
 p

ro
du

ct
s 

to
 th

e 
C

hi
ne

se
 

m
il

it
ar

y.
 

 
G

ov
er

nm
en

t a
ll

eg
ed

 th
at

 w
he

n 
Ji

n 
re

tu
rn

ed
 to

 M
ot

or
ol

a 
af

te
r 

he
r 

le
av

e 
en

de
d,

 s
he

 d
id

 n
ot

 in
fo

rm
 M

ot
or

ol
a 

th
at

 s
he

 h
ad

 a
cc

ep
te

d 
em

pl
oy

m
en

t 
w

it
h 

K
ai

 S
un

 a
nd

 d
ow

nl
oa

de
d 

20
0 

te
ch

ni
ca

l d
oc

um
en

ts
 b

el
on

gi
ng

 to
 

M
ot

or
ol

a 
fr

om
 th

e 
se

cu
re

 n
et

w
or

k 
as

 w
el

l a
s 

ot
he

r 
do

cu
m

en
ts

 a
nd

 
m

at
er

ia
ls

. J
in

 r
es

ig
ne

d 
th

e 
fo

ll
ow

in
g 

da
y 

an
d 

do
w

nl
oa

de
d 

m
or

e 
do

cu
m

en
ts

 la
te

r 
th

at
 d

ay
. 

 
 

Ji
n 

w
as

 s
to

pp
ed

 in
 O

’H
ar

e 
ai

rp
or

t w
it

h 
ov

er
 1

,0
00

 te
ch

ni
ca

l d
oc

um
en

ts
 

be
lo

ng
in

g 
to

 M
ot

or
ol

a 
in

 h
er

 p
os

se
ss

io
n 

as
 s

he
 p

re
pa

re
d 

to
 b

oa
rd

 a
 

fl
ig

ht
 to

 C
hi

na
. 

 
T

ri
al

 b
eg

an
 in

 N
ov

em
be

r 
20

11
. 



 

 

- 139 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

14
 

U
.S

. v
. M

al
ho

tr
a 

(N
.D

. C
al

.)
 

Ju
ne

 2
7,

 2
00

8 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

C
on

fi
de

nt
ia

l 
pr

ic
in

g 
in

fo
rm

at
io

n 
5 

m
on

th
s 

F
in

e:
  

$3
00

0

 
T

he
 g

ov
er

nm
en

t c
ha

rg
ed

 M
al

ho
tr

a 
ob

ta
in

ed
 tr

ad
e 

se
cr

et
 in

fo
rm

at
io

n 
re

ga
rd

in
g 

th
e 

IB
M

 G
lo

ba
l S

er
vi

ce
s,

 in
cl

ud
in

g 
in

fo
rm

at
io

n 
on

 p
ro

du
ct

s 
co

st
s 

an
d 

m
at

er
ia

ls
 th

at
 I

B
M

 u
se

d 
to

 c
om

pe
te

 in
 th

e 
m

ar
ke

tp
la

ce
 f

or
 

pr
in

te
rs

 a
nd

 o
th

er
 o

ut
pu

t d
ev

ic
es

. 
 

M
al

ho
tr

a 
ac

ce
pt

ed
 a

 p
os

it
io

n 
w

ith
 H

ew
le

tt 
Pa

ck
ar

d 
af

te
r 

re
ce

iv
in

g 
th

is
 

da
ta

 a
nd

 s
ha

re
d 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

w
it

h 
H

P 
ex

ec
s.

  

15
 

U
.S

. v
. C

hu
ng

 
(C

.D
. C

al
.)

 
F

eb
ru

ar
y 

6,
 2

00
8 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
 

E
E

A
 

In
si

de
r 

R
es

tr
ic

te
d 

te
ch

no
lo

gy
 a

nd
 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
re

la
ti

ng
 to

 th
e 

sp
ac

e 
sh

ut
tl

e 
pr

og
ra

m
 a

nd
 

D
el

ta
 I

V
 r

oc
ke

t

18
8 

m
on

th
s 

 

 
C

hu
ng

 w
or

ke
d 

fo
r 

B
oe

in
g 

an
d 

w
as

 d
is

co
ve

re
d 

w
it

h 
m

or
e 

th
an

 3
00

,0
00

 
pa

ge
s 

re
la

ti
ng

 to
 th

e 
sp

ac
e 

sh
ut

tl
e,

 D
el

ta
 I

V
 R

oc
ke

t, 
F

-1
5 

F
ig

ht
er

, B
-5

2 
B

om
be

r,
 a

nd
 C

hi
no

ok
 H

el
ic

op
te

r.
 

 
C

hu
ng

 w
as

 s
ha

ri
ng

 in
fo

rm
at

io
n 

w
it

h 
th

e 
N

an
ch

an
g 

A
ir

cr
af

t C
om

pa
ny

, 
a 

pr
od

uc
ti

on
 f

ac
to

ry
 o

f 
th

e 
C

hi
ne

se
 M

in
is

tr
y 

of
 A

vi
at

io
n.

 

16
 

U
.S

. v
. M

it
ch

el
l 

(E
.D

. V
a.

) 
20

08
 

(A
rr

es
t)

 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

P
ro

pr
ie

ta
ry

 
sp

re
ad

sh
ee

t o
n 

K
ev

la
r 

18
 m

on
th

s 
R

es
t:

 f
ee

s 
an

d 
co

st
s 

of
 th

e 
ca

se

 
M

it
ch

el
l e

m
ai

le
d 

th
e 

co
nt

en
ts

 o
f 

a 
pr

op
ri

et
ar

y 
sp

re
ad

sh
ee

t w
it

h 
D

up
on

t 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

in
vo

lv
in

g 
K

ev
la

r 
to

 a
 K

or
ea

n 
co

m
pe

ti
to

r 
co

m
pa

ny
. 

 
M

it
ch

el
l p

le
d 

gu
il

ty
 to

 th
ef

t o
f 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
an

d 
ob

st
ru

ct
io

n 
of

 ju
st

ic
e.

 

17
 

U
.S

. v
. S

hi
ah

 
(C

.D
. C

al
.)

 
20

07
 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 
C

om
pu

te
r 

da
ta

 
fi

le
s 

N
on

e 
 

 
B

ef
or

e 
le

av
in

g 
B

ro
ad

co
m

 to
 w

or
k 

fo
r 

a 
co

m
pe

ti
to

r,
 S

hi
ah

 c
op

ie
d 

co
m

pu
te

r 
fi

le
s 

in
te

nd
ed

 to
 r

ep
re

se
nt

 h
is

 w
or

k 
w

hi
le

 w
ith

 B
ro

ad
co

m
. 

 
S

om
e 

of
 th

e 
fi

le
s 

w
er

e 
co

pi
ed

 in
 th

e 
co

ur
se

 o
f 

hi
s 

no
rm

al
 w

or
k.

  
 

 
B

en
ch

 tr
ia

l. 
 

C
ou

rt
 f

ou
nd

 th
at

 w
hi

le
 S

hi
ah

’s
 a

ct
io

ns
 w

er
e 

w
ro

ng
 a

nd
 w

ou
ld

 li
ke

ly
 

su
bj

ec
t h

im
 to

 c
iv

il
 li

ab
il

it
y,

 th
e 

ev
id

en
ce

 d
id

 n
ot

 s
ho

w
 b

ey
on

d 
a 

re
as

on
ab

le
 d

ou
bt

 th
at

 S
hi

ah
 s

ho
ul

d 
be

 c
ri

m
in

al
ly

 li
ab

le
. 

 T
he

 
go

ve
rn

m
en

t d
id

 n
ot

 s
ho

w
 th

e 
re

qu
is

it
e 

in
te

nt
 to

 c
on

ve
rt

 th
e 

tr
ad

e 
se

cr
et

 
in

fo
rm

at
io

n.
  



 

 

- 140 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

18
 

U
.S

. v
. L

ee
 

(N
.D

. C
al

.)
 

S
ep

te
m

be
r 

26
, 2

00
7 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
E

E
A

 C
on

sp
ir

ac
y 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

O
ut

si
de

r 

C
om

pu
te

r 
ch

ip
 

de
si

gn
 a

nd
 

de
ve

lo
pm

en
t 

 
 

 
T

he
 I

nd
ic

tm
en

t a
lle

ge
s 

th
at

 L
ee

 a
nd

 G
e 

of
 c

on
sp

ir
in

g 
to

 s
te

al
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

fr
om

 th
ei

r 
em

pl
oy

er
 a

t t
he

 ti
m

e,
 N

et
L

og
ic

s 
M

ic
ro

sy
st

em
s,

 a
nd

 
fr

om
 T

ai
w

an
 S

em
ic

on
du

ct
or

 M
an

uf
ac

tu
ri

ng
 C

or
po

ra
ti

on
. 

 
 T

he
 g

ov
er

nm
en

t a
ls

o 
al

le
ge

s 
th

at
 th

e 
pa

ir
 c

re
at

ed
 a

 c
om

pa
ny

, S
IC

O
 

M
ic

ro
sy

st
em

s,
 I

nc
., 

fo
r 

th
e 

pu
rp

os
e 

of
 d

ev
el

op
in

g 
an

d 
m

ar
ke

ti
ng

 
pr

od
uc

ts
 d

er
iv

ed
 f

ro
m

 a
nd

 u
si

ng
 th

e 
st

ol
en

 tr
ad

e 
se

cr
et

s.
 T

he
 

de
fe

nd
an

ts
 s

ou
gh

t t
o 

ob
ta

in
 v

en
tu

re
 c

ap
it

al
 f

un
di

ng
 f

or
 th

ei
r 

co
m

pa
ny

 
fr

om
 th

e 
go

ve
rn

m
en

t o
f 

C
hi

na
. 

19
 

U
.S

. v
. H

e 
(E

.D
. P

a.
) 

20
07

 
E

E
A

 
In

si
de

r 

C
om

pu
te

r 
so

ur
ce

 
co

de
 f

or
 m

ed
ic

al
 

so
ft

w
ar

e 
pr

og
ra

m
s 

24
 m

on
th

s 
 

 
Pl

ed
 g

ui
lty

 to
 th

ef
t o

f 
tr

ad
e 

se
cr

et
s.

 

20
 

U
.S

. v
. M

en
g 

(N
.D

. C
al

) 
D

ec
em

be
r 

13
, 2

00
6 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

M
il

it
ar

y 
co

m
ba

t 
an

d 
co

m
m

er
ci

al
 

si
m

ul
at

io
n 

so
ft

w
ar

e 

24
 m

on
th

s 
 

 
M

en
g 

st
ol

e 
th

e 
so

ft
w

ar
e 

w
ith

 th
e 

in
te

nt
 th

at
 th

ey
 w

ou
ld

 b
e 

us
ed

 to
 

be
ne

fi
t t

he
 f

or
ei

gn
 g

ov
er

nm
en

ts
 o

f 
C

hi
na

, T
ha

il
an

d,
 a

nd
 M

al
ay

si
a.

 
 

M
en

g 
pl

ed
 g

ui
lt

y 
to

 v
io

la
ti

ng
 th

e 
E

E
A

 a
nd

 A
rm

s 
E

xp
or

t C
on

tr
ol

 A
ct

. 
 

21
 

U
.S

. v
. W

il
lia

m
s 

(N
.D

. G
a.

) 
Ju

ly
 5

, 2
00

6 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

In
si

de
r 

C
oc

a-
C

ol
a 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
96

 m
on

th
s 

 

 
W

il
li

am
s 

w
as

 a
n 

E
xe

cu
ti

ve
 A

ss
is

ta
nt

 a
t T

he
 C

oc
a 

C
ol

a 
C

om
pa

ny
 

(T
C

C
C

) 
w

ho
 c

on
sp

ir
ed

 w
it

h 
D

im
so

n 
an

d 
D

uh
an

ey
 to

 s
el

l T
C

C
C

 tr
ad

e 
se

cr
et

s.
 

 
C

om
pa

ni
on

 c
as

es
 –

 U
.S

. v
. D

im
so

n 
(6

0 
m

on
th

s 
in

 J
un

e 
20

07
) 

an
d 

U
.S

. 
v.

 D
uh

an
ey

 (
24

 m
on

th
s 

in
 J

un
e 

20
07

) 

22
 

U
.S

. v
. D

im
so

n 
 

(N
.D

. G
a.

) 
Ju

ly
 5

, 2
00

6 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

O
ut

si
de

r 
C

oc
a-

C
ol

a 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

60
 m

on
th

s 
 

 
C

om
pa

ni
on

 c
as

es
 –

 U
.S

. v
. W

il
lia

m
s 

an
d 

U
.S

. v
. D

uh
an

ey
  

23
 

U
.S

. v
. D

uh
an

ey
 

 
Ju

ly
 5

, 2
00

6 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

O
ut

si
de

r 
C

oc
a-

C
ol

a 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

24
 m

on
th

s 
 

 
C

om
pa

ni
on

 c
as

es
 –

 U
.S

. v
. D

im
so

n 
an

d 
 U

.S
. v

. W
il

li
am

s 
 



 

 

- 141 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

24
 

U
.S

. v
. L

oc
kw

oo
d 

(E
.D

. M
ic

h.
) 

Ju
ly

 5
, 2

00
6 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 

Se
cr

et
 p

ro
ce

ss
 f

or
 

m
an

uf
ac

tu
ri

ng
he

av
y 

au
to

m
ot

iv
e 

pa
rt

s 
fr

om
 

po
w

de
re

d 
m

et
al

 
 

 
F

or
m

er
 v

ic
e-

pr
es

id
en

t o
f 

M
et

al
dy

ne
 s

to
le

 in
fo

rm
at

io
n 

ab
ou

t i
ts

 
pr

oc
es

se
s 

w
it

h 
th

e 
in

te
nt

 to
 p

ro
vi

de
 th

em
 to

 a
  

C
hi

ne
se

 c
om

pe
ti

to
r.

  

25
 

U
.S

. v
. M

in
 

(D
. D

el
.)

  
F

eb
ru

ar
y 

14
, 2

00
6 

(A
rr

es
t)

 
 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

H
ar

d 
co

py
 a

nd
 

co
m

pu
te

r 
fi

le
 

do
cu

m
en

ts
  

on
 

D
uP

on
t’

s 
m

aj
or

 
te

ch
no

lo
gi

es
 a

nd
 

pr
od

uc
t l

in
es

 a
nd

 
ne

w
 a

nd
 

em
er

gi
ng

 
te

ch
no

lo
gi

es
 in

 
R

&
D

 

18
 m

on
th

s 
F

in
e:

 $
30

,0
00

R
es

t:
 $

14
,5

00

 
W

hi
le

 w
or

ki
ng

 f
or

 D
uP

on
t, 

M
in

 a
cc

es
se

d 
in

fo
rm

at
io

n 
on

 a
 b

ro
ad

 
va

ri
et

y 
of

 D
uP

on
t t

ec
hn

ol
og

ie
s,

 r
es

ea
rc

h 
an

d 
pr

od
uc

t l
in

es
 u

nr
el

at
ed

 to
 

hi
s 

w
or

k 
ar

ea
. 

  
 

M
in

 a
cc

ep
te

d 
em

pl
oy

m
en

t w
it

h 
co

m
pe

ti
to

r 
V

ic
tr

ex
 a

nd
 u

pl
oa

de
d 

th
e 

D
uP

on
t d

oc
um

en
ts

 to
 h

is
 V

ic
tr

ex
 la

pt
op

. 
 

 
M

in
 p

le
d 

gu
il

ty
 to

 th
ef

t o
f 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
fr

om
 D

uP
on

t. 

26
 

U
.S

. v
. Z

ha
ng

 
(N

.D
. C

al
.)

 
D

ec
em

be
r 

21
, 2

00
5 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
C

F
A

A
 

O
ut

si
de

r 

D
oc

um
en

ts
 w

it
h 

in
fo

rm
at

io
n 

ab
ou

t 
sw

itc
he

s 
an

d 
tr

an
sc

ei
ve

r 
pr

od
uc

ts
 

 
 

 
Z

ha
ng

, a
 N

et
ge

ar
 e

m
pl

oy
ee

, a
cc

ep
te

d 
a 

po
si

ti
on

 w
it

h 
B

ro
ad

co
m

 a
nd

 
an

no
un

ce
d 

hi
s 

in
te

nt
io

n 
to

 le
av

e.
  

 
A

ft
er

 r
es

ig
ni

ng
, Z

ha
ng

 d
ow

nl
oa

de
d 

do
cu

m
en

ts
 w

it
h 

in
fo

rm
at

io
n 

on
 

cl
ie

nt
 M

ar
ve

ll
’s

 s
w

it
ch

es
 a

nd
 tr

an
sc

ei
ve

r 
pr

od
uc

ts
. 

 
Z

ha
ng

 c
op

ie
d 

th
e 

st
ol

en
 f

il
es

 to
 a

 la
pt

op
 r

ec
ei

ve
d 

fr
om

 B
ro

ad
co

m
 (

a 
M

ar
ve

ll
 c

om
pe

tit
or

).
 

27
 

U
.S

. v
. T

sa
i 

(N
.D

. C
al

.)
 

D
ec

em
be

r 
20

05
 

(A
rr

es
t)

 

E
E

A
 

In
si

de
r 

D
at

as
he

et
 o

f 
em

pl
oy

er
’s

 
pr

op
ri

et
ar

y 
in

fo
 

 
 

C
ha

rg
ed

 w
it

h 
tr

an
sp

or
ti

ng
 s

to
le

n 
da

ta
sh

ee
ts

 w
it

h 
em

pl
oy

er
’s

 
pr

op
ri

et
ar

y 
in

fo
rm

at
io

n.
 

28
 

U
.S

. v
. S

an
de

rs
 

(W
.D

.N
.Y

.)
 

O
ct

ob
er

 1
9,

 2
00

5 
(A

rr
es

t)
 

 

E
E

A
 

In
si

de
r 

G
la

ss
 p

ro
du

ct
io

n 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

48
 m

on
th

s 
F

in
e:

 $
20

,0
00

 
P

le
d 

gu
il

ty
 to

 c
on

sp
ir

in
g 

to
 p

os
se

ss
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

co
nc

er
ni

ng
 C

or
ni

ng
 

In
c.

’s
 T

hi
n 

F
il

m
 T

ra
ns

is
to

r 
L

iq
ui

d 
D

is
pl

ay
 g

la
ss

 p
ro

du
ct

io
n 

pr
oc

es
s.

  
 

C
om

pa
ni

on
 c

as
e:

  
U

.S
. v

. L
in

 (
W

D
N

Y
) 

– 
30

 m
on

th
s 



 

 

- 142 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

29
 

U
.S

. v
. M

cM
en

am
in

 
(N

.D
. C

al
.)

 
S

ep
te

m
be

r 
 2

00
5 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
IT

S
P

 
C

om
pe

ti
to

r 

T
ec

hn
ic

al
 

sp
ec

if
ic

at
io

ns
, 

pr
od

uc
t d

es
ig

ns
, 

pr
os

pe
ct

iv
e 

cu
st

om
er

s,
 

cu
st

om
er

 
pr

op
os

al
s,

 c
li

en
t 

ac
co

un
t 

in
fo

rm
at

io
n 

an
d 

pr
ic

in
g 

4 
m

on
th

s 
 

2 
ye

ar
s’

 
su

pe
rv

is
ed

 
re

le
as

e 

 

 
M

cM
en

am
in

 a
dm

it
te

d 
th

at
 h

e 
co

ns
pi

re
d 

w
it

h 
ot

he
r 

ex
ec

ut
iv

es
 to

 
il

le
ga

lly
 a

cc
es

s 
a 

co
m

pe
tit

or
’s

 c
om

pu
te

r 
ne

tw
or

k 
an

d 
ap

pl
ic

at
io

ns
 

re
pe

at
ed

ly
 o

ve
r 

a 
10

-m
on

th
 p

er
io

d;
 to

 m
is

ap
pr

op
ri

at
e 

an
d 

co
py

 th
e 

co
m

pe
ti

to
r’

s 
tr

ad
e 

se
cr

et
s;

 a
nd

 to
 tr

an
sm

it
 c

om
pe

ti
to

r’
s 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
to

 
ot

he
r 

ex
ec

ut
iv

es
 a

t h
is

 e
m

pl
oy

er
 

 
C

om
pa

ni
on

 c
as

e:
 U

.S
. v

. O
’N

ei
l 

30
 

U
.S

. v
. L

in
 

(W
.D

.N
.Y

.)
 

20
05

 
E

E
A

 
C

om
pe

ti
to

r 
G

la
ss

 p
ro

du
ct

io
n 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
30

 m
on

th
s 

F
in

e:
  

$1
,0

00
 

P
ur

ch
as

ed
 te

ch
ni

ca
l d

ra
w

in
gs

 f
ro

m
 C

or
ni

ng
 e

m
pl

oy
ee

, S
an

de
rs

. 
 

 
T

he
 c

ou
rt

 r
ed

uc
ed

 L
in

’s
 s

en
te

nc
e 

fr
om

 th
e 

5 
ye

ar
 m

ax
im

um
, c

it
in

g 
L

in
’s

 a
ge

 (
70

),
 r

em
or

se
 a

nd
 la

ck
 o

f 
cr

im
in

al
 h

is
to

ry
. 

31
 

U
.S

. v
. O

’N
ei

l 
(N

.D
. C

al
.)

 
20

05
 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
IT

S
P

 
C

om
pe

ti
to

r 

T
ec

hn
ic

al
 

sp
ec

if
ic

at
io

ns
, 

pr
od

uc
t d

es
ig

ns
, 

pr
os

pe
ct

iv
e 

cu
st

om
er

s,
 

cu
st

om
er

 
pr

op
os

al
s,

 c
li

en
t 

ac
co

un
t 

in
fo

rm
at

io
n 

an
d 

pr
ic

in
g 

1 
ye

ar
 

F
in

e:
 $

3,
00

0

 
O

’N
ei

l w
as

 th
e 

C
E

O
 o

f 
B

us
in

es
s 

E
ng

in
e 

S
of

tw
ar

e.
  

 
 

P
le

d 
gu

ilt
y 

to
 c

on
sp

ir
in

g 
to

 d
ow

nl
oa

d 
an

d 
st

ea
l c

om
pe

ti
to

r 
N

ik
u’

s 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

ov
er

 th
e 

co
ur

se
 o

f 
a 

ye
ar

. 
 

A
cc

or
di

ng
 to

 th
at

 c
om

pl
ai

nt
, B

us
in

es
s 

E
ng

in
e 

il
le

ga
ll

y 
ob

ta
in

ed
 

co
nf

id
en

ti
al

 a
cc

ou
nt

 n
am

es
 a

nd
 p

as
sw

or
ds

 th
at

 e
na

bl
ed

 b
ro

ad
 

ad
m

in
is

tr
at

iv
e 

ac
ce

ss
 to

 N
ik

u'
s 

co
m

pu
te

rs
 o

ve
r 

th
e 

in
te

rn
et

. B
ot

h 
co

m
pa

ni
es

 s
el

l w
eb

-b
as

ed
 p

ro
je

ct
 m

an
ag

em
en

t s
of

tw
ar

e.
 

 
C

om
pa

ni
on

 c
as

e:
 U

.S
. v

. M
cM

en
am

in
. 

 

32
 

U
.S

. v
. G

en
ov

es
e 

(S
.D

.N
.Y

.)
 

Ja
nu

ar
y 

3,
 2

00
5 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
IT

S
P

 
O

ut
si

de
r 

 

So
ur

ce
 c

od
e 

fo
r 

th
e 

co
m

pu
te

r 
pr

og
ra

m
s 

M
ic

ro
so

ft
 

W
in

do
w

s 
N

T
 4

.0
 

an
d 

W
in

do
w

s 
20

00
 

24
 m

on
th

s 
 

 
T

he
 I

nd
ic

tm
en

t c
ha

rg
es

 G
en

ov
es

e 
w

it
h 

do
w

nl
oa

di
ng

, c
op

yi
ng

, s
el

li
ng

 
an

d 
at

te
m

pt
in

g 
to

 s
el

l M
ic

ro
so

ft
 s

ou
rc

e 
co

de
 w

it
ho

ut
 a

ut
ho

ri
za

ti
on

. 
 

G
en

ov
es

e 
cl

ai
m

ed
 th

at
 h

e 
go

t t
he

 s
ou

rc
e 

co
de

 f
ro

m
 a

 th
ir

d 
pa

rt
y 

w
ho

 
ha

d 
st

ol
en

 th
e 

co
de

 f
ro

m
 M

ic
ro

so
ft

. 
 H

e 
th

en
 o

ff
er

ed
 th

e 
co

de
 f

or
 s

al
e 

th
ro

ug
h 

hi
s 

w
eb

si
te

. 



 

 

- 143 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

33
 

U
.S

. v
. L

am
 

(N
.D

. C
al

.)
 

N
ov

em
be

r 
4,

 2
00

4 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

 
E

E
A

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 

V
ar

io
us

 
in

fo
rm

at
io

n 
in

cl
ud

in
g 

dr
aw

in
gs

, 
sc

he
m

at
ic

s,
 

eq
ui

pm
en

t 

 
 

 
L

am
 a

nd
 o

th
er

s 
al

le
ge

dl
y 

us
ed

 tr
ad

e 
se

cr
et

s 
st

ol
en

 f
ro

m
 C

&
D

 to
 

pr
od

uc
e 

an
d 

se
ll

 r
e-

en
gi

ne
er

ed
 a

nd
 r

ef
ur

bi
sh

ed
 s

em
ic

on
du

ct
or

 
eq

ui
pm

en
t, 

ca
lle

d 
tr

ac
k 

sy
st

em
s,

 th
at

 a
pp

ly
 p

ho
to

-s
en

si
ti

ve
 f

il
m

 to
 

si
li

co
n 

w
af

er
s.

  
 

L
am

 a
ls

o 
al

le
ge

dl
y 

re
cr

ui
te

d 
C

&
D

 e
m

pl
oy

ee
s 

to
 r

em
ov

e 
do

cu
m

en
ta

ti
on

 a
nd

 to
ol

in
g 

fr
om

 C
&

D
, i

nc
lu

di
ng

 d
ra

w
in

gs
, a

ss
em

bl
y 

sc
he

m
at

ic
s,

 a
nd

 s
im

il
ar

 e
qu

ip
m

en
t. 

 
 

L
am

 a
nd

 h
is

 c
om

pa
ny

 M
T

S
 u

se
d 

th
es

e 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

to
 s

ol
ic

it 
bu

si
ne

ss
 

fr
om

 C
&

D
 c

us
to

m
er

s.
 

34
 

U
.S

. v
. B

ra
nc

h 
&

 E
rs

ki
ne

 
(C

.D
. C

al
.)

 
Ju

ne
 2

5,
 2

00
3 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

s

P
ro

pr
ie

ta
ry

 
do

cu
m

en
ts

 
re

la
te

d 
to

 A
ir

 
Fo

rc
e 

R
oc

ke
t 

pr
og

ra
m

 th
at

 b
ot

h 
co

m
pa

ni
es

 w
er

e 
bi

dd
in

g 
on

 

 
 

 
St

ea
li

ng
 L

oc
kh

ee
d 

m
ar

ti
n 

se
cr

et
s 

fo
r 

jo
b 

w
it

h 
B

oe
in

g.
 

 
T

he
 A

ir
 F

or
ce

 p
en

al
iz

ed
 B

oe
in

g 
by

 tr
an

sf
er

ri
ng

 $
1 

bi
ll

io
n 

in
 c

on
tr

ac
ts

 
to

 L
oc

kh
ee

d 
M

ar
ti

n.
 

35
 

U
.S

. v
. G

ar
ri

so
n 

(N
.D

. C
al

.)
 

M
ay

 2
3,

 2
00

3 
(E

nt
er

ed
 G

ui
lty

 P
le

a)
 

 

E
E

A
 

C
F

A
A

 
In

si
de

r 

C
om

pu
te

r 
fi

le
s 

w
it

h 
en

gi
ne

er
in

g 
dr

aw
in

gs
 a

nd
 

da
ta

 

 
 

 
G

ar
ri

so
n 

w
as

 a
 1

6 
ye

ar
 e

m
pl

oy
ee

 o
f 

W
en

dt
 C

or
po

ra
ti

on
. 

 H
e 

w
or

ke
d 

as
 a

 s
er

vi
ce

 te
ch

ni
ci

an
. 

 
P

ri
or

 to
 le

av
in

g,
 G

ar
ri

so
n 

de
ci

de
d 

to
 d

ow
nl

oa
d 

W
en

dt
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

to
 

ta
ke

 w
it

h 
hi

m
. 

 
P

le
d 

gu
il

ty
. 

36
 

U
.S

. v
. W

oo
da

rd
 

(N
.D

. C
al

.)
 

M
ay

 1
4,

 2
00

3 
(I

nd
ic

te
d)

 

E
E

A
 -

 1
83

2 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 
C

om
pu

te
r 

ba
ck

up
 

ta
pe

s 
 

 

 
W

oo
da

rd
 is

 a
ll

eg
ed

 to
 h

av
e 

st
ol

en
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

st
or

ed
 o

n 
co

m
pu

te
r 

ba
ck

up
 ta

pe
s 

fr
om

 h
is

 f
or

m
er

 e
m

pl
oy

er
, L

ig
ht

w
av

e 
M

ic
ro

sy
st

em
s,

 I
nc

., 
S

an
 J

os
e,

 C
al

if
or

ni
a,

 a
nd

 a
tte

m
pt

ed
 to

 s
e.

ll
 th

em
 to

 J
D

S
-U

ni
ph

as
e,

 a
 

co
m

pe
ti

to
r 

of
 L

ig
ht

w
av

e 

37
 

U
.S

. v
. M

ur
ph

y 
(N

.D
. C

al
.)

 
A

pr
il

 2
, 2

00
3 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 –

 1
83

2 
C

F
A

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

C
om

pu
te

r 
so

ur
ce

 
co

de
 

 
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
in

di
ct

m
en

t, 
M

ur
ph

y 
st

ol
e 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
re

la
ti

ng
 to

 
co

m
pu

te
r 

co
de

 f
or

 d
es

ig
ni

ng
 c

om
pu

te
r 

ch
ip

 f
ea

tu
re

s,
 a

nd
 w

ir
el

es
s 

co
m

pu
te

r 
ne

tw
or

ks
 s

pe
ci

fi
ca

tio
ns

, f
ro

m
 h

is
 f

or
m

er
 e

m
pl

oy
er

s.
 

38
 

U
.S

. v
. S

er
eb

ry
an

y 
(C

.D
. C

al
.)

 
Ja

nu
ar

y 
16

, 2
00

3 
(I

nd
ic

te
d)

 

E
E

A
 

O
ut

si
de

r 
A

cc
es

s 
ca

rd
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

60
 m

on
th

s 
R

es
t.:

 $
14

6,
08

5
 

S
er

eb
ry

an
y 

w
as

 a
 1

9 
ye

ar
 o

ld
 U

ni
ve

rs
it

y 
of

 C
hi

ca
go

 s
tu

de
nt

. 
 

S
er

eb
ry

an
y 

st
ol

e 
th

e 
in

fo
rm

at
io

n 
on

 D
ir

ec
tT

V
’s

 te
ch

no
lo

gy
 f

ro
m

 th
ei

re
 

la
w

 f
ir

m
 w

he
re

 S
er

eb
ry

an
y 

w
or

ke
d 

fo
r 

co
py

 s
er

vi
ce

s.
  

 



 

 

- 144 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

39
 

U
.S

. v
. W

oo
dw

ar
d 

(N
.D

. C
al

.)
 

D
ec

em
be

r 
20

02
 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

In
si

de
r 

C
om

pu
te

r 
ba

ck
-u

p 
ta

pe
s 

co
nt

ai
ni

ng
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

2 
ye

ar
s 

pl
us

3 
ye

ar
s 

su
pe

rv
is

ed
 

re
le

as
e 

F
in

e:
 $

20
,0

00

 
A

cc
or

di
ng

 to
 c

ou
rt

 r
ec

or
ds

 a
nd

 h
is

 p
le

a 
ag

re
em

en
t, 

M
r.

 W
oo

da
rd

 s
to

le
 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
st

or
ed

 o
n 

co
m

pu
te

r 
ba

ck
up

 ta
pe

s 
fr

om
 L

ig
ht

w
av

e 
an

d 
at

te
m

pt
ed

 to
 s

el
l t

he
m

 to
 J

D
S

-U
ni

ph
as

e,
 a

 c
om

pe
tit

or
 o

f 
L

ig
ht

w
av

e,
 

w
it

h 
of

fi
ce

s 
in

 B
lo

om
fi

el
d,

 C
on

ne
ct

ic
ut

. (
L

ig
ht

w
av

e 
ha

s 
si

nc
e 

be
en

 
bo

ug
ht

 o
ut

 b
y 

N
eo

ph
ot

on
ic

s,
 C

or
p.

, a
ls

o 
of

 S
an

 J
os

e,
 C

al
if

or
ni

a.
) 

M
r.

 
W

oo
da

rd
 a

dm
it

te
d 

th
at

 h
e 

st
ol

e 
th

e 
ba

ck
-u

p 
ta

pe
s 

af
te

r 
L

ig
ht

w
av

e 
an

no
un

ce
d 

it 
w

as
 c

ea
si

ng
 o

pe
ra

tio
ns

 in
 la

te
 2

00
2,

 th
en

 tr
ie

d 
to

 
ca

pi
ta

liz
e 

on
 th

e 
th

ef
t b

y 
cr

ea
ti

ng
 a

n 
al

ia
s 

na
m

ed
 “

Jo
e 

D
at

a”
 a

nd
 e

m
ai

l 
ac

co
un

t “
li

gh
tw

av
ed

at
a@

ya
ho

o.
co

m
” 

to
 o

ff
er

 th
e 

st
ol

en
 m

at
er

ia
l t

o 
JD

S’
s 

ch
ie

f 
te

ch
no

lo
gy

 o
ff

ic
er

. 

40
 

U
.S

. v
. A

m
er

i 
(E

.D
. A

rk
.)

 
O

ct
ob

er
 1

6,
 2

00
2 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 
In

si
de

r 
S

of
tw

ar
e 

96
 m

on
th

s 

R
es

t:
 $

1.
4m

 to
 

so
ft

w
ar

e 
co

m
pa

ny
, p

lu
s

$1
4,

00
0 

to
 H

U
D

 

 
A

m
er

i w
or

ke
d 

fo
r 

a 
co

m
pa

ny
 h

ir
ed

 b
y 

th
e 

St
at

e 
of

 A
rk

an
sa

s 
to

 d
ev

el
op

 
an

d 
in

st
al

l s
ec

ur
e 

do
cu

m
en

t p
ro

du
ct

io
n 

so
ft

w
ar

e 
in

 f
ac

il
it

ie
s 

su
ch

 a
s 

dr
iv

er
s’

 li
ce

ns
e 

st
at

io
ns

. 
 

 
A

m
er

i s
to

le
 s

of
tw

ar
e 

fr
om

 h
is

 e
m

pl
oy

er
 a

nd
 th

e 
so

ft
w

ar
e 

w
as

 u
se

d 
to

 
pr

od
uc

e 
fa

ls
e 

id
en

ti
fi

ca
ti

on
 d

oc
um

en
ts

 a
nd

 e
ng

ag
e 

in
 f

ra
ud

. 
 

A
m

er
i, 

a 
Y

em
en

i n
at

io
na

l, 
al

so
 c

la
im

ed
 in

vo
lv

em
en

t w
it

h 
a 

pl
ot

 to
 

bo
m

b 
th

e 
20

02
 W

in
te

r 
O

ly
m

pi
cs

 in
 S

al
t L

ak
e 

C
it

y.
  

W
hi

le
 h

is
 c

la
im

s 
w

er
e 

fa
ls

e,
 th

ey
 c

am
e 

so
on

 a
ft

er
 9

/1
1.

  
 

41
 

U
.S

. v
. M

or
ri

s 
(D

. D
el

.)
 

A
ug

us
t 5

, 2
00

2 
(A

rr
es

t)
 

 
E

E
A

 
In

si
de

r 
P

ri
ci

ng
 

in
fo

rm
at

io
n 

 
 

 
M

or
ri

s 
at

te
m

pt
ed

 to
 s

el
l e

m
pl

oy
er

 B
ro

ok
w

oo
d'

s 
pr

op
ri

et
ar

y 
pr

ic
in

g 
in

fo
rm

at
io

n 
to

 o
ne

 o
f 

it
s 

co
m

pe
tit

or
s,

 W
.L

. G
or

e 
&

 A
ss

oc
ia

te
s,

 I
nc

., 
fo

r 
$1

00
,0

00
. 

 
 

T
he

 in
fo

rm
at

io
n 

re
la

te
d 

to
 a

 m
ul

ti-
m

il
li

on
 d

ol
la

r 
U

.S
. D

ep
ar

tm
en

t o
f 

D
ef

en
se

 s
ol

ic
it

at
io

n 
fo

r 
bi

d 
fo

r 
th

e 
pr

od
uc

ti
on

 o
f 

ce
rt

ai
n 

m
il

it
ar

y 
fa

br
ic

 
pr

od
uc

ts
. 

 
G

or
e 

co
nt

ac
te

d 
la

w
 e

nf
or

ce
m

en
t a

nd
 th

e 
in

di
vi

du
al

 M
or

ri
s 

be
li

ev
ed

 to
 

be
 a

 G
or

e 
em

pl
oy

ee
 w

as
 a

n 
un

de
rc

ov
er

 D
ep

ar
tm

en
t o

f 
D

ef
en

se
 a

ge
nt

. 

42
 

U
.S

. v
. K

ep
pe

l 
(W

.D
. W

as
h.

) 
A

ug
us

t 2
3,

 2
00

2 
(G

ui
lty

 P
le

a)
 

E
E

A
 

O
ut

si
de

r 
T

es
t m

at
er

ia
ls

12
 m

on
th

s 
an

d 
1 

da
y 

R
es

t.:
 $

50
0,

00
0

(A
ls

o 
fo

rf
ei

te
d 

a 
L

ex
us

 R
X

30
0 

an
d 

19
97

 F
er

ra
ri

 
Sp

id
er

 a
s 

pa
rt

 o
f 

th
e 

pl
ea

 
ag

re
em

en
t)

 

 
K

ep
pe

l s
ol

d 
M

ic
ro

so
ft

 C
er

tif
ie

d 
Sy

st
em

 E
ng

in
ee

r 
(M

C
S

E
) 

an
d 

M
ic

ro
so

ft
 C

er
ti

fi
ed

 S
ol

ut
io

n 
D

ev
el

op
er

 (
M

C
S

D
) 

ex
am

s 
an

d 
an

sw
er

s 
vi

a 
th

e 
In

te
rn

et
 w

eb
si

te
s 

w
w

w
.c

he
et

-s
he

et
s.

co
m

 a
nd

 
w

w
w

.c
he

et
sh

ee
ts

.c
om

. 
 

 
C

ri
m

in
al

 c
ha

rg
es

 w
er

e 
ne

ve
r 

fi
le

d.
  

T
he

 U
.S

. A
tto

rn
ey

 r
ea

ch
ed

 o
ut

 to
 

K
ep

pe
l a

nd
 n

eg
ot

ia
te

d 
a 

gu
il

ty
 p

le
a.

 



 

 

- 145 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

43
 

U
.S

. v
. Z

hu
 a

nd
 K

im
ba

ra
 

(D
. M

as
s.

) 
Ju

ne
 1

9,
 2

00
2 

(A
rr

es
t)

 

E
E

A
 

IT
S

P
 

In
si

de
r 

G
en

et
ic

 s
cr

ee
ni

ng
 

di
sc

ov
er

ie
s 

N
on

e 
 

 
A

ll
eg

ed
 th

ef
t o

f 
ce

rt
ai

n 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

be
lo

ng
in

g 
to

 H
ar

va
rd

 M
ed

ic
al

 
S

ch
oo

l, 
in

cl
ud

in
g 

re
ag

en
ts

 m
ad

e 
an

d 
us

ed
 b

y 
H

ar
va

rd
 M

ed
ic

al
 S

ch
oo

l 
to

 d
ev

el
op

 n
ew

 im
m

un
os

up
pr

es
si

ve
 d

ru
gs

 to
 c

on
tr

ol
 o

rg
an

 r
ej

ec
ti

on
, 

an
d 

al
so

 to
 s

tu
dy

 th
e 

ge
ne

s 
th

at
 r

eg
ul

at
e 

ca
lc

in
eu

ri
n,

 a
n 

im
po

rt
an

t 
si

gn
al

in
g 

en
zy

m
e 

in
 th

e 
he

ar
t, 

br
ai

n 
an

d 
im

m
un

e 
sy

st
em

s.
  

 
It

 is
 a

ll
eg

ed
 th

at
 Z

hu
 a

nd
 K

im
ba

ra
 s

to
le

 th
e 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
an

d 
th

en
 

tr
an

sp
or

te
d 

th
em

 f
ro

m
 B

os
to

n,
 M

as
sa

ch
us

et
ts

 to
 S

an
 A

nt
on

io
, T

ex
as

. 
 

O
n 

A
pr

il
 1

3,
 2

00
6,

 th
e 

co
up

le
 a

dm
it

te
d 

th
e 

th
ef

t a
nd

 e
nt

er
ed

 in
to

 a
 

Pr
et

ri
al

 D
iv

er
si

on
 A

gr
ee

m
en

t t
ha

t t
he

 in
di

ct
m

en
t w

ou
ld

 b
e 

di
sm

is
se

d 
if

 
th

ey
 d

id
 n

ot
 b

re
ak

 th
e 

la
w

 f
or

 o
ne

 y
ea

r.
 

 

44
 

U
.S

. v
. D

or
n 

(D
. K

an
.)

 
M

ay
 1

, 2
00

2 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
  

In
si

de
r 

O
ut

si
de

r 
C

us
to

m
er

 
in

fo
rm

at
io

n 
 

 

 
D

ef
en

da
nt

 a
dm

it
te

d 
th

at
 w

hi
le

 h
e 

w
as

 e
m

pl
oy

ed
 w

it
h 

Sp
en

ce
r 

R
ee

d 
G

ro
up

, I
nc

., 
(S

R
G

),
 a

n 
em

pl
oy

ee
 p

la
ce

m
en

t f
ir

m
, h

e 
st

ol
e 

in
fo

rm
at

io
n 

fr
om

 S
R

G
 p

er
ta

in
in

g 
to

 th
e 

m
at

ch
in

g 
of

 p
ot

en
ti

al
 e

m
pl

oy
ee

s 
w

it
h 

pr
os

pe
ct

iv
e 

em
pl

oy
er

s.
  

 
D

ef
en

da
nt

 f
ur

th
er

 a
dm

it
te

d 
th

at
 in

 J
an

ua
ry

 2
00

1,
 w

or
ki

ng
 

in
de

pe
nd

en
tl

y 
of

 S
R

G
, h

e 
us

ed
 S

R
G

 in
fo

rm
at

io
n 

to
 p

la
ce

 a
 c

an
di

da
te

 
di

re
ct

ly
 w

ith
 a

 c
om

pa
ny

 in
 th

e 
K

an
sa

s 
C

ity
 a

re
a 

an
d 

w
as

 p
ai

d 
di

re
ct

ly
 

by
 th

e 
co

m
pa

ny
 r

ec
ei

vi
ng

 th
e 

pl
ac

em
en

t. 
 

D
ef

en
da

nt
 e

nt
er

ed
 a

 g
ui

lt
y 

pl
ea

 to
 o

ne
 c

ou
nt

 o
f 

th
ef

t o
f 

a 
tr

ad
e 

se
cr

et
 

an
d 

ag
re

ed
 to

 p
ay

 r
es

ti
tu

ti
on

 in
 th

e 
am

ou
nt

 o
f 

$1
5,

92
0 

to
 S

pe
nc

er
 R

ee
d 

G
ro

up
, I

nc
. 

 H
e 

fa
ce

s 
a 

m
ax

im
um

 o
f 

te
n 

ye
ar

s 
in

 f
ed

er
al

 p
ri

so
n 

w
it

ho
ut

 p
ar

ol
e.

 S
en

te
nc

in
g 

is
 s

et
 f

or
 A

ug
us

t 1
9,

 2
00

2.
 

 

45
 

U
.S

. v
. F

or
gu

es
  

(B
os

to
n)

 
A

pr
il

 2
5,

 2
00

2 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
 

O
ut

si
de

r 
C

he
m

ic
al

 
in

gr
ed

ie
nt

s 
 

 

 
O

ne
 c

ou
nt

 E
E

A
 in

di
ct

m
en

t o
f 

at
te

m
pt

in
g 

to
 b

uy
 tr

ad
e 

se
cr

et
 

in
fo

rm
at

io
n 

ow
ne

d 
by

 A
lp

ha
G

ar
y 

C
or

p.
 w

hi
ch

 h
as

 p
la

nt
s 

in
 th

e 
U

ni
te

d 
S

ta
te

s,
 C

an
ad

a 
an

d 
th

e 
U

ni
te

d 
K

in
gd

om
 a

nd
 m

an
uf

ac
tu

re
s 

pl
as

ti
c 

w
ir

e 
an

d 
ca

bl
e 

in
su

la
ti

on
 c

om
po

un
ds

. 
 

T
he

 in
di

ct
m

en
t a

ll
eg

es
 th

at
 in

 J
an

ua
ry

, 1
99

9 
M

r.
 F

or
gu

es
 tr

ie
d 

to
 

re
ce

iv
e,

 b
uy

 a
nd

 p
os

se
ss

 th
e 

ac
tu

al
 c

he
m

ic
al

 in
gr

ed
ie

nt
s 

of
 A

lp
ha

G
ar

y 
pr

od
uc

ts
 w

hi
ch

 a
re

 p
ro

te
ct

ed
 a

s 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

w
it

h 
se

cr
et

 c
od

e 
na

m
es

. 
 



 

 

- 146 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

46
 

U
.S

. v
. S

un
 

(N
.D

. C
al

) 
A

pr
il

 9
, 2

00
2 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

IT
S

P
  

In
si

de
r 

C
us

to
m

er
 a

nd
 

bu
si

ne
ss

 
in

fo
rm

at
io

n 
 

 

 
A

n 
af

fi
da

vi
t f

il
ed

 b
y 

an
 F

B
I 

ag
en

t i
n 

th
e 

ca
se

 a
ll

eg
es

 th
at

 M
r.

 S
un

 
co

nt
ac

te
d 

th
e 

pr
es

id
en

t o
f 

L
an

gu
ag

e 
L

in
e 

S
er

vi
ce

s 
in

 M
on

te
re

y,
 

C
al

if
or

ni
a 

in
 M

ar
ch

 2
00

2 
an

d 
of

fe
re

d 
to

 s
el

l t
o 

hi
m

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 
in

fo
rm

at
io

n 
of

 L
an

gu
ag

e 
L

in
e 

S
er

vi
ce

’s
 c

hi
ef

 c
om

pe
ti

to
r,

 O
nl

in
e 

In
te

rp
re

te
rs

, f
or

 $
3 

m
il

li
on

. 
 

A
tt

or
ne

ys
 f

or
 L

an
gu

ag
e 

L
in

e 
S

er
vi

ce
s 

pr
om

pt
ly

 c
on

ta
ct

ed
 th

e 
F

B
I.

  
 

W
it

h 
th

e 
co

nt
in

ui
ng

 a
ss

is
ta

nc
e 

of
 in

di
vi

du
al

s 
fr

om
 b

ot
h 

co
m

pa
ni

es
, t

he
 

F
B

I 
ar

ra
ng

ed
 a

 m
ee

ti
ng

 o
n 

M
ar

ch
 2

4,
 2

00
2.

  
 

A
t t

ha
t m

ee
ti

ng
, M

r.
 S

un
 p

ro
vi

de
d 

ce
rt

ai
n 

do
cu

m
en

ts
 to

 p
ro

ve
 th

at
 h

e 
ha

d 
ac

ce
ss

 to
 th

e 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

of
 O

nl
in

e 
In

te
rp

re
te

rs
. 

 
 

In
 r

et
ur

n,
 M

r.
 S

un
 r

ec
ei

ve
d 

$5
,0

00
. A

 s
ub

se
qu

en
t m

ee
ti

ng
 w

as
 

ar
ra

ng
ed

 to
 d

el
iv

er
 th

e 
re

m
ai

ni
ng

 tr
ad

e 
se

cr
et

s 
on

 M
ar

ch
 2

9,
 2

00
2,

 in
 

ex
ch

an
ge

 f
or

 $
3 

m
il

li
on

. 
 

 
F

ol
lo

w
in

g 
th

is
 m

ee
ti

ng
, M

r.
 S

un
 w

as
 a

rr
es

te
d.

 
 

47
 

U
.S

. v
. K

is
sa

ne
 

(S
.D

. N
.Y

.)
 

F
eb

ru
ar

y 
26

, 2
00

2 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 
C

om
pu

te
r 

so
ur

ce
 

co
de

 
24

 m
on

th
s 

 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
C

om
pl

ai
nt

, K
is

sa
ne

 w
or

ke
d 

as
 a

 r
el

ea
se

 e
ng

in
ee

r 
at

 
S

m
ar

ts
, a

nd
 w

as
 r

es
po

ns
ib

le
 f

or
 th

e 
pa

ck
ag

in
g 

of
 m

ul
ti

pl
e 

co
m

po
ne

nt
s 

of
 th

e 
Sm

ar
ts

 s
of

tw
ar

e 
pa

ck
ag

e,
 in

cl
ud

in
g 

it
s 

so
ur

ce
 c

od
e.

  
 

A
s 

st
at

ed
 in

 th
e 

C
om

pl
ai

nt
, S

m
ar

ts
 d

ev
el

op
ed

 a
nd

 s
el

ls
 a

 c
us

to
m

 
so

ft
w

ar
e 

pr
og

ra
m

 c
al

le
d 

"I
nC

ha
rg

e"
, w

hi
ch

 m
on

it
or

s 
la

rg
e 

co
m

pu
te

r 
ne

tw
or

ks
, a

nd
 id

en
ti

fi
es

 o
pe

ra
ti

on
al

 p
ro

bl
em

s 
on

 th
e 

ne
tw

or
k.

  
 

K
is

sa
ne

 s
ig

ne
d 

an
 e

m
pl

oy
m

en
t c

on
tr

ac
t i

n 
w

hi
ch

 h
e 

ag
re

ed
 to

 "
fo

re
ve

r 
ke

ep
 s

ec
re

t"
 c

on
fi

de
nt

ia
l S

m
ar

ts
 in

fo
rm

at
io

n 
th

at
 h

e 
ha

d 
ac

ce
ss

 to
, 

in
cl

ud
in

g 
"s

of
tw

ar
e 

co
de

s.
" 

 
T

he
 c

om
pl

ai
nt

 c
ha

rg
es

 th
at

 o
n 

N
ov

em
be

r 
28

, 2
00

1,
 K

is
sa

ne
's

 
em

pl
oy

m
en

t a
t S

m
ar

ts
 w

as
 te

rm
in

at
ed

. S
ev

er
al

 w
ee

ks
 la

te
r,

 tw
o 

of
 

Sm
ar

ts
' c

om
pe

ti
to

rs
 r

ec
ei

ve
d 

em
ai

l m
es

sa
ge

s 
fr

om
 a

 "
Jo

e 
Fr

id
ay

" 
at

 a
 

Y
ah

oo
! 

em
ai

l a
cc

ou
nt

, o
ff

er
in

g 
Sm

ar
ts

' s
ou

rc
e 

co
de

 f
or

 s
al

e.
  

 
T

he
 c

om
pe

ti
to

rs
 b

ro
ug

ht
 th

es
e 

em
ai

l m
es

sa
ge

s 
to

 th
e 

at
te

nt
io

n 
of

 
S

m
ar

ts
. 

48
 

U
.S

. v
. P

et
ro

li
no

 a
nd

 S
iv

er
se

n
(S

.D
. F

la
.)

 
N

ov
em

be
r 

29
, 2

00
1 

E
E

A
 

E
E

A
 C

on
sp

ir
ac

y 
O

ut
si

de
r 

Se
cu

ri
tie

s 
br

ok
er

 
cu

st
om

er
 a

nd
 

ac
co

un
t 

 
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
in

di
ct

m
en

t, 
th

e 
de

fe
nd

an
ts

 w
er

e 
ch

ar
ge

d 
w

it
h 

on
e 

co
un

t o
f 

co
ns

pi
ra

cy
 to

 p
os

se
ss

 s
to

le
n 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
un

de
r 

§1
83

2(
a)

(3
) 

an
d 

(a
)(

5)
, a

nd
 o

ne
 c

ou
nt

 o
f 

po
ss

es
si

on
 o

f 
st

ol
en

 tr
ad

e 
se

cr
et

s 
un

de
r 



 

 

- 147 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
in

fo
rm

at
io

n 
§1

83
2(

a)
(3

).
 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t a
ll

eg
es

 th
at

 th
e 

de
fe

nd
an

ts
 o

bt
ai

ne
d 

ac
ce

ss
 to

 a
 

co
m

pu
te

r 
C

D
 c

on
ta

in
in

g 
pr

op
ri

et
ar

y 
pe

rs
on

al
 a

nd
 f

in
an

ci
al

 in
fo

rm
at

io
n 

of
 a

 la
rg

e 
nu

m
be

r 
of

 F
ir

st
 U

ni
on

 S
ec

ur
it

ie
s 

cu
st

om
er

s.
 

 
T

he
 c

om
pl

ai
nt

 a
ll

eg
es

 th
at

 th
e 

de
fe

nd
an

ts
 c

op
ie

d,
 a

cc
es

se
d 

th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

on
, a

nd
 s

ol
d 

fo
r 

$3
,8

00
 a

 c
op

y 
of

 th
e 

st
ol

en
 C

D
. 

 
T

he
 s

ch
em

e 
w

as
 u

nc
ov

er
ed

 b
y 

a 
w

it
ne

ss
 c

oo
pe

ra
ti

ng
 w

it
h 

la
w

 
en

fo
rc

em
en

t a
ut

ho
ri

ti
es

 w
ho

 p
os

ed
 a

s 
a 

po
te

nt
ia

l b
uy

er
 o

f 
th

e 
st

ol
en

 
C

D
. 

 

49
 

U
.S

. v
. W

u 
(W

.D
.N

.Y
.)

 
Ju

ly
 3

0,
 2

00
1 

(A
rr

es
t)

 
E

E
A

 
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 
N

et
w

or
k 

sw
it

ch
 p

la
ns

 
 

 

 
T

he
 C

ri
m

in
al

 C
om

pl
ai

nt
 a

ll
eg

es
 th

at
 o

n 
or

 a
bo

ut
 M

ar
ch

 1
0,

 2
00

0,
 a

nd
 

M
ay

 4
, 2

00
0,

 in
 th

e 
W

es
te

rn
 D

is
tr

ic
t o

f 
N

ew
 Y

or
k,

 W
u,

 a
 f

or
m

er
 

em
pl

oy
ee

 o
f 

C
or

ni
ng

 I
nc

or
po

ra
te

d,
 k

no
w

in
gl

y 
at

te
m

pt
ed

 to
 c

on
ve

rt
 a

 
tr

ad
e 

se
cr

et
 to

 th
e 

ec
on

om
ic

 b
en

ef
it

 o
f 

so
m

eo
ne

 o
th

er
 th

an
 it

s 
ow

ne
r 

(C
or

ni
ng

 I
nc

or
po

ra
te

d)
, k

no
w

in
g 

th
at

 th
e 

of
fe

ns
e 

w
ou

ld
 in

ju
re

 C
or

ni
ng

 
In

co
rp

or
at

ed
 a

s 
th

e 
ow

ne
r 

of
 th

e 
tr

ad
e 

se
cr

et
. 

 

50
 

U
.S

. v
. D

ad
do

na
 

(D
. C

on
n)

 
Ju

ne
 6

, 2
00

1 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
 

C
om

p
. I

n
tr

u
si

on
 

In
si

de
r 

E
ng

in
ee

ri
ng

 
pl

an
s 

5 
ho

m
e 

de
te

nt
io

n 
36

 p
ro

b.
 

F
in

e:
 4

K
 

R
es

t:
 1

0K
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
in

di
ct

m
en

t, 
D

ad
do

na
, w

hi
le

 e
m

pl
oy

ed
 b

y 
Fa

br
ic

at
ed

 
M

et
al

 P
ro

du
ct

s,
 I

nc
. (

"F
M

P
")

, l
oc

at
ed

 in
 N

au
ga

tu
ck

, b
eg

an
 s

ec
re

tl
y 

w
or

ki
ng

 f
or

 a
 c

om
pe

ti
to

r,
 E

ye
le

t T
oo

lm
ak

er
s,

 I
nc

. o
f 

W
at

er
to

w
n,

 
w

it
ho

ut
 F

M
P

's
 k

no
w

le
dg

e.
  

 
F

M
P

 is
 e

ng
ag

ed
 in

 th
e 

bu
si

ne
ss

 o
f 

cu
st

om
 d

es
ig

ni
ng

 a
nd

 p
ro

du
ci

ng
 

de
ep

 d
ra

w
n 

m
et

al
 p

ro
du

ct
s 

in
cl

ud
in

g 
am

m
un

it
io

n 
co

m
po

ne
nt

s,
 

sp
ri

nk
le

r 
pa

rt
s 

an
d 

fu
el

 f
il

te
r 

ca
ns

. 
  

 
W

hi
le

 w
or

ki
ng

 s
im

ul
ta

ne
ou

sl
y 

fo
r 

bo
th

 c
om

pa
ni

es
, t

he
 in

di
ct

m
en

t 
ch

ar
ge

s 
th

at
 D

ad
do

na
 s

to
le

 a
nd

 d
up

li
ca

te
d 

F
M

P
's

 u
ni

qu
e 

en
gi

ne
er

in
g 

pl
an

s 
fo

r 
th

e 
de

ve
lo

pm
en

t a
nd

 m
an

uf
ac

tu
re

 o
f 

a 
la

rg
e 

tr
an

sf
er

 p
re

ss
 a

nd
 

ce
rt

ai
n 

to
ol

in
g 

pl
an

s 
an

d 
de

li
ve

re
d 

th
em

 to
 E

ye
le

t (
an

d 
an

ot
he

r 
co

m
pa

ny
 w

or
ki

ng
 f

or
 E

ye
le

t)
. 

  
 

T
he

 p
la

ns
 w

er
e 

st
or

ed
 o

n 
FM

P'
s 

co
m

pu
te

rs
. 

 



 

 

- 148 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

51
 

U
.S

. v
. Y

e 
(N

.D
. C

al
.)

 
N

ov
em

be
r 

23
, 2

00
1 

(A
rr

es
t)

 
 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

M
ic

ro
pr

oc
es

so
r 

ch
ip

 d
es

ig
n 

in
fo

rm
at

io
n 

1 
ye

ar
 

 

 
Y

e 
an

d 
Z

ho
ng

 w
er

e 
ar

re
st

ed
 a

t t
he

 S
an

 F
ra

nc
is

co
 a

ir
po

rt
 w

it
h 

in
fo

rm
at

io
n 

fr
om

 S
un

 M
ic

ro
sy

st
em

s 
an

d 
T

ra
ns

m
et

a 
C

or
po

ra
ti

on
. 

 T
he

 
pa

ir
 a

dm
it

te
d 

th
at

 th
ey

 in
te

nd
ed

 to
 u

se
 th

e 
st

ol
en

 tr
ad

e 
se

cr
et

s 
to

 
de

si
gn

, m
ar

ke
t a

nd
 m

an
uf

ac
tu

re
 a

 c
om

pu
te

r 
m

ic
ro

pr
oc

es
so

r 
w

it
h 

th
ei

r 
ow

n 
co

m
pa

ny
 in

 C
hi

na
. 

  
 

T
he

ir
 c

om
pa

ny
, S

up
er

vi
si

on
, I

nc
., 

w
as

 to
 r

ec
ei

ve
 s

ta
rt

-u
p 

fu
nd

in
g 

fr
om

 
an

d 
pr

ov
id

e 
a 

sh
ar

e 
of

 it
s 

pr
of

it
s 

to
 th

e 
C

it
y 

of
 H

an
gz

ho
u 

an
d 

th
e 

Z
he

jia
ng

 P
ro

vi
nc

e 
in

 C
hi

na
. 

 
Y

e 
an

d 
Z

ho
ng

 p
le

d 
gu

il
ty

 o
n 

D
ec

em
be

r 
14

, 2
00

6 
to

 2
 c

ou
nt

s 
ea

ch
 o

f 
vi

ol
at

in
g 

18
 U

.S
.C

. §
 1

83
1.

  
T

he
se

 g
ui

lt
y 

pl
ea

s 
re

pr
es

en
t t

he
 f

ir
st

 
co

nv
ic

ti
on

s 
un

de
r 

th
is

 s
ec

ti
on

. 

52
 

U
.S

. v
. O

ka
m

ot
o 

an
d 

Se
ri

za
w

a 
(N

.D
. O

hi
o)

 
M

ay
 8

, 2
00

1 
 

(I
nd

ic
tm

en
t)

  
E

E
A

  
(F

ir
st

 I
n

d
ic

tm
en

t 
U

n
d

er
 §

 1
83

1)
 

IT
S

P
  

In
si

de
rs

 
D

N
A

 c
el

l l
in

e
 

 

 
In

di
ct

m
en

t a
ga

in
st

 T
ak

as
hi

 O
ka

m
ot

o 
an

d 
H

ir
oa

ki
 S

er
iz

aw
a,

 c
ha

rg
in

g 
th

em
 w

it
h 

co
ns

pi
ri

ng
 to

 m
is

ap
pr

op
ri

at
e 

fr
om

 th
e 

C
le

ve
la

nd
 C

li
ni

c 
F

ou
nd

at
io

n 
(C

C
F

) 
ce

rt
ai

n 
D

N
A

 m
at

er
ia

ls
 a

nd
 c

el
l l

in
e 

re
ag

en
ts

 a
nd

 
co

ns
tr

uc
ts

 w
hi

ch
 w

er
e 

de
ve

lo
pe

d 
by

 r
es

ea
rc

he
rs

 e
m

pl
oy

ed
 b

y 
C

C
F,

 
w

it
h 

fu
nd

in
g 

pr
ov

id
ed

 b
y 

th
e 

C
C

F
 a

nd
 th

e 
N

at
io

na
l I

ns
ti

tu
te

s 
of

 
H

ea
lt

h,
 to

 s
tu

dy
 th

e 
ge

ne
ti

c 
ca

us
e 

of
 a

nd
 p

os
si

bl
e 

tr
ea

tm
en

t f
or

 
A

lz
he

im
er

’s
 D

is
ea

se
. 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t c
ha

rg
es

 th
at

, a
s 

an
 o

bj
ec

t o
f 

th
is

 c
on

sp
ir

ac
y,

 O
ka

m
ot

o 
an

d 
S

er
iz

aw
a,

 a
lo

ng
 w

it
h 

ot
he

rs
, c

on
fe

re
d 

a 
be

ne
fi

t u
po

n 
R

IK
E

N
, a

n 
in

st
ru

m
en

ta
li

ty
 o

f 
th

e 
go

ve
rn

m
en

t o
f 

Ja
pa

n,
 b

y 
pr

ov
id

in
g 

R
IK

E
N

 w
it

h 
th

e 
D

N
A

 a
nd

 c
el

l l
in

e 
re

ag
en

ts
 a

nd
 c

on
st

ru
ct

s 
w

hi
ch

 w
er

e 
m

is
ap

pr
op

ri
at

ed
 f

ro
m

 th
e 

C
C

F
. 

 
F

ir
st

 in
di

ct
m

en
t u

nd
er

 1
8 

U
.S

.C
 §

18
31

. 
 

53
 

U
.S

. v
. L

in
, X

u,
 a

nd
 C

he
ng

/ 
U

.S
. v

. C
om

T
ri

ad
 e

t. 
al

. 
(D

.N
.J

.)
 

M
ay

 3
, 2

00
1 

(A
rr

es
t)

 
E

E
A

 C
on

sp
ir

ac
y 

In
si

de
rs

 
O

ut
si

de
r 

C
om

pu
te

r 
 

so
ur

ce
 c

od
e 

 
 

 
T

he
 I

nd
ic

tm
en

t d
es

cr
ib

es
 h

ow
 th

e 
de

fe
nd

an
ts

, v
ia

 e
-m

ai
l, 

a 
pa

ss
w

or
d-

pr
ot

ec
te

d 
W

eb
 s

it
e 

an
d 

vi
si

ts
 to

 C
hi

na
, c

on
sp

ir
ed

 to
 s

te
al

 a
nd

 
tr

an
sf

er
 th

e 
so

ft
w

ar
e 

an
d 

ha
rd

w
ar

e 
of

 th
e 

Pa
th

St
ar

 A
cc

es
s 

Se
rv

er
 to

 a
 

jo
in

t v
en

tu
re

 w
it

h 
D

at
an

g 
T

el
ec

om
 T

ec
hn

ol
og

y 
C

o.
 o

f 
B

ei
ji

ng
. 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
In

di
ct

m
en

t, 
th

e 
Pa

th
St

ar
 A

cc
es

s 
Se

rv
er

 w
as

 a
 

so
ph

is
ti

ca
te

d 
co

m
pu

te
r 

th
at

 f
ac

il
it

at
ed

 th
e 

tr
an

sm
is

si
on

 o
f 

vo
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

ns
 o

ve
r 

th
e 

In
te

rn
et

. 
 

 



 

 

- 149 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

54
 

U
.S

. v
. C

ul
le

n 
an

d 
Z

ak
  

(W
.D

. K
Y

) 
 

A
pr

il
 1

8,
 2

00
1 

(I
nf

or
m

at
io

n)
 

E
E

A
 

O
ut

si
de

rs
 

 
C

om
pu

te
r 

so
ur

ce
 

co
de

 
 

 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t a
ll

eg
es

 th
at

 b
et

w
ee

n 
Ja

nu
ar

y 
21

, 2
00

1 
an

d 
Ja

nu
ar

y 
27

, 
20

01
, C

ul
le

n 
an

d 
Z

ak
, i

n 
co

nc
er

t w
it

h 
ot

he
rs

, e
ng

ag
ed

 in
 a

 s
ch

em
e 

to
 

bu
y 

a 
pr

op
ri

et
ar

y 
so

ur
ce

 c
od

e 
fr

om
 a

n 
em

pl
oy

ee
 o

f 
Z

ir
M

ed
.c

om
, a

 
L

ou
is

vi
ll

e 
co

m
pa

ny
 th

at
 h

as
 d

ev
el

op
ed

 a
 c

om
pu

te
r 

ap
pl

ic
at

io
n 

fo
r 

pr
oc

es
si

ng
 h

ea
lth

 c
ar

e 
be

ne
fi

t c
la

im
 f

or
m

s.
  

 
 

T
he

 in
di

ct
m

en
t f

ur
th

er
 a

lle
ge

s 
th

at
 C

ul
le

n 
co

nt
ac

te
d 

a 
Z

ir
M

ed
.c

om
 

em
pl

oy
ee

 b
y 

te
le

ph
on

e 
an

d 
of

fe
re

d 
to

 p
ay

 $
10

,0
00

 f
or

 a
 c

le
ar

 te
xt

 
ve

rs
io

n 
of

 th
e 

so
ur

ce
 c

od
e.

  
 

55
 

U
.S

. v
. E

st
ra

da
 

(S
.D

.N
.Y

.)
 

M
ar

ch
 2

1,
 2

00
1 

(A
rr

es
t)

 

E
E

A
 

C
om

p
. I

n
tr

u
si

on
 

IT
S

P
  

O
ut

si
de

r 
C

on
fi

de
nt

ia
l 

do
cu

m
en

ts
 

 
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
co

m
pl

ai
nt

, E
st

ra
da

 w
as

 a
 c

on
tr

ac
t f

oo
d 

se
rv

ic
es

 
em

pl
oy

ee
 w

or
ki

ng
 a

t M
as

te
rC

ar
d’

s 
he

ad
qu

ar
te

rs
 in

 P
ur

ch
as

e,
 N

ew
 

Y
or

k.
  

 
T

he
 c

om
pl

ai
nt

 c
ha

rg
es

 th
at

 in
 F

eb
ru

ar
y 

20
01

, E
st

ra
da

, u
si

ng
 th

e 
al

ia
s 

"C
ag

li
os

tr
o,

" 
m

ai
le

d 
a 

pa
ck

ag
e 

of
 in

fo
rm

at
io

n 
he

 h
ad

 s
to

le
n 

fr
om

 
M

as
te

rC
ar

d 
to

 V
is

a’
s 

of
fi

ce
s 

lo
ca

te
d 

in
 C

al
if

or
ni

a.
  

 
E

st
ra

da
 a

lle
ge

dl
y 

of
fe

re
d 

to
 s

el
l t

o 
V

is
a 

se
ns

it
iv

e 
an

d 
pr

op
ri

et
ar

y 
in

fo
rm

at
io

n 
th

at
 h

e 
ha

d 
st

ol
en

 f
ro

m
 M

as
te

rC
ar

d’
s 

he
ad

qu
ar

te
rs

 a
nd

 
al

le
ge

dl
y 

of
fe

re
d 

to
 r

ec
or

d 
hi

gh
 le

ve
l m

ee
tin

gs
 w

ith
in

 M
as

te
rC

ar
d 

if
 

V
is

a 
pa

id
 E

st
ra

da
 a

nd
 p

ro
vi

de
d 

hi
m

 w
it

h 
re

co
rd

in
g 

eq
ui

pm
en

t. 
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
co

m
pl

ai
nt

, a
m

on
g 

th
e 

it
em

s 
E

st
ra

da
 o

ff
er

ed
 to

 s
el

l t
o 

V
is

a 
w

as
 a

 b
us

in
es

s 
al

li
an

ce
 p

ro
po

sa
l v

al
ue

d 
in

 e
xc

es
s 

of
 $

1 
bi

ll
io

n 
be

tw
ee

n 
M

as
te

rC
ar

d 
an

d 
a 

la
rg

e 
U

ni
te

d 
St

at
es

 e
nt

er
ta

in
m

en
t 

co
rp

or
at

io
n.

 
 

56
 

U
.S

. v
. M

or
ch

 
(N

.D
. C

al
.)

 
N

ov
em

be
r 

21
, 2

00
0 

(A
rr

es
t)

 
E

E
A

 
C

om
p

. I
n

tr
u

si
on

  
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 
S

of
tw

ar
e 

de
si

gn
 

do
cu

m
en

ts
 

36
 p

ro
b.

  
 

 
M

r.
 M

or
ch

 a
dm

it
te

d 
th

at
 in

 S
ep

te
m

be
r 

an
d 

O
ct

ob
er

 2
00

0 
w

hi
le

 
em

pl
oy

ed
 a

t C
is

co
 S

ys
te

m
s 

he
 in

te
nt

io
na

lly
 e

xc
ee

de
d 

hi
s 

au
th

or
iz

ed
 

ac
ce

ss
 to

 th
e 

co
m

pu
te

r 
sy

st
em

s 
of

 C
is

co
 S

ys
te

m
s 

by
 lo

gg
in

g 
in

to
 th

e 
co

m
pu

te
r 

sy
st

em
 b

ot
h 

as
 a

n 
ad

m
in

is
tr

at
or

 a
nd

 u
nd

er
 h

is
 o

w
n 

us
er

na
m

e 
fr

om
 a

 w
or

ks
ta

ti
on

 b
el

on
gi

ng
 to

 a
no

th
er

 C
is

co
 s

of
tw

ar
e 

en
gi

ne
er

. 
 

 
H

e 
di

d 
so

 in
 o

rd
er

 to
 o

bt
ai

n 
pr

op
ri

et
ar

y 
in

fo
rm

at
io

n 
th

at
 h

e 
kn

ew
 h

e 
w

as
 n

ot
 a

ut
ho

ri
ze

d 
to

 h
av

e,
 a

nd
 h

e 
us

ed
 th

e 
ot

he
r 

en
gi

ne
er

’s
 c

om
pu

te
r 

be
ca

us
e 

it 
ha

d 
a 

w
ri

ta
bl

e 
C

D
 d

ri
ve

 c
ap

ab
le

 o
f 

"b
ur

ni
ng

" 
C

D
s.

 
 

M
r.

 M
or

ch
 a

dm
it

te
d 

th
at

 h
e 

bu
rn

ed
 a

 n
um

be
r 

of
 C

D
s 

on
 th

e 
ot

he
r 



 

 

- 150 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

em
pl

oy
ee

’s
 c

om
pu

te
r,

 u
si

ng
 w

ri
ta

bl
e 

C
D

s 
th

at
 h

e 
ob

ta
in

ed
 f

ro
m

 th
e 

sh
el

f 
ab

ov
e 

hi
s 

co
m

pu
te

r 
m

on
it

or
, a

nd
 o

bt
ai

ne
d 

m
at

er
ia

l t
ha

t i
nc

lu
de

d 
C

is
co

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 m
at

er
ia

ls
 r

el
at

in
g 

to
 b

ot
h 

re
le

as
ed

 C
is

co
 p

ro
du

ct
s 

an
d 

th
en

-o
ng

oi
ng

 d
ev

el
op

m
en

ta
l p

ro
je

ct
s.

 
 

T
he

 d
ay

 b
ef

or
e 

he
 le

ft
 C

is
co

, M
r.

 M
or

ch
 c

op
ie

d 
C

is
co

 p
ro

je
ct

 id
ea

s,
 

ge
ne

ra
l d

es
cr

ip
ti

on
s,

 r
eq

ui
re

m
en

ts
, s

pe
ci

fi
ca

ti
on

s,
 li

m
it

at
io

ns
 o

f 
de

si
gn

, 
an

d 
pr

oc
ed

ur
es

 to
 o

ve
rc

om
e 

th
e 

de
si

gn
 d

if
fi

cu
lt

ie
s 

fo
r 

a 
vo

ic
e-

ov
er

 a
nd

 
op

ti
ca

l n
et

w
or

ki
ng

 s
of

tw
ar

e 
pr

od
uc

t. 
 

 
S

ho
rt

ly
 a

ft
er

, M
r.

 M
or

ch
 s

ta
rt

ed
 w

or
ki

ng
 a

t C
al

ix
 N

et
w

or
ks

, a
 p

ot
en

ti
al

 
co

m
pe

ti
to

r 
w

it
h 

C
is

co
. A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
af

fi
da

vi
t, 

M
r.

 M
or

ch
 c

op
ie

d 
C

is
co

’s
 p

ro
pr

ie
ta

ry
 in

fo
rm

at
io

n 
on

to
 a

 C
al

ix
 la

pt
op

 a
nd

 th
e 

C
al

ix
 

ne
tw

or
k.

 C
al

ix
 c

oo
pe

ra
te

d 
fu

lly
 w

it
h 

th
e 

in
ve

st
ig

at
io

n.
 

 
C

ha
rg

ed
 u

nd
er

 E
E

A
; P

le
d 

to
 §

 1
03

0 
vi

ol
at

io
n 

(F
ra

ud
 a

nd
 r

el
at

ed
 

ac
ti

vi
ty

 in
 c

on
ne

ct
io

n 
w

it
h 

co
m

pu
te

rs
).

  
 

57
 

U
.S

. v
. D

ai
 

(W
.D

.N
.Y

.)
 

O
ct

ob
er

 2
6,

 2
00

0 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
 

O
th

er
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

C
om

pu
te

r 
 

so
ur

ce
 c

od
e 

24
 p

ro
b.

  
50

K
  

(r
es

ti
tu

tio
n)

 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t a
ll

eg
ed

 th
at

 th
e 

de
fe

nd
an

t k
no

w
in

gl
y 

an
d 

w
il

lf
ul

ly
 

co
nv

er
te

d 
a 

tr
ad

e 
se

cr
et

 th
at

 in
cl

ud
ed

 a
 p

ro
du

ct
 p

ro
du

ce
d 

fo
r 

or
 p

la
ce

d 
in

 in
te

rs
ta

te
 c

om
m

er
ce

 in
 v

io
la

ti
on

 o
f 

18
 U

.S
.C

. 1
83

2.
 

 
T

he
 d

ef
en

da
nt

 a
dm

it
te

d 
th

at
 h

e 
do

w
nl

oa
de

d 
in

fo
rm

at
io

n 
fr

om
 th

e 
el

ec
tr

on
ic

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

se
rv

ic
e 

w
it

hi
n 

X
/N

et
 A

ss
oc

ia
te

s 
to

 a
 

co
m

pu
te

r 
ou

ts
id

e 
th

e 
X

/N
et

 A
ss

oc
ia

te
s 

co
m

pu
te

r 
do

m
ai

n.
 

 
P

le
d 

gu
il

ty
 to

 §
 2

70
1 

vi
ol

at
io

n 
(U

nl
aw

fu
l a

cc
es

s 
to

 s
to

re
d 

co
m

m
un

ic
at

io
ns

).
 

 

58
 

U
.S

. v
. W

an
g 

an
d 

B
el

l 
Im

ag
in

g 
T

ec
hn

ol
og

y 
C

or
p.

(N
.D

. C
al

.)
 

A
ug

us
t 2

4,
 2

00
0 

(A
rr

es
t)

 
E

E
A

 
O

ut
si

de
r 

U
lt

ra
so

un
d 

m
ac

hi
ne

 
bl

ue
pr

in
ts

 
 

 

 
M

r.
 W

an
g 

an
d 

B
el

l I
m

ag
in

g 
ad

m
it

te
d 

th
at

 p
ri

or
 to

 A
ug

us
t 2

4,
 2

00
0,

 
M

r.
 W

an
g 

to
ok

 w
it

ho
ut

 a
ut

ho
ri

za
ti

on
 a

nd
 c

op
ie

d 
fo

r 
B

el
l I

m
ag

in
g 

a 
do

cu
m

en
t p

ro
vi

di
ng

 th
e 

ar
ch

it
ec

tu
re

 f
or

 th
e 

S
eq

uo
ia

 u
lt

ra
so

un
d 

m
ac

hi
ne

 th
at

 c
on

ta
in

ed
 th

e 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

of
 A

cu
so

n 
C

or
po

ra
tio

n.
  

 
 

A
cc

or
di

ng
 to

 M
r.

 W
an

g'
s 

pl
ea

 a
gr

ee
m

en
t, 

he
 h

ad
 b

ee
n 

ab
le

 to
 o

bt
ai

n 
ac

ce
ss

 to
 th

e 
A

cu
so

n 
tr

ad
e 

se
cr

et
 m

at
er

ia
ls

 b
ec

au
se

 h
is

 w
if

e 
w

as
 

em
pl

oy
ed

 a
s 

an
 e

ng
in

ee
r 

at
 th

at
 c

om
pa

ny
 a

nd
 b

ec
au

se
 s

he
 h

ad
 b

ro
ug

ht
 

th
at

 d
oc

um
en

t i
nt

o 
th

ei
r 

ho
m

e.
  

 
 

A
ft

er
 M

r.
 W

an
g 

ha
d 

co
pi

ed
 th

e 
do

cu
m

en
t, 

he
 to

ok
 it

 w
it

h 
hi

m
 in

 th
e 



 

 

- 151 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

ye
ar

 2
00

0 
on

 b
us

in
es

s 
tr

ip
s 

to
 th

e 
P

eo
pl

e'
s 

R
ep

ub
li

c 
of

 C
hi

na
 f

or
 B

el
l 

Im
ag

in
g.

  
 

M
r.

 W
an

g 
w

as
 a

rr
es

te
d 

ca
rr

yi
ng

 th
e 

A
cu

so
n 

tr
ad

e 
se

cr
et

 d
oc

um
en

ts
 a

t 
S

an
 F

ra
nc

is
co

 I
nt

er
na

ti
on

al
 A

ir
po

rt
 a

s 
he

 w
as

 a
bo

ut
 to

 b
oa

rd
 a

 f
li

gh
t 

fo
r 

S
ha

ng
ha

i, 
P

.R
.C

., 
in

 A
ug

us
t o

f 
20

00
. 

 

59
 

U
.S

. v
. R

ec
to

r 
an

d 
S

ny
de

r
(M

.D
. F

la
.)

 
Ju

ly
 1

3,
 2

00
0 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

C
om

p
. I

n
tr

u
si

on
 

In
si

de
r 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

D
ru

g 
de

li
ve

ry
 

sy
st

em
 f

or
m

ul
as

14
 

 

 
T

he
 f

ac
ts

, a
s 

ag
re

ed
 to

 b
y 

bo
th

 d
ef

en
da

nt
s 

in
 th

ei
r 

pl
ea

 a
gr

ee
m

en
ts

 w
it

h 
th

e 
U

ni
te

d 
S

ta
te

s,
 e

st
ab

li
sh

 th
at

 a
t s

om
e 

ti
m

e 
pr

io
r 

to
 A

ug
us

t 2
0,

 1
99

9,
 

th
e 

de
fe

nd
an

t, 
R

ec
to

r,
 o

bt
ai

ne
d 

nu
m

er
ou

s 
pi

ec
es

 o
f 

pr
op

ri
et

ar
y 

in
fo

rm
at

io
n 

ow
ne

d 
by

 R
.P

.S
ch

er
er

, I
nc

. (
R

P
S

) 
fr

om
 a

 f
ri

en
d(

s)
 in

 
F

lo
ri

da
. 

 
 

T
hi

s 
in

fo
rm

at
io

n 
in

cl
ud

ed
 g

el
 f

or
m

ul
as

, f
il

l f
or

m
ul

as
, s

he
ll

 w
ei

gh
ts

, 
an

d 
ex

pe
ri

m
en

ta
l p

ro
du

ct
io

n 
or

de
r 

(E
P

O
) 

da
ta

. 
 

 
T

hi
s 

in
fo

rm
at

io
n 

w
as

 k
no

w
n 

by
 th

e 
de

fe
nd

an
t t

o 
be

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 
in

fo
rm

at
io

n 
an

d 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

of
 R

PS
. 

 
 

R
P

S
 is

 a
 le

ad
in

g 
in

te
rn

at
io

na
l d

ev
el

op
er

 a
nd

 m
an

uf
ac

tu
re

r 
of

 d
ru

g,
 

su
pp

le
m

en
t, 

co
sm

et
ic

 a
nd

 r
ec

re
at

io
na

l p
ro

du
ct

 d
el

iv
er

y 
sy

st
em

s.
  

 

60
 

U
.S

. v
. C

ha
ng

 a
nd

 P
ar

k 
(N

.D
. C

al
.)

 
Ju

ne
 1

4,
 2

00
0 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

In
si

de
rs

 
C

us
to

m
er

 
in

fo
rm

at
io

n 
12

  
60

K
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
pl

ea
 a

gr
ee

m
en

t a
nd

 h
is

 g
ui

lt
y 

pl
ea

, M
r.

 C
ha

ng
 

ad
m

it
te

d 
to

 h
av

in
g 

re
ce

iv
ed

, p
os

se
ss

ed
 a

nd
 w

ith
ou

t a
ut

ho
ri

za
ti

on
 

ap
pr

op
ri

at
ed

 s
to

le
n 

tr
ad

e 
se

cr
et

 in
fo

rm
at

io
n 

be
lo

ng
in

g 
to

 C
ha

ng
's

 
fo

rm
er

 e
m

pl
oy

er
, S

em
i S

up
pl

y,
 I

nc
. o

f 
L

iv
er

m
or

e,
 C

al
if

or
ni

a,
 k

no
w

in
g 

th
at

 th
e 

in
fo

rm
at

io
n 

w
as

 s
to

le
n,

 o
bt

ai
ne

d 
an

d 
co

nv
er

te
d 

w
it

ho
ut

 
au

th
or

iz
at

io
n.

  
 

Sp
ec

if
ic

al
ly

, M
r.

 C
ha

ng
 a

dm
it

te
d 

to
 h

av
in

g 
re

ce
iv

ed
, p

os
se

ss
ed

 a
nd

 
ap

pr
op

ri
at

ed
 w

it
ho

ut
 a

ut
ho

ri
za

ti
on

 c
us

to
m

er
 a

nd
 o

rd
er

 in
fo

rm
at

io
n 

in
 

da
ta

ba
se

s 
re

la
ti

ng
 to

 S
em

i S
up

pl
y'

s 
sa

le
s.

  
 

H
e 

al
so

 a
dm

it
te

d 
to

 h
av

in
g 

m
ad

e 
$3

00
,0

00
 in

 g
ro

ss
 s

al
es

 u
si

ng
 th

e 
S

em
i S

up
pl

y 
da

ta
ba

se
s,

 r
es

ul
ti

ng
 in

 a
 $

60
,0

00
 n

et
 p

ro
fi

t f
or

 h
im

. 
 

61
 

U
.S

. v
. C

or
gn

at
i 

(S
.D

. F
la

.)
 

Ju
ne

 1
2,

 2
00

0 
E

E
A

 
O

ut
si

de
r 

S
of

tw
ar

e 
60

 p
ro

b.
 

12
0K

 
 

T
hi

s 
in

di
ct

m
en

t i
nv

ol
ve

s 
an

 a
ll

eg
ed

 E
E

A
 v

io
la

ti
on

 r
el

at
in

g 
to

 th
e 

th
ef

t 
an

d 
us

e 
of

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 in
fo

rm
at

io
n 

re
la

ti
ng

 to
 M

ot
or

ol
a 

sy
st

em
s 

fo
r 

2-
w

ay
 r

ad
io

s.
  



 

 

- 152 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

(S
en

te
nc

in
g)

 
 

T
he

 D
ef

en
da

nt
 p

le
d 

gu
il

ty
 to

 o
ne

 c
ou

nt
 o

f 
ec

on
om

ic
 e

sp
io

na
ge

 a
nd

 w
as

 
se

nt
en

ce
d 

on
 6

/1
2/

00
 to

 5
 y

ea
rs

 p
ro

ba
ti

on
 a

nd
 $

12
0,

00
0 

in
 r

es
ti

tu
ti

on
. 

 

62
 

U
.S

. v
. E

ve
rh

ar
t 

(W
.D

. P
a.

) 
M

ar
ch

 3
0,

 2
00

0 
(S

en
te

nc
in

g)
 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

S
al

es
 in

fo
 &

 
st

ra
te

gy
 

12
 p

ro
b.

  
 

 
T

hi
s 

E
E

A
 in

di
ct

m
en

t i
nv

ol
ve

d 
an

 a
ll

eg
ed

 E
E

A
 v

io
la

ti
on

 r
el

at
in

g 
to

 
sa

le
s 

an
d 

pr
ic

in
g 

da
ta

 f
ro

m
 W

er
ne

r 
L

ad
de

r 
by

 a
n 

em
pl

oy
ee

 
(E

ve
rh

ea
rt

).
  

 
D

ef
en

da
nt

 p
le

d 
gu

il
ty

 o
n 

3/
30

/0
0 

an
d 

w
as

 s
en

te
nc

ed
 o

n 
3/

30
/0

0 
to

 1
 

ye
ar

 p
ro

ba
ti

on
, $

10
0 

sp
ec

ia
l a

ss
es

sm
en

t. 
 

63
 

U
.S

. v
. O

w
 

(N
.D

. C
al

.)
 

M
ar

ch
 2

9,
 2

00
0 

(O
ri

gi
na

l I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

M
ic

ro
-p

ro
ce

ss
 

or
 r

es
ea

rc
h 

24
 

 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
su

pe
rs

ed
in

g 
in

fo
rm

at
io

n 
an

d 
pl

ea
 a

gr
ee

m
en

t, 
M

r.
 O

w
 

co
pi

ed
 w

it
ho

ut
 a

ut
ho

ri
za

ti
on

 c
om

pu
te

r 
fi

le
s 

re
la

ti
ng

 to
 th

e 
de

si
gn

 a
nd

 
te

st
in

g 
of

 th
e 

M
er

ce
d 

m
ic

ro
pr

oc
es

so
r 

(n
ow

 k
no

w
n 

as
 th

e 
It

an
iu

m
 

m
ic

ro
pr

oc
es

so
r)

. 
 

 
A

t t
he

 ti
m

e,
 M

r.
 O

w
 k

ne
w

 th
at

 it
 w

as
 a

 tr
ad

e 
se

cr
et

 b
el

on
gi

ng
 to

 I
nt

el
 

C
or

po
ra

ti
on

. 
 

 
H

e 
co

pi
ed

 th
at

 tr
ad

e 
se

cr
et

 in
fo

rm
at

io
n 

w
it

h 
in

te
nt

 to
 c

on
ve

rt
 it

 to
 h

is
 

ow
n 

ec
on

om
ic

 b
en

ef
it

 b
y 

us
in

g 
it

 a
t h

is
 th

en
 n

ew
 e

m
pl

oy
m

en
t. 

 
 

H
e 

al
so

 k
ne

w
 a

t t
he

 ti
m

e 
th

at
 h

is
 a

ct
 w

ou
ld

 in
ju

re
 I

nt
el

 C
or

po
ra

tio
n,

 in
 

th
at

 h
e 

– 
as

 a
 f

or
m

er
 e

m
pl

oy
ee

 o
f 

In
te

l –
 p

os
se

ss
ed

 I
nt

el
's

 tr
ad

e 
se

cr
et

 
in

fo
rm

at
io

n 
w

it
ho

ut
 it

s 
kn

ow
le

dg
e.

  
 

T
he

 I
ta

ni
um

 m
ic

ro
pr

oc
es

so
r 

w
as

 u
nd

er
 jo

in
t d

ev
el

op
m

en
t b

y 
In

te
l a

nd
 

H
ew

le
tt

-P
ac

ka
rd

 C
o.

 s
in

ce
 1

99
4.

 
 

64
 

U
.S

. v
. S

he
ar

er
 a

nd
 T

ej
as

 
Pr

oc
ur

em
en

t S
vc

s.
 

(N
.D

. T
ex

.)
 

D
ec

em
be

r 
9,

 1
99

9 
(P

le
a)

 
E

E
A

 C
on

sp
ir

ac
y 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

T
ur

bi
ne

 e
ng

in
e 

bl
ue

pr
in

ts
 

54
 

7.
6 

m
il

. 
 

 
Sh

ea
re

r 
ad

m
it

te
d 

th
at

 h
e 

st
ol

e 
in

te
ll

ec
tu

al
 p

ro
pe

rt
y,

 o
r 

pr
op

ri
et

ar
y 

tr
ad

e 
se

cr
et

s,
 f

ro
m

 h
is

 f
or

m
er

 e
m

pl
oy

er
, S

ol
ar

 T
ur

bi
ne

s 
In

co
rp

or
at

ed
 (

S
ol

ar
) 

he
ad

qu
ar

te
re

d 
in

 S
an

 D
ie

go
, C

al
if

or
ni

a.
  

 
 

S
ol

ar
 d

es
ig

ns
 a

nd
 m

an
uf

ac
tu

re
s 

in
du

st
ri

al
 g

as
 tu

rb
in

e 
en

gi
ne

s 
an

d 
tu

rb
o 

m
ac

hi
ne

ry
 s

ys
te

m
s 

fo
r 

th
e 

pr
od

uc
ti

on
 a

nd
 tr

an
sm

is
si

on
 o

f 
cr

ud
e 

oi
l, 

pe
tr

ol
eu

m
 p

ro
du

ct
s 

an
d 

na
tu

ra
l g

as
; g

en
er

at
in

g 
el

ec
tr

ic
it

y 
an

d 
th

er
m

al
 

en
er

gy
 f

or
 a

 w
id

e 
va

ri
et

y 
of

 in
du

st
ri

al
 a

pp
lic

at
io

ns
; a

nd
 f

or
 th

e 
fa

st
 

fe
rr

y 
m

ar
in

e 
m

ar
ke

t. 
 

Sh
ea

re
r 

ob
ta

in
ed

 S
ol

ar
’s

 tr
ad

e 
se

cr
et

 in
fo

rm
at

io
n 

an
d 

us
ed

 th
at

 
in

fo
rm

at
io

n 
to

 m
an

uf
ac

tu
re

 c
ou

nt
er

fe
it

 S
ol

ar
 p

ar
ts

 th
ro

ug
h 

T
ej

as
. 

  



 

 

- 153 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

  
T

ej
as

, a
t S

he
ar

er
’s

 d
ir

ec
ti

on
, p

ai
d 

S
ol

ar
 e

m
pl

oy
ee

s 
to

 p
ro

vi
de

 S
ol

ar
 

dr
aw

in
gs

, p
la

ns
, a

nd
 s

ch
em

at
ic

s 
th

at
 in

cl
ud

ed
 c

on
fi

de
nt

ia
l 

sp
ec

if
ic

at
io

ns
 d

es
cr

ib
in

g 
th

e 
di

m
en

si
on

s 
an

d 
m

an
uf

ac
tu

ri
ng

 d
et

ai
ls

 o
f 

S
ol

ar
 p

ar
ts

. 
  

 
S

he
ar

er
 w

as
 a

w
ar

e 
th

at
 th

es
e 

pa
ym

en
ts

 c
on

st
it

ut
ed

 u
nl

aw
fu

l 
tr

an
sa

ct
io

ns
 a

nd
 h

e 
kn

ew
 th

at
 s

te
al

in
g 

th
is

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 tr
ad

e 
se

cr
et

 
in

fo
rm

at
io

n 
w

ou
ld

 in
ju

re
 S

ol
ar

. 
 

65
 

U
.S

. v
. C

os
te

ll
o 

(S
.D

. T
ex

.)
 

O
ct

ob
er

 2
8,

 1
99

9 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

In
si

de
r 

Se
is

m
ic

 r
ec

or
ds

; 
pr

op
ri

et
ar

y 
so

ft
w

ar
e 

36
 p

ro
b.

  
 

 
T

hi
s 

E
E

A
 in

di
ct

m
en

t i
nv

ol
ve

s 
an

 a
ll

eg
ed

 E
E

A
 v

io
la

ti
on

 b
y 

an
 

em
pl

oy
ee

 (
C

os
te

ll
o)

 r
el

at
in

g 
to

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 in
fo

rm
at

io
n 

in
vo

lv
in

g 
oi

l 
an

d 
ga

s 
lo

gs
 m

an
uf

ac
tu

re
d 

by
 F

in
a.

  
 

D
ef

en
da

nt
 p

le
d 

gu
il

ty
 o

n 
2/

25
/0

0 
to

 th
ef

t o
f 

tr
ad

e 
se

cr
et

s.
 

 

66
 

U
.S

. v
. L

an
ge

 
(E

.D
. W

is
.)

 
S

ep
te

m
be

r 
7,

 1
99

9 
 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 
E

E
A

 A
tt

em
p

t 
C

op
yr

ig
h

t 
W

ir
e 

F
ra

u
d

  
E

x-
E

m
pl

oy
ee

 
E

ng
in

ee
ri

ng
 

dr
aw

in
gs

  
30

 
2.

5K
 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t a
ll

eg
es

 th
at

 M
at

th
ew

 L
an

ge
 tr

ie
d 

se
ll

in
g 

en
gi

ne
er

in
g 

dr
aw

in
gs

 o
f 

ai
rc

ra
ft

 p
ar

ts
 b

el
on

gi
ng

 to
 R

ep
la

ce
m

en
t A

ir
cr

af
t P

ar
t C

o.
 

In
c.

 (
R

A
P

C
O

) 
to

 a
 R

A
P

C
O

 c
om

pe
ti

to
r.

  
 

A
cc

or
di

ng
 to

 p
ub

li
sh

ed
 r

ep
or

ts
, p

ro
se

cu
to

rs
 a

ss
er

t t
ha

t L
an

ge
 (

a 
dr

af
ts

m
an

) 
al

te
re

d 
pr

op
ri

et
ar

y 
w

ar
ni

ng
s 

on
 th

e 
R

A
P

C
O

 d
ra

w
in

gs
 

m
ak

in
g 

th
em

 lo
ok

 li
ke

 h
is

 o
w

n.
  

 
U

si
ng

 a
n 

al
ia

s 
an

d 
du

m
m

y 
e-

m
ai

l a
cc

ou
nt

, L
an

ge
 th

en
 c

on
ta

ct
ed

 a
n 

ex
ec

ut
iv

e 
at

 th
e 

R
A

P
C

O
 c

om
pe

ti
to

r 
an

d 
at

te
m

pt
ed

 th
e 

sa
le

. 

67
 

U
.S

. v
. K

im
 

(N
. D

. I
ll

in
oi

s)
 

Ju
ly

 1
99

9 
(I

nf
or

m
at

io
n)

 
 

E
E

A
 

In
si

de
r 

C
om

pu
te

r 
so

ur
ce

 
co

de
 

 
 

 
C

om
pl

ai
nt

 f
il

ed
 J

ul
y 

19
99

. 
 

 
A

ll
eg

ed
 E

E
A

 v
io

la
ti

on
 in

vo
lv

ed
 a

 3
C

O
M

 e
m

pl
oy

ee
 (

K
im

).
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
co

m
pl

ai
nt

, t
he

 d
ef

en
da

nt
 d

ow
nl

oa
de

d 
on

to
 a

 C
D

 
co

m
pu

te
r 

so
ur

ce
 c

od
e 

re
la

ti
ng

 to
 f

ou
r 

pr
od

uc
t a

re
as

: "
vo

ic
eo

ve
r 

IP
" 

te
ch

no
lo

gy
, v

oi
ce

 b
an

d 
m

od
em

 te
ch

no
lo

gy
, f

ac
si

m
il

e 
te

ch
no

lo
gy

, a
nd

 
di

gi
ta

l s
ub

sc
ri

be
r 

li
ne

 (
D

S
L

) 
te

ch
no

lo
gy

. 
 T

he
 C

D
 w

as
 d

es
cr

ib
ed

 a
s 

in
cl

ud
in

g 
3c

om
's

 "
je

w
el

s"
. 

 
C

om
pl

ai
nt

 d
is

m
is

se
d 

w
it

ho
ut

 p
re

ju
di

ce
 o

n 
O

ct
ob

er
 1

, 1
99

9.
 

 



 

 

- 154 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

68
 

U
.S

. v
. T

am
po

e 
(S

.D
. T

ex
.)

 
M

ar
ch

 2
4,

 1
99

9 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
 

E
E

A
 A

tt
em

p
t 

In
si

de
r 

C
om

pu
te

r 
 

so
ur

ce
 c

od
e 

15
 

5K
 

 
T

he
 a

lle
ge

d 
E

E
A

 v
io

la
ti

on
s 

in
vo

lv
ed

 a
n 

em
pl

oy
ee

 (
T

am
po

e)
 a

nd
 I

B
M

 
pr

op
ri

et
ar

y 
te

ch
no

lo
gy

. 
 

 
T

he
 D

ef
en

da
nt

 p
le

d 
gu

il
ty

 to
 C

ou
nt

 2
 (

at
te

m
pt

ed
 th

ef
t o

f 
tr

ad
e 

se
cr

et
s)

 
an

d 
C

ou
nt

 3
 (

fo
rf

ei
tu

re
) 

of
 th

e 
su

pe
rs

ed
in

g 
in

di
ct

m
en

t. 
C

ou
nt

 1
 (

th
ef

t 
of

 tr
ad

e 
se

cr
et

s)
 o

f 
th

e 
su

pe
rs

ed
in

g 
in

di
ct

m
en

t a
nd

 b
ot

h 
co

un
ts

 o
f 

th
e 

or
ig

in
al

 in
di

ct
m

en
t w

er
e 

di
sm

is
se

d 
at

 s
en

te
nc

in
g.

 
 

69
 

U
.S

. v
. K

er
n 

(E
.D

. C
al

.)
 

M
ar

ch
 5

, 1
99

9 
(I

nd
ic

tm
en

t)
 

E
E

A
 

C
om

p
. I

n
tr

u
si

on
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

R
ad

io
lo

gi
ca

l 
m

ac
hi

ne
s 

se
rv

ic
in

g 
in

fo
12

 
 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t a
ll

eg
es

 th
at

 D
av

id
 K

er
n 

co
pi

ed
 p

ro
pr

ie
ta

ry
 in

fo
rm

at
io

n 
fr

om
 a

 la
pt

op
 c

om
pu

te
r 

in
ad

ve
rt

en
tly

 le
ft

 b
y 

a 
se

rv
ic

e 
te

ch
ni

ci
an

 f
or

 
V

ar
ia

n 
M

ed
ic

al
 S

ys
te

m
s,

 I
nc

. a
t a

 h
os

pi
ta

l w
he

re
 M

r.
 K

er
n 

se
rv

ic
ed

 th
e 

m
il

li
on

-d
ol

la
r 

ca
nc

er
 tr

ea
tm

en
t V

ar
ia

n 
m

ac
hi

ne
s 

fo
r 

a 
co

m
pe

tit
or

 
(S

ac
ra

m
en

to
-b

as
ed

 R
ad

io
lo

gi
ca

l A
ss

oc
ia

te
s)

. 
 

 
In

 th
e 

co
ur

se
 o

f 
m

is
ap

pr
op

ri
at

in
g 

V
ar

ia
n'

s 
tr

ad
e 

se
cr

et
, t

he
 d

ef
en

da
nt

 
co

pi
ed

 f
ile

s 
fr

om
 th

e 
V

ar
ia

n 
se

rv
ic

e 
te

ch
ni

ci
an

's
 la

pt
op

 a
ft

er
 h

oo
ki

ng
 it

 
up

 to
 h

is
 o

w
n 

de
sk

to
p 

co
m

pu
te

r 
us

in
g 

a 
L

ap
li

nk
 p

ro
gr

am
. 

70
  

U
.S

. v
. S

in
de

la
r 

(D
. K

an
.)

 
O

ct
ob

er
 1

6,
 1

99
8 

(I
nf

or
m

at
io

n)
 

E
E

A
 

In
si

de
r 

D
es

ig
n 

sp
ec

if
ic

at
io

ns
; 

sa
le

s 
fo

re
ca

st
s

60
 p

ro
b.

  
26

K
 

 
T

he
ft

 o
f 

pr
op

ri
et

ar
y 

in
fo

rm
at

io
n 

fr
om

 e
m

pl
oy

er
 (

Pr
ec

o)
. 

  
 

T
he

 D
ef

en
da

nt
 p

le
d 

gu
il

ty
 o

n 
10

/1
6/

98
 to

 o
ne

 c
ou

nt
 o

f 
th

ef
t o

f 
in

te
rn

at
io

na
l t

ra
de

 s
ec

re
ts

 a
nd

 w
as

 s
en

te
nc

ed
 o

n 
M

ar
ch

 1
, 1

99
9 

to
 5

 
ye

ar
s 

pr
ob

at
io

n;
 $

16
,6

18
.3

5 
re

st
it

ut
io

n,
 $

10
,0

00
 f

in
e,

 $
10

0 
sp

ec
ia

l 
as

se
ss

m
en

t. 
 

71
 

U
.S

. v
. C

am
p 

an
d 

M
ar

ti
n 

(D
. M

e.
) 

S
ep

te
m

be
r 

16
, 1

99
8 

(I
nf

or
m

at
io

n)
 

E
E

A
 C

on
sp

ir
ac

y 
M

ai
l F

ra
ud

 
W

ir
e 

F
ra

u
d 

IT
S

P
 

In
si

de
r 

O
ut

si
de

r 
P

ro
pr

ie
ta

ry
 

ac
ce

ss
  

12
 

7.
5K

 

 
B

ox
 lo

ad
s 

of
 d

oc
um

en
ts

 a
nd

 e
-m

ai
ls

 c
ha

ng
ed

 h
an

ds
 in

cl
ud

in
g 

pa
ge

s 
fr

om
 la

bo
ra

to
ry

 n
ot

eb
oo

ks
, a

n 
in

te
rn

al
 I

de
xx

 p
ro

du
ct

 s
tu

dy
, c

us
to

m
er

 
li

st
s,

 a
nd

 d
oc

um
en

ts
 a

bo
ut

 I
de

xx
's

 c
om

pe
ti

to
rs

 in
 th

e 
bu

si
ne

ss
 o

f 
m

ak
in

g 
di

ag
no

st
ic

 e
qu

ip
m

en
t f

or
 v

et
er

in
ar

ia
ns

. 
 

72
 

U
.S

. v
. P

ei
 

(D
. N

.J
.)

 
Ju

ly
 2

7,
 1

99
8 

(A
rr

es
t)
 

 
E

E
A

 
E

x-
em

pl
oy

ee
 

H
ep

it
it

s 
m

on
it

or
in

g 
ki

t
 

 

 
T

he
 F

B
I 

ar
re

st
ed

 a
 f

or
m

er
 s

ci
en

ti
st

 a
t R

oc
he

 D
ia

gn
os

ti
cs

 in
 A

ug
us

t, 
19

98
 in

 N
ew

 J
er

se
y 

on
 c

ha
rg

es
 h

e 
tr

ie
d 

to
 s

te
al

 tr
ad

e 
se

cr
et

s 
fo

r 
a 

he
pa

tit
is

 m
on

it
or

in
g 

ki
t h

e 
ho

pe
d 

to
 s

el
l i

n 
C

hi
na

. 
 

 
H

ua
ng

 D
ao

 P
ei

, a
 C

hi
ne

se
-b

or
n 

na
tu

ra
li

ze
d 

U
.S

. c
it

iz
en

 li
vi

ng
 in

 
P

is
ca

ta
w

ay
, N

.J
., 

al
le

ge
dl

y 
tr

ie
d 

to
 b

uy
 in

fo
rm

at
io

n 
fr

om
 a

 s
ci

en
ti

st
 

w
ho

 w
or

ke
d 

fo
r 

R
oc

he
. T

he
 s

ci
en

ti
st

 w
as

 c
oo

pe
ra

ti
ng

 w
it

h 
th

e 
F

B
I 

in
 a

 
st

in
g 

op
er

at
io

n 
an

d 
se

cr
et

ly
 ta

pe
-r

ec
or

de
d 

H
ua

ng
. 

 



 

 

- 155 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

  
H

ua
ng

 to
ld

 th
e 

R
oc

he
 s

ci
en

ti
st

 th
at

 h
e 

ne
ed

ed
 to

 g
et

 in
fo

rm
at

io
n 

ab
ou

t 
R

oc
he

's
 h

ep
at

it
is

 C
 d

ia
gn

os
ti

c 
te

st
in

g 
ki

t s
o 

hi
s 

fi
rm

, L
C

C
 E

nt
er

pr
is

es
, 

co
ul

d 
de

ve
lo

p 
a 

si
m

il
ar

 k
it

 a
nd

 s
el

l i
t i

n 
C

hi
na

, p
ro

se
cu

to
rs

 s
ay

. H
ua

ng
 

w
or

ke
d 

fo
r 

R
oc

he
 f

ro
m

 1
99

2 
to

 1
99

5.
  

 
H

ua
ng

 D
ao

 P
ei

 w
as

 r
el

ea
se

d 
on

 a
 $

10
0,

00
0 

bo
nd

 p
en

di
ng

 tr
ia

l. 
 

73
 

U
.S

. v
. K

ru
m

re
i 

(D
. H

aw
.)

 
M

ay
 1

4,
 1

99
8 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

L
am

in
at

in
g 

pr
oc

es
s 

 
24

 
10

K
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
op

in
io

n,
 W

il
so

na
rt

 I
nt

er
na

ti
on

al
, I

nc
. p

ro
du

ce
s 

la
m

in
at

es
 u

se
d 

to
 m

an
uf

ac
tu

re
 f

ur
ni

tu
re

, k
it

ch
en

 a
nd

 b
at

hr
oo

m
 

co
un

te
rt

op
s,

 r
es

id
en

ti
al

 f
lo

or
s 

an
d 

ot
he

r 
it

em
s 

us
ed

 in
 th

e 
co

ns
tr

uc
ti

on
 

of
 r

es
id

en
ti

al
 a

nd
 c

om
m

er
ci

al
 b

ui
ld

in
gs

 th
ro

ug
ho

ut
 th

e 
w

or
ld

. 
 

 
In

 1
99

5,
 W

il
so

na
rt

 r
et

ai
ne

d 
th

e 
se

rv
ic

es
 o

f 
V

ac
te

c 
C

oa
ti

ng
s,

 I
nc

/R
ob

er
t 

A
m

is
 to

 c
on

du
ct

 c
er

ta
in

 R
&

D
 te

st
s 

fo
r 

W
il

so
na

rt
. 

 
 

In
 tu

rn
, V

ac
te

c 
re

ta
in

ed
 a

no
th

er
 M

ic
hi

ga
n 

co
m

pa
ny

 (
F

ed
er

al
 I

nd
us

tr
ia

l 
S

er
vi

ce
s,

 I
nc

.)
 to

 a
ss

is
t M

r.
 A

m
is

 w
it

h 
th

e 
te

st
s.

  
 

D
av

id
 K

ru
m

re
i w

as
 h

ir
ed

 b
y 

F
ed

er
al

 I
nd

us
tr

ia
l S

er
vi

ce
s 

an
d 

in
 th

is
 

po
si

ti
on

 o
bt

ai
ne

d 
ac

ce
ss

 to
 W

il
so

na
rt

's
 tr

ad
e 

se
cr

et
 te

ch
no

lo
gy

. 
 

 
W

il
so

na
rt

 th
en

 w
or

ke
d 

w
it

h 
th

e 
F

B
I 

to
 s

et
 u

p 
a 

st
in

g 
op

er
at

io
n 

by
 

ar
ra

ng
in

g 
a 

m
ee

ti
ng

 w
it

h 
K

ru
m

re
i i

n 
H

aw
ai

i t
o 

ex
ch

an
ge

 h
e 

in
fo

rm
at

io
n 

an
d 

m
on

ey
. 

 
 

K
ru

m
re

i w
as

 a
rr

es
te

d 
at

 th
at

 m
ee

ti
ng

 a
nd

 c
ha

rg
ed

 u
nd

er
 th

e 
E

E
A

. 
 

T
he

re
af

te
r,

 D
av

id
 K

ru
m

re
i t

el
ep

ho
ne

d 
a 

W
il

so
na

rt
 c

om
pe

ti
to

r 
in

 
A

us
tr

al
ia

 (
C

S
R

 L
im

it
ed

)-
-a

pp
ar

en
tl

y 
fr

om
 H

aw
ai

i-
-a

nd
 a

dv
is

ed
 C

S
R

 
L

im
it

ed
 th

at
--

 in
 r

et
ur

n 
fo

r 
em

pl
oy

m
en

t i
n 

A
us

tr
al

ia
--

th
at

 h
e 

co
ul

d 
pr

ov
id

e 
C

S
R

 L
im

it
ed

 w
it

h 
th

e 
un

iq
ue

 f
or

m
ul

a 
fo

r 
su

rf
ac

e 
co

at
in

g 
th

at
 

W
il

so
na

rt
 h

ad
 d

ev
el

op
ed

. 
 

 
T

he
re

af
te

r,
 C

SR
 L

im
it

ed
 (

H
en

ry
 P

en
s-

-E
xe

cu
ti

ve
 G

en
er

al
 M

an
ag

er
) 

co
nt

ac
te

d 
W

il
so

na
rt

 a
nd

 o
ff

er
ed

 to
 d

o 
ev

er
yt

hi
ng

 p
os

si
bl

e 
to

 a
ss

is
t 

W
il

so
na

rt
 in

 p
ro

te
ct

in
g 

th
ei

r 
tr

ad
e 

se
cr

et
s.

 
 

74
 

U
.S

. v
. F

ul
to

n 
(W

.D
. P

a.
) 

A
pr

il
 1

7,
 1

99
8 

(P
le

a)
 

E
E

A
 

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

M
in

in
g 

 
m

ac
hi

ne
 

bl
ue

pr
in

ts
 

12
 h

om
e 

de
te

nt
io

n 
 

 
Jo

hn
 F

ul
to

n,
 a

 f
or

m
er

 e
m

pl
oy

ee
 o

f 
Jo

y 
M

in
in

g 
M

ac
hi

ne
ry

 I
nc

., 
w

as
 

ch
ar

ge
d 

w
it

h 
at

te
m

pt
in

g 
to

 b
uy

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 s
ch

em
at

ic
 d

es
ig

ns
 f

or
 a

n 
M

S
-1

4 
m

od
el

 o
f 

a 
ch

oc
k 

in
te

rf
ac

e 
un

it
, a

n 
el

ec
tr

on
ic

 s
w

it
ch

bo
x 

th
at

 
op

er
at

es
 o

f 
a 

co
al

 m
in

in
g 

m
ac

hi
ne

 k
no

w
n 

as
 a

 lo
ng

w
al

l s
he

ar
er

, 



 

 

- 156 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

pr
od

uc
ed

 b
y 

Jo
y 

M
in

in
g.

 
 

75
 

U
.S

. v
. H

al
ls

te
d 

an
d 

P
ri

ng
le

(E
.D

. T
ex

.)
 

F
eb

ru
ar

y 
26

, 1
99

8 
(I

nf
or

m
at

io
n)

 
E

E
A

 
E

E
A

 A
tt

em
p

t 
IT

S
P

  
O

ut
si

de
rs

 
P

ro
to

ty
pe

 
co

m
pu

te
r 

pr
oc

es
so

rs
 

77
 

10
K

 

 
U

si
ng

 a
n 

In
te

rn
et

 a
d,

 P
ri

ng
le

 a
nd

 H
al

ls
te

ad
 a

ll
eg

ed
ly

 a
dv

er
ti

se
d 

th
e 

av
ai

la
bi

li
ty

 o
f 

th
es

e 
fi

ve
 p

ro
to

ty
pe

 I
nt

el
 C

PU
s.

  
 

W
or

ki
ng

 w
it

h 
th

e 
F

B
I,

 C
yr

ix
 a

nd
 I

nt
el

 a
rr

an
ge

d 
fo

r 
P

ri
ng

le
 a

nd
 

H
al

ls
te

ad
 to

 b
ei

ng
 th

e 
C

P
U

s 
to

 th
e 

C
yr

ix
 lo

ca
tio

n 
in

 T
ex

as
 f

or
 C

yr
ix

 
pe

rs
on

ne
l t

o 
in

sp
ec

t a
nd

 h
op

ef
ul

ly
 p

ur
ch

as
e.

  
 

O
ne

 o
f 

th
e 

C
P

U
s 

w
er

e 
id

en
ti

fi
ed

 a
s 

th
e 

fi
ve

 s
to

le
n 

fr
om

 I
nt

el
 in

 
C

al
if

or
ni

a,
 H

al
ls

te
ad

 a
nd

 P
ri

ng
le

 w
er

e 
ar

re
st

ed
. 

 

76
 

U
.S

. v
. C

am
pb

el
l 

(N
.D

. G
a.

) 
F

eb
ru

ar
y 

6,
 1

99
8 

 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 

E
E

A
 A

tt
em

p
t 

E
E

A
 C

on
sp

ir
ac

y 
M

ai
l F

ra
ud

 
 

In
si

de
r 

P
ro

pr
ie

ta
ry

 
fi

na
nc

ia
l 

in
fo

rm
at

io
n 

3 
2.

8K
 

 
D

ef
en

da
nt

 a
ll

eg
ed

ly
 o

ff
er

ed
 to

 s
el

l m
ar

ke
ti

ng
 p

la
ns

 a
nd

 s
ub

sc
ri

pt
io

n 
li

st
s 

to
 th

e 
A

tl
an

ta
 J

ou
rn

al
-C

on
st

it
ut

io
n 

fo
r 

th
e 

su
m

 o
f 

$1
50

,0
00

. 

77
 

U
.S

. v
. D

av
is

 
(D

. M
as

s.
) 

N
ov

em
be

r 
14

, 1
99

7 
(I

nf
or

m
at

io
n)

 

E
E

A
 

E
E

A
 A

tt
em

p
t 

In
si

de
r 

S
ha

vi
ng

  
pr

oc
es

s 
 

27
 

1.
2 

m
il

. 
 

 
S

te
ve

n 
L

. D
av

is
 w

as
 a

 p
ro

ce
ss

 c
on

tr
ol

 e
ng

in
ee

r 
fo

r 
W

ri
gh

t I
nd

us
tr

ie
s,

 
In

c.
 in

 N
as

hv
il

le
, T

en
ne

ss
ee

. 
 

 
In

 th
e 

su
m

m
er

 o
f 

19
96

, t
he

 G
il

le
tt

e 
C

om
pa

ny
 r

et
ai

ne
d 

W
ri

gh
t 

In
du

st
ri

es
, I

nc
. t

o 
as

si
st

 in
 th

e 
de

ve
lo

pm
en

t o
f 

G
il

le
tt

e'
s 

ne
xt

 g
en

er
at

io
n 

of
 r

az
or

 s
ys

te
m

s.
  

 
D

av
is

 w
as

 a
ss

ig
ne

d 
to

 b
e 

th
e 

le
ad

 p
ro

ce
ss

 c
on

tr
ol

 e
ng

in
ee

r 
on

 th
e 

G
il

le
tt

e 
P

ro
je

ct
 a

nd
 h

e 
ex

ec
ut

ed
 a

 C
on

fi
de

nt
ia

li
ty

 A
gr

ee
m

en
t. 

 
 

A
cc

or
di

ng
 to

 th
e 

gr
an

d 
ju

ry
 in

di
ct

m
en

t, 
W

ri
gh

t I
nd

us
tr

ie
s,

 I
nc

., 
at

 
G

il
le

tte
's

 r
eq

ue
st

, r
em

ov
ed

 D
av

is
 a

s 
th

e 
le

ad
 p

ro
ce

ss
 c

on
tr

ol
 d

es
ig

n 
en

gi
ne

er
 in

 la
te

 S
ep

te
m

be
r,

 1
99

6.
 

 
T

he
re

af
te

r,
 a

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
gr

an
d 

ju
ry

 in
di

ct
m

en
t, 

D
av

is
 s

en
t h

ig
hl

y 
co

nf
id

en
ti

al
 e

ng
in

ee
ri

ng
 d

ra
w

in
gs

 r
el

at
in

g 
to

 th
e 

G
il

le
tt

e 
P

ro
je

ct
 to

 
G

il
le

tte
's

 c
om

pe
tit

or
s,

 in
cl

ud
in

g 
B

ic
 C

or
po

ra
ti

on
, A

m
er

ic
an

 S
af

et
y 

R
az

or
, a

nd
 W

ar
ne

r 
L

am
be

rt
, i

n 
vi

ol
at

io
n 

of
 1

8 
U

.S
.C

. S
ec

ti
on

s 
18

32
 

(a
)(

2)
 a

nd
 (

3)
. 

 
D

av
is

 c
on

ta
ct

ed
 G

il
le

tte
's

 c
om

pe
tit

or
s 

by
 f

ac
si

m
ile

 a
nd

 E
-M

ai
l u

si
ng

 
an

on
ym

ou
s 

na
m

es
 "

M
el

in
da

 I
vy

" 
an

d 
"C

ar
l B

ro
w

n"
 a

nd
 th

e 
co

m
pu

te
r 

ha
nd

le
s 

"P
S

D
U

M
C

" 
an

d 
"c

ar
l.b

ro
w

n.
" 

 



 

 

- 157 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

  
D

av
is

 a
ls

o 
re

pr
es

en
te

d,
 in

 s
ol

ic
it

in
g 

fu
rt

he
r 

in
te

re
st

, t
ha

t h
e 

ha
d 

60
0 

"m
eg

s"
 o

f 
G

il
le

tte
's

 p
ro

du
ct

 d
ra

w
in

gs
, e

qu
ip

m
en

t d
ra

w
in

gs
 a

nd
 

as
se

m
bl

y 
dr

aw
in

gs
 r

el
at

in
g 

to
 G

ill
et

te
's

 n
ex

t g
en

er
at

io
n 

of
 r

az
or

 
sy

st
em

s.
  

 
In

 a
dd

it
io

n 
to

 v
io

la
ti

on
 o

f 
th

e 
E

E
A

, D
av

is
 w

as
 a

ls
o 

ch
ar

ge
d 

w
it

h 
w

ir
e 

fr
au

d 
pu

rs
ua

nt
 to

 1
8 

U
.S

.C
. S

ec
ti

on
 1

34
3.

 
 

78
 

U
.S

. v
. T

ru
ji

ll
o-

C
oh

en
 

(S
.D

. T
ex

.)
 

N
ov

em
be

r 
14

, 1
99

7 
(I

nf
or

m
at

io
n)

 
E

E
A

 E
sp

io
n

ag
e 

E
E

A
 A

tt
em

p
t 

W
ir

e 
F

ra
u

d
  

E
x-

E
m

pl
oy

ee
 

SA
P

 
Im

pl
em

en
t 

M
et

ho
do

lo
gy

48
 

33
7K

 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
gr

an
d 

ju
ry

 c
ha

rg
es

, w
he

n 
sh

e 
le

ft
 D

el
oi

tte
 &

 T
ou

ch
e,

 
M

s.
 T

ru
ji

ll
o-

C
oh

en
 to

ok
 a

 p
ro

pr
ie

ta
ry

 s
of

tw
ar

e 
pr

og
ra

m
 c

al
le

d 
th

e 
"A

F
R

O
N

T
 f

or
 S

A
P

" 
pr

og
ra

m
. 

 
 

A
pp

ar
en

tl
y,

 M
s.

 T
ru

ji
ll

o-
C

oh
en

 th
er

ea
ft

er
 a

lle
ge

dl
y 

de
le

te
d 

re
fe

re
nc

es
 

to
 D

el
oi

tt
e 

&
 T

ou
ch

e 
an

d 
re

so
ld

 th
e 

pr
og

ra
m

 (
or

 p
or

ti
on

s 
of

 th
e 

pr
og

ra
m

) 
to

 a
 th

ir
d-

pa
rt

y 
co

m
pa

ny
 f

or
 p

ro
fi

t. 
 

 
T

he
 th

ir
d-

pa
rt

y 
co

m
pa

ny
 w

as
 n

ot
 in

di
ct

ed
. 

 
 

M
ay

ra
 J

us
ti

ne
 T

ru
ji

ll
o-

C
oh

en
 p

le
d 

gu
ilt

y 
to

 o
ne

 c
ou

nt
 o

f 
th

ef
t o

f 
tr

ad
e 

se
cr

et
s 

an
d 

on
e 

co
un

t o
f 

w
ir

e 
fr

au
d 

on
 J

ul
y 

30
, 1

99
8.

 

79
 

U
.S

. v
. Y

an
g 

(D
. O

hi
o)

 
S

ep
te

m
be

r 
4,

 1
99

7 
(A

rr
es

t)
 

E
E

A
 C

on
sp

ir
ac

y 
E

E
A

 A
tt

em
p

t 
W

ir
e 

F
ra

u
d 

M
ai

l F
ra

ud
 

C
om

pe
ti

to
r 

A
dh

es
iv

e 
fo

rm
ul

as
  

6 
ho

m
e 

co
nf

in
em

en
t

5 
m

il
. 

 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t a
ll

eg
es

 th
at

 f
ro

m
 J

ul
y 

of
 1

98
9 

th
ro

ug
h 

19
97

 th
e 

de
fe

nd
an

ts
, P

in
 Y

en
 Y

an
g,

 a
.k

.a
. P

.Y
. Y

an
g,

 h
is

 d
au

gh
te

r 
H

w
ei

 C
he

n 
Y

an
g,

 a
.k

.a
. S

al
ly

 Y
an

g 
an

d 
F

ou
r 

P
il

la
rs

 E
nt

er
pr

is
e 

C
om

pa
ny

, L
T

D
, o

f 
T

ai
w

an
, e

ng
ag

ed
 in

 a
 s

ch
em

e 
to

 d
ef

ra
ud

 A
ve

ry
 o

f 
th

e 
in

ta
ng

ib
le

 r
ig

ht
 

to
 th

e 
ho

ne
st

 s
er

vi
ce

 o
f 

V
ic

to
r 

L
ee

 a
nd

 o
f 

it
s 

co
nf

id
en

tia
l a

nd
 

pr
op

ri
et

ar
y 

in
fo

rm
at

io
n 

an
d 

tr
ad

e 
se

cr
et

s.
  

 
S

in
ce

 J
ul

y 
of

 1
98

9 
th

e 
de

fe
nd

an
ts

 h
av

e 
ob

ta
in

ed
, a

m
on

g 
th

in
gs

, 
pr

op
ri

et
ar

y 
an

d 
co

nf
id

en
ti

al
 A

ve
ry

 in
fo

rm
at

io
n 

re
la

ti
ng

 to
 f

or
m

ul
at

io
ns

 
fo

r 
se

lf
-a

dh
es

iv
e 

pr
od

uc
ts

. 
 

T
he

 in
di

ct
m

en
t a

ls
o 

al
le

ge
s 

th
at

 o
n 

S
ep

te
m

be
r 

4,
 1

99
7,

 th
e 

de
fe

nd
an

ts
 

m
et

 w
it

h 
V

ic
to

r 
L

ee
 in

 a
 h

ot
el

 r
oo

m
 in

 W
es

tl
ak

e,
 O

hi
o 

fo
r 

th
e 

pu
rp

os
e 

of
 o

bt
ai

ni
ng

 A
ve

ry
 c

on
fi

de
nt

ia
l a

nd
 p

ro
pr

ie
ta

ry
 in

fo
rm

at
io

n,
 

do
cu

m
en

ts
 a

nd
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

in
 v

io
la

ti
on

 o
f 

th
e 

E
co

no
m

ic
 E

sp
io

na
ge

 
A

ct
 o

f 
19

96
. 

 



 

 

- 158 -

N
o.

 
E

sp
io

n
ag

e 
A

ct
 C

as
es

 
V

io
la

ti
on

s 
C

at
eg

or
y 

of
 

D
ef

en
d

an
t(

s)
 

T
ra

de
 S

ec
re

t
P

u
n

is
h

m
en

t 
C

om
m

en
ts

 

 
C

ol
lo

q
u

ia
l C

as
e 

N
am

e 
(D

is
tr

ic
t)

 
D

at
e 

of
 A

rr
es

t 
or

 
In

d
ic

tm
en

t 

E
E

A
 

IT
S

P
 

M
ai

l F
ra

ud
 

W
ir

e 
F

ra
u

d 
C

F
A

A
 

In
si

d
er

 
E

x-
E

m
p

lo
ye

e 
C

om
p

et
it

or
 

O
u

ts
id

er
 

T
yp

e 
of

 
In

fo
rm

at
io

n
 

S
to

le
n

  

In
ca

rc
er

at
io

n
 

or
 P

ro
b

at
io

n
 

in
 M

on
th

s 

F
in

e 
F

or
fe

it
ur

e 
R

es
ti

tu
ti

on
 

 

80
 

U
.S

. v
. H

su
 

(E
.D

. P
a.

) 
Ju

ly
 1

0,
 1

99
7 

(I
nd

ic
tm

en
t)

 

E
E

A
 E

sp
io

n
ag

e 
E

E
A

 C
on

sp
ir

ac
y 

W
ir

e 
F

ra
u

d
  

C
om

pe
ti

to
r 

F
or

m
ul

as
, 

 
ce

ll 
lin

es
  

T
im

e 
S

er
ve

d 
 

10
K

 

 
T

hi
s 

ca
se

 in
vo

lv
ed

 th
e 

al
le

ge
d 

th
ef

t o
f 

tr
ad

e 
se

cr
et

s 
re

la
ti

ng
 to

 
B

ri
st

ol
-M

ye
rs

' a
nt

i-
ca

nc
er

 d
ru

g 
T

ax
ol

. 
 

 
Sp

ec
if

ic
al

ly
, t

he
 tr

ad
e 

se
cr

et
s 

re
la

te
d 

to
 a

 n
ew

 p
ro

ce
ss

 f
or

 th
e 

pr
od

uc
ti

on
 o

f 
T

ax
ol

 b
y 

ge
ne

ti
c 

en
gi

ne
er

in
g.

  
 

A
cc

or
di

ng
 to

 p
ub

li
sh

ed
 r

ep
or

ts
, K

ai
-L

o 
H

su
 (

a 
te

ch
ni

ca
l d

ir
ec

to
r 

fo
r 

T
ai

w
an

's
 Y

ue
n 

Fo
on

g 
P

ap
er

 C
o.

) 
an

d 
C

he
st

er
 S

. H
o 

(a
 b

io
ch

em
is

t a
nd

 
pr

of
es

so
r 

at
 a

 T
ai

w
an

 u
ni

ve
rs

it
y)

 w
er

e 
ar

re
st

ed
 o

n 
Ju

ne
 1

4 
du

ri
ng

 a
n 

F
B

I 
st

in
g 

op
er

at
io

n 
at

 th
e 

po
sh

 F
ou

r 
Se

as
on

s 
H

ot
el

 in
 P

hi
la

de
lp

hi
a.

  
 

T
he

 s
ec

re
t m

ee
tin

g 
w

as
 a

rr
an

ge
d 

by
 a

 "
te

ch
no

lo
gy

 in
fo

rm
at

io
n 

br
ok

er
" 

w
ho

 w
as

 a
cc

om
pa

ni
ed

 b
y 

a 
pe

rs
on

 p
os

in
g 

as
 a

 c
or

ru
pt

 B
ri

st
ol

-M
ye

rs
' 

sc
ie

nt
is

t. 
 

T
he

 in
di

ct
m

en
t a

ll
eg

ed
 th

at
 K

ai
-L

o 
H

su
 a

nd
 J

es
si

ca
 C

ho
u 

ag
re

ed
 to

 
in

it
ia

ll
y 

pa
y 

$4
00

,0
00

 f
or

 th
e 

T
ax

ol
 te

ch
no

lo
gy

. C
he

st
er

 S
. H

o 
w

as
 

ap
pa

re
nt

ly
 a

t t
he

 J
un

e 
14

 s
ec

re
t m

ee
ti

ng
 to

 v
er

if
y 

th
e 

va
lu

e 
of

 th
e 

se
cr

et
 

T
ax

ol
 te

ch
no

lo
gy

. 
 

 
A

cc
or

di
ng

 to
 p

ub
li

sh
ed

 r
ep

or
ts

, J
es

si
ca

 C
ho

u 
is

 b
el

ie
ve

d 
to

 b
e 

in
 

T
ai

w
an

 w
hi

ch
 d

oe
s 

no
t h

av
e 

an
 e

xt
ra

di
ti

on
 tr

ea
ty

 w
it

h 
th

e 
U

ni
te

d 
St

at
es

. 
 

 
Y

ue
n 

F
oo

ng
 P

ap
er

 C
o.

 r
ep

or
te

dl
y 

ca
ll

ed
 th

e 
ch

ar
ge

s 
"c

om
pl

et
el

y 
gr

ou
nd

le
ss

 a
nd

 u
nt

ru
e"

 a
nd

 th
e 

co
m

pa
ny

 is
 s

ti
ll

 u
nd

er
 in

ve
st

ig
at

io
n 

fo
r 

po
ss

ib
le

 in
di

ct
m

en
t u

nd
er

 th
e 

E
co

no
m

ic
 E

sp
io

na
ge

 A
ct

 o
f 

19
96

. 
 

81
 

U
.S

. v
. P

. W
or

th
in

g 
an

d 
D

. 
W

or
th

in
g 

(W
.D

. P
a.

) 
D

ec
em

be
r 

7,
 1

99
6 

(I
nf

or
m

at
io

n)
 

E
E

A
 E

sp
io

n
ag

e 
E

E
A

 C
on

sp
ir

ac
y 

 
In

si
de

r 
fo

rm
ul

as
, 

di
ag

ra
m

s 
 

15
 

 

 
P

at
ri

ck
 W

or
th

in
g 

w
or

ke
d 

at
 P

P
G

 I
nd

us
tr

ie
s,

 I
nc

. u
nd

er
 a

 c
on

tr
ac

t w
it

h 
A

ff
il

ia
te

d 
B

ui
ld

in
g 

S
er

vi
ce

s 
as

 th
e 

su
pe

rv
is

or
 o

f 
a 

m
ai

nt
en

an
ce

 c
re

w
 a

t 
on

e 
of

 P
PG

's
 r

es
ea

rc
h 

an
d 

de
ve

lo
pm

en
t f

ac
il

iti
es

. 
 

 
W

or
th

in
g,

 w
it

h 
ac

ce
ss

 to
 e

ve
ry

 o
ff

ic
e,

 s
ur

re
pt

iti
ou

sl
y 

co
lle

ct
ed

 
di

sk
et

te
s,

 b
lu

ep
ri

nt
s 

an
d 

ot
he

r 
ty

pe
s 

of
 c

on
fi

de
nt

ia
l r

es
ea

rc
h 

in
fo

rm
at

io
n 

fr
om

 P
P

G
 I

nd
us

tr
ie

s.
 

 
T

he
 in

di
ct

m
en

t w
as

 b
as

ed
 o

n 
an

 F
B

I 
st

in
g 

op
er

at
io

n 
pr

om
pt

ed
 b

y 
a 

le
tt

er
 P

at
ri

ck
 W

or
th

in
g 

w
ro

te
 to

 O
w

en
s-

C
or

ni
ng

, a
 P

P
G

 r
iv

al
 

at
te

m
pt

in
g 

to
 s

el
l t

he
 p

ro
pr

ie
ta

ry
 P

P
G

 in
fo

rm
at

io
n.

 
 

 



 

 - 159 -

 

Appendix B:  United States Further Resources 
Further resources regarding United States trade secret law. 

1. Coenen, Jr., Ronald D., Greenberg, Jonathan H. and Reisinger, Patrick K., Intellectual 
Property Crimes, 48 Am. Crim. L. Rev. 849 (Spring, 2011).  (Tab 19) 

2. Cundiff, Victoria A., Trade Secrets Law:  The Latest Developments, Intellectual 
Property Law Institute 2011 (Practising Law Institute, September-October, 2011).  
(Tab 20) 

3. Cundiff, Victoria A., Using the Economic Espionage Act and the Computer Fraud 
and Abuse Acts to Protect Trade Secrets:  Statutory and Practical Considerations, 
15th Annual Institute on Intellectual Property Law (Practising Law Institute, October, 
2009).  (Tab 21) 

4. Holmes, Patricia Brown, Protecting Your Company’s Valuable Trade Secret Assets:  
Lessons Learned From Recent Federal Prosecutions of Criminal Trade Secrets Theft, 
Illinois MCLE Marathon 2011 (Practising Law Institute, May 16, 2011).  (Tab 22)  

5. Schwarts, Robert S., United States Law on Restrictive Covenants and Trade Secrets, 
Current Developments in Employment Law:  The Obama Years at Mid-Term 
(American Law Institute, Jul. 28-30, 2011).  (Tab 23) 

6. Burstein, Aaron J., Trade Secrecy as an Instrument of National Security? Rethinking 
the Foundations of Economic Espionage, 41 Ariz. St. L.J. 933 (Winter, 2009).  
(Tab 24) 

7. Lewis, Jonathan Eric, The Economic Espionage Act and the Threat of Chinese 
Espionage in the United States, 8 Chi.-Kent J. Intell. Prop. 189 (Spring, 2009).  
(Tab 25) 

8. Albany Law School, Report To The Legislature On The Adoption Of The Uniform 
Trade Secrets Act In New York, available at 
http://www.als.edu/stlc/uniform_trade.htm.  (Tab 26) 
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GERMANY 

Purpose of Legislation 

There is no statutory definition of the term “trade secrets,” but the term generally refers to 
intangible rights that belong to the company and represent value in themselves, especially if 
an economic use of the trade secret is intended.  Under German trade secret protection 
theory, the protection of trade secrets is not only in the interest of the company concerned but 
also in the interest of society, because society has an interest in the creation and protection of 
free and fair competition. 

Importantly, and different from many other jurisdictions, the protection of trade secrets in 
Germany is defined and restricted by the overarching principle that employees should not be 
unduly restrained in their career development and should be able to freely use knowledge and 
skill legitimately acquired after their term of employment has ended.  Only where that 
knowledge and skill was unfairly or unlawfully acquired, where there was a special trust 
relationship, or where the employee deliberately provoked termination, may an employee be 
restricted from using experience and knowledge post-termination.   

On the other hand, employees have a fiduciary duty not to disclose trade secrets, both during 
and after the term of their employment.  Striking a balance between these conflicting 
principles is difficult, and there is ample and sometimes contradicting case law to complicate 
the issue further.   

In Germany, as in other countries, trade secrets have had to be protected by criminal laws in 
order to discourage spying or using the trade secrets of others, as civil protection was 
considered insufficient.  In many cases, when civil suits were initiated, the infringer simply 
did not have the necessary money or other means to compensate the plaintiff’s loss (for 
example employees or apprentices).  The creation of criminal protection laws in Germany 
however was also attributable to other factors.  Increased competition in all fields of 
economic activity encouraged companies and private persons try — often by illegal means — 
to find out their successful competitor’s trade secrets and other competitive advantages.  
Historically, this has lead to a steadily growing number of industrial espionage cases.  As 
trade secrets are often more valuable than intellectual property rights as they are harder to 
copy, the need for criminal legislation for the protection of trade secrets became more 
apparent.  Criminal protection now applies if trade secrets are discovered or divulged 
illegally.  If trade secrets are acquired by legal means, however they can be used freely to 
strengthen the company’s competitive position. 

The Provisions of the UWG 

The first German Code against unlawful competition “UWG” was enacted in 1909.  The 
protection of trade secrets contained in this law however, was not very far-reaching and was 
interpreted very formalistically by the courts.  In 1932, the law was renewed and the 
protection for trade secrets was extended, although spying to obtain trade secrets engaged in 
by third persons was still not covered.  The law was amended in 1986 and in 2004 and the 
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field of protection further extended.  The current law now covers the breach of secrecy by 
someone who is employed by the owner (Geheimnisverrat, § 17 I UWG), particularly 
dangerous cases of espionage (Betriebsspionage, § 17 II No. 1 UWG), and the unauthorized 
use or disclosure of trade secrets acquired or seized by improper means (Geheimnishehlerei, 
§ 17 II No. 2 UWG).  The attempt of any of the infringements mentioned under § 17 I and II 
UWG is also penalized (§ 17 III UWG).38    

§ 17 (1) UWG in its current version provides that “anyone employed in an undertaking” may 
be subject to criminal sanction if they breach secrecy during the term of the employment, 
extending to any type of employment, including certain commercial agents, company 
directors or board members, and under certain circumstances also representatives of a 
company.  §§ 17 (2) and 18 UWG cover activities undertaken by anyone. 

§ 17 of the UWG refers to “Betriebsgeheimnis” (industrial secrets) and 
“Geschäftsgeheimnis” (commercial secrets).  “Betriebsgeheimnis” usually means secret 
technical information relating to manufacturing and product technology whereas 
“Geschäftsgeheimnis” means secret commercial or business information.  These terms are 
often used interchangeably.  There is no need for the information to be “novel” or 
“inventive,” as is required by other jurisdictions. 

Information must be “secret” in order to qualify as an industrial or commercial secret.  
According to courts and scholars information has to have four distinctive features to be 
considered as “secret” under German law: 

 Secret information has to be known only by a limited number of people, 
usually a defined and relatively small group.  It is important that the owner of 
the secret keeps sufficient control over the number and kind of people having 
access to the secret information.  The number of people having access can be 
fairly large as long as all persons are covered by secrecy obligations.  If the 
circle becomes too large and it is deemed virtually impossible for the circle to 
maintain secrecy, the information will no longer legally be considered secret.  
Information is not required to be “new” or “inventive” (as required under the 
standards of patentability), as long as the facts are not in the public domain, it 
does not matter that they may have circulated for some time.   

 Secret information has to be connected with (i.e., related to) a particular 
business.  This means that the trade secret has to be used in relation to a 
particular business and/or has to be owned or controlled by the business. 

 The owner of the secret must intend to keep the information secret and must 
take reasonable steps to protect it.  This can be done by using a system of 
confidentiality agreements.  Alternatively, if the intent is not expressed (in 
writing or orally) it can nevertheless be obvious to the parties from other facts 
or circumstances.  Furthermore, there is a presumption that the owner of the 
enterprise intends to keep the information secret.  Any employee who wants 
to use the enterprise’s information for his/her own benefit has to rebut this 
presumption.  Information can also be presumed to be secret if it is difficult 

                                                 
38 An English translation is available at http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html. 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/index.html
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to discover (e.g., a spy would have to spend significant time and effort to 
discover the secret). 

 The intent to keep the information secret has to be accompanied by a 
legitimate right and interest (usually economic) in the information by the 
owner to keep the information secret.  This interest is implied if the secret 
information relates to the competitiveness of an enterprise. 

The Provisions of the Criminal Code 

In addition to the protections for trade secrets in the UWG, there are provisions in the 
Criminal Code StGB that address specific and limited aspects of the protection of trade 
secrets. 39 

§ 202 StGB protect the secrecy of letters and illustrations.  The term “letter” is interprested 
broadly to cover letters, diaries, notes, calculations, projections, and plans; “illustration” 
extends to photographs, slides, and films.  Both letters and illustration have to be “closed” or 
secured in a closed container such as an envelope, drawer or cupboard. 

§ 202a was inserted into the Criminal Code StGB in 1986.  It was intended to protect any 
kind of electronic communication and data flow from discovery by third parties. This § 
protects the right to freely and legally dispose of specially protected data, i.e., the right to use 
the idea that is incorporated in the data — irrespective of the ownership or the possession of 
the data carrier or file.  However, data that is not specially protected against illegal access is 
not covered under this § 202a. 

§ 203 has been contained in the Criminal Code since its total overhaul in 1976.  It mainly 
protects the interests of society and reliance upon the professional secrecy of certain 
professions.  It also protects the “right of informational self-determination”, which emanates 
from Articles 2 I and 1 I of the German Constitution.  § 203 is extended and completed by § 
204 which covers the exploitation of secrets of another. 

According to § 205 of the Criminal Code, any criminal offense under §§ 202 through 204 
will only be prosecuted upon application.  This § is aimed at reducing the work for the 
prosecution service by ensuring that only important cases of spying etc. are prosecuted.  It 
also ensures that the prosecution service does not independently initiate an alleged case of 
spying, thereby discovering and making public (e.g., in a hearing or in court) certain data that 
was intended to be kept secret and protected. 

§ 206 then contain specific protections for postal and telecommunications confidentiality. 

§§ 303a and 303b then protect any information stored in data processing systems against 
erasure and destruction.  While not aimed at the protection of trade secrets, the provisions 
may apply to trade secrets stored electronically.   

                                                 
39 A translation of the StGB is available at 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf. 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/german_criminal_code.pdf
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Further Information 

The relevant German legislation has been drafted very carefully so as not to unreasonably 
restrain the career of employees.  The law recognizes that there is a fine balance between 
protecting the ex-employer’s interests and the need to allow freedom of movement of 
employees. 

In principle, an employee changing employment should not be unreasonably restricted and 
should be able to freely use whatever knowledge and skills he/she legitimately acquired 
during the former employment.  Only if and when unfair or illegal circumstances involving 
unlawful acquisition of trade secrets are present, may the employee be legally restricted from 
using such prior experience and knowledge.  Employees may generally only be subject to 
criminal sanctions if the disclosure of trade secrets is made during the term of employment.   

After termination of a working relationship a former employee may be subject to criminal 
sanctions only if he/she unlawfully obtained knowledge of a trade secret and disclosed the 
secret without permission, or if he/she violated a secrecy agreement.  Furthermore, certain 
unusual circumstances may render a disclosure unlawful.  Case law establishes that such 
circumstances may be found to exist where the former employee acted “illegally,” held a very 
senior position, the former employer vested trust in him, and the information is of particular 
relevance for the employer. 

It is generally not regarded as a violation of German law to exploit information lawfully 
obtained during an employment relationship, even though it may be detrimental to the former 
employer. 

Enforcement of Laws 

We are unable to provide you with the enforcement statistics you requested.  The judicial 
authorities in Germany do not compile and make publicly available such statistics.  Further, 
we are unaware of any private organizations compiling this data.  Moreover, it is very 
difficult if not impossible to prepare statistics that are complete and dependable because 
German court decisions are not always published.   

Reports of trade secret cases in German legal databases and commentaries by legal scholars 
are generally limited to the groundbreaking, leading cases, which advance new or important 
issues concerning the material aspects of the law.  We are also unable to provide you with a 
statistic on the seriousness of the offenses, because in most cases the punishment of the 
offender will not even be published in order to protect his privacy. 

However, the penalties under the UWG and the StGB for breach of their provisions include 
imprisonment of up to three years and fines.  The maximum penalty assessed is three years’ 
imprisonment or a corresponding fine.  Fines are assessed based on “day units.”  The 
minimum number of “day units” is 5 and the maximum is 360; amounts per day unit vary 
between €1 and €5,000, depending on the offender’s personal and economic condition.  
Particularly serious cases may penalize offenders with a prison term of 5 years or a fine.  
Inducement and solicitation also carry prison terms. 

Generally, a first-time offender will be sentenced to a fine if there are no further aggravating 
factors present in the case.  
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In addition to criminal punishment, civil law remedies are available to the trade secret owner 
and under certain circumstances also to the infringer’s competitors who suffer from his 
illegally gained competitive advantage.  The violation of a German trade secret is also 
somewhat protected by civil law.  The Civil Code BGB provides for damage claims under 
tort principles for negligent or intentional injuries of the “right to the establishment and 
exercise of a business” (Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) which 
may cover certain aspects of trade secrets, or where a criminal law provision has been 
intentionally or faultily breached.40   

When plaintiffs have to be compensated for all damages which have been incurred, German 
courts allow three methods to calculate damages.  Damages may be calculated based on: 

 lost profits;  

 profits made by the defendant as a result of the wrongdoing; or 

 reasonable royalties, that is what a reasonable licensee would have paid for the 
right under a license.   

Compensation may also be based on a claim for unjust enrichment under § 812 BGB, 
covering essentially the profits made by the defendant as a result of the wrongdoing.  The 
benefit for the defendant here is that such claim does not require the showing of negligence or 
intent on the side of the infringer, whereas for tort claims negligent or intentional behavior is 
required.   

In addition, injunctive relief, both preliminary and permanent, is available under § 1004 BGB 
as well as § 1 UWG.   

To obtain a preliminary injunction, a plaintiff has to show to the satisfaction of the court that 
he has the legal right he claims, and that the injunction is urgent.  For this, the plaintiff 
usually has to act within four to six weeks after obtaining knowledge of the imminent danger 
to his position.  No negligence or intent is required. 

Approximately 10 to 15 precedence cases per year are issued regarding §§ 17 to 20 of the 
UWG,41 and approximately the same number will be issued under the relevant provisions of 
the Criminal Code.  This number includes decisions of local, regional and national German 
courts in the fields of competition/civil law and criminal law. 

Most recent published cases relating to the misappropriation of intangible trade secrets under 
German law deal with computer crime.  This is because the wording of § 17 UWG is 
relatively clear with regard to secrets assimilated and disclosed by employees (covered under 
§ 17 (1) UWG) and with regard to the appropriation of illegal hard copies of trade secrets 
(covered under § 17 (2) No. 1 b) UWG).  However, there remain a number of open 
questions in the context of computer crime, mainly regarding the question of whether 
computer data could constitute a trade secret.   

                                                 
40 An English translation of the BGB can be found under 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf. 
 

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/german_civil_code.pdf
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In order to provide you with some practical context of the operation of Germany’s trade 
secret laws, we have summarized below some relevant cases.   

LG München I 6.  Strafkammer, judgement of March 23, 1998, Az: 6 KLs 315 Js 
18225/94 

Facts:  A computer hacker accessed the Datex-P-Net networked database belonging to 
Deutsche Telekom, the German telecommunications operator, and copied users’ connection 
numbers and passwords in order to gain access to users’ computers. 

Findings of the court:  The court held that the connection numbers and passwords 
constituted trade secrets belonging to Deutsche Telekom and that the hacker had obtained 
them using technical tools (his computer).Therefore, the defendant was found guilty of 
having committed a crime under § 17 (2) No. 1, a), UWG, which penalizes the unlawful 
discovery or acquisition of a trade secret using technical tools without the creation of hard 
copies.  Moreover, the defendant also violated § 263a) StGB (computer fraud) and § 202a) 
StGB (discovery of data). 

BGH 1.  Strafsenat, judgement of March 17, 1992, Az: 1 StR 5/92 

Facts:  The defendant received a magnetic copy containing customer data from another 
person, who had stolen it at company A.  The defendant used the customer data in his own 
company B, giving it to his employees with instructions to use it in their daily business. 

Findings of the court:  The defendant was accused of having committed a crime under § 17 
(2) No. 1 UWG (unlawful discovery or acquisition of a trade secret) but was found guilty of a 
crime under § 17 (2) No. 2 UWG (making use of or passing to a third person a trade secret 
that has been discovered or obtained unlawfully).  The local court held that § 17 (2) No. 1 
UWG did not apply, because the defendant had not obtained the data in one of the ways listed 
under § 17 (2) No. 1 a) through c) UWG.   

On appeal, the defendant challenged the court’s decision on the ground that he had been 
condemned for a crime of which he had not been accused. 

However, the Court of Appeal stated that it was possible to condemn the defendant under 
§ 17 (2) No. 2 UWG (and not under § 17 (2) No. 1 UWG as accused).  The court held that 
the factual and timely connection between the acquisition of the customer data and the 
passing of trade secrets to the employees was so close in the present case that it resulted in a 
“unity of crime.”  According to the Court, it was therefore possible to condemn the 
defendant according to § 17 (2) No. 2 UWG although he had erroneously been accused of 
having violated § 17 (2) No. 1 UWG. 

BayObLG München 4.  Strafsenat, decision of December 12, 1991, Az: RReg 4 St 
158/91 

Facts:  The defendant received a disc containing a computer program (the “decoding 
program”) from a friend, which enabled him to retrieve the software coding of a gambling 
machine.  The decoding program was designed to determine the adequate moment to press 
the gambling machine’s “risk” button, thereby enabling the user to empty the machine’s cash 
register.  The decoding program was created based on information that had been obtained by 
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spending approximately 2,500 € and 70 hours gambling on this machine and observing its 
operation. 

The defendant used the decoding program to “win” 750 € from the gambling machine.  He 
thereafter resold the disc containing the computer program. 

Findings of the court:  The court of appeal held that the copying and use of data that is 
stored on a disc does not constitute a theft of the disc or of the value embodied in the program 
stored on it, if the defendant had no intention of keeping the disc in his possession.  
Therefore, the defendant was acquitted of misappropriation of a tangible copy of a trade 
secret under § 17 (2) No. 1 c) UWG.  However, the court held that the behavior of the 
defendant was a crime under § 17 (2) No. 2 UWG (making use of a trade secret that has been 
discovered or obtained unlawfully) and possibly also under § 263 a) StGB (computer fraud) 
— depending on the facts, which were not entirely known to the court of appeal. 

According to the court, the gambling machine’s program constituted a “trade secret” as 
defined by § 17 (2) No. 2 UWG.  The court held that this was the case even though the 
program could be decrypted with the relatively small investment of 2,500 € and 70 hours of 
observation.  Moreover, even the fact that several illegal copies of the decoding program 
had been circulated and used by criminals did not necessarily mean that the program was not 
“secret” any more.  According to the court, it had to be taken into account that the gambling 
machine’s program was at least intended to be secret and that it was not publicly accessible. 

Evaluation of Current Legislation 

As noted above, under German law, trade secrets are protected by a variety of statutes 
covering criminal and civil law.  The different statutes are complex and address only very 
specific and limited aspects of trade secret protection.  While there has been some 
discussion to consolidate and harmonize the laws, to date there are also no concrete plans or 
projects for future legislation that might result in a unified and consistent statute on trade 
secrets.   
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I. CHINA 
In the PRC it is common for law-making bodies to publish statements that provide some 
explanation of the background and reasons behind the promulgation of a new law.  Such 
statements are usually fairly general in nature and do not provide substantive details of the 
legislative process.  Other than these statements, there is typically no other legislative 
history available.  Due to these reasons, our analysis is primarily based on statutes, 
published scholarly commentaries and case reports from the court. 

A. Relevant Provisions regarding Criminal Liabilities for Infringing upon 
Trade Secrets 
Criminal liability for infringing trade secrets arises from several sources in PRC law. The 
principal legislation and key judicial interpretations are as follows: 

1. PRC Criminal Law (President Order No. 83), as amended by the National People’s 
Congress, which came effective on October 1, 1997 

Article 219 of the PRC Criminal Law defines “trade secrets” as “technical and management 
information”: 

 which is unknown to the public;  

 which is able to bring economic benefits and is of practical value to the rightful 
owner or licensee of such information (the “Holder”); and  

 in respect of which the Holder has adopted measures to maintain confidentiality.  

Article 219 goes on to expressly prohibit the infringement of trade secrets by any of the 
following means:  

 obtaining trade secrets of the Holder by theft, inducement, duress or other illegal 
means;  

 disclosing, using or allowing others to use trade secrets of the Holder obtained by 
illegal means; or  

 disclosing, using or allowing others to use trade secrets in breach of an agreement 
with or confidentiality requirements imposed by the Holder.  

Liability under the Criminal Law extends to third party recipients of trade secrets. Such third 
parties are deemed to be infringers if they obtain, use or disclose trade secrets which they 
knew or should have known had been infringed by any of the means described above. 

If the trade secret infringement results in material loss to the Holder, the infringing party 
could be subject to criminal sanctions including fines and up to seven years’ imprisonment, 
depending on the seriousness of the offense (see paragraph 1B below) 
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2. Interpretation of the Supreme People's Court and the Supreme People's 
Procuratorate Concerning Some Issues on the Specific Application of Law for Handling 
Criminal Cases of Infringement upon Intellectual Property Rights (Fa Shi [2004] No. 19), 
which came effective on December 22, 2004 (“2004 Interpretation”) 

Article 7 of the 2004 Interpretation sets out guidelines for determining the seriousness of an 
offense under Article 419 of the Criminal Law.  

The guidelines provide that if, as a result of the trade secrets infringement, the Holder suffers 
monetary losses of between RMB500,000 (approximately USD78,000) and RMB2,500,000 
(approximately USD390,000), the infringing party shall be considered to have caused 
material loss to the Holder and thus shall be subject to up to three years imprisonment with 
the potential for additional fines subject to the discretion of the court.  

If the relevant losses equal or exceed RMB2,500,000 (approximately USD390,000), the 
infringing party will be considered to have caused significant loss to the Holder and thus shall 
be subject to three to seven years imprisonment and monetary fines. 

3. Anti-unfair Competition Law promulgated by the National People’s Congress 
(President Order No. 10), which came into effect on December 1, 1993 

In addition to liability under the Criminal Law, the infringement of trade secrets may also 
give rise to ‘administrative’ liability – effectively a quasi-criminal liability under China’s 
extensive administrative laws.  

The Anti-unfair Competition Law is overseen and enforced by the State Administration of 
Industry & Commerce (“SAIC”) and its competent local branches). Article 10 mirrors the 
PRC Criminal Law with respect to the definition of “trade secrets” and the activities that will 
be deemed as infringement of trade secrets.  

Article 25 gives the SAIC (and its competent local branches) the power to impose various 
sanctions upon an infringer of trade secrets at its administrative discretion in light of the 
seriousness of the offense. It may: (i) demand that the infringer cease the infringement, and 
(ii) impose administrative fines ranging from RMB10,000 (approximately USD1,500) to 
RMB200,000 (approximately USD3,000). Note that the Anti-unfair Competition Law does 
not provide for imprisonment or other forms of criminal punishment. 

4. Several Provisions regarding Prohibition of Infringement of Trade Secrets enacted 
by the SAIC (SAIC Order No. 86), which came effective on December 3, 1998 (“SAIC 
Provisions”) 

Article 2 of the SAIC Provisions provides further clarification regarding the definition of 
“trade secrets” in the PRC Criminal Law and the Anti-unfair Competition Law as follows: 

 “unknown to the public" means such information cannot be obtained from public 
sources;  

 “able to bring economic benefits and of practical value to the Holder" means such 
information has definite applicability and can bring to the Holder realistic or 
potential economic benefit or competitive advantage;  
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 “measures adopted by the Holder to maintain the confidentiality of such 
information" include executing confidentiality agreements, establishing 
confidentiality protection systems and other reasonable measures; and  

 “technical and management information" for these purposes include design, 
procedures, formulae, production know-how, production methods, management 
know-how, client lists, supplier information, production and sales strategy and 
bidding related information.  

B. Purpose of the Legislation 
With the rapid development of China’s economy following its adoption of market reform and 
opening-up policies in the last three decades, trade secrets have become increasingly 
important intangible assets. While difficult to assess, the potential losses that owners may 
suffer in the event of infringement by third parties have escalated substantially over that 
period. With the emergence of new technologies and high levels of employee turnover in the 
labor market, the risk of trade secret leakage and infringement has also escalated.  

After several high profile infringement cases arose in the 2000s, including the Rio Tinto case 
(details are provided below in Section 3), the severe limitations of only providing civil 
protection for trade secrets became apparent, and companies started to pressure the Chinese 
government to strengthen the protection of trade secrets through criminal liability.   

In addition to the pressure being applied by newer, private sector commercial organizations, 
various state-owned enterprises also supported increased protection for trade secrets in order 
to better protect state-owned assets.  Because state-owned enterprises typically had not 
taken measures to protect their intellectual property, including trade secrets, the developing 
private sector created serious challenges for state-owned enterprises to protect and control the 
state-owned assets under their control.   

Some commentators have interpreted the increased protection for trade secrets as a partial 
response to pressure from foreign countries to provide additional compliance with TRIPS 
requirements and improve the legal protection of intellectual property rights, including 
criminal sanctions for the protection of trade secrets.   

C. Enforcement of Laws 
Statistical information regarding specific types of cases is not normally available in China.  
The Ministry of Justice publishes statistics on the total number of cases heard, but they 
seldom provide detailed breakdowns of this number into sub-categories.  Moreover, 
statistics of the seriousness of offenses and criminal sanctions imposed are generally 
impossible to compile, because in most cases the punishment of the infringing party will not 
even be published in order to protect its privacy.  

Nonetheless, some useful aggregated data has been published by the PRC Supreme Court42 
with regard to trade secret infringement cases heard by the PRC Supreme Court alone or 
together with lower PRC courts in 2009 and 2010: 

  In 2009, final judgment was rendered in 3,660 criminal cases involving 
                                                 
42 The quoted reports include the Status of Judicial Protection of Intellectual Property by the PRC Courts and 

the Annual Report of Intellectual Property Cases Heard by the PRC Supreme Court issued by the PRC 
Supreme Court for the years of 2009 and 2010. 
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intellectual property right disputes nation-wide and 5,832 people were sentenced.  
The Intellectual Property Division of the PRC Supreme Court heard 297 
intellectual property rights disputes, among which, 10 cases related to the 
criminal infringement of trade secrets;  

  In 2010, final judgment was rendered in 3,942 criminal cases involving 
intellectual property right disputes nation-wide and 6,000 people were sentenced.  
Of these, 50 cases and 71 sentenced offenders related to the crime of trade secrets 
infringement.  

Three key reported cases in the last decade provide helpful illustrations of how of China’s 
trade secret laws operate in practice: 

Hu Shitai et al (“Hu”) 

In February 2010, Shanghai Municipal People’s Procuratorate instituted a public prosecution 
before Shanghai First Intermediary People’s Court, charging that Hu and three other 
defendants with the crimes of accepting bribery as non-government officials and of infringing 
upon trade secrets.  According to the official statement of prosecution, the facts in respect of 
the alleged trade secrets infringement were as follows: 

During the period from April 2005 to October 2008, Hu, the former chief representative of 
Rio Tinto Singapore’s representative office in Shanghai, and the other three defendants 
obtained several trade secrets belonging to Chinese iron and steel companies by illegal means 
for the benefit of Rio Tinto Group in connection with its trade of iron ore with Chinese 
companies.  As a result of the disclosure of those trade secrets by the defendants to Rio 
Tinto Group, the Chinese iron and steel companies were in a disadvantaged position in the 
negotiation of iron ore importation price with Rio Tinto Group. As a result, the related 
Chinese iron and steel companies had to pay an extra import price of about RMB1 billion 
(approximately USD156 million) and suffered interest loss of about RMB11 million 
(approximately USD1.7 million) by December 20, 2009.  

Shanghai First Intermediary People’s Court determined that (i) certain information obtained 
by Hu satisfied the statutory definition of trade secrets; (ii) the employees of Shanghai 
representative office of Rio Tinto Singapore were required to collect market information for 
Rio Tinto Group; (iii) given the historical advantage that Rio Tinto Group had in the 
transnational trade of iron ore, the employees of Chinese iron and steel companies would try 
to satisfy Hu’s request of information; and (iv) Hu’s collection and provision of those trade 
secrets to Rio Tinto Group directly caused the losses suffered by Chinese iron and steel 
companies.   

Based on this finding, the court issued its first-instance judgment under Article 419 the PRC 
Criminal Law and Article 7 of the 2004 Interpretation. Hu was convicted of the crime of 
infringing trade secrets, and was sentenced to five years’ imprisonment, and was fined 
RMB500,000 (approximately USD78,000). The other three defendants were also convicted 
of the crime of infringing upon trade secrets, and were sentenced to three to four years’ 
imprisonment with additional fines ranging from RMB200,000 (approximately USD30,000) 
to RMB400,000 (approximately USD60,000).  
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The other three defendants appealed to Shanghai Supreme Court. Shanghai Supreme Court 
supported the first-instance judgment and overruled the appeal.  

Shanghai Xin Lue Electronic and Technology Co. Ltd. (“Xin Lue”) 

In November 2009, Shanghai Pudong New District People’s Procuratorate instituted a public 
prosecution before Shanghai Pudong New District People’s Court.  According to the official 
statement of prosecution, the facts in respect of the alleged trade secrets infringement were as 
follows: 

The defendant Zhang Zhaofeng (“Zhang”), the former vice president of the plaintiff, Ding 
Xin Telecommunication (Shanghai) Co., Ltd. (“Ding Xin”) was in charge of all of Ding 
Xin’s technology development projects. Zhang had entered into confidentiality, intellectual 
property ownership and non-competition agreements with Ding Xin in connection with his 
employment.   

In February 2007, during development of Ding Xin’s chip product ‘CL6010A4’, Zhang made 
a copy of the data relating to the design of such chip product without proper authorization of 
Ding Xin. Zhang subsequently resigned from Ding Xin in August 2007 and established his 
own company Xin Lue (which was included as corporate co-defendant in this case). Zhang 
uploaded the ‘CL6010A4’ design data onto Xin Lue’s internal servers and asked Xin Lue’s 
technicians to refer to the data when designing Xin Lue’s chip products. From February 2008, 
Xin Lue started to sell chips. According to a technical evaluation report, there existed 
substantial similarities between the chips produced by Xin Lue and that of Ding Xin. Xin 
Lue’s gross profit arising from the sale of the relevant chips amounted to USD330,694.11.  

Shanghai Pudong New District People’s Court determined that: (i) Zhang owed 
confidentiality obligation to Ding Xin; (ii) Ding Xin’s chip product ‘CL6010A4’ contained 
information that were unknown to the public and possessed economic benefits and practical 
value; (iii) Xin Lue and Zhang willfully misappropriated Ding Xin’s ‘CL6010A4’ technology; 
and (iv) Ding Xin suffered material economic loss due to Zhang and Xin Lue’s infringement 
upon its trade secrets.  Based on this finding, Xin Lue (the company) was convicted of the 
crime of infringing upon trade secrets under Article 419 of the Criminal Law and was fined 
RMB1,150,000 (approximately USD180,000).  Zhang himself was convicted of the same 
crime, and was sentenced to two years’ probation under suspended sentence of two years’ 
imprisonment. He was also fined RMB1,100,000 (approximately USD170,000).  The court 
also ordered that Ding Xin be compensated with the gross profit Xin Lue gained from the sale 
of the disputed chip products.   

Li Ning (“Li”) 

Beijing Chaoyang District People’s Procuratorate instituted a public prosecution before the 
Beijing Chaoyang District People’s Court and the first-instance judgment was delivered in 
December 2006. According to the official statement of prosecution, the facts in respect of the 
alleged trade secrets infringement were as follows: 

Li, the former business manager of Beijing Ao Er Environmental Arts Co., Ltd. (“Ao Er”) 
negotiated with Xiang Tan municipal government in connection with the lighting renovation 
project on behalf of Ao Er in 2002. Li had entered into a Confidentiality Agreement with Ao 
Er in connection with his employment. During the same period, Li’s own company entered 
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into a lights sale agreement with each of two different departments of Xiang Tan municipal 
government, which caused about RMB1 million losses (approximately USD150,000) to Ao 
Er.  

Beijing Chaoyang District People’s Court determined that: (i) Li breached his confidentiality 
obligations to Ao Er; (ii) Li misappropriated the client data he had obtained from Ao Er for 
his personal interests; and (iii) Ao Er’s client data were not known to the public and were of 
economic benefits and practical value.  Based on these findings, Li was convicted under 
Article 219 of the PRC Criminal Law of infringing trade secrets, and was sentenced to one 
year and eight months’ imprisonment. He was also fined RMB200,000 (approximately 
USD30,000).  This decision was upheld by the Beijing Second Intermediary People’s Court 
upon appeal.  

D. Evaluation of Current Legislation 
China is still in the process of revising and replacing a number of laws and regulations to 
ensure compliance with its WTO commitments.  Based on our review of relevant 
commentary, it does not appear that there are plans to introduce any new legislation regarding 
the application of criminal liability to the protection of trade secrets.  Instead, the focus 
appears to be on implementing the existing legislation, especially the provisions of the 
Criminal Law.   
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A.《中华人民共和国刑法》主席令[第83号]  
PRC Criminal Law (President Order No. 83)  
 
第二百一十九条 【侵犯商业秘密罪】有下列侵犯商业秘密行为之一，给商业秘密的权利人造成重大损失

的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成特别严重后果的，处三年以上七年以下有

期徒刑，并处罚金： 
（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密的； 
（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密的； 
（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商

业秘密的。 
明知或者应知前款所列行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密的，以侵犯商业秘密论。 
本条所称商业秘密，是指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密

措施的技术信息和经营信息。 
本条所称权利人，是指商业秘密的所有人和经商业秘密所有人许可的商业秘密使用人。 
 
Article 219. Whoever engages in one of the following activities which encroaches upon commercial 
secrets and brings significant losses to persons having the rights to the commercial secrets is to be 
sentenced to not more than three years of fixed-term imprisonment, criminal detention, and may in 
addition or exclusively be sentenced to a fine; or is to be sentenced to not less than three years and not 
more than seven years of fixed-term imprisonment and a fine, if he causes particularly serious 
consequences: 
 
(1) acquire a rightful owner's commercial secrets via theft, lure by promise of gain, threat, or other 
improper means; 
(2) disclose, use, or allow others to use a rightful owner's commercial secrets which are acquired 
through the aforementioned means; 
(3) disclose, use, or allow others to use, in violation of the agreement with the rightful owner or the 
rightful owner's request of keeping the commercial secrets, the commercial secrets he is holding. 
 
Whoever acquires, uses, or discloses other people's commercial secrets, when he knows or should 
know that these commercial secrets are acquired through the aforementioned means, is regarded as 
an encroachment upon commercial secrets. 
 
The commercial secrets referred to in this article are technical information and operation information 
that are unknown to the public, can bring economic profits to their rightful owners, are functional, and 
are kept as secrets by their rightful owners. 
 
The rightful owners referred to in this Article are owners of the commercial secrets and users who have 
the permission of the owners. 
 
 
B.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法
释[2004]19号） 
Interpretation of the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate 
Concerning Some Issues on the Specific Application of Law for Handling Criminal Cases of 
Infringement upon Intellectual Property Rights (Fa Shi [2004] No. 19)  
 
第七条 实施刑法第二百一十九条规定的行为之一，给商业秘密的权利人造成损失数额在五十万元以上

的，属于“给商业秘密的权利人造成重大损失”，应当以侵犯商业秘密罪判处三年以下有期徒刑或者拘役，

并处或者单处罚金。 
给商业秘密的权利人造成损失数额在二百五十万元以上的，属于刑法第二百一十九条规定的“造成特别

严重后果”，应当以侵犯商业秘密罪判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 
 
Article 7 Whoever commits any of the acts as prescribed in Article 219 of the Criminal Law, with the 
amount of losses caused to the obligee of the commercial secret to be no less than 500,000 Yuan, 
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shall be deemed to have “caused heavy losses to the commercial secret obligee”, and shall be 
sentenced to a fixed-term imprisonment of not more than three years or criminal detention for the crime 
of infringing upon commercial secret, and/or be subject to a pecuniary fine. 
 
If the amount of losses caused to the commercial secret obligee is no less than 2,500,000 Yuan, he/it 
shall be deemed to have caused “particularly serious consequences” as prescribed in Article 219 of the 
Criminal Law, and shall be sentenced to a fixed-term imprisonment of not less than three years but not 
more than seven years for the crime of infringing upon commercial secret, and shall be concurrently 
subject to a pecuniary fine. 
 
 
C.《中华人民共和国反不正当竞争法》（中华人民共和国主席令 第10号） 
Anti-unfair Competition Law promulgated by the National People’s Congress (President Order 
No. 10) 
 
第十条 【禁止侵犯商业秘密】经营者不得采用下列手段侵犯商业秘密： 
（一）以盗窃、利诱、胁迫或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密； 
（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密； 
（三）违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商

业秘密。 
第三人明知或者应知前款所列违法行为，获取、使用或者披露他人的商业秘密，视为侵犯商业秘密。 
本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保

密措施的技术信息和经营信息。 
 
Article 10 Managers shall not use the following methods to infringe upon business secrecy: 
1. to steal, coerce, or use any other unfair method to obtain the other's business secrets; 
2. to disclose, use or permit others to use the business secrets mentioned in Section 1 of this Article. 
3. to violate the contract or the requirement to publish, use or permit others to use the business secrets, 
which were maintained as secrets by the legal owner of the business secrecy. 
 
The third party who knows or should know the illegal activities as first mentioned, and who gains, uses 
or publishes the business secrecy shall be looked as activities of infringing upon the others' business 
secrecy.  
 
"Business secrecy", in this Article, means the utilized technical information and business information 
which is unknown by the public, which may create business interests or profit for its legal owners, and 
also is maintained secrecy by its legal owners. 
 
第二十五条 【侵犯商业秘密行为的法律责任】违反本法第十条规定侵犯商业秘密的，监督检查部门应

当责令停止违法行为，可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。 
 
Article 25 Supervisor may order manager to stop the illegal activities and may fine amount between 
10,000 and 200,000 RMB yuan, if manager violates Article 10. 
 
 
D. 《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》（1995年11月23日国家工商行政管理局令第41号公布1998
年12月3日国家工商行政管理局令第86号修订） 
Several Provisions regarding Prohibition of Infringement of Trade Secrets enacted by the SAIC 
(SAIC Order No. 86) 
 
第二条 本规定所称商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利

人采取保密措施的技术信息和经营信息。 
本规定所称不为公众所知悉，是指该信息是不能从公开渠道直接获取的。 
本规定所称能为权利人带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为权利人带来

现实的或者潜在的经济利或者竞争优势。 
本规定所称权利人采取保密措施，包括订立保密协议，建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 
本规定所称技术信息和经营信息，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户
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名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。 
本规定所称权利人，是指依法对商业秘密享有所有权或者使用权的公民、法人或者其他组织。 
 
Article 2 The term “trade secret” as mentioned in these Provisions refers to the practical information 
about technologies and business operations, which is unknown to the public and is able to bring 
economic benefits to the owner and for which the owner has taken confidentiality measures.  
 
The phrase “unknown to the public” as mentioned in these Provisions refers to fact that the information 
is not directly available through public channels. 
 
The phrase “practical information that can bring economic benefits to the owner” as mentioned in these 
Provisions refers to the information with definite practicability which can bring actual and potential 
economic benefits or competitive advantages to the owner.  
 
The “confidentiality measures taken by the owner” as mentioned in these Provisions include signing a 
confidentiality agreement, setting up a confidentiality system and adopting other reasonable 
confidentiality measures. 
 
The “information about technologies and business operations” as mentioned in these Provisions 
includes designs, procedures, formula of products, manufacturing techniques and methods, 
management secrets, name list of customers, information about resources, production and sales 
strategies, bottom price of a bid, contents of a bidding document, etc. 
 
The term “owner” as mentioned in these Provisions refers to citizens, corporate bodies or other 
organizations who own trade secrets. 



 

 - 182 -

 

 
 



 

 

資料Ⅱ 
 

国内ヒアリング調査結果 
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１ 国内ヒアリング調査の概要 
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１． ヒアリング調査の目的 

 

 本調査研究では、公的機関（認証機関）のマークの運用の実態及び WIPO 通

知による保護のニーズをヒアリング調査した。 

 

２． ヒアリング調査項目 

 

 公的機関（認証機関）には、マークの認証、マークの模倣被害（不正使用）

の実態と対応、海外における商標登録の有無と理由、WIPO 通知が活用できる

ようになった場合に WIPO 通知を利用する可能性について、ヒアリングを実

施した。 

 また、学識経験者には、WIPO に通知すべき政策的意義のあるマーク、WIPO

通知に対する異議申し立てを行う基準、他の制度（ex 商標法、証明商標制度）

との間の整理について、ヒアリングを実施した。 

 

３． 調査対象 

 

 公的機関（認証機関）１０者及び学識経験者５者にヒアリングを実施した。な

お、公的機関２者については、ヒアリング結果の公開を差し控えたい旨の連絡を

受けおり、本資料編には掲載していない。 

 

４． 調査実施期間 

 

 2011 年 12 月から 2012 年 2 月にかけてヒアリング調査を実施した。 
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２ 国内ヒアリング調査結果 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 1 月 5 日 

ヒアリング対象者：公益財団法人日本デザイン振興会 

      （組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

代表的なマーク：Ｇマーク 

  商標登録第 856438 号 

 第 4,5,6,8,10,11,16,18,19,20,21,24,26,27,28 類 

 

Ｑ１：Ｇマークについて 

・ グッドデザイン賞受賞対象であることを証するマークであり、グッドデザイ

ン賞および特別賞の受賞者は、その受賞対象についてマークを使用して広報活

動や販売促進活動を展開する事ができる。 

・ 受賞者は、マークの使用申し込みを行うことによって、マークを使用する事

ができる。原則１年間使用できるが、再び使用申し込みを行うことで、継続使

用できる。 

・ 受賞対象の販売価格や総事業費用によって、マークの使用料が変わる。行政

機関や学校法人等は無料であり、個人や中小企業は 50％割引である。 

・ 性能改善等の仕様変更を行った受賞対象に関してマークを使用する場合には、

その都度判断する。 

・ 消費者がＧマークに期待するのは、安心と信頼である。 

 

Ｑ２：マークの無断使用の事例について 

・ ホームページや TV 等の広告、野外広告で、類似するマークを使用されたこ

とがある。本件は、弁護士を介した話し合いで解決した。 

・ 海外での無断使用の事例はない（かかる報告を受けたことがない)。 

・ 一般の方や企業から、マークの無断使用の情報が集まる。 

 

Ｑ３：マークの根拠法令について 

・ マークの運用について、根拠となる特別な法令はない(商標法を除く)。 

 

Ｑ４：海外でのマークの商標登録について 

・ 中国、ドイツ、イギリス、タイ等で商標登録中である。 
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Ｑ５：パリ条約 6 条の 3 の WIPO 通知が活用できるようになった場合、WIPO 通知

を利用する可能性があるか？ 

・ 商標登録に係る出願料や更新料及び手続き面を考えると、WIPO 通知は魅力

的である。 

一方で、弊社では、商標権の取得によりライセンシーからのライセンス料が

収益源となっているため、仮に、外国（特にアジア、中国）で WIPO 通知によ

り消極的保護がなされたとしても、その国で商標権を持たない限り、その国で

のライセンス料を見込めなくなり、弊社の事業モデルが成り立たなくなるとい

う側面では、WIPO 通知に魅力を感じない。 

 

その他： 

・ グッドデザイン賞の運用沿革は、特許庁→経済産業省管轄（JETRO）→本振

興会。 

・ グッドデザイン賞の審査手数料、展示の手数料、マークのライセンス料が主

な収益源である。 

・ Ｇマークは日本製品の優位性をアピールすることができるので、製品のアジ

ア展開では重要なキー要素である。 

・ 各国にＧマークに相当するマークがあり、各国間で連携を図っている。 

・ 弊社は学校や人材育成といった公的な活動も行っているので、公益の側面も

あるが、私益の側面（ライセンス）もある。そうすると、私益の側面からみる

と、WIPO 通知には適さないのかもしれない。 

・ 韓国のグッドデザイン（WIPO 通知済）と比較すると、 

 － 韓国：手数料収入＋国からの補助金も多い。 

根拠法あり(根拠法があるのでパリ条約の「公の」に該当するという

理屈)。 

 － 日本：ライセンス収入で経営されており、国からの補助金ほぼなし。根拠

法なし。 
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ヒアリング実施日：平成 23 年 12 月 19 日 

ヒアリング対象者：社団法人中央畜産会 

（組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

代表的なマーク：和牛統一マーク 

   商標登録第 5161624 号 第 29 類 

 

 

Ｑ１：マークの使用許諾について 

・ 流通ルートや会社案内を含む申請書の書類審査を行ったうえで、使用許可を

承認する。 

 

Ｑ２：マークの不正使用を見つけた場合の対応体制 

・ 基本的には中央畜産会で対応し、必要に応じて農林水産省と連携して対応を

行う。 

 

Ｑ３：マークの不正使用（模倣被害）の事例について 

・ 今まで特にない。 

・ 申請時のチェックとヒアリングの実施により、未然に防ぐように努力してい

るところである。 

 

Ｑ４：海外でのマークの商標登録について 

・ 12 地域 38 カ国（EU27 カ国を含む）で商標登録中である。 

・ 和牛肉を輸出して販売される可能性のある数カ国で、新たに商標登録する可

能性がある。 

 

Ｑ５：海外でマークを商標登録済みの場合、今後、仮に該マークを WIPO 通知す

ると該商標登録が無効になる可能性があるが、何か問題が生じるか？ 

・ 既に 38 カ国で商標登録済みであり、商標権に基づく差し止め請求や損害賠

償請求等ができなくなる可能性があるので、困る。 
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Ｑ６：マークの登録後に WIPO 通知が活用できるようになった場合、WIPO 通知を

利用する可能性があるか？ 

・ ない。Q5 の回答の問題があるからである。但し、WIPO 通知による保護が、

商標権と同等な保護（権利者による差止請求や損害賠償請求等）が担保される

のであれば、利用する可能性があるかもしれない。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 1 月 27 日 

ヒアリング対象者：宇宙航空研究開発機構 有人宇宙技術部宇宙飛行士健康管理

グループ／産業連携センター知的財産グループ 

      （組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

 

Ｑ１：認証マークについて1 

認証食品マークは、所定の審査を経て、国際宇宙ステーションに滞在する宇宙

飛行士の食事として、その保存性の高さ、安全性や嗜好性等が認められ JAXA か

ら宇宙日本食として認証された食品に使用することができるマークである。 

このマークは、認証を受けた食品と同じ製法により製造されたものであれば、

個別包装、または製品が充填された容器が宇宙ステーションに搭載するそのもの

と異なる場合でも使用できる。 

一方、搭載同等品マークは、認証された食品と個別包装、または製品が充填さ

れた容器を含め、国際宇宙ステーションに搭載されるそのものと全て同様である

食品に使用することができる。なお、星マークの数は搭載実績を示している。 

 認証食品マーク 搭載同等品マーク 

ロゴマーク 

（カラー） 

  

（搭載実績なし） （搭載実績あり） 

ロゴマーク 

（モノクロ） 

  

（搭載実績なし） （搭載実績あり） 

 

Ｑ２：マークの認証の具体的な流れ 

一般の食品製造企業が JAXA に申請書を出して、審査機関（有人サポート委員

会の「宇宙食分科会（第三者機関）」が、所定の認証基準を用いて審査を行う。

                                                  
1 http://iss.jaxa.jp/spacefood/pdf/logo-guideline.pdf における第 1 頁及び第 6 頁より抜粋。［最終アク

セス日： 2012/01/27］  

http://iss.jaxa.jp/spacefood/pdf/logo-guideline.pdf
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その認証基準には、衛生性、微小重力下での喫食が可能なこと、常温での長期保

存性（賞味期間 1 年半以上）等の要件がある。 

そして、認証基準を満たし認証を受け、かつロゴマークの利用許諾契約を JAXA

と締結した企業が、マークの使用をすることが可能となる。 

 

Ｑ３：マークについての根拠法令 

マークについての根拠法令は存在しない。 

 

Ｑ４：マークの不正使用（模倣被害）の事例及び対応体制について 

現在のところ、国内において不正使用の事例は承知していない。 

 

Ｑ５：国内外でのマークの商標登録について 

国内において、認証食品マーク、搭載同等品マーク及び宇宙日本食について商

標登録がある。 

・認証食品マーク（登録番号 5095435 号） 

・搭載同等品マーク（登録番号 5090054 号） 

・宇宙日本食/JAPANESE SPACE FOOD (標準文字)（登録番号 5090055 号） 

 

Ｑ６：マークの登録後に WIPO 通知が活用できるようになった場合、WIPO 通知を

利用する可能性があるか？ 

現状では、海外からのメーカの参入はなく、日本のメーカが積極的に外国で販

売してもいない。そのため、現時点では利用する可能性は低い。 



‐197‐ 
 

ヒアリング実施日：平成 24 年 1 月 25 日 

ヒアリング対象者：一般社団法人抗菌製品技術協議会 

（組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

マーク： 

 

 

   

商標登録第 5288994 号 

第 1,2,5,7,8,9,10,11,14,16,17,18,19,20,21,24,25,27,42 類 

 

Ｑ１：マークについて 

・ マークは、原則として会員のみが使うことができる。 

・ マークを付する製品は、抗菌剤や抗菌加工製品が対象である。 

 

Ｑ２：検査について 

・ 試験機関（JNLA 試験事業者）が、製品の抗菌性能や抗菌剤が規格に適合し

ているかを、検査している。 

・ 当協議会は、この検査結果を受けて、マークの使用許可を判断している。 

 

Ｑ３：マークの不正使用の事例について 

・ 会員でないものがマークを使用していたことがあるが、是正を適切に指導す

る事で、解消した。 

・ 製品の市場調査で不正使用の事例を見つけている。また、会員から不正使用

に関する情報が集まってくる。 

 

Ｑ４：海外でのマークの商標登録について 

・ 会員の抗菌加工製品の輸出先である、７つの海外国と地域で商標登録してい

るが、今後対象国は増える予定。 

・ また、国内会員が製造した抗菌剤が輸出されて、輸出先の国でその抗菌剤を

使用した加工製品メーカーが会員となるケースも考慮している。 

 

Ｑ５：マークの登録後に WIPO 通知が活用できるようになった場合、WIPO 通知を

利用する可能性があるか？ 

・ 商標登録について海外の国数や商品区分が多いので、検討する価値はある。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 2 月 3 日 

ヒアリング対象者：社団法人自転車協会 

（組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

マーク： 

   商標登録第 4759448 号 第 12 類 

 

 

Ｑ１：マークの使用形態について 

・ マークの「BICYCLE ASSOCIATION APPROVED」の下の枠に固有番号が付され、

事業者名が特定できる。 

・ マークが印刷されたシールが、製品の指定された位置に貼られる。 

 

Ｑ２：認証と認証の更新手続について 

・ 協会が指定する適合認定機関が製品の型式ごとに検査し、その検査報告を受

けて型式ごとに認証する。 

・ 認証は５年間有効で、有効期間満了前に、更新手続きを行う。 

・ 年に一度、適合認定機関による市場におけるサンプリング検査も含めた品質

管理確認を行う。 

 

Ｑ３：マークの不正使用を見つける体制について 

・ 品質管理確認の中で、不正使用（マークの不適正使用や誤使用のレベル）を

調べている。 

・ マークを使用している事業者から、不正使用に関する情報が集まってくる。 

 

Ｑ４：マークの不正使用の事例について 

・ 販売促進用のシールに印刷されたマークが切り取られて、認証されていない

製品に貼られていたことがある。本件は、話し合いで解決した。 

・ 弁護士名による警告や訴訟にまで至ったことはない。 
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Ｑ５：海外でのマークの商標登録の有無について 

・ 中国、ベトナム、台湾、インドネシアで商標登録中である。製品を製造する

工場が該当国にあって現地でマークが付されることがあり、予防的に登録して

いる。 

 

Ｑ６：仮に WIPO 通知が活用できるようになった場合、WIPO 通知を利用する可能

性があるか。 

・ 可能性はない。マークは国内で販売される製品に付すものであって、外国で

販売する製品に貼付することをもともと想定していないからである。 

 

その他： 

・ 本認証に係る製品の製造上の欠陥によって事故が発生した時の PL 賠償に備

えて、生産物賠償責任保険（SG マークによる保険も可）の加入を義務付けて

いる。 
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ヒアリング実施日：平成 23 年 12 月 16 日 

ヒアリング対象者：一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC） 

プライバシーマーク事務局 

（組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

代表的なマーク：「プライバシーマーク」 

  商標登録第 5289224 号 第 42 類 

 

 

Ｑ１：マークの認証について 

・ JIPDEC（付与機関）及び 18 審査機関（業界別 12・地域別 6）が申請事業者

を審査する。 

・ 審査は 2 名の審査員による文書審査と現地審査で実施され、審査結果報告が

当該審査機関内に設置された審査会に報告される。 

・ 審査会での審議の結果、付与適格決定がなされると、付与機関に報告される。 

・ 付与機関は申請事業者とプライバシーマーク使用契約を締結する。 

・ JIS Q15001（個人情報保護マネジメントシステム―要求事項）等を審査基準

としている。 

・ 認証の更新は 2 年後に行い、新規審査と同じ審査を行う。 

・ 既に、1.5 万件の付与適格決定を行っている。 

  （現在の有効数は約 1.2 万） 

 

Ｑ２：マークの不正使用の事例について 

・ 認証の有効期間を過ぎているのに、マークを使われ続けていたことがある。

本件は、話し合いで解決した。 

 

Ｑ３：マークの根拠法令について 

・ マークについて、特に根拠となる法令はない。 

・ 個人情報保護法とも直接の関係はない。 

 

Ｑ４：海外でのマークの商標登録について 

・ 中国で商標登録中である。 
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・ JIS Q15001 と同一基準であり、プライバシーマーク制度と同等の審査基準

で審査されている PIPA マーク制度が、中国で展開されており、相互承認を行

っている。 

 

Ｑ５：海外でマークを商標登録済みの場合、今後、仮に当該マークを WIPO 通知

すると該商標登録が無効になる可能性があるが、何か問題が生じるか？ 

・ 中国で商標登録済みであり、商標権に基づく差し止め請求や損害賠償請求等

ができなる可能性があるので、困る。 

 

Ｑ６：マークの登録後に WIPO 通知が活用できるようになった場合、WIPO 通知を

利用する可能性があるか？ 

・ ない。Q5 の回答の問題がある。 

 

その他： 

・ 米国や欧州にも認証制度があるが、原則、事業者を訪問して行う現地審査が

行われていない。日本のプライバシーマーク制度は、全て現地審査を行う点及

びマネジメントシステムの PDCA2のコンセプトを内包していることが特徴であ

る。 

 

                                    

 

                                                  
2 Plan Do Check Act 
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ヒアリング実施日：平成 23 年 12 月 22 日 

ヒアリング対象者：一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会 

（組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

マーク： 

  商標登録第 1395194 号 第 11,19,20,21,24,27 類、他７件 

 

Ｑ１：マークについて 

・ 上記マークを「伝統マーク」と言う。 

・ この伝統マークを使用した証紙である「伝統証紙」は、経済産業大臣指定伝

統的工芸品であることを証するものであり、個々の製品に貼付されるものであ

る。 

 

Ｑ２：検査について 

・ 伝統証紙を貼付する場合、申請のあった伝統的工芸品について、伝統的工芸

品の産地の検査委員会において検査基準に基づいて検査を行い、合格した製品

に貼付される。なお、以下の点を主に検査する。 

1.伝統的な技術または技法 

2.伝統的に使用されてきた原材料 

3.当該伝統的工芸品の製造される地域 

・ 対象となる伝統的工芸品は、経済産業大臣が指定した、211 品目（平成 23

年 12 月現在） 

 

Ｑ３：マークの不正使用の事例について 

・ 伝統的工芸品や伝統証紙の PR として、パンフレット等に伝統マークを使用

することができるが、使用する場合は当協会の承認を得た上で使用している。

無断使用については、損害賠償請求にまで至った事例はない。 

 

Ｑ４：マークの根拠法令について 

・ マークの根拠法令は、商標法である。 
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Ｑ５：海外でのマークの商標登録について 

・ 海外での商標登録はしていない。 

 

Ｑ６：マークの登録後に WIPO 通知が活用できるようになった場合、WIPO 通知を

利用する可能性があるか？ 

・ 詳細を把握した上で、検討したい。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 1 月 30 日 

ヒアリング対象者：企業 A 

（匿名を希望する旨を頂いております） 

 

 

・ パリ条約 6 条の 3 が規定する WIPO 通知すべきマークは、国際儀礼上保護す

べきマークと産業政策上保護すべきマークに分けることができると考えられ、

ここでは後者を専ら考える。 

 

・ 産業政策上保護すべきマークとして、以下のマークが該当すると考える。 

 

①商標法以外の別の法令で担保される、品質・安全を証明するマーク（JIS 法

による JIS マーク、JAS 法による JAS マーク etc） 

    商標法で保護されるマークは商標権たる財産権として保護されるとこ

ろ、準拠法が国民の安全等、財産権の保護以外を主目的とするマーク（JIS

マーク等）は、そもそも保護の対象が財産権ではないので、商標法による

保護は適切ではなく、WIPO 通知になじみやすいと考える。 

    なお、規格化団体による規格を示すマークは、当該団体の財産権であり

商標法による保護が適切である（産業政策上の保護という目的にはかなう

が、当該団体の財産権として保護する方が、より適切）と考える。 

②日本産の製品であることをアピールするマーク 

    例えば、”Made in Japan”ということを国の政策としてアピールする

マーク。 

③日本が提供する役務（例えば観光関連商品・観光施設等の観光資源の品質を

保証するマーク）をアピールするマーク 

例えば、ニュージーランドの QUALMARK に相当するマーク（この QUALMARK

は、観光関連商品の品質が所定の審査、評価、認定されたことを示す。ま

た、宿泊施設に関して星による格付け宿泊施設の提供サービスが一定の基

準等を満たすことを証明する。） 

 これらは、産業政策上保護すべきマークとして WIPO 通知がなければ、当該国

の当局による保護が期待できない（当局が動くことができない）。おそらく、日

本に当てはめれば大臣指定（4 条 1 項 5 号）のうえ，不競法または景表法を適用

する等の措置があると考える。また、これらを商標権（証明商標等）で保護する

場合、権利者（多くの場合所管官庁）が現地を調査し、実際に権利行使するとい
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うことには、困難だと考える。 

 

・ 地域団体商標、葡萄酒・蒸留酒の産地マーク、法令で保護されるマークとの

棲み分けを考える必要がある（どうしても重なる部分はあるが）。商標権者と

なる主体は大企業のみではなく、中小事業者や任意団体など、主体により知的

財産権に関する認識、対応能力に差が大きい。そうであればシンプルな制度設

計が望ましいが、似たような制度（証明商標と地域団体商標）が並存する等の

状況になった場合には、何らかの指針がないと、出願人は困るからである。（出

願人の選択に委ねることが、必ずしも出願人にとって適切とはいえない）  

 

・ 地方公共団体が使うマーク（例えば条例で定めている品質・安全を証明する

マーク）が、パリ条約 6 条の 3 の対象に該当するかは疑問（国際儀礼に該当せ

ず、かつ、国の産業政策に係るものではない）である。該当しないのであれば、

商標法で保護するしかない。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 2 月 13 日 

ヒアリング対象者：独立行政法人製品評価技術基盤機構 客員調査員 住本 守 

（個人名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

 

 

・ パリ条約 6 条の 3 が規定する WIPO 通知すべき政策的意義のあるマークは、

各国の認定機関（日本では JAB、JIPDEC）のマーク、国際認定フォーラム IAF

のマーク、国際試験所認定協力機構 ILAC のマークが挙げられる。欧州におい

て認定機関は原則として各国に一つ存在する公的色の強い機関であり、IAF と

ILAC は認定機関で構成される国際機関である。IAF と ILAC に加え、これら国

際機関の相互承認のメンバーである認定機関のマークは、IAF 及び ILAC マー

ク同様、公のマークという性格を備えていると見なせるからである。 

 

・ WIPO 通知に対する異議申し立ての候補となるマークは、漢字や英語の文字

列を含むマークであって、国内のマーク（商標登録の有無にかかわらず）に類

似しているマークである。漢字や英語を含めば、日本人にも何のマークである

か認識できるからである。 

 

・ WIPO 通知されるマークが商品に付されて実際に使われる態様は、企業名や

機関名や管理番号等が当該マークに付加されているかもしれない。 

 

・ WIPO 通知されるマークが官報で告示されているが、何をどういう基準で検

査・証明しているのかわからない。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 2 月 15 日 

ヒアリング対象者：一般財団法人電気安全環境研究所 

（組織名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

 

・ パリ条約 6 条の 3 が規定する WIPO 通知すべき政策的意義のあるマークは、

輸出製品に付する日本産のブランドを示すマークが挙げられる。例えば、JIS

マークは、品質が担保された日本産の製品であることを示すマークであること

がアジア圏で知られており、日本ブランドを発信している（JIS マークが付さ

れている製品は売れるという事実がある）。 

  また、海外で生産され日本に輸入される製品に付するマークが挙げられるが、

その多くのマークは商標登録済みであろう。 

 

・ WIPO 通知に対する異議申し立ての候補となるマークは、国内のマーク（商

標登録の有無にかかわらず）に同一または類似しているマークである。既に

我々が使用しているマークであるにもかかわらず、事後的に、通知されたマー

クを我々が使えなくなるのは困るからである。 

 

・ WIPO 通知されたマークについて特許庁のホームページでパブリックコメン

トを求めているが、そのパブリックコメントを求めるタイミングが分からない。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 1 月 31 日 

ヒアリング対象者：香原・藤田特許事務所 弁理士 藤田雅彦 

（個人名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

 

 

・ パリ条約 6 条の 3 が規定する WIPO 通知すべき政策的意義のあるマークは、

一定の品質基準を満たした Japan ブランド（Japan quality）を発信するマー

ク（日本をアピールするマーク）が該当すると考える。なお、外国にマークを

付した製品が輸出され、その外国でそのマークが認知されていることが前提で

ある。 

  また、WIPO 通知によるマークの保護は、政策ツールの一つとして活用すべ

きである。 

  また、WIPO 通知によるマークの保護と商標法による保護とは、保護の厚さ

や登録要件が各国ごとに異なるため、ダブルの保護であってもよいと考える。 

 一方、産業界にとって利益を生み出さない紋章は、政策的意義のあるマーク

には該当しないであろう。 

 

・ WIPO 通知に対する異議申し立ての候補となるマークは、文字を含むマーク

である。特にその文字が短ければ（特に、アルファベット 2 文字や 3 文字）、

第三者が、その文字に同一または類似する範囲で商標登録できなり、第三者が

商標を選択する幅が狭くなって、問題となるからである。 

  逆説的にいえば、文字を含まないデザインからなるマークでは、問題となら

ない。 

 

・ WIPO 通知による各国の保護で、仮に刑事罰しか規定されていない場合、権

利者から刑事罰を検察当局に求めることはハードルが高いので、使いにくい。

権利者からすれば、権利（例えば商標権）を持っている方が、民事的に差止請

求等できるので使いやすい。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 1 月 10 日 

ヒアリング対象者：後藤晴男 弁護士・弁理士 浅村特許事務所 顧問 

（個人名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

 

         

Ｑ１：パリ条約 6 条の 3 の条文解釈について 

・ パリ条約の条文解釈は、WIPO 事務局にはその権限がなく各同盟国が解釈で

きるため、我々は、条文を拡張解釈する必要はなく、条文に規定された最低限

のことを守ればよい。 

・ パリ条約 6 条の 3 は、ヘーグ改正会議で導入され、ストックホルム改正では

議論されず、リスボン改正での議論されている。ヘーグ、リスボン両改正の準

備文書や報告書等を調査すれば、各同盟国の条文解釈が理解できる。 

・ 条文解釈を含む紛争解決はパリ条約では国際司法裁判所に付託できることが

規定されているが（28 条）、当事者国への拘束力がないため機能していない。

一方、TRIPS 協定にパリ条約が取りこまれており（2 条）、当事者国の拘束力を

有する紛争解決手段が規定されている（GATT22 条等）。 

 

Ｑ２：我が国の紋章や記章、監督証明用の印章等であって、WIPO に通知すべき

政策的意義のあるものは何か 

・ 条文から読める範囲であれば、ニーズに応じて積極的に通知制度を活用して

いけば良い。JAPAN ブランドのアピールなど、政策と結びつけて活用すること

も考えられる。 

・ 条約の文言にこだわりすぎる必要はないが、基準をしっかりと作り他国から

の異議に対応できるよう準備しておく必要がある。 

・ 保護すべきマークにどのようなものがあるか、国内の機関や企業に聞くより

も、外国に進出している機関や企業に聞いた方が、その国における保護の必要

性がわかる。 

・ 日スイス EPA119 条(g)(ⅰ)及び（ⅲ）の背景についても検討する必要がある。 

 

Ｑ３：条文（仏語）では”pays”と”Etats”（日本では「国」と訳しており差

はない）の２つの用語が出てくるが、違いがあるか 

・ ベルヌ条約に倣い「締約国」を機械的に「同盟国」に修正した結果、6 条の

3 の文言も「同盟国」となったが、「同盟国」と「国」の違いについて検討さ

れた形跡は発見できない。 
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Ｑ４：パリ条約 6 条の 3「公の記号及び印章・・・」について、公と認められる

範囲についてどのように考えられるか。（韓国が行ったマーク A の WIPO 通知に

対して、該マーク A を管理している組織は商業的な組織であって公的な組織で

はないためマーク A は「公」と認められないとして、米国が異議申し立てを行

っている。韓国は、マーク A は準拠法に基づいて保護しているのだから、「公」

であるという立場。） 

・ 「同盟国が採用する監督用及び証明用の公の記号及び印章」を一体として解

釈すべき。すなわち同盟国自身によって採用されているものでなければならな

い。もっとも「公の記号・・・」の意味を問題とする余地がないとはいえない。

ただし、11 条の規定（「公の」及び「公に認められた」の語句を用いている）

に留意する必要がある。） 

・ 条約は、一度異議通知をした後の再度の通知を禁じてはいない。その組織を

公的な組織に変更して、再度 WIPO 通知し、米国の反応を見てみる価値はある。

繰り返しになるが、「公」の解釈は各同盟国が判断する。ただし、TRIPS 協定 2

条 1 により組み込まれたパリ条約 6 条の 3 の解釈は、紛争解決了解に従う紛争

解決機関による紛争の解決においては、パネルまたは上級委員会の判断に従う

こととなる。 

・ 異議申立の抗弁が行われた後の保護がどうなるのか、調査する必要がある。 
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ヒアリング実施日：平成 24 年 2 月 8 日 

ヒアリング対象者：明治大学法科大学院教授 高倉成男 

（個人名を公開することについて、予めご了解を頂いております） 

 

Ｑ１：我が国の紋章や記章、監督証明用の印章等であって、WIPO に通知すべき

政策的意義のあるものは何か 

・ 以下のものが WIPO 通知の対象になり得ると考える。 

① 外国において無断登録・無断使用される可能性の高いもの 

② 無断登録・無断使用によって生じる我が国の損害が大きいもの 

③ 商標登録されていないもの、又は、商標登録として保護適格がないもの（例

えば政府が使用している桜の紋章、在外公館の食器・備品等に使用されてい

る桐花紋など。） 

・ 本来、自己の標章について排他権を行使せんとする者は、自己の標章を通常

の商標または証明商標として登録して自己の権利を守るのが原則であって、上

記③の「商標登録され得ないもの」であって、上記①②を満たすものが WIPO

通知の対象になり得るのではないか。WIPO 通知は、商標保護の対象にならな

い国家の紋章等について他国での無断登録・無断使用に対する「念のための処

置」であると考える。ただし、その場合であっても、WIPO への通報が外国で

の保護を保証するものではない（保護するかどうか外国の裁量に委ねられてい

る部分もある）ことに留意しておく必要がある。 

 

Ｑ２：既存の制度（ex 商標法）、検討中のその他の制度（ex 証明商標制度）と、

WIPO 通知制度とについて、どのように、整理することが望ましいか。 

・ WIPO 通知すべき対象についての上記の考え方と同様。前述のとおり、一般

商標または証明商標対象になり得るものは、その制度を使用して自己の権利を

守るのが原則。 

・ 例えば、韓国から WIPO 通知されている監督証明用の印章等のマークの中に

主体が国でないもの又は商業的な意義を含むもの（商標登録可能なもの）が含

まれているのであれば、それらについては、証明商標制度等で保護されるべき

であろう。 

 

Ｑ３：どのような基準で WIPO 通知に対する異議申し立てを行うことが望ましい

か。異議申し立てを行った場合、国内外へどのような影響が想定されるか。 

・ 「異議申し立ての基準」としては以下のものが考えられる。 



‐212‐ 
 

－ 国の紋章や記章、監督証明用の印章でない等、パリ 6 条の 3 の（１）に規

定されている適格性要件に合致していない場合（例えば、民間の非営利団体

のマークなど） 

－ 通知されたものが公衆の閲覧に供して保護することが我が国の国益に反

し、公序良俗違反となるもの（例えば、他国が我が国の固有の領土について

領有権を主張している地域を連想させるデザインを含む紋章など） 

－ 通知された紋章等が我が国における私的な先行商標・標章と明白に抵触す

る場合。 

なお、抵触が明白でなければ、通知「一覧表」に掲載することにした上で、

異議申し立てをすることなく、我が国の先行商標を後発的無効としなければ

よいだけのことかもしれない。 

・ 「国内外へ影響」としては以下のことが考えられる。 

 － WIPO 通知した国との論争・紛争。 

－ 異議申し立てしない場合、国内から日本政府への非難。 

 

Ｑ４：WIPO 通知を政策的意義あるものとして活用するためには、どのような制

度設計が望ましいか。例えば、通知の取りまとめ窓口、通知されたマークの監

督、それぞれの組織の権限範囲、法や省令での手当て等。 

・ 現状（国内については商標法及び不正競争防止法による担保、国外について

は外交ルートによる WIPO 通知）で十分ではないかとも思われるが、追加的に

施策を講じるのであれば以下のようなものが考えられる。 

－ 外国からの通知に対する国内措置の制度設計については、国際共同行動を

前提に（すなわち他国も同様の制度整備を図ることを前提に）、企業の行動

規範（ガイドライン）、民事的規制（民事救済）、行政指導、刑事罰の順番で

保護を図るのが時代の潮流にかなった考え方ではないか。その意味では、不

競法 16 条の刑事罰の前に民事的救済の措置がとられるのが望ましい。 

－ 対外国への我が国の紋章等の通報については、 

①  外国での保護が必要な我が国の紋章等を電子データの形式で外国特許庁の

商標審査官に提供しそのような紋章等の無断登録が行われないようにする。 

②   無断登録又は無断使用を早期に発見し適切な措置を講じることができる

ように、在外公館や JETRO 等による監視体制を確立する。先使用権を発生

させないためにも重要でもある。 

③  無断登録の取消、無断使用の禁止を求める必要がある場合は、政府間会合

または在外公館経由で適宜申し入れを行なえる体制を整備しておく。 



 
 

 

 

資料Ⅲ 
 

WIPO 通知に関する資料 
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１．海外調査の趣旨 

 

 WIPO 通知に係る事項について、諸外国における未登録保護制度と登録保護

制度との関係、両制度の活用の実態及び動向を調査し、我が国における両制

度の適切なバランス等を調査、整理及び分析をするための基礎材料とするこ

とを目的とする。 

 

２．アンケートの概要 

 

（１） 調査対象国等 

 

（ⅰ） 質問票 

 

質問票については、以下のように計 11 か国の知的財産庁と OHIM を対象と

した。 

イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、

中国、デンマーク、トルコ、ブラジル、ポルトガル、OHIM 

 

 上記諸外国から回答を得られたのは 9 カ国であるが、その中で有効な回答

を得られたのは次の 6 カ国と 1 機関である。 

イギリス、オーストラリア、オーストリア、カナダ、デンマーク、ポルトガ

ル、OHIM、である 1。 

 また、その中で、回答を非公表としているのは、OHIM である。 

 

（ⅱ） ヒアリング調査 

 

ヒアリング調査の国と対象機関を以下の通り示す。 

①米国（知的財産庁、法律事務所 1 者、公的機関 2 者 2） 

②韓国（知的財産庁、公的機関 2 者（韓国デザイン振興院、畜産物衛生要素重

点管理基準院）、法律事務所） 

                                                  
1 オランダ及び中国からは回答があったが、何れも有効な回答ではなかった。また、トルコ、ブラジル、

イタリアからは回答がなかった。  
2 米国の知的財産庁及び著作権局からの回答、或いはヒアリング結果は非公表であるため、報告書には

掲載しない。なお、著作権局に関しては米国でヒアリングが出来なかったため、メールによる回答を得

ている。また、公的機関のその他の 1 者は機関名が非公表のため記述しない。  
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③ シ ン ガ ポ ー ル （ 知 的 財 産 庁 、 法 律 事 務 所 、 公 的 機 関 （ MAS 及 び Tasty 

Singapore3）） 

④スイス(知的財産庁、WIPO4、法律事務所) 

⑤チェコ（知的財産庁、法律事務所、公的機関（アッセイ・オフィス）） 

⑥ドイツ（知的財産庁、法務省、法律事務所 2 者） 

 

（２） 調査方法 

 

（ⅰ） 質問票による調査 

 

 予め作成した質問票を、各国知的財産庁に送付し、12 月～1 月の間に回答

を得た。 

 

（ⅱ） ヒアリングによる調査 

 

（一財）知的財産研究所の研究員が現地にてインタビューを実施した。 

 

（３） 調査実施期間 

 

 2011 年 12 月～2011 年 2 月

                                                  
3 シンガポールの Tasty Singapore からの回答は非公表であるため、報告書には掲載しない。なお、Tasty 
Singapore に対してはシンガポールでのヒアリングが出来なかったため、メールによる回答を得ている。 
4 WIPO からの回答及びヒアリング結果は非公表であるため、報告書には掲載しない。  



‐219‐ 
 

 

 

資料Ⅲ 

 

２ 米国 

 

（１） 法律事務所 

（２） 公的機関  
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２ 米国 

 

（１） 法律事務所 
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【質問 1】  

・パリ条約第 6 条の３に基づく WIPO 通知を知っていたか。これまでにこの条項

に基づく案件を担当したことはあるか 

→条文の存在は聞いていたが、ほとんど認識していなかった。これまでにこの条

項に関する相談をクライアントから受けたことはない。 

 

【質問 2】  

・パリ条約第 6 条の 3 に該当するようなマークは、米国では、商標登録されない

という理解でよいか。 

→パリ条約第 6条の 3の規定は、米国の商標法の§1052(a)(b)で担保されている。

商標審査手続便覧 (TMEP:Trademark Manual of Examining Procedure，§1205.02)

によると、各国は、パリ条約 6 条の３に規定されている記章等について、「商標

登録を拒絶あるいは無効にするとともに、商標（あるいはその一部）として、許

容なしに (unauthorized)利用することを禁じる義務を負っている（同便覧

§1205.02）」とある。 

USPTO は、同条約 6 条の３の規定によって、ある記章等の保護を WIPO の事務

局から求められると、同記章に 89 のシリーズコードを付ける。米国 TESS で調べ

たら、このシリーズコードのついたマークは 945 件あった。 

 このシリーズコードがついているマークを商標登録しようとしても、まずは拒

絶されるものと考えてよいだろう。 

 

【質問 3】  

・米国には、連邦レベルの商標法と州レベルの商標法があると聞いている。上問

のような、連邦レベルでは登録できないマークが州レベルで登録される可能性は

あるか。 

→州レベルの商標法に、連邦レベルの§1052(a)(b)のような規定がなければ、登

録されることはあり得る。 

 

【質問 4】  

・上問のような場合、条約違反にならないのか。 

→理論的にはそうだが、州の自治は憲法上で認められているものであり、実務的

に州法の規定が優先されてしまうことはあり得る。 

 

【質問 5】  
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・パリ条約第 6 条の 3 に該当するようなマークの使用を禁止する法律は米国に存

在するか？ 

→存在しない。 

 

【質問 6】  

・上問のような使用を、ランハム法第 43 条（a）で止めることはできないか。  

→同規定を用いて、すなわち不正競争を理由として訴訟に提起することは可能だ

ろう。ただし、この規定には刑事罰規定はない。 

実際の訴訟において、この規定だけを根拠に争うのは非現実的であり、消費者

保護法など、他の法律も味方につけて臨むのではないか。 

ダイリューションを主張することもできるのではないかと考えてみたが、当該

記章が著名商標として認められる可能性は低く、ダイリューションの法理を持ち

出すことはできないだろう。 

 

【質問 7】  

・米国は使用主義と聞いている。他国がパリ条約 6 条の 3 に基づいて WIPO に通

知しているマークと同じマークを、米国で登録なしに商標として使用することは、

可能か。 

→それは可能である。 

 

【質問 8】  

・米国政府は、自国の公的機関のマークを WIPO に通知することに消極的であり、

他国の WIPO 通知に異議申し立てにも積極的であるように見受けられる。他国の

公的機関が、米国において、自らのマークの使用を止めたいときには、どの用に

対処するのか。 

→通例は、証明商標をとるのが一番現実的である。 



‐225‐ 
 

 

 

資料Ⅲ 

 

２ 米国 

 

（２） 公的機関 
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【貴団体について】  

【質問１】  

貴団体は如何なる記号及び印章をどのようなプロセス（企業からの申請受付、審査、企

業へのマーク付与等）で認証している機関ですか？  

（回答）  

当局は、ここで言われていると思われる方法では認証を行っていません。  

 

 

【質問２】  

貴団体と貴国との関係性について教えてください。（例：政府機関、国から何らかの権限

を委譲された機関、地方政府機関、全く関係のない民間機関である等）  

（回答）  

××は、米国××の一機関です。  

 

 

 

【貴団体の記号及び印章の属性について】  

【質問３】  

貴団体の記号及び印章は、監督・証明用のどちらの性質を持っていますか。また、マー

クが認証する具体的な内容について教えてください。  

１．監督用の性質：産業、貿易、財政又は警察等の見地に基づいた監督  

２・証明用の性質：産地、品質、材料、用途、効能、数量等の証明  

３・分からない 

 

具体的な内容 

××の印章、記章及びその他のプログラム識別コードは、××、そのプログラ

ム、プロジェクト、機能、活動又は要素を表すためにのみ使用されます。 

 

【質問４】  

貴団体が認証する際どのような基準に基づいて行っていますか。  

認証にあたって根拠法や認証規則等あればお示しください。  

（回答）  

ここで言われていると思われる方法では認証を行っていません。  

 

【質問５】  
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貴団体の記号及び印章は、以下のうち何れに該当しますか。  

①記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、政府へ申請すること

で使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、第三者機関へ申請す

ることで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、政府へ申請すること

で使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関が運用し

ているが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員会

に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関独自で運

営しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

  ⑥その他  

当局の公の記号及び印章は法律により規制されていますが、当局のみが使

用することができます。  

 

 

【質問６】  

貴団体の記号及び印章を使用するにあたっての使用規則等あればお示しください。  

（回答）  

当局の公の記号及び印章、すなわち、××の印章、記章及びその他のプログラ

ム識別コードは、当局、そのプログラム、プロジェクト、機能、活動又は要素

を表すために当局のみが使用することができます。  
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【商標登録状況について】  

【質問７】  

当該記号及び印章について、国内或いは海外で商標出願を行っていますか。過去に行っ

ていた場合は、その期間及び商標出願を辞めた理由を教えてください。  

（回答）  

当局が妥当だと判断すれば、国内外で商標出願を行います。  

 

 

【質問８】  

具体的にどの国に商標出願を行っていますか。或いは過去にどの国に商標出願を行って

いましたか？  

（回答）  

当局は、日本や欧州共同体を含むいくつかの国において国際商標出願を行って

います。  

 

【質問９】  

海外で商標出願をする場合、不便を感じたことはありますか。それは具体的にどのよう

なことですか。（金銭面、手続き面等、出願国固有の問題であれば国名も）  

（回答）  

 

 

【ＷＩＰＯ通知について】  

【質問１０】  

パリ条約６条の３に基づく国際事務局（ＷＩＰＯ）への記号及び印章等の通知制度を御

存知でしたか？  

なお前記通知制度は、以下のようにパリ条約６条の３に定められています。  
6ter(1)(a) 

The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit 

by appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as 

trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, 

of the countries of the Union,official signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them, and any imitation from a heraldic point of view.  

１．Ｙｅｓ  ：知っていた  

２．Ｎｏ   ：知らない  

 



‐230‐ 
 

【質問１１】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局に通知した、監督用及び証明用の公の

記号及び印章の名称、及びその対象商品或いは役務について教えてください。  

（回答）  

 

 

【質問１２】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）を介して各国へ通知する

ことなった経緯において、貴団体と貴国の官庁とのやりとりは、以下の何れですか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請した。    →問１３へ進んで下さい。  

２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請すること

を、貴国の官庁から貴団体に一方的に告知された。→問１６に進んで下さい。  

３．分からない。            →問１８に進んで下さい。 

４．その他  

 

【質問１３】  

「１．貴団体が貴国の官庁へ申請した」と回答した場合、国際事務局（ＷＩＰＯ）へ通

知をすることを、貴団体が判断したのはなぜですか。パリ条約６条の３に基づいて国際事

務局（ＷＩＰＯ）へ通知することについて、どんなメリットを感じたのですか？  

（回答）  

 

 

【質問１４】  

国際事務局（ＷＩＰＯ）へパリ条約６条の３に基づいて通知を行う場合に、貴団体では

海外での商標出願についても検討しましたか。  

仮に検討していた場合、 終的に国際事務局（ＷＩＰＯ）にパリ条約６条の３に基づい

て通知を選択した理由を教えてください。  

１．検討していた。  

２．検討しなかった。  

３．分からない。 

 

終的にパリ条約６条の３に基づいた通知を選択した理由 

（回答）  
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【質問１５】  

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局（ＷＩＰＯ）への通知と、海外への商標出願に

ついて使い分けていますか。もし、使い分けていたら、その判断基準や考え方を教えてく

ださい。  

（回答）  

 

→問１８に進んで下さい。  

  

【質問１６】  

「２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請することを、貴国の

官庁から貴団体に一方的に告知された。」とした場合、その告知後に貴団体が貴国の官庁へ

何らかの申請や手続きを改めて行いましたか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行った。    →問１７に進ん

で下さい。  

２．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行わなかった。 →問１８に進ん

で下さい。  

３．分からない。                 →問１８に進んで下

さい。  

 

【質問１７】  

【問１６】において貴国の官庁へ申請や手続きをするに当たり、どのような要件が求め

られましたか？申請のプロセスや必要な書類等（フォーマット）がありましたら教えて下

さい。その際具体的に政府機関のどこに申請したか教えてください。  

（回答）  

 

 

【質問１８】  

WIPO 通知をした結果、どのような効果がありましたか。  

（回答）  

 

 

【不正使用の監視について】  
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【質問１９】貴団体の記号及び印章について国内／海外における不正使用の事例はありま

すか？また、ある場合には、いつ頃どのような不正使用の事例がありましたか？（WIPO

通知以前の事例も含む。なお、不正使用は、貴団体とは全く関係のない第三者や無許諾者

が使用している場合を指します。  

１．ある     

２．ない  

３．分からない。 

「１．ある」場合の具体例（回答）  

 

 

【質問２０】パリ条約６条の３に基づいて国際事務局 (WIPO)に通知を行った貴団体のマー

クについて、貴国の官庁による通報後の他国での使用状況を貴団体では監視していますか。

また、その監視の具体的な方法はどのようなものですか？  

１．Ｙｅｓ  

２．Ｎｏ  

３．分からない。 

「１．Ｙｅｓ」場合の具体例（回答）  

 

 

【質問２１】貴団体において、貴国の官庁が国際事務局 (WIPO)に通知を行ったマークにつ

いて、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置を講じていますか。  

（回答）  

 

 

 

 

以上で終了です。ご協力ありがとうございました。  
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３ オーストラリア 

（知的財産庁） 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1)貴庁は、パリ条約６条の３に基づく記号を所管する機関ですか？ 

  1.ＹＥＳ                2.ＮＯ 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （ 8 ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手順

（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署での手

続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

 通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお示

し下さい。 

IP オーストラリアでは、これまでに 8 件の記号（国の紋章が 7 件、ANZAC という

語が 1 件）を通知しました。 

 

その主題が通知対象となるかの判断は、当該記号の立場や国内での保護を定める

法令などを考慮して、ケースバイケースで行っています。 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official 

signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に

該当する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 
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a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

そのような基準はありません。 

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 
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(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(9)に進んで下さい。 

 3. 分からない。                       

→(9)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、同

様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があればお

示し下さい。 

オーストラリアの公衆に公示する場合、パリ条約 6 条の 3 の「国の紋章等」に

関する WIPO のデータベースへのリンクを記載しています。記号は、WIPO のデ

ータベースに掲載されている通りに公衆に公示されます。 

国際事務局から通知されてきた記号の色を公示・保護する基準は、個別のも

のはありません。記号は、全ての色につき、オーストラリア商標法により保護

されることになります。 

 

 

（7）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

際事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要す

る期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

パリ条約 6 条の 3 の通知対象となる記号は、WIPO による通知から 2 ヶ月以内に

IP オーストラリアのデータベースに登録されます。保護された後も 12 ヶ月間

は異議申立の対象となり得ます。 

 

IP オーストラリアでは、国際事務局により 6 条の 3 の記号が通知されてから 1

ヶ月以内に公式通知（公示）を行っています。 
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(8) HALLMARKING CONVENTION5のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

IP オーストラリアでは、パリ条約 6 条の 3 に関する WIPO のデータベースへのリ

ンクを掲載しつつ、官報で公示しています。当該記号及び印章につき、個別に公

示することはありません。 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

パリ条約に基づき通知対象となった国旗は、商標法第 39 条（2）及び商標規則

4.15(e)により保護を行っています。以下をご参照ください。 

 

1995 年商標法（Trade Marks Act 1995） 

第 39 条 一定の標識を含んでいる等の事情にある商標 

 (2)  商標が次のものを含んでいるか、又はそれで構成されている場合は、その

商標登録出願は拒絶されることがある。 

(a)  この項の適用上規定されている標識、又は 

(b)  次のものに著しく類似しており、その標識であるとみなされる虞のある標

識 

(i)  (a)にいう標識、又は 

(ii)  (b)にいう標識 

 

規則 4.15.  一定の標識を含んでいる等の事情にある商標 

（標識について規定している）法律第 39 条(2)(a)の適用上、次の標識が所定の

標識である。 

 (e)工業所有権の保護に関する国際同盟が、国際的取決めに基づいて登録

不適格なものとして通知している標章の表示 

 

                                                  
5 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 



‐239‐ 
 

パリ条約上、通知の義務のない国旗は、1995 年商標法第 42 条(b)により保護し

ています。  

 

第 42 条  中傷的な商標又はその使用が法律に反する商標 

 商標登録出願が次に該当する場合は、その出願は拒絶しなければならない。 

(a) その商標が中傷的事項を含んでいるか又はそれで構成されていること、又は

(b) その商標を使用したならば法律違反になること 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

IP オーストラリアの商標審査官は、通常は、インターネット上で国旗又は紋章

を含んでいるか、又はそれで構成されている［記号の］登録出願の調査を行って

います。調査により、商標登録出願の対象が旗だと分かれば、異議が申し立てら

れます。この調査はケースバイケースで行い、調査にインターネットを利用する

ので、 新の情報が利用できるようになっています。 

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

そのような状況が生じれば、IP オーストラリアでは、複数の国旗の存在を認め

ることになるでしょう。 
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

IP オーストラリアでは、新たに通知されてきた記号については、異議がないか

を確認するため公衆に通知しています。オーストラリア国内である記号への保護

が認められることに対して異議を申立てたい者は、IP オーストラリアに通知す

ることにより異議を申立てなければなりません。すると IP オーストラリアは、

WIPO を通じて、それに対して異議を申立てるかを検討します。 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づいて通知された記号への異議通報を行う根拠となる法

令、規則はありません。当該記号の保護が拡大されることで、記号の使用に関し

て確立された慣行又はオーストラリアにおいて当該標章を使用する正当な必要

や権利に重大な悪影響を与える可能性がある場合には、異議通報が行われること

があります。 

 

異議は、それを巡る状況を考慮して、それぞれケースバイケースで処理されます。

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ
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とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 

該当なし 

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 

該当なし 
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

ANZAC という記号には、米国とトルコから異議通報が来ました。この記号の保

護については、両国から既に先行権があることを理由として、異議通報が来ま

した。  

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 

ANZAC という記号は、米国及びトルコの両国において保護対象から外されまし

た。 

 



‐243‐ 
 

４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                           ） 

 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

該当なし 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

IP オーストラリアでは、パリ条約 6 条の 3 の記号について不適切な利用があっ

たとの通知があれば、当該の事案を調査し、関連庁に連絡するようにしていま

す。  

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至

ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。          

→b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。  

→c)に進んで下さい。 

３．分からない                  

→d)に進んで下さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

一般に、パリ条約 6 条の 3 の記号についての通知前に善意で取得された商標

権は 6 条の 3 の記号の保護を拒絶する根拠となります。ただし、裁判により、

商標の取消しを求めることができます。 

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

該当なし 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所

をお示し頂きたい。 

２．No 
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３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

1995 年商標法は、第 39 条（2）により、パリ条約 6 条の 3 に基づくオース

トラリアの義務を履行しています。第 39 条(2)(a)は、商標がこの第 39 条

(2)の適用上規則に規定されている標識又は所定の標識に著しく類似して

おり、その標識であるとみなされる虞がある標識（第 39 条(2)(b)(i)）を

含んでいるか、或いはそれで構成されている場合には、その商標登録出願

が拒絶されることがあると定めています。規則 4.15(e)は、工業所有権の

保護に関する国際同盟が、国際的取決めの 6 条の 2 及び 6 条の 3 に基づい

て登録不適格なものとして通知している「標章」の表示の使用について規

定している。 

また第 39 条も登録商標への異議又はその取消しの根拠となります。 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

裁判により、商標登録を取り消すための措置を講じることができます。 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

実際に何らかの措置を行ったことがあるのかは、不明です。 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

行っていません。 
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（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

IP オーストラリア 
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。                 

→b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。   

→c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している           

→d)に進んで下さい。 

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

1995 年商標法第 39 条 

 

第 39 条 一定の標識を含んでいる等の事情にある商標 

(1) 商標が、第 18 条の適用上制定された規則によって、商標として使用す

ることが禁じられている標識を含んでいるか、又はその標識で構成されて

いる場合は、その商標登録出願は拒絶しなければならない。 

(2) 商標が次のものを含んでいるか、又はそれで構成されている場合は、

その商標登録出願は拒絶されることがある。 

(a) この項の適用上規定されている標識、又は 

(b) 次のものに著しく類似しており、その標識であるとみなされる虞

のある標識 

(i) (a)にいう標識、又は 

(ii) (b)にいう標識 
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1995 年商標規則 

規則 4.15.  一定の標識を含んでいる等の事情にある商標 

（標識について規定している）法律第 39 条(2)(a)の適用上、次の標識が所

定の標識である。 

(a) 「Patent」「Patented」「By Royal Letters Patent」「Protected 

International Trade Mark 」「 Registered 」「 Registered Design 」

「Copyright」「Plant Breeder’s Rights」「EL rights」又は同趣旨

の語句若しくは記号（「©」及び「®」の記号を含む。） 

(b) 「これを模造することは偽造である」という語句、又は同趣旨の

語句 

(c) オーストラリア連邦、州又は準州の紋章、旗章又は印章の表示 

(d) オーストラリアの都市若しくは町又はオーストラリアの官庁若

しくは公的機関の紋章又は記章の表示 

(e) 工業所有権の保護に関する国際同盟が、国際的取決めに基づいて

登録不適格なものとして通知している標章の表示 

(f) 附則 2 に記載されている標識 

注 1: 「EL rights」の意味については、1989 年回路配置法第 5 条を参照。

注 2: 規則 4.15(e)に記載されている標章の一覧は、商標局及びその支局で

入手することができる。 

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する
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か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

 

オーストラリアの商標審査手続便覧（Manual of Practice and Procedure）

の第 31 部は、1995 年商標法第 39 条(2)の拒絶理由が存在するかを判断す

る手続きの概要を示し、次の通り定めています。 

 

3.1 第39条(2)は、商標登録出願が所定の標識を含んでいるか、又はそれ

から構成される場合に、拒絶されることがあると定めている。これにより、

商標登録官には、所定の標識を取り込んだ商標を拒絶するかを判断する裁

量が与えられる。実際には、所定の標識を含んでいるか又はそれから構成

される商標の使用によって、次の事項に関して公衆に誤認又は混同が生じ

ると登録官が納得しない限りは、第39条(2)の条項が拒絶の根拠として挙

げられることはないだろう。 

 

当該標識の使用と当該標識に関連のある者（団体、機関等）との

間に関係があること、又は 

当該商標が知的財産法その他の法律に基づき有し得る地位 

  

3.2 上記に定める方法により公衆に誤認又は混同が生じるかを検討する

際には、次の要素を考慮しなければならない。 

当該の標識がどのような者、団体、機関等と関連付けられるのか。

どのような活動とその者、団体、機関等が関連付けられるのか。 

その者、団体、機関等が商品の生産やサービスの提供を行ってい

るのか。 

その者、団体、機関等は、活動の性質上、特定の商品・サービス

と関連づけられるのか。  

当該標識を含んでいるか、又はそれから構成される商標が適用さ

れている商品・サービスを購入する「公衆」となるのは誰か。  

その「公衆」は、その者、団体、機関等とその活動や商品・サー

ビスを知っているのか。 
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上記の要素を考慮した後で、新たに「当該商標の使用により、誤認又は

混同が生じる虞はあるのか」という質問を投げかける必要がある。この回

答が「ない」というものであるならば（又ははっきりと「ある」と言えな

い場合）、拒絶の根拠とはならない。 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

該当なし 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

該当なし 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

商標登録の出願人がある国の政府であれば、出願人が正当な機関であること

を確認するため、デューディリジェンスを実施し、当該商標と通知されたパ

リ条約 6 条の 3 の記号の共存を認めるでしょう。 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 
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裁判により、商標登録を取り消すための措置を講じることができます。 

 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

該当なし 

 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

商標登録の出願人がある国の政府であれば、出願人が正当な機関であるこ

とを確認するため、デューディリジェンスを実施し、当該商標と通知され

たパリ条約 6 条の 3 の記号の共存を認めるでしょう。 

 

→d)に進んで下さい。 
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d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

登録商標（ある国の政府がそれを所有するか否かを問わない）は 1995 年

商標法第 92 条の不使用規定の対象となります。 

 

1995 年商標法第 92 条(4)(b)は、次の通り定めています。 

不使用の申請がされた日の 1 月前に終了する連続 3 年の期間において、商

標が継続して登録されており、また、当該期間中において、その時期の登

録所有者であった者が当該申請に係わる商品及び／又はサービスについ

て、 

(i) その商標をオーストラリアにおいて使用していなかったこ

と、又は 

(ii)その商標をオーストラリアにおいて誠実には使用していなか

ったこと 
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

 1. Yes     

 2. No  

(                                                                          ) 

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

  1. Yes  No. of cases ( 8 )  

 2. No 

 3. No idea 

 

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow? 

 Please tell us the details. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines. 

We have notified 8 signs to date (seven versions of the Coat of Arms and the word ANZAC.) 

We have a case-by-case assessment of the eligibility of the subject matter, including the status of the 

sign and legislation that provides domestic protection.  
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(4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that fall 

under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

No. 

 

 

b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in 

some form (for example, the government gives guidance or has managed the signs 

and hallmarks in the past, or the government attends the examination committee)

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 
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managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

    

(5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

  1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau → Go to (6) 

  2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country → Go to (8) 

 3. No idea  → Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 

your country as the subject-matter of protection in the same manner? 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

Our notification to the Australian public includes a link to the WIPO 6ter database. The public are 

notified of the signs as they appear on the WIPO  6ter database. 

 

We have no separate criteria for notifying or protecting the colours of the signs notified.  The signs 

will be protected under Australian Trade Mark Law for all colours.  

 

 

(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 

before a public notice is given after the notification arrives?) 

Signs notified under Article 6ter are entered onto our database within 2 months of notification by 

WIPO.  Protection is subject to the possibility of an objection being raised with 12 months.  

IP Australia publishes an Official Notice (public notice) within a month of the 6ter signs being 
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notified by the International Bureau.  

 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 

and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION6? 

Is a public notice given separately with respect to each country using such signs and 

hallmarks? 

We publish a notice in our Official Journal with a link to the WIPO 6ter  database. There is no 

separate notice for such signs and hallmarks.  

 

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for which 

there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

National flags that are notified under the Paris Convention, are protected by Section 39(2) of the 

Trade Marks Act and Regulation 4.15(e). See below.  

 

Trade Marks Act 1995 

39  Trade mark containing etc. certain signs 

 (2)  An application for the registration of a trade mark may be rejected if the trade mark contains or 

consists of: 

(a)  a sign that is prescribed for the purposes of this subsection; or 

(b)  a sign so nearly resembling: 

(i)  a sign referred to in paragraph (a); or 

(ii)  a sign referred to in subsection (1); 

as to be likely to be taken for it. 

 

Reg 4.15.  Trade marks containing etc certain signs 

For the purposes of paragraph 39 (2) (a) of the Act (which deals with signs), the following signs are 

prescribed:   

                                                  
6 An example is a mark for metal as indicated on the following website: 
http://www.hallmarkingconvention.org/ (last access date: 2011.11.10).  

http://www.hallmarkingconvention.org/
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 (e) a representation of a mark notified by the International Union for the Protection of 

Industrial Property as not entitled to registration under international arrangements;  

National flags for which there is no obligation to notify under the Paris Convention are protected 

under Section 42(b) of the Trade Marks Act 1995.   

 

42  Trade mark scandalous or its use contrary to law 

                   An application for the registration of a trade mark must be rejected if: 

                     (a)  the trade mark contains or consists of scandalous matter; or 

                     (b)  its use would be contrary to law. 

 

(10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how do 

you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the Paris 

Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law Treaty? 

Our trade mark examiners routinely conduct research on the Internet for applications that contain or 

consist of a flag or heraldic elements.  Where research shows that an application for a trade mark is 

a flag, an objection would be raised. This research is done on a case by case basis and using the 

Internet for research allows for the most up-to date information to be used.  

 

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two or 

more national flags are protected for one country, please let us know the names of such countries. 

We would admit existence of multiple national flags if the situation arose.  
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

  1. Yes     No. of cases (      ) 

 2. No 

 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for transmitting an 

objection, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 

concerning transmission of objections in the guidelines. 

IP Australia advertises newly notified signs to the public for objection. If a person wishes to object 

to Australia granting protection to a sign, they must do so by notifying IP Australia. IP Australia 

will then consider whether to object through WIPO.  

 

There are no laws or regulations for transmitting an objection to a sign notified under Article 6ter. 

An objection may be transmitted if the extension of protection of the sign may have a significant 

adverse effect on an established practice for the use of a sign or a legitimate need or right to use the 

mark in Australia. 

 

Each objection is dealt with on a case by case basis taking into account the surrounding 

circumstances. 
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(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 

an objection? 

N/A 

 

b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 

example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  

N/A 
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3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

  1. Yes   No. of cases (     )       → Go to the next question. 

 2. No                  → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 3. No idea                       → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

The sign ANZAC was objected to by the United States of America and by Turkey. Both countries 

objected to the protection of this sign on the grounds of an existing prior right.  

 

 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 

The sign ANZAC was excluded from the subject matter of protection in both the United States and 

Turkey.  

 



‐261‐ 
 

4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to 

the WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 4. Other 

(                                 ) 

 

 

(2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

N/A 

 

(3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

Where IP Australia is notified of inappropriate use of a sign notified under Article 6ter, we 

would investigate the case and make contact with the relevant office.  

 

 

(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 

 1. Yes    No. of cases (     )  

 2. No 

 3. No idea 
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

 1. Taking actions under domestic laws and regulations         → Go 

to b). 

 2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go 

to c). 

 3. No idea                                    → Go to 

d). 

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

In general, trade mark rights which have been acquired in good faith before notification of a 

sign under Article 6ter can provide a basis for a rejection to protection of a 6ter sign.  

However,  it is possible to cancel marks through the courts.  

 

→ Go to d). 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis?  

N/A 

→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 
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In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 

relevant parts therein. 

 

The Trade Marks Act 1995  implements Australia’s obligations under the Article 6ter through 

Section 39(2). Paragraph 39(2)(a) states that a trade mark may be rejected if it contains or 

consists of a sign that is prescribed  in the regulations for the purposes of subsection 39(2), OR 

is a sign so nearly resembling the prescribed sign as to be likely to be taken for it  

(subparagraph 39(2)(b)(i)). Reg 4.15(e) prescribes the use of a representation of a “mark” 

notified by the International Union for the Protection of Industrial Property as not entitled to 

registration under international arrangements Articles 6bis  and 6te r .  

Section 39 is also a ground for opposition to or cancellation of a registered trade mark.   

 

 

(2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory measures 

are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil lawsuit filed 

by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

Action could be taken through the courts to cancel the trade mark registration.   

 

(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 

any, how was the prohibited use revealed? 

Not known 

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

No 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

IP Australia 
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis 

for refusing the application and relevant clauses?  

 1. Trademark law        → Go to b). 

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention    → Go to c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law   → Go to d).  

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof. 

Section 39 of the  Trade Marks Act 1995 

 

39 Trade mark containing etc. certain signs 

(1) An application for the registration of a trade mark must be rejected if the trade mark 

contains or consists of a sign that, under regulations made for the purposes of section 18, is not 

to be used as a trade mark. 

(2) An application for the registration of a trade mark may be rejected if the trade mark 

contains or consists of: 

(a) a sign that is prescribed for the purposes of this subsection; or 

(b) a sign so nearly resembling: 

(i) a sign referred to in paragraph(a); or 

(ii) a sign referred to in subsection(1); 

as to be likely to be taken for it. 
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Trade Marks Regulations 1995 

Reg 4.15.  Trade marks containing etc certain signs 

For the purposes of paragraph 39 (2) (a) of the Act (which deals with signs), the following 

signs are prescribed:   

(a) the words Patent, Patented, By Royal Letters Patent, Protected International Trade 

Mark, Registered, Registered Design, Copyright, Plant Breeder ’s Rights, EL rights, or 

words or symbols to the same effect (including the symbols © and ®);  

(b) the words To counterfeit this is a forgery, or words to the same effect;  

(c) a representation of the Arms, or of a flag or seal, of the Commonwealth or of a State 

or Territory;  

(d) a representation of the Arms or emblem of a city or town in Australia or of a public 

authority or public institution in Australia;  

(e) a representation of a mark notified by the International Union for the Protection of 

Industrial Property as not entitled to registration under international arrangements;  

(f) a sign specified in Schedule 2.  

Note 1: For the meaning of EL rights, see section 5 of the Circuit Layouts Act 1989.  

Note 2: A list of the marks mentioned in paragraph 4.15 (e) is available at the Trade Marks 

Office and sub-offices.  

 

 

 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 

6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the 

public or misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of 

invalidation?   

  

 1. Yes 

 2. No  

 3. Other 
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b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the 

public, if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.)  

 

Part 31 of IP Australia’s Trade Marks Manual of Practice and Procedure outlines the 

procedure for determining if a ground for rejection exists under Section 39(2) of the Trade 

Marks Act 1995. It states: 

 

3.1 Subsection 39(2) specifies an application may be rejected if it contains or consists of a 

prescribed sign.  This gives the Registrar a discretion in deciding to reject a trade mark 

which incorporates a prescribed sign. In practice, grounds for rejection will not be raised 

under the terms of subsection 39(2) of the Act unless the Registrar is satisfied that use of the 

trade mark containing or consisting of the prescribed sign would give rise to deception or 

confusion of the public as to: 

 

the existence of a connection between the use of the sign and the person (body, 

organization, etc.) with whom the sign is associated, or  

a status that the trade mark may have under intellectual property or other 

legislation.  

  

3.2 In considering whether the public would be deceived or confused in the manner set out 

above the following factors should be considered: 

With what person, body, organization etc is the sign associated?  

With what activity is that person, body, organization etc associated?  

Does that person, body, organization, etc produce the goods and services?  

Would that person, body, organization, etc be associated with particular goods or 

services because of the nature of the activity?  
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Who constitutes the “public” who will purchase the goods or services to which the 

trade mark containing or consisting of the sign is to be applied?  

Would that “public” know of that person, body, organization, etc and its activities or 

goods and services?  

After considering the above factors, another question needs to be asked:  is use of the trade 

mark likely to deceive or cause confusion?  If the answer is “NO” (or not clearly “YES”), 

no ground for rejection should be raised. 

→ Go to (e). 

 

c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 

N/A 

 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 

 

N/A 

 

e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right 

holder/user of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the 

government of a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for 

trademark registration registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

If the applicant were a government of a country, we would conduct due diligence to ensure the 

applicant was the appropriate authority and if so, would allow the trade mark and the notified 

6ter sign to co-exist.  

 

f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 
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well as clauses. 

Action could be taken through the courts to cancel the trade mark registration.  

 

 

(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to 

the armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If 

the trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, 

while indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

 1. Invalidated in some cases   → Go to b). 

 2. Not invalidated       → Go to c).   

 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark 

and designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into 

consideration? Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for 

example, are the actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the 

registered trademark and the status of use thereof, taken into consideration?). 

N/A 

→ Go to c). 

 

c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supporting materials, if any, while 

indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

If the applicant were a government of a country, we would conduct due diligence to ensure 

the applicant was the appropriate authority and if so, would allow the trade mark and the 

notified 6ter sign to co-exist.  
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→ Go to d). 

 

d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

A registered trade mark (whether owned by a government of a country or not) is subject to 

the non-use provisions of Section 92 of the Trade Marks Act 1995. 

 

Paragraph 92(4)(b) of the Trade Marks Act 1995 provides: 

that the trade mark has remained registered for a continuous period of three years ending 

one month before the day on which the non-use application is filed, and, at no time during 

that period, the person who was then the registered owner: 

(i) used the trade mark in Australia; or 

(ii) used the trade mark in good faith in Australia; 

in relation to the goods and/or services to which the application relates. 

 

 

 

This is the end of the questionnaire. Thank you for your cooperation. 
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資料Ⅲ 

 

4 オーストリア 

（知的財産庁） 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1)貴庁は、パリ条約６条の３に基づく記号を所管する機関ですか？ 

 1. Yes （少なくともパリ条約 6 条の 3 に基づく標識の保護については当庁

が管轄しています。）  

 2. No  

(                                                                    )

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （不明）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手

順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署で

の手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握していな

いため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が管轄している

と思います。 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 
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a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握

していないため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務

省が管轄していると思います。 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握し

ていないため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が

管轄していると思います。  

 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 
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 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(9)に進んで下さい。 

 3. 分からない。                       

→(9)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、

同様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

パリ条約 6 条の 3 に基づき保護される標識は連邦法律官報（BGBl）の中で公示

しますが、オーストリア特許庁の登記簿でも閲覧が可能です。登録簿上でも色

に関する特別な記載はありません。 

 

（7）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

際事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要す

る期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

本件について統計をとっていませんが、少なくとも 6 ヶ月はかかると言えます。
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(8) HALLMARKING CONVENTION7のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

特別な公示方法はありません。パリ条約 6 条の 3 に基づき保護されるその他の

標識と同様に公示します。 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

国内の標識に関する特別な法令はありますが、外国の国旗に関する特別な法令は

ありません。 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

特別な入手経路はありません。変更の可能性がある場合に、個別の調査を行って

判断しています。 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握していな

いため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が管轄している

と思います。 

                                                  
7 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握してい

ないため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が管轄して

いると思います。  

  1.ＹＥＳ （）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。また、ガイドライ

ン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇所についてお示し下さ

い。 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握していな

いため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が管轄している

と思います。 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握してい

ないため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が管轄して

いると思います。  

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他（当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規

定する規則も把握していないため、詳細については不明ですが、本件

はオーストリア外務省が管轄していると思います。） 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握してい

ないため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が管轄して

いると思います。  

 

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至

ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 
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３．分からない 

当庁は本件を管轄しておらず、本件について特別に規定する規則も把握し

ていないため、詳細については不明ですが、本件はオーストリア外務省が

管轄していると思います。  
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

オーストリア商標法  

第6条 (1) 国の紋章、国旗、その他の国章若しくはオーストリア地方公共団

体の紋章は、取引において権限無しに、商品若しくはサービスに係わる識別

表示として、又は当該識別表示の構成要素として使用してはならず、また、

権限を有する当事者の同意を得ることなく第4条1.(c)に掲げた標識も使用

してはならない。同様に、検査又は保証用の標識は、その標識を交付する当

局の事前の同意を得ることなしに、標識の使用対象である商品若しくはサー

ビス又はそれに類似する商品若しくはサービスに係わる識別表示として、又

は当該識別表示の構成要素として使用してはならない。  

(2) 外国の国章又は公的な検査若しくは保証用の標識に対しては、(1)の規定

は、政府間協定  

又は相互主義が存在し、かつ、前記の外国の標識をBGBlに告示している場

合に限り、適用する。告示に前記標識に関する公的表示の複製が含まれてい

ない場合は、公衆が当該複製を閲覧できる場所を記載するものとする。  

(3) 禁止規定 ((1))に違反した者は、地方行政当局が218ユーロ以下の罰金又

は1月以下の拘禁に処する。加重事由があるときは、両刑を併科することが
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できる。  

→d)に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所

をお示し頂きたい。 

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など）また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

行政処分  

オーストリア商標法  

第6条  

(3) 禁止規定 ((1))に違反した者は、地方行政当局が 218 ユーロ以下の罰金又は 1

月以下の拘禁に処する。加重事由があるときは、両刑を併科することができる。

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で
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したか？ 

本件は、当庁ではなく、地方自治体の管轄下にあるため、詳細については不明で

す。  

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

不明です。 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

オーストリア特許庁およびオーストリア外務省。  
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。                →

b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している          →

d)に進んで下さい。 

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

オーストリア商標法  

第4条 (1) 次に掲げる標識は、登録を受けることができない。  

1. 次に掲げる内容のみをもって構成されているもの  

(a) 国の紋章、国旗若しくはそれ以外の国章、又はオーストリア地方公共

団体の紋章  

(b) 公的な検査用又は保証用の標識であって、オーストリアにおいて、又

はBGBlに発表される告示 (第6条 (2))によって定められる外国において、商

標の使用予定対象と同一の商品若しくはサービス又は類似の商品若しくは

サービスについて使用されているもの  

(c) 産業財産の保護に関するパリ同盟の加盟国が参加している国際機関の

標識であって、BGBlに告示されているもの。告示に関しては、第6条 (2)後

段の規定を適用する。  
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ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

 

一般的基準はないため、個別案件毎の判断となっています。  

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

- 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

- 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人
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が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

（私の知る限りでは）オーストリアでは現在までに上記のようなケースはあ

りません。 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 

オーストリアでは、上記の事由のみに基づき職権により登録商標が無効とさ

れることはありません。ただし、オーストリア商標法第33条に基づく第三者

の申請により、無効手続を提起することは可能です。  

第33条 (1) 何人も、職権による取消理由の何れかを根拠として、商標の取消

を申請することができる。  

(2) 商標が、登録されるべきではなかったという理由によって取り消された

場合は、取消決定の効力は保護期間の始期（第19条 (1)）まで遡及する。  

 

（私の知る限りでは）オーストリアでは現在までに上記のようなケースはあ

りません。  

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 
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b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

オーストリア商標法  

第三者（他国）の申請に関する第 33 条（第 4 条 (1)関連）を考慮します（法

の条文については上記をご覧ください）。商品・役務の類似性は、オース

トリア管轄当局が策定した類似商品・役務通則に基づき考慮しています。

既登録商標が著名商標の場合、商品･役務の関係を上記の通則に照らして

考慮することはありません。既登録商標が使用されていない場合も、上記

の通則に照らして考慮することはありませんが、この場合、不使用の事実

が単独で取消しの事由を構成します。 

→c)に進んで下さい。 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

（私の知る限りでは）オーストリアでは現在までに上記のようなケースは

ありません。  

 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

（私の知る限りでは）オーストリアでは現在までに上記のようなケースは

ありません。  
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

 1. Yes  (At least for the protection of signs under Art. 6 ter in Austria.)   

 2. No  

(                                                                          ) 

     

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

  1. Yes  No. of cases (    unknown  )  

 2. No 

 3. No idea 

 

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow? 

 Please tell us the details. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines. 

 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and we do not 

know the specific competence regulations in this case, but we would think this lies within the 
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competences of the Austrian Foreign Ministry.   

 

 

(4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that fall 

under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and 

we do not know the specific competence regulations in this case, but we would think 

this lies within the competences of the Austrian Foreign Ministry.   

 

 

b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and we do not 

know the specific competence regulations in this case, but we would think this lies within the 

competences of the Austrian Foreign Ministry.   

 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

usable upon application to the government 
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    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in 

some form (for example, the government gives guidance or has managed the signs 

and hallmarks in the past, or the government attends the examination committee)

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

    

(5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

  1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau  

→ Go to (6)

  2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country  

→ Go to (8)

 3. No idea                                           

→ Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 

your country as the subject-matter of protection in the same manner? 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

There is a promulgation of the signs protected under Art. 6 ter in the Federal Law Gazette which 

points to the fact that in one of APO´s registries the signs may be inspected. In the registry there 

is also no special specification for colours. 
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(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 

before a public notice is given after the notification arrives?) 

No statistics are carried out about this subject, but you can safely say that it takes at least 6 

months. 

 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 

and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION8? 

Is a public notice given separately with respect to each country using such signs and 

hallmarks? 

There is no special procedure, such signs are promulgated just like any other sign protected under 

Art. 6 ter. 

 

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for which 

there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

There are special laws for domestic signs, but no special laws for foreign national flags. 

 

 

(10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how do 

you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the Paris 

Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law Treaty? 

There is no special mechanism, they are determined via an individual search in each case of 

                                                  
8 An example is a mark for metal as indicated on the following website: 
http://www.hallmarkingconvention.org/ (last access date: 2011.11.10).  

http://www.hallmarkingconvention.org/
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suspicion. 

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two or 

more national flags are protected for one country, please let us know the names of such countries. 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and we do not 

know the specific competence regulations in this case, but we would think this lies within the 

competences of the Austrian Foreign Ministry.   
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and we 

do not know the specific competence regulations in this case, but we would think this lies 

within the competences of the Austrian Foreign Ministry.   

 

  1. Yes     No. of cases (      ) 

 2. No 

 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for transmitting an 

objection, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 

concerning transmission of objections in the guidelines. 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and we do not 

know the specific competence regulations in this case, but we would think this lies within the 

competences of the Austrian Foreign Ministry.   

 

(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 
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an objection? 

 

 

 

b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 

example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  

 

 



‐295‐ 
 

3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

  1. Yes   No. of cases (     )       → Go to the next question. 

 2. No                  → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 3. No idea                       → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and we do not 

know the specific competence regulations in this case, but we would think this lies within the 

competences of the Austrian Foreign Ministry.   

 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 
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4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to 

the WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 4. Other ( These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the 

APO and we do not know the specific competence regulations in this case, but we would 

think this lies within the competences of the Austrian Foreign Ministry.) 

 

 

(2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

 

 

(3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO and we do not 

know the specific competence regulations in this case, but we would think this lies within the 

competences of the Austrian Foreign Ministry.   

 

 

(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 

 1. Yes    No. of cases (     )  
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 2. No 

 3. No idea These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO 

and we do not know the specific competence regulations in this case, but we would think this 

lies within the competences of the Austrian Foreign Ministry.   
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

 1. Taking actions under domestic laws and regulations     → Go to b). 

 2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go 

to c). 

 3. No idea                              → Go to d). 

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

 

Austrian Trademark Protection Act6. 

(1) It shall be prohibited to use in trade, without authorization, the national 

armorial bearings, the national flag, or any other state emblem, or the 

armorial bearings of an Austrian provincial or local authority to designate 

goods or services, or as part of the designation of goods and services, or use, 

without consent of the authorized person, the signs referred to in section 4 

(1) 1 (c). It also shall be prohibited to use a test or guarantee sign without 

consent of the agency awarding the test or guarantee sign for the 

designation, or as part of it, of such goods or services for which the sign was 

introduced or for similar goods or services.   

(2) Subsection 1 shall apply to foreign state emblems and official examination and guarantee 

signs only, if an intergovernmental agreement or reciprocity exists, and if the foreign sign 

was promulgated in the Federal Law Gazette. If the publication includes no reproduction of 

the official embodiment of the sign, it shall be stated where such a reproduction is publicly 

available.   

(3) Anyone infringing this prohibition (subsection 1) shall be punished by the district 

administrative authority with a fine of up to € 218 or to detention not exceeding one month. In 

case of aggravating circumstances, these penalties may also be imposed concurrently. 

→ Go to d). 



‐299‐ 
 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis?  

 

 

→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 

In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 

relevant parts therein. 

 

 

 

(2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory measures 

are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil lawsuit filed 

by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

Administrative punishment. 

Austrian Trademark Protection Act 

6 …. 

(3) Anyone infringing this prohibition (subsection 1) shall be punished by the district 

administrative authority with a fine of up to € 218 or to detention not exceeding one month. In case 

of aggravating circumstances, these penalties may also be imposed concurrently.  

 

(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 

any, how was the prohibited use revealed? 

These details are unknown to the APO as this is not in the competence of the APO, this lies 
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within the competences of the district administrative authorities.   

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

unknown 

 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

APO as well as Austrian Foreign Ministry  
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis 

for refusing the application and relevant clauses?  

 1. Trademark law                          → Go to b). 

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention    → Go to c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law     → Go to d). 

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof.  

Austrian Trademark Protection Act 

4. (1) Excluded from registration shall be signs that   

1 .  e x c l u s i v e l y  c o n s i s t  o f   

a ) n a t i o n a l  a r m o r i a l  b e a r i n g s ,  n a t i o n a l  f l a g s  o r  o t h e r  s t a t e  e m b l e m s  o r  a r m o r i a l  

b e a r i n g s  o f  a n  A u s t r i a n  p r o v i n c i a l  o r  l o c a l  a u t h o r i t y ,     

b) official control or guarantee signs introduced in Austria or, pursuant to a notice to be 

published in the Federal Law Gazette (section 6 (2)), in a foreign state for the same goods or 

services as those for which the trade mark is intended, or for similar goods or services,   

c)signs of international organisations, to which a member state of the Paris 

Convention for the Protection of Industrial Property belongs, provided such signs 

were notified in the Federal Law Gazette. The last sentence of section 6 (2) shall 

apply to such notification 

 



‐302‐ 
 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 

6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the 

public or misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of 

invalidation?    

 1. Yes 

 2. No  

 3. Other 

 

b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the 

public, if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.)  

There are no general criteria, it depends on the individual assessment in each case.  

→ Go to (e). 

 

c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 

- 

 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 

 

- 
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e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right 

holder/user of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the 

government of a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for 

trademark registration registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

Austria has not experienced such a case to date (to the knowledge of the respondent). 

 

 

f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 

well as clauses. 

Austria does not invalidate registered trademarks specifically on these 

grounds and ex officio. But such a procedure of invalidation might be started on 

the initiative of a third party within the scope of § 33 Austrian trademark 

protection Act: 

33. (1) Anyone may request the cancellation of a trade mark on any grounds for cancellation 

ex officio.  

(2) If the trade mark is cancelled because it ought not to have been registered, the 

cancellation decision shall have retroactive effect to the beginning of the period of protection 

(section 19 (1)).  

Austria has not experienced such a case to date (to the knowledge of the respondent). 

 

(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to 

the armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If 

the trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, 

while indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 
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 1. Invalidated in some cases   → Go to b). 

 2. Not invalidated       → Go to c). 

 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark 

and designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into 

consideration? Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for 

example, are the actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the 

registered trademark and the status of use thereof, taken into consideration?). 

Austrian trademark protection Act:  

§ 33 in connection with § 4 (1) on the initiative of the third party (other state) (texts of 

the law : see above). Similarity of goods and services is taken into consideration 

according to the general rules concerning the similarity of goods and services which the 

Austrian jurisdiction has developed. If the trademark is famous this is not taken into 

consideration within the regulations mentioned above. If the trademark has not been used 

this is also of no consequence within the mentioned regulations but this fact constitutes a 

separate ground for cancellation.  

→ Go to c). 

 

c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supporting materials, if any, while 

indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

Austria has not experienced such a case to date (to the knowledge of the respondent). 

→ Go to d). 

 

d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

Austria has not experienced such a case to date (to the knowledge of the respondent). 
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資料Ⅲ 

 

５ 韓国 

 

（１） 公的機関（Good Design） 

（２） 公的機関 (HACCP) 

（３） 法律事務所(金＆張) 
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資料Ⅲ 

 

５ 韓国 

 
（１）公的機関（Good Design） 
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【貴団体について】  

【質問１】  

貴団体は如何なる記号及び印章をどのようなプロセス（企業からの申請受付、

審査、企業へのマーク付与等）で認証している機関ですか？  

（回答）  

消費者保護と事業者保護、及び我々の団体利益の観点から、グッドデザインの

認証（選定）を行っている。  

・韓国には、意匠法と別途に産業デザイン振興法があり、この特別法に基づい

てマークの保護が行われている。  

・グッドデザインのマークについて商標登録はしてない。  

・企業から自発的に申請し、KIDP が審査基準に基づいて審査を行い、選定し

ている。  

・申請については、年の始まり（３月）が多い。１年の指針が３月に出ている

のかを思われる。  

・広報をするには３種類の方法がある①新聞広告・②官庁公・③グッドデザイ

ンに関する企業・ユーザー等に email を送付する。  

・７月が年に１回の審査期間。  

・なお、季節的商品の保護・ライフサイクルが短い商品の保護をするために、

ユーザーからは１年に１回は少ないという指摘もあり、年中受付や年に２回審

査といった案も出た。実際に年に２回の審査を行ったことはあるが、これは、

部署内のリソースの問題で現実的に困難であり、１年に１回の頻度に戻した。

 

【質問２】  

貴団体と貴国との関係性について教えてください。（例：政府機関、国から何

らかの権限を委譲された機関、地方政府機関、全く関係のない民間機関である等） 

（回答）  

・準政府機関である。  

・政府の傘下にあるが、従業員は公務員ではない。  

・政府の予算でほとんど賄われているが、グッドデザインマークの付与に対す

る申請や発行等の手数料で賄われている部分もある。  

 

 

【貴団体の記号及び印章の属性について】  

【質問３】  



‐310‐ 
 

貴団体の記号及び印章は、監督・証明用のどちらの性質を持っていますか。ま

た、マークが認証する具体的な内容について教えてください。  

１．監督用の性質：産業、貿易、財政又は警察等の見地に基づいた監督  

２・証明用の性質：産地、品質、材料、用途、効能、数量等の証明  

３・分からない 

 

具体的な内容 

 

 

 

【質問４】  

貴団体が認証する際どのような基準に基づいて行っていますか。  

認証にあたって根拠法や認証規則等あればお示しください。  

（回答）  

・選定基準もあるので資料を添付する。但し、この選定基準は法律によって定

められているのではなく、自主的に外部有識者からなる委員会を経て定めてい

る。  

・選定基準には、環境に優しい・社会的に弱者への配慮等を重視したりもする。

・知識経済部（日本の経済産業省に相当）において根拠法はあり、包括的にデ

ザイン振興についてどうするか、を決める法律である。 

・産業デザイン振興法に対して、知識経済部が決める審査基準（事業の展開に

ついて、振興院の設立根拠。どこに作って、どんな仕事をするか等、具体的な

基準）はない。 

・選定基準は毎年委員会を開いて決めるが、安定性のために毎年、選定基準を

変更するといったことはない。委員のメンバーは、デザイン教授・大企業のデ

ザイン部門長等である 

・Good Design の選定基準について委員会には役人は参加しない。 

・なお、政府の公報は知識経済部の長官名で出す。  

 

【質問５】  

貴団体の記号及び印章は、以下のうち何れに該当しますか。  

①  記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、政府へ申請すること

で使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 
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 ②記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、第三者機関へ申請

することで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、政府へ申請するこ

とで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関が運用

しているが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関独自で

運営しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

  ⑥その他  

 

【質問６】  

貴団体の記号及び印章を使用するにあたっての使用規則等あればお示しくだ

さい。  

（回答）  

資料を添付する。  

 

 

【商標登録状況について】  

【質問７】  

当該記号及び印章について、国内或いは海外で商標出願を行っていますか。過

去に行っていた場合は、その期間及び商標出願を辞めた理由を教えてください。 

（回答）国内／海外ともに商標出願はない。  
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【質問８】  

具体的にどの国に商標出願を行っていますか。或いは過去にどの国に商標出願

を行っていましたか？  

（回答）なし  

 

 

【質問９】  

海外で商標出願をする場合、不便を感じたことはありますか。それは具体的に

どのようなことですか。（金銭面、手続き面等、出願国固有の問題であれば国名

も）  

（回答）なし  

 

 

【ＷＩＰＯ通知について】  

【質問１０】  

パリ条約６条の３に基づく国際事務局（ＷＩＰＯ）への記号及び印章等の通知

制度を御存知でしたか？  

なお前記通知制度は、以下のようにパリ条約６条の３に定められています。  
6ter(1)(a) 

The countries of the Union agree to refuse or to invalidate  the 

registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without 

authorization by the competent authorities, either as trademarks or as 

elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, 

of the countries of the Union,official signs and hallmarks indicating 

control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic 

point of view.  

１．Ｙｅｓ  ：知っていた  

２．Ｎｏ   ：知らない  

 

コメント：韓国のグッドデザインマークについては、国際的にはそこまで認

知度ないと思われるので、現時点では商標や WIPO 通知の必要性はあまり考

えたことはない。  

 

 

【質問１１】  
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貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局に通知した、監督用及び証明

用の公の記号及び印章の名称、及びその対象商品或いは役務について教えてくだ

さい。  

（回答）知らない  

 

 

【質問１２】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）を介して各国へ

通知することなった経緯において、貴団体と貴国の官庁とのやりとりは、以下の

何れですか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請した。    →問１３へ進んで下さい。  

２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請するこ

とを、貴国の官庁から貴団体に一方  

的に告知された。          →問１６に進んで下さい。  

３．分からない。            →問１８に進んで下さい。 

４．その他  

 

【質問１３】  

「１．貴団体が貴国の官庁へ申請した」と回答した場合、国際事務局（ＷＩＰ

Ｏ）へ通知をすることを、貴団体が判断したのはなぜですか。パリ条約６条の３

に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）へ通知することについて、どんなメリットを

感じたのですか？  

（回答）なし  

 

 

【質問１４】  

国際事務局（ＷＩＰＯ）へパリ条約６条の３に基づいて通知を行う場合に、貴

団体では海外での商標出願についても検討しましたか。  

仮に検討していた場合、 終的に国際事務局（ＷＩＰＯ）にパリ条約６条の３

に基づいて通知を選択した理由を教えてください。  

１．検討していた。  

２．検討しなかった。  

３．分からない。 
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終的にパリ条約６条の３に基づいた通知を選択した理由 

（回答）  

 

 

【質問１５】  

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局（ＷＩＰＯ）への通知と、海外への商

標出願について使い分けていますか。もし、使い分けていたら、その判断基準や

考え方を教えてください。  

（回答）  

 

→問１８に進んで下さい。  

  

【質問１６】  

「２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請することを、

貴国の官庁から貴団体に一方的に告知された。」とした場合、その告知後に貴団

体が貴国の官庁へ何らかの申請や手続きを改めて行いましたか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行った。    →問１７に進

んで下さい。  

２．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行わなかった。 →問１８に進

んで下さい。  

３．分からない。                 →問１８に進んで

下さい。  

 

【質問１７】  

【問１６】において貴国の官庁へ申請や手続きをするに当たり、どのような要

件が求められましたか？申請のプロセスや必要な書類等（フォーマット）があり

ましたら教えて下さい。その際具体的に政府機関のどこに申請したか教えてくだ

さい。  

（回答）  

 

 

【質問１８】  

WIPO 通知をした結果、どのような効果がありましたか。  

（回答）分からない。  
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【不正使用の監視について】  

【質問１９】貴団体の記号及び印章について国内／海外における不正使用の事例

はありますか？また、ある場合には、いつ頃どのような不正使用の事例がありま

したか？（WIPO 通知以前の事例も含む。なお、不正使用は、貴団体とは全く関

係のない第三者や無許諾者が使用している場合を指します。  

１．ある     

２．ない  

３．分からない。 

 

「１．ある」場合の具体例（回答）  

国内事例として、「競業企業 A から不正な使用があった」などの連絡を受け、

KIDP より勧告・指示を行うが、大抵勧告・指示により不正な使用を止めるの

で、法的な紛争にまで発展した事例はない。  

また、海外事例としては違法な使用についての連絡を受けたことがないので分

からない。  

 

【質問２０】パリ条約６条の３に基づいて国際事務局 (WIPO)に通知を行った貴

団体のマークについて、貴国の官庁による通報後の他国での使用状況を貴団体で

は監視していますか。また、その監視の具体的な方法はどのようなものですか？  

１．Ｙｅｓ  

２．Ｎｏ  

３．分からない。 

「１．Ｙｅｓ」場合の具体例（回答）  

あるかもしれないが、如何なるところからも連絡はない  

 

 

【質問２１】貴団体において、貴国の官庁が国際事務局 (WIPO)に通知を行った

マークについて、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置

を講じていますか。  

（回答）特にありません。  

 

以上で終了です。ご協力ありがとうございました。  
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資料Ⅲ 

 

５ 韓国 

 

（２） HACCP 
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【貴団体について】  

【質問１】  

貴団体は如何なる記号及び印章をどのようなプロセス（企業からの申請受付、

審査、企業へのマーク付与等）で認証している機関ですか？  

（回答）  

企業からの申請を受け付け、審査基準に従って審査し、企業へマーク

の使用を許可している。  

 

 

【質問２】  

貴団体と貴国との関係性について教えてください。（例：政府機関、国から何

らかの権限を委譲された機関、地方政府機関、全く関係のない民間機関である等） 

（回答）  

・政府から予算が出ているが１００％ではない。  

・運営については、我々の団体が審査等の運営は自分たちで行ってい

る。  

・公務員ではない。  

・半官半民のような機関である。  

 

【貴団体の記号及び印章の属性について】  

【質問３】  

貴団体の記号及び印章は、監督・証明用のどちらの性質を持っていますか。ま

た、マークが認証する具体的な内容について教えてください。  

１．監督用の性質：産業、貿易、財政又は警察等の見地に基づいた

監督  

２・証明用の性質：産地、品質、材料、用途、効能、数量等の証明  

３・分からない 

 

具体的な内容 

 

 

【質問４】  

貴団体が認証する際どのような基準に基づいて行っていますか。  

認証にあたって根拠法や認証規則等あればお示しください。  
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（回答）  

HACCP のマニュアルに基づいて認証を行っている。  

認証には、衛星基準・原材料・生産工程・会社の使用規定、などを記

した詳細なマニュアルが存在しており、それに基づいて認証を行って

いる。マニュアルを参照して頂きたい。  

 

 

【質問５】  

貴団体の記号及び印章は、以下のうち何れに該当しますか。  

①記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、政府へ申請す

ることで使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、第三者機関

へ申請することで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、政府へ申請

することで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関

が運用しているが、何らかの形（指導、過去に政府が運用してい

た、審査委員会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関

独自で運営しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

  ⑥その他  

 

 

【質問６】  



‐321‐ 
 

貴団体の記号及び印章を使用するにあたっての使用規則等あればお示しくだ

さい。  

（回答）  

マーク自体の使用規則はない。  

 

【商標登録状況について】  

【質問７】  

当該記号及び印章について、国内或いは海外で商標出願を行っていますか。過

去に行っていた場合は、その期間及び商標出願を辞めた理由を教えてください。 

（回答）  

輸出を前提としても、海外での効果が国内と同様の効果を得られると

は考えられない。  

例えば、海外では海外での衛生基準があるので、海外での商標登録が

必要とは思えない。  

 

 

【質問８】  

具体的にどの国に商標出願を行っていますか。或いは過去にどの国に商標出願

を行っていましたか？  

（回答）なし  

 

 

【質問９】  

海外で商標出願をする場合、不便を感じたことはありますか。それは具体的に

どのようなことですか。（金銭面、手続き面等、出願国固有の問題であれば国名

も）  

（回答）  

なし  

 

【ＷＩＰＯ通知について】  

【質問１０】  

パリ条約６条の３に基づく国際事務局（ＷＩＰＯ）への記号及び印章等の通知

制度を御存知でしたか？  

なお前記通知制度は、以下のようにパリ条約６条の３に定められています。  
6ter(1)(a) 
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The countries of the Union agree to refuse or to invalidate  the 

registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without 

authorization by the competent authorities, either as trademarks or as 

elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, 

of the countries of the Union,official signs and hallmarks indicating 

control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic 

point of view.  

１．Ｙｅｓ  ：知っていた  

２．Ｎｏ   ：知らない  

必要性はないと考える。HACCP は国際規定であり、各国でそれぞれ運

営されている。それぞれの国で似たようなシステムが存在する。その

ため、輸出・輸入も、それぞれの国の基準の基づくものなので、自国

の HACCP システムを海外で展開することは考えにくい。  

 

【質問１１】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局に通知した、監督用及び証明

用の公の記号及び印章の名称、及びその対象商品或いは役務について教えてくだ

さい。  

（回答）なし  

 

【質問１２】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）を介して各国へ

通知することなった経緯において、貴団体と貴国の官庁とのやりとりは、以下の

何れですか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請した。    →問１３へ進んで下さ

い。  

２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請

することを、貴国の官庁から貴団体に一方的に告知された。    →

問１６に進んで下さい。  

３．分からない。              →問１８に進んで下さ

い。 

４．その他 
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【質問１３】  

「１．貴団体が貴国の官庁へ申請した」と回答した場合、国際事務局（ＷＩＰ

Ｏ）へ通知をすることを、貴団体が判断したのはなぜですか。パリ条約６条の３

に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）へ通知することについて、どんなメリットを

感じたのですか？  

（回答）  

なし  

 

【質問１４】  

国際事務局（ＷＩＰＯ）へパリ条約６条の３に基づいて通知を行う場合に、貴

団体では海外での商標出願についても検討しましたか。  

仮に検討していた場合、 終的に国際事務局（ＷＩＰＯ）にパリ条約６条の３

に基づいて通知を選択した理由を教えてください。  

１．検討していた。  

２．検討しなかった。  

３．分からない。 

 

終的にパリ条約６条の３に基づいた通知を選択した理由 

（回答） 

 

 

【質問１５】  

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局（ＷＩＰＯ）への通知と、海外への商

標出願について使い分けていますか。もし、使い分けていたら、その判断基準や

考え方を教えてください。  

（回答）  

 

→問１８に進んで下さい。  

  

【質問１６】  

「２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請することを、

貴国の官庁から貴団体に一方的に告知された。」とした場合、その告知後に貴団

体が貴国の官庁へ何らかの申請や手続きを改めて行いましたか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行った。    →問１
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７に進んで下さい。  

２．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行わなかった。 →問１

８に進んで下さい。  

３．分からない。                 →問１８に

進んで下さい。  

 

【質問１７】  

【問１６】において貴国の官庁へ申請や手続きをするに当たり、どのような要

件が求められましたか？申請のプロセスや必要な書類等（フォーマット）があり

ましたら教えて下さい。その際具体的に政府機関のどこに申請したか教えてくだ

さい。  

（回答）  

 

 

【質問１８】  

WIPO 通知をした結果、どのような効果がありましたか。  

（回答）  

 

 

【不正使用の監視について】  

【質問１９】貴団体の記号及び印章について国内／海外における不正使用の事例

はありますか？また、ある場合には、いつ頃どのような不正使用の事例がありま

したか？（WIPO 通知以前の事例も含む。なお、不正使用は、貴団体とは全く関

係のない第三者や無許諾者が使用している場合を指します。  

１．ある     

２．ない  

３．分からない。 

「１．ある」場合の具体例（回答）  

・不正使用の状況は知らない。  

・また、当事者同士（競争相手）の企業からも通知もないため、把握

していない。  

・仮に大型スーパーで認証を受けていないにも関わらず、HACCP 認証

マークを使用しようとしても、消費者による信用度を考慮すると、偽

物を扱うというわけにもいかないのではないか。  
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・また、HACCP 自体、市場での認知度が低く、不正使用するメリット

がないと考える。  

・HACCP の認知度が高くなれば社会問題となり得るが、現状において

は必要性を感じない。  

 

 

【質問２０】パリ条約６条の３に基づいて国際事務局 (WIPO)に通知を行った貴

団体のマークについて、貴国の官庁による通報後の他国での使用状況を貴団体で

は監視していますか。また、その監視の具体的な方法はどのようなものですか？  

１．Ｙｅｓ  

２．Ｎｏ  

３．分からない。 

 

「１．Ｙｅｓ」場合の具体例（回答）  

 

 

【質問２１】貴団体において、貴国の官庁が国際事務局 (WIPO)に通知を行った

マークについて、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置

を講じていますか。  

（回答）なし  

以上で終了です。ご協力ありがとうございました。  

その他  

運営公共機関ではなく、上の行政機関が考える問題である。  

仮にマークについて認知度が高まった場合には、根拠法の罰則の強化

や商標法で保護することも考えるだろう。ただ、具体的な措置は公務

員の仕事と考える。  
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資料Ⅲ 

 

５ 韓国 

 

（３） 法律事務所 

 

（添付資料）  

パリ条約第 6 条の 3 に基づくパリ条約等の同盟国の公益

標章の保護に関する運営要項の制定
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②公的機関等が国際事務局(WIPO)へ

通知或いは異議の通報の要請を行うための国内基準、或いは③ガイドラインや規

則についての情報、について以下でお聞きします。 

 

（１）パリ条約６条の３に基づ記号をＷＩＰＯに通知するのは、知的財産庁です

か？ 

１．Ｙｅｓ 特許庁    

２．Ｎｏ (                                               ) 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい以下、条約６条の３に基づく記章を

WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （ ０ ）件 （韓国特許庁が通知していると理解している）

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3)保護したい条約６条の３に基づく記章を、国際事務局（WIPO）に通知する際

に、どのような手順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、

通知担当部署での手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

2009 年 3 月 25 日に告示されたパリ条約第 6 条の 3 によるパリ条約などの同盟国

の公益標章の運営要領の制定 

第 1 条 目的 

第 2 条 用語の定義 

第 3 条 適用範囲 ：パリ条約第 6 条の 3、商標法第 7 条第 1 項第 1 号、不正競

争防止及び営業秘密保護に関する法律 3 条及びデザイン保護第 6 条第 1 号を含む

第 4 条 韓国公益標章の収集 ：特許庁による関連部署からの標章の収集 

第 5 条 国際事務局に対する韓国公益標章の通知 ：ジュネーブの大韓民国代表

部を通じて国際事務局への通知 
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第 6 条 韓国公益標章の通知の結果の確認 ：通知した結果の確認 

第 7 条 国際事務局から通知された韓国の公益標章に対する異議申立ての処

理 ：異議通知に対する対応 

第 8 条 国際事務局からパリ条約等の同盟国の公益標章の受領 ：国際事務局の

ホームページから電子情報を取得。 

第 9 条 一般公衆への公開 ： 韓国における一般公衆への公示 

第 10 条 公開されたパリ条約等の同盟国の公営標章に対する異議申立ての処

理 ：異議申立含む 

第 11 条 パリ条約等の同盟国の公益標章の分類 ：国内における分類について

第 12 条 パリ条約等の同盟国の公益標章の電子データベース：データベースの

構築について 

第 13 条 産業財産保護チームへの通知 

第 14 条 通知されたパリ条約等の同盟国の公益標章に対する処理 ：特許庁ホ

ームページでの掲載について 

 

 

第 3 条（適用範囲）  

この規定は、他の法令（パリ条約第 6 条の 3、商標法第 7 条第 1 項第 1 号、不正

競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 3 条及びデザイン保護法第 6 条第 1

号を含む。）に特別な規定がある場合を除いては、この規定が定めるところによ

る。  

 

第 4 条（韓国公益標章のコレクション）。  

①特許庁長（商標デザイン審査支援課長）はパリ条約第 6 条の 3 に基づいて保

護対象となる大韓民国の公益標章の収集のため、関連部署にその公益標章の通知

を要請しなければならない。  

②第 1 項の要請は必要な場合、随時実施することができる。  

 

第 5 条（国際事務局に対する韓国公益標章の通知）。  

①商標デザイン審査支援課長は第 4 条に基づいて収集した大韓民国の公益標章

がパリ条約第 6 条の 3 に基づく保護対象に該当するかどうかを確認しなければ

ならない。  

②商標デザイン審査支援課長は第 1 項に基づいて確認した大韓民国の公益標章

を毎年 2 月と 8 月の末日までに駐ジュネーブ大韓民国代表部を通じて国際事務
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局に通知するよう国際機構チーム長に依頼しなければならない。  

③特許庁長（国際機構チーム長）は第 2 項に基づいて依頼された大韓民国の公

益標章を毎年 2 月と 8 月の末日までに駐ジュネーブ大韓民国代表部を通じて国

際事務局に通知しなければならない。  

④特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づく確認の結果、国際

事務局に対する通知対象から除外された標章がある場合、該当部署にその内容と

理由を公文書で通知しなければならない。  

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

 

第２条５．において以下のように定義されている。  

なお、「政府の委託を受けた公共機関が採択した監督用及び証明用の公共

の記号と印象をいう」と規定されている。  

 

第２条（用語の定義）  

５．『大韓民国の公益標章』とはパリ条約第 6 条の 3 に基づいて保護対象

となる大韓民国の国旗、紋章、その他の国家記章及び大韓民国政府、

及び政府の委託を受けた公共機関が採択した監督用及び証明用の公

共の記号と印章をいう。  

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの  
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    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの 

 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(8)に進んで下さい。 

 3. 分からない。                          

→(8)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約６条の３に基づく記章を

保護する際、当該紋章等に付された色についても、同様に保護の対象として

国内で公示していますか？ 
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韓国では国際事務局がホームページで公示した電子データをダウンロードし

て、韓国特許庁のホームページにアップデートしている。 

よって、電子データがカラーの状態なので、色について、細かく規定するよう

なことはしていない。 

 

 

（7）外国から条約６条の３に基づく記章について国際事務局（WIPO）を経由し

て通知されてきた場合の国内における法的保護に要する期間についてお聞きし

ます。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

・公益標章が国際事務局ホームページに電子的に掲載された日を国内受領日と

見做し(8 条 2 項)、この日から 2 ヶ月が経過した日から商標出願の拒絶理由と

なる(9 条 4 項) 

 

 

(8) HALLMARKING CONVENTION9のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

・分からない。 

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につい

てお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

・商標法７条１項１の２で保護している。 

＜商標法 7 条 1 項１の２＞ 

「工業所有権の保護のためのパリ協約」（以下、パリ協約、という。）同盟国、世

界貿易機構会員国または「商標法条約」締約国の同盟国の国旗と同一であるかこ

                                                  
9 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 
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れと類似の商標。 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

・わからない。 

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

・わからない 
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約

６条の３に基づく記章について、国際事務局（WIPO）に異議を通報する際の手

順を教えて下さい。国内からの意見の受付方法、異議を通報するかどうかの判

断方法、通報担当部署での手順など詳細に教えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

・ホームページに開示されており、通知から１０か月以内に書面で提出というこ

とである。 

 

2009 年 3 月 25 日に告示されたパリ条約第 6 条の 3 によるパリ条約などの同盟国

の公益標章の運営要領の制定 

第 1 条 目的 

第 2 条 用語の定義 

第 3 条 適用範囲 ：パリ条約第 6 条の 3、商標法第 7 条第 1 項第 1 号、不正競

争防止及び営業秘密保護に関する法律 3 条及びデザイン保護第 6 条第 1 号を含む

第 4 条 韓国公益標章の収集 ：特許庁による関連部署からの標章の収集 

第 5 条 国際事務局に対する韓国公益標章の通知 ：ジュネーブの大韓民国代表

部を通じて国際事務局への通知 

第 6 条 韓国公益標章の通知の結果の確認 ：通知した結果の確認 

第 7 条 国際事務局から通知された韓国の公益標章に対する異議申立ての処

理 ：異議通知に対する対応 

第 8 条 国際事務局からパリ条約等の同盟国の公益標章の受領 ：国際事務局の
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ホームページから電子情報を取得。 

第 9 条 一般公衆への公開 ： 韓国における一般公衆への公示 

第 10 条 公開されたパリ条約等の同盟国の公営標章に対する異議申立ての処

理 ：異議申立含む 

第 11 条 パリ条約等の同盟国の公益標章の分類 ：国内における分類について

第 12 条 パリ条約等の同盟国の公益標章の電子データベース：データベースの

構築について 

第 13 条 産業財産保護チームへの通知 

第 14 条 通知されたパリ条約等の同盟国の公益標章に対する処理 ：特許庁ホ

ームページでの掲載について 

 

第 6 条（大韓民国の公益標章の通知結果の確認）①特許庁長（商標デザイン審

査支援課長）は毎年 3 月と 9 月の 終業務日に国際事務局のホームページに公

開されたパリ条約等の同盟国の公益標章の内容中に第 5 条に基づく大韓民国の

公益標章の通知内容が正確に掲載されているかどうかを確認しなければならな

い。  

②特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づく確認の結果、漏れ、

または誤記を発見した場合、該当事項について駐ジュネーブ大韓民国代表部を通

じて国際事務局に訂正を要請しなければならない。  

③特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づく確認の結果、異常

がない場合、第 8 条第 2 項の通知受領日の 2 ヶ月後からすべてのパリ条約等の

同盟国で保護され、第 8 条第 2 項の通知受領日から 12 ヶ月以内に同盟国からの

異議申立が提起された場合、その同盟国内では保護されないことを該当部署に

通知しなければならない。  

 

第 7 条（国際事務局から通知された大韓民国の公益標章に対する異議申立の処

理）①特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は国際事務局から大韓民国の公益

標章に対する異議申立を通知された場合、遅滞なくこれを該当部署に通知しなけ

ればならない。  

②第 1 項に基づいて異議申立を通知された該当部署は異議申立の理由がないと

いう理由と証拠を特許庁長（商標デザイン審査支援課長）に書面で提出すること

ができる。  

③特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 2 項に基づいて異議申立に対す

る該当部署の意見を接受した場合、その異議申立に成立性があるかどうかを確認
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した後、異議申立に対する意見書を駐ジュネーブ大韓民国代表部を通じて国際事

務局及び該当する同盟国に提出することができる。  

④特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 3 項に基づいて異議申立に成立

性があるかどうかを確認した後、その結果を該当部署に通知しなければならな

い。  

 

第 8 条（国際事務局からパリ条約等の同盟国の公益標章の受領）①特許庁長（商

標デザイン審査支援課長）は毎年 3 月と 9 月の 終業務日に国際事務局のホー

ムページからパリ条約等の同盟国の公益標章をダウンロードしなければならな

い。  

②パリ条約等の同盟国の公益標章が国際事務局のホームページに公開された日

は国際事務局のパリ条約等の同盟国の公益標章の大韓民国の通知受領日と見な

す。  

③特許庁長（商標デザイン審査支援課長）はパリ条約等の同盟国の公益標章を第

1 項に基づいて定めた方法で受領できない場合、国際事務局と協議して他の方法

で受領する措置を取らなければならない。  

 

第 9 条（一般公衆への公開）①商標デザイン審査支援課長は第 8 条に基づいて

受領したパリ条約等の同盟国の公益標章を特許庁のホームページに一般公衆が

知りえる方法で公開するよう、直ちに情報開発課長に依頼しなければならない。

②商標デザイン審査支援課長は第 1 項に基づいて依頼したパリ条約等の同盟国

の公益標章が特許庁のホームページに正確に公開されているかどうかを確認し

なければならない。  

③商標デザイン審査支援課長は特許庁のホームページ公開された内容がパリ条

約等の同盟国の公益標章の内容と一致していない場合、直ちに情報開発課長にそ

の訂正を要請しなければならない。  

④特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づいて特許庁のホーム

ページに公開する際、パリ条約等の同盟国の国旗及び大韓民国の公益標章を除い

たパリ条約等の同盟国の公益標章と同一・類似した商標はパリ条約等の同盟国ま

たはパリ条約等の同盟国が加入している政府間の国際機構が自らの標章を商標

登録出願した場合を除いては第 8 条第 2 項の通知受領日から 2 ヶ月を経過した

後から商標登録が拒絶され、誤って登録された場合、その商標登録は無効となり、

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 3 条に基づいて使用が禁止され

ることを公知しなければならない。  
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⑤特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づいて特許庁のホーム

ページに公開する際、パリ条約等の同盟国の国旗及び大韓民国の公益標章はパリ

条約第 6 条の 3 の規定に基づく国際事務局からの通知があったかどうかに関係

なく、当該国旗の採択・使用日または大韓民国における当該公益標章の採択・使

用日から商標登録が拒絶され、誤って登録された場合、その商標登録は無効とな

り、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 3 条に基づいて使用が禁止

されることを公知しなければならない。  

⑥特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づいて特許庁のホーム

ページに公開する際、パリ条約第 6 条の 3 の規定に基づく国際事務局からの通

知があったかどうかに関係なく、パリ条約等の同盟国の公益表彰が該当同盟国で

公開された日から、それと同一・類似したデザインの登録が拒絶されることを

公知しなければならない。  

⑦いかなる者も第 1 項に基づいて公開されたパリ条約等の同盟国の公益標章が

次の各号の 1 に該当して国内で保護されない場合には第 8 条第 2 項の通知受領

日から 10 ヶ月以内にその理由と証拠を書面で作成して特許庁長（商標デザイン

審査支援課長）に異議を申し立てることができる。  

 1．パリ条約等の同盟国の公益標章が該当国家または政府間機構の標章または

名称でない場合  

 2．パリ条約等の同盟国の公益標章が既に大韓民国の公益標章に該当している

場合  

 3．パリ条約等の同盟国の公益標章が他国または政府間機構の標章または名称

で既に通知されている場合  

 4．パリ条約等の同盟国の公益標章が大韓民国において公共の自由使用の状態

にあるもの  

 

第 10 条（公開されたパリ条約等の同盟国の公益標章に対する異議申立の処理）

①特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 9 条第 7 項に基づいて特許庁長

に異議申立が提起された場合、それに成立性があるかどうかを判断しなければな

らない。  

②商標デザイン審査支援課長は第 1 項の判断の結果、異議申立の理由が妥当な

場合、第 8 条第 2 項の通知受領日から 12 ヶ月以内に駐ジュネーブ大韓民国代表

部を通じて国際事務局に異議を提起しなければならない。  

③第 1 項に基づいて提起した異議申立に対するすべての処理と管理は商標デザ

イン審査支援課長が遂行し、商標デザイン審査局長が監督する。 
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 (3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある機関にお聞きします。 

a)どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような理由で通報を行いましたか？ 

・分からない 

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 

 

・異議理由提出した後の効果についてはマニュアルには見当たらない。 
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３．異議通報への対応 

 

あなたの機関に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかにつ

いてお聞きします。 

 

(1)あなたの機関から国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章に対して、他国から異議を通報されたことがありますか？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の条約６条の３に

基づいた記章について、②どのような理由によるものでありましたか？ 

 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の条約６条の３に基づいた記

章について、どのような対応を行いましたか。（例えば、当該公の記号及び印章

等を、異議申立をした国においては保護対象から外すことを認めたなど。） 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

あなたの機関から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応

についてお聞きします。 

 

（１） あなたの機関で国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章について、通知後における他国での使用状況を監視していますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                             ） 

 

（２）あなたの機関において監視しているならば、どのような方法で監視してい

ますか？ 

－ 

 

（３）あなたの機関が国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づいた

記章について、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置を

講じていますか？ 

－ 

 

（４）あなたの機関が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴

訟）に至ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂

きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 



‐342‐ 
 

５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、すでに保護されている条約６条の３に基づいた記章に関し

て、貴国において商標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応に

ついてお聞きします。 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

不正競争防止法 3 条第 1 号 パリ条約国旗等について、条文上では同一・類

似を要件としている。 

 

＜不正競争防止法 3 条 1 号＞ 

パリ条約当事国、世界貿易機構会員国または商標法条約締約国の国旗・国章

その他の徽章や国際機構の標識と同一、或いはこれと類似するものは商標と

して使用することができない。 

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes      
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２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

不正競争防止法 3 条 1 項 1 項及び 2 項を参照のこと。 

 

＜不正競争防止法 3 条 1 号＞ 

パリ条約当事国、世界貿易機構会員国または商標法条約締約国の国旗・国

章その他の徽章や国際機構の標識と同一、あるいは類似するものは商標と

して使用することができない。 

＜不競法 3 条 1 号、2 号＞ 

パリ条約当事国、世界貿易機構会員国または商標法条約締約国政府の監督

用または証明用標識と同一、あるいは類似するものは、商標に使用するこ

とができない。ただし、当該国の政府の許諾を受けた場合には、この限り

ではない。 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

・不正競争防止法 18 条 3 号による刑事罰の適用。 

＜不正競争防止法第 18 条第 3 号＞ 

次の各号のいずれか 1 つに該当する者は、3 年以下の懲役または 3 千万ウォン以

下の罰金に処する。 

2．第 3 条の規定に違反して次の各項目のいずれか１つに該当する徽章または標

識と同一または類似するものを商標として使用した者 

 イ.パリ条約当事国、または世界貿易機構会員国又は商標法条約締約国の国

旗・国章その他の徽章 

 ロ.国際機構の標識 

 ハ.パリ条約当事国、世界貿易機構会員国または商標法条約国政府の監督用・

証明用標識 
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（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

－ 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

１．「地方公共団体・・」の要件について 

→不正競争防止法３条１号１及び２により、「地方公共団体・・」の要件はな

い。 

２．「役務」の保護について 

→「役務」についても保護される。理由は、商標法の定義（商標法第 2 条 2

号）に定められているように、「商標」の定義の中に、商品も役務も含まれて

いるため 

 

＜不正競争防止法 3 条 1 号＞ 

パリ条約当事国、世界貿易機構会員国または商標法条約締約国の国旗・国章そ

の他の徽章や国際機構の標識と同一、あるいは類似するものは商標として使用

することができない。 

 

＜不競法 3 条 1 号、2 号＞ 

パリ条約当事国、世界貿易機構会員国または商標法条約締約国政府の監督用ま

たは証明用標識と同一、あるいは類似するものは、商標に使用することができ

ない。ただし、当該国の政府の許諾を受けた場合には、この限りではない。 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

分からない。 
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、条約６条の３に基

づいた記章が商標登録出願された場合、当該出願を拒絶する根拠となる法令

及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。                →

b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している          →

d)に進んで下さい。 

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

商標法 7 条 1 号 1 の 4 及び 5 で担保している。 

＜商標法第 7 条＞ 

次の各号のいずれか 1 つに該当する商標は、第 6 条にかかわらず商標登

録を受けることができない。 

＜商標法 7 条 1 号 1 の 4＞ 

パリ条約第 6 条の 3 により世界知的所有権機構（WIPO）から通知を受け

て特許庁長が指定した同盟国等の紋章、旗、勲章、褒章、記章または同盟

国等が加入した政府間国際機関の名称、略称、紋章、旗、勲章、褒章、記

章と同一であるかこれと類似の商標。ただし、同盟国または同盟国等が加

入した政府間国際機関が、自己の名称・略称（同盟国等が加入した政府間

国際機関に限定する）、標章を商標登録出願した時には、この限りではない。

 

＜商標法第 7 条第 1 号 1 の 5＞ 



‐346‐ 
 

 パリ条約第 6 条の 3 により世界知的所有権機構(WIPO)から通知を受けて

特許庁長が指定した同盟国等若しくはその公共機関の監督用や証明用の印

章又は記号と同一又は類似の商標であって、その印章又は記号が使用され

ている商品と同一又は類似の商品に関して使用するもの 

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

 

以下の条文のように、「暗示・誤認」は含まれていない。 

 

＜商標法７条１号１の３＞ 

国際赤十字、国際オリンピック委員会または著名な国際機関の名称、略称、

標章と同一またはこれと類似の商標。ただし、国際赤十字、国際オリンピ

ック委員会または著名な国際機関が自己の名称、略称、または標章を商標

登録出願したときには、この限りではない。 

 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 
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商標審査基準第 15 条第 1 項 

法第 7 条第 1 項第 1 号ないし第 1 号の 5(以下「本号」と言う)で規定する

標章は次の各号の一を意味する。 

 

第 4 号 

パリ条約第 6条の 3によって世界知的所有権機構から通知を受けて特許庁

長が指定した同盟国等の紋章、旗、勲章、褒章、記章または同盟国等が加

入した政府間国際機関の名称、略称、紋章、旗、勲章、褒章、記章と同一

又はこれと類似の商標。ただし、同盟国または同盟国等が加入した政府間

国際機関が自己の名称、略称(同盟国等が加入した政府間国際機関に限定

する)、標章を商標登録出願したときは、この限りではない。 

 

第 5 号 

パリ条約第 6条の 3によって世界知的所有権機構から通知を受けて特許庁

長が指定した同盟国等又はその公共機関の監督用又は証明用の印章又は

記号と同一又は類似の商標であって、その印章又は記号が使われている商

品と同一又は類似の商品に関して使用するもの 

 

第 6 項 

商標の一部に本号が規定する標章を結合したときにも本号に該当すると

みなして、国旗又は外国国旗の尊厳を害する恐れがあると認められる商標

は、たとえそれが本号の標章と類似しない場合にも法第 7 条第 1 項第 2

号及び第 4 号を適用する。 

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂
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きたい。 

 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

同盟国、同盟国等が加入した政府間国際機関が、自己の名称・略称（同盟国

等が加入した政府間国際機関に限定する）、標章を商標登録出願した時には、

認められるが、それ以外は認められない（拒絶される。） 

 

 

＜商標法第 7 条＞ 

次の各号のいずれか 1 つに該当する商標は、第 6 条にかかわらず商標登録

を受けることができない。 

＜商標法 7 条 1 号 1 の 4＞ 

パリ条約第 6 条の 3 により世界知的所有権機構（WIPO）から通知を受けて

特許庁長が指定した同盟国等の紋章、旗、勲章、褒章、記章または同盟国等

が加入した政府間国際機関の名称、略称、紋章、旗、勲章、褒章、記章と同

一であるかこれと類似の商標。ただし、同盟国または同盟国等が加入した

政府間国際機関が、自己の名称・略称（同盟国等が加入した政府間国際機

関に限定する）、標章を商標登録出願した時には、この限りではない。 

 

＜商標法 7 条 1 号 1 の 5＞ 

パリ条約第 6条の 3により世界知的所有権機構から通知を受けて特許庁長が

指定した同盟国等またはその公共機関の監督用や証明用印章または記号と

同一であるか類似の商標であって、その印章または記号が使用されている商

品と同一であるか類似の商品に関して使用すること。 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、条約６条の３に基づいた記章について、商標登録がされた場合、各
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官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効にしますか。それを裏付け

る資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

・無効となる。根拠は商標法７１条 1 号１ 

 

＜商標法第 71 条＞（商標登録の無効審判） 

①  利害関係人または審査官は、商標登録または指定商品の追加登録が次の

各号のいずれか 1 つに該当するばあいには、無効審判を請求することが

できる。この場合、登録商標の指定商品が 2 以上ある場合には、指定商

品ごとに請求することができる。 

１．商標登録または指定商品の追加登録が第 3 条、第 5 条の 24、第 6 条

及至 8 条、第 12 条第 2 項後段・第 5 項及び第 7 項乃至 10 項、第 23 条第

1 項 4 号ないし 8 号の規定により準用される「特許法」第 25 条の各規定

に違反した場合 

 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の条約６条の３に基づいた記章が貴国に通知された際、該紋章、記

章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されていた場

合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合それを

裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

日本のように後発的理由による無効となる条文はない。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

分からない。 

 

→c)に進んで下さい。 
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c)他国Ａの条約６条の３に基づいた記章があなたの貴国に通知された際、該

記章と同一のＡの商標が既にあなたの貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

審査における判断時点は査定時である。 

よって、７条１号１を例にとると、商標出願時に、パリ条約 6 条の 3 に基

づいて同一の記章がすでに通知されていた場合には、拒絶となる。 

 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

・商標として登録されてから、不使用が３年間継続すると、取消審判（商

標法第 73 条 3 号）の対象となる場合がある。ただし、使用権者による使

用で取消を免れる場合もある。 

 

＜商標法第 73 条 1 号＞ 

登録商標が次の各号のいずれかに該当する場合には、その商標登録の取消

審判を請求することができる。 

3．商標権者、専用使用権者または通常使用権者のうち、いずれも正当な

理由なしに登録商標をその指定商品に対して取消審判請求日前継続して

3 年以上国内で使用していない場合 

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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パリ条約第 6 条の 3 に基づくパリ条約等の同盟国の公益標章の保護に関する運

営要項の制定  

 

［所管：商標デザイン審査支援課］  

制定 2009 年 3 月 25 日特許庁告示第 2009‐6 号  

 

パリ条約第６条の 3 に基づくパリ条約等の同盟国の公益標章の保護に関する運

営要項を次の通り制定する。  

 

 

 

第１章 総則  

 

第 1 条（目的）この規定は工業所有権の保護を目的とするパリ条約第６条の 3

の規定と関連した商標法第７条第１項第 1 号及び不正競争防止及び営業秘密保

護に関する法律第 3 条の充実な履行及びデザイン保護法第 6 条第 1 項と関連し

たデザイン審査の円滑な遂行を目的とする。  

 

第 2 条（用語の定義）この規定で使用する用語の定義は次の通りである。  

 1．『パリ条約』とは工業所有権の保護を目的とするパリ条約をいう。  

 2．『パリ条約等の同盟国』とはパリ条約の同盟国・世界貿易機構の会員国ま

たは商標法条約の締約国をいう。  

 3．『国際事務局』とは世界知的所有権機関の国際事務局をいう。  

 4．『駐ジュネーブ大韓民国代表部』とは駐ジュネーブ国連事務所及び国際機

構大韓民国代表部をいう。  

 5．『大韓民国の公益標章』とはパリ条約第 6 条の 3 に基づいて保護対象とな

る大韓民国の国旗、紋章、その他の国家記章及び大韓民国政府、及び政府の

委託を受けた公共機関が採択した監督用及び証明用の公共の記号と印章を

いう。  

 6．『パリ条約等の同盟国の公益標章』とはパリ条約第 6 条の 3 に基づいて通

知されたパリ条約等の同盟国の国旗、紋章、その他の国家記章、パリ条約等

の同盟国が採択した監督用及び証明用の公共の記号と印章、パリ条約等の同

盟国が加入している政府間の国際機構の旗、紋章、その他の記章、略称及び



‐352‐ 
 

名称をいう。  

 7．『公益標章の資料集』とは商標法第 7 条第 1 項第 1 号、第 2 号、第 3 号及

び第 5 号と関連して商標として登録できない国旗・国章と地方自治体の旗

章・標章及びパリ条約第 6 条の 3 に基づいて国際事務局から通知されたパ

リ条約等の同盟国の公益標章を一般公衆に公開するために特許庁が発刊し

た冊子をいう。  

 

第 3 条（適用範囲）この規定は、他の法令（パリ条約第 6 条の 3、商標法第 7

条第 1 項第 1 号、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 3 条及びデザ

イン保護法第 6 条第 1 号を含む。）に特別な規定がある場合を除いては、この規

定が定めるところによる。  

 

 

第 2 章 世界知識財産権機構の国際事務局に対する大韓民国の公益標章の保護

要請  

 

第 4 章（大韓民国の公益標章の収集）①特許庁長（商標デザイン審査支援課長）

はパリ条約第 6 条の 3 に基づいて保護対象となる大韓民国の公益標章の収集の

ため、関連部署にその公益標章の通知を要請しなければならない。  

②第 1 項の要請は必要な場合、随時実施することができる。  

 

第 5 条（国際事務局に対する大韓民国の公益標章の通知）①商標デザイン審査

支援課長は第 4 条に基づいて収集した大韓民国の公益標章がパリ条約第 6 条の 3

に基づく保護対象に該当するかどうかを確認しなければならない。  

②商標デザイン審査支援課長は第 1 項に基づいて確認した大韓民国の公益標章

を毎年 2 月と 8 月の末日までに駐ジュネーブ大韓民国代表部を通じて国際事務

局に通知するよう国際機構チーム長に依頼しなければならない。  

③特許庁長（国際機構チーム長）は第 2 項に基づいて依頼された大韓民国の公益

標章を毎年 2 月と 8 月の末日までに駐ジュネーブ大韓民国代表部を通じて国際

事務局に通知しなければならない。  

④特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づく確認の結果、国際事

務局に対する通知対象から除外された標章がある場合、該当部署にその内容と理

由を公文書で通知しなければならない。  
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第 6 条（大韓民国の公益標章の通知結果の確認）①特許庁長（商標デザイン審

査支援課長）は毎年 3 月と 9 月の 終業務日に国際事務局のホームページに公

開されたパリ条約等の同盟国の公益標章の内容中に第 5 条に基づく大韓民国の

公益標章の通知内容が正確に掲載されているかどうかを確認しなければならな

い。  

②特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づく確認の結果、漏れ、

または誤記を発見した場合、該当事項について駐ジュネーブ大韓民国代表部を通

じて国際事務局に訂正を要請しなければならない。  

③特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づく確認の結果、異常が

ない場合、第 8 条第 2 項の通知受領日の 2 ヶ月後からすべてのパリ条約等の同

盟国で保護され、第 8 条第 2 項の通知受領日から 12 ヶ月以内に同盟国からの異

議申立が提起された場合、その同盟国内では保護されないことを該当部署に通知

しなければならない。  

 

第 7 条（国際事務局から通知された大韓民国の公益標章に対する異議申立の処

理）①特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は国際事務局から大韓民国の公益

標章に対する異議申立を通知された場合、遅滞なくこれを該当部署に通知しなけ

ればならない。  

②第 1 項に基づいて異議申立を通知された該当部署は異議申立の理由がないと

いう理由と証拠を特許庁長（商標デザイン審査支援課長）に書面で提出すること

ができる。  

③特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 2 項に基づいて異議申立に対する

該当部署の意見を接受した場合、その異議申立に成立性があるかどうかを確認し

た後、異議申立に対する意見書を駐ジュネーブ大韓民国代表部を通じて国際事務

局及び該当する同盟国に提出することができる。  

④特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 3 項に基づいて異議申立に成立性

があるかどうかを確認した後、その結果を該当部署に通知しなければならない。 

 

 

第 3 章 パリ条約等の同盟国の公益標章の国内における保護  

 

第 8 条（国際事務局からパリ条約等の同盟国の公益標章の受領）①特許庁長（商

標デザイン審査支援課長）は毎年 3 月と 9 月の 終業務日に国際事務局のホー

ムページからパリ条約等の同盟国の公益標章をダウンロードしなければならな
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い。  

②パリ条約等の同盟国の公益標章が国際事務局のホームページに公開された日

は国際事務局のパリ条約等の同盟国の公益標章の大韓民国の通知受領日と見な

す。  

③特許庁長（商標デザイン審査支援課長）はパリ条約等の同盟国の公益標章を第

1 項に基づいて定めた方法で受領できない場合、国際事務局と協議して他の方法

で受領する措置を取らなければならない。  

 

第 9 条（一般公衆への公開）①商標デザイン審査支援課長は第 8 条に基づいて

受領したパリ条約等の同盟国の公益標章を特許庁のホームページに一般公衆が

知りえる方法で公開するよう、直ちに情報開発課長に依頼しなければならない。 

②商標デザイン審査支援課長は第 1 項に基づいて依頼したパリ条約等の同盟国

の公益標章が特許庁のホームページに正確に公開されているかどうかを確認し

なければならない。  

③商標デザイン審査支援課長は特許庁のホームページ公開された内容がパリ条

約等の同盟国の公益標章の内容と一致していない場合、直ちに情報開発課長にそ

の訂正を要請しなければならない。  

④特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づいて特許庁のホームペ

ージに公開する際、パリ条約等の同盟国の国旗及び大韓民国の公益標章を除いた

パリ条約等の同盟国の公益標章と同一・類似した商標はパリ条約等の同盟国また

はパリ条約等の同盟国が加入している政府間の国際機構が自らの標章を商標登

録出願した場合を除いては第 8 条第 2 項の通知受領日から 2 ヶ月を経過した後

から商標登録が拒絶され、誤って登録された場合、その商標登録は無効となり、

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 3 条に基づいて使用が禁止され

ることを公知しなければならない。  

⑤特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づいて特許庁のホームペ

ージに公開する際、パリ条約等の同盟国の国旗及び大韓民国の公益標章はパリ条

約第 6 条の 3 の規定に基づく国際事務局からの通知があったかどうかに関係な

く、当該国旗の採択・使用日または大韓民国における当該公益標章の採択・使用

日から商標登録が拒絶され、誤って登録された場合、その商標登録は無効となり、

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第 3 条に基づいて使用が禁止され

ることを公知しなければならない。  

⑥特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 1 項に基づいて特許庁のホームペ

ージに公開する際、パリ条約第 6 条の 3 の規定に基づく国際事務局からの通知
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があったかどうかに関係なく、パリ条約等の同盟国の公益表彰が該当同盟国で公

開された日から、それと同一・類似したデザインの登録が拒絶されることを公

知しなければならない。  

⑦いかなる者も第 1 項に基づいて公開されたパリ条約等の同盟国の公益標章が

次の各号の 1 に該当して国内で保護されない場合には第 8 条第 2 項の通知受領

日から 10 ヶ月以内にその理由と証拠を書面で作成して特許庁長（商標デザイン

審査支援課長）に異議を申し立てることができる。  

 1．パリ条約等の同盟国の公益標章が該当国家または政府間機構の標章または

名称でない場合  

 2．パリ条約等の同盟国の公益標章が既に大韓民国の公益標章に該当している

場合  

 3．パリ条約等の同盟国の公益標章が他国または政府間機構の標章または名称

で既に通知されている場合  

 4．パリ条約等の同盟国の公益標章が大韓民国において公共の自由使用の状態

にあるもの  

 

第 10 条（公開されたパリ条約等の同盟国の公益標章に対する異議申立の処理）

①特許庁長（商標デザイン審査支援課長）は第 9 条第 7 項に基づいて特許庁長

に異議申立が提起された場合、それに成立性があるかどうかを判断しなければな

らない。  

②商標デザイン審査支援課長は第 1 項の判断の結果、異議申立の理由が妥当な場

合、第 8 条第 2 項の通知受領日から 12 ヶ月以内に駐ジュネーブ大韓民国代表部

を通じて国際事務局に異議を提起しなければならない。  

③第 1 項に基づいて提起した異議申立に対するすべての処理と管理は商標デザ

イン審査支援課長が遂行し、商標デザイン審査局長が監督する。  

 

第 11 条（パリ条約等の同盟国の公益商標についての分類）商標デザイン審査支

援課長は国際事務局から通知されたパリ条約等の同盟国の公益標章を図形商標

分類基準、類似商品・サービス業分類基準及びデザイン分類基準に従って分類

しなければならない。  

 

第 12 条（パリ条約等の同盟国の公益商標の電子資料の審査参照データベースの

構築）①商標デザイン審査支援課長は受領したパリ条約等の同盟国の公益商標の

電子資料を情報管理課長に転送して商標デザインの審査参照データベースに掲
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載するよう、依頼しなければならない。  

②情報管理課長は第 1 項に基づいて依頼されたパリ条約等の同盟国の公益標章

を第 8 条第 2 項の通知受領日から 2 ヶ月が経過する前に審査官が活用できるよ

う、商標デザインの審査参照データペースに掲載しなければならない。  

 

第 13 条（産業財産保護チームに通知）商標デザイン審査支援課長は通知された

パリ条約等の同盟国の公益標章の内容を産業財産保護チーム長に通報しなけれ

ばならない。  

 

第 14 条（通知されたパリ条約等の同盟国の公益標章に対する処理）①特許庁長

（商標デザイン審査支援課長）は国際事務局から通知されたパリ条約等の同盟国

の公益標章図を第 9 条で定める形式で一般公衆に公開しなければならない。  

②商標デザイン審査支援課長は第 1 項に基づく公開のため、情報開発課長にその

資料を転送して公開するよう、依頼しなければならない。  

③情報開発課長は第 2 項に基づいて依頼されたパリ条約等の同盟国の公益標章

を特許庁のホームページに掲載しなければならない。  

④公益標章の資料集を通じて一般公衆に公開されたパリ条約等の同盟国の公益

標章は第 1 項にかかわらず、その発行日に第 9 条に基づいて公開されたものと

見なす。  

 

 

付則  

 

①（施行日）この告示は 2009 年 4 月 1 日から施行する。  
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資料Ⅲ 

 

６ シンガポール 

 

（１） 知的財産庁 

（２） 公的機関（MAS） 

（３） 法律事務所 
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資料Ⅲ 

 

６ シンガポール 

 

（１） 知的財産庁 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②公的機関等が国際事務局(WIPO)へ

通知或いは異議の通報の要請を行うための国内基準、或いは③ガイドラインや規

則についての情報、について以下でお聞きします。 

 

（１）パリ条約６条の３に基づいて記号等を通知する所管する機関ですか？ 

１．Ｙｅｓ    

□２．Ｎｏ (                                               ) 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい以下、条約６条の３に基づく記章を

WIPO に通知した経験がありますか？ 

 1.ＹＥＳ （約１０ ）件 （ただし、正確な数字ではない）  

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3)保護したい条約６条の３に基づく記章を、国際事務局（WIPO）に通知する際

に、どのような手順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、

通知担当部署での手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

国内法としては、以下のものがあるのみ。マニュアルやガイドライン等は存在

せず、今のところ、その必要性はない。 

シンガポール商標法第 58 条 

第58条  パリ条約第6条の3等に基づく通知   

(1)第56条の適用上，締約国の国章 (国旗以外 )及び公の標識又は印章は，次の場合

にのみ又はその範囲において，パリ条約又はTRIPS協定に基づき保護されるとみ

なされる。   

(a)当該国がシンガポールに対し，パリ条約第6条の3(3)に従って又はTRIPS協定に

準用された当該条文に基づいて，当該記章，標識又は印章の保護を希望する旨を

通知した場合   
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(b)通知が引き続き効力を有する場合，及び   

(c)シンガポールがパリ条約第6条の3(4)に従って又はTRIPS協定に準用された当

該条文に基づいて，それについて異議申立をしなかった又は当該異議申立が棄却

された場合   

(2)第57条の適用上，国際機関の記章，略称及び名称は，次の場合にのみ又はそ

の範囲において，パリ条約又はTRIPS協定に基づき保護されるとみなされる。   

(a)当該機関がシンガポールに対し，パリ条約第6条の3(3)に従って又はTRIPS協定

に準用された当該条文に基づいて，当該記章，略称又は名称の保護を希望する場

合   

(b)通知が引き続き効力を有する場合，及び   

(c)シンガポールがパリ条約第6条の3(4)に従って又はTRIPS協定に準用された当

該条文に基づいて，それについて異議申立をしなかった又は当該異議申立が棄却

された場合   

(3)パリ条約第6条の3(3)に基づく又はTRIPS協定に準用された当該条文に基づく

通知は，通知の受領後2月を超えてなされた登録出願に関してのみ有効とする。

(4)登録官は，次の一覧を保管し，合理的なすべての時間にかつ無料で公衆の閲

覧に供する。   

(a)国の記章及び公の標章又は印章，並びに   

(b)国際機関の記章，略称及び名称で，   

当面，パリ条約第 6 条の 3(3)に基づく又は TRIPS 協定に準用された当該条文に

基づく通知により，当該条約又は TRIPS 協定に基づき保護されているもの 

 

 また、通知にあたっては、WIPO の以下のガイドラインも参照している。 

（http://www.wipo.int/export/sites/www/article6ter/en/legal_texts/pdf/g

uidelines.pdf） 

GUIDELINES FOR THE INTERPRETATION OF 

ARTICLE 6ter(1)(b) AND (3)(b) OF THE CONVENTION 

FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY 

ADOPTED, IN 1992, BY THE ASSEMBLY OF THE PARIS UNION 

 

In order to clarify certain aspects of Article 6ter(1)(b) and (3)(b), the Assembly of the 

Paris 

Union adopted the Guidelines for the Interpretation of Article (1)(b) and (3)(b) in 

1992. In 

http://www.wipo.int/export/sites/www/article6ter/en/legal_texts/pdf/guidelines.pdf
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application of these Guidelines, any program or institution established by an 

international 

intergovernmental organization, and any convention constituting an international 

treaty may, 

under certain conditions, benefit from the protection granted by Article 6ter(1)(b) of 

the Paris 

Convention. The Guidelines provide the following: 

“A. For the purposes of the implementation of Article 6ter(1)(b) and (3)(b) of the 

Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the International Bureau 

shall 

also communicate armorial bearings, flags, other emblems, abbreviations and names of

(i) any program established by an international intergovernmental 

organization, provided that the said program constitutes, or is intended to constitute, 

within the said organization, a permanent entity having specified aims and its own 

rights and obligations; 

(ii) any institution established by an international intergovernmental 

organization, provided that the said institution constitutes, or is intended to constitute,

within the said organization, a permanent entity having specified aims and its own 

rights and obligations; 

(iii) any convention constituting an international treaty to which one or more 

States members of the Paris Union are Party, provided that the said convention 

establishes, or is intended to establish, a permanent entity having specified aims and 

its 

own rights and obligations. 

B. For the purposes of the present guidelines, 

- “permanent entity” means an entity which is established for an indefinite period 

of time; thus entities established to promote a particular issue of celebrate a special 

event within a limited period of time (for example, programs such as “year of …”) are

excluded; 

- “specified aims” means that the permanent entity is competent for certain 

subject matters which are clearly defined in its enabling statutes or charter, or in the 

resolutions or other decisions establishing such entity; 

- “own rights and obligations” means that the permanent entity has rights and 

obligations which are clearly defined in its enabling statutes or charter or in the 
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resolutions or other decisions by which it has been established. Such rights and 

obligations may concern the management of the permanent entity, election or 

appointment of its chief executive, finances, reporting of activities, etc.” 

 

具体的な通知の手続は、以下の WIPO の手続にしたがっている。 

→http://www.wipo.int/article6ter/en/states.htm 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

商標法に以下の規定があるのみ。基本的には、公的機関に依頼を受け

たら、シンガポール商標法上および WIPO のガイドラインに沿って、自動

的に WIPO に通知する。IPOS としては、その機関の業務内容や記号等の

意義などについて、何らかの審査を行うことはない。これまでに、その

判断基準が必要になったこともないと考える。 

 

第 56 条 

(1)締約国の旗章で構成される又はこれを含む商標は，当該国の管轄当局

の許可なしに登録することはできないが，申請される方法による旗章の

使用は当該許可なく許可されると登録官が認める場合はその限りでな

い。  

(2)パリ条約又はTRIPS協定に基づき保護される締約国の紋章又は他の記

章で構成される又はこれを含む商標は，当該国の管轄当局の許可なく登

録されることはない。  

(3)締約国が採択する公の標識又は印章で構成される又はこれを含む商

標で，監督及び証明を示すものは，当該標識又は印章がパリ条約又は

TRIPS協定に基づき保護される場合は，当該国の管轄当局の許可なく，監

督及び証明を示す商品又はサービスと同一又は同類の商品又はサービス

に関して登録されない。  

(4)国旗及びその他の国の記章並びに公の標識又は印章に関する本条の

規定は，紋章学上の見地から当該国旗，その他の記章，記号又は印章を

模倣するすべてのものに等しく適用される。  

(5)本条の如何なる規定も，ある国の国民で，その国に属す国の記章，公

http://www.wipo.int/article6ter/en/states.htm
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の標章又は印章の利用を許可されている者の出願に基づく商標登録を，

別の国のものと類似している場合であっても，妨げるものではない。  

(6)本条により，締約国の管轄当局の許可が商標の登録に必要である又は

必要とされる場合は，当該当局は，自己の許可なくシンガポールにおい

て業として商標を使用することを差止命令により禁じる権利を有する。

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

（問題となる記号によって、根拠法の有無や申請などが異なるとも思

われるが）根拠法があろうとなかろうと、またその使用が申請によっ

て可能となるものであろうとなかろうと、何らかの形で政府に関連す

る機関が示す記号や印章であれば全て、通知の対象になると考える 

 

 ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの   

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの   

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営
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しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(8)に進んで下さい。 

 3. 分からない。                          

→(8)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約６条の３に基づく記章を保護

する際、当該紋章等に付された色についても、同様に保護の対象として国内で

公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

 IPOS のホームページで公示している。電子データをそのまま公示するため、

色の公示等について、指定の仕方に問題が生じることはない。 

 

 

（7）外国から条約６条の３に基づく記章について国際事務局（WIPO）を経由し

て通知されてきた場合の国内における法的保護に要する期間についてお聞きし

ます。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

 質問の趣旨と合致するか不明ではあるが、以下のような規定がある。 

第 58 条 

(3)パリ条約第 6 条の 3(3)に基づく又は TRIPS 協定に準用された当該条文に基

づく通知は，通知の受領後 2 月を超えてなされた登録出願に関してのみ有効と

する。 
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(8) HALLMARKING CONVENTION10のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

 そのような場合を実際に確かめてみたわけではないが、全てについて別々に

公示しているものと考える。 

 

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

IPOSが、以下の商標法の規定によって管理している。  

第56条  締約国の国章等：パリ条約第6条の3等   

(1)締約国の旗章で構成される又はこれを含む商標は，当該国の管轄当局の許可

なしに登録することはできないが，申請される方法による旗章の使用は当該許可

なく許可されると登録官が認める場合はその限りでない。   

(2)パリ条約又はTRIPS協定に基づき保護される締約国の紋章又は他の記章で構

成される又はこれを含む商標は，当該国の管轄当局の許可なく登録されることは

ない。   

(3)締約国が採択する公の標識又は印章で構成される又はこれを含む商標で，監

督及び証明を示すものは，当該標識又は印章がパリ条約又はTRIPS協定に基づき

保護される場合は，当該国の管轄当局の許可なく，監督及び証明を示す商品又は

サービスと同一又は同類の商品又はサービスに関して登録されない。   

(4)国旗及びその他の国の記章並びに公の標識又は印章に関する本条の規定は，

紋章学上の見地から当該国旗，その他の記章，記号又は印章を模倣するすべての

ものに等しく適用される。   

(5)本条の如何なる規定も，ある国の国民で，その国に属す国の記章，公の標章

又は印章の利用を許可されている者の出願に基づく商標登録を，別の国のものと

                                                  
10 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 
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類似している場合であっても，妨げるものではない。   

(6)本条により，締約国の管轄当局の許可が商標の登録に必要である又は必要と

される場合は，当該当局は，自己の許可なくシンガポールにおいて業として商標

を使用することを差止命令により禁じる権利を有する。 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

国家内の政府の変更などの情報を得た際には、当該政府の公式とされるホーム

ページなどから入手している。 

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

 場合によっては複数を認める場合もあると考えられる。（確かめたわけではな

い） 
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約

６条の３に基づく記章について、国際事務局（WIPO）に異議を通報する際の手

順を教えて下さい。国内からの意見の受付方法、異議を通報するかどうかの判

断方法、通報担当部署での手順など詳細に教えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

ガイドラインなどは存在しない。 

 

 (3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある機関にお聞きします。 

a)どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような理由で通報を行いましたか？ 

 

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 
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３．異議通報への対応 

 

あなたの機関に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかにつ

いてお聞きします。 

 

(1)あなたの機関から国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章に対して、他国から異議を通報されたことがありますか？ 

  1.Ｙes （数  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の条約６条の３に

基づいた記章について、②どのような理由によるものでありましたか？ 

現在進行中の案件であるので、詳細なことを申し上げることができない。 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の条約６条の３に基づいた記

章について、どのような対応を行いましたか。（例えば、当該公の記号及び印章

等を、異議申立をした国においては保護対象から外すことを認めたなど。） 

相手国との間で、協議を続けている。 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

あなたの機関から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応

についてお聞きします。 

 

（１） あなたの機関で国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章について、通知後における他国での使用状況を監視していますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                           ） 

 

 

（２）あなたの機関において監視しているならば、どのような方法で監視してい

ますか？ 

 

 

（３）あなたの機関が国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づいた

記章について、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置を

講じていますか？ 

 

 

（４）あなたの機関が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴

訟）に至ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂

きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、すでに保護されている条約６条の３に基づいた記章に関し

て、貴国において商標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応に

ついてお聞きします。 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

商標法第 56 条と 57 条 

必要に応じて、コモンローが適用されるかもしれない。 

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes      

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 
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商標法 

第57条 一定の国際機関の記章等：パリ条約第6条の3等  

(1)本条は，1又は複数の締約国が加盟している政府間国際機関の，  

(a)紋章，旗章その他の記章，並びに  

(b)略称及び名称，  

に適用される。  

(2)パリ条約又はTRIPS協定に基づき保護されている当該記章，略称又は名

称で構成される又はこれを含む商標は，当該国際機関の許可なく登録され

ないが，ただし，申請案された方法による記章，略称又は名称の使用が， 

(a)当該機関と商標との間に関係があると公衆に暗示するものでない，又は

(b)使用者と当該機関との間に関係があると公衆に誤認させる虞がない， 

と登録官が認める場合はその限りでない。  

(3)国際機関の記章に関する本条の規定は，紋章学上の見地から当該記章を

模倣するすべてのものに等しく適用される。  

(4)本条により，国際機関の許可が商標の登録に必要である又は必要とされ

る場合は，当該機関は，自己の許可なくシンガポールにおいて業として商

標を使用することを差止命令により禁じる権利を有する。  

(5)本条の如何なる規定も，1995 年 2 月 23 日(パリ条約の関連規定がシン

ガポールに関して施行された日)前に当該商標の善意の使用を開始した者

の権利には影響を与えない。 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

使用を禁止するにとどまる（刑事罰の対象にまではならないと考えられる） 

 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

ない。 
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（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

地方公共団体であっても、役務についてのものであっても、パリ条約 6 条の３

の他の記章等と同じ扱いをとるものと考えている。 

 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

わからない。 
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、条約６条の３に基

づいた記章が商標登録出願された場合、当該出願を拒絶する根拠となる法令

及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。                →

b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している          →

d)に進んで下さい。 

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

商標法第７条第 11 項 

(11)第 56 条及び第 57 条に定める場合は，商標は登録されない。 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

商標法 57 条 第２項 

(1)本条は，1 又は複数の締約国が加盟している政府間国際機関の， 
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(a)紋章，旗章その他の記章，並びに 

(b)略称及び名称， 

に適用される。 

(2)パリ条約又は TRIPS 協定に基づき保護されている当該記章，略称又は

名称で構成される又はこれを含む商標は，当該国際機関の許可なく登録さ

れないが，ただし，申請案された方法による記章，略称又は名称の使用が，

(a)当該機関と商標との間に関係があると公衆に暗示するものでない，又

は 

(b)使用者と当該機関との間に関係があると公衆に誤認させる虞がない，

と登録官が認める場合はその限りでない。 

(3)国際機関の記章に関する本条の規定は，紋章学上の見地から当該記章

を模倣するすべてのものに等しく適用される。 

(4)本条により，国際機関の許可が商標の登録に必要である又は必要とさ

れる場合は，当該機関は，自己の許可なくシンガポールにおいて業として

商標を使用することを差止命令により禁じる権利を有する。 

(5)本条の如何なる規定も，1995 年 2 月 23 日(パリ条約の関連規定がシン

ガポールに関して施行された日)前に当該商標の善意の使用を開始した者

の権利には影響を与えない。 

 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

判断基準や審査例は思いつかない。 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 
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 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

 

拒絶されると考えられる。 

商標法第７条第 11 項 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、条約６条の３に基づいた記章について、商標登録がされた場合、各

官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効にしますか。それを裏付け

る資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

無効となる。 

第 23 条 登録無効の理由 

(1)商標登録は，当該商標が第 7 条に違反して登録されたという理由で無効

を宣言することができる。 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の条約６条の３に基づいた記章が貴国に通知された際、該紋章、記

章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されていた場

合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合それを

裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 
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２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの条約６条の３に基づいた記章があなたの貴国に通知された際、該

記章と同一のＡの商標が既にあなたの貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

WIPO に対して、当該マークが既にシンガポールで商標登録されているこ

とを説明する。 

ただし、特に根拠法などがあるわけではない。 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

不使用を理由に取り消しを求めることができる。 

商標法 第 22 条 登録の取消 

(1)商標登録は，次の場合に取り消すことができる。 

(a)登録手続の完了日後 5 年以内に，登録された商品又はサービスに関し

て，商標が所有者により又はその同意を得てシンガポールにおいて業とし

て真正に使用されておらず，不使用の正当な理由がない場合 

(b)当該使用が継続して 5 年間にわたって中断し，不使用の正当な理由が

ない場合 

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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資料Ⅲ 

 

６ シンガポール 

 

（２） 公的機関（MAS） 
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【貴団体について】  

【質問１】  

貴団体は如何なる記号及び印章をどのようなプロセス（企業からの申請受付、

審査、企業へのマーク付与等）で認証している機関ですか？  

（回答）  

認証は行っていない。  

 

【質問２】  

貴団体と貴国との関係性について教えてください。（例：政府機関、国から何

らかの権限を委譲された機関、地方政府機関、全く関係のない民間機関である等） 

（回答）  

シンガポール通貨庁（Monetary Authority of Singapore）は政府機関

である。  

 

 

【貴団体の記号及び印章の属性について】  

【質問３】  

貴団体の記号及び印章は、監督・証明用のどちらの性質を持っていますか。ま

た、マークが認証する具体的な内容について教えてください。  

１．監督用の性質：産業、貿易、財政又は警察等の見地に基づいた

監督  

２・証明用の性質：産地、品質、材料、用途、効能、数量等の証明  

３・分からない 

 

具体的な内容 

どちらでもない。ＭＡＳであることを公示するマークである。  

 

【質問４】  

貴団体が認証する際どのような基準に基づいて行っていますか。  

認証にあたって根拠法や認証規則等あればお示しください。  

（回答）  

認証は行っていない。  

 

【質問５】  
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貴団体の記号及び印章は、以下のうち何れに該当しますか。  

①記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、政府へ申請す

ることで使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、第三者機関

へ申請することで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、政府へ申請

することで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関

が運用しているが、何らかの形（指導、過去に政府が運用してい

た、審査委員会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関

独自で運営しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

  ⑥その他  

 

【質問６】  

貴団体の記号及び印章を使用するにあたっての使用規則等あればお示しくだ

さい。  

（回答）使用規則等は存在しない。  

 

【商標登録状況について】  

【質問７】  

当該記号及び印章について、国内或いは海外で商標出願を行っていますか。過

去に行っていた場合は、その期間及び商標出願を辞めた理由を教えてください。 

（回答）  
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ない。  

 

【質問８】  

具体的にどの国に商標出願を行っていますか。或いは過去にどの国に商標出願

を行っていましたか？  

（回答）  

 

 

【質問９】  

海外で商標出願をする場合、不便を感じたことはありますか。それは具体的に

どのようなことですか。（金銭面、手続き面等、出願国固有の問題であれば国名

も）  

（回答）  

 

 

【ＷＩＰＯ通知について】  

【質問１０】  

パリ条約６条の３に基づく国際事務局（ＷＩＰＯ）への記号及び印章等の通知

制度を御存知でしたか？  

なお前記通知制度は、以下のようにパリ条約６条の３に定められています。  
6ter(1)(a) 

The countries of the Union agree to refuse or to invalidate  the 

registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without 

authorization by the competent authorities, either as trademarks or as 

elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, 

of the countries of the Union,official signs and hallmarks indicating 

control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic 

point of view.  

１．Ｙｅｓ  ：知っていた  

２．Ｎｏ   ：知らない  

 

【質問１１】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局に通知した、監督用及び証明

用の公の記号及び印章の名称、及びその対象商品或いは役務について教えてくだ

さい。  
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（回答）  

ＭＡＳのマーク。  

このマーク二回にわたって通知しているが、これはＭＡＳのマークが

新しいものに切り替えられたために、事務的に行った。  

 

 

【質問１２】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）を介して各国へ

通知することなった経緯において、貴団体と貴国の官庁とのやりとりは、以下の

何れですか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請した。    →問１３へ進んで下さ

い。  

２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請

す る こ と を 、 貴 国 の 官 庁 か ら 貴 団 体 に 一 方 的 に 告 知 さ れ た 。 

→問１６に進んで下さい。  

３．分からない。            →問１８に進んで下さい。 

４．その他  

 

【質問１３】  

「１．貴団体が貴国の官庁へ申請した」と回答した場合、国際事務局（ＷＩＰ

Ｏ）へ通知をすることを、貴団体が判断したのはなぜですか。パリ条約６条の３

に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）へ通知することについて、どんなメリットを

感じたのですか？  

（回答）  

ＭＡＳのマークを商標登録する必要性は考えられない。  

一方、ＷＩＰＯへの通知を申請した理由は、①マークが新しくなった

から、②他者による不正な使用を防止するため。  

 

【質問１４】  

国際事務局（ＷＩＰＯ）へパリ条約６条の３に基づいて通知を行う場合に、貴

団体では海外での商標出願についても検討しましたか。  

仮に検討していた場合、 終的に国際事務局（ＷＩＰＯ）にパリ条約６条の３

に基づいて通知を選択した理由を教えてください。  

１．検討していた。  
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２．検討しなかった。  

３．分からない。 

 

終的にパリ条約６条の３に基づいた通知を選択した理由 

（回答） 

 

 

【質問１５】  

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局（ＷＩＰＯ）への通知と、海外への商

標出願について使い分けていますか。もし、使い分けていたら、その判断基準や

考え方を教えてください。  

（回答）  

 

→問１８に進んで下さい。  

【質問１６】  

「２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請することを、

貴国の官庁から貴団体に一方的に告知された。」とした場合、その告知後に貴団

体が貴国の官庁へ何らかの申請や手続きを改めて行いましたか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行った。    →問１

７に進んで下さい。  

２．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行わなかった。 →問１

８に進んで下さい。  

３．分からない。                 →問１８に

進んで下さい。  

 

【質問１７】  

【問１６】において貴国の官庁へ申請や手続きをするに当たり、どのような要

件が求められましたか？申請のプロセスや必要な書類等（フォーマット）があり

ましたら教えて下さい。その際具体的に政府機関のどこに申請したか教えてくだ

さい。  

（回答）  

 

 

【質問１８】  
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WIPO 通知をした結果、どのような効果がありましたか。  

（回答）  

 

【不正使用の監視について】  

【質問１９】貴団体の記号及び印章について国内／海外における不正使用の事例

はありますか？また、ある場合には、いつ頃どのような不正使用の事例がありま

したか？（WIPO 通知以前の事例も含む。なお、不正使用は、貴団体とは全く関

係のない第三者や無許諾者が使用している場合を指します。  

１．ある     

２．ない  

３．分からない。 

 

「１．ある」場合の具体例（回答）  

具体的に申し上げることはできない。  

ただ、不正使用を発見した場合には、その都度、当事者にその使用を

やめるよう求めることで解決しており、それ以上、問題化したケース

はない。  

 

【質問２０】パリ条約６条の３に基づいて国際事務局 (WIPO)に通知を行った貴

団体のマークについて、貴国の官庁による通報後の他国での使用状況を貴団体で

は監視していますか。また、その監視の具体的な方法はどのようなものですか？  

１．Ｙｅｓ  

２．Ｎｏ  

３．分からない。 

 

「１．Ｙｅｓ」場合の具体例（回答）  

 

 

【質問２１】貴団体において、貴国の官庁が国際事務局 (WIPO)に通知を行った

マークについて、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置

を講じていますか。  

（回答）特に講じたことはない。  

 

以上で終了です。ご協力ありがとうございました。  
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資料Ⅲ 

 

６ シンガポール 

 

（３） 法律事務所 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②公的機関等が国際事務局(WIPO)へ

通知或いは異議の通報の要請を行うための国内基準、或いは③ガイドラインや規

則についての情報、について以下でお聞きします。 

 

（１）パリ条約６条の３に基づ記号をＷＩＰＯに通知するのは、知的財産庁です

か？ 

□１．Ｙｅｓ    

□２．Ｎｏ (                                               ) 

この問題は、IPOS と政府機関、政府と外国政府との間の話であり、民間の当

事者間の知財をめぐる争いの処理を主な業務とする法律事務所の知るところ

ではない。（したがって、１から４までの大半は回答できない） 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい以下、条約６条の３に基づく記章を

WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3)保護したい条約６条の３に基づく記章を、国際事務局（WIPO）に通知する際

に、どのような手順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、

通知担当部署での手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に
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基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

 

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの 

 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

 

    1.Yes   2.No    3.分からない 
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(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

 IPOS が公示していると考えられる。 

 

 1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(8)に進んで下さい。 

 3. 分からない。                          

→(8)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約６条の３に基づく記章を保護

する際、当該紋章等に付された色についても、同様に保護の対象として国内で

公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

電子データをそのまま公示しているはずなので、色の指定の問題はない。 

 

 

（7）外国から条約６条の３に基づく記章について国際事務局（WIPO）を経由し

て通知されてきた場合の国内における法的保護に要する期間についてお聞きし

ます。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

 

 

(8) HALLMARKING CONVENTION11のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

                                                  
11 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 
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ますか？ 

 

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約

６条の３に基づく記章について、国際事務局（WIPO）に異議を通報する際の手

順を教えて下さい。国内からの意見の受付方法、異議を通報するかどうかの判

断方法、通報担当部署での手順など詳細に教えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

 

 

 

 (3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある機関にお聞きします。 

a)どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような理由で通報を行いましたか？ 

 

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 
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３．異議通報への対応 

 

あなたの機関に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかにつ

いてお聞きします。 

 

(1)あなたの機関から国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章に対して、他国から異議を通報されたことがありますか？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の条約６条の３に

基づいた記章について、②どのような理由によるものでありましたか？ 

 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の条約６条の３に基づいた記

章について、どのような対応を行いましたか。（例えば、当該公の記号及び印章

等を、異議申立をした国においては保護対象から外すことを認めたなど。） 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

あなたの機関から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応

についてお聞きします。 

 

（１） あなたの機関で国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章について、通知後における他国での使用状況を監視していますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                            ） 

 

 

（２）あなたの機関において監視しているならば、どのような方法で監視してい

ますか？ 

 

 

 

（３）あなたの機関が国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づいた

記章について、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置を

講じていますか？ 

 

 

 

（４）あなたの機関が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴

訟）に至ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂

きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、すでに保護されている条約６条の３に基づいた記章に関し

て、貴国において商標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応に

ついてお聞きします。 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

パリ条約 6 条の３について IPOS がどのように対処しているのか、詳細は知

らないが、基本的には、通常の商標法の規定がそのまま適用されるものと考

える。 

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes      

２．No 

３．分からない 
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また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

商標法の第５７条。 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

 

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

 

 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、条約６条の３に基

づいた記章が商標登録出願された場合、当該出願を拒絶する根拠となる法令

及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。        →b)に進んで下さい。

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。   

→c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している  d)に進んで下さい。

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

商標法第７条１１項 

「 (11)第 56 条及び第 57 条に定める場合は，商標は登録されない。」 

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

商標法 57 条 第２項 
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ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

そもそも、シンガポールでは、国際機関の略称等については、絶対的な不

登録自由に合致することは当然のこととして受け止められているので、公

衆への暗示・誤認要件の審査に至るまでもなく、登録は拒絶されるものと

予想される。 

 

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

拒絶されると考えられるが、そのような場合は現実的に想定できないので
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はないか。拒絶かどうかの審査に入る前に、外交ルートで解決されるので

はないか。 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、条約６条の３に基づいた記章について、商標登録がされた場合、各

官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効にしますか。それを裏付け

る資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

無効となる。パリ条約に関連するものであれ、別の場合であれ、不登録事

由に該当することが判明した場合には、当該商標は無効となる。 

商標法第 23 条第１項 

 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の条約６条の３に基づいた記章が貴国に通知された際、該紋章、記

章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されていた場

合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合それを

裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

 

 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの条約６条の３に基づいた記章があなたの貴国に通知された際、該

記章と同一のＡの商標が既にあなたの貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 
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 シンガポールは、コモンローの国ではあるが、商標は登録によって強い

効力をもつという考え方が一般的になっている。実際に、商標登録の際に

は、願書に商標の使用意思の宣誓を記載しなければならないが、米国のよ

うに使用証明を示す必要はない。また、先行商標と類似範囲のもので公衆

が混同を生じるおそれのある場合は不登録事由に該当するなど、厳しい商

標制度がしかれている。したがって、WIPO 通知のマークについても、先

に登録されていた商標の効力が優先されると考えられる。 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

商標法第 22 条に基づいて、不使用取り消しを申し立てることができる。

また、コモンローのパッシング・オフやグッドウィルの法理を持ち出すこ

ともできるだろう。 

ただし、この場合に「使用」の有無を問うのは難しいのではないか。現在

ではインターネットが普及しており、そこに当該マークが使用されている

ことをもって使用の事実を主張することは可能と考えられる。 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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資料Ⅲ 

 

７ スイス 

 

（１） 知的財産庁 

（２） 法律事務所 
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資料Ⅲ 

 

７ スイス 

 

（１） 知的財産庁 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1)貴庁は、パリ条約６条の３に基づく記号を所管する機関ですか？ 

  1.ＹＥＳ                2.ＮＯ 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件  WIPO 通知 0651、WIPO 通知 7471 

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手

順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署で

の手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

ジュラ州の紋章の通知（添付した WIPO 通知 7471 参照）。スイスでは特別な手続

きは定められていません。 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります
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か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

スイスには特別な基準はありません。立法プロジェクト「Swissness(ス

イスらしさ)」（詳細については次のサイトを参照：

https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/swissness.html)の枠内で、

紋章保護の分野における連邦の執行官庁である知的財産庁が、スイス及

び外国の公的標章の電子的記録簿を作成することが提案されています。

この記録簿によってすべての公的標章を確実に把握し、その結果、知的

財産庁が法律を執行する際の負担も軽減されます。現在のところ、1967

年にパリ条約通知手続の枠内で WIPO に送られたリスト以外には、スイス

の国章のリストは存在しないので、保護の実施が困難になっています。

連邦評議会（政府）は、連邦の「その他の国章」と見なすべき標章を、

独立した附則の中で法的拘束力をもって決定する予定です。同じ目的で、

州の公的標章も記録簿に収録されます。なお記録簿は公開されます。 

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/swissness.html
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会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(9)に進んで下さい。 

 3. 分からない。                      →(9)

に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、

同様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

WIPO から通知された標章で、公の紋章及びその他の公の標章の保護に関する連

邦法に基づいて保護されるものは（紋章保護法：

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf）、例えば外国の紋章、旗章、その他

の国章、監督用及び保証用の公の記号並びに保証用の印章は公示されません。

これは、スイスの公の標章についても同様です。 

 

WIPO から通知された標章で、国際連合及びその他の二国間組織の機関の名称及

び標章の保護に関する連邦法に基づいて保護されるものは（名称標章保護法：

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf）、連邦官報で公示されます（第 4 条

参照：http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_23/a4.html）。 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_23/a4.html
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連邦官報は、1849 年から連邦の公示用の文書で、連邦行政庁の法令及び公的な

文書が年代順に収集されています。連邦官報は、3 つの公用語であるドイツ語、

フランス語及びイタリア語で毎週発行されます。2008 年からは、保護されてい

る標章は彩色したものが連邦官報で公示されます（次の例を参照：

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3189.pdf; 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3190.pdf; 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3191.pdf; 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2010/3191.pdf）。それ以前は、彩色標章の公示は白黒

でのみ行われていました。 

 

（7）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要する

期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

該当する標章がどの法律によって保護されるかによって異なります。紋章保護

法に基づいて保護される標章は、WIPO の通知により直接に保護されます（ただ

し、保護が予定されている標章に対して、スイスが異議を申し立てない場合に

限ります）。 

名称標章保護法に基づいて保護される標章は、連邦官報による公示後に保護が

開始します。連邦官報による公示は、WIPO の通知が届いてからおよそ 14 日以

内に行われます。 

 

2009 年からは、WIPO は、保護される標章に関する通知を年２回だけ行うように

なりました（3 月及び 9 月の 終の平日）。 

 

 

(8) HALLMARKING CONVENTION12のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

                                                  
12 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3189.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3190.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3191.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3191.pdf
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スイスは、1972 年 11 月 15 日にウィーンで調印された貴金属の検査と表示に関

する条約の加盟国です。この条約の第 7 条に基づき、受託国は、附則Ⅱに記載さ

れている共同の純度検証刻印をパリ条約に従って、すべての加盟国の国内刻印と

して WIPO に登録させる権限を、加盟国から授権されています。この規定に基づ

いて、オーストリアは受託国として、保護される標章を WIPO に通知しました（例

として WIPO 通知 1743 及び 2170 参照）。 

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

紋章保護法により、スイスが抗弁権を有する場合に限り、外国の紋章、旗章、そ

の他の国章、監督用及び保証用の公の記号並びに保証用の印章が保護されます

（紋章保護法第 10 条以下参照：http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21./a10.html）。

パリ条約のすべての加盟国には、抗弁権が付与されています。パリ条約には加盟

していないが TRIPS 協定に加盟している国にも、TRIPS 協定第 2 条により、パ

リ条約第 1 条から第 12 条の規定が適用されるので、これらの国にも抗弁権が付

与されています。抗弁権が、少数の例外を除いて、ほぼすべての国に存在するの

で、立法プロジェクト Swissness の枠内においては、抗弁権の付与をスイスにお

ける保護の明確な条件とはしない予定です（この点については Swissness 議案に

関する教書 8637 頁参照：http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/8533.pdf）。 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

情報は、通常、該当する国から直接入手するか、又は連邦外務省から入手します。

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

この問題は、我々の知る限りでは、扱ったことはありません。 

 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/8533.pdf
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ（我々の知る限りでは、スイスは標章に対して異議を申し立てた

ことはありません。他国が異議通報を行っていることは知っています（例えば、

ジュラ州の紋章の通知に対する米国の異議。この点に関する詳細は以下の３参

照）。さらにオーストリア、スペイン、チェコ、ドイツ及びフランスも、スロベ

ニアの標章に対して異議を申し立てています（標章 S14及び通告番号 6166参照）。

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

スイスは、我々の知る限りでは、標章に対して異議を申し立てたことはありませ

ん。 

 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等
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については、国内で保護を行わなかったなど。） 
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （WIPO 通告 7471  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

2007 年 6 月、スイスの申請に基づいて、WIPO はパリ条約加盟国に対してジュラ

州の紋章を通知しました（通知 7471 参照）。この通知に対して米国が 2008 年 6

月に異議を通報し、ジュラ州はパリ条約の加盟国ではないと主張しました。 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 

米国の異議を受けて、スイスの管轄官庁である連邦知的財産庁が、米国の管轄

官庁（合衆国特許商標庁）と連絡を取り、ジュラ州の紋章がパリ条約第 6 条に

基づいて保護され得る理由を説明しました。スイスが提示した理由に基づいて、

米国の管轄官庁は 終的に異議を取り下げました。 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                              

   ） 

 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

監視は、スイスの代表部（大使館、領事館）、スイス時計産業連盟やスイスチョ

コレート製造者連盟などの団体、並びに、スイスの国章、特にスイス十字及び

スイス紋章の濫用的使用を連邦知的財産庁に報告している個人によって行われ

ています。 

 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

はい。スイスクロス又はスイス紋章を含んだ商標に対して異議を申立てます。

さらに公式及び非公式な書面を外国の管轄官庁に送ります。 

 

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至
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ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

・ 商標及び原産地表示の保護に関する連邦法第 2 条 d に基づいて（商標法：

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.11.de.pdf）、公の秩序、良俗又は適用法に反

する標章は商標保護から排除されます。適用法としては、上記との関連にお

いて特に次の２つの法律が問題になります。 

・ 公の紋章及びその他の公の標章の保護に関する連邦法第 1 条は（紋章保

護法：http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf）、スイスの国章を製品商標

又は商業商標として登録することを禁じています（登録禁止はサービス商標

には及びません）。同法第 10 条は、外国の国章を商標（サービス商標を含む）

として登録することを禁じています。商標とは別に、紋章保護法は、保護さ

れている標章の使用も禁じています。 

 

・ 国際連合及びその他の二国間組織の機関の名称及び標章の保護に関する

連邦法（名称標章保護法：http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf）は、

この法律に基づいて保護されている標章を商標として登録することを禁じ

ています（名称標章保護法第 6 条）。商標とは別に、名称標章保護法は、保

護された標章の使用も禁じています。 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.11.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
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→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所

をお示し頂きたい。 

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

このような場合には、国際連合及びその他の二国間組織の機関の名称及び

標章の保護に関する連邦法（名称標章保護法：

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf）が適用されます。 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

刑法上の制裁：名称標章保護法第 7 条、第 8 条及び第 10 条 

行政上の制裁：名称標章保護法第 6 条：商標、デザイン及び商号としての登録禁

止 

民法上の制裁：登録商標の無効を求める訴え（商標保護法第 2 条及び第 52 条）

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf


‐419‐ 
 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

現在はその種の事例は知られていません。 

1979 年にスイス連邦裁判所は、ある企業がその企業名に二国間組織の標章を使

用するという事件の判断が求められました（公表された連邦裁判所の判決 105 

Ⅱ 135 を添付しましたので参照してください。この判決はフランス語でのみ入

手可能です）。 

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

公的紋章及びその他の公的標章の保護に関する連邦法が（紋章保護法：

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf）、州、県、郡及び市町村の監督用及

び保証用標章並びに保証印章を保護しています。 

 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

外国の保護されている標章については、知的財産庁は事情の解明は行わず、出願

者自身が商標としての使用及び出願の権利を有することを証明しなければなり

ません。 

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。                →

b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している          →

d)に進んで下さい。 

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

商標法第２条ｄ 

商標保護から排除される標章： 

公の秩序、良俗又は適用法に反する標章 

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 
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ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

 

国際連合及びその他の政府間組織の機関の名称及び標章の保護に関する

連邦法は（名称標章保護法：http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf）、

政府間組織の名称、印章及び標章に対してパリ条約第 6 条よりも広範囲の

保護を認めています。政府間組織の名称／印章の使用は、混同される虞の

ない場合にも、禁じられています（絶対的保護）。この点については、第

5.3 項で言及した連邦裁判所の判決も参照してください。 

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

紋章保護法第 10 条（紋章保護法に基づいて保護される標章） 

第 1 項 スイスが、連邦及び州の同種の標章について抗弁権を認められてい

る限りにおいて、次の行為は許されない。 

1．他の国の紋章、旗章及びその他の国章、監督用及び保証用の公の標章並

びに保証用の印章若しくは国の図形標章及び文字標章又はこれらの標章等

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
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と混同される可能性がある標章を、製品商標若しくは取引商標*（サービス

商標を含む）として、又はその構成部分として登録すること、又は営業若し

くはその他の目的で使用すること。 

 

名称標章保護法第 6 条（名称標章保護法に基づいて保護される標章） 

第 2 項 製品商標及び取引商標*（サービス商標も含む）並びに営業用のデ

ザイン及びモデルで、この法律に違反するものは、登録から排除される。 

 

＊ 《製品商標及び取引商標》という表現は、すべての法令において《商標》

に置き換えられた。ただし、1931 年 6 月 5 日の公的紋章及びその他の公的

標章の保護に関する連邦法第 1条及び第 2条については置き換えが行われて

いない。この法律は次の機会に相応の適合が行わる（商標法第 75 条第 3 号）。

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

紋章保護法第 10 条第 2 項は、この規定が標章を利用する権利を有する者に

は適用されない旨を明確に定めています。これは、該当する国自体が登録者

となる場合にも当てはまると考えられます。 

 

名称標章保護法も、該当する標章を商標として使用しかつ登録する権利を有

する者には適用されない旨を定めています。 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 

 

登録された商標の無効を求める訴え：特別法の該当する規定との関連におけ



‐423‐ 
 

る商標法第 2 条及び第 52 条： 

・ 紋章保護法に基づいて保護されている標章については紋章保護法第 10

条 

・ 名称標章保護法に基づいて保護されている標章については名称標章保護

法第 6 条 

 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

国際連合及びその他の政府間組織の機関の名称及び標章の保護に関する

連邦法は（名称標章保護法：http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf）、

政府間組織の名称、印章及び標章に対してパリ条約第 6 条よりも広範囲の

保護を認めています。政府間組織の名称／印章の使用は、混同される虞が

ない場合にも、禁じられています（絶対的保護）。この点については、第

5.3 項で言及した連邦裁判所の判決も参照してください。 

 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
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あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

名称標章保護法第 5 条を適用： 

第 4 条に定める公示前に善意の下で名称、印章、紋章、旗章又はその他の

保護されている標識の使用を開始した者は、これによって該当する政府間

組織に不利益をもたらさない限りにおいて、この使用を継続することが許

される。 

 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

はい 

商標法第 12 条第 1 項が商標の不使用の効果を次の様に定めています： 

 

第 1 項 異議申立がなく異議申立期間が満了した後又は異議手続の終了

後継続して 5 年間、商標の所有者が保護を求めている商品又はサービスに

ついて商標を使用していない場合は、その所有者は、もはやその商標につ

いて権利を主張することができない。ただし、使用していないことについ

て 重 大 な 理 由 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い （ . 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a12.html 参照）。 

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_11/a12.html
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

 1. Yes     

 2. No  

(                                                                          ) 

     

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

  1. Yes  No. of cases (WIPO Circular 0651, WIPO Circular 7471)  

 2. No 

 3. No idea 

 

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow? 

 Please tell us the details. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines. 

Notification of the coat of arms for the Canton of Jura (see WIPO Circular 7471; in the 

attachment). In Switzerland there is no special procedure. 
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(4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that fall 

under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

In Switzerland there are no special criteria. It has been suggested within the framework 

of the legislative revision "Swissness" (more information under 

https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/swissness.html) that a digital index 

of both Swiss and foreign official signs be created and maintained by the Institute of 

Intellectual Property (IPI) as the federal enforcing agency in the area of armorial 

bearings protection. All official emblems should be included in this index, which in turn 

will make the enforcement of the law easier. With the exception of the WIPO list created 

for the Paris Convention procedure for official emblems in 1967, there has been no 

overview of the sovereign emblems of Switzerland, which makes enforcement of 

protection problematic. The Federal Council (government) is supposed to legally 

decide, in a separate annex,  

which signs are to be considered as "other sovereign emblems of the confederation" in 

the future. With the same goal in mind, the cantonal sovereign emblems are also to be 

registered in an index open to the public. 

 

 

b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

https://www.ige.ch/juristische-infos/rechtsgebiete/swissness.html
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 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in 

some form (for example, the government gives guidance or has managed the signs 

and hallmarks in the past, or the government attends the examination committee) 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

    

(5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

  1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau  

→ Go to (6)

  2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country  

→ Go to (8)

 3. No idea                                           

→ Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 
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your country as the subject-matter of protection in the same manner? 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

The emblems notified by WIPO and protected under the Swiss Federal Law on the Protection of 

Coats of Arms and Other Public Signs (WSchG; http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf), 

such as armorial bearings, flags, and other sovereign emblems, official control and warranty 

emblems and warranty stamps from foreign countries, are not published. This also applies to the 

official emblems of Switzerland. 

 

The emblems notified by WIPO and protected under the Swiss Federal Law on the Protection of 

the Names and Emblems of the United Nations Organization and Other Intergovernmental 

Organizations (NZSchG; http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf), are published in the 

Federal Gazette (see Art. 4)  

h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 3 2 _ 2 3 / a 4 . h t m l ) .   

 

The Federal Gazette has been the general bulletin for the confederation since 1849, and is a 

chronological collection of decisions and official documents from the federal administration. 

The Federal Gazette is published weekly in the three official languages: German, French and 

Italian. The protected emblems have been published in color since 2008 (see the following 

examples: http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3189.pdf; 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3190.pdf; http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3191.pdf; 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2010/3191.pdf). Before this time, colored emblems only appeared 

in black and white in the Gazette. 

 

 

(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 

before a public notice is given after the notification arrives?) 

H e r e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  u n d e r  w h i c h  l a w  t h e  e m b l e m  i n  q u e s t i o n  i s  b e i n g  

p r o t e c t e d :  

F o r  e m b l e m s  p r o t e c t e d  u n d e r  t h e  A r m o r i a l  B e a r i n g s  l a w,  p r o t e c t i o n  b e g i n s  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_23/a4.html
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3189.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3190.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3191.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/3191.pdf
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i m m e d i a t e l y  w i t h  t h e  W I P O  n o t i f i c a t i o n  ( i n  s o  f a r  a s  S w i t z e r l a n d  d o e s  n o t  f i l e  

o b j e c t i o n  a g a i n s t  t h e  e m b l e m  t o  b e  r e g i s t e r e d ) .   

 

For signs being protected under the NZSchG (law to protect the names and signs of the UN and 

other intergovernmental organizations), protection first begins with publication in the Federal 

Gazette. Publication in the Federal Gazette takes place within about 14 days of the WIPO 

notification. 

 

S i n c e  2 0 0 9 ,  W I P O  o n l y  m a k e s  n o t i f i c a t i o n s  f o r  e m b l e m s  s e e k i n g  p r o t e c t i o n  t w i c e  a  

y e a r  ( o n  t h e  l a s t  w o r k  d a y  o f  M a r c h  a n d  o f  S e p t e m b e r ) .  

 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 

and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION13? 

Is a public notice given separately with respect to each country using such signs and hallmarks? 

S w i t z e r l a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  C o n v e n t i o n  o n  t h e  C o n t r o l  a n d  M a r k i n g  o f  A r t i c l e s  o f  

P r e c i o u s  M e t a l s ,  s i g n e d  i n  Vi e n n a  o n  1 5  N o v e m b e r  1 9 7 2 .  U n d e r  A r t .  7  o f  t h i s  

C o n v e n t i o n ,  t h e  s i g n a t o r y  s t a t e s  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  t o  a l l o w  t h e  d e p o s i t o r y  s t a t e  t o  

r e g i s t e r  a  c o m m u n i t y  h a l l m a r k  u n d e r  t h e  P a r i s  C o n v e n t i o n ,  a s  d e s c r i b e d  i n  A n n e x  I I ,  

a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  h a l l m a r k  w i t h  W I P O .  

U n d e r  t h i s  p r o v i s i o n ,  A u s t r i a ,  a s  a  d e p o s i t o r y  s t a t e ,  n o t i f i e d  W I P O  o f  t h e  p r o t e c t e d  

e m b l e m  ( s e e  W I P O  c i r c u l a r  1 7 9 3  a n d  2 1 7 0  a s  a n  e x a m p l e ) .  

 

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for which 

there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

T h e  l a w  t o  p r o t e c t  a r m o r i a l  b e a r i n g  p r o t e c t s  c o a t s  o f  a r m s ,  f l a g s  a n d  o t h e r  s o v e r e i g n  

e m b l e m s ,  o f f i c i a l  c o n t r o l  a n d  w a r r a n t y  e m b l e m s  a n d  w a r r a n t y  s t a m p s  f r o m  f o r e i g n  

s t a t e s  ( s e e  A r t .  1 0  f f  W S c h G :  h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 3 2 _ 2 1 / a 1 0 . h t m l )  i n  s o  f a r  

                                                  
13 An example is a mark for metal as indicated on the following website: 
http://www.hallmarkingconvention.org/ (last access date: 2011.11.10).  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/232_21/a10.html
http://www.hallmarkingconvention.org/
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a s  r e c i p r o c a l  r i g h t s  a r e  g u a r a n t e e d  t o  S w i t z e r l a n d .  R e c i p r o c a l  r i g h t s  a r e  g u a r a n t e e d  t o  

a l l  m e m b e r  s t a t e s  o f  t h e  P a r i s  C o n v e n t i o n .  F o r  n o n - m e m b e r  s t a t e s  w h i c h  h a v e ,  

h o w e v e r ,  s i g n e d  t h e  T R I P S  A g r e e m e n t ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  A r t .  1 - 1 2  o f  t h e  P a r i s  

C o n v e n t i o n  a p p l y  u n d e r  A r t .  2  o f  t h e  T R I P S  A g r e e m e n t ,  w h i c h  i s  w h y  a  r e c i p r o c a l  r i g h t  

i s  a l s o  g u a r a n t e e d  t o  t h e m .  S i n c e  r e c i p r o c a l  r i g h t s  e x i s t  f o r  a l m o s t  a l l  s t a t e s  w i t h  f e w  

e x c e p t i o n s ,  S w i s s  p r o t e c t i o n  w i l l  n o t  e x p l i c i t l y  d e p e n d  o n  t h e  g u a r a n t e e  o f  r e c i p r o c a l  

r i g h t s  i n  t h e  f u t u r e  w i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e  S w i s s n e s s  l e g i s l a t i v e  r e v i s i o n    

( s e e  t h e  D i s p a t c h  t o  t h e  S w i s s n e s s  b i l l ,  p .  8 6 3 7 :  

h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / f f / 2 0 0 9 / 8 5 3 3 . p d f ) .  

 

 

(10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how do 

you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the Paris 

Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law Treaty? 

I n f o r m a t i o n  g e n e r a l l y  c o m e s  f r o m  t h e  d i r e c t l y  i n v o l v e d  c o u n t r i e s  o r  f r o m  t h e  F e d e r a l  

D e p a r t m e n t  f o r  F o r e i g n  A f f a i r s  ( E D A ) .   

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two or 

more national flags are protected for one country, please let us know the names of such countries. 

T h i s  q u e s t i o n  h a s  n e v e r  c o m e  u p  a s  f a r  a s  w e  k n o w.   

 

http://www.admin.ch/ch/d/ff/2009/8533.pdf
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

  1. Yes     No. of cases (      ) 

 2 .  N o  ( a s  f a r  a s  w e  k n o w,  S w i t z e r l a n d  h a s  n e v e r  o b j e c t e d  t o  a n  e m b l e m .  

H o w e v e r ,  w e  d o  k n o w  t h a t  o t h e r  s t a t e s  h a v e  f i l e d  o b j e c t i o n s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  U S A 

a g a i n s t  t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o a t  o f  a r m s  f o r  t h e  C a n t o n  o f  J u r a ;  m o r e  i n f o r m a t i o n  

o n  t h a n  u n d e r  n u m b e r  3 ) .  A u s t r i a ,  S p a i n ,  t h e  C z e c h  R e p u b l i c ,  G e r m a n y  a n d  F r a n c e  

h a v e ,  f o r  i n s t a n c e ,  f i l e d  o b j e c t i o n  t o  t h e  n o t i f i c a t i o n  o f  a  S l o v a k i a n  e m b l e m  ( s e e  

e m b l e m  S 1 4  i n  C i r c u l a r  6 1 6 6 ) .  

 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for transmitting an 

objection, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 

concerning transmission of objections in the guidelines. 

A s  f a r  a s  w e  k n o w,  S w i t z e r l a n d  h a s  n e v e r  f i l e d  a n  o b j e c t i o n  t o  a n  e m b l e m .  

 

 

(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 
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an objection? 

-- 

 

b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 

example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  

-- 
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3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

  1. Yes   No. of cases (WIPO Circular 7471)       → Go to the next question. 

 2. No                  → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 3. No idea                       → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

I n  J u n e  2 0 0 7 ,  W I P O  m a d e  n o t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o a t  o f  a r m s  f o r  t h e  C a n t o n  o f  J u r a  b a s e d  

o n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  S w i t z e r l a n d  t o  t h e  o t h e r  m e m b e r  s t a t e s  o f  t h e  P a r i s  C o n v e n t i o n  

( s e e  C i r c u l a r  7 4 7 1 ) .   

T h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  ( U S A )  f i l e d  o b j e c t i o n  t o  t h i s  n o t i f i c a t i o n  i n  J u n e  2 0 0 8  

a n d  c l a i m e d  t h a t  t h e  C a n t o n  o f  J u r a  w a s  n o t  a  m e m b e r  o f  t h e  P a r i s  C o n v e n t i o n .  

 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 

B a s e d  o n  t h e  o b j e c t i o n  o f  t h e  U S A ,  t h e  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y,  a s  

t h e  o f f i c i a l  a g e n c y  f o r  S w i t z e r l a n d ,  c o n t a c t e d  t h e  a p p r o p r i a t e  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  U S  

( U n i t e d  S t a t e s  P a t e n t  a n d  Tr a d e m a r k  O f f i c e )  a n d  p r e s e n t e d  t h e  r e a s o n s  w h y  t h e  c o a t  

o f  a r m s  o f  t h e  C a n t o n  o f  J u r a  i s  p r o t e c t a b l e  u n d e r  A r t .  6  o f  t h e  P a r i s  C o n v e n t i o n .  

B a s e d  o n  t h e  r e a s o n s  b r o u g h t  b y  S w i t z e r l a n d ,  t h e  U S  a u t h o r i t i e s  r e t r a c t e d  t h e i r  

o b j e c t i o n .  
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4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to the 

WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes  

 2. No 

 3. No idea 

 4. Other 

(                                 ) 

 

 

(2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

M o n i t o r i n g  i s  d o n e  b y  t h e  S w i s s  m i s s i o n s  ( e m b a s s i e s ,  c o n s u l a t e s )  a s  w e l l  a s  b y  

a s s o c i a t i o n s  s u c h  a s  t h e  F e d e r a t i o n  o f  t h e  S w i s s  Wa t c h  I n d u s t r y  F H  ( F é d é r a t i o n  d e  

l ’ i n d u s t r i e  h o r l o g è r e  s u i s s e )  o r  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  S w i s s  C h o c o l a t e  M a n u f a c t u r e r s  

( C h o c o s u i s s e ) ,  a n d  b y  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  w h o  i n f o r m  t h e  F e d e r a l  I n s t i t u t e  o f  

I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  o f  i l l e g a l  u s e s  o f  S w i s s  s o v e r e i g n  e m b l e m s ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  

S w i s s  C r o s s  o r  t h e  S w i s s  c o a t  o f  a r m s .   

 

 

(3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

Ye s .  O p p o s i t i o n s  a r e  f i l e d  a g a i n s t  r e g i s t r a t i o n  o f  t r a d e m a r k s  w h i c h  c o n t a i n  t h e  S w i s s  

C r o s s  o r  t h e  S w i s s  c o a t  o f  a r m s .  F o r m a l  a n d  i n f o r m a l  l e t t e r s  a r e  f i l e d  w i t h  t h e  

a p p r o p r i a t e  f o r e i g n  a u t h o r i t i e s .   
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(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 

 1. Yes    No. of cases (     )  

 2. No 

 3. No idea 
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

 1. Taking actions under domestic laws and regulations         → Go 

to b). 

 2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go 

to c). 

 3. No idea                                    → Go to 

d). 

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

  U n d e r  A r t .  2  l i t .  d  o f  t h e  F e d e r a l  L a w  o n  t h e  P r o t e c t i o n  o f  Tr a d e m a r k s  a n d  

I n d i c a t i o n s  o f  S o u r c e  ( Tr a d e m a r k  L a w ;  M S c h G :  

h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 / 2 3 2 . 11 . d e . p d f ) ,  s i g n s  w h i c h  a r e  c o n t r a r y  t o  

p u b l i c  p o l i c y,  m o r a l i t y  o r  a p p l i c a b l e  l a w  m a y  n o t  b e  r e g i s t e r e d .  A p p l i c a b l e  l a w  

i n  t h i s  c o n n e c t i o n  r e f e r s  t o  t h e  t w o  f o l l o w i n g  l a w s :   

 

  A r t .  1  o f  t h e  S w i s s  F e d e r a l  L a w  o n  t h e  P r o t e c t i o n  o f  C o a t s  o f  A r m s  a n d  O t h e r  

P u b l i c  S i g n s  ( W S c h G ;  h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 / 2 3 2 . 2 1 . d e . p d f ) ,  

p r o h i b i t s  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  S w i s s  s o v e r e i g n  e m b l e m s  a s  m a n u f a c t u r i n g  o r  

t r a d e m a r k s  ( t h e  b a n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  s e r v i c e  m a r k s ) .  A r t .  1 0  o f  t h e  W S c h G  

p r o h i b i t s  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  f o r e i g n  s o v e r e i g n  e m b l e m s  a s  t r a d e m a r k s  f o r  

g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  I n d e p e n d e n t l y  o f  a  t r a d e m a r k ,  t h e  W S c h G  a l s o  p r o h i b i t s  

t h e  u s e  o f  t h e  p r o t e c t e d  e m b l e m .  

 

  T h e  S w i s s  F e d e r a l  L a w  o n  t h e  P r o t e c t i o n  o f  t h e  N a m e s  a n d  E m b l e m s  o f  t h e  

U n i t e d  N a t i o n s  O rg a n i z a t i o n  a n d  O t h e r  I n t e rg o v e r n m e n t a l  O r g a n i z a t i o n s  

( N Z S c h G ;  h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 / 2 3 2 . 2 3 . d e . p d f )  p r o h i b i t s  t h e  

r e g i s t r a t i o n  o f  e m b l e m s  p r o t e c t e d  u n d e r  t h i s  l a w  a s  t r a d e m a r k s  ( A r t .  6  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.11.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
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N Z S c h G ) .  I n d e p e n d e n t l y  o f  a  t r a d e m a r k ,  t h e  N Z S c h G  a l s o  p r o h i b i t s  t h e  u s e  o f  

t h e  p r o t e c t e d  e m b l e m .  

 

→ Go to d). 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis?  

-- 

→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 

In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 

relevant parts therein. 

T h e  S w i s s  F e d e r a l  L a w  o n  t h e  P r o t e c t i o n  o f  t h e  N a m e s  a n d  E m b l e m s  o f  t h e  U n i t e d  

N a t i o n s  O rg a n i z a t i o n  a n d  O t h e r  I n t e rg o v e r n m e n t a l  O rg a n i z a t i o n s  ( N Z S c h G ;  

h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 / 2 3 2 . 2 3 . d e . p d f )  a p p l i e s  i n  t h e s e  c a s e s .  

 

 

(2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory measures 

are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil lawsuit filed 

by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

C r i m i n a l  s a n c t i o n s :  A r t .  7 ,  8  a n d  1 0  N Z S c h G   

A d m i n i s t r a t i v e  s a n c t i o n s :  A r t  6  N Z S c h G :  B a n  t o  r e g i s t e r  a s  a  t r a d e m a r k ,  d e s i g n  o r  

f i r m .  

C i v i l  l a w  s a n c t i o n s :  A c t i o n  f o r  i n v a l i d i t y  a g a i n s t  a  r e g i s t e r e d  t r a d e m a r k  ( A r t .  2  a n d  

5 2 ,  Tr a d e m a r k  L a w ) .   

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
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(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 

any, how was the prohibited use revealed? 

N o  c a s e s  a r e  k n o w n  a t  t h i s  t i m e .   

I n  1 9 7 9  t h e  S w i s s  F e d e r a l  S u p r e m e  C o u r t  h a d  t o  d e a l  w i t h  a  c a s e  i n  w h i c h  a  c o m p a n y  

h a d  u s e d  a n  e m b l e m  o f  a n  i n t e r g o v e r n m e n t a l  o rg a n i z a t i o n  i n  i t s  f i r m  n a m e  ( s e e  t h e  

p u b l i s h e d  d e c i s i o n  B G E  1 0 5  I I  1 3 5  i n  t h e  a t t a c h m e n t .  T h i s  d e c i s i o n  i s  o n l y  a v a i l a b l e  

i n  F r e n c h ) .   

 

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

 

T h e  S w i s s  F e d e r a l  L a w  o n  t h e  P r o t e c t i o n  o f  C o a t s  o f  A r m s  a n d  O t h e r  P u b l i c  S i g n s  

( C o a t  o f  A r m s  l a w,  W S c h G ;  h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 / 2 3 2 . 2 1 . d e . p d f )  p r o t e c t s  

c o n t r o l  o r  w a r r a n t y  e m b l e m s  a n d  w a r r a n t y  s t a m p s  o f  t h e  c a n t o n s ,  c o u n t i e s ,  p r e f e c t u r e  

a n d  c o m m u n i t i e s  ( A r t .  1  W S c h G ) .   

 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

T h e  I n s t i t u t e  d o e s  n o t  i n v e s t i g a t e  f o r e i g n  p r o t e c t e d  e m b l e m s  b u t  r a t h e r  l e a v e s  i t  t o  t h e  

d e p o s i t o r  t o  p r o v e  t h a t  h e  h a s  t h e  l e g i t i m a t e  r i g h t  t o  u s e  i t  a n d  t o  r e g i s t e r  i t  a s  a  

t r a d e m a r k .   

 

 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.21.de.pdf
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis for 

refusing the application and relevant clauses?  

 1. Trademark law                                    

→ Go to b). 

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention                

→ Go to c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law             

→ Go to d).  

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof. 

Art. 2 lit. d Trademark Law:  

T h e  f o l l o w i n g  i s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  Tr a d e m a r k  L a w :  

d .  S i g n s  w h i c h  a r e  c o n t r a r y  t o  p u b l i c  p o l i c y,  m o r a l i t y  o r  a p p l i c a b l e  l a w.  

 

 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 6ter 

(c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of international 

organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to the public or 

misleads the public that a connection exists between the trademark and the international 

organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the public or 



‐440‐ 
 

misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of invalidation?   

  

 1. Yes 

 2. No  

 3. Other 

 

b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the public, 

if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.)  

 

The Swiss Federal Law on the Protection of the Names and Emblems of the United 

Nations Organization and Other Intergovernmental Organizations ((NZSchG; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf) guarantees the names, seals and emblems 

of the intergovernmental organizations more extensive protection than under Art. 6 of the 

Paris Convention. Use of a name or seal of an intergovernmental organization is even 

prohibited when there is no risk of confusion (absolute protection). Compare also the 

Federal Supreme Court decision mentioned in Number 5.3. 

 

→ Go to (e). 

 

c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 

-- 

 

 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf
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know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 

 

Art. 10 WSchG (for emblems which are protected under the Coats of Arms law): 

1 A s  f a r  a s  r e c i p r o c a l  r i g h t s  a p p l y  f o r  S w i t z e r l a n d  f o r  s i m i l a r  t y p e s  o f  f e d e r a l  a n d  

c a n t o n a l  e m b l e m s ,  t h e  f o l l o w i n g  i s  n o t  p e r m i t t e d :  

1. Coats of arms, flags and other sovereign emblems, official control and warranty emblems 

and stamps, or national image and word marks of other states or signs which could be 

mistaken for such; manufacturing or trade marks (including service marks); or elements of 

such to be registered, or used for commercial or other purposes. 

 

Art. 6 NZSchG (for signs protected under the NZSchG):  

2 A l s o  m a n u f a c t u r i n g  a n d  t r a d e  m a r k s *  ( i n c l u d i n g  s e r v i c e  m a r k s )  a n d  c o m m e r c i a l  

d e s i g n s  a n d  m o d e l s  w h i c h  i n f r i n g e  a g a i n s t  t h i s  l a w  a r e  e x c l u d e d  f r o m  r e g i s t e r i n g .

*The expression "trademarks" is replaced in all orders by "marks," with the exception of 

Articles 1 and 2 of the Federal Law of June 5, 1931, on the Protection of Public Armorial 

Bearings and Other Public Signs. The orders concerned shall be adopted at the earliest 

opportunity (Art. 75 (3) Trademark law). The law in question is to be amended accordingly 

at the earliest opportunity (Art. 75 No. 3 Trademark Law). 

 

 

e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right holder/user 

of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the government of 

a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for trademark registration 

registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

A r t .  1 0  p a r a .  2  W S c h G  s p e c i f i c a l l y  s t a t e s  t h a t  t h i s  p r o v i s i o n  i s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  

p e r s o n s  w h o  a r e  e n t i t l e d  t o  u s e  t h e  s i g n .  T h i s  c a n  a p p l y  t o  t h e  c o u n t r y  i t s e l f  a s  t h e  

p r o p r i e t o r  r e g i s t e r i n g .   

T h e  N Z S c h G  a l s o  s t a t e s  t h a t  t h e  l a w  i s  n o t  a p p l i c a b l e  t o  p e r s o n s  w h o  a r e  e x p l i c i t l y  

e n t i t l e d  t o  u s e  a n d  r e g i s t e r  t h e  e m b l e m  i n  q u e s t i o n  a s  a  t r a d e m a r k .   
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f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 

well as clauses. 

A c t i o n  f o r  i n v a l i d i t y  a g a i n s t  a  r e g i s t e r e d  t r a d e m a r k :  A r t .  2  a n d  5 2  o f  t h e  M S c h G  

( Tr a d e m a r k  l a w )  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c o r r e s p o n d i n g  n o r m  o f  t h e  s p e c i a l  l a w :   

  A r t .  1 0  W S c h G  f o r  e m b l e m s  w h i c h  a r e  p r o t e c t e d  u n d e r  t h e  C o a t s  o f  A r m s  l a w ;

  A r t .  6  N Z S c h G  f o r  s i g n s  p r o t e c t e d  u n d e r  t h e  N Z S c h G. .  

 

 

(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to the 

armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If the 

trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, while 

indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

1. Invalidated in some cases   → Go to b). 

 2. Not invalidated       → Go to c). 

 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark and 

designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into consideration? 

Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for example, are the 

actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the registered trademark 

and the status of use thereof, taken into consideration?). 

The Federal Law on the Protection of the Names and Emblems of the United Nations 

Organization and Other Intergovernmental Organizations ((NZSchG; 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf) guarantees the names, seals and emblems 

of the intergovernmental organizations more extensive protection than that which is 

under Art. 6 of the Paris Convention.  Use of a name or seal of an intergovernmental 

http://www.admin.ch/ch/d/sr/2/232.23.de.pdf


‐443‐ 
 

organization is even prohibited when there is no risk of confusion (absolute protection). 

Compare also the Federal Supreme Court decision mentioned in Number 5.3. 

 

→ Go to c). 

 

c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supporting materials, if any, while 

indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

A r t .  5  N Z S c h G  i s  a p p l i c a b l e :   

W h o e v e r  b e g a n  u s i n g  a  n a m e ,  s e a l ,  c o a t  o f  a r m s ,  f l a g ,  o r  o t h e r  p r o t e c t e d  

e m b l e m  i n  g o o d  f a i t h  b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  p r o v i d e d  f o r  i n  A r t i c l e  4  i s  

p e r m i t t e d  t o  c o n t i n u e  u s i n g  i t  i n  s o  f a r  a s  n o  n e g a t i v e  e f f e c t  a r i s e s  f o r  t h e  

i n t e r g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n  i n v o l v e d .  

 

→ Go to d). 

 

d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

y e s   

A r t .  1 2  A b s .  1  M S c h G  r e g u l a t e s  t h e  r e s u l t s  o f  n o n - u s e  o f  a  t r a d e m a r k :  

1 I f  t h e  p r o p r i e t o r  o f  a  t r a d e m a r k  d o e s  n o t  u s e  t h e  m a r k  w h i c h  h e  r e g i s t e r e d  i n  

c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  g o o d s  o r  s e r v i c e s  c l a i m e d  f o r  t h e  m a r k  d u r i n g  a  c o n t i n u o u s  

p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  a f t e r  t h e  o p p o s i t i o n  d e a d l i n e  h a s  p a s s e d ,  o r  a f t e r  

c o m p l e t i o n  o f  o p p o s i t i o n  p r o c e e d i n g s ,  h e  c a n  n o  l o n g e r  l a y  c l a i m  t o  h i s  

t r a d e m a r k  r i g h t  e x c e p t  w h e n  i m p o r t a n t  r e a s o n s  f o r  t h e  n o n - u s e  c a n  b e  m a d e  ( s e e  

h t t p : / / w w w. a d m i n . c h / c h / d / s r / 2 3 2 _ 11 / a 1 2 . h t m l ) .  

 

 

This is the end of the questionnaire. Thank you for your cooperation. 
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資料Ⅲ 

 

７ スイス 

 

（２） 法律事務所 
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【貴団体について】  

・パリ条約 6 条の 3 に基づく WIPO 通知は知っていたが、WIPO のホームペー

ジで公表されることについては知らなかった。  

 

・スイス特許庁が公表している紋章等のデータに基づき、類似・非類似の判断を

していたため、WIPO のデータベースとスイス特許庁が公表しているデータとが

異なることを知らなかった。（この点については、スイス特許庁にヒアリングに

行く際に、報告をして欲しい。）  

 

・商標法において後発的無効事由があることは知らない。例えば、世界的に有名

な企業があるとして、そのマークと同一のマークがパリ条約 6 条の 3 に基づい

て通知された場合には、その有名な企業のマークは無効理由となり得るのではな

いか。このような制度はリスクがあると思われる。  

 

・商標の使用禁止については商標法 47 条にあるが、これは原産地保護のための

規定である。  

 

・名称標章保護法あるいは紋章保護法もあるので、そちらも合わせて検討してい

く必要があると思われる。 

 

・スイスはジュネーブを含む都市に国際機関が集中しており、日本における国際

機関との誤認する認識の程度については、異なると思われる。 

・国際機関の名称については、混同される虞のない場合にも、名称標章保護法（第

6 条第 2 項）によって使用の禁止がされている。 

 

・また、紋章保護法（第 10 条）によって、監督用及び保証用の公の標章ならび

に印章等については、混同される虞がある場合には、商標として登録することが

許されない。  
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資料Ⅲ 

 

８ チェコ 

 

（１） 公的機関 

（アッセイ・オフィス） 

（２） 法律事務所 
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資料Ⅲ 

 

８ チェコ 

 

（１） 公的機関 

（アッセイ・オフィス） 
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【貴団体について】  

【質問１】  

貴団体は如何なる記号及び印章をどのようなプロセス（企業からの申請受付、

審査、企業へのマーク付与等）で認証している機関ですか？  

（回答）  

印章は、検査済みの貴金属商品の純度を保証し、当該商品が検査済み

であること、また材料の純度（貴金属の含有量）が印章の示す下限を

下回らないことを表示するものです。当機関の全印章の意味について

は添付をご覧下さい。  

検査方法：主な検査方法を組み合わせて利用しています。概算分析に

は、試金石および蛍光 X 線分光法を用いています。正確な分析には、

灰吹法、電気容量測定（electroindicated volumetry）、および誘導結

合プラズマ発光分析を用いています。  

刻印方法：印章の中心部分は型で打ち抜き、一部をレーザーで焼きま

す。特別な理由がある場合は、印章の代わりに証明書を発行します。  

 

 

【質問２】  

貴団体と貴国との関係性について教えてください。（例：政府機関、国から何

らかの権限を委譲された機関、地方政府機関、全く関係のない民間機関である等） 

（回答）  

当機関は産業貿易省が管轄するチェコの政府機関で、10 の支部と支所

があります。  

http://www.puncovniurad.cz/en/kontakty.aspx.をご参照下さい。  

 

 

【貴団体の記号及び印章の属性について】  

【質問３】  

貴団体の記号及び印章は、監督・証明用のどちらの性質を持っていますか。ま

た、マークが認証する具体的な内容について教えてください。  

１．監督用の性質：産業、貿易、財政又は警察等の見地に基づいた

監督  

２・証明用の性質：産地、品質、材料、用途、効能、数量等の証明  

http://www.puncovniurad.cz/en/kontakty.aspx
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３・分からない 

 

具体的な内容 

1 と 2 の両方に該当します。印章は当機関による検査を受けた商品で

あることを表し、印章の種別は材料の純度（金の含有量など）を保証

するものです。印章のそれぞれの意味については WIPO の定義をご参

照下さい。詳細は本回答票に添付している表をご覧下さい。  

 

 

【質問４】  

貴団体が認証する際どのような基準に基づいて行っていますか。  

認証にあたって根拠法や認証規則等あればお示しください。  

（回答）  

検査は分析プロセスによって行われ、その検査結果によって押印され

る印章の種別が決まります。印章の種別の制限については印章法で定

められています。1993 年法律第 19 号及び 2003 年法律第 127 号によ

る改正・完全規定後の印章および貴金属の管理に関する法律（1992 年

法 律 第 539 号 ） （ 印 章 法 ）

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx をご参照下さい。  

 

 

【質問５】  

貴団体の記号及び印章は、以下のうち何れに該当しますか。  

①記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、政府へ申請す

ることで使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②記号及び印章の表示の許可について根拠法があり、第三者機関

へ申請することで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、政府へ申請

することで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx


‐455‐ 
 

 

 ④記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関

が運用しているが、何らかの形（指導、過去に政府が運用してい

た、審査委員会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤記号及び印章の表示の許可について根拠法がなく、第三者機関

独自で運営しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

  ⑥その他  

 

 

【質問６】  

貴団体の記号及び印章を使用するにあたっての使用規則等あればお示しくだ

さい。  

（回答）  

印 章 法 お よ び 実 施 規 則 に つ い て は 、 当 機 関 の ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx をご参照ください。  

 

【商標登録状況について】  

【質問７】  

当該記号及び印章について、国内或いは海外で商標出願を行っていますか。過

去に行っていた場合は、その期間及び商標出願を辞めた理由を教えてください。 

（回答）  

国内での保護は印章法に規定されています。印章の悪用・不正使用は

処罰の対象であり、程度が大きい場合は、偽造として提訴される可能

性もあります。  

 

国外：印章は 1993 年からパリ条約 6 条の 3 の適用を受け、新規の印章

の設定時に改正が行われました。  

 

【質問８】  

具体的にどの国に商標出願を行っていますか。或いは過去にどの国に商標出願

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx
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を行っていましたか？  

（回答）  

通常はパリ条約加盟国のみ。EU の枠内では、自国と同等の消費者保護

を保証する加盟国における商品検査を自国で認定するための規則があ

ります。当機関の印章は、当機関が検査を行ったことを証明するもの

であり、当機関以外の者が当機関の印章を使用した場合、詐欺行為と

して扱われます。  

 

【質問９】  

海外で商標出願をする場合、不便を感じたことはありますか。それは具体的に

どのようなことですか。（金銭面、手続き面等、出願国固有の問題であれば国名

も）  

（回答）  

質問 8 をご覧下さい。EU 域内において当機関の印章を認識する国は特

定の数ヶ国に限られているが、実際は印章の出願においては必ずしも

問題とならない。  

 

【ＷＩＰＯ通知について】  

【質問１０】  

パリ条約６条の３に基づく国際事務局（ＷＩＰＯ）への記号及び印章等の通知

制度を御存知でしたか？  

なお前記通知制度は、以下のようにパリ条約６条の３に定められています。  
6ter(1)(a) 

The countries of the Union agree to refuse or to invalidate  the 

registration, and to prohibit by appropriate measures the use, without 

authorization by the competent authorities, either as trademarks or as 

elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, 

of the countries of the Union,official signs and hallmarks indicating 

control and warranty adopted by them, and any imitation from a heraldic 

point of view.  

１．Ｙｅｓ  ：知っていた  

２．Ｎｏ   ：知らない  

 

【質問１１】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局に通知した、監督用及び証明
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用の公の記号及び印章の名称、及びその対象商品或いは役務について教えてくだ

さい。  

（回答）  

通知した記号の一覧については WIPO のウェブサイトで閲覧できま

す。また、添付ファイル「Czech hallmarks in WIPO, finenesses.doc」

に同じ一覧表とともにそれぞれの標章の詳細な意味を掲載しました。  

 

【質問１２】  

貴団体がパリ条約６条の３に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）を介して各国へ

通知することなった経緯において、貴団体と貴国の官庁とのやりとりは、以下の

何れですか？  

１．貴団体が貴国の官庁へ申請した。    →問１３へ進んで下さ

い。  

２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請

することを、貴国の官庁から貴団体に一方  

的に告知された。          →問１６に進んで下さい。 

３．分からない。            →問１８に進んで下さい。 

４．その他 

1.と 2.の両方に該当しますが、プロセスは全く異なっています。  

当機関の印章のうち 初に WIPO に通知した分：申請について特許庁

から一方的に告知を受けた後、特許庁と共同で通知を作成しました  

新規印章にかかわる変更の通知は当機関が（特許庁と共同で）作成し

ました。  

当機関の印章のうち、三回目に通知した分（チェコ版の「条約印章」）： 

ホールマーキング条約の常任委員会が決定した、全加盟国の条約印章

の WIPO への登録について、同条約の事務局から無事に登録が完了し

た旨の報告を受けました。  

 

【質問１３】  

「１．貴団体が貴国の官庁へ申請した」と回答した場合、国際事務局（ＷＩＰ

Ｏ）へ通知をすることを、貴団体が判断したのはなぜですか。パリ条約６条の３

に基づいて国際事務局（ＷＩＰＯ）へ通知することについて、どんなメリットを

感じたのですか？  

（回答）  
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WIPO へ通知を行う以前は、当機関の印章の国外での不正使用を防止

する手段がなく（その方法がわからず）、偽造の可能性のある貴金属商

品の輸入が、国内の宝飾品市場に対する脅威となっていました。通知

以前は、そのような不正使用を把握する手段さえなく、国外で合法と

して行われていました。  

 

 

【質問１４】  

国際事務局（ＷＩＰＯ）へパリ条約６条の３に基づいて通知を行う場合に、貴

団体では海外での商標出願についても検討しましたか。  

仮に検討していた場合、 終的に国際事務局（ＷＩＰＯ）にパリ条約６条の３

に基づいて通知を選択した理由を教えてください。  

１．検討していた。  

２．検討しなかった。  

３．分からない。 

 

終的にパリ条約６条の３に基づいた通知を選択した理由 

（回答）  

質問 13 をご覧下さい。 

 

【質問１５】  

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局（ＷＩＰＯ）への通知と、海外への商

標出願について使い分けていますか。もし、使い分けていたら、その判断基準や

考え方を教えてください。  

（回答）  

------------------------ 

 

→問１８に進んで下さい。  

  

【質問１６】  

「２．貴国の官庁が国際事務局（ＷＩＰＯ）に貴団体のマークを申請することを、

貴国の官庁から貴団体に一方的に告知された。」とした場合、その告知後に貴団

体が貴国の官庁へ何らかの申請や手続きを改めて行いましたか？  

質問 12 の 4.をご覧下さい。  



‐459‐ 
 

１．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行った。    →問１

７に進んで下さい。  

２．貴団体が貴国の官庁へ申請や手続きを行わなかった。 →問１

８に進んで下さい。  

３．分からない。                 →問１８に

進んで下さい。  

 

【質問１７】  

【問１６】において貴国の官庁へ申請や手続きをするに当たり、どのような要

件が求められましたか？申請のプロセスや必要な書類等（フォーマット）があり

ましたら教えて下さい。その際具体的に政府機関のどこに申請したか教えてくだ

さい。  

（回答）  

当機関とチェコ特許庁の適切な連携により行われました。特許庁の担

当 部 署 は 「 登 録 標 章 の 国 外 保 護 部 （ Protected marks - foreign 

protection）」でした。当機関は、申請様式および必要な写しの部数に

関する情報を入手して記入しましたが、特許庁とは数回相談しました。

申請様式は特許庁のウェブサイト等、特許庁から入手可能と思われま

す。  

 

【質問１８】  

WIPO 通知をした結果、どのような効果がありましたか。  

（回答）  

当機関の標章に類似する標章について特別に出願を行ってよいかとい

う質問が国外から 1～2 回寄せられました。当機関の支部の管轄外での

出願であったため、同標章の使用に同意しました。  

 

【不正使用の監視について】  

【質問１９】貴団体の記号及び印章について国内／海外における不正使用の事例

はありますか？また、ある場合には、いつ頃どのような不正使用の事例がありま

したか？（WIPO 通知以前の事例も含む。なお、不正使用は、貴団体とは全く関

係のない第三者や無許諾者が使用している場合を指します。  

１．ある     

２．ない  
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３．分からない。 

 

「１．ある」場合の具体例（回答）  

小規模ですが国内および国外の製造者が当機関の印章を偽造しようと

したケースは多数あり、当機関の検査員が偽造を発見した後、罰金が

科せられました。また、偽造の印章を付した商品が当機関に提出され

ることも時々ありますが、顧客が偽造に気付いていない場合が多いで

す。  

 

【質問２０】パリ条約６条の３に基づいて国際事務局 (WIPO)に通知を行った貴

団体のマークについて、貴国の官庁による通報後の他国での使用状況を貴団体で

は監視していますか。また、その監視の具体的な方法はどのようなものですか？  

１．Ｙｅｓ  

２．Ｎｏ  

３．分からない。 

４．当機関による監視活動はチェコ国内に限定されていますが、EU

諸国に駐在する当機関の職員との協力体制があり、それを通じて偽造

の報告を受けています。ただし、外国の偽造者を罰する方法はありま

せん。  

 

「１．Ｙｅｓ」場合の具体例（回答）  

輸入品であれ、国内製造品であれ、国内店舗の検査により偽造を発見

することができます。  

 

【質問２１】貴団体において、貴国の官庁が国際事務局 (WIPO)に通知を行った

マークについて、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置

を講じていますか。  

（回答）  

いいえ。  

 

以上で終了です。ご協力ありがとうございました。  
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[About your institution] 

[Q1] 

For what signals and hallmarks and through what process (acceptance of applications 

from companies, examination, granting of marks to companies, etc.) does your 

institution give certification?  

Hallmark means guarantee of the fineness of the tested precious metal goods. It 

says the piece has been tested and the fineness (content of precious metal) of the 

material is not less than the limit represented by the hallmark. See the meanings 

of all hallmarks expressed in the attachment. 

Testing: We use combination of the main principles - touchstone testing and 

rentgenfluorescent spectroscopy for aproximate assessment; cupellation method, 

electroindicated volumetry and OES ICP for exact analyses. 

Marking: Main part of hallmarks we punch with a die, some part of hallmarks we burn 

with a laser and in special cases, we give the certificate instead of the 

hallmarking. 

 

[Q2] 

Please let us know the relationship between your institution and the government of 

your country. (e.g. your institution is a governmental agency, an institution to which 

some sort of authority has been delegated by the government, a local governmental 

agency, or a private institution which is not at all related to the government) 

AO is a part of the Czech public administration. Superior institution is Ministry 

of Industry and Trade. We have ten places of work (branches and sub-branches); see 

http://www.puncovniurad.cz/en/kontakty.aspx. 

 

 

 [About attributions of the signs and hallmarks of your institution] 

[Q3] 

Are the signs and hallmarks of your institution for indicating control or warranty? In 

addition, please let us know the specific content certified by the marks.  

1. For indicating control: Control from the standpoint of industry, trade, finance, or 

the police, etc. 

2. For indicating warranty: Warranty of the place of origin, quality, materials, 

http://www.puncovniurad.cz/en/kontakty.aspx
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intended use, efficacy, quantity, etc. 

 3. No idea 

Specific content: 

Both items 1 and 2 are right. The marks indicate the goods were tested in AO and 

the type of mark is the  warranty of material fineness (f. e. content of the gold). 

The meanings of the actual hallmarks see definitions in WIPO, details see the table 

attached to this answer. 

       

[Q4] 

Based on what criteria does your institution give certification? 

Please indicate the governing law for certification and certification rules, etc., if any. 

Testing is an analytical process. The result of it gives the type of hallmark which 

is used. The Hallmarking Act gives the limits for types. Act No. 539/1992 Coll., 

on Hallmarking and the Control of Precious Metals (The Hallmarking Act), as amended 

and fully specified in Act No. 19/1993 Coll. and Act No.127/2003 Coll.; see 

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx 

 

 [Q5] 

Please choose the categories (i)–(vi) below that apply to the signs and hallmarks of 

your institution. 

(i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which 

are usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which 

are usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which 

are managed by a third-party institution but in which the government is 

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx
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involved in some form (for example, the government gives guidance or has 

managed the signs and hallmarks in the past, or the government attends the 

examination committee) 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which 

are managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 (vi) Other 

 

 

[Q6] 

Please indicate the rules, etc. for use of the signs and hallmarks of your institution, if 

any. 

Hallmarking Act and executing regulation see our website: 

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx 

 

 

[About the status of trademark registration] 

[Q7] 

Does your institution file trademark applications for the signs and hallmarks 

domestically and abroad? If your institution filed applications in the past, please let us 

know the relevant period and the reasons why your institution ceased to file trademark 

applications. 

The domestic protection is given by the hallmarking act. Misusing and misapplication 

could be penalized and bigger case could go to the court as falsification. 

Abroad - the hallmarks were applied to Paris Convention after 6ter in the 1993 and 

amended when the new hallmarks are established 

 

    

[Q8] 

Specifically, in what countries does your institution file trademark applications? Or, in 

what countries did your institution file trademark applications in the past? 

In general - the Paris Convention works only.  

http://www.puncovniurad.cz/en/legislativa.aspx
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 In frame of EU there are rules for recognition the tests of goods in other member 

countries which are on similar level of customer protection. Our hallmarks 

certificate, that we have carried the tests. In case any other subject uses our 

hallmark, it should be handled as froud. 

 

 

[Q9] 

Has your institution suffered inconvenience in filing trademark applications in other 

countries? Specifically, what was the inconvenience? (financial aspects, procedural 

aspects, etc.; if the inconvenience is peculiar to a country in which your institution 

filed an application, please also indicate the name of the country) 

See Q8 - In EU, the recognition of our hallmarks is rather specific in several 

countries, but  actualy it is not exactly a question of filing the hallmarks.

 

[About notification to WIPO] 

[Q10] 

Did you know the system of notifying signs and hallmarks, etc. to the International 

Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

The aforementioned notification system is stipulated in Article 6ter of the Paris 

Convention, as follows. 
6ter(1)(a) 

The countries of the Union agree to refuse or to invalidate the registration, and to prohibit by 

appropriate measures the use, without authorization by the competent authorities, either as 

trademarks or as elements of trademarks, of armorial bearings, flags, and other State emblems, of 

the countries of the Union, official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by 

them, and any imitation from a heraldic point of view.  

 1. Yes 

 2. No 

 

 [Q11] 

Please tell us the names of the official signs and hallmarks indicating control and 

warranty, which your institution notified to the International Bureau under Article 

6ter of the Paris Convention as well as the subject goods or services. 

You can see the list of the signs on WIPO website and in the attached file containing 

the table of the same list supplemented with detail meanings of each mark <Czech 
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hallmarks in WIPO, finenesses.doc> 

           

[Q12] 

Which of the following interactions was there between your institution and the 

governmental agency of your country in the process before your institution conducted 

notification to other countries through the International Bureau (WIPO) under Article 

6ter of the Paris Convention? 

 1. Your institution filed an application with the governmental agency of your 

country  

→ Go to Q13. 

 2. Your institution was unilaterally informed, by the governmental agency of your 

country, of notification of the mark of your institution to the International Bureau 

(WIPO) by the governmental agency of your country

→ Go to Q16. 

 3. No idea                                          → Go to Q18. 

 4. Other:  Combination of "1, "2 and quite a different way. 

The first part of our hallmarks notified to WIPO: The Patent Office 

unilaterally informed our AO about the possibility and the notification 

was prepared in cooperation.  

The amandment (the new hallmarks) was prepared by our AO (also in cooperation 

with PO) 

The third part of our hallmarks (the Czech variant of the "Convention 

hallmarks"): The secretariate of the Hallmarking Convention informed our 

AO that the decision of the Standing Commitee of the Convention, to 

register all the Convention Hallmarks in WIPO (for every member country), 

was succesfuly executed by the secretariate. 

 

 

[Q13] 

If your answer to Q12 is "1. Your institution filed an application with the governmental 

agency of your country," please tell us why your institution decided to conduct 

notification to the International Bureau (WIPO)? What advantages did your 

institution recognize in notification to the International Bureau (WIPO) under Article 

6ter of the Paris Convention? 
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Before the notification, there was no possibility (or we did not see how) to prevent 

misusing our hallmarks out of our country. It was threat for our domestic jewelery 

market because of danger of import the goods, which could fake the precious metals 

goods. Before the notification, there was even no possibility to learn about such 

a misusing. Before the notification, such a misusing was even legal, carried out 

of our country. 

  

 [Q14] 

Before conducting notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter 

of the Paris Convention, did your institution study filing trademark applications in 

other countries? 

If your institution did so, please let us know the reasons why your institution 

eventually chose to conduct notification to the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

Reasons why your institution eventually chose to conduct notification under Article 

6ter of the Paris Convention 

(Answer) 

See Q 13 

 

[Q15] 

Does your institution choose notification to the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or filing of trademark applications in other 

countries, depending on circumstances? If your institution does so, please let us know 

the relevant determination criteria and ideas. 

------------------------ 

 

→ Go to Q18. 

[Q16] 

If your answer to Q12 is "2. Your institution was unilaterally informed, by the 

governmental agency of your country, of notification of the mark of your institution to 

the International Bureau (WIPO) by the governmental agency of your country," please 
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tell us whether your institution filed any application or take any procedure with the 

governmental agency of your country after being informed as such? 

See Q12/4 

 

 1. Yes               → Go to Q17. 

 2. No                  → Go to Q18. 

 3. No idea        → Go to Q18. 

 

 [Q17] 

What were the requirements for filing an application or taking a procedure with the 

governmental agency of your country in the case of [Q16]? Please let us know the 

application process and necessary documents, etc. (format), if any. Please also tell us 

the specific department of the governmental agency with which your institution filed 

the application. 

It was a good bilateral cooperation between AO and Patent Office. The dept. of PO 

was  "Protected marks - foreign protection". We got the forms and information 

about number of paper copies needed and we completed them. Some consultations were 

necessary. I think you can get an example of the form from PO, maybe it is on its 

website. 

 

 [Q18] 

What was the effect of the notification to WIPO? 

In one or two cases came the question from abroad, if it is possible to use a mark 

 similar to our one in some special application. It was application out of 

our branch,  thus we agreed. 

 

[About monitoring of unauthorized use] 

[Q19] Has any of the signs and hallmarks of your institution been used without 

authorization in your country/other countries? If any, when and how was the sign or 

hallmark used without authorization? (including unauthorized uses before the 

notification to WIPO; "unauthorized use" means use by a third party that is not at all 

related to your institution or by an unlicensed person) 

 1. Yes 

 2. No 



‐468‐ 
 

 3. No idea 

Specific examples if your answer is "1. Yes" (Answer) 

Many times there were attempts to falsify our hallmarks (both from the domestic 

and foreign sources) in small extent. Our inspectors came across it and the fine 

was imposed. From time to time the goods with hallmark - forgery are submitted. 

It is  usually situation, where the customer is not aware of the problem. 

 

[Q20] Does your institution monitor the status of use of the marks of your institution, 

for which the governmental agency of your country conducted notification to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention, in other 

countries after the governmental agency of your institution has conducted the 

notification? In addition, please tell us specific monitoring methods. 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 4. Our own monitoring works in the Czech Republic only. There is cooperation 

between colleagues from AO´s of EU countries. We can know from them about forgeries, 

but there is no possibility to punish the foreign authors. 

 

Specific methods (if your answer is "1. Yes") (Answer) 

 Inspection in the domestic shop can discover the forgeries, no matter if 

it is imported or  domestic source.       

 

 

[Q21] Does your institution take any measures where it has been revealed that a mark, 

for which the governmental agency of your country has conducted notification to the 

International Bureau (WIPO), is not appropriately protected in other countries? 

No 

 

This is the end of the questionnaire. 

Thank you for your cooperation. 
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８ チェコ 

 

（２） 法律事務所 
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Q1 パリ条約６条の３に基づいた国際事務局 (WIPO)への通知について  

・ WIPO 通知について、実際手続きをしたことはない。  

・ 知財庁が自ら行っていると聞いている。  

 

Q2 異議通報手続きについて  

（コメントなし）  

 

Q3 異議通報への対応  

（コメントなし）  

 

Q4 WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態  

・ 44 件 WIPO 通知がなされたことがウェブ上検索で知った程度で、  

活用の実態について知らない。  

 

Q5 WIPO 通知を行うことの効果  

（コメントなし）  

 

Q6 WIPO 通知と商標登録出願との関係について  

・ WIPO 通知で保護されている記章の登録出願された場合、商標法により当該

出願を拒絶とされる。  

・ 日本法のような不競法による使用禁止規定はない。不正使用の場合、消費者

保護法による手当も考えられる。  
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資料Ⅲ 

 

９ デンマーク 

（知的財産庁） 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1)貴庁は、パリ条約６条の３に基づく記号を所管する機関ですか？ 

  1.ＹＥＳ                2.ＮＯ 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （パリ条約 6 条の 3 の Express Database によれば、デンマーク

は 80 件の記号を通知しています）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手

順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署で

の手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

デンマーク特許商標庁には、正式な通知手順はなく、通知にはケースバイケース

で対応しています。 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります
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か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

上述の記号及び印章を通報対象として選別する国内基準はありません。

記号が通報対象として適するのか、またそのような特定の記号を実際に

通知すべきなのかどうかをケースバイケースで評価します。 

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど
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のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(9)に進んで下さい。 

 3. 分からない。→(9)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、

同様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

色についての基準はありません。色の付された記号が通知されれば、デンマー

ク特許商標庁でもその記号に色を付したまま公示します 

 

（7）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

際事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要す

る期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

パリ条約 6 条の 3 に基づき通知された記号は、通常は通知の受領後およそ 3 週

間以内にデンマーク商標公報に公示されます。 

 

 

(8) HALLMARKING CONVENTION14のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

これまでそのような事案はなかったので、そのような公示は行われていません

が、2 つの通知はそれぞれの登録及び使用の妨げとなるため、おそらく別々に公

示されるでしょう。 

                                                  
14 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 
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以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

デンマーク商標法（2009 年 1 月 28 日付の LBK 第 90 号）第 14 条 (3）によれば、

国旗又はパリ条約 6 条の 3 により保護されるその他の記号は商標として登録する

ことができません。さらに、商業的に当該記号を使用することは、マーケティン

グ慣行統合法（The Marketing Practices Consolidation Act）（第 1 条及び第 3 条）

及び同法第 3 条に関する規則により禁止される場合があります。 後に、デンマ

ーク刑法第 132 条はパリ条約 6 条の 3 の対象となる記号の一定の使用を禁止して

います。 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

国旗がパリ条約 6 条の 3 の Express Database に登録されておらず、デンマーク特

許商標庁が商標に国旗が含まれていることを疑う場合は、その疑いが正しいかど

うかを検討しています。変更に関する一般的な情報は入手していません。  

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

デンマークでは、一国について複数の国旗の存在を認めています。デンマークは、

2 つの国旗をパリ条約 6 条の 3 の Express Database に通知しています。 
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （パリ条約 6 条の 3 の Express Database によれば、デンマーク

は 4 件の異議通報を行っています。）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

異議通報に関する手順はありません。異議通報にはケースバイケースで対処して

います。  

 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 

デンマークは、“IMO” (QO309), “OMI” (QO310), “INTERNATIONAL 

MARITIME ORGANIZATION” (QO311), “INTERNATIONAL MARITIME 

ORGANIZATION” (QO312)について異議通報を行いました。 
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b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 

IMO という記号については、1983 年にデンマーク政府が異議通報を行いまし

たが、この記号は 2011 年に行われた出願に関連して保護されています。IMO

という略語が保護の対象となっているため、当該商標を登録することはでき

ない旨を当庁が出願人に通知したところ、出願人は出願を取り下げました。

このようにパリ条約 6 条の 3 に従って通知され、その保護につきデンマーク

政府から異議を唱えた記号であっても、やはり商標登録を拒否する根拠とし

て引用される場合があります。しかし、こうした記号が必ず保護されるかは、

異議の理由によるものだと考えられるため、定かではありません。  
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                            ） 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

 

 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

これまでは、問題となっていません。  

 

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至

ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

当該記号の使用を禁止する法令には、次のものがあります。  

LBK nr. 839 af 31/08/2009 (マーケティング慣行統合法）、第 1 条及び第 3 条。

BEK nr. 1084 af 14/09/2007 (マーケティング慣行統合法第 3 条に関する規則 )

デンマーク刑法第 132 条  

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所
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をお示し頂きたい。 

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

上記 d)で「2. No」と答えていますが、次のことに留意して下さい。パリ条

約 6 条の 3 の対象となる記号の保護を扱うデンマークの法令の規定は、当

該記号が少なくともパリ条約に定められた範囲の保護を享受できるように

するため、同条に従って解釈される必要があります。ただし、当該記号や

その使用されている状況によっては、デンマークの法令が保障する保護の

法が保護の範囲が広いという場合もありえます。 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

利用できる制裁は、マーケティング慣行法及び刑法に定められているもので、

罰金や民事訴訟を提起する機会などがあります。 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

近年のデンマークの運用では、そのような事例はありません。  

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

初の質問について、デンマークでは、地方公共団体の監督用若しくは証明用

の印章若しくは記号について保護を行っています。保護の事例としては、次の

ものがあります。  

- デンマーク商標法：2009 年 1 月 28 日の LBK 第 90 号第 14 条 (3)は、「（中
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略）権限を有する当局が登録することを承認している場合を除き、公益

に属する徽章、記章及び盾形紋章を含んでいる商標」を保護しています。

- Kommunestyrelsesloven（デンマーク地方自治体に関連する法）：  2010 年

11 月 1 日の LBK 第 1440 号第 4 条、デンマークにおける地方自治体の名

称及び記号の登録及び保護に関する条文  

- EU 規則により保護される地理的表示。これらの規則としては、次のもの

があります。①農産品及び食品のための地理的表示及び原産地呼称の保

護に関する 2006 年 3 月 20 日理事会規則（EC）第 510/2006 号、②農産品

及び食品の伝統的特産品保証に関する 2006 年 3 月 20 日理事会規則（EC）

第 509/2006 号、③理事会規則（EC）第 1493/1999 号、（EC）第  1782/2003

号、（EC）第 1290/2005 号、（EC）第 3/2008 号を改正し、理事会規則（EEC）

第 2392/86 号、（EC）第 1493/1999 号を廃止するワイン共通市場制度に関

する 2008 年 4 月 29 日理事会規則第 479/2008 号、④理事会規則（EEC）

第 1576/89 号を廃止する蒸留酒の定義、説明、表示、ラベル付け及び地理

的表示の保護に関する 2008 年 1 月 15 日欧州議会及び理事会規則（EC）

第 110/2008 号。  

 

２番目の質問、根拠となる法令、規則等については、C-202/08 P 及び C-208/08 P

事件の統合訴訟をご参照下さい。この訴訟では、欧州司法裁判所が欧州連合の

加盟国はパリ条約 6 条の 3 に関してサービスマークも保護しなければならない

と述べています。 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

保護対象となっている記号で、デンマークの登録しているもの以外については、

デンマークではなく、当該記号を使用している国の権限のある官庁に問い合わせ

ることが適切でしょう。デンマークの登録している記号であり、そのため使用す

る際にはデンマーク官庁からの認可が必要とされる場合には、該当する記号によ

りどの官庁が権限を有するか判断されるため、権限のある官庁にケースバイケー

スで使用の正当性を確認する必要があります。 
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。        →b)に進んで下さい。

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。   

→c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している →d)に進んで下さい。

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

デンマーク商標法第 14 条 (3)で担保しています。同条の文言は次の通りで

す。「さらに、次の商標も登録されない。 (iii)権限を有する当局の許可を受

けていない商標、及び工業所有権の保護に関するパリ条約第 6 条の 3 によ

って拒絶されるべき商標、並びに権限を有する当局が登録することを承認

している場合を除き、公益に属する徽章、記章及び盾形紋章を含んでいる

商標」（2009 年 1 月 28 日付の LBK 第 90 号 ) 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 
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ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

T-127 /02 事件では、欧州共同体の第一審裁判所は、パラグラフ 63-69 にお

いてパリ条約 6 条の 3(c)の判断に関して OHIM の主張を認めています。こ

の事件では、全体の印象、関連する公衆、商品・サービスが重なっている

かが重要だと判示されています。  

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

当該商標登録出願は登録されます。  
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ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 

デンマーク特許商標庁が商標登録を無効化できるのは、デンマーク商標法

第 23 条及び第 30 条に従って抗議（異議申立）又は取消請求が当庁に提出

された場合に限られます。さらに、デンマーク商標法第 29 条に従って民事

訴訟により商標登録の取消しを行うことができます。これらの全ての裏付

けとなる関連規定は、何よりもデンマーク商標法第 14 条 (3)です。同条の

文言は次の通りです。「さらに、次の商標も登録されない。 (iii)権限を有す

る当局の許可を受けていない商標、及び工業所有権の保護に関するパリ条

約第 6 条の 3 によって拒絶されるべき商標、並びに権限を有する当局が登

録することを承認している場合を除き、公益に属する徽章、記章及び盾形

紋章を含んでいる商標」（2009 年 1 月 28 日付の LBK 第 90 号 ) 

 

ただし、先にも述べましたが、当該記号の使用がマーケティング慣行法及

び刑法によって禁止される場合もあり、その手続が商標登録取消の根拠と

されることもあります。 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 
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→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

デンマーク特許商標庁は、後の記号と同一であって、同じ国が所有する商

標は取り消さないと考えられます。 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

デンマーク特許商標庁が不使用により商標の取消しをできるのは、第三者

が不使用に基づき取消しを請求した場合に限られます。 
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

 1. Yes    

 2. No  

(                                                                          ) 

     

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

  1. Yes  No. of cases (According to the Article 6ter Express Database Denmark has 

notified 80 signs)  

 2. No 

 3. No idea 

  

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow? 

 Please tell us the details. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines. 

We have no formal procedures regarding notification and they are dealt with on a case by case 

basis. 
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(4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that fall 

under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

We have no national criteria for selecting the above-mentioned signs and hallmarks. It is 

evaluated on a case by case basis whether a sign is suitable for notification and whether 

such a particular sign in fact should be notified.  

 

 

b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in 

some form (for example, the government gives guidance or has managed the signs 

and hallmarks in the past, or the government attends the examination committee)
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    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

    

(5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

  1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau  

→ Go to (6)

  2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country  

→ Go to (8)

 3. No idea                                           

→ Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 

your country as the subject-matter of protection in the same manner? 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

We do not have any criteria for colors. If a sign is notified in colors we will publish the sign in 

colors as well. 

 

 

(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 
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before a public notice is given after the notification arrives?) 

A sign notified in accordance with Article 6ter is normally published in the Danish Trademark 

Gazette within approximately three weeks after the notification is received. 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 

and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION15? 

Is a public notice given separately with respect to each country using such signs and 

hallmarks? 

It has not been an issue so far and therefore we do not have any procedure. However, the two 

notifications would probably be published separately, as they each form a hindrance for 

registration and use. 

 

 

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for which 

there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

According to Section 14 (3) of the Danish Trademark Act (LBK no. 90 of 28/01/2009), national 

flags or any other signs protected by Article 6ter of the Paris Convention cannot be registered as 

trademarks.  Furthermore, the use of such signs in a commercial context may be prohibited by 

virtue of The Marketing Practices Consolidation Act (Section 1 and 3) and the Regulation 

regarding section 3 in the Marketing Practices Consolidation Act. Finally, Section 132 of The 

Danish Criminal Code prohibits certain uses of signs, which are covered by Article 6ter of the 

Paris Convention. 

 

 

(10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how do 

you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the Paris 

Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law Treaty? 

If a national flag is not in the Article 6ter Express Database and we suspect that a trade mark 

                                                  
15 An example is a mark for metal as indicated on the following website: 
http://www.hallmarkingconvention.org/ (last access date: 2011.11.10).  

http://www.hallmarkingconvention.org/
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contains a national flag we will examine whether our suspicion is correct. We do not obtain 

general information on changes. 

 

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two or 

more national flags are protected for one country, please let us know the names of such countries. 

Denmark admits the existence of two or more flags for one country. Denmark has two flags 

notified in the Article 6ter Express Database. 
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

  1. Yes     No. of cases (According to the Article 6ter Express Database Denmark has 

transmitted four objections) 

 2. No 

 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for transmitting an 

objection, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 

concerning transmission of objections in the guidelines. 

We do not have a procedure with regard to transmitting an objection. This is dealt with on a case 

by case basis. 

 

 

(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 

an objection? 

We transmitted objections against “IMO” (QO309), “OMI” (QO310), “INTERNATIONAL 

MARITIME ORGANIZATION” (QO311), “INTERNATIONAL MARITIME 
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ORGANIZATION” (QO312).  

 

 

b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 

example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  

The sign IMO, to which there was filed an objection by the Danish government in 1983, was 

protected in relation to an application filed in 2011. The applicant withdrew the application 

when the Office notified the applicant that the trademark could not be registered due to the 

protected abbreviation IMO. Thus, signs notified in accordance with Article 6ter of the Paris 

Convention the protection of which the Danish government has protested against may still be 

cited as a hindrance to registration of a trademark. However, it is not obvious that such signs 

should always be protected, as this must depend on the reason for the objection. 
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3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

  1. Yes   No. of cases (     )       → Go to the next question. 

 2. No                   → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 3. No idea                      → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

 

 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 

 

 



‐498‐ 
 

4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to 

the WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 4. Other 

(                                 ) 

 

 

(2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

 

 

 

(3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

So far it has not been an issue. 

 

 

(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 

 1. Yes    No. of cases (     )  

 2. No 

 3. No idea 
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

 1. Taking actions under domestic laws and regulations         → Go 

to b). 

 2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go 

to c). 

 3. No idea                                  → Go to d). 

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

The laws designed to prohibit the use of such signs are: 

LBK nr. 839 af 31/08/2009 (The Marketing Practices Consolidation Act), section 1 and 3.  

BEK nr. 1084 af 14/09/2007 (Regulation regarding section 3 in the Marketing Practices 

Consolidation Act) 

The Danish Criminal Code, Section 132 

 

→ Go to d). 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis?  

 

 

→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 
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 2. No 

 3. No idea 

 

In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 

relevant parts therein. 

Although the answer to the question above is “no” it should be noted that the provisions in 

the Danish legislation that deals with the protection of signs covered by Article 6ter of the 

Paris Convention would have to be interpreted in accordance with that Article in order to 

give such signs at least the level of protection as prescribed in the Paris Convention. 

However, the protection offered by the Danish legislation may in some instances prove to 

give such signs an even better protection depending on the sign and the context in which it 

is being used. 

 

 

 

(2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory measures 

are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil lawsuit filed 

by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

The available sanctions are those provided for in the Marketing Practices Act and in criminal 

law, which include  fines as well as the possibility of a civil lawsuit.   

 

 

(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 

any, how was the prohibited use revealed? 

We do not have any examples in recent Danish practice.  

 

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

 

Regarding your first question: Denmark protects hallmarks or signs indicating control or 
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warranty adopted by local governments. Examples are:   

- The Danish Trademark Act: LBK no. 90 of 28/01/2009 section 14 (3) protects “…trade 

marks which include badges, emblems and escutcheons of public interest, unless the 

appropriate authority has given its consent to their registration”  

- Kommunestyrelsesloven (Act relating to the Danish municipalities): LBK no. 1440 of 

01/11/2010 Section 4, regarding the registration and protection of names and signs of 

municipalities in Denmark  

- Geographical Indications protected by EU regulations. These regulations are 1. Council 

Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical 

indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, 2. 

Council Regulation (EC) No 509/2006 of 20 March 2006 on agricultural products and 

foodstuffs as traditional specialities guaranteed, 3. Council Regulation (EC) No 

479/2008 of 29 April 2008 on the common organisation of the market in wine, amending 

Regulations (EC) No 1493/1999, (EC) No 1782/2003, (EC) No 1290/2005, (EC) 

No 3/2008 and repealing Regulations (EEC) No 2392/86 and (EC) No 1493/1999, 4. 

Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 

15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection 

of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) 

No 1576/89. 

Regarding your second question we refer to the joined cases C-202/08 P and C-208/08 P in 

which the European Court of Justice says that the members of the European Union must also 

protect service marks in relation to Article 6ter.  

 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

With regard to protected signs that are not originating from Denmark it would be appropriate to 

make the inquiries in the competent authority in the country the sign originate from and not in 

Denmark. If the sign originate from Denmark, and thus the use would have to be accepted by a 

Danish authority, the competent authority would have to be ascertained on a case by case basis, 

as the sign in question will determine which authority has the competence.  
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis 

for refusing the application and relevant clauses?  

 1. Trademark law                                   → 

Go to b). 

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention                

→ Go to c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law            

→ Go to d).  

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof. 

The Danish Trade Mark Act section 14 (3). The text of the section is: “Furthermore, the 

following shall not be registered:…(ii) Trade marks which have not been authorized by the 

competent authorities and which are to be refused pursuant to Article 6ter of the Paris 

Convention for the protection of Industrial Property, and trade marks which include 

badges, emblems and escutcheons of public interest, unless the appropriate authority has 

given its consent to their registration.” (LBK no. 90 of 28/01/2009) 

 

 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 

6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 
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international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the 

public or misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of 

invalidation?   

  

 1. Yes 

 2. No Although the answer to the question is “no” it should be noted that the 

provision in the Danish Trademark Act have to be interpreted in accordance with 

Article 6ter in order to give signs protected by that Article at least the level of 

protection as prescribed in the Paris Convention. 

 3. Other 

 

 

 

b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the 

public, if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.)  

 

In case T-127 /02 The Court of First Instance of The European Communities agreed with 

the Office of Harmonisation in the Internal Market on the assessment of the 

above-mentioned section in paragraph 63-69. In this case the following were considered 

to be relevant: the overall impressions, the relevant public and the overlap between the 

goods and services.  

 

→ Go to (e). 
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c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 

 

 

 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 

 

 

 

 

e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right 

holder/user of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the 

government of a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for 

trademark registration registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

The application would be registered. 

 

 

f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 

well as clauses. 

The Danish Patent and Trademark Office can only invalidate a trademark registration when 

an objection (opposition) or request for cancellation is  filed with the Office in 

accordance Section 23 and 30 of the Danish Trade Mark Act. Furthermore, the trademark 

registration can be cancelled by virtue of a civil lawsuit in accordance with Section 29 of 

the Danish Trade Mark Act. The relevant provision in all these instances would first of all 

be The Danish Trademark Act Section 14 (3). The text of the section is:  “Furthermore, the 

following shall not be registered:…(ii) Trade marks which have not been autorised by the 
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competent authorities and which are to be refused pursuant to Article 6ter of the Paris 

Convention for the protection of Industrial Property, and trade marks which include 

badges, emblems and escutcheons of public interest, unless the appropriate authority has 

given its consent to their registration.” 

(LBK no. 90 of 28/01/2009) 

However, as mentioned earlier, the use of such signs may also be prohibited by virtue of 

the Marketing Practices Act as well as the Danish Criminal Code, and such proceeding 

could as well form the basis for a cancellation of the trademark registration. 

 

(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to 

the armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If 

the trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, 

while indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

 1. Invalidated in some cases   → Go to b). 

 2. Not invalidated       → Go to c). 

 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark 

and designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into 

consideration? Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for 

example, are the actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the 

registered trademark and the status of use thereof, taken into consideration?). 

 

 

→ Go to c). 

 

c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supporting materials, if any, while 
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indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

The Danish Patent and Trademark Office would not cancel a trademark that is identical to 

a later sign and owned by the same country.  

 

→ Go to d). 

 

d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

The Danish Patent and Trademark Office can only cancel a trademark on the basis of 

non-use if a a third party requests cancellation on this basis.  

 

 

 

This is the end of the questionnaire. Thank you for your cooperation. 
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資料Ⅲ 

 

１０ ドイツ 

 

（１） 知的財産庁及び法務省 

（２） 法律事務所 A 

（３） 法律事務所 B 
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資料Ⅲ 

 

１０ ドイツ 

 

（１） 知的財産庁及び法務省 
 

 

 

添付資料：商標第 30769036 号に関して  

（登録抹消事件 S 46/09）
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1)貴庁は、パリ条約６条の３に基づく記号を所管する機関ですか？ 

  1.ＹＥＳ                

a. 連邦法務省（Bundesministerium der Justiz）はドイツが保護したいと考える

パリ条約 6 条の 3 の特定の記号を国際事務局に通知し、6 条の 3 の特定の記号

を連邦法律官報に公示します。  

b. ドイツ特許商標庁（Deutsches Patent-und Markenamt）は、商標及びその他

の標識の保護に関する法律（Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen 

Kennzeichen）に従って登記簿に商標を登録するための出願との関係において、

6 条の 3 の記号を検証します。   

c. 司法庁（Bundesamt für Justiz）はこの事項における行政違反行為の訴追を

行います。  

 

 2.ＮＯ 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （ 128 ）件   調査する場合は、WIPO のウェブサイト「Article 

6ter Structured Search」（http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/）にアクセスし、「State」

の索引で「Germany」を選択し、「Search」をクリックしてください。  

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手

順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署で

の手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

ドイツ連邦共和国政府は、連邦法務省が代表して、パリ条約 6 条の 3 に基づく通

知を WIPO の事務局長に送付し、国際事務局からパリ条約の同盟国に通知を転送

するよう要請します。 

通知をする根拠となる法令、規則等はありません。 

ガイドラインもありません。 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

国内基準はありません。 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

→（回答）国内基準がないため、b）は該当しません。  

 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  
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    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(5)に進んで下さい。  

→（回答）国内基準がないため、b)は該当しません。  

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(8)に進んで下さい。 

 3. 分からない。             →(8)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、

同様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

国際事務局（WIPO）はデータベースにおいてパリ条約 6 条の 3 の情報を公示し

ています (http://www.wipo.int/article6ter/en /)。連邦法務省は、その公示を連邦法

律官報（Bundesgesetzblatt）の出版社にそれぞれの公示を転送し、その中では色

が正確に採用されています。 

 

（7）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

際事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要す

http://www.wipo.int/article6ter/en/
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る期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

a) 国の紋章、旗章、若しくはそのほかの記章、または国内の地方、地域団体若

しくはその他の共同的団体の紋章には、絶対的に保護される権利が認められて

います（商標及びその他の標識の保護に関する法律（商標法）8 条 2 項 6 号）。

 

b) 連邦法律官報における連邦法務省により公の記号及び印象、国際政府間機関

の紋章、旗章若しくはそのほかの記章、印章または表示は告示される必要があ

ります（商標及びその他の標識の保護に関する法律（商標法）8 条 2 項 7 号及

び 8 号）。こうした記号は、公示前には法的保護を享受しません。  

 

国際事務局（WIPO）のデータベースにおける公示は、３カ月ごとに行われてい

ます。この瞬間から、連邦法律官報に情報が公示されるまでは 6 カ月以上かか

ります。  

 

 

(8) HALLMARKING CONVENTION16のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

はい。連邦法律官報に公示しています（ただし、そのような事案は知りません）。

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

国旗には、絶対的な保護の権利が与えられています。  

ドイツ商標法 8 条 2 項 6 号は、次の通り定めています。  

「国の紋章、旗章若しくはその他の記章、又は国内の地方、市町村若しくはその

                                                  
16 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 
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他の市町村連合の紋章を含む商標は登録されない。」  

「国の旗章」は、自国（ドイツ）及び外国の旗章から構成されます。  

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

WIPO にはデータベースがあり、そこにパリ条約の同盟国及び WTO 加盟国のす

べての国旗が登録されています。  

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （ 1 ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

ドイツ連邦共和国政府は、WIPO の事務局長に異議通報を送付し、それを該当す

る政府に転送するとともに、工業所有権の保護に関するパリ条約のその他の加盟

国のすべてに対し知らせるよう WIPO に要請します。通知はドイツ連邦共和国の

政府代表を介して、ジュネーブにある国際連合事務局及びその他の国際機関に送

付されます。  

 

異議通報を行う根拠となる国内法令、規則等はありません。  

 

ガイドラインはありません。  

 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 
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ドイツは、リピッツァ（Lipizzan）馬の血統を証明するための２つの公の記号

の保護を求めるスロベニア共和国政府からの申請に対して異議通報を行いま

した。スロベニア政府から通知された記号は、図案化された形式でドイツの

リピッツァナー（Lippizan）のブリーダーが伝統的に公のブランドマークと

記号として使用しているものでした。 

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 

ドイツでは、リピッツァ（Lipizzan）馬の血統を証明するための２つの公の

記号は保護していません。  
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                           ） 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

 

 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

ドイツは該当する国にアプローチします。  

 

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至

ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

ドイツ商標法 145 条 1 項は、次の通り定めています。  

「商品又はサービスに標章を付すために、次のいずれかに掲げるものを同一

若しくは偽造の形で取引上違法に使用する者は、秩序違反を構成する。  

1. 8 条 2 項 6 号にいう国の紋章、旗章、その他の記章又は国内の地方、

市町村若しくはその他の市町村連合の紋章  

2. 8 条 2 項 7 号にいう監督用又は証明用の公的な記号  

3. 8 条 2 項 8 号にいう標識、印章又は表示」  

   

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある
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と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所

をお示し頂きたい。 

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

ドイツ商標法 8 条 2 項 8 号は、次の通り定めています。  

「連邦法律官報（Bundesgesetzblatt）における連邦法務省の告示により、商

標として登録されない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、

印章又は表示」  

 

8 条 4 項の 終文は、次の通り定めています。  

「また、出願に係る商標が、それと国際政府間機関との間に関係があるも

のと公衆に誤った印章を伝える性質のものでない場合は、2 項 8 号の規定

は適用しない。」  

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

ドイツ商標法 145 条 3 項によれば、秩序違反行為は、2,500 ユーロ以下の罰金に

より罰することができます。  

 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

特許商標庁は、違反者に対する措置を行う所管庁ではありません。これは「法務
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省（Bundesministerium der Justiz）」の所管となります。  

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

ドイツの紋章の正当な使用についてドイツで権限のある官庁は、「内務省

（Bundesministerium des Inneren）」又は「連邦行政庁（Bundesverwaltungsamt）」

だと思われます。  
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。        →b)に進んで下さい。

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。   

→c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している →d)に進んで下さい。

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

ドイツ商標法 8 条 2 項 6 号から 8 号は、次の通り定めています。  

「2 項 次の商標は、登録されない。  

6 号 : 国の紋章、旗章、その他の記章又は国内の地方、市町村若しくはその

他の市町村連合の紋章を含む商標  

 

7 号 : 連邦法律官庁（Bundesgesetzblatt）における連邦法務省の告示により、

商標として登録されない監督用又は証明用の公的な記号を含む商標  

 

8 号 : 連邦法律官報（Bundesgesetzblatt）における連邦法務省の告示により、

商標として登録されない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標

識、印章又は表示を含む商標」  

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ
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せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

1.) まず、シュトイブレ（Ströbele）／ハッカー（Hacker）による主要な

ドイツ商標法コンメンタール、2011 年第 10 版においてどのように商

標法が解釈されているかを説明させていただきます。  

貴殿にも分かるよう、当庁の語学課が英語の翻訳版を作成しました。  

この英語の翻訳版は研究目的でのみご利用下さい。  

 

「Ströbele/ Hacker「ドイツ商標法：コンメンタール」2001 年第 10 版：  

9.4 商標法 8 条 2 項 8 号に基づく国際機関の記号  

9.4.1 条文の趣旨  

8 条 2 項 8 号は、（旧商標法（WZG）4 条 2 項 3a 号の規定から逸脱する

ことにより）連邦法律官報における連邦法務省の告示により、商標として

登録されない国際政府間機関の紋章、旗章若しくはその他の標識、印章又

は表示の登録を禁止している。これにより、パリ条約 6 条の 3（1） (b)の

規定が考慮されている。さらに、国内での登録を禁止する要件として、パ

リ条約 6 条の 3（3） (b)の意味における通知がなされ、パリ条約の同盟国

から異議通報が無かったこと（パリ条約 6 条の 3（4））を定めている。か

かる通知は、遡及的効果は有さない（パリ条約 6 条の 3（6））。  

WIPO は、政府間機関の名称、略称及び記章を登録したデータベースを

維持している。   
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9.4.2 商標法 8 条 4 項 4 文に基づく制限  

8 条 4 項 2 文の条件付許可（禁止の例外）以外では、8 条 4 項 4 文が別

の追加的な制限を定めている。それによれば、8 条 2 項 8 号の規定は、出

願に係る商標が、その商標と国際機関との間に関係があるものと公衆に偽

って示唆するようなものである場合にのみ適用される。このパリ条約 6

条の 3(1)(c)に対応する制限により、不当な拒絶をなくすことができる。

これは旧商標法（WZG）4 条 2 項 3a 号の広義の文言では排除することが

できなかったものである。従って、 初に当該の国際機関の活動部門と出

願に係る商標の対象となる商品・サービスに関連する分野との間に客観的

関係があるかどうかを審査する必要がある。  

 

客観的関係があるとするならば、次に「出願に係る商標は、いかなる点

でも当該の機関を示す識別性のある表示として認知できるものであるの

か」という点が問題となる。これに関しては、8 条 4 項 4 文の「関係

（connection）」という語が国際機関と直ちに混同されてしまうことを要件

としていないのは確かであるが、少なくとも当該機関と明らかに関連づけ

られることを要件としている。保護の対象となっている名称がドイツ語又

は頻繁に使用される外国語の一般的用語でもあり、公衆からこの別の意味

を持つものと解釈されているものに当たる場合は、このような関連付けは

存在しないものと考えられなければならない。さらに、例えば、当該の記

号が別の商標の要素とともに、当該の機関とは関係しない結束性のある包

括的概念を形成する場合は除外されなければならない。この点に関して

は、どの場合でも極めて重要となるのが出願された商標の全体的な印象で

あるため、実際には商標の要素を追加すること（例えば略語の説明を加え

る）でそれが国の記章であるとの印象を弱めることは可能である。しかし、

他方では、商標の要素を追加したとしても、それも当該の国際機関を示す

特別な表示としてまさに認知され、従って公的な記章と容易に関連づけら

れるということもあり得る。  」  

 

2.) 次に、例として ECA 商標に関する 2004 年 4 月 21 日の第一審裁判

所（第 4 部）の判決を挙げたいと思います。  

判決文は、次のサイト：http;//curia.europa.eu/juris/document で閲覧

することができます。判決文は英語で公開されています。   
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3.) 第三に、商標第 30769036 号の取消しに関する 2011 年 8 月 4 日の

ドイツ特許裁判所判決（27 W (pat) 105/10）を挙げたいと思います。  

 

 

 

ドイツ語の判決文のコピーを添付します。この判決は、国際政府間機関の

商標に関するドイツ特許商標庁の審査方法を示す良い例です。  

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 
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e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

当該商標登録出願の登録は認められます。  

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 

 

ドイツ商標法 50 条は、次の通り定めています。  

1 項：「商標の登録は、3 条、7 条、8 条の規定に違反して登録された場合、

無効事由による請求に基づき抹消される。」  

3 項：「商標の登録は、8 条 2 項 4 号から 10 号までの規定に違反して登録さ

れており、かつ、次の条件が満たされる場合は、職権により抹消することが

できる。  

1. 抹消手続きが登録日から 2 年以内に開始されること  

2. 抹消についての決定がされる時点になお 8 条 2 項 4 号から 9 号に定

める拒絶理由が存在していること、及び  

3. 登録が明らかに当該規定に違反していること」 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 
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２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

 

 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

ドイツ商標法 145 条 1 項 1 号、3 項によれば、違法な使用は罰せられます。

（上記の設問 5(1)及び (2)をご覧下さい。）  

 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

ドイツ商標法 49 条 1 項は、次の通り定めています。  

「商標の登録は、登録日後に、当該商標が継続して 5 年間、6 条の規定に

従う使用がされていない場合は、取消事由による請求に基づき抹消され

る。」 

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

 1. Yes 

 

a. The Bundesministerium der Justiz (Federal Ministry of Justice) notifies certain signs under 

Article 6ter to the International Bureau (WIPO) which Germany wishes to protect, and 

publishes certain signs under Article 6ter in the Federal Law Gazette; 

b. The Deutsches Patent-und Markenamt  (German Patent and Trade Mark Office) verifies 

signs under Article 6ter in the context of the examination of the prerequisites for application to 

enter a trade mark in the register pursuant the Act on the Protection of Trade Marks and other 

Symbols (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen); 

c. The Bundesamt für Justiz (Federal Office of Justice) prosecutes administrative offences in 

this matter. 

 

 2. No 

(                                                                      ) 

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

 1. Yes  No. of cases ( 128 ) -  for research visit the website “Article 6ter Structured 

Search” of WIPO http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/,  select 

“Germany” in the index “State” and click on “Search” 

 2. No 

 3. No idea  

 

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow?  Please tell us the details. 

The Government of the Federal Republic of Germany, represented by the Federal Ministry of 

Justice, sends its communication pursuant to Article 6ter to the Director General of WIPO and 

requests transmission of the communication by the International Bureau to the countries of the 

Union under the Convention of Paris. 

 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any.  

No such national law or regulation etc. exists. 

 

 

 In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines.  

 

Such guideline does not exist. 

 

 Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines.  

See above. 

 

 

 (4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that 

fall under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

There are no national criteria. 
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b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

In accordance with the response in a), b) does not apply. 

 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in some 

form (for example, the government gives guidance or has managed the signs and 

hallmarks in the past, or the government attends the examination committee) 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

 

 (5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

 1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau 
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The International Bureau (WIPO) publishes information under Article 6ter in its database. 

Subsequently the Federal Ministry of Justice publishes this information in the 

Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette). 

→ Go to (6)

 2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country → Go to (8) 

 3. No idea                                   → Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 

your country as the subject-matter of protection in the same manner? Yes. 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

The International Bureau (WIPO) publishes information under Article 6ter in its database 

(http://www.wipo.int/article6ter/en /). The Federal Ministry of Justice transfers each 

publication to the publishing house of the Bundesgesetzblatt (Federal Law Gazette), which 

adopts colours accurately. 

 

 

(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 

before a public notice is given after the notification arrives?) 

a) State coats of arms, state flags or other sovereign state symbols or coats of arms of a 

domestic locality or of a domestic municipal or other local authority association are given an 

absolute right to protection (Section 8 Subsection 2, No 6 of the Act on the Protection of Trade 

Marks and other Symbols (Trade Mark Act)).  

 

b) Official signs, hallmarks, coats of arms, flags or other symbols, seals or designations of 

international intergovernmental organizations need to be published by the Federal Ministry of 

Justice in the Federal Law Gazette (Section 8 Subsection 2, Nos 7 and 8 of the Act on the 

http://www.wipo.int/article6ter/en/
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Protection of Trade Marks and other Symbols (Trade Mark Act)). These signs do not enjoy legal 

protection before publication. 

 

Publications in the database of the International Bureau (WIPO) take place every 3 month. From 

this moment on it takes 6 months or more to publish information in the Federal Law Gazette. 

 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 

and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION17? 

Is a public notice given separately with respect to each country using such signs and 

hallmarks? 

Yes, in the Federal Law Gazette (though such cases are not known). 

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for 

which there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

National flags are given an absolute right to protection. 

Section 8, Subsection 2, No 6 of the Act on the Protection of Trade Marks and other Symbols 

(Trade Mark Act) states: 

“Trademarks which include national coats of arms, national flags or other national emblems or 

coats of arms of a place in the Federal Republic of Germany, or of an association of German 

local authorities, or a wider association of German local government bodies shall not be 

registered.” 

National flags comprise flags of the own country (Germany) and of foreign countries. 

 

(10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how do 

you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the Paris 

Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law Treaty? 

There is a database of the WIPO which contains all flags of the member states of the Union to 

                                                  
17 An example is a mark for metal as indicated on the following website: 
http://www.hallmarkingconvention.org/  (last  access date: 2011.11.10).  

http://www.hallmarkingconvention.org/


‐534‐ 
 

the Paris Convention and of the WHO. Publication in the database of the International Bureau 

(WIPO) takes place every 3 months. 

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two 

or more national flags are protected for one country, please let us know the names of such 

countries. 

 

The countries of the Union can notify national flags. WIPO publishes notified national flags in 

its database (http://www.wipo.int/article6ter/en/). Germany admits the existence of national 

flags in this database, even if there are two or more national flags for one country. 

 

 

 

http://www.wipo.int/article6ter/en/
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

 1. Yes     No. of cases (  1  ) 

 2. No 

 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

The Government of the Federal Republic of Germany sends the objection to the Director 

General of WIPO and requests WIPO to transmit its objection to the Government concerned and 

to inform all other Member States of the Paris Convention for the Protection of Industrial 

Property. The Communication is transmitted via the Permanent Mission of the Federal Republic 

of Germany to the Office of the United Nations and the other International Organizations 

located in Geneva. 

 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for 

transmitting an objection, if any.  

No such national law or regulation exists. 

 

 In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are 

any such guidelines.  

Such guideline do not exist 

 

 Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 
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concerning transmission of objections in the guidelines.  

 

See above. 

 

 

(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 

an objection? 

Germany objected to the request of the Government of the Republic of Slovenia to protect two 

official signs of identification of authenticity of the Lipicanec (Lipizzan) horse. The signs 

communicated by the Government of Slovenia are traditionally used, in stylized form, as 

official brand marks and signs by breeders of Lipizzaner (Lippizan) horses in Germany. 

 

b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 

example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  

In Germany the two official signs of identification of authenticity of the Lipicanec 

(Lipizzan) horse are not protected. 
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3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes   No. of cases (     ) → Go to the next question. 

 2. No            → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on the next 

page. 

 3. No idea                 → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on the next 

page. 

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

- 

 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 

- 
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4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to 

the WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 4. Other (                                                     ) 

 

 (2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

- 

 

 

 (3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

Germany approaches the country in question. 

 

 

(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 1. Yes    No. of cases (     )  

 2. No 

 3. No idea 
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

  1. Taking actions under domestic laws and regulations         → Go 

to b). 

  2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go 

to c). 

  3. No idea   

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

The German Trademark Act Section 145, subsection 1 states: 

“Any person who, in the course of trade, unlawfully uses 

4. a coat of arms, a flag or some other national emblem or a coat of arms of a 

place in the Federal Republic of Germany or of an association of German local 

authorities, or a wider association of German local government bodies within 

the meaning of Section 8, Subsection 2, No.6, 

5. an official test mark or sign of quality within the meaning of Section 8, 

Subsection 2, No. 7 or 

6. an identification, a seal or a designation within the meaning of Section 8, 

Subsection 2, No. 8 

 in an identical or counterfeit form for marking goods or services commits a regular 

offence.” 

 

→ Go to d). 

 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis?  
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→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 

In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 

relevant parts therein. 

The German Trademark Act Section 8, Subsection 2, No.8 states: 

 “Trademarks which include coat of arms, flags or other identifications, seal or 

designations of international intergovernmental bodies which, in accordance with an 

announcement of the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette 

(Bundesgesetzblatt), shall not be registered as a trademark.” 

Section 8, Subsection 4, last sentence states: 

“Furthermore, subsection 2, No. 8 , shall not apply if the trademark applied for is not of 

such a nature as to convey to the public the incorrect impression that there is a connection to 

the international intergovernmental bodies.” 

  

        

(2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory measures 

are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil lawsuit filed 

by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

According to German Trademark Act, Section 145, subsection 3 the regulatory offence can be 

punished with a penalty of up to two thousand five hundred Euro. 

 

           

(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 
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any, how was the prohibited use revealed? 

We are not the competent office for measures against offenders. This is the “Bundesamt für 

Justiz”. 

 

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

 

 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

Competent German authorities for the legitimate use of German State Emblems might be 

“Bundesministerium des Inneren” ( Federal Ministry of the Interior) or the 

“Bundesverwaltungsamt”. 
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis 

for refusing the application and relevant clauses?  

 1. Trademark law                                    → Go to b).

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention              → Go to 

c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law            → Go to 

d). 

 

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof. 

The German Trademark Act, Section 8, subsection 2, No 6 to 8 states: 

“(2) Trademarks  

No.6: which include national coat of arms, national flags or other national emblems or coat of 

arms of a place in the Federal Republic of Germany, or of an association of German local 

authorities, or a wider association of German local government bodies, 

 

No. 7. which include official test marks or signs of quality which, in accordance with an 

announcement of the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette 

(Bundesgesetzblatt), shall not be registered as trademarks, 
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No.8: which include coats of arms, flags or other identifications, seals or designations of 

international intergovernmental bodies which, in accordance with an announcement of the 

Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt) , shall not be 

registered as trademarks 

shall not be registered.” 

           

 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 

6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the 

public or misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of 

invalidation?   

 1. Yes 

 2. No  

 3. Other 

 

b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the 

public, if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.)  

 

 

 

2.) First of all we would like to tell you how the law is interpreted by the main 

commentary to the German Trademark Act by Ströbele/ Hacker, 10th edition 2011. 
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To make it understandable for you our language section provided us with the translation in 

English. 

Please notice that this English translation should only be used for research purposes. 

By: Ströbele/ Hacker, German Trade Mark Act, Commentary, 10th edition, 2011: 

9.4 Signs of international organisations pursuant to Section 8(2) No. 8 of the Trade 

Mark Act 

9.4.1 Legislative content 

Section 8(2) No. 8 prohibits (by way of derogation from the provision of Section 4(2) 

No. 3a of the former Trademark Act (WZG)) the registration of armorial bearings, flags or 

other signs, seals, or designations, of international intergovernmental organisations, 

which according to a notice published by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law 

Gazette, are excluded from registration as trade marks. This ensures that the provisions of 

Article 6ter (1)(b) of the Paris Convention are taken into account. Moreover, the national 

prohibition of registration requires a notification within the meaning of Article 6ter (3)(b) 

of the Paris Convention to which no country of the Union has raised any objection (Art. 6ter 

(4) of the Paris Convention). Such notifications are not relevant retroactively (Art. 6ter (6) 

of the Paris Convention). 

WIPO maintains a database of the names, abbreviations and emblems of intergovernmental 

organisations. 

 

9.4.2 Restrictions pursuant to Section 8(4), sentence 4 of the Trade Mark Act 

Apart from the conditional authorisation (exception from the prohibition) under 

Section 8(4), sentence 2, Section 8(4), sentence 4 contains another additional restriction 

according to which Section 8(2) No.8 shall only be applicable, where the trade mark filed is 

of such a nature as to falsely suggest to the public that a connection  exists between the 

trade mark and the international organisation. This restriction, corresponding to 

Article 6ter (1)(c) of the Paris Convention,  avoids unjustified refusals, which could not be 

excluded under the broader wording of Section 4(2) No. 3a of the former Trademark Act 

(WZG). In this respect, it has to be initially examined whether there is any objective 

connection between the sector of activity of the international organisation in question and 

the field relating to the goods/services covered by the trade mark sought. 

 

If this can be answered in the affirmative, another question follows: Can the trade mark 

applied for be perceived in any respect as a distinguishing indication referring to the 
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organisation? In this context, it is true that the word "connection" in Section 8(4), 

sentence 4 does not require that there be any direct confusion with the international 

organisation, but it requires at least an obvious association to the organisation. The 

existence of such association has to be denied where the protected designation constitutes at 

the same time a common word in the German language or in a frequently used foreign 

language, which is interpreted by the public as having exclusively this other meaning. 

Furthermore, those cases must be excluded, for example, in which the sign in question, 

together with another trade mark element, forms a cohesive overall concept, which is not 

related to the organisation in question. In this respect, it is always the overall impression of 

the filed trade mark that is essential so that it is in fact possible that further trade mark 

elements (e.g. explanations of abbreviations) will lessen the impression of it being a 

national emblem. On the other hand, however, additional trade mark elements may also be 

perceived precisely as special indications referring  to the international organisation and, 

consequently, may be easily associated with an official emblem.  

 

2.) Secondly there is the Judgement of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 

21st  April 2004 concerning the trademark ECA. 

You may find the judgement at http;//curia.europa.eu/juris/document. It is published 

in English.  

 

 

3.) Thirdly there is a judgement of the German Patent Court (27 W (pat)105/10) from 4th  

August 2011 concerning the cancellation of the Trademark 30769036. 
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Copy of judgement in German is attached.. The judgement is a good example to show 

how the GPTO examines trademarks of international intergovernmental bodies. 

 

 

→ Go to (e). 

 

c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 

 

 

 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 

 

 

 

e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right 

holder/user of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the 

government of a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for 

trademark registration registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

It is registered. 

 

 

f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 

well as clauses. 

German Trade Mark Act, Section 50 states: 
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Section 1: “Registration of a trademark shall, upon application, be cancelled because of 

nullity if it was registered in contravention of Section 3, 7, 8.” 

Section 3: “Registration of a trademark can be cancelled ex officio, if it was registered in 

contravention of Section 8, Subsection 2, No. 4 to 10, and if, 

1. the cancellation proceedings have been initiated within a period of two years since 

the date of registration, 

2. the bar to protection pursuant to Section 8, Subsection 2 No. 4 to 9 still exists at the 

time at which a decision is taken with regard to the cancellation, and if 

3. the registration was evidently made in contravention of these provisions.” 

 

 

(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to 

the armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If 

the trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, 

while indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 1. Invalidated in some cases   → Go to b). 

 2. Not invalidated       → Go to c). 

 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark 

and designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into 

consideration? Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for 

example, are the actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the 

registered trademark and the status of use thereof, taken into consideration?). 

 

 

→ Go to c). 

 

c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supporting materials, if any, while 



‐548‐ 
 

indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

It is an unlawful use which is punished according to Section 145 Subsection 1 No. 1, 

Subsection 3 of the German Trade Mark Act (see above question 5.(1) and (2). 

    

→ Go to d). 

 

d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

Section 49 Subsection 1 of the German Trademark Act states: 

“The registration of a trademark shall, upon application, be cancelled because of 

liability         

to revocation, if, after the date of registration, the trademark has not been used in   

accordance with Section 6 within a continous period of five years.”   

    

 

This is the end of the questionnaire. 

Thank you for your cooperation. 
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連邦特許裁判所  
 

 

 

27 W (pat) 105/10 

――――――――  

（記録番号）  

 

 

 

決定  

抗告事件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連邦特許裁判所 152 

08.05 
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商標第 30769036 号に関して  

（登録抹消事件 S 46/09）  

 

 

連邦特許裁判所第 27 部（商標抗告部）は 2011 年 8 月 4 日に Dr. Albrecht 裁

判長、Kruppa 裁判官及び Werner 地方裁判所裁判官により次のように決定した。 

 

 

1．商標所有者の抗告を却下する。  

 

2．請求者の抗告により、2010 年 3 月 23 日のドイツ特許商標庁商標部 3.4

の決定を、当該決定が「調理・冷蔵機器、客への飲食物及び宿泊施設の

提供」に関する商品及びサービスに係る抹消請求を却下した範囲に限り

取り消す。商標第 30769036 号は、当該商品及びサービスについても抹消

する。  

 

 

理由  

 

Ⅰ  

 

2007 年 10 月 26 日に出願され、2008 年 4 月 9 日に登録された  

 

「第 11 類：調理・冷蔵機器、  

   第 41 類：食物及び飲物の製造、調理及び評価における品質管理をテーマ

にしたセミナーの実施、  

   第 43 類：客への宿泊施設及び飲食物の提供」  

 

に関わる商品及びサービスに関する彩色（青、黄、白）文字／図形商標第 30769036

号（2008 年 5 月 9 日公告）  
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に対して、請求者は 2009 年 1 月 30 日に商標法第 8 条第 2 項第 8 号との関連に

おける同法第 50 条第 1 項に基づく抹消請求を提出した。  

 

抹消請求の理由として請求者は次のように主張している。『商標の図形には欧

州記章とほぼ同一の複製が含まれ、少なくともこれは欧州記章の紋章学的な模倣

である。商標出願には星の環以外にも別の要素、つまり別の文字・図形要素が含

まれているという事実によっても、非登録性は変わらない。なぜなら、「EURO」

という文字を使用することによって、欧州連合の機関との関連性が存在するとい

う印象を一層強めているからである。』  

 

商標所有者は、2009 年 3 月 27 日に送達された抹消請求に対して、2009 年 4

月 8 日にドイツ特許商標庁に受理された書面によって次のように反論している。

『本件商標は、五角形の星 13 個に囲まれた地図を背景にして様式化されたコッ

ク帽が配置されたものであり、欧州連合旗の図案でも類似の図案でもない。』  

 

ドイツ特許商標庁商標部 3.4 は、2010 年 3 月 23 日の決定によって、  

 

  「食物及び飲物の製造、調理及び評価における品質管理をテーマにしたセミ

ナーの実施」  

 

に関わるサービスについて、本件商標の一部抹消を命じ、その他の抹消請求を却

下した。決定には次のような理由が付されている。『本件商標は、「食物及び飲物

の製造、調理及び評価における品質管理をテーマにしたセミナーの実施」に関わ

るサービスについては、商標法第 8 条第 2 項第 8 号及び第 8 条第 4 項第 1 文に

違反して登録されている。商標法第 8 条第 2 項第 8 号の規定は、連邦法律官報

における連邦法務省の告示により商標としての登録が排除されている国際政府
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間機関の表示などの登録を禁止している。商標法第 8 条第 4 項第 1 文によると、

商標が同法第 8 条第 2 項第 8 号に記載されている標章の模倣を含んでいる場合

にも、同法第 8 条第 2 項第 8 号を適用することができる。欧州評議会の標章は、

商標としての登録が排除される標章の一つである。  

 

本件の文字／図形商標には、商標法第 8 条第 4 項第 1 文の意味における欧州

記章の模倣が含まれている。「模倣」という表現は、パリ条約第 6 条第 I 項に含

まれる「紋章学的な意味における模倣」という概念を受け継いだものである。商

標法第 8 条第 4 項第 1 文に含まれるのは、高権標章が他の標章から区別される

特有な紋章学的特徴をもつ模倣である。欧州評議会の記章は、紋章学的には「紺

色の背景に先端が接触しないように円環状に配置された 12 個の五角形の星」と

して表現される。本件商標には、相互の先端が接触せず、等間隔で配置された

13 個の五角形の金色の星によって構成される冠を内縁に配置した青地の円が含

まれている。したがって、欧州記章の特有な特徴を持っている。星の数は欧州記

章より一つ多いが、この僅かな逸脱は、ターゲットとなる公衆の圧倒的な部分に

は認識されないであろう。まず、国内の取引業界の大部分の人が、欧州記章の星

の数を正確には知らないとすることができるであろう。公衆の内で正確な数を知

っている人でも、「数えなおすこと」は滅多にないので、僅かの相違には気づか

ないであろう。  

 

星の種類も欧州記章と一致している。なぜなら、両者とも同じ形態の五角形の

星であり、一つの頂点が上を向き、すべて同じ大きさだからである。 後に、円

の要素の配色（青地に黄色の星）も欧州記章とほぼ同じである。本件商標では星

冠が、四角で囲まれている欧州記章とは異なり、円で囲まれているという点は、

重要ではない。なぜなら、紋章学的な描写では地の面については特定の形が示さ

れていないからである。これとは別に、現在では星の冠は欧州連合のシンボルと

みなされている。円の要素には星の冠の他に文字及び図形の要素も含まれている

という点も、模倣を否定するものではない。  

 

請求者の申立てによると、相手方は欧州委員会からもその他の欧州機関からも

欧州記章の使用許可を受けていない。さらに相手方は、該当する許可によって欧

州記章を使用する権利を有していることを主張していない。  

 

ただし本件商標が、国際政府間機関との関連性が存在するという間違った印象
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を公衆に与えるのに適しているのは、第 41 類のサービスについてだけである（商

標法第 8 条第 4 項第 4 文）。この種の印象を与えるか否かは、次の点を基準に判

断する。すなわち、機関の活動分野と出願によって請求された商品又はサービス

との間に、何らかの実質的な関連性が存在するか否か、関連性が存在する場合は、

出願された表示が全体として又は構成部分について、何れかの観点からもっぱら

機関を示唆するものとして理解され得るか否かという点である。欧州評議会及び

欧州連合は、共に様々な分野において多くのプロジェクトに関係している。例え

ば欧州評議会は、欧州連合の政策と関連するテーマについての会議、トレーニン

グプログラム及びセミナーを主催している。したがって、「食物及び飲物の製造、

調理及び評価における品質管理をテーマにしたセミナーの実施」に関わるサービ

スについては、ターゲットとなる取引業界の人々が、商標と請求者の間に関連性

が存在すると考えることを否定できない。本件商標は、もっぱら欧州連合ないし

は欧州委員会又は一般的に欧州機関を示唆するものとして理解される可能性が

ある。  

 

追加的要素である「EURO」と背景に配置されている様式化された欧州の図案

は、ここでは対応する結びつきの印象をさらに強めている。  

 

なお、商標保護の対象となっているその他の商品及びサービスについては、欧

州共同体ないしは欧州委員会又はその他の欧州機関との関連性が存在するとい

う間違った印象を与える可能性はないと考えられる。欧州共同体ないしはその機

関の活動分野は、これらの商品及びサービスとは実質的な関連性は存在しない。

欧州共同体及びその機関の業務は、主として経済政策及び社会政策であるという

ことから、欧州共同体又はその機関が、「調理・冷蔵機器」の製造及び営業とし

ての販売若しくは「客への飲食物及び宿泊施設の提供」を営業として行っている

か、又は、この種の活動を財政的に支援していると考えるのは、かなり的外れで

ある。実質的な関連性が存在しないので、本件商標は、「調理・冷蔵機器」及び

「客への飲食物及び宿泊施設の提供」が欧州委員会又はその他の欧州機関による

品質管理の対象であるとの誤った印象をターゲットである取引業界の人々に与

えるのには不適切である。  

 

したがってこの商標は、第 41 類のサービスについてのみ抹消する。この範囲

を越える抹消請求を却下する。』  
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この決定に対して、商標所有者及び請求者の双方が抗告を提出した。商標所有

者は次のように主張している。『当局が、本件商標は欧州機関と関連性があると

いう間違った印象を与えるのには適していないと判断したのは正しい。本件商標

の商品及びサービスは、商標法第 8 条第 4 項第 4 文の意味において、欧州連合

の活動分野とは実質的な関連性は存在しない。  

 

EURO-TOQUES イニシアチブは、ヨーロッパの数多くのトップ料理人、企業

及び生産者が参加している団体であり、料理フェスティバル、アマチュアのため

の料理選手権、美食体験週間、料理クラブを開催すると共に料理、食べる、飲む、

楽しむ、品質意識、自然の食材による健康な食事というテーマでその他の活動を

行っている。欧州機関が客への飲食物及び宿泊施設の提供を営業として行ってい

るというのは、実際に的外れである。  

 

主として本件商標は、主要な特徴的要素としてコック帽が示されていて、これ

は文字構成要素「TOQUES」にも再現されている。これは、出願された商品及

びサービスの区分を示唆するものとして、欧州連合の活動分野との違いを明らか

にしている。この紋章学的な特徴によって、商標は明確に欧州連合と区別され、

消費者は出願された標章を欧州連合への示唆であるとは考えない。』  

 

商標所有者は、次の様に申し立てている（要約）。  

 

  1．2010 年 3 月 23 日の商標部の決定を、商標第 30769036 号の  

     「食物及び飲物の製造、調理及び評価における品質管理をテーマにし

たセミナーの実施」  

に関わるサービスについて部分的抹消が命じられた範囲に限り、部分的に

取り消し、抹消請求もその範囲で却下すること。  

 

  2．請求者の抗告を却下すること。  

 

請求者は次の様に申し立てている（要約）。  

 

  1．2010 年 3 月 23 日の商標部の決定を、商標第 30769036 号の  

 

     「調理・冷蔵機器、客への飲食物及び宿泊施設の提供」  
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    に関わる商品及びサービスについて抹消請求が却下された範囲に限り、

部分的に取り消し、商標第 30769036 号をその範囲について抹消するこ

と。  

 

  2．商標所有者の抗告を却下すること。  

 

請求者は理由づけにおいて次の様に述べている。『本件商標の第 11 類で保護さ

れている商品「調理・冷蔵機器」は、家庭用機器及び電気製品である。当局の推

定とは異なり、欧州共同体、特に欧州委員会は、積極的にこの種の製品の安全性

と取り組んでいる。この点について請求者は、ガス設備に関する欧州議会及び理

事会指令 2009/142/EG を実施する枠内における委員会の通達（確定文言）のコ

ピーを添付文書 1 として提出している。この通達では、「家庭用調理機器」が明

確に指摘されている。』  

 

さらに請求者は、添付文書 2 としてニュースレター「欧州の持続的エネルギー」

のコピーを提出し、次の様に指摘している。『この中で、家庭用機器産業は欧州

連合における経済の重要な部分であることが確認されている。欧州連合は、家庭

用機器との関連において、よりエネルギー効率が高くかつ環境保全性の家庭用機

器の製造を奨励している。そのために欧州連合は、消費者に機器のエネルギー効

率を知らせるエネルギーラベルを導入した。ラベルには、等級を示す「A」から

「G」の他に欧州旗が配置されている。添付文書 3 として提出したこの種のラベ

ルのコピーから明らかなように、ラベルは冷蔵機器（冷蔵庫及び冷凍庫）にも使

用される。  

 

これに関して欧州連合は、添付文書 4 が示しているように、統一的なラベル及

び製品情報による家庭用機器のエネルギー及びその他の資源の使用量の記載に

関する 1992 年 9 月 22 日の理事会指令 92/75/EGW も発令した。  

 

第 43 類のサービス「客への飲食物及び宿泊施設の提供」に関しても、添付文

書 5 から 10 までが示すように、欧州共同体及びその機関の活動分野と当該サー

ビスとの間には実質的な関連性が存在する。  

 

本件商標によって保護された商品と欧州連合との間の実質的な関連性が否定



‐556‐ 
 

されないので、本件商標の抹消は商標法第 8 条第 4 項第 4 文に違反しない。』  

 

 

Ⅱ  

 

請求者の抗告を認め、商標所有者の抗告を却下する。商標 30769036 号は、そ

の標章が欧州記章の模倣であるので、すべての商品及びサービスに関して、商標

法第 8 条第 2 項第 8 号及び第 4 項第 1 文との関連における同法第 54 条及び第

50 条に基づいて抹消される。  

 

1．商標の中に国の高権標章又は、本件のように欧州記章の模倣が存在するか否

かという問題は、商標法第 9 条第 1 項第 2 号及び第 14 条第 2 項第 2 号において

商標の抵触法のみを規律する規定の援用によってではなく、該当する商標と国の

高権標章との類似性又は混同の危険性を審査して判断する（商標法の立法理由書、

1994 年 1 月 14 日の連邦議会資料 12/6581、71 頁参照）。商標法第 8 条第 4 項第

1 文の意味における模倣という概念は、パリ条約第 6 条第 1 項に含まれている「紋

章学的な意味における模倣」という概念を受け継いだものである（前掲の立法理

由書参照）。ここには、特有の紋章学的特徴を示すような模倣も当然含まれる

（EuG GRUR 2004, 773, RZ.40 - 欧州記章の商標への使用；Ströbele/Hacker, 

商標法、第 9 版、第 8 条欄外番号 507）。「紋章学的な意味」を比較する場合は、

紋章学的な描写に照準を合わせるべきであり、その性質上より詳細である幾何学

的描写を顧慮すべきではない（EuG 前掲書、Rz. 44 参照）。高権標章が特定の

方法で様式化されているか、又はその一部のみが使用されているという事実だけ

では、紋章学的な意味における模倣が否定されるわけではない（EuG 前掲書、

Rz. 41 参照）。  

 

2．この基準によると、本件で問題になっている図案は、欧州記章特有の紋章学

的特徴すべてを持っているので、この記章の模倣である。その理由については、

繰り返しを避けるために、商標部による的確な説明を参照のこと。  

 

本件商標は、登録されているすべての商品及びサービスとの関係で、公衆に欧

州連合と関連性が存在するという誤った印象を与えるのに適している。  

 

a）商標部によって抹消された第 41 類の「食物及び飲物の製造、調理及び評価
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における品質管理をテーマにしたセミナーの実施」に関わるサービスについても、

繰り返しを避けるために、商標部による的確な説明を参照のこと。  

 

b）商標部によって抹消されなかった商品及びサービス「調理・冷蔵機器、客へ

の飲食物及び宿泊施設の提供」については、本抗告部は、商標部の見解とは異な

り、特に請求者が抗告手続において提出した多数の文書に基づいて判断すると、

この限りでは商標法第 8 条第 4 項第 4 文を制限することはできない。本件商標

の第 11 類及び第 43 類の商品及びサービスは、欧州共同体及び／又はその機関

の活動と実質的に関連する活動分野に分類される。  

第 11 類の「調理・冷蔵機器」に関わる商品については、請求者が抗告手続に

おいて提出した添付文書 1 から添付文書 4 までがこれを証明している。これら

の商品は、請求者が添付文書 1 として提出した委員会の通達に基づいて、請求者

が安全の観点から取り組んでいる家庭用機器である。添付文書 2 として提出され

たユースレター、添付文書 3 として提出されたインターネットのプリントアウト、

及び、添付文書 4 として提出された指令も、欧州連合においては欧州エンブレム

が家庭用機器との関連で使用されていることを証明している。  

第 43 類の「客への飲食物及び宿泊施設の提供」に関わるサービスについては、

添付文書 5 から添付文書 10 までより、請求者ないしはその機関がこの分野で活

動していることがわかる。添付文書 5 が示すように、欧州則品安全機関（EFSA）

などが食品安全の分野で活動している。欧州共同体が観光分野で活動しているこ

とは、添付文書 6 から添付文書 8 として提出された欧州連合のインターネット

プリントアウトが証明している。第 43 類のサービス分野で請求者が活動してい

ることは、欧州員会が環境保全性に優れたホテルに対して、いわゆるグリーンビ

ルディング賞を授与しているとする添付文書 9 からも、欧州連合が欧州記章を使

用して環境志向の宿泊施設及びキャンプ場を示しているとする添付文書 10 から

も肯定される。  

本件商標の商品及びサービス全体と欧州共同体及び／又はその機関の活動分

野との間に実質的な関連性が存在するので、本件商標を完全に抹消する。  

 

3．費用負担の理由が存在しないので、各当事者が自己に生じた費用をそれぞれ

負担するという原則に従わなければならない（商標法第 71 条第 1 項第 2 文）。  
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資料Ⅲ 

 

１０ ドイツ 

 

（２） 法律事務所 A 
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ヒアリング日：２０１１年１２月 

ヒアリング対象：法律事務所 A 

 

Q パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

・ WIPO 通知について、実際手続きをしたことはない。 

・ 知財庁が自ら行っていると聞いている。 

 

Q 異議通報手続きについて 

・分からない 

 

Q 異議通報への対応 

・分からない 

 

Q WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

・ ドイツからパリ条約 6 条の 3(a)による同盟国が採用する公的な監督用・証

明用の記号等について WIPO 通知がなされていないことをウェブ上検索で知

った。 

 

Q WIPO 通知を行うことの効果 

・分からない。特許庁や法務省に聞いた方が良い。 

 

Q WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

・ WIPO 通知で保護されている記章の商標出願がなされた場合、商標法により

当該出願は拒絶される。 

・ 商標法 8 条 2 項では商標登録を受けることができないものを列挙しており、

8 号において「政府間機関の紋章，旗章若しくはその他の標識，印章又は表

示を含む商標」については、登録を排除している。但し、商標法 8 条 4 項 4

号に基づき、「商標と国際機関との間に関係があるものと公衆に偽って示唆

するようなものである場合にのみ」拒絶しており、公衆に偽って示唆するよ

うなものでない場合には、登録できると解する。 

・ WIPO 通知による後発的無効事由は無い。 
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資料Ⅲ 

 

１０ ドイツ 

 

（３） 法律事務所 B 
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ヒアリング日時：2011.12.13 

ヒアリング対象：法律事務所 B 

 

Q パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

・ WIPO 通知について、実際手続きをしたことはないし、詳細は分からない。 

・ 特許庁に聞いた方が良い。 

 

Q 異議通報手続きについて 

・分からない。特許庁に聞いた方が良い。 

 

Q 異議通報への対応 

・分からない。特許庁に聞いた方が良い。 

 

Q WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

・ ドイツからパリ条約 6 条の 3(a)による同盟国が採用する公的な監督用・証

明用の記号等について WIPO 通知がなされていないことをウェブ上検索で知

った。 

 

Q WIPO 通知を行うことの効果 

・分からない。特許庁に聞いた方が良い。 

 

Q WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

・ 後発的無効事由があると、例えば有名な企業のマークであっても無効になる

可能性があると思われるので、リスクがあるのではないか。 

・ 国の紋章や旗章等の使用禁止については、商標法 145 条第 1 項によって定め

られている。不正競争防止法によっては規定されていない。 

・ WIPO 通知による後発的無効事由はない。 
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資料Ⅲ 

 

１1 ポルトガル 

（知的財産庁） 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1)貴庁は、パリ条約６条の３に基づく記号を所管する機関ですか？ 

  1.ＹＥＳ                2.ＮＯ 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （25 ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手

順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署で

の手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

この設問に関しては、ポルトガル産業財産権庁（ INPI）はパリ条約６条の３に基

づいて保護する記号の受付、選定、国際事務局への通知を所管する機関ではあり

ません。   

  

ポルトガルでは、こうした手続の管理は WIPO との関連で外務省が担っており、

パリ条約６条の３に関する事項についての 終的な決定のすべてについて INPI

は報告を受けます。この事項に関しては、 INPI が行っているのは技術的な支援

（ウィーン分類に関する支援）と産業財産公報による公告のみになります。  

 

このため、INPI は以下の回答で可能限り情報を提供するつもりではおりますが、
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それ以上の情報については、直接外務省にお問い合わせ下さい。  

http://www.mne.gov.pt/mne/en/ 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ

下さい。  

  

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

http://www.portugal.gov.pt/pt.aspx
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    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(9)に進んで下さい。 

 3. 分からない。            →(9)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、

同様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

パリ条約６条の３で保護される記号はすべて色つきで産業財産公報に公示され

ます。添付の産業財産公報（７ページ）をご覧下さい。  

 

 

（7）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

際事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要す

る期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

INPI の産業財産公報は毎日公示されますので、パリ条約６条の３で保護される

記号の公示はほぼ即座に行われます。 
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(8) HALLMARKING CONVENTION18のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

ポルトガル産業財産法は、次の条文により国旗を保護する機構（太字で記載）を

定めています。  

第238条  

登録拒絶理由  

（1）第24条の規定に加え、商標の登録は次の場合に拒絶される。  

（a）商標が視覚的に表示することのできない記号で構成されている場合  

（b）商標が識別性に欠ける記号で構成されている場合  

（c）商標が専ら第223条 (1)(b)から (e)までにいう記号又は表示で構成されている

場合  

（d）（廃止）  

（e）商標が第222条、第225条、第228条から第231条まで及び第235条の規定に反

する場合  

 

（2）（廃止）  

（3）専ら第223条 (1)(a)、(c)及び (d)にいう記号又は表示で構成される商標の登録

は、当該商標が識別性を取得した場合は拒絶されない。  

（4）商標の登録は、商標の構成要素の一部又は全部に次のものが含まれている

場合も拒絶される。  

（a）国、自治体又はその他のポルトガル若しくは外国の公私の団体の標章、紋

章、記章又は勲章、赤十字又はその他の類似の団体の記章及び名称、並びに工業

所有権に関するパリ条約６条の３に定めるすべての記号   

                                                  
18 例として、次のＵＲＬに示すような金属に関する mark が存在する。

http://www.hallmarkingconvention.org/ [ 終アクセス日 2011.11.10] 
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（b）宗教的表象等の高い象徴的価値を有する記号。ただし、これらが許可され

ていない場合に限る。   

（c）法律、公序良俗及び道徳律に反する表現又は図形  

（d）商標の対象である商品又はサービスの性質、特性、効用又は原産地に関し

て公衆に誤認を生じさせる虞がある記号  

（5）専らポルトガル共和国の国旗又はその構成要素の一部から成る商標の登録

も拒絶される。  

（6）特に国旗を含む商標についての登録も、商標に次の虞がある場合は、拒絶

される。  

（a）商標の対象である商品又はサービスの原産地に関して公衆に誤認を生じさ

せること  

（b）消費者に、当該商品又はサービスが公的機関からのものであると誤解させ

ること  

c) 国旗又はその何れかの要素について軽視の念又は威信の低下を生じさせるこ

と 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。

 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さ

い。 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さ

い。 
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                            ） 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。

 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。

 

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至

ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。     →b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。  

→c)に進んで下さい。 

３．分からない             →d)に進んで下さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

ポルトガル産業財産法第 238 条 

登録拒絶理由  

（4）商標の登録は、商標の構成要素の一部又は全部に次のものが含まれて

いる場合も拒絶される。  

（a）国、自治体又はその他のポルトガル若しくは外国の公私の団体の標章、

紋章、記章又は勲章、赤十字又はその他の類似の団体の記章及び名称、並び

に工業所有権に関するパリ条約６条の３に定めるすべての記号 

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所
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をお示し頂きたい。 

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

ポルトガル産業財産法第 238 条 

登録拒絶理由  

（4）商標の登録は、商標の構成要素の一部又は全部に次のものが含まれて

いる場合も拒絶される。  

（d）商標の対象である商品又はサービスの性質、特性、効用又は原産地に

関して公衆に誤認を生じさせる虞がある記号 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

ポルトガル産業財産法は、刑事措置、民事措置及び行政措置を規定しています。

刑事罰に関しては第 323 条「商標の偽造、模倣又は違法な使用」を、第 329 条「不

服申立」と併せてご覧下さい。民事措置に関しては第 338 条「私権の不当な行使

の援用」を、行政措置に関しては第 336 条「不法な商標の使用」をご覧下さい。

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

分かりません。 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

ポルトガル産業財産法は、第 II 目「団体商標」で監督用若しくは証明用の印章

若しくは記号に関する保護を規定しています。   



‐579‐ 
 

第228条  

定義  

（1）団体商標は、組合商標又は証明商標であるものとして定義される。  

（2）商品又はサービスの出所を示すために商業において使用される記号又は

表示は、団体商標を構成することができる。  

（3）団体商標の登録は、法律、規約又は内部規則において定められる条件に

従って当該の商品の販売を規制する権利をも所有者に付与する。  

 

第229条  

組合商標  

組合商標とは、自然人又は法人の組合に属する特定の記号であって、組合の

構成員が商品又はサービスについて使用するか又は使用する意思を有するも

のをいう。  

 

第230条  

証明商標  

（1）証明商標とは、商品若しくはサービスを規制する、又は商品若しくはサ

ービスに関して守らなければならない基準を定める法人に属する特定の記号

をいう。  

（2）当該記号は、前記の規制の対象であるか又は基準が制定された商品又は

サービスについて使用されるものとする。  

 

第231条  

登録を受ける権利  

（1）次の者は、団体商標を登録する権利を有する。  

（a）法人であって、保証標章又は証明標章を割り当てられ又は認められてお

り、かつ、商品又はサービスの一定の品質に当該標章を用いることができるも

の  

（b）経済活動についての又は一定の地域を出所とする商品をその目的に応じ

て、かつ、関連する規約又は基本定款に従って区別するために、経済活動につ

いて監督、規制又は証明を行う法人  

（2）前項（b）にいう法人は、その基本定款、規約又は内部規則の中に、当該

商標を使用する権利を有する者、当該使用の条件、並びに不法使用又は偽造が

あった場合における利害関係人の権利及び義務を定める規定を含めるべく努
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めなければならない。  

（3）当該の団体商標制度を変更することになる基本定款、規約又は内部規則

の改正は、第三者との関係では、国家産業財産庁が、当該商標を登録した組織

指令評議会からそれについて通知された場合にのみ効力を生じる。  

第232条  

適用規定  

商品及びサービス商標に関する本法の規定を、適正な調整を施した上で団体

商標に適用する。 

 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

所管庁は外務省になりますので、詳細については外務省にお問い合わせ下さい。
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。                →

b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している          →

d)に進んで下さい。 

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

産業財産法第 238 条をご覧下さい。（1 の (8)の回答をご覧下さい）  

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 
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ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

ポルトガル産業財産法第 238 条 

登録拒絶理由  

（4）商標の登録は、商標の構成要素の一部又は全部に次のものが含まれ

ている場合も拒絶される。  

（d）商標の対象である商品又はサービスの性質、特性、効用又は原産地

に関して公衆に誤認を生じさせる虞がある記号 

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 
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仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

この場合には、当該商標登録出願は受理され、登録されます。 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 

 

審査手続き中は、禁止されている記号等の使用がされないように、ポルトガ

ル産業財産法第 238 条を適用します。   

1. 既に通知されており、保護されているパリ条約６条の３の記号について

商標登録がされた場合には、 INPI は、次の条文に基づき、その決定を変更

する権限を有します。  

第23条   

決定の変更  

（1）決定の公告から2月以内に当該決定を変更すべきと判断された場合は、

当該事案は、決定の変更を正当化するすべての既知の事実と共に上位機関に

付託される。  

（2）上位機関とは、変更されるべき決定に実際に署名した者が直属する上

司をいう。  

 

その他の状況の場合には、関係者はポルトガルの裁判制度を利用しなければ

なりません。 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

 



‐584‐ 
 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

 

商標登録出願の審査において、INPI の審査官は適切な決定が出されるよ

う保証するために、産業財産法を適用しています。通知された標章に係

る商品・役務と既登録商標に係る指定商品・役務との関係に関しては、

次の条文が考慮されます。  

-第 238 条第 4 項（d）  

-第241条「周知商標」及び第242条「名声のある商標」  

 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

他国 A の記号がパリ条約６条の３により INPI に通知され、その保護され

る記号と同一の A の商標がすでに登録されていた場合、 INPI は次の条文

によりその決定を変更する権限を有します。  

第23条   

決定の変更  

（1）決定の公告から2月以内に当該決定を変更すべきと判断された場合

は、当該事案は、決定の変更を正当化するすべての既知の事実と共に上位

機関に付託される。  

（2）上位機関とは、変更されるべき決定に実際に署名した者が直属する

上司をいう。  

その他の状況の場合には、関係者はポルトガルの裁判制度を利用しなけれ

ばなりません。  
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→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

登録商標の使用とその消滅については、 INPI は次の条文を適用します。  

第268条  

商標の使用  

（1）次のものは、商標の誠実な使用とみなされる。  

（a）商標が登録された形での、又は第261条に従い商標の識別性を変更

しない要素においてのみ異なる形での、商標所有者又は適正な登録された

ライセンスを有する使用権者による商標の使用  

（b）輸出向けに限られた商品又はサービスについての、前号において定

義された商標の使用  

（c）第三者による商標の使用。ただし、この使用が所有者により管理さ

れており、かつ、登録を維持する目的のものであることを条件とする。  

（2）団体商標の使用とは、所有者の同意を得て行われるその使用をいう。

（3）保証又は証明商標の使用とは、資格を有する者により行われるその

使用をいう。  

（4）誠実な使用の開始又は再開であって、連続する5年の不使用期間の

終了の日に始まる、消滅宣言を求める申請提出の直前3月の期間中になさ

れたものは、そのための努力が消滅宣言の申請提出が可能なことを所有者

が知った後に行われている場合は考慮に入れないものとする。  

 

第269条  

消滅  

 

（1）第37条の規定に加えて、商標が連続する5年の期間中誠実な使用の対

象となっていなかった場合も、登録の消滅が宣言される。ただし、不使用

について正当な理由が存在し、かつ、第268条（4）の規定を害さない場合

はこの限りでない。  

（2）登録がなされた日の後に次の事情が生じた場合にも、登録の消滅が
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宣言される。  

（a）商標が、所有者の行為又は無為の結果、登録の対象であった商品又

はサービスに関して、商業上の通常の表示となる場合  

（b）商標が、所有者又は所有者の同意を得た第三者による使用の結果、

登録の対象であった商品又はサービスに関し、その性質、品質及び原産地

について公衆に誤認を生じさせる虞がある場合  

（3）次の場合は、団体商標登録の消滅が宣言される。  

（a）そのために団体商標が登録された法人が存在しなくなった場合  

（b）当該法人が、その一般的目的又は規約の規定に反する方法で当該商

標が使用されることに同意する場合  

（4）前条（4）を害することなく、登録は、商標の誠実な使用が消滅宣言

申請前に開始又は再開されている場合は、消滅しない。  

（5）（1）にいう期間は、商標の登録日から起算するものとし、国際商標

の場合は、その登録日は、国際事務局長への登録日とする。  

（6）商標登録の消滅理由が登録の対象である商品又はサービスの一部の

みに関わるものである場合は、消滅は、当該製品又はサービスにのみ効力

を有する。  

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

 1. Yes     

 2. No  

(                                                                          ) 

     

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

  1. Yes  No. of cases (    25  )  

 2. No 

 3. No idea 

 

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow? 

 Please tell us the details. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines. 

Regarding this question, INPI is not the competent national authority in accepting, selecting and 

notifying signs to be protected under article 6º ter to the International Bureau.  
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In Portugal, the Foreign Ministry, in articulation with WIPO, is responsible for managing these 

procedures and communicates all final decisions regarding 6º ter matters to INPI. In this regard 

we only provide technical support (i.e. Vienna Classification) and public notification through IP 

bulletin publication. 

As such INPI will provide as much information as possible in the following responses but 

additional information should be directly requested to the Foreign Ministry: 

 

http://www.mne.gov.pt/mne/en/ 

 

 

(4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that fall 

under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information.  

 

 

b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

http://www.portugal.gov.pt/pt.aspx


‐589‐ 
 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in 

some form (for example, the government gives guidance or has managed the signs 

and hallmarks in the past, or the government attends the examination committee)

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

    

(5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

  1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau  

→ Go to (6)

  2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country  

→ Go to (8)

 3. No idea                                            

→ Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 

your country as the subject-matter of protection in the same manner? 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

All signs protected by article 6º ter are published, in color, in our IP bulletin. Please see the 
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attached IP bulletin (page7). 

 

 

(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 

before a public notice is given after the notification arrives?) 

Since INPI`s IP Bulletin is published on a daily basis, public notice of signs protected under 

article 6º ter is almost immediate. 

 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 

and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION19? 

Is a public notice given separately with respect to each country using such signs and 

hallmarks? 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information.  

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for which 

there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

The Portuguese Industrial Property Code provides a mechanism for protecting national flags (in 

bold) through the following article : 

Artic le  238   

GROUNDS FOR REFUSAL OF A REGISTRATION  

1  In  addi t ion to  the provis ions of  Art ic le  24,  regis t rat ion of  a  t rademark is  refused when:   

a)  I t  consis ts  of  s igns that  cannot  be represented graphical ly;   

b)  I t  consis ts  of  s igns devoid of  any dis t inct ive character ;   

                                                  
19 An example is a mark for metal as indicated on the following website: 
http://www.hallmarkingconvention.org/ (last access date: 2011.11.10).  

http://www.hallmarkingconvention.org/
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c)  I t  consis ts  exclusively of  s igns or  indicat ions referred to  in  Art ic le  223(1)(b)  to  (e);   

d)  (Revoked.)   

e)  I t  contradicts  the provis ions of  Art ic les  222,  225,  228 to  231 and 235.   

 

2  (Revoked.)   

 

3 Regis t rat ion of  a  t rademark consis t ing exclusively of  s igns or  indicat ions referred to  in  Art icle  223(1)(a) ,  (c)  and (d)  is  

not  refused if  i t  has  acquired dis t inct ive character .   

 

4  Registrat ion of  a  t rademark wil l  a lso be refused if  i t  contains  in  some or  al l  of  i ts  const i tut ive elements:   

 

a) symbols ,  crests ,  emblems or dist inctions of  the state , municipalit ies  or other Portuguese or foreign public  or 

private bodies ,  the emblem and name of  the  Red Cross or other s imilar bodies  and any signs covered by Article  6-ter  

of  the Paris  Convention for the Protection of  Industrial  Property;   

b) s igns of  a  high symbolic  value,  such as  rel igious symbols ,  unless  these are  authorised;   

c)  Expressions or  f igures  that  are  contrary to  the law,  morals ,  public  order  and moral i ty;   

d )  Signs that  may mislead the public ,  namely as to the nature,  properties ,  ut i l i ty  or geographic origin of  the product 

or service for which the trademark is  designed.   

 

5  Registration of  a  trademark that is  made up exclusively of the national  f lag of  the Portuguese Republic  or some of  

i ts  constitutive elements wil l  also be refused.   

 

6 Registration wil l  also be refused for a trademark that contains,  amongst  other elements,  the national  f lag,  

wherever the trademark is  l ikely to:   

a)  Mislead the public  as  to  the geographic origin of  the products  or services for which it  is  designed;  

b)  Lead the consumer to erroneously think that the products  or services come from an off icial  body;  

c) Generate disrespect or a diminution of prestige for the national f lag or any of its elements. 

 

 

(10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how do 

you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the Paris 

Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law Treaty? 

 

The Foreign Ministry is the competent authority.  
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Please contact them for more detailed information. 

 

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two or 

more national flags are protected for one country, please let us know the names of such countries. 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

  1. Yes     No. of cases (      ) 

 2. No 

 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for transmitting an 

objection, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 

concerning transmission of objections in the guidelines. 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 

 

 

(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 

an objection? 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 
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b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 

example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 
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3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

  1. Yes   No. of cases (     )       → Go to the next question. 

 2. No                  → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 3. No idea                       → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 

 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 
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4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to 

the WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 4. Other 

(                                 ) 

 

(2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 

 

(3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 

 

(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 

 1. Yes    No. of cases (     )  

 2. No 

 3. No idea 
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

 1. Taking actions under domestic laws and regulations         → Go 

to b). 

 2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go 

to c). 

 3. No idea                                    → Go to 

d). 

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

Article 238º of the Portuguese Industrial Property Code: 

 

GROUNDS FOR REFUSAL OF A REGISTRATION  

4  Registrat ion of  a  t rademark wil l  a lso be refused if  i t  contains  in  some or  al l  of  i ts  const i tut ive elements:   

 

a) symbols,  crests,  emblems or distinctions of the state,  municipalities or other Portuguese or foreign 

public or private bodies,  the emblem and name of the Red Cross or other similar bodies and any signs 

covered by Article 6-ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property; 

 

→ Go to d). 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis?  

 

 

→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 
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the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 

In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 

relevant parts therein. 

Article 238º of the Portuguese Industrial Property Code: 

 

GROUNDS FOR REFUSAL OF A REGISTRATION  

 

4  Registrat ion of  a  t rademark wil l  a lso be refused if  i t  contains  in  some or  al l  of  i ts  const i tut ive elements:   

 

d )  Signs that  may mislead the public ,  namely as to the nature,  properties ,  uti l i ty or geographic origin of  the 

product or service for which the trademark is  designed.   

 

 

(2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory measures 

are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil lawsuit filed 

by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

 

The Portuguese Industrial Property Code provides criminal, civil and administrative 

measures. Regarding Criminal sanctions, please see article 323º “COUNTERFEITING, 

IMITATION OR ILLEGAL USE OF TRADEMARK” articulated with article 329º 

“COMPLAINT”. Concerning civil measures, please follow article 338.ºL “INVOCATION 

OF IMPROPER USE OF PRIVATE RIGHTS” and in respect to administrative measures, see 

article 336º “USE OF UNLAWFUL TRADEMARKS”. 

 

 

(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 

any, how was the prohibited use revealed? 
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No idea. 

 

 

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

 

Portuguese Industrial Property Code provides protection regarding hallmarks or signs indicating 

control or warranty in Subsection II “COLLECTIVE TRADEMARKS”.  

 

Artic le  228   

DEFINITION  

1 A col lect ive trademark is def ined as an associat ion trademark or cert i f icat ion trademark.  

2 The signs or indicat ions used in commerce to designate the geographic or igin of  the products or services can 

const i tute a col lect ive trademark.  

3 Registrat ion of  a col lect ive trademark also confers upon the holder the r ight to control  the commercial izat ion 

of  the respect ive products, pursuant to the terms establ ished in the law, statutes or internal  regulat ions.  

 

Artic le  229   

ASSOCIATION TRADEMARKS  

An associat ion trademark is a speci f ic s ign belonging to an associat ion of natural  or legal  persons, the members 

of  which use i t ,  or  intend to use i t ,  for  products or services  

 

Artic le  230   

CERTIFICATION TRADEMARKS  

1 A cert i f icat ion trademark is a speci f ic s ign belonging to a legal  person that controls the products or services or  

establ ishes standards to which said products or services must adhere.  

2 This s ign serves for use on products or services subjected to that control  or for which the standards were 

establ ished.  

 

Artic le  231   

RIGHT TO REGISTRATION  
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1 The fol lowing have the r ight to register col lect ive trademarks:  

a) Legal persons to which a guarantee mark or cert i f icat ion mark has been attr ibuted or recognised and which 

can apply said mark to certain qual i t ies of  products or serv ices;  

b) Legal persons that supervise, control  or cert i fy economic act iv i t ies, in order to dist inguish the products of  

these act iv i t ies,  or that come from certain regions, depending on their  objects and pursuant to the respect ive 

statutes or organic laws.  

2 The legal  persons referred to in the preceding subparagraph b) must promote inclusion, in the respect ive 

organic laws, statutes or internal  regulat ions, of  provis ions that define the persons that have the r ight to use the 

trademark, the condi t ions in which such use must take place and the r ights and obl igations of  interested part ies 

in the case of  usurpation or  counterfei t .   

3 Amendments to the organic laws, statutes, or internal  regulat ions that modify the col lect ive t rademark regime 

only take ef fect  in relat ion to third part ies i f  the Nat ional  Industr ial  Property Inst i tute is informed of them by the 

organisation Direct ive Counci l  that has registered the trademark.  

 

Artic le  232   

APPLICABLE PROVISIONS  

The provis ions of  this code on product and service trademarks are appl icable to col lect ive trademarks, wi th the 

due adjustments.  

 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

The Foreign Ministry is the competent authority.  

Please contact them for more detailed information. 
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis 

for refusing the application and relevant clauses?  

 1. Trademark law                                    

→ Go to b). 

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention                

→ Go to c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law            

→ Go to d).  

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof. 

Please see article 238º of the Portuguese Industrial Property Code (see answer 9 in section 

1). 

 

 

 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 

6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the 
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public or misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of 

invalidation?   

  

 1. Yes 

 2. No  

 3. Other 

 

 

b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the 

public, if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.) 

 

Article 238º of the Portuguese Industrial Property Code: 

 

GROUNDS FOR REFUSAL OF A REGISTRATION  

 

4  Registrat ion of  a  t rademark wil l  a lso be refused if  i t  contains  in  some or  al l  of  i ts  const i tut ive elements:   

 

d )  Signs that  may mislead the public ,  namely as to the nature,  properties ,  uti l i ty or geographic origin of  

the product or  service for which the trademark is  designed.  

 

 

→ Go to (e). 

 

c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 
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 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 

 

 

 

e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right 

holder/user of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the 

government of a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for 

trademark registration registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

 

In this case the application is accepted and registered. 

 

f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 

well as clauses. 

 

During the examination process INPI applies article 238º of Portuguese Industrial Property 

Code in order to prevent such prohibited use.  

 

1.Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter that have already 

been notified and been protected, INPI has competence to modify its decision through the 

following article: 

 

Artic le  23   

ALTERATION OF DECISION  

1 I f  wi thin two months of  publ icat ion of  a decis ion, i t  is  decided that i t  should be al tered, the case wi l l  be 
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submit ted to a higher author i ty along wi th al l  the known facts that just i fy reversal  of  the decis ion made. 

2 Higher author i ty is understood to be the immediate superior of the person who actual ly s igned the 

decision to be al tered.  

 

For all other situations the affected parties must use the Portuguese Court System.  

 

 

(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to 

the armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If 

the trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, 

while indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

 1. Invalidated in some cases   → Go to b). 

 2. Not invalidated       → Go to c). 

 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark 

and designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into 

consideration? Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for 

example, are the actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the 

registered trademark and the status of use thereof, taken into consideration?). 

When examining a trademark application, INPI examiners apply the Industrial Property 

Code in order to guarantee that proper decisions are taken. Concerning the relationship 

between goods/services pertaining to notified marks and designated goods/services 

pertaining to registered trademarks, the following articles are taken in consideration: 

-Article 238º, nº4 d); 

-Article 241º “WELL-KNOWN TRADEMARKS” and article 242º “PRESTIGIOUS 

TRADEMARKS”. 

 

→ Go to c). 
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c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supporting materials, if any, while 

indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

Where INPI is notified of country A’ s signs under Article 6ter and has already 

registered A’ s trademark that is identical to the protected signs, INPI has competence to 

modify its decision through the following article: 

 

Artic le  23   

ALTERATION OF DECISION  

1 I f  wi thin two months of  publ icat ion of  a decis ion, i t  is  decided that i t  should be al tered, the case wi l l  be 

submit ted to a higher author i ty along wi th al l  the known facts that just i fy reversal  of  the decis ion made.  

2 Higher author i ty is understood to be the immediate superior of  the person who actual ly s igned the 

decision to be al tered.  

 

For all other situations the affected parties must use the Portuguese Court System. 

 

→ Go to d). 

d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

Concerning trademark use and expiration, INPI applies the following articles: 

 

Art ic le  268   

USE OF TRADEMARK  

 

1 The fol lowing are considered ser ious uses of a t rademark:  

a) Use of  the trademark in i ts registered form or in a form that only di f fers in elements that do not al ter  

i ts dist inct ive character,  in accordance wi th Art ic le 261, by the trademark propr ietor,  or a l icensee wi th a 

duly registered l icence;  

b) Use of the trademark, as def ined in the preceding subparagraph, for  products or services destined for 
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export  only;   

c)  Use of the trademark by a third party,  provided th is is control led by the propr ietor and is for the 

purpose of retaining the registrat ion.  

2 Use of  a col lect ive trademark is defined as that carr ied out wi th the consent of  the propr ietor.   

3 Use of a guarantee or cert i f icat ion trademark is def ined as that carr ied out by a qual i f ied person.  

4 The commencement or resumption of  ser ious use in the three-month per iod immediately pr ior to 

submission of  an appl icat ion for declarat ion of  expiry,  beginning on the date of  the end of an 

uninterrupted per iod of  f ive years of  non-use, is not taken into considerat ion i f  the di l igences for the 

commencement or resumption of use only take place af ter the propr ietor takes knowledge of the fact  that 

such an appl icat ion for declarat ion of  expiry may be f i led. 

Artic le  269   

EXPIRY 

 

1 In  addi t ion to  the provis ions of  Art ic le  37,  expiry of  a  reg is t rat ion shal l  be declared i f  the t rademark has  not  

been the object  of  serious use for  a  period of  f ive consecut ive years ,  unless  there  are  just  grounds for  the 

non-use and without  prejudice to  the provis ions of  Art ic le  268(4).   

2  Expiry of  a  regis t rat ion shal l  a lso be declared if ,  af ter  the date  on which the regis t rat ion was made:   

a)  The t rademark i tself  becomes the usual  designat ion in  commerce for  the product  or  service for  which i t  was 

regis tered,  as  a  consequence of  the act ivi ty or  inact ivity of  the proprietor ;   

b)  The t rademark becomes l ikely to  mislead the public ,  namely as  to  the nature,  qual i ty  and geographic or igin of  

the products  or  services ,  as  a  resul t  of  the use of  the t rademark by the proprietor  or  by a  third party with  the 

proprietor`s  consent  for  the products  or  services  for  which i t  was regis tered.   

3  Expiry of  a  col lect ive t rademark regis trat ion shal l  be declared if :   

a)  The legal  person in whose favour i t  was registered ceases to  exis t ;   

b)  That  legal  person consents  to  the t rademark being used in  a  fashion contrary to  i ts  general  purposes  or  to  

s ta tutory provis ions.   

4  Registrat ion does not  expire  when serious use of  the t rademark commences or  is  resumed before appl icat ion 

for  a  declarat ion of  expiry,  wi thout  prejudice to  paragraph 4 of  the preceding ar t ic le .   

5  The period referred to  in  paragraph 1 begins  on the date  of  regis t rat ion of  the t rademark,  which,  for  

in ternat ional  t rademarks,  is  the date  of  regis trat ion with the Internat ional  Secretary.   

6 Whenever there are grounds for expiry of a trademark registration only in relation to some of the 

products or services it  was designed for,  the expiry shall  only affect those products or services.  
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資料Ⅲ 

 

１２ 外国 A 

（知的財産庁） 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1)貴庁は、パリ条約６条の３に基づく記号を所管する機関ですか？ 

  1.ＹＥＳ                2.ＮＯ 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （××）件 

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手

順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署で

の手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

A 国知的財産庁は、××ため、A 国で採用されている手続きの詳細を提供するこ

とはできません。 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び
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印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

 

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

    

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 
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  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(9)に進んで下さい。 

 3. 分からない。             →(9)に進んで下さい。 

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、

同様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

A 国において特定の色のついた状態で使用される記号は、それが使用される形

態で国際事務局に通知されます。同様に国際事務局からなされた通知もその全

体が保護の対象となり、色はその保護対象の一要素として捉えられます。 

 

 

（7）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

際事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要す

る期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

A 国知的財産庁の考え方として、A 国に通知されてきた記号は可及的速やかに商

標データベースに登録されます。すると当該の記号は、保護の対象となる記号

から成ったり、それを含んだりする商標の新たな登録出願の受理を拒絶する理

由となります。ただし、異議を克服する手段として、保護の対象となっている

標識の権利者から同意を得ている場合は、当庁は受理しています。同意を得て

いない場合は、拒絶は絶対的なものとなります。 

 

 

(8) HALLMARKING CONVENTION のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

公の記号及び印象に関しては、特に××から公衆に情報は提供されていませ

ん。当該の情報は、××のデータベースを検索したり、WIPO のパリ条約６条の
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3 に係るデータベースを検索したりすることで、入手することができます。 

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

国内法で保護を行っています。商標法××条××が国旗の保護を取り扱っていま

す。  

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

外国政府や外国の 新の国旗を確認するために、インターネットで旗章の検索を

行っています。 

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

インターネットで調査すれば、 新の国旗を特定することができるでしょう。仮

に旗章がその国の旗章だと認識されるとしても、A 国では別の国の国旗が存在す

ることを根拠として、商標出願に対する異議が申し立てられると考えられます。
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

コメントすることができません。 

 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 

異議通報をしていません。 

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                            ） 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

該当しません。 

 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

該当しません。 

 

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至

ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。      →b)に進んで下さい。

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない              →d)に進んで下さい。

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

商標法××条×× 

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所

をお示し頂きたい。 

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当
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箇所をお示し頂きたい。 

 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

非公表  

 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

私の承知している限りでは、ありません。 

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

当該記号に関連する適切な官庁。例えば、印章であれば、×× 

 



‐618‐ 
 

6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。        →b)に進んで下さい。

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している →d)に進んで下さい。

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

非公表  

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する
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か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

 

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

上記（1）b-1)の回答をご覧下さい。 

 

 →（e）に進んで下さい。 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

出願人が正当な権利者である場合には、商標登録出願は登録を進めることが

認められる。 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 
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（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

条約国の旗章、紋章、印章に関しては、あらゆる商品・役務が保護されま

す。政府間機関の旗章、紋章、略称に関しては、当該機関が活動している

事業の関連部門や平均的な消費者が当該機関の間につながりがあると推

測する合理的な虞があるかどうかが考慮されます。そのつながりが全く推

測されない場合には、商標出願について異議は申し立てられないと考えら

れます。 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

何の対応もしません。  

 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場
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合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

A 国知的財産庁から商標登録について何らかの行動を起こすことはあり

ません。ただし、その登録商標は、通常の商標と同様に、利害関係のある

第三者からの不使用による取消申立ての対象となります。  

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

1. Yes    X 

 2. No  

(                                                                          ) 

     

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

  1. YesX  No. of cases ( ×× )  

 2. No 

 3. No idea 

 

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow? 

 Please tell us the details. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines. 

I am unable to provide any details of the procedure adopted by the A COUNTRY as the A 

COUNTRY Intellectual Property Office ××.  



‐623‐ 
 

 

 

(4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that fall 

under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

 

 

 

b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in 

some form (for example, the government gives guidance or has managed the signs 

and hallmarks in the past, or the government attends the examination committee)

    1. Yes   2. No    3. No idea 
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 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

    

(5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

  1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau  

→ Go to (6)

 x 2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country  

→ Go to (8)

 3. No idea                                           

→ Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 

your country as the subject-matter of protection in the same manner? 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

Signs which are used in a particular colour in the A- COUNTRY are notified to the International 

Bureau in the form they are used. Also notificationsreceived from the IB are protected as a 

whole and colour is taken as an element of that protection. 

 

 

(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 
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before a public notice is given after the notification arrives?) 

From an ×× point of view, signs notified to the A COUNTRY are added to the Trade Marks 

database as soon as possible. The signs then act as a barrier to any new trade mark applications 

being accepted which consist or contain the protected sign. However we will accept consent of 

the owner of the protected symbol as a means to overcome the objection. If no consent is 

obtained refusal is absolute. 

 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 

and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION? 

Is a public notice given separately with respect to each country using such signs and 

hallmarks? 

No information is specifically made available by the ×× to the public in relation to official 

signs and hallmarks. The information is available by searching the ××  databases or by 

searching the WIPO 6ter database 

 

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for which 

there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

Under National Law. Section ×× of the Trade Marks Act covers the protection of national 

flags. 

 

 

(10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how do 

you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the Paris 

Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law Treaty? 

Flags are searched on the Internet to ascertain the current national flags of foreign governments 

and countries. 

 

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two or 
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more national flags are protected for one country, please let us know the names of such countries. 

Internet research would identify the current national flags and providing the flag is recognized as 

being a flag of that country then an objection to an application for a trade mark would be taken in 

the A COUNTRY based on the presence of a national flag of another country. 
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

  1. Yes     No. of cases (      ) 

 2. No 

X 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for transmitting an 

objection, if any. 

In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 

concerning transmission of objections in the guidelines. 

I am unable to comment  

 

(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 

an objection? 

No objection transmitted 

 

b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 

example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  
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3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

  1. Yes   No. of cases (     )       → Go to the next question. 

X 2. No                  → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 3. No idea                       → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on 

the next page. 

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

 

 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 
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4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to 

the WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes 

X 2. No 

 3. No idea 

 4. Other 

(                                 ) 

 

 

(2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

N/A 

 

 

(3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

N/A 

 

 

(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 

 1. Yes    No. of cases (     )  

x 2. No 

 3. No idea 
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

X 1. Taking actions under domestic laws and regulations         → Go to 

b). 

 2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go 

to c). 

 3. No idea                                    → Go to 

d). 

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

×× 

 

→ Go to d). 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis?  

 

 

→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 

X 2. No 

 3. No idea 
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In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 

relevant parts therein. 

 

 

 

(2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory measures 

are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil lawsuit filed 

by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

Section ×× 

 

 

(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 

any, how was the prohibited use revealed? 

Not as far as I am aware 

 

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

 

 

 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

To the appropriate Government department concerned with the sign e.g for hallmarks ××  
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis 

for refusing the application and relevant clauses?  

X 1. Trademark law                                    

→ Go to b). 

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention                

→ Go to c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law            

→ Go to d).  

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof. 

Section ×× 

 

 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 

6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the 

public or misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of 

invalidation?   
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 1. Yes 

X 2. No  

 3. Other 

 

 

b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the 

public, if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.)  

 

 

 

→ Go to (e). 

 

c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 

See 1(b) (1) above 

 

 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 
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e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right 

holder/user of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the 

government of a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for 

trademark registration registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

If the applicant is the legitimate rights holder then the TM application is allowed to 

proceed. 

 

 

f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 

well as clauses. 

 

 

 

(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to 

the armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If 

the trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, 

while indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

 1. Invalidated in some cases   → Go to b). 

 2. Not invalidated       → Go to c). 

x 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark 

and designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into 

consideration? Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for 
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example, are the actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the 

registered trademark and the status of use thereof, taken into consideration?). 

In relation to flags, amorial bearings and hallmark of convention countries protection is 

granted in respect of all goods and services. In respect of the flags, armorial bearings or 

abbreviations of intergovernmental organizations, account is taken of the relevant sector 

of business these organizations are in and whether there is a reasonable likelihood that 

the average consumer would assume that there is a link between the organizations. If no 

link is likely then an objection would not be taken to the TM application. 

→ Go to c). 

c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supporting materials, if any, while 

indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 

We would not take any action. 

→ Go to d). 

d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

The ×× would not initiate any action against the TM registration. But the registration 

would be open to non use revocation by any interested third party in the same way as any 

normal TM 
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資料Ⅲ 

 

１3 外国 B 

（知的財産庁） 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②公的機関等が国際事務局(WIPO)へ

通知或いは異議の通報の要請を行うための国内基準、或いは③ガイドラインや規

則についての情報、について以下でお聞きします。 

 

（１）パリ条約６条の３に基づ記号をＷＩＰＯに通知するのは、知的財産庁です

か？ 

１．Ｙｅｓ    

２．Ｎｏ (                                               ) 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい以下、条約６条の３に基づく記章を

WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(3)保護したい条約６条の３に基づく記章を、国際事務局（WIPO）に通知する際

に、どのような手順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、

通知担当部署での手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

 

 

 

(4) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び



‐640‐ 
 

印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

 

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

(5) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 

  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(6)に進んで下さい。 
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  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(8)に進んで下さい。 

 3. 分からない。                →(8)に進んで下さい。

 

(6) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約６条の３に基づく記章を保護

する際、当該紋章等に付された色についても、同様に保護の対象として国内で

公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

WIPO の Web サイトで公表される開示データ情報を自国のデータベースに反映し

ており、データベースに格納されている情報を自国のホームページにそのまま

反映しているため色に関する基準はない。 

 

 

（7）外国から条約６条の３に基づく記章について国際事務局（WIPO）を経由し

て通知されてきた場合の国内における法的保護に要する期間についてお聞きし

ます。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

１５～２１日程度必要となる 

 

 

(8) HALLMARKING CONVENTION のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

 

 

 

以下、(9)～（11）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ

いてお伺いします。 

（9）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 
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ＷＩＰＯに通知され保護している。 

 

 

(10) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同

盟国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報

をどのように入手していますか。 

パリ条約 6 条の 3 の資料を通じて確認しているにすぎない。 

 

 

(11) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

ＷＩＰＯで送られた資料には多くの国らが二つ以上の旗を持っている国が存在

し、機構も存在している。国家、団体或いは機構別の flags（旗章）を区別する

必要がある。  
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （  ）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、条約

６条の３に基づく記章について、国際事務局（WIPO）に異議を通報する際の手

順を教えて下さい。国内からの意見の受付方法、異議を通報するかどうかの判

断方法、通報担当部署での手順など詳細に教えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

 

 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある機関にお聞きします。 

a)どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような理由で通報を行いましたか？ 

ない。 

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 
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３．異議通報への対応 

 

あなたの機関に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかにつ

いてお聞きします。 

 

(1)あなたの機関から国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章に対して、他国から異議を通報されたことがありますか？ 

  1.Ｙes （  ）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の条約６条の３に

基づいた記章について、②どのような理由によるものでありましたか？ 

（ⅰ) 監督用及び証明用標章 

（ⅱ）×× 

 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の条約６条の３に基づいた記

章について、どのような対応を行いましたか。（例えば、当該公の記号及び印章

等を、異議申立をした国においては保護対象から外すことを認めたなど。） 

我が国では、××として保護をする。商標検索システムに搭載  
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

あなたの機関から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応

についてお聞きします。 

 

（１） あなたの機関で国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づい

た記章について、通知後における他国での使用状況を監視していますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                            ） 

 

（２）あなたの機関において監視しているならば、どのような方法で監視してい

ますか？ 

 

 

 

（３）あなたの機関が国際事務局(WIPO)に通知を行った条約６条の３に基づいた

記章について、他国で適切に保護されていないことが判明した場合、何か措置を

講じていますか？ 

措置を取ったことがない 

 

 

（４）あなたの機関が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴

訟）に至ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂

きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、すでに保護されている条約６条の３に基づいた記章に関し

て、貴国において商標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応に

ついてお聞きします。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない                 →d)に進んで下

さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

商標法×× 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes      

２．No 

３．分からない 

 

また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 
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商標法×× 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

 

 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

 

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

 

 

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

６ ter 資料を調査することが良いと考え 
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、条約６条の３に基

づいた記章が商標登録出願された場合、当該出願を拒絶する根拠となる法令

及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。        →b)に進んで下さい。

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している →d)に進んで下さい。

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

商標法×× 

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に

関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する
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か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

 

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、条約６条の３に基づいた記章について、商標登録がされた場合、各

官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効にしますか。それを裏付け

る資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 
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（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の条約６条の３に基づいた記章が貴国に通知された際、該紋章、記

章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されていた場

合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合それを

裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

 

→c)に進んで下さい。 

c)他国Ａの条約６条の３に基づいた記章があなたの機関に通知された際、該

記章と同一のＡの商標が既にあなたの機関貴国において登録されていた

場合、貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資

料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

 

 

 



‐651‐ 
 

 

 

資料Ⅲ 

 

１4 外国 C 

（知的財産庁） 
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１．パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知について 

 

パリ条約６条の３に基づいた国際事務局(WIPO)への通知を行うための①国内

基準（どのような標章を通知しているか）、②ガイドラインや規則についての情

報、或いは③公的機関等が国際事務局(WIPO)へ通知或いは異議の通報の要請を行

うための国内基準、について以下でお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を WIPO に通知した経験がありますか？ 

  1.ＹＥＳ （××）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて保護したい国の紋章、旗章、監督用及び証明用

の公の記号及び印章等を、国際事務局（WIPO）に通知する際に、どのような手

順（通知する記号等の受付方法、通知する記号等の選定方法、通知担当部署で

の手続きなど）で通知を行っていますか？詳細にお答え下さい。 

  通知をする根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、そのスキームについて示された該当箇所についてお

示し下さい。 

パリ条約６条の３に基づく通知に関する法令や規則はありません。  

C 国は、公の記号および印章並びに××について通知を行います。過去にも、×

×等のその他の記号について通知が行われましたが、それらは現在は使用されて

いないため、WIPO が管理する６条の３関連の電子データベースには掲載されて

いません。  

 

 

(3) パリ条約６条の３の「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs 

and hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」に該当

する記号及び印章についての基準についてお聞きします。 

a) 「監督用及び証明用の公の記号及び印章」について、パリ条約６条の３に

基づいて国際事務局(WIPO)に通知すべきものとする国内基準はあります

か？例えば、法令又は基準に基づいて付される監督用及び証明用の記号及び
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印章のみを通報対象とするなど、どのような基準がありますか？ 

そのような特別な国の基準はありません。 

 

 

 

b)以下の、「監督用及び証明用の公の記号及び印章（official signs and 

hallmarks indicating control and warranty adopted by them）」につい

て、パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）に通知すべき対象か

否かお答え下さい。 

  ①公の記号及び印章について根拠法があり、政府へ申請することで

使用可能となるもの    

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ②公の記号及び印章について根拠法があり、第三者機関へ申請する

ことで使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ③公の記号及び印章について根拠法がなく、政府へ申請することで

使用可能となるもの  

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ④公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関が運用して

いるが、何らかの形（指導、過去に政府が運用していた、審査委員

会に政府が出席等）で政府が関わっているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 ⑤公の記号及び印章について根拠法がなく、第三者機関独自で運営

しているもの 

    1.Yes   2.No    3.分からない 

 

 

    

(4) 国際事務局(WIPO)からパリ条約６条の３に基づいて通知を受けた官庁はど

のように一般の人々に公示をして知らせているかについてお聞きします。 
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  1. 国内において、国際事務局(WIPO)の公表とは別途に公示している。

→(5)に進んで下さい。 

  2. 国際事務局(WIPO)の公表をもって、国内における公示としている。

→(8)に進んで下さい。 

 3. 分からない。             →(8)に進んで下さい。 

 

(5) 国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等を保護する際、当該紋章等に付された色についても、

同様に保護の対象として国内で公示していますか？ 

色の公示を行っているのであれば、その色の公示の仕方と色の基準があれば

お示し下さい。 

 

 

 

（6）外国から紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について国

際事務局（WIPO）を経由して通知されてきた場合の国内における法的保護に要す

る期間についてお聞きします。 

 国際事務局(WIPO)からの通知が届いてから国内で法的に保護されるまで、どの

くらいの期間がかかりますか？(通知が届いてから、公示を行うまでどれくらい

の期間がかかりますか？) 

 

 

 

(7) HALLMARKING CONVENTION のように、複数の国から同一の監督用及び証明用

の公の記号及び印章が通知された場合、どのように公示していますか。 

上記記号及び印章を使用している国すべてについて、それぞれ別に公示してい

ますか？ 

C 国はホールマーキング条約の締約国です。他のケースと同様、WIPO の公表を

もって国内における公示としているため、当庁が別に公示を行うことはありませ

ん。  

 

 

 

以下、(8)～（10）において、パリ条約上、通知の義務がない国旗の保護につ
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いてお伺いします。 

（8）国旗について、どのように保護を行っていますか（保護する国旗を国内の

法令、規則等で指定していますか。）。 

C 国の国旗は下記の法律により保護されています。  

×× 

 

 

 

(9) パリ条約上、国旗の通知は義務的でないとされていますが、パリ条約の同盟

国・ＷＴＯ加盟国・商標法条約の同盟国が国旗の変更を行った場合、その情報を

どのように入手していますか。 

関係各国の国旗の変更に関する情報の入手方法はケースバイケースです。例え

ば、国旗を想起させる又は国旗に似た記号を含む商標出願の場合、商標審査官は、

その記号が本当に旗章かどうかを検証することになっています。  

 

 

(10) 一国について、複数の国旗の存在を認めていますか？複数の国旗を保護し

ている例があれば、その国名を教えて下さい。 

そのようなケースを把握していませんが、理論上は、国が 2 以上の国旗につい

て保護を求め、その両方又は全てが同国の国章であることを証明する場合、当庁

はその両方又は全てを保護の対象とすると思います。  
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２．異議通報手続きについて 

 

貴国が異議通報を行った理由及びその手続きについてお聞きします。 

 

(1) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からなされた通知に対して

異議通報をしたことがありますか？ 

  1.ＹＥＳ （××）件   

 2.ＮＯ 

 3.分からない 

 

(2) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局（WIPO）から通知されてきた、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、国際事務局

（WIPO）に異議を通報する際の手順を教えて下さい。国内からの意見の受付方

法、異議を通報するかどうかの判断方法、通報担当部署での手順など詳細に教

えて下さい。 

  異議通報を行う根拠となる法令、規則等があればお教えください。 

また、ガイドラインがあればその資料を提供頂きたいです。 

また、ガイドライン中、異議通報に関する手順や判断基準が示された該当箇

所についてお示し下さい。 

WIPO への異議通報に関する特別な手順、法令、規則、ガイドラインはありませ

ん。通常、WIPO 事務局長宛の文書で通報を行います。 

 

(3) パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)に実際に異議通報をしたこ

とがある者にお聞きします。 

a)①どのような国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に

ついて、②どのような理由で通報を行いましたか？ 

非公表  

 

 

b)通報後その国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等につ

いて、どのような対応をしましたか？（例えば、当該公の記号及び印章等

については、国内で保護を行わなかったなど。） 

当該記号は国内で保護を行いませんでした。  
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３．異議通報への対応 

 

貴国に対して、他国から異議通報が来た際に如何に対応したかについてお聞

きします。 

 

(1)貴国から国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等に対して、他国から異議を通報されたことがあります

か？ 

  1.Ｙes （××）件   →次の質問に進んで下さい。 

 2.Ｎo         →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 3.分からない           →次頁 「４．活用の実態」に進んで下さい。

 

(2)  （1）において、「Yes」と答えた場合、①どのような国の紋章、旗章、監

督用及び証明用の公の記号及び印章等について、②どのような理由によるもの

でありましたか？ 

C 国が保護を求めている××の一部について、十分な識別性を有しないことを理

由として××および××から異議を通報されたことがあります。  

また、民間企業がほぼ同一の商標を先に××で登録していることを理由に、××

の××の保護に対して××から異議を通報されたことがあります。 

 

(3) （1）において、「Yes」と答えた場合、当該国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、どのような対応を行いましたか。（例えば、

当該公の記号及び印章等を、異議申立をした国においては保護対象から外すこ

とを認めたなど。） 

××のケースでは、異議に回答しませんでした。  

××のケースでは、異議に対する不服を表明した文書を××当局に送付しまし

た。更なる意見交換の後、××の異議は取り下げられました。  

××のケースでも、異議に対する不服を表明した公文書を××に送付しました。

××からの回答によると、問題の解決には先の登録商標の取り消しによる方法し

かないとのことでした。  
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４．WIPO 通知・異議通報に係る活用の実態 

 

貴国の官庁から国際事務局(WIPO)に、通知又は異議通報を行った後の対応に

ついてお聞きします。 

 

（１） 貴国で国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証

明用の公の記号及び印章等について、通知後における他国での使用状況を監視し

ていますか？ 

a) 国際事務局(WIPO)に通知後において他国での使用状況を監視している

か？ 

１．監視している 

２．監視してない 

３．分からない 

４．その他

（                            ） 

 

（２）貴国の官庁において監視しているならば、どのような方法で監視していま

すか？ 

0 

 

 

（３）貴国が国際事務局(WIPO)に通知を行った国の紋章、旗章、監督用及び証明

用の公の記号及び印章等について、他国で適切に保護されていないことが判明し

た場合、何か措置を講じていますか？ 

そのようなケースを把握していません。 

 

 

（４）貴国が異議通報を行った結果、２国間で国際紛争（或いは国際訴訟）に至

ったケースはありますか？あれば、その資料や具体例についてお示し頂きたい。 

 

１．はい  （       ）件 

２．いいえ 

３．分からない 
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５．WIPO 通知を行うことの効果 

 

（１）貴国において、パリ条約６条の３に基づいてすでに保護されている、国の

紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等に関して、貴国において商

標としての使用があった場合に使用を禁止するための対応についてお聞きしま

す。 

 

a) 使用を禁止させるための対応についてお聞きします。 

１．国内の法令で対応している。         →b)に進んで下

さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用で対応している。 →c)に進んで下

さい。 

３．分からない             →d)に進んで下さい。 

 

ｂ）当該商標の使用を禁止するための法令及び条文は何ですか？また、それ

を裏付ける資料があれば、該当箇所を示して頂くと共に提供頂きたい。 

 

 

→d)に進んで下さい。 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、根拠となる該当条文は何です

か？ 

 

 

→d)に進んで下さい。 

 

ｄ）国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に関係がある

と公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められていますが（パリ条約

６条の３(c)）、商標の使用禁止を担保する際、このような公衆の誤認等を

法令上の要件としていますか？ 

１．Yes     →Yes の場合、その根拠となる資料及び該当箇所

をお示し頂きたい。 

２．No 

３．分からない 
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また、上記 d)で「１．Yes」と答えた場合、その根拠となる資料及び該当

箇所をお示し頂きたい。 

0 

 

 

（２）（１）に示すように禁止されている使用があった場合、どのような制裁や、

補償措置が用意されていますか？（刑事罰、行政処分、外国政府による民事訴訟、

根拠となる条文など） 

また、その根拠となる資料及び該当箇所をお示し頂きたい。 

 

0 

 

 

（３）禁止されている使用について、違反者に実際に何らかの措置を行ったこと

があるか。あれば、禁止されている使用について、その発覚はどのような経緯で

したか？ 

0 

 

 

（４）パリ条約では保護が必要とされていない、「地方公共団体の監督用若しく

は証明用の印章若しくは記号」や、「外国政府の印章若しくは記号が用いられて

いる役務」についても保護を行っていますか。保護しているのであれば、根拠と

なる法令、規則等を教えて下さい。 

はい。商標法××の規定に基づき、登録商標の保護を行っています。  

 

 

（５）貴国の官庁では、外国の紋章、公の記号等の使用の正当性を判断するため

の「権限のある官庁（パリ条約６条の３（１）（a））」について、どちらに問い合

わせることが妥当と考えていますか。 

分かりません。 
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6．WIPO 通知と商標登録出願との関係について 

 

①パリ条約６条の３に基づいて国際事務局(WIPO)からの通知が先になされ

て保護が開始された後に、商標登録出願があった場合、或いは②商標登録出願が

先になされ、後から WIPO 通知により保護が求められる場合の対応についてお聞

きします。 

 

（１）WIPO 通知が先になされていて、後から商標登録出願があった場合 

 

a）貴国でパリ条約６条の３に基づいて保護されている、国の紋章、旗章、

監督用及び証明用の公の記号及び印章等が商標登録出願された場合、当該出

願を拒絶する根拠となる法令及び当該条文は何か。 

１．商標法で対応している。                →

b)に進んで下さい。 

２．パリ条約６条の３を直接適用することで対応している。  →

c)に進んで下さい。 

３．商標法以外の国内法令で対応している          →

d)に進んで下さい。 

 

ｂ） 

ｂ－１）商標法の第何条で担保していますか？条文と共に示して頂きたい。 

商標法×× 

 

 

ｂ－２）商標の登録を拒絶し又は無効を担保する際、国際機関の略称等につ

いては、当該国際機関と商標との間に関係があると公衆に暗示又は誤認さ

せる場合に保護が認められていますが（パリ条約６条の３(c)）、当該拒絶

又は無効を担保する際、このような公衆に暗示又は誤認させることを法令

上の要件としていますか？ 

１．要件としている 

２．要件としていない 

３．その他 

 

ｂ－３）また、国際機関の略称等については、当該国際機関と商標との間に
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関係があると公衆に暗示又は誤認させる場合に保護が認められています

が（パリ条約６条の３(c)）、このような公衆が誤認する場合等に該当する

か否かを判断する基準はありますか。 

また、当該基準に基づき、公衆に暗示又は誤認を生じさせないと判断さ

れた審査例がある場合にはその例を教示ください。 

（ある場合はその資料（実例及び審査基準）の該当箇所と共にご説明頂き

たい。） 

 

この問題については 近、欧州連合（EU）のシンボルの問題を中心とし

て、何度も議論を行ってきました。登録を拒絶された商標の例および国際

機関の名称、略称、シンボル等を構成部分とするにもかかわらず登録が認

められた商標の例については下記をご覧下さい。  

 

×× 

 

上記の記号は、保護の対象とされている EU のシンボル（暗い背景色の上

に 12 の星が円形に並ぶ）を構成部分としており、文字要素が EU の公的

機関を連想させる可能性があるという理由により、登録を拒絶されまし

た。  

 

×× 

 

上記の記号も、全体的な視覚的印象が保護の対象とされている EU のシン

ボル（青の背景色の上に黄色の星が円形に並ぶ）に非常に近く、文字要素

（「欧州フォーラム」という意味）が EU の公的機関又は公的行事を連想

させる可能性があるという理由により、登録を拒絶されました。  

 

×× 

 

上記の商標は、赤と青の文字要素と 8 の黄色の星という組み合わせが保護

の対象とされている EU のシンボルとは十分に異なり、そのため、同商標

と EU の間の関連性について公衆に誤認を生じさせる可能性はないという

点が考慮され、登録が認められました。  
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×× 

 

上記の商標の場合も、色と文字要素の組み合わせと全体的な印象が、保護

の対象とされている EU のシンボルとは十分に異なると判断されました。

 

→（e）に進んで下さい。 

 

ｃ）パリ条約６条の３を直接適用する場合、当該適用法令及び該当条文をお

示し下さい。 

0 

 

 →（e）に進んで下さい。 

 

ｄ）商標法以外の国内法令で対応している場合、その法令と条文を教えて下

さい。また、それを裏付ける資料があれば、該当箇所を示すと共に提供頂

きたい。 

 

0 

 

 

e) パリ条約６条の３に該当する商標登録出願があった場合に、当該出願人

が当該紋章等を定める国の政府自身であるなど当該紋章等の正当な権利

者・使用者と認められるときは、当該商標登録出願の登録は認められるか、

或いは拒絶されますか？ 

仮に、拒絶される場合、その根拠をお示し下さい。 

上記の場合、当該商標の登録は認められます。 

 

 

ｆ）貴国で、パリ条約６条の３に基づいて既に通知されており、保護されて

いる、国の紋章、旗章、監督用及び証明用の公の記号及び印章等について、

商標登録がされた場合、各官庁はどの法令及び条文に基づいてこれを無効

にしますか。それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共

に提供頂きたい。 
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商標法××に関連して適用される×× 

 

 

（２） 商標登録出願が先にされており、後から WIPO 通知がされた場合 

 

a) 他国の紋章、旗章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一又は類似の他人の商標が既に貴国において登録されて

いた場合、その商標登録は無効となることはありますか？無効となる場合

それを裏付ける資料があれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きた

い。 

 

１．無効となることがある    →b)に進んで下さい。 

２．無効とならない       →c)に進んで下さい。 

３．分からない         →c)に進んで下さい。 

 

b)通知された標章に係る商品･役務と既登録商標に係る指定商品･役務との

関係はどの程度考慮しているのか。既登録商標の周知性、使用の有無等の取

引の実情は考慮されるのか。）など考慮している点があればお示し頂きたい。 

××記号や、特定の目的を有する又は限定された分野の活動を行う国際機

関の名称、略称、シンボルの場合等、商品・役務との関係が考慮されるケ

ースもあります。紋章や、多目的を有する又は広範な分野にわたる活動を

行う国際機関の名称、略称、シンボルの場合等、通常は商品・役務との関

係が考慮されないケースもあります。ただし、登録商標の周知性が審査に

影響する場合があります。 

→c)に進んで下さい。 

 

c)他国Ａの紋章、記章等がパリ条約６条の３により貴国に通知された際、該

紋章、記章等と同一のＡの商標が既に貴国において登録されていた場合、

貴国では該商標登録をどのように処理しますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

同一の国の商標が既に登録されていた場合、パリ条約６条の３に基づく通

知による同登録商標への影響は全くありません。  
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→d)に進んで下さい。 

 

d) 貴国において、他国Ａの政府による公的団体の標章が商標登録された場

合に、他国Ａがその登録商標を貴国で使用しなかったことを結果として、

当該商標登録は取り消されることはありますか？それを裏付ける資料が

あれば、法令、条文を示して頂くと共に提供頂きたい。 

他の商標と同様、5 年間の不使用の後に第三者が請求を行えば、当該商標

登録は取り消される可能性があります。（商標法××をご覧下さい。）  

 

 

以上で質問票は終了です。ご協力ありがとうございました。 
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1. Notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris 

Convention 

 

In the following questions, we will ask you about (i) the national criteria for conducting 

notification to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention (what 

marks are notified?), (ii) national criteria for a public institution conducting notification to the 

International Bureau (WIPO) or requesting an objection, and (iii) information on guidelines and 

rules. 

 

(1) Is your institution the jurisdiction office which takes charge of the signs under Article 6ter? 

 1. Yes     

 2. No 

(                                                                      ) 

 

(2) Have your country ever notified the WIPO of any sign under Article 6ter which your country 

wish to protect?  

 1. Yes  No. of cases (××)  

 2. No 

 3. No idea  

 

(3) In notifying the International Bureau (WIPO) of the sings under Article 6ter which your 

country wish to protect, what procedures (including the method of accepting the signs to be 

notified, the method of selecting the  signs to be notified, and procedures in the department in 

charge of notification) do you follow?  Please tell us the details. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for conducting 

notification, if any.  

 In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are any 

such guidelines. 

 Moreover, please indicate the parts describing the scheme in the guidelines.  

We do not have any laws, regulations or written rules related to notifications under 

Article 6ter. 

The ×× notifications include official signs and hallmarks (namely ×× marks) 

and ×× of C country (namely ×× and ×× ). There were more signs notified in 

the past by ××, e.g. certain××, however these are not used anymore and are not 
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included in the electronic 6ter database administered by WIPO. 

 

(4) In the following questions, we will ask you about the criteria for signs and hallmarks that fall 

under the “official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them” set 

forth in Article 6ter. 

a) Are there any national criteria for signs and hallmarks that should be notified to the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention with regard to 

“official signs and hallmarks indicating control and warranty adopted by them”? What 

criteria are adopted (for example, only signs and hallmarks indicating control and warranty 

adopted by them which are attached under laws and regulations or criteria are subject to 

notification)?  

There are no such specific national critiria. 

 

 

b) Please tell us whether the following “official signs and hallmarks indicating control and 

warranty adopted by them” are subject to notification to the International Bureau (WIPO) 

under Article 6ter of the Paris Convention? 

  (i) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are 

usable upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (ii) Official signs and hallmarks for which there is a governing law and which are usable 

upon application to a third-party institution  

   1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iii) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are usable 

upon application to the government 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 (iv) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed by a third-party institution but in which the government is involved in some 

form (for example, the government gives guidance or has managed the signs and 

hallmarks in the past, or the government attends the examination committee) 

    1. Yes   2. No    3. No idea 
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 (v) Official signs and hallmarks for which there is no governing law and which are 

managed independently by a third-party institution 

    1. Yes   2. No    3. No idea 

 

 

(5) How does your institution which has received a notification from the International Bureau 

(WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention publicly notify the general public of the 

content of the notification? 

 1. Giving a public notice in your country separately from publication by the International 

Bureau → Go to (6) 

 2. Regarding publication by the International Bureau (WIPO) as a public notice in your 

country → Go to (8) 

 3. No idea  → Go to (8) 

 

(6) In terms of protection of the signs under Article 6ter which have been notified by the 

International Bureau (WIPO), are colors which are given to the signs also publicly notified in 

your country as the subject-matter of protection in the same manner? 

If colors are also publicly notified, please tell us the method of publicly notifying colors and 

the criteria for colors, if any. 

 

 

 

(7) In the following question, we will ask you about the period required for legal protection in 

your country where a foreign country has notified your country of the sings under Article 6ter 

through the International Bureau (WIPO). 

 How long does it take before the signs under Article 6ter is legally protected in your country 

after the notification from the International Bureau (WIPO) arrives? (How long does it take 

before a public notice is given after the notification arrives?) 

 

 

 

(8) How are official signs and hallmarks indicating control and warranty publicly notified in 

cases where two or more countries have notified identical signs and hallmarks indicating control 
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and warranty, like in the case of HALLMARKING CONVENTION? Is a public notice given 

separately with respect to each country using such signs and hallmarks? 

C country is a party to the Hallmarking convention – as the publication done by 

the WIPO is regarded as a public notice just like in any other case, there in no 

public notice given separately by our Office. 

 

In questions (9) to (11) below, we will ask you about the protection of national flags for 

which there is no obligation to notify under the Paris Convention. 

 

(9) How are national flags protected (are national flags subject to protection specified by 

domestic laws and regulations, rules, etc.?)?  

Our national flag is protected by the folowing laws: 

×× 

 

 (10) Although a notification of national flag is not obligatory under the Paris Convention, how 

do you obtain information on changes to the national flags of the countries of the Union to the 

Paris Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to the Trademark Law 

Treaty? 

The information on changes to national flags of the relevant countries are 

obtained on a case by case basis, e.g. if a trademark application contains a 

sign which evokes or resembles a national flag, the trademark examiner is 

supposed to verify if it actually is a flag or not. 

 

 

(11) Do your country admit the existence of two or more national flags for one country? If two or 

more national flags are protected for one country, please let us know the names of such countries. 

We are not aware of such a case, nevertheless theoretically spoken, if some 

country would ask for protection for two or more flags and prove that both/all 

of them are its official state symbols, we would probably regard both/all the 

flags as protected.  
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2. Objection Procedures 

 

We will ask you about the reasons why your country transmitted objections and the relevant 

procedures. 

 

(1) Has your country ever transmitted an objection to a notification conducted by the 

International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention? 

 1. Yes     No. of cases (××  ) 

 2. No 

 3. No idea 

 

(2) Please tell us the procedures for transmitting an objection to the International Bureau (WIPO) 

with regard to the signs under Article 6ter which has been notified by the International Bureau 

(WIPO).  

Please tell us the details, including the method of accepting opinions from those in your country, 

the method of determining whether to transmit an objection, and the procedures at the department 

in charge of transmitting objections. 

 Please let us know of the laws and regulations, rules, etc. that give a basis for 

transmitting an objection, if any. 

 In addition, we would ask you to provide materials for the relevant guidelines if there are 

any such guidelines. 

 Moreover, please indicate the parts describing the procedures and determination criteria 

concerning transmission of objections in the guidelines. 

There are no specific procedures, regulations, rules or guidelines with regard 

to transmitting an objection to the WIPO. It is normally done in form of a letter 

adressed to the WIPO Director General. 

 

(3) The following questions are asked to your institution if it has actually transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO) under Article 6ter of the Paris Convention. 

a)  For what the signs under Article 6ter and for what reasons did your institution transmit 

an objection? 

×× 

  

b) After the objection was transmitted, how was the signs under Article 6ter handled? (For 
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example, the official sign or hallmark, etc. was not protected in your country.)  

The signs were not protected in our country. 
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3. Response to Objection 

 

We will ask you about the way your country handled objections transmitted to your country by 

other countries. 

 

(1) Has any other country transmitted an objection to any sign under Article 6ter which your 

country has notified to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes   No. of cases ( ×× ) → Go to the next question. 

 2. No            → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on the next 

page. 

 3. No idea             → Go to “4. Actual Conditions of Utilization” on the next page.

 

(2) If your answer to question (1) is Yes, (i) to what sign of what country indicating control or 

warranty, etc. and (ii) for what reasons was the objection transmitted? 

×× and ×× transmitted objections to certain measuring signs protected for 

our country with the reasoning that the sign are not distinctive enough. 

×× transmitted objection to the protection of ××, based on an earlier almost 

identical trademark protected in ×× for a private company. 

 

(3) If your answer to question (1) is Yes, how did your country handle the signs? (For example, 

your country admitted that the official sign or hallmark, etc. was excluded from the 

subject-matter of protection in the country which transmitted the objection.) 

In case of ××, we did not answer to the objection. 

In case of ××, a letter expressing disagreement with the objection was sent 

to the ×× authorithies. After further exchange of views, the ×× objection 

was withdrawn. 

Also in the case of ××, our disagreement with the objection was expressed by 

official letter sent to the ××. According to the response of ××, the problem 

could be resolve only through the cancellation of the earlier trade mark. 
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4. Actual Conditions of Utilization Pertaining to Notification and Objection to 

the WIPO 

 

We will ask you about handling after your institution conducted notification or transmitted an 

objection to the International Bureau (WIPO). 

 

(1) Does your country monitor the status of use of the signs under Article 6ter which your country 

has notified to the International Bureau (WIPO), in other countries after the notification? 

a) Does your country monitor the status of use in other countries after conducting 

notification to the International Bureau (WIPO)? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 4. Other (                                                     ) 

 

(2) If your institution monitors the status of use, how does it monitor the status of use? 

０ 

 

(3) Are some sort of measures taken where it is revealed that the signs under Article 6ter which 

your country has notified to the International Bureau (WIPO) is not appropriately protected in 

any other country? 

We do not know about such a case. 

 

 

(4) Have there been any cases in which your country and another country were led to an 

international dispute (or an international lawsuit) as a result of your country’s having transmitted 

an objection? If any, please indicate the relevant materials and specific cases. 

 1. Yes    No. of cases (     )  

 2. No 

 3. No idea 
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5. Effect of Notification to WIPO 

 

(1) We will ask you about actions taken to prohibit the use of the signs under Article 6ter which 

have already been protected in your country, as trademarks in your country, if any. 

 

a) We ask your country about actions taken to prohibit such use. 

 1. Taking actions under domestic laws and regulations         → Go to b).

 2. Taking actions by directly applying Article 6ter of the Paris Convention → Go to c).

 3. No idea                                    → Go to d). 

 

b) What are the laws and regulations and clauses designed to prohibit the use of such 

trademarks? In addition, please provide supporting materials, if any, while indicating the 

relevant parts. 

 

 

→ Go to d). 

 

c) In the case of directly applying Article 6ter of the Paris Convention, what are the clauses 

that give a basis? 

 

 

→ Go to d). 

 

d) Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such misleading of the 

public, etc. is a requirement for securing the prohibition of use of the trademark? 

 1. Yes 

 2. No 

 3. No idea 

 

In addition, if your answer to question d) is Yes, please indicate supporting materials and 
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relevant parts therein. 

0 

 

 

 (2) In the event of a prohibited use as indicated in (1), what sanctions and compensatory 

measures are available? (for example, criminal punishment, administrative disposition, civil 

lawsuit filed by a foreign government, governing clauses) 

In addition, please indicate supporting materials and relevant parts therein. 

0 

 

 

(3) Have any measures actually been taken against an offender with regard to a prohibited use? If 

any, how was the prohibited use revealed? 

0 

 

 

(4) Does your country protect “hallmarks or signs indicating control or warranty adopted by local 

governments” and “services in connection with which a hallmark or sign of a foreign government 

is used,” whose protection is not required under the Paris Convention? If so, please let us know 

the governing laws and regulations, rules, etc. 

Yes, the protection with regard to trademark registration is based on the provision 

of ×× of Act ××, on Trademarks. 

 

(5) With regard to “competent authorities (Article 6ter (1)(a) of the Paris Convention)” to 

determine the legitimateness of use of armorial bearings, official signs, etc. of foreign countries, 

where do you think that it is appropriate to make inquiries in the governmental agency of your 

country? 

No idea  
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6. Relationships between Notification by WIPO and Application for Trademark 

Registration 

 

We will ask you about actions taken (i) where an application for trademark registration is filed 

after protection started as a result of a notification by the International Bureau (WIPO) under 

Article 6ter of the Paris Convention or (ii) where an application for trademark registration has 

been filed in advance and protection is subsequently required by a notification by WIPO. 

 

(1) Where a notification by WIPO has been conducted in advance and an application for 

trademark registration is subsequently filed. 

 

a) Where an application for trademark registration is filed for the signs under Article 6ter 

which is protected in your country, what are the laws and regulations which give a basis 

for refusing the application and relevant clauses?  

 1. Trademark law                                    → Go to b).

 2. Direct application of Article 6ter of the Paris Convention              → Go to 

c).  

 3. Domestic laws and regulations other than trademark law            → Go to 

d).  

 

b) 

b-1) In what Article of the trademark law is such refusal secured? Please indicate the Article 

with the text thereof. 

××on Trademarks 

 

b-2) In terms of refusal of registration of a trademark or securing of invalidation, Article 

6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the abbreviations, etc., of 

international organizations if the trademark claimed in a trademark application suggests to 

the public or misleads the public that a connection exists between the trademark and the 

international organization. Does any law or regulation provide that such suggestion to the 

public or misleading of the public is a requirement for the refusal or securing of 

invalidation?   

 1. Yes   ××, on Trademarks 
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 2. No  

 3. Other 

 

b-3) In addition, Article 6ter (c) of the Paris Convention requires protection of the 

abbreviations, etc., of international organizations if the trademark claimed in a trademark 

application suggests to the public or misleads the public that a connection exists between 

the trademark and the international organization. Are there any criteria for determining 

whether a case falls under such cases? 

Moreover, please let us know the cases in which it was determined through examination 

based on the criteria that a trademark neither suggests to the public nor misleads the 

public, if any. 

(If any, please give explanations thereon while indicating the relevant parts in the 

relevant materials (actual examples and examination criteria.)  

We have had a lot of dicussions on this subject recently, concerning mainly 

the symbols of the European Union. Below, you will find some examples of 

trademarks that had to be refused registration and also examples of trademarks 

registered despite the fact they comprise some elements of names, 

abbreviations, symbols etc. of international organizations. 

 

The registration of the sign above was refused because it comprises the protected EU 

symbol (12 stars in circle on dark background) and also the word elements may be 

associated with European Union official bodies. 

 

The registration of the sign above was also refused because the overall visual impression is 

very close to the protected EU symbol (yellow stars in circle on blue background) and also 

the word elements (with¥¥he meaning “European Forum”) may be associated with 

European Union official bodies or events. 

 

The trademark above was registered as it was taken into account that the word elements in 

red and blue in connection with the 8 yelow stars were different enough from the protected 

EU symbol and therefore the trademark was not capable to mislead the public that a 

connection exists between the trademark and the European Union. 

 

Also in the case of the trademark above the combination of colours and word elements and 
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the overall impression given by the sign were considered different enough from the 

protected EU symbol. 

 

 

→ Go to (e). 

 

c) Where Article 6ter of the Paris Convention is directly applied, please indicate the 

applicable laws and regulations as well as relevant clauses. 

0 

 

 → Go to (e). 

 

d) Where domestic laws and regulations other than trademark law are applied, please let us 

know the laws and regulations and relevant clauses. In addition, please provide supporting 

materials if any, while indicating the relevant parts. 

0 

 

           

e) Where an application for trademark registration that falls under Article 6ter of the Paris 

Convention has been filed, if the applicant is recognized as the legitimate right 

holder/user of the relevant the sign under Article 6ter (for example, the applicant is the 

government of a country that sets the sign under Article 6ter), is the application for 

trademark registration registered or refused? 

If the application is refused, please indicate the grounds for the refusal. 

In the case described above the trademark would be registered. 

 

 

f) Where a trademark has been registered for the signs under Article 6ter which has already 

been notified and has been protected in your country, based on what laws and regulations 

as well as clauses do governmental agencies invalidate the trademark registration? Please 

provide supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as 

well as clauses. 

××, on Trademarks 
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(2) Where an application for trademark registration has been filed in advance and WIPO 

subsequently conducted a notification 

a) Where your country is notified of another country’s the signs under Article 6ter, if your 

country has already registered another person’s trademark that is identical or similar to 

the armorial bearing, flag, etc., is the trademark registration invalidated in some cases? If 

the trademark is invalidated in some cases, please provide supporting materials, if any, 

while indicating the relevant laws and regulations as well as clauses. 

 1. Invalidated in some cases   → Go to b). the trademark could be invalidated on 

the request e.g. on the basis of ××, on Trademarks 

 2. Not invalidated       → Go to c). 

 3. No idea           → Go to c). 

 

b) To what extent is the relationship between goods/services pertaining to a notified mark 

and designated goods/services pertaining to a registered trademark taken into 

consideration? Please indicate the points that are taken into consideration, if any (for 

example, are the actual conditions of transactions, such as the well-knownness of the 

registered trademark and the status of use thereof, taken into consideration?). 

The relationship between goods/services would be taken into consideration in 

some cases, e.g. in case of ××  signs or names/abbreviations/symbols of 

international organizations with very specific purpose/narrow field of 

activity. In other cases, e.g. with respect to armorial bearings or 

names/abbreviations/symbols of international organizations having general 

purpose/broad field of activity, the relationship between goods/services would 

usually not be considered as relevant. Neverthelles, the well-knownness of the 

registered trademark etc. could play some role in certain cases.  

→ Go to c). 

 

c) Where your country is notified of country A’s the signs under Article 6ter, if your country 

has already registered A’s trademark that is identical to the signs, how is the trademark 

registration handled in your country? Please provide supportin 

If there is an earlier trademark registration for the same country, the 

notification under Article 6ter does not affect it in any way. 

→ Go to d). 
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d) Where a mark of a public institution has been registered as a trademark by the government 

of country A in your country, is the trademark registration rescinded in some cases as a 

result of country A’s non-use of the registered trademark in your country? Please provide 

supporting materials, if any, while indicating the relevant laws and regulations as well as 

clauses. 

The trademark could be revoked on the request of a third party filed after 5 

years of non-use, just like any other trademark (please see ××of Act ×× ,  on 

Trademarks) 

 

This is the end of the questionnaire. 

Thank you for your cooperation. 
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資料Ⅲ 

 

１５ 外国 D 

（知的財産庁） 
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D 国では工業所有権の保護に関するパリ条約の締約国の紋章、旗及びその他の国

の記章の保護（パリ条約 6 条の 3）は外務国際貿易省の知的財産貿易政策部（連

絡は、××が所管しています。 

 

外務国際貿易省は、さまざまな連邦省庁と連携して、世界知的所有権機関

（WIPO）に標識（sign）を通知する所管庁となっています。通知の手順を定める

法令・規則はありません。一般に通知は D 国大使から国際連合事務所及びジュネ

ーブ軍縮会議の D 国政府代表部に提出されます。パリ条約 6 条の 3 の記号

（symbol）の通知に関する協議に関与するその他の省庁には次のものがあります

が、これに限定されません。D 国連邦アイデンティティプログラム（D 国政府に

よる集団アイデンティティプログラムで、政府を団結し統一された行政府として

想定させるようにし、明瞭かつ一貫した帰属化によって、政府のプログラムやサ

ービスの利用を促すものです）を管理する D 国財務委員会事務局、D 国遺産省、

D 国産業省、D 国司法省、D 国公益事業・政府業務省、D 国市民権・移民省、D 国

旅券省。 

 

D 国はこれまでに 16 件の記号（symbol）の保護を求めるため通知を提出して

います（詳細及び D 国の保護対象の記号の写しについては、WIPO のパリ条約 6

条の 3 のデータベース検索インターフェース「6ter Express」 （URL: 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/）をご覧下さい）。こうした記号には、D

国の国章、D 国国旗のデザイン、××、旗印、D 国の文字標章、D 国政府の署名な

どがあります。記号を通知するかどうかの判断に使用される主な基準の一つとし

ては、第三者と D 国政府との関連について混同の可能性、不正表示又は虚偽の表

示があるかが挙げられます。ただし、各省の機関名（corporate signature）は

世界知的所有権機関に通知していません。これは通知済みの記号が各省の機関名

に含まれていて、これによって名称が保護されているため、省名が定期的に変更

されるため、そして 130 を超える連邦省庁があるためという理由によるものです。  

なお、パリ条約 6 条の 3 の記号うちもはや使用されないと判断されたいくつ

かの記号は、国際保護××からパリ条約 6 条の３の保護を取り下げた。  

  

パリ条約 6 条の 3 に従って、D 国商標法××はパリ条約 6 条の 3 に基づき登録

されている国の記章の使用を禁止しています。D 国では、性質上、知的財産権は

私権であって、一般に私権の保有者が行使します。従って、D 国では、パリ条約

の締約国により通知された記号の公示は行っていません。また、パリ条約の同盟

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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国、WIPO 加盟国、商標法条約の締約国の国旗への変更に関する情報は、6 条の 3

の義務を履行する目的では収集されていません。パリ条約の締約国から通知され

た記号は、世界知的所有権機関に通知され次第、商標法による保護を享受するこ

とになります。同盟国の国旗は、世界知的所有権機関に通知されない場合であっ

ても保護されます。 

 

さらに、条約 6 条の 3 に基づき保護される一定の D 国政府の記号の使用につい

ては、枢密院令（制定法上の権限により、又はあまりないですが国王大権により

総督が発した法的文書）によっても制限されています。枢密院令はすべて、所管

大臣の提言に基づいて発せられ、総督の署名が行われて初めて法的効力を持つこ

とになります。枢密院令××により、D 国のあらゆる者に、D 国の国旗の一部と

なっている××を取り入れた意匠や商標を使用することが、次の条件で認められ

ています。 

 意匠又は商標の使用が品位を損なわないものであること 

 当該意匠又は商標の登録の出願人が、願書に、××の排他的使用権の放棄

を記載していること  

 当該意匠又は商標の権利者が他の者による××の使用を阻止しようと試み

ないこと 

 

パリ条約 6 条の 3 に基づき保護対象となる D 国政府の記号の D 国国内での使用請

求は、D 国遺産省が所管しています。この記号の海外での使用請求は、外務国際

貿易省が所管しています（詳細については、次のウェブサイトをご参照下さい ×

×。
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In D country, the protection of armorial bearings, flags and other State emblems of the States 

party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Article 6ter of the Paris 

Convention), fall under the purview of the Intellectual Property Trade Policy Division of the 

Department of Foreign Affairs and International Trade. 

 

The Department of Foreign Affairs and International Trade, in consultation with various federal 

departments is responsible for the notif ication of symbols to the World Intellectual Property 

Organization. There is no law or regulation governing the procedure for notif ications. These 

are generally submitted by D country’s Ambassador to the Permanent Mission of D country to 

the Office of the United Nations and to the Conference on Disarmament in Geneva. Other 

Government departments involved in consultations related to the notif ication of Article 6ter 

symbols include, but are not l imited to: the Secretariat of the Treasury Board of D country 

Secretariat which manages the Federal Identity Program (the Government of D country's 

corporate identity program which helps project the government as a coherent, unified 

administration and facil itates access to government programs and services through clear and 

consistent identification); the Department of ×× Heritage; Industry D country; Justice D 

country, Public Works and Government Services D country, Citizenship and Immigration D 

country; and Passport D country.  

 

To date, D country has submitted ×× symbols for protection (further details and a copy of ×

× protected symbols can be found on the WIPO 6ter database search interface "6ter Express" 

available at http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/). Those symbols include: the Arms of D country; 

the design of the National Flag of D country; the ×× ; the Flag Symbol; the D country 

Wordmark; and the Government of D country signature. Potential confusion, 

misrepresentation or fraudulent representation of an association of a third party with the 

Government of D country is one of the main criteria used in determining whether to notify a 

symbol. Individual departmental corporate signatures, however, were not communicated to the 

World Intellectual Property Organization because protection for signatures is provided through 

notif ied symbols which are part of each department’s signature, department names 

periodically change and there are over 130 federal departments. After determining some of its 

Article 6ter symbols were no longer in use, ×× withdrew two of its Article 6ter marks from 

international protection ×× 

 

http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/
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Pursuant to Article 6ter, Subsection ×× of D country's Trade-marks Act prevents the 

adoption or use of state emblems notif ied under Article 6ter of the Paris Convention. 

Intellectual property is a private right in nature in D country and is generally enforced by 

private rights holders. As such, D country does not enforce symbols notified by Parties to the 

Paris Convention. In addition, information on changes to the national flags of the countries of 

the Union to the Paris Convention, the members of the WIPO, and the Contracting Parties to 

the Trademark Law Treaty is not collected for the purposes of the application of Article 6ter 

obligations. Symbols notified by any Party to the Paris Convention are protected by the 

Trade-marks Act once they are given public notice in the ×× Trade-marks Journal, upon 

notification from the World Intellectual Property Organization. Flags of countries of the Union 

are protected even if they are not notif ied to the World Intellectual Property Organiztion.  

 

Further, use of certain Government of D country symbols protected under Article 6ter is also 

limited by an Order in Council (a legal instrument made by the Governor in Council pursuant to 

a statutory authority or, less frequently, the royal prerogative). All orders in council are made 

on the recommendation of the responsible Minister of the Crown and take legal effect only 

when signed by the Governor General.). By Order ××, any person in D country may use a 

design or trademark incorporating the ×× that forms part of the flag of D country on the 

condition that: 

 the use of the design or trademark conforms to good taste;  

 an applicant for the registration of such design or trademark disclaims, in his 

application, the right to the exclusive use of the ××; and  

 the owner of such design or trademark will not attempt to prevent anyone else from 

using the ××. 

 

Requests for use in ×× of Government of ×× symbols protected under Article 6ter are 

administered by the Treasury Board of ×× Secretariat-the department of ×× Heritage 

administers requests pertaining to the national flag and ××. Request for use abroad of 

Government of D country symbols protected under Article 6ter is administered by the 

Department of Foreign affairs and International trade×× 
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